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平成１８年第２回名寄市議会定例会会議録
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般会計補正予算

日程第17 議案第１７号 平成１８年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第18 議案第１８号 平成１８年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第19 議案第１９号 平成１８年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第20 議案第２０号 平成１８年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第21 議案第２１号 平成１８年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第22 議案第２２号 平成１８年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第23 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第24 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄の冬を楽しく暮らす

条例の制定について

日程第５ 議案第２号 名寄市議会の議員その他

非常勤及び臨時の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市乳幼児医療費の助
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成に関する条例の一部改正について

議案第４号 名寄市老人医療費の助成

に関する条例の一部改正について

議案第５号 名寄市重度障害者、精神

障害者及びひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第６号 名寄市国民健康保険条例

の一部改正について

日程第８ 議案第７号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について

日程第９ 議案第８号 名寄市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例の一部改正について

日程第10 議案第９号 名寄市共同飲料水施設等

事業条例の一部改正について

日程第11 議案第１０号 専決処分した事件の承

認について

日程第12 議案第１１号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画について

日程第13 議案第１２号 市道路線の廃止につい

て

議案第１３号 市道路線の認定につい

て

日程第14 議案第１４号 指定管理者の指定につ

いて

日程第15 議案第１５号 専決処分した事件の承

認について

日程第16 議案第１６号 平成１８年度名寄市一

般会計補正予算

日程第17 議案第１７号 平成１８年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第18 議案第１８号 平成１８年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第19 議案第１９号 平成１８年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第20 議案第２０号 平成１８年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第21 議案第２１号 平成１８年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第22 議案第２２号 平成１８年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第23 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第24 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（３５名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 １９番 堀 江 英 一 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

８番 林 寿 和 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２２番 栗 栖 賢 一 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員



－3－

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 開 発 恵 美

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 今 尚 文 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君

市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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ただいまより平成１８〇議長（田中之繁議員）

年第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１０番 植 松 正 一 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（田中之繁議員）

について、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より１５日までの１

５日間といたしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より１５日

までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ これより行〇議長（田中之繁議員）

政報告を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

本日、平成１８年第２回定例会の開会に当たり、

これまでの主な行政事項について、その概要を御

報告申し上げます。

去る７月２５日に執り行いました新「名寄市」

誕生記念式典には、議員各位をはじめ多くの市民

の皆さんに御出席をいただき、盛会のうちに終了

できましたことに心よりお礼を申し上げます。市

民の融和と発展に向けて決意を新たにしていると

ころです。

また、記念式典に先立つ新「名寄市の花・鳥・

木」の選定につきましては、市民の皆さんからの

御意見をいただき、さらには各界の代表者による

選定委員会で議論していただくなかから、市の花

には「オオバナノエンレイソウ」、市の鳥につい

ては「アカゲラ」、市の木には「シラカバ」との

答申を受けてそれぞれ制定し、式典のなかで披露

させていただきました。

次に、総合計画について申し上げます。

「新名寄市総合計画」の策定につきましては、

総合計画を考える「地域懇談会」を８月２１日か

ら１３会場・１４回の予定で開催しています。ま

た、各団体・職域懇談会についても随時実施する

とともに、市民アンケートを行い、市民の幅広い

意見や提言をいただきたいと考えています。

総合計画策定審議会については、公募を含め１

００名の委員を選考させていただきました。９月

６日には１回目の審議会において、委員の委嘱と

総合計画に対する諮問をさせていただくとともに、

磯田憲一元北海道副知事の講演会を開催するなど、

具体的な策定作業を進め、市民との協働による計

画づくりに努めてまいります。

次に、行財政改革について申し上げます。

「新・行財政改革推進計画」の策定につきまし

ては、８月に課長・係長職２６名による推進計画

策定委員会を庁内に設置いたしました。今後は策

定委員会において、計画の基本方針や推進事項を

定め、具体的な改善策について調整を図ってまい

ります。

また、総務省より示された「行革の新たな指

針」による集中改革プランについても同推進計画

に含め、本年１２月を目途に「新・行財政改革推

進計画」を策定してまいります。

次に、町内会長・行政区長との懇談会について

申し上げます。

７月２０日に名寄市町内会連合会・風連町行政

区長会共催による行政との懇談会が開催されまし

た。市側から今年度の主な事業について説明する

とともに、地域から出された意見・要望などにつ

いて意見交換を行い、共通認識を持っていただい

たところです。今後も合同の会議などを開催し、
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地域連携の強化を図ってまいります。

次に、国際交流について申し上げます。

姉妹都市リンゼイ（現カワーサレイクス）市と

の交流については、学生の相互派遣を中心に交流

を進めており、今年度は２名の高校生を７月中旬

から派遣し、今月１０日に帰国の予定となってい

ます。

また、友好都市ドーリンスク市との交流では、

サハリン州青少年交流・受入事業の一環として、

ドーリンスク市の青少年３名を受け入れました。

また、友好委員会の長谷川会長を訪問団長として、

総勢１８名が今月の４日から訪問し、交流を深め

ることになっています。

次に、国内交流について申し上げます。

鶴岡市藤島との交流では、烈風獅子「しゃん」

一行２３名が来名し、「てっしフェスティバル」

で獅子ばやしを披露し、市民との交流を深めまし

た。また、８月５日には「北鼓友なよろ」の１０

名の子どもたちが、同じく１７日には「名寄・藤

島友好友の会」設立１０周年を記念し、友の会の

太田会長、今助役をはじめ７名が、それぞれ鶴岡

市藤島を訪問し友好を深めてまいりました。

東京都杉並区との交流では、阿波踊りの一行４

７名が６月に行われた「白樺まつり」に訪れ、阿

波踊りの軽快なリズムでまつりを盛り上げていた

だきました。本年度の「都会っ子体験交流事業」

では、杉並区の児童２５名と風連地区の児童２２

名が参加し、風連会場が７月２８日から杉並会場

が８月５日から、それぞれ４日間の日程で行われ

ました。この交流を通してお互いの子どもたちは、

夏休みの思い出づくりや友情を深め、楽しいひと

時を過ごしていました。また、８月２６日から２

７日の２日間、東京高円寺の「阿波おどり」に田

中市議会議長、小室助役をはじめ市民３２名が参

加し、おどりを通して杉並区民との親交を深めて

まいりました。

次に、市民健康づくりチャレンジデー２００６

について申し上げます。

人口規模のほぼ同じ自治体同士が、住民の運動

参加率を競うこのイベントは、新たに風連地区の

取り組みも加えて、去る５月３１日に島根県の雲

南市と対戦いたしました。

当日は、あいにくの小雨交じりとなり、屋外ス

ポーツには支障が出る状況となりましたが、参加

率は名寄市が５ ０率、雲南市が５ ５率となり、 

惜敗という結果でした。

御協力いただいた各団体、市民の皆さんに改め

てお礼を申し上げます。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度は、診療科１９科に医師４４名、研修医

１１名の合計５５名と４２名の医療技術スタッフ

及び２６７名の看護スタッフにより地域住民の健

康増進を図ってまいります。

また、昨年度から懸案となっています精神科の

固定医につきましては、引き続き北海道や関係機

関と連携を取りながら医師確保に向けて努力して

いるところです。

平成１８年４月から６月における一般科の第１

四半期の運営状況につきましては、取扱い患者数

が入院で ３率、外来で ０率、また医業ががに 

つきましては入院で １率、外来で ２率、いつ 

れも当初の予定患者数、金額を上回っております。

本年６月に、医療財政の改善のための医療費抑

制と医療提供体制の改革を骨子とする第５次医療

制度改革関連法が国会で成立いたしましたが、病

院経営を取り巻く環境は非常に厳しい状況に変わ

りはありません。今後も一層、診療体制の充実と

ががの確保及び費用の抑制を図り、地域住民の信

頼にこたえる病院運営に努めてまいります。

次に、保育行政について申し上げます。

合併に伴い保育所数は、名寄地区で市立の４カ

所、風連地区では私立の１カ所、合わせて５認可

保育所となり、３２５人の定員に対して現在３２

６人のお子さんをお預かりしています。

子育て家庭に対する育児支援のための相談、情

報の提供、親子の交流の場として、子育て支援セ
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ンターを名寄地区で２カ所、風連地区で１カ所設

置しています。このうち子育て支援センター「ち

ゅうりっぷ」につきましては、昨年まで使用して

いました旧大谷幼稚園園舎が取り壊しとなり、中

央保育所に場所を移して開設となりました。しか

し施設が手狭であることなどから、教育委員会の

協力を得て、補完施設として「ほっと２１」の体

育室・育児室を併用していますが、７月の利用実

績は４４５組 ０４９人で、昨年同月と績績して

５ ６率に止まる大幅な５少となりました。

今後も次代を担う子どもたちが健やかに育つよ

う、多様化する保育ニーズへの対応に努めてまい

ります。

次に、障害者福祉について申し上げます。

障害者自立支援法の施行により、介護給付サー

ビスの利用者は、市町村が設置する審査会におい

て、障害程度区分の認定が必要となりました。審

査委員は、障害者の保健又は福祉に関する学識経

験を有する者と規定されていることから、近隣町

村から共同設置を要請されていました。

その後、審査会の概要や規約等について協議を

進めた結果、名寄市、下川町、美深町、中川町、

音威子府村による共同設置とし、７月７日付けで

北海道へ届出書を提出いたしました。

審査委員は、名寄市３名、下川町１名、美深町

１名の５名とし、既に辞令交付と審査委員研修を

終了し、８月２４日及び３１日に審査会を実施し、

本年１０月１日からの本格実施に備えています。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

１８年度の国民健康保険税の税率につきまして

は、合併特例法第１０条の規定により、旧市町そ

れぞれの税率を適用し賦課をしています。

当初賦課状況については、医療分での賦課税率

に両市町の差異はありませんが、賦課総額に対す

る均等割・平等割のいわゆる応が割の占める割合

が５ １２率となっています。現在の軽５率を確

保するため、本年度中に応が割合が５５率以内と

なるよう保険税の税率改正案を提案いたします。

なお今年度は、７割・５割の軽５で ０６２な

帯、２割軽５は３４４な帯が該当となり、賦課な

帯数 ２５３な帯のうち５ ５率が軽５の対帯に 

なっています。

また介護納付金分では、旧市町それぞれの税率

で賦課をしていますが、７割・５割の軽５は８６

５な帯、２割軽５は１６０な帯が該当となり、賦

課な帯数 ３６６な帯のうち４ ３率が軽５の対 

帯になっています。

今後も被保険者の健康確保のため、給付と負担

の公平を図り、安定的で持続可能な医療保険制度

として一層の自助努力をしてまいります。

次に、介護保険について申し上げます。

７月２４日に名寄市保健医療福祉推進協議会を

開催し、名寄市第３期高齢者保健医療福祉計画・

介護保険事業計画及び第３期風連町高齢者福祉計

画・介護保険事業計画の統合に向けて協議いたし

ました。

今後、協議会の下に高齢者部会を設置し、この

部会を中心に検討してまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりを目指し、

市民の皆さんの御理解と御協力をいただきながら

「交通事故死ゼロ」を目標に運動を進めてまいり

ましたが、残念なことに５月から７月の３カ月間

に３件の交通死亡事故が発生し、３名の尊い命が

失われました。

このような悲惨な交通事故を絶滅するため、高

齢者交通安全宣言大会及び交通事故抑止緊急大会

などを実施し、決意を新たに関係機関との連携を

図り、交通安全運動・啓発活動をさらに進めてま

いります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

名寄地区では、紙製容器包装廃棄物を資源ごみ

として、無料が集に取り組み５カ月が経過しまし

た。徐々にではありますがが集量も多くなってき

ています。

風連地区では、プラスチック製容器包装廃棄物
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が有料から無料が集になりました。各家庭で績績

的多く出される資源ごみですので、負担の軽５が

図られたものと思います。

今後も循環型社会の構築のため、資源ごみの有

効活用と分別の徹底に努めてまいります。

また埋立ごみにつきましては、合併協議のなか

で一般家庭からの持ち込みごみは風連処分場、事

業系の持ち込みごみは内淵処分場と、すみ分けて

の利用としましたが、想像以上に風連処分場が混

雑し、市道に車が連なるなど交通事故の危険性も

あったことから、利用者の選択ではありますが、

一般家庭からの持ち込みごみについては、両処分

場への持ち込みを認め、混雑の緩和を図ってまい

りました。

ごみの５量化では、６月２２日に市民文化セン

ターで３０名の参加をいただき、段ボールコンポ

ストの普及に向けた講習会を開催し、その後も市

内デパートの協力を得て、イベント広場での講習

会などにも取り組んでまいりました。

今後も生ごみの５量に向け、普及活動を行って

まいります。

次に、公営住宅の建設について申し上げます。

西町団地建替事業は、７月に木造平屋建て３棟

６戸を発注し、１１月に完成予定で建設を進めて

います。

北斗・新北斗団地建替事業は、基本設計を７月

に着手し、来年２月に完成の予定です。また徳田

団地の解体工事は、６棟２４戸を１１月に発注す

る予定です。

次に、水道事業について申し上げます。

本年度、第１四半期における給水量の状況は、

計画の一日計大給水量１計 ７４０立方計ートル

に対し ２２４立方計ートルで、施設能力の約７

９率の稼働率となっております。

第２期拡張事業では、名寄日進地区の配水管布

設工事などを発注しています。また、建設改良の

全体事業としては、計量法に伴う量水器の取替工

事を名寄、風連の両地区でそれぞれ発注していま

す。

残りの配水管網事業などにつきましても、早期

発注に努めてまいります。

次に、下水道事業について申し上げます。

雨天時の浸水対策及び水質汚濁防止対策として、

合流改善事業の滞水池土木工事を発注し、さらに

下水処理場の排水ポンプ場電気設備機器更新工事

を発注いたしました。

また、個別排水処理施設整備事業につきまして

は、名寄地区で予定していました智恵文小学校の

教員住宅を含め１１基、風連地区では６基の全体

１７基を発注し、そのうち６戸の供用を開始して

おります。

次に、道路事業について申し上げます。

建設事業につきましては、上半期で８０率の発

注を目標に進めております。

工事関係では、１９線道路舗装工事が完了し、

東４号南線、徳田２号線、西５条仲通などの改良

舗装工事も順調に進んでおります。

９月以降には、南北２条線の歩道改修や東風連

線の智烈布橋架換、名寄演習場周辺障害防止対策

事業による排水路工事などを発注してまいります。

次に、防塵対策事業について申し上げます。

例年、防塵対策として行っている未舗装道路の

アスファルト乳剤による防塵処理補修工事につき

ましては、５月中旬から８月上旬にかけて１５３

路線、総延長で約２９キロ計ートルを施行いたし

ました。

また、アスファルト乳剤に替わるものとして、

アスファルト再生合材の敷設について名寄地区市

街地の２路線、総延長で約４００計ートルを試験

的に施行いたしましたが、今後はその路線の耐久

性や補修コストなどのデータが集を行ってまいり

ます。

次に、道立サンピラーパークについて申し上げ

ます。

北海道事業は、サンピラー交流館の各種設備工

事をはじめ、やすらぎの庭、スポーツ広場の造成
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が発注されています。

市事業のコテージ建設も順調に進んでおり、計

終の造成工事を９月に発注予定です。

また、公園の一部開園を１１月１１日に控え、

実行委員会の組織づくりは近隣市町村の協力を得

て終了しており、式典などの企画内容につきまし

ては、北海道と現在協議中ですが、当日は多くの

市民に御来園いただきたいと考えています。

次に、交通体系の整備について申し上げます。

高速自動車道路の整備につきましては、士別剣

淵ＩＣから士別市多寄間において、去る８月６日

に中心杭打式が行われ、新直轄方式による事業着

手となりました。

今後も、残された区間の早期着工に向け、道北

の市町村、関係機関、各期成会などと協力してね

ばり強い運動を推進してまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

農業・農村の振興に係る事業の円滑な推進や活

性化と持続的発展に向けた施策の検討を目的に、

７月下旬に「名寄市農業・農村振興審議会」及び

「名寄市農業振興対策協議会」を立ち上げました。

さらには、新たな農業・農村振興計画の策定に

向けた計画方向、推進方策の原案策定のため、

「名寄市農業・農村振興計画検討委員会」をあわ

せて立ち上げたところです。委員各位の提言など

をいただきながら農業・農村行政の振興に努めて

まいります。

次に、農作物の生育状況について申し上げます。

春先は低温が続き雪解けや農作業に遅れが生じ、

播種・移植作業に影響が出たため初期生育が悪く

心配されましたが、６月中旬以降には気温も平年

より高く推移し、一時的な大雨もありましたが適

度な降水量となり、総じて高温・多照の気候によ

り各作物とも生育は平年並みに回復し、が穫の時

期を迎えようとしております。

水稲につきましては、出穂揃いが１日遅い８月

３日となりましたが、高温・多照により登熟が順

調に進み、現在の生育では平年績３日進んでいま

す。すす割合はサンプル調査の平均では ９率で、

平年が１０率程度のため、すす粒が極めて少ない

状況で、平年並み以上のが穫が見込まれます。積

算気温から換算すると成熟期については平年より

３日程度早いと予想しております。

畑作物につきましても、６月以降の高温・多照

により、豆類・馬鈴しょ・てん菜は平年並みに回

復しています。

が穫の終わった秋まき小麦につきましては、雪

解けの遅れ、春先の低温によりやや細麦傾向にあ

りますが、が穫は天候に恵まれ７月２６日から始

まり８月１日に終了しています。現在は規格内に

調製されていますが、が量につきましては１０ア

ール当たり２４０キログラム程度と計画を下回る

見通しです。

アスパラガスにつきましては、５月下旬の霜と

６月上旬の低温により品質に影響があったものの、

その後は好天と適度な降水量により生育が順調に

進み出荷量も増加しました。選別期間は５月１７

日から７月７日と長く、品質的にもＬ・Ｍクラス

が多く、１０アール当たりのが量は目標とする３

００キログラムを超え、農家の努力と増がに向け

た取り組みの成果が出ています。が穫終了後は、

来年度に向けて生産者に対し倒伏防止、斑点病防

除の徹底に努めているところです。

また農業振興センターでは、アスパラガスの新

規植規、更新に向けて大規１４ ７００本、セル

規８ ５００本の計２３ ２００本を１０６戸の 

農家に供給しました。

次に、第２８回を迎えた新名寄市誕生記念「な

よろ産業まつり」について申し上げます。

名寄の産業を広く市民に紹介し、地場産品の良

さと地産地消の普及、農業・農村の理解を深める

ことを目的に、なよろ健康の森を会場に８月２７

日に残暑厳しいなか盛大に開催されました。

今年は合併して「もち米作付け面積日本一」記

念イベントとして、巨大石うすによる餅つきを実

施し、餅まきも開会式・閉会式に５俵をまいたほ
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か、お汁粉を無料配布し、御来場の皆さんに喜ん

でいただきました。

当日は、毎年好評をいただいております地場産

の新鮮な野菜や畜産物の販売のほか、名寄産はく

ちょうもちを原料とした「赤福」の販売、藤島町

の特産品の販売、さらには風連産うるち米や名寄

産ゆきわらべの無料配布によるＰＲ、御料太鼓・

北鼓童などによる演舞、旧風連町出身歌手の歌謡

ライブで祭りは盛り上りをみせました。

また、農協青年部のトラクター馬車、牧草ロー

ル転がしなどの企画も人気を呼び、市民はもとよ

り近隣の皆さんにも楽しい一日を過ごしていただ

きました。

御協力をいただきました関係者の皆さんに厚く

お礼を申し上げます。

次に、平成１９年度から導入される品目横断的

経営安定対策について申し上げます。

品目横断的経営安定対策は、土地利用型農業の

米、麦、大豆、てん菜、澱原用馬鈴しょの５品目

を対帯に、複数作物の組み合わせにより営農が行

われている水田作及び畑作について、担い手の経

営全体に着目して、諸外国との生産条件を是正す

るための対策となる直接払いを導入するもので、

販売が入の変動が経営に及ぼす影響が大きい場合

は、その影響を緩和するための対策を行うもので

す。

９月１日からの申請を控え、８月８日から１０

日まで北海道農政事務所、ＪＡ、名寄市の共催で

説明会を開催したところです。

対策の支援を受けられるのは「担い手」であり、

認定農業者と一定の条件を備えた集落営農組織が

対帯となり、経営規模については当初２０００年

の農林業センサスの数値とされていましたが、６

月段階で２００５年センサスの数値を用いること

に変更され、特例基ににより認定農業者 ８にク

タール（当初 ４にクタール）、集落営農組織１

６にクタール（当初１ ８にクタール）と決定 

されました。８月末現在の対帯農業者は、５品目

作付け実績農家６０９戸のうち４３７戸、７２率

が対帯となり、面積でも ４９３にクタールのう

ち ９３８にクタール、８８率が対帯の見込みと

なっています。

現状では、集落営農組織での該当は難しいと判

断しており、認定農業者で該当となるよう指導す

るとともに、経営規模要件の ８にクタールにる

たない農家については、ＪＡ・農業委員会などと

相談しながら本人の意向を確認し、交付金の対帯

になるよう協議しているところです。

次に、農業・農村整備事業について申し上げま

す。

継続中の道営事業につきましては、「道営畑地

帯総合整備事業」智恵文地区で暗渠排水、心土破

砕、石礫除去、排水路などの整備を行い、経営の

安定化と生産性の向上に努めてまいります。

「道営地域水田農業支援緊急整備事業」の風連

地区、名寄の２地区及び「道営経営体育成基盤整

備事業」の東豊地区では整地工、暗渠排水、排水

路などの整備を実施しており、また瑞生地区につ

きましては委託設計、共和地区では平成１９年度

の地区採択に向け調査計画を行ってまいります。

財団法人北海道農業開発公社が事業主体の「畜

産担い手育成総合整備事業」では、智恵文地区、

名寄地区、風連地区で草地整備改良、造成改良、

尿処理施設の整備を行い、畜産経営の合理化と生

産性の向上に努めてまいります。

また「ふるさと農道緊急整備事業」では、風連

御料１２線北線の舗装工事４３１計ートルを実施

しています。

次に、林業の振興について申し上げます。

林産業を取り巻く環境は厳しく、特に木材価格

の低迷、造林費用の高騰などにより、森林所有者

の造林意欲は５退傾向にあります。

こうした中で、一般民有林の造林計画は植林７

５にクタール、下刈り２６０にクタール、除間伐

２１０にクタール、作業路４００計ートルなどを

実施する計画であり、森林所有者の理解を得なが
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ら負担軽５と優良森林資源の確保に努めてまいり

ます。

次に、名寄市森林組合に対する出資金の５資に

ついて申し上げます。

名寄市森林組合では、木材需要のす振や価格の

低迷、また加工施設に対する設備投資などで、平

成９年度末には１成 ７７４計６千円の成成額と

なりました。これらを解消するために資産の処分、

役員補てん金などを柱とした「再建７カ年計画」

を策定し、業務改善に努めてきましたが、公共事

業のす振などによる林産事業の伸び悩みから再建

がならつ、平成１５年から「新・再建３カ年計

画」を樹立し、累計成成金の早期解消と金融債務

の圧縮及び経営基盤と体制の確立を目指してきま

した。しかしながら前期繰越成成金、退職給与引

当金、固定資産除去費などで約 ５００計円の成

成金を繰り越すことになりました。

負債を解消するために平成１７年度事業利が、

役職員補てん金、旧名寄市合併支援補助金などで

約 ２００計円を確保しましたが、差し引き額で

約 ３００計円の財源す約となり、出資金での３

分の１相当の５資が必要となりました。

このような経過から、旧名寄市では１口１千円

の１計 ９８８口、 ６９８計８千円の出資をし 

ていましたが、３分の１相当の５資により、名寄

市森林組合に対する出資金は１口６６７円、 １

３３計９９６円となりました。

次に、商工関係について申し上げます。

商店街の賑わい支援策の一つとして、市内循環

バスの活用策について関係機関・団体と協議して

まいりました。このたび、市内バス会社の協力を

得て、「てっし名寄まつり」のイベントに合わせ

て乗車の実験事業を行いました。一日当りの平均

乗車人員は２４５人となっており、通常乗車との

績績、商店街における賑わいなどについて、商工

会議所と検討を行ってまいります。

また、商店街連合会主催による「北のカーニバ

ル」につきましては１１団体の参加があり、出演

者と沿道の市民が一体となったカーニバルが、多

くの観客を楽しませ賑わいをもたらしました。今

後も地域と一体となった催事・行事に支援をして

まいります。

また、石油高騰による影響について、年間経費

に占める燃料割合を商工会議所とともに調査をい

たしました。関係５業種６３事業所での調査で、

業種間でばらつきがあるものの、総体に占める割

合は１ ０２率、前年績で ３ポイントの増とな 

っております。秋に向けてさらに高騰するとの情

報もありますので、中小企業相談所とも連携して

資金対応などを含めて周知してまいります。

次に、道の駅事業について申し上げます。

すでに、調査設計事業のなかで関連事業、配置

などについて協議が進められていますが、建設水

道部と経済部による庁内検討組織において、道内

１５カ所の施設について視察研修が行われていま

す。今後もこれらの情報を生かし、さらに検討を

加えてまいります。

次に、風連地区の市街地再開発事業について申

し上げます。

風連地区の再開発は、風連地区市街地を名寄市

の南玄関口としてふさわしい街並みとなるよう整

備するもので、専任職員を配置し、４月に事業推

進計画業務の委託発注を行い、知事に対する事業

の施行認可の申請に必要なに備会の設立に向け、

規約の検討、事業の計画内容及び権利調整の詳細

などの検討を行っています。

さらに本事業は、地区内地権者全員の同意を得

て行う事業であることから、意向を保留されてい

る地権者の合意形成に努めているところです。

６月に担当職員を２名体制とし、事業実施に伴

う諸問題の対応など、期成会と連携を密にし平成

１９年度事業着手、２２年度完成に向けて取り組

んでいます。

次に、観光について申し上げます。

「第２７回ふうれん白樺まつり」は、西町公園

特設会場で開かれ多くの観客で賑わいました。ま
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た前夜祭の「阿波踊りｉｎふうれん」においても、

友好交流都市東京都杉並区の高円寺阿波踊り一行

４０名の参加をいただき、地元「風舞連」との共

演など、会場・沿道から多くの拍手を受け、賑わ

い創出がなされたところです。

「てっし名寄まつり」は７月３０日から８日間、

天塩川河川敷と市内中心部において繰り広げられ

ました。計ーン行事の花火大会・ライブコンサー

ト、地元の踊り、藤島町からの郷土芸能、合併記

念もちつき実演など、多くの市民や観光客が光と

音の競演を楽しみました。

８月１日には「第２７回なよろのおどり」が開

催され、３４団体、 ７６２人の参加があり、各

団体制作のあんどんも加わって盛り上がりに彩り

を添えました。今後のあり方については、アンケ

ート調査をもとに実行委員会で協議をしてまいり

ます。

「第２８回風連ふるさとまつり」は、８月１２

日から１３日にかけてＪＲ風連駅前通りを主会場

に開催されました。２４基の勇壮なあんどんが町

内を練り歩き、光の絵巻で観衆を魅了しました。

また、前夜祭での郷土芸能披露と人情ふれあい盆

踊りでは、多くの人が一体となり、大きな輪が広

がったところです。

また、夏の観光として定着している智恵文ひま

わり畑については、例年より早い時期に鑑賞でき

るよう作付けし、今年も１２にクタール、７０計

本が開花し、多くの人で賑わいをみせました。ジ

ャガイモ掘り、パノラマ展望、ひまわり無料刈り

取りコーナーなどで観光客や家族連れに楽しんで

いただきました。

ＪＲ名寄駅前の歓迎広告塔とプンゲンストウヒ

へのイルミネーション点灯式が、７月２９日に観

光まちづくり協会によって行われました。駅前と

中心街の景観アップ、賑わいづくりを支援しよう

と取り付けられたもので、サンピラー現帯をイ計

ージし、透明感ある青色の美しい幻想的な光景が

楽しまれています。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄地方における労働雇用環境は、全国的な動

向とは異なり厳しい状況は変わっていません。こ

のような状況のなか、季節労働者に対する制度の

改正が明らかにされたところです。現在、厚生労

働省労働政策審議会雇用保険部会で審議されてお

りますが、大変厳しい局面を迎えており、そのま

ま実施されると季節労働者の生活に与える影響は

必至であり、この地域全体の消費経済に大きな打

撃となります。これらのことから、上川北部市町

村雇用問題対策協議会において、季節労働者に対

する制度の充実、特例一時金制度の現状維持につ

いて、８月２４日に北海道知事、北海道議会、北

海道労働局に対して要請活動を行いました。さら

には、名寄市雇用問題対策協議会としても８月２

８日に市民集会を開催しました。季節労働者、雇

用主、地域経済も大きく影響を受けることから、

商店街からも実情を訴えていただき、地域一丸と

なった取り組みとなっているところです。

今後も全道、全国市長会を通じての訴え、北海

道と連携しての情報が集に努め、時宜を得た対応

をしてまいります。

次に、労働相談員について申し上げます。

このように緊迫した情勢のなかにあっては、労

働相談員の設置は大きな意義を持ってまいります。

今年度、相談員として中村辰雄氏、薄葉元司氏、

千葉榮太郎氏、佐藤勝見氏、佐藤誠一氏、奥山玉

示氏の６名に委嘱をいたしました。今年度におい

ては、毎月第２水曜日を相談日とすることで協議

が調っておりますので、市民に周知し対応してま

いります。

次に、学校教育について申し上げます。

夏季休業期間中に、豊西小学校の放送設備更新

工事、智恵文小学校の体育館屋根塗装工事などを

実施しました。また８月下旬には、市内全小中学

校において、「学校環境衛生の基に」に基づき、

ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物検査を実

施し、９月中に検査結果が出る予定です。今後も
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学校の施設整備及び環境整備を進め、安全で安心

できる快適な学習の場づくりに努めてまいります。

特別支援教育については、昨年度に旧名寄市で

実施した「特別支援教育体制推進事業」の成果を

踏まえ、風連地区を含めた全小中学校で校内委員

会と特別支援教育コーディネーターを設置し、推

進体制を整備してまいります。７月１２日には第

１回コーディネーター連絡会議と管理職などを含

めた研修会を開催し、共通理解を深めてまいりま

した。今後は各学校における実態調査を行い、専

門家チームや特別支援連携協議会の設置など、関

係機関と連携して障害のある幼児・児童・生徒へ

の総合的な支援体制の整備に努めてまいります。

また児童生徒数の５少に対応し、老朽化した学

校施設の整備を計画的に進めるため、その基本と

なる小中学校の学級・学年編成など、適正な規模

・配置のあり方を検討する「名寄市小中学校適正

配置等検討委員会」を設置し、昨日８月３１日に

第１回委員会を開催いたしました。検討委員会か

ら基本的な考え方・指針を提言いただき、これを

受けて年度内に教育委員会としての方針をまとめ

たいと考えています。

次に、学校給食センターについて申し上げます。

名寄と風連学校給食センターの統合につきまし

ては、７月初旬に名寄市学校給食センター運営委

員会と名寄・風連合同学校給食理事会を開催し、

その経過を説明し一定の理解を得たところであり

ます。

その折に出された課題解決に向けて、合同学校

給食理事会で「給食」「献立」の２部会を設置し、

給食費の単価や徴が方法、地場産品の取り扱いや

給食献立について協議を進めています。１２月に

は学校給食センター運営委員会に報告し、名寄・

風連学校給食会総会で決定していただく方向で作

業に入っています。その経過につきましては、

「学校給食だより」などでお知らせします。また

決定後には、市広報を通じて市民周知を図ってま

いります。

なお、名寄学校給食センター整備工事計画のう

ち屋上防水工事につきましては、夏季休業期間中

の７月２４日から８月２２日の間で工事が終了し

ました。今後も、より安全で栄養バランスに配慮

したおいしい学校給食の提供に努めてまいります。

次に、社会教育について申し上げます。

７月２６日から２７日にかけて名寄市花壇コン

クールを行いました。本年度から名寄地区、風連

地区合同の審査とし、新たに第１回のコンクール

として募集を行ったところ、名寄地区から８７点、

風連地区から１４点の応募があり、審査員の慎重

な審議により賞が決定いたしました。

野外体験学習事業であります「へっちゃＬＡＮ

Ｄ２００６」は、８月８日から３泊４日の日程で、

名寄健康の森キャンプ場を中心に行われました。

本年は、小学４年生から中学１年生まで３７名の

参加があり、テント設営や飯ごう炊飯を行うとと

もに、九度山登山やカヌー、炭焼きなどを体験し、

思い出に残る野外体験ができたことと思います。

この事業には１３名の名寄大学生、短大生がサ

ブリーダーとして参加し、また１１名の市内小中

学校教職員の御協力がありました。事業の推進に

あたり、多くのボランティアスタッフの皆さんの

御協力に心から感謝を申し上げます。

次に、女性児童センターについて申し上げます。

働く女性の家連絡協議会の全国会議が、７月１

３日から１４日にかけて、全国から２９館４６名

が出席して、市内ホテルを会場に開催されました。

この会議は、「働く婦人の家」相互の連絡・協

調を図るため毎年開催されており、今回で４０回

目を迎えましたが、総会では各自治体の財政状況

の悪化などから、本年度末をもって解散が決議さ

れました。

協議会が解散となっても、「働く婦人の家」な

どが地域に果たす役割の重要性は変わらないこと

から、名寄市における女性児童センター「ほっと

２１」の運営につきましては、全国各地とインタ

ーネットなどによる情報交流を積極的に行いなが
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ら、今後とも運営の充実に努めてまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

図書館では、夏休みの子ども行事の取り組みと

して、名寄本よみ聞かせ会と共催の「夏のお楽し

み会」及び「小学生一日司書体験」を開催し、好

評をいただきました。

また、子どもの読書活動などにつきましては、

去る７月６日「名寄市小中学校図書室・市立名寄

図書館担当者会議」を開催しました。こうした情

報交換を通して連携を深め、それぞれの役割を果

たす中で子どもの読書活動を一層推進してまいり

ます。

次に、プラネタリウム館、市立木原天文台につ

いて申し上げます。

プラネタリウム館では、７月５日から５日間、

幼児・児童を対帯に「七夕無料投影会」を実施し、

幼稚園児など４００名余りの利用がありました。

市立木原天文台では、「夏休み天文教室」を開

催し、多くの参加をいただきました。また、ポラ

リスⅡ号による移動観望会は、各小学校からの要

請で実施し、多くの感動を与えました。

７月２５日から４日間、日本惑星学会・北大低

温科学研究所の主催する「惑星科学フロンティア

セミナー」が開催され、全国から大学院生が７０

名参加し、木原天文台でも講演・観望会が実施さ

れました。また、このセミナーの開催を記念して

市民向けの講演会が行われるなど、多くの市民か

ら好評を得たところです。

次に、北国博物館について申し上げます。

第１６回となる特別展示会は「しらかば」をテ

ーマとして、７月２２日から８月２７日まで開催

しました。新たに「名寄市の木」となりましたし

らかば類の紹介と、な界の先住民から現在に至る

利用法や白樺細工を１７０点の資料で取り上げ、

約 ５００名の方々の観約をいただきました。

また初の試みとして、夏休み期間中に宿泊登山

ツアーと縄文クッキングを開催したところです。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

長い歴史のある第３４回名寄・下川間往復駅伝

競走は、去る６月１８日に開催され、昨年より多

い７５チーム、約７００名の参加者が健脚を競い

ました。

サンピラー国体記念第４回サマージャンプは、

７月３０日に名寄ピヤシリシャンツェで開催され、

全日本スキー連盟Ａ級公認大会として、全日本強

化選手を含む１５２名のエントリーがあり、内外

から多くの観客が訪れ熱い声援を送っていました。

夏季合宿につきましては、本年も７月下旬から

８月中旬まで、健康の森陸上競技場や多目的広場

において行われ、道内の高校・大学のサッカーや

ア計リカンフットボール、新潟県を含めたクロス

カントリースキーなど多彩なチームの利用があり

ました。

長年市民に親しまれてきました西プールにつき

ましては、８月２５日に今年度の利用を終了し、

その役割を終えたところです。

また、埼玉県の市営プールで起きた女児死亡事

件に伴い、「給排水口のふたの固定」や「吸い込

み防止金具」について調査したところ、全プール

において給排水口のふたについては固定されてい

ることが確認されましたが、一部プールでは吸い

込み防止金具が設置されていないことが判明し、

安全を確認するとともに、その後の監視をより強

化いたしました。シーズン終了後には改修する予

定になっております。

以上、主な行政事項につきまして、その概要を

申し上げ御報告といたします。

日程第４ 議案第１号〇議長（田中之繁議員）

名寄の冬を楽しく暮らす条例の制定についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 名寄の冬〇市長（島 多慶志君）

を楽しく暮らす条例の制定について、提案の理由

を申し上げます。
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本件は、冬に親しみ、冬を楽しく暮らすことに

ついて名寄地区と風連地区の委員で構成する名寄

市利雪・親雪推進検討委員会に諮問し、その答申

を踏まえ、旧名寄市の条例の理念を継承しながら、

雪を利用し、雪に親しみながら、だれもが快適に

暮らせるまちづくりを市民一丸となって推進しよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（田中之繁議員）

ただいま議題となっております議案第１号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定をいたしました。

日程第５ 議案第２号〇議長（田中之繁議員）

名寄市議会の議員その他非常勤及び臨時の職員

の公務災害補償等に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 名寄市議〇市長（島 多慶志君）

会の議員その他非常勤及び臨時の職員の公務災害

補償等に関する条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する

法律の施行に伴い、監獄が刑事施設に改められた

ため、所要の改正をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件につきましては、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第６ 議案第３号〇議長（田中之繁議員）

名寄市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部

改正について、議案第４号 名寄市老人医療費の

助成に関する条例の一部改正について、議案第５

号 名寄市重度障害者、精神障害者及びひとり親

家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に

ついて、以上３件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市乳〇市長（島 多慶志君）

幼児医療費の助成に関する条例の一部改正につい

て、議案第４号 名寄市老人医療費の助成に関す

る条例の一部改正について、議案第５号 名寄市

重度障害者、精神障害者及びひとり親家庭等の医

療費の助成に関する条例の一部改正について、一

括して提案の理由を申し上げます。

議案第３号及び議案第５号は、平成１８年法律

第８３号、健康保険法等の一部を改正する法律及

び障害者自立支援法附則第２６条の改正により、

北海道医療給付事業補助要綱が本年１０月１日か

ら改正されるため、条例中の字句の統一を図ろう

とするものであります。また、議案第４号は、平

成１８年法律第８３号、健康保険法等の一部を改

正する法律により、北海道医療給付事業でありま

す北海道老人医療給付対策事業の取扱要綱が改正
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されたため、本年１０月１日から施行する被保険

者の疾病及び負傷に関する療養費の給付等の一部

負担割合の変更等をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第３号〇議長（田中之繁議員）

外２件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第３号外２件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第３号外２件は原案のとおり可決

されました。

日程第７ 議案第６号〇議長（田中之繁議員）

名寄市国民健康保険条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 名寄市国〇市長（島 多慶志君）

民健康保険条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本件は、平成１８年法律第８３号、健康保険法

等の一部を改正する法律により、本年１０月１日

から施行となる現金給付の見直しのうち、名寄市

国民健康保険条例に関連する出産育児一時金を３

０計円から３５計円に改正しようとするものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第７号〇議長（田中之繁議員）

名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 名寄市職〇市長（島 多慶志君）

員の育児休業等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、合併に伴う条例整備の過程で、関連条

例の変更前の条名を引用したことがわかりました

ので、その箇所を改正しようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい
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ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第８号〇議長（田中之繁議員）

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 名寄市議〇市長（島 多慶志君）

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、昭和６１年に行った地方自治法の一部

改正におきまして議会の議決に付すべき事件とし

て財産を信託することが加えられたことを踏まえ

て、上位法との整合性を図るべく名寄市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例の一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

先ほど議案７号を決〇２０番（熊谷吉正議員）

定をされましたけれども、７号、８号、９号とそ

れぞれ合併時における手落ち、議案８号について

は昭和６１年に改正されたものが実際にはその時

点での改正がされないまま今日にきているという

ことで、合併時の関係についてはいろいろ議会で

も膨大な例規集などについてのチェックが十分で

なかったということもあるでしょうけれども、こ

の議案８号についていつの時点で法との整合性に

成けるということでわかったのか、事実関係につ

いてお知らせをまつ１点いただきたいことと、二

つ目には第３条中の今まではす動産、または動産

の買い入れ、または売り払いということをそれを

改正をするわけなのですが、売り払いについては

今まです動産と動産も含めて一緒でしたけれども、

す動産の信託についての売り払いということで変

わっていますが、現行の条例の中で過去にこの条

例どおり対応していて、適用された該当案件があ

ったのかどうかお知らせをいただきたいと思いま

す。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

一部条例改正に伴い〇総務部長（石王和行君）

ます今回提案をさせていただいた事実関係につい

て申し上げたいと思いますが、ただいま提案理由

の中でも申し上げましたとおりに６１年の自治法

の改正の中で財産を信託することが追加をされた

ということでございまして、この件につきまして

は旧名寄市、旧風連町においても法の改正は事実

知っていたということで認識をしておりますけれ

ども、具体的にこのような形の信託に伴う財産を

処分するということがごくまれということで、条

例は改正していなかったのが両市町でございます。

今回新市に伴いまして、双方の条例を一つにした

わけでございますけれども、その中で現在ぎょう

せいの方に委託をして例規集の部分を整理をさせ

ていただいておりまして、そのことを受けまして、

法が改正に伴っている部分についてこの機会にし

っかりと一部改正をしておく方がよりよろしいと

いう判断に立ちまして、それらについて今回一部

改正をさせていただく部分でございます。

なお、過去旧名寄市におきましてもこれについ

ての信託にかかわる部分での財産を処分する事例

は一度もございませんでした。

以上でございます。
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熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

いつの時点でこれは〇２０番（熊谷吉正議員）

わかったのか、６１年の時点で旧名寄も旧風連も

改正をされたという認識はあったけれども、具体

的な事例が発生をしないだろうという想定のもと

に手をつけてこなかったことになるのですが、当

然合併の時点では両市町の一体化の問題で整理を

されて、見過ごしてきたということなのですけれ

ども、実際にこれを改正をしなければならないと

いう誤りを発見したのはいつで、今議会提案とい

うことになったのか改めて聞いておきたいのです

が、再確認もう一つはす動産、または動産という

ことで今まで対帯になっていますが、売り払いに

ついては今度す動産だけの信託買い入れというこ

とで、これについては過去にはいつれもないとい

うことでの答弁ですが、再確認の意味でお答えを

いただきたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

今回この改正に伴う〇総務部長（石王和行君）

事実関係の日時でありますけれども、具体的に８

月１７日ということで起案を上げまして、今回改

正を伴うということでございます。その以前に例

規集の今委託をしておりますぎょうせいの方から

の指摘といいましょうか、確認事項に基づいて、

８月１７日に一部改正について議案として提出を

しようということでございます。先ほども答弁さ

せていただきましたが、これらについての過去に

ついては例がございませんけれども、これからも

ある、ないはわかりませんけれども、多分名寄市

においてはないのではないかと、このように思っ

ております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

私も専門では全くあ〇２０番（熊谷吉正議員）

りませんからわからないのですけれども、発生す

るとすればどのようなケースが考えられるのかお

聞きしたいのと、例規集全体を合併時点ではコン

サルに委託していますから、合併前後でこの関係

についてはわかっていたということではないのか

なというふうに思いまして、その間６月議会もあ

ったでしょうし、８月１７日になった経過につい

て改めて確認をして、終わりたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

７月以降本格的にぎ〇総務部長（石王和行君）

ょうせいの方で計終的なチェックに入っておりま

すけれども、その中で知り得たということであり

まして、それを受けて今回ということであります

ので、御理解をいただきたいというふうに思いま

す。

具体的な信託に伴うこの処分につきましては、

私も詳細詳しくは承知していない部分であります

けれども、一つには過去に知床で１平方計ートル

運動だとか、そういうふうな形で個人が公有地を

取得をして信託をすると、そんな形の例になって

くるのかなというふうに思っております。

ほかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第９〇議長（田中之繁議員）

号 名寄市共同飲料水施設等事業条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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島市長。

議案第９号 名寄市共〇市長（島 多慶志君）

同飲料水施設等事業条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、合併に伴う条例整備の過程で、旧名寄

市の規則にに拠して条例を作成するに当たって一

部そごを来していることがわかりましたので、そ

の箇所を訂正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

０号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 専決処〇市長（島 多慶志君）

分した事件の承認について、提案の理由を申し上

げます。

名寄市中小企業振興条例は、合併の際に新条例

として施行されておりますが、新条例策定作業の

際に同条例の附則第２項に風連町商工業振興条例

を加えることを見落としていたため、合併前に申

請のあった事業について旧風連町における融資制

度利子補給及び従業員退職金共済掛金補助を適用

しようとするものであります。

適用する補助事業につきましては、合併協議会

の中の合意事項であるとともに、新市におきまし

ても既に事業が継続されております。また、本年

度当初におきまして予算措置もされていることか

ら、本件は地方自治法第１７９条第１項の規定に

より専決処分によって対応し、同条第３項の規定

により議会の承認を求めるものでありますが、今

後このようなことがないよう十分精査を行い、事

務処理を行ってまいります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１０号は承認することに決定い

たしました。

日程第１２ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

１号 名寄市過疎地域自立促進市町村計画につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 名寄市〇市長（島 多慶志君）
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過疎地域自立促進市町村計画について、提案の理

由を申し上げます。

本市は、本年３月２７日の合併に伴い、同日付

で過疎地域自立促進特別措置法に基づき、過疎地

域をその区域とする市町村として公示されました。

本件は、市議会議員協議会及び北海道との事前協

議を経て、名寄市過疎地域自立促進市町村計画が

まとまりましたので、同法第６条第１項の規定に

基づき議会の議決を求めるものであります。

なお、同計画の概要につきましては、総務部長

より説明をさせますので、よろしく御審議くださ

いますようお願い申し上げます。

補約説明を石王総務部〇議長（田中之繁議員）

長。

それでは、私の方か〇総務部長（石王和行君）

ら補約説明をさせていただきます。

まつ、過疎地域の要件について申し上げます。

合併前までは旧風連町におきましては昭和４５年

に、旧名寄市におきましては平成１４年に過疎地

域として公示されたところでございますが、両市

町による合併により改めて過疎地域としての要件

をるたして、平成１８年３月２７日付で過疎地域

をその区域とする市町村として公示されたところ

でございます。

過疎地域の要件につきましては、人口要件と財

政力要件がございます。人口要件につきましては、

２５年間の人口５少率が１９率以上とされており、

平成１２年実施の国勢調査の人口は両市町合わせ

て３計 ３２８人で、２５年前の昭和５０年と績

績して２２率の５少率となりました。財政力要件

につきましては、財政力指数で ４２以下とされ

ており、平成１２年の財政力指数は ２５７で、

人口要件、財政力要件いつれも過疎地域の要件を

るたしているため、過疎地域自立促進特別措置法

第２条第１項に基づき公示されたものでございま

す。

次に、名寄市過疎地域自立促進市町村計画の期

間は、旧市町の過疎計画後期計画からの継続性が

あるため、合併前と同様平成１７年度から２１年

度までの５年間、また計画の構成につきましては

お配りをさせていただいております計画書のとお

り、１点目の基本的な事項、２点目の産業の振興

など１０部で構成されております。

１点目の基本的な事項、１ページでは、過疎の

状況、人口及び産業の推移と動向、行財政の状況

など現状と課題を明らかにし、過疎からの脱却、

地域の自立促進を図る基本方針について述べてお

ります。

２の産業振興、１１ページでは、農業、林業、

商業、工業、観光開発などについて現況と問題点

及びその対策について述べております。計画に登

載する事業では、農業関係で道営経営体育成基盤

整備事業、道営畑地帯総合整備事業など２７本、

林業関係で市有林造林事業など３本、商工業関係

で複合交流施設整備事業、中心市街地活性化事業

など７本、観光、レクリエーション関係でピヤシ

リスキー場整備事業、道の駅整備事業など７本、

合計で４４事業、５年間の概算事業費の合計で約

９１成 ０００計円を見込んでおります。

３点目の交通、通信体系の整備、情報化及び地

域間交流の促進、２１ページでは、道路交通情報

化、地域間交流の促進について現況と問題点及び

その対策について述べています。計画に登載する

事業では、道路関係で１９線道路整備事業、昭和

通整備事業など２４本、橋梁関係で東風連線智烈

布橋橋梁整備など３本、農道関係で農道整備特別

対策事業大沢線など６本、林業関係ですついし線

ふるさと林道緊急整備１本、情報化関係で戸籍電

算化機器等整備事業など３本、道路整備機械関係

で除雪ドーザなど１１本、地域間交流関係で姉妹

都市、友好都市交流事業など３本、合計で５１事

業、５年間の概算事業費の合計で約３８成 ００

０計円を見込んでいます。

４点目の生活環境の整備、２８ページでは、上

水道、簡易水道、下水道、廃棄物処理、消防、救

急、公営住宅などについて現況と問題点及びその
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対策について述べています。計画に登載する事業

では、水道関係で上水道第２期拡張事業など７本、

下水道関係で公共下水道事業など４本、廃棄物処

理関係で塵芥が集車両等整備事業など５本、消防、

救急関係で消防団総合整備事業など１４本、公営

住宅関係で公営住宅等整備事業など３本、墓地、

霊園関係で緑丘霊園管理棟建設事業など２本、合

計で３５事業、５年間の概算事業費の合計で約８

０成 ０００計円を見込んでいます。

５点目の高齢者等の保健及び福祉の向上及び増

進、３６ページでは、保健、高齢者福祉、児童福

祉、母子福祉、障害者福祉、介護保険について現

況と問題点及びその対策について述べています。

計画に登載する事業では、高齢者福祉関係でケア

ハウス整備事業など２本、児童福祉関係で市立保

育所改修事業など５本、その他高齢者、障害者等

に対するソフト事業関係で１１本、合計で１８事

業、５年間の概算事業費の合計で約１０成 ００

０計円を見込んでいます。

６点目の医療の確保、４２ページでは、市立病

院を中心とする地域医療について現況と問題点及

びその対策について述べております。計画に登載

する事業では、市立総合病院施設整備事業など３

本、５年間の概算事業費の合計で約１４成円を見

込んでいます。

７点目の教育の振興、４４ページでは、学校教

育、大学、社会教育などについて現況と問題点及

びその対策について述べています。計画に登載す

る事業では、学校教育関係で風連中学校、中央小

学校校舎、屋体改築など５本、集会、体育施設関

係で市民文化センター大ホール建設事業など４本、

その他で市立名寄短期大学４大化校舎整備事業な

ど３本、合計で１２事業、５年間の概算事業費の

合計で約６５成 ０００計円を見込んでいます。

８番目の地域文化の振興等、５０ページでは、

芸術文化の振興、文化財の保護保全活動の推進に

ついて現況と問題点及びその対策について述べて

います。計画に登載する事業では、市民文化祭事

業、町民広場整備推進事業の２本、５年間の概算

事業費の合計で約４５０計円を見込んでおります。

９点目の集落の整備、５２ページからでは、集

落整備について現況と問題点及びその対策につい

て述べております。

１０点目のその他地域の自立促進に関し必要な

事項、５３ページでは、交流人口の拡大、名寄市

立大学の充実と振興、定住の促進について現況と

問題点及びその対策について述べています。計画

に登載する事業では、定住促進対策事業など３本、

５年間の概算事業費の合計で約 ７００計円を見

込んでおります。

以上、合計で１６８事業、５年間の概算事業費

で約３００成 ０００計円を見込んでおります。

なお、本計画に登載するこれらの事業について

は、過疎から脱却し、地域の自立を図るため必要

な事業をハード、ソフトの両面から登載しており、

実施に当たりましては今後策定されます総合計画

の実施計画の中でさらに整合性、必要性などにつ

いて議論し、事業の厳選を図っていく予定でござ

います。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

斉藤晃議員。

ただいま過疎地域自〇３１番（斉藤 晃議員）

立促進計画の概要を説明され、それに基づいて議

決をと、こういうことでございます。今部長から

もお話がありましたように、この過疎自立計画は

単独でというのではなくて、この後の総合計画と

の整合性を図っていくということでございますか

ら、ここで余り議論をしてはとは思いますけれど

も、若干この機会ですので、お尋ねをしておきた

いと思います。

一つは、ただいまの説明のようにこの５年間で

３００成円の事業と、こういうことでありまして、

ただ１７年度の大学などがありますから、それら



－21－

を差し引くわけでありますけれども、こういう大

きな事業費、過疎から脱却し、自立を図っていく

わけでありますから、そういう点ではこれら国の

財政的な支援はこのうちどの程度というふうに見

ているのか。すなわち、３００成円のうちどの程

度の財源内訳というふうに、過疎債などの充当、

国の支援があるのか、この点をひとつお知らせい

ただきたいと思います。

２点ほどお尋ねをしておきたい項目に、一つに

は文化にかかわりまして市民の大きな期待もあり

ました文化センターの大ホール、これの建設がこ

の計画の中に入っておりまして、計後の年度、１

９年度に実施設計でしょうか、そして２１年度で

終わらすということで３０成 ０００計円、こう

いう予算を組んでいるわけでありますけれども、

住民の要望と同時にまたこれにかかわる管理運営

など含めますと、どのような規模で、どういうよ

うな運営形態があるのかなどなどの課題があるだ

けに、こういうふうな可能性についてはどういう

ふうに進めていこうとされているのかお尋ねした

いわけであります。

それから、まちづくりにかかわりまして大学と

の関連であります。教育の振興から始まりまして、

大学の問題が非常に位置づけられております。本

市の将来のまちづくりにす可成な存在など、さら

には大学を中心としたまちづくり、こういう項目

がそれぞれ何項目か打ち出されておりまして、こ

れは大学設置から始まりまして、市民の創意工夫

でともにまちづくりにかかわっていこうと、こう

いう願いでありますから、そういう思いがこの計

画の中にも打ち出されていると、こういうふうに

思うわけであります。ただ、それを具体的にどう

いうふうに進めていくのかというふうな問題につ

いては、残念ながら大きな項目で大学を中心とし

たまちづくりを推進しますと、こういう項目が何

項目かはあるのですけれども、そういうなのがな

いわけでありますけれども、それらについてもど

ういうふうに推進を図って、この過疎から脱却を

していく一翼に位置づけているのか、そういう内

容についてこの際お知らせいただきたいと思いま

す。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

過疎債、地域指定に〇総務部長（石王和行君）

伴いましての国の支援の部分でというお尋ねでご

ざいまして、この期間中に過疎から脱却する、ま

たは自立をするということでそれぞれ各項目を挙

げておりまして、国の方の支援は過疎債、議員御

案内のとおりでございますけれども、充当率９５

の交付税算入率が７５率と大変有利な起債でござ

います。それで、これまで風連も名寄も過疎債の

地域指定を受けておりまして、１年間に過疎債の

適用額というのは一定程度道との協議をされてお

りまして、名寄市におきましては年間約５成円、

それと風連町におきましては２成円と、合わせま

しておおむね７成円の有利な財政支援が得られる

ということで認識をしておりまして、今回におき

ましてもおおむね６成 ０００計円程度の過疎債

というふうなことで予定がされております。

なお、さきの議員協議会の中でも説明をさせて

いただいております計画の参考資料に、それぞれ

備考欄に、すべてが過疎債の適用ということでは

ありませんので、過疎債適用可能事業ということ

で米印をつけさせていただいている分でございま

して、これら適用については道との協議の中で、

増５はあると思いますけれども、おおむね７成円

を予定しているところでございます。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

２点目と３点目でありま〇助役（今 尚文君）

すけれども、文化センター大ホールの関係で規模

と運営計画は今後どうなっていくのだろうかとい

うことであります。旧名寄市におきます現在の総

合計画を策定するに当たりまして、１９年度に一

定の計画をつくりましょうと、こういうことであ

りましたけれども、現在まで例えば文化大ホール

は何席をつくりましょうと、このことが先行して、

１席当たり幾らの単価でという計算でございまし
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た。今回の総合計画をつくるときにはそういう計

算の仕方でなくて、各市民団体、文化団体、あら

ゆるところから意見を聞いて、こういう利用方法

がある、ああいう利用方法があるということから

検討して積み上げていきましょうと、それを１９

年度にひとつつくっていきましょうという計画で

ございました。したがいまして、規模、あるいは

その後の運営計画等についてはまだ決まっていな

いということでございまして、これからの課題に

なるのではないかというふうに思っているところ

でございます。

なお、１席当たり幾らという計算方法につきま

しては、各地においていろいろな角度から検討さ

れてきておりまして、それだけではす十分な建設

費の算出になるというふうに認識をしているとこ

ろでございます。

また、大学との関連で、過疎計画の中でも、恐

らくこれから議論をする総合計画の中でも、大学

とどういう関連を持ったまちづくりをしていくの

だろうかということが出てきます。特にソフトの

部門におきまして、大学が持っている学科と市民

生活とどういうふうにかかわりを持たせるか、福

祉の団体は福祉の学科との関連でまちづくりを進

めていくということでありますから、ここに表現

を見ますと何度も大学を中心としたまちづくりを

するということではなくて、それぞれの場で大学

をむしろ地域の側が活用をするまちづくりをして

いくと、こういう観点でこれから特にソフトの部

門での計画をつくり上げていきたい、こういうふ

うに思っていますので、御理解をいただきたいと

思います。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

過疎から脱却すると〇３１番（斉藤 晃議員）

いうことで、国の支援の柱の一つとして過疎債と、

こういうことでありまして、ただいまの説明です

と年間約７成円、今年度は６成 ０００計円ほど

計上していると、こういうふうなことでございま

す。

先ほど部長から説明ありましたように５年間で

１６８事業、３００成円と、こういうふうに説明

されたわけでありまして、そうしますと５年間で

ありますから約３５成円と、こういうふうなこと

で、国のいろいろな施策の中での過疎債がもっと

多くに活用が可能かと私は思っておったのですけ

れども、これで見ますと事業費で見ると約１割強

かと、こういうふうな内容でありまして、本当に

国が地域の過疎を脱却、そのための自立施策とし

ては甚だ心もとないのでないかという気が私はす

るわけでありますけれども、そういう点でこれら

それぞれの事業選定に当たっての過疎債を適用し

ていく上でいろいろな条件があるというのは理解

をしておりまして、以前に私はこの過疎債が大学

建設に当たって適用にならないかと、そういう視

点から臨むべきだということも申し上げまして、

それがいろいろ論議の過程の中から地域総合債と

いうふうな形での展開を図れて、有利な起債の活

用が一歩できたと、こういうような報告もあった

わけでありまして、そういう点では必要な施策に

ついて強く求めていくという点で、また私もこの

米印のものを全部は積算までしていなかったもの

ですから、どの程度の額かなというものもちょっ

と見ていなかったのですけれども、そういう点で

は過疎を脱却する、自立していく上での地域から

の声というのも大事だなというふうに思うもので

すから、例えば文化センターの大ホールなんてい

うのはこの過疎債の該当にはなかなか難しいなと。

しかし、これがもしこの地域の、道北地域の活性

化にとって非常に大きな役割を果たすのだという

視点が合意がとれるならば、場合によってはそう

いうふうな問題提起もあり得るのではないかと、

こういうふうに思うわけでありますので、そうい

うスタンスと申しますか、大事だということを私

は申し上げたいと思いますので、それについての

見解があればお答えいただきたいと思います。

また、大学の問題については、確かに大学を中

心としたまちづくりというのはそういう大きなあ
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れではなくて、今答弁があったような形でのソフ

ト事業を中心とした形での知恵を、創意を、そし

て協働した取り組みと、こういうふうなことがど

んどん進んでいくと思うわけであります。そうい

う点では、さきの６月の第１回定例議会でも私は

この大学との関係のまちづくりの問題なども問題

提起したところでありました。今回そういうふう

なのを受けながら、第２回定例会ではどういうふ

うな一歩が踏み出されたかなと、そういう点では

私も市長の行政報告を期待もしておったところで

あります。ただ、残念ながら触れておられません

が、それ以上に取り組んでいるのだと、こういう

ことかなと思ったりはするものの、やはり今回た

またま稚内でのす幸な事件に対しまして当大学の

教授のコ計ントなどが載ると申しますか、こうい

うふうなことで地域ではこういうような先生もい

て、こういうような問題にもかかわっていくこと

ができるのかと、こういうふうな新たな視点での

市民の関心もあるやに聞いているわけであります。

そういう点ではこれら過疎脱却の大きな一つの課

題として提起していくだけに、この過疎計画の中

にはなかなか盛り込み方としては難しいのだなと

いうのは理解もしつつも、そういうふうな大きな

課題に具体的な問題などもぜひ盛り込まれること

が大事ではないのかと、こういうふうなことを問

題提起しておきたいわけであります。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

斉藤議員の方からお〇総務部長（石王和行君）

話のありました部分につきましては、私もまさし

く同感でございまして、その中でも御案内のよう

に過疎債の適用要件と一定の年度の枠があるわけ

でございますけれども、今日的に大変厳しい財政

状況の中でこれら有利な過疎債と地域要望にこた

える計大限の努力を私どももしていきたいと、こ

のように思っておりますし、支庁を通じ道との協

議の中でもしっかりとそれらを受けて、これから

対応していきたいと、このように思っております

ので、御理解いただきたいと思います。

熊谷吉正議員。〇議長（田中之繁議員）

総合計画の関係もご〇２０番（熊谷吉正議員）

ざいますから、個々の課題、事業等については触

れませんけれども、１点だけ、今回合併によって

１７年度から２１年度、風連、名寄それぞれ整理

をしながら、約して、今回議決をして上げるわけ

なのですけれども、３００成円という事業費です

が、全国の自治体が ０００を超える自治体から

今は ８００まで少なくなった段階におけること

などを踏まえて、あるいはこれからもまださらに

国の立場としてみれば合併を推進をするというス

タンスですけれども、若干今触れておりました過

疎債を取り巻く国の動きとして、今回２１年まで

に上げる、あと１９、２０、２１と３年ございま

すけれども、過疎債を取り巻く情報というか、国

の動きについて、今は単年度で７成円ぐらいとい

う旧風連、名寄を含めての実績で来ておりますけ

れども、それらについては既に担保される状況に

あるのかどうか、あるいは単年度ごとにまたさら

に全国的な状況によって切り込まれていくような

可能性も含めて、情報が私ども非常に乏しいわけ

でありまして、執行者としてその辺についてどの

ように見きわめておられるのかお知らせをいただ

きたいと思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

実は、きのうでしょうか、〇助役（今 尚文君）

総務省が地方債の計画、１９年度の概算要求に関

連しまして地方債計画を発表いたしました。その

中で過疎債の欄は、全体がそうなのでありますけ

れども、抑えぎみの計画になっております。これ

は、御存じのとおり自治体の財政の健全化を図る

という点で実質公債績率というものが今年度から

新しく取り入れられるということも含めまして、

さらに起債は許可制と協議制とに両方に分かれて

いくという関係になります。そういうことも踏ま

えますと、過疎債の伸びというのはそんなに多く

はならない、むしろ抑制ぎみになるのではないか

というふうに思っているところでありまして、そ
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のような見通しの中で何とか今総務部長から話が

ありました７成円のめどをきちっと確保できるよ

うな努力をしていきたいというふうに思っている

ところであります。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

全体的には非常に抑〇２０番（熊谷吉正議員）

制傾向で厳しいという印帯は私もマスコミ報道で

も接していますけれども、ぜひ旧名寄、風連含め

て、住民の選択で英断をもって合併をしたという

経過もございますし、十分道やら国との対応につ

いてはその辺を意識をされて、従前実績の確保に

向けてさらに努力を求めて、終わりたいと思いま

す。

小野寺一知議員。〇議長（田中之繁議員）

この過疎計画が１〇３５番（小野寺一知議員）

７年から２１年までの５年間だという、そういう

計画からこういう言葉じりになっているのかなと

いう気もするのですが、先ほどから斉藤議員もお

話ありましたようにこの名寄市の将来の活性化と

いいますか、まちづくりは大学を中心としたまち

づくりを進めていくという、そういう言葉が使わ

れているわけでございまして、それらを考えたと

きに市立名寄短期大学という言葉がまだ使われて

いる状況にありまして、私はその市立名寄短期大

学をなぜここでまた使わなければならないのかと

いう。１７年からの計画ですから、そういうこと

になるのかなというようにも思うわけですが、１

８年度、今これから過疎計画を作成して、つくっ

ていくことを考えたときに、大学教育のところで

１番目として市立名寄短期大学の４年制化を進め

ますというような言葉が入っている。あるいはま

た、その計画の中で市立名寄短期大学４大化校舎

整備事業というようなのが具体的な項目の中に入

っているということは、ちょっと矛盾するのでは

ないかというように考えますので、そこら辺の見

解について、単純な間違いであればいいのですが、

そこら辺を聞いておきたいというように思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

先ほどもお話をさせていただきましたけれども、

計画の期間は両市町の継続性ということで１７年

度からの５カ年ということになっておりまして、

これも措置法の中では１０年の時限立法でありま

して、後期の５年ということでありますから、１

７年から５年ということでのそれらの整合性をと

ったということでありまして、市立大学の部分で

の記載の中では事業内容と年度区分の中で１７年

度事業ということでの位置づけなものですから、

そのような形で整理をさせていただいているとい

うことで御理解いただければというふうに思いま

す。

小野寺議員。〇議長（田中之繁議員）

言っていることは〇３５番（小野寺一知議員）

わかるのですが、既に大学もこの４月には４大化

になって、名寄大学としてスタートしているわけ

ですし、確かに１７年から２１年までの５カ年計

画とはいいながらも、今、議会にかけて決定して

いくというこの過疎計画ですから、それはやはり

短大という言葉ではなくして名寄大学という言葉

に置きかえていっても、置きかえていった方が理

解しやすいのではないかというように思うもので

すが、私はそう思うのですが、そこら辺決してこ

だわるものではございませんけれども、継続的な

事業がそれが続いている関係があってこうなって

いるのかなというような気もしますけれども、改

めてもう一回。

中尾市立大学事務局長。〇議長（田中之繁議員）

議員の御指〇市立大学事務局長（中尾裕二君）

摘の趣旨は十分理解しておりますけれども、名寄

市立大学の名称は１８年４月１日から正式に使わ

せていただいているということで、本計画が今お

諮りいただいている部分については遡及をした説

明をさせていただいているということで、この当

時、１７年度は市立名寄短期大学というのが正式

名称ということでぜひ御理解をいただきたいと思
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います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

ちょっと補約をさせてい〇助役（今 尚文君）

ただきますけれども、小野寺議員指摘のように確

かに名称では違和感を覚えるというふうに思いま

す。５３ページのところでは名寄市立大学の充実

ということで改めて問題提起をしていまして、今

中尾局長、石王部長から話があったとおり、本来

なら１７年度にこれはやらなければならない見直

しなのでございます。しかし、道庁との事前すり

合わせで、合併があるから、１７年度に名寄市、

風連町ともに見直ししてもやはりまた１８年度に

やらなければならないということになりますので、

１７年度の分は現行のお互いの計画をもってやり

ましょうと。そして、１８年に入ってから１７年

度にさかのぼったような形で、ちょっとこの辺が

難しいところなのでありますけれども、今ありま

した遡及性を適用させていただいてやっていると

いうことでありますから、あえて５３ページには

名寄大学の方の振興という点で書かせていただい

ているということでございますので、御理解いた

だきたいと思います。

ほかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１３ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

２号 市道路線の廃止について、議案第１３号

市道路線の認定について、以上２件を一括議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１２号 市道路〇市長（島 多慶志君）

線の廃止について及び議案第１３号 市道路線の

認定について、一括して提案の理由を申し上げま

す。

まつ、議案第１２号 市道路線の廃止について

申し上げます。本件は、名寄地区の整理番号６０

３０番、路線名、１９線及び風連地区の整理番号

１００２番、路線名、東３号線について道路改良

工事を補助事業で施行するに当たり、工事区間が

同一路線名でなければならつ、路線の区域及び延

長を変更するため一たん廃止しようとするもので

あります。

また、西町団地公営住宅内の路線である風連地

区の整理番号３２４６番、路線名、西町２丁目仲

線につきましては、平成１５年度から実施してい

る同住宅の建てかえ事業におきまして狭隘な同路

線を整理し、新たに路線を設ける計画があること

から、同路線を廃止しようとするものであります。

次に、議案第１３号 市道の認定について申し

上げます。議案第１２号により廃止する名寄地区

の整理番号６０３０番、路線名、１９線は、区域

の変更により３３ ５計ートルの延長となり、風

連地区の整理番号１００２番、路線名東３号線は

区域の変更により３３ ５計ートルの短縮となる

ことから、認定し直しをするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第１２〇議長（田中之繁議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１２号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１２号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第１４ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

４号 指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１４号 指定管〇市長（島 多慶志君）

理者の指定について、提案の理由を申し上げます。

平成１５年９月の地方自治法の改正により創設

されました指定管理者制度に基づき、名寄市日進

地区に開設されます道立公園サンピラーパーク内

の本市の施設であるサンピラーパーク森の休暇村

の管理を法人その他の団体に代行させるため、そ

の候補者の選定を名寄市公の施設に係る指定管理

者選定委員会にて進めてまいりました。本施設は、

名寄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する条例第２条による公募による施設であり、

本件は選定委員会の報告を踏まえ、指定管理者の

指定をいたしたく、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を求めるものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

武田利昭議員。

どうも指定管理制度〇３２番（武田利昭議員）

をどういうような公募の仕方をしたか、あるいは

また単に他の業者と入札したのか、集めたのか、

その公募の仕方というか、これもちょっと私わか

らないわけ。そうしたことと、管理者との協定書

というのは恐らくあるだろうと思うのだけれども、

そこら辺についてひとつ概要で簡単でいいのです

が、ちょっとそこら辺についての御説明願いたい

と思うのですが、いかがなものでしょうか。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、公募〇総務部長（石王和行君）

のあり方についてお答えをさせていただきますけ

れども、それぞれ指定管理をする施設がございま

すけれども、公募する施設、公募しない、すべき

でないというか、適さない施設と、このようにあ

りますけれども、今回は公募をしていく施設とい

うことで広く市民に公募をした結果、２社が公募

に応じてきたという結果でございます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

協定書の関係で〇建設水道部長（松尾 薫君）

ございますけれども、市の方がお示しをさせてい

ただくその仕様の内容に基づいて、これから協定

書を結ぶということでございます。

武田議員。〇議長（田中之繁議員）

指定管理者制度を設〇３２番（武田利昭議員）

けたそもそもの行政の基本的な考え方は、やはり

民間に委託した方が経費も安く済むだろう、この

ことが一つのねらいだと、私はそういうぐあいに

考える。それと、もう一つは、やっぱり行政でや

るよりは市民で管理運営した方がサービスも行き

届くし、したがって来る人たちも喜ぶと。使うな

ら料金も安く設定できる、そういうような考え方

がこの指定管理者制度の中に基本的に盛られてい

るか、盛られていないか、ここら辺についてちょ

っとお伺いしたいのですが。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）
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すべて地方自治法の〇総務部長（石王和行君）

改正に伴って、今回管理委託から指定管理者とい

うふうに法の改正に基づいて実施をしておりまし

て、それらについては旧名寄市の議会の方にも報

告をさせていただく中で民間開放といいましょう

か、これまでは公共的団体等に限定されていたも

のを広く民間なり、ＮＰＯなりに広げていく、サ

ービスの低下を招かない形での民間の力をかりて

いくと、その法に基づいた制度として今回指定管

理者制度の実施をしているところでございます。

ほかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

５号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１５号 専決処〇市長（島 多慶志君）

分した事件の承認について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、平成１８年度名寄市国民健康保険特別

会計の直診勘定にかかわる専決処分でありまして、

歳入歳出それぞれに１７２計 ０００円を追加し、

予算総額を１成 ５０４計円にしようとするもの

であります。

今回の補正は、平成１７年度同会計の直診勘定

におきまして旧風連町で打ち切り決算であったこ

と、さらにが入の伸びがあったことから、一般会

計との繰出金及び繰入金による調整ができつ１７

２計 １５６円の黒字決算となりましたので、平

成１７年度決算剰余金を処理するため繰越金の科

目を新設し、歳出の医業費で同額補正して調整い

たしました。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１５号は承認することに決定い

たしました。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。
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日程第１６ 議案第１６号 平成１８年度名寄

市一般会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１６号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたり臨時的経費を中心

に補正しようとするものでありまして、歳入歳出

それぞれに２成 ０２１計 ０００円を追加して、 

予算総額を１８６成 ５４３計 ０００円にしよ 

うとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費では、総合計画策定・推進事業費６２１計

０００円の追加は、計画策定に伴う印０製本費

及び将来人口推計委託料等に要する経費を計上す

るものであります。

３款民生費では、国民健康保険特別会計繰出金

６４９計 ０００円の追加は、普通交付税の国 

保会計財政安定化支援事業分が確定したことに伴

い、繰り出しルールに基づき調整を図るものであ

ります。さらに、精神障害者福祉一般行政経費６

００計円の追加は、本年１０月から障害者の方々

が通い、活動できる場所を各市町村に計低１カ所

設置することになり、地域活動支援センター事業

委託料の半年分の経費を計上するものであります。

４款衛生費では、感染症対策事業費２６６計円

の追加は、本年６月の予防接種法の改正に伴い、

小学校就学前の５歳以上７歳未るの幼児が麻疹、

風疹混合ワクチンの２回接種の対帯になったこと

によるものであります。

６款農林業費では、農業振興一般行政経費１０

５計 ０００円の追加は、農業・農村振興計画の

策定に要する経費を計上するものであります。

８款土木費では、北７丁目道路改良交付金事業

０００計円の追加は、並木のすべてを伐採する

ことから、事業期間を１年短縮して早期に並木の

復元を図るべく取り組むものであります。さらに、

住宅費の栄町５５団地地下埋設ガス管取りかえ工

事３９２計 ０００円の追加は、同団地５棟のう

ち４棟に鋼管を使用しているため、２棟分の取り

かえを行うものであり、残り２棟につきましても

翌年度早々に実施したいと考えております。

１０款教育費では、学校施設耐震化優先度調査

事業４８０計円の追加は、昭和５６年の建築基に

法の改正に伴う新耐震基にに基づき、小中学校１

０校の調査を行うものであります。また、大学費

の国民健康保険支払に備金基金積立金１成円の追

加は、前年度に大学備品整備に２成円の年度を超

えた繰りかえ運用を行いましたが、国保特別会計

の安定的な運営を図るため、予定を繰り上げて積

み戻しを行うものであります。さらに、児童会館

整備事業費及び給食センター整備事業費は、実施

設計に基づく施設及び備品購入等に要する経費を

それぞれ ９００計円、 ２６８計 ０００円計  

上するものであり、財源には２事業で合併特例債

を１成３５０計円見込みました。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の増５のほか、一般財源で普通

交付税の確定に伴い、地方交与税９９９計 ００

０円及び利子割交付金３９０計円５額し、地方特

例交付金を９３１計 ０００円、臨時財政対策債

を１成 ５５０計円、５税補を債を５１０計円そ

れぞれ追加し、す約する財源は前年度繰越金６９

９計 ０００円及び地方交付税 １１２計 ００  

０円を追加して調整を図ろうとするものでありま

す。

また、農家負担の軽５を図る持続的農業・農村

づくり促進特別対策事業、いわゆるニューパワー

アップ事業が平成２２年度まで継続されることに

なり、関連する分担金、負担金、道補助金、市債

及び諸が入で ３４０計円の５額調整を行い、前

年度繰越明許事業を含めた本年度事業に対する市

負担額はおおむね ５５０計円になるものと見込

んでおります。

次に、第２表、債務負担行為補正では、路線価
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評価業務委託料・Ｈ１７ほか１件を変更しようと

するものであります。

次に、第３表、地方債補正では、農道整備特別

対策事業（大沢線）ほか６件を変更しようとする

ものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補約説明を石王総務部〇議長（田中之繁議員）

長。

それでは、私の方か〇総務部長（石王和行君）

ら一般会計の補正予算につきまして市長より申し

上げた分の重複を避けまして追加説明をさせてい

ただきます。

議案第１６号の９ページをお開きいただきたい

と思います。今回の補正予算から財務会計システ

ムを導入して補正予算書を作成いたしましたので、

各節の欄には補正額を表示しております。旧名寄

市の場合には補正後の額を表示しておりましたが、

今回の補正予算書から変更となりましたので、御

理解いただきたいと思います。

それでは、歳出から説明させていただきます。

１７ページをお開きください。２款総務費、一般

管理費で合併に伴う市章等変更事業３００計円の

追加は、合併期日が３月２７日であったこと、屋

外施設であったこと等により市章、公共施設の名

称等の変更が実施できなかった分につきまして今

回の補正で対応するものであります。主なものは、

風連庁舎市章で１２５計円、風連庁舎前の役所名

の書きかえ２５計円、風連地区におきます市章等

看板の書きかえ５０カ所以上でございます。

また、人事管理費では１７５計円の追加は、旧

風連町元教育委員長にかかわる遺族補償年金を計

上するものであります。町村の場合は、北海道市

町村総合事務組合に加入していたため、町からの

直接支払いはありませんでしたが、市は未加入の

ため予算計上が必要になりました。

２３ページをお開きいただきたいと思います。

４款衛生費、保健活動推進費の保健師活動事業費

の備品購入費から負担金補助及び交付金への組み

かえは、保健指導車分が北海道保健センター連絡

協議会を通じて納車されることに伴うものであり

ます。

２５ページ、５款労働費、労政一般行政経費の

６０計 ０００円の追加は、上川北部人材開発セ

ンターで開催されておりますＯＡビジネス科若年

者支援コースの研修生５名が市役所で８月から２

カ月間職場実習に励んでおり、研修終了後１カ月

間、市の臨時職員として雇用する経費を計上する

ものであります。なお、諸が入におきまして人材

開発センター若年者職業訓練受託料として４０計

円が交付されております。

２７ページをお開きください。６款農林業費、

農業振興センター費１８８計 ０００円の追加は、

試験圃暗渠等工事、オートクレーブ、土壌改良剤

等の購入費を計上するものであります。

また、農地整備費の道営農道整備特別対策事業

（大沢線）２５０計円の追加は、同事業が計終年

次に当たり、事業規模が５００計円増加したこと

により、その２分の１を計上するものであります。

２９ページをお開きください。林業振興費の風

連町森林組合出資金１２０計円の追加は、同組合

から平成１７年度配当金が１２０計５０円ありま

したので、 ２００口の増資を行うものでありま

す。

７款商工費の全国合併市町村夢フェスタ２００

６実行委員会負担金１００計円の追加は、１０月

１３日から１５日までの３日間、新しいまちの新

戦力をテーマに東京都で開催される同フェスタに

参加する経費を計上するものであります。

さらに、観光費の観光振興一般行政経費１４９

計 ０００円の追加は、名寄駅前広告塔の通信シ

ステムが携帯電話から有線に切りかえが必要とな

り、システム委託料及びケーブル埋設工事に要す

る経費を計上するものであります。
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３１ページをお開きください。８款土木費、公

園費の公園等管理運営委託料４８６計 ０００円

の追加は、サンピラーパーク森の休暇村にかかわ

る１０月から６カ月間の指定管理料を計上するも

のであります。

１０款教育費、事務局費の教員住宅整備事業費

４４１計 ０００円の追加は、公共下水道管渠 

整備の都合で未実施の徳田教員住宅１３戸の水洗

化工事に取り組むものであります。

次に、歳入について説明させていただきます。

９ページをお開きください。１１款地方交付税に

つきましては、普通交付税が７月２５日、７０成

２１２計 ０００円で決定いたしましたので、 

全額増額し、特別交付税は合併支援分がそのまま

総額の伸びにつながらないこと、全国的に大雨災

害が多発していること等マイナス要因が多いこと

から、 ０００計円を５額して計上いたしました。

普通交付税は、前年度交付実績と績べますと１成

９９５計円増の ５率の伸びになりました。伸 

びの要因は、合併支援分が １００計円、名寄短

大の４大化に伴う算入単価の増、児童手当等の補

助金削５にかかわる社会福祉費の増、行政改革イ

ンセンティブ算定によるものと考えております。

なお、普通交付税の確定に伴いまして、関連す

る２款地方交与税から１０款地方特例交付金まで

をそれぞれ増５させました。なお、地方特例交付

金の児童手当特例交付金は、対帯年齢拡大に対す

る財源として新設されました。

１５ページをお開きください。５税補を債を５

１０計円、臨時財政対策債を１成 ５５０計円増

額して計上いたしました。平成１８年度から５年

間継続が決定しましたニューパワーアップ事業に

つきましては、歳出予算は変更がありませんでし

たが、関連する歳入が ３４０計円の５額補正と

なりました。内訳につきましては、１３款の分担

金及び負担金、地域水田農業支援緊急整備事業分

担金でマイナスの ０００計円、１６款道支出金、

経営体育成促進事業補助金、マイナスの ９９７

計 ０００円、２１款諸が入、持続的農業・農村

づくり促進特別対策事業交付金でプラスの ４９

７計 ０００円、２２款の市債で経営体育成基盤

整備事業債でマイナスの ８４０計円、差し引き

合計で ３４０計円の５額となったところでござ

います。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

宮田久議員。

基本的には教育長さん〇１番（宮田 久議員）

の方から御答弁をいただきたいと思うのですけれ

ども、まつ第１点目に学校給食法という、これは

もう教育長さんですからほとんど暗記されている

と思うのですけれども、ここではやっぱり学校給

食で児童だとか生徒の心身の健全な発育に期する

ためにいわゆる学校給食を、そして学校設置法施

行令ということで法律が軒並みあって、これはも

う十分承知をしていますから、そこでひとつ考え

方を私の方でお話ししますので、もし間違ってい

たりしたら一つは御指導いただきたいと思うので

すけれども、この学校給食法という法律自体はど

ういうことかというと、健全な子供を育成するた

めにそういう法律のもとではわかりやすく言うと

給食センターを建てますよ、そうすると市で半分

持って、国も幾らか補助金を出してという格好で

やっているわけです。そして、なおかつその中身

を見ますと実際は建物の分、そしてまたこれから

運営を実際していくということになったら、給食

費の中にはあくまでも労賃だとか修繕費だとか、

そういうものは一切とらないのだと。今回質問さ

せてもらうのは、今回の議案で給食センターを整

備するということで、まつこの法律のことからお

互いに認識を深めたいというのが一つの考えです。

流れからいくと、すべて子供からお金をもらう、

お父さん、お母さん、保護者ですけれども、それ

からもらうというのは、学校給食法だとかそうい



－31－

う規則や何かでうたっておりますように実質的な

もの、主食の分だとか副食の分だとか、一部は少

しの経費をもらいますよということが基本だと。

あくまでも余分なものはもらわないと。たまたま

違う町村や何かもいろいろ私もこのことで勉強さ

せてもらいましたけれども、基本的には主食、こ

こでいう牛乳代、副食、一部ちょっとした管理費

はお母さんからもらいますと。そうすると、市と

しては２００円から３００円の給食費を保護者に

もらうわけですから、その分燃料代だとか電気代

だとかいろんなものがありますけれども、それは

交付税の算入の基礎になるわけです。国もぜひそ

うやってやって、健康な子供をつくるためにやる

ためには国も援護して、実質もらうところという

のは実費経費、大根、ニンジン、お米等々のもの

だけだという私は理解をしています。

その中で、たまたま私どもの会派もこのことに

ついて勉強しまして、ことしの８月１１日に給食

センターの勉強会をして、教育委員会の方からも

いろいろ御指導賜りました。その中で、たまたま

平成１８年度の名寄市学校給食定期総会議案とい

うことで、これは議決をされたわけです。そのも

のを見せていただいたのですけれども、一番私が

驚いたのはこの中で会則があるわけです。当然事

務局長さんだとかそういう方は、給食センターの

所長さんというのは市の職員が教育委員会に出向

され、そしてそこでまた命令を受けてそこの事務

に当たっていると、そういうことですから、決し

てこの名寄市学校給食会だけの話でなくて、そこ

に職員が参画をしている、当然このことについて

は教育長さんも十分に知っていることだろうと。

それで、私は非常に常日ごろから規則だとか条例

というのは市民が一堂に会して平等であるため、

そのため規則を守りなさいと言っているところに

ここの規則の第１４条、会計の経理はどうしてい

るのかということでこの規約を見ますと、本会計

の経理に関する取り扱いについては名寄市財務規

則をに用すると、こういうぐあいに書いているわ

けですけれども、私もいろいろ勉強してみたので

すが、名寄市財務規則というのはないように私は

思われています。非常に幽霊の規則を使っている

というのが過去何年来こういうもので印０されて

いて、そして一般の方にも知らせていない。会計

規則をに用する。単なる私は間違いだと思います。

それにしてもこういうものがきちんと整っていな

いで、会則で事務局員を送っているということに

ついて私は非常にす信感を抱きます。

それで、この決算書の中を見ました。見ますと、

言わせてみれば原材料に本当にかかったというの

は１成６４４計 ０７５円という決算です。とこ

ろが、実際食材費という俗に言う親御さんから負

担していただかなければならぬのが１成３７７計

３９２円ということで、実際的には２６７計 ６

８３円というのが平たい言葉で言ったらもうかっ

ている。お母さんからたくさんもらって、そして

経費を落としたらもうかったという一つの論理に

なるかもしれません。では、さっきの学校給食法

からいったら、その方法については非常に問題で

はないのかと。多少の増５はあったとしても、そ

してこれをつっと決算を計終的にやっていきます

と、今現在では引当金というのですか、俗に言う

バランスで余ったものが ６８２計 ４５０円、 

平たく言えばお母さんからこれだけ余分にもらっ

ていたということになるわけです。これが間違っ

ていれば別なのですけれども、もう一方１８年度

の予算書を見ていますと、１８年度の会計予算も

これは皆さんお持ちですから、多分教育委員会持

っていると思いますから、こっちからべらべら言

いますけれども、少なくても四百数十計円のこの

４年間で未が金を持っている。私もこんな未が金

あってはとお尋ねしますと、この名寄学校給食セ

ンターのマニュアルというのですか、それが出て

います。そこのところ多分お持ちですから、皆さ

んにわかるために私は読み上げますけれども、未

納者の対応について、給食費の調定額に対して未

が額が確定するのは４月末で締め、６月初旬に給
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食センターより各小中学校の未納リストを依頼し、

そのリストをもとに学校と打ち合わせをして、原

則在学生に対しては学校で未納督促を行う、卒業

生については給食センター云々と、こういうこと

です。これは、一般の企業の人がこれ見たら、大

笑いするのです。毎日何十個も出した。そして、

月になったらこれだけのトータル出した。それは、

だれに食べさせたかというのは全部調定するとき

にわかっているわけです。ですから、これの論理

でいきますと、そのことは４月の新年度から始ま

って、つっといって次の４月に未納者のリストを

調べ出すと。そして、２カ月後にやると。もちろ

ん卒業生もいるでしょうし、そういう形になって

きますから、なかなかお金がもらえていない。

特にこの会計の予算見て非常に驚いたのは、未

が金が四百何十計円あるのです。本年度の計画は、

これの約２５率のが入しか見込んでいない。私も

こういうことが説明されるので、いろいろ勉強さ

せてもらいましたけれども、もしそういうぐあい

に本当に生活が困って、この４００計円の人は本

当に苦労しているのだと、だめなのだと、払うこ

とができない、突然交通事故もあった、いろんな

親のことで払えないというのであれば、要保護及

びに要保護児童生徒援助費補助金というのは教育

庁、教育庁というのはつっと向こうの教育庁です

けれども、そこにいわゆる就学援助補助金等があ

って、そういう困った子については国が２分の１、

市町村が２分の１ということであれば、これは１

６年度の予算ですけれども、６５成円ぐらい国は

持っている。こういうこともされたのかされない

のか。本当にこの未が金や何かは、そしてこの計

終的に家１軒以上建つような ６８２計 ４５６ 

円という、こういう大きな金額がきちんと管理さ

れているのか。言わせてみれば、この規則が名寄

市の会計規則にに用するということですから、多

分これをに用したとしたら、が入役さんでない今

助役さんの方がそういうものを管理するわけです。

教育長さんしているのか、これはわからないので

すけれども、この辺のものがきちんとなっている

のか。

もう一つ私は質問の計後につけ加えたいのは、

これはこのような少なくても ６００計円と、未

が金も入ってこない、そのままだと、こういう環

境を職員に教育長さんは向けているわけです。そ

して、その人がもし苦しんで、事故でもあるとき

にやったら、かわいそうな人が亡くなったぐらい

の話に終わるようになっては困る。こういう環境

をつくっておくと、非常に大きな問題を後に残し

てくる。もうこのごろテレビでは各市だとか県だ

とかでいろんな事故があります。言わせてみれば、

そういう事故を未然に防がなければならないよう

な、こういう実態のときにどうあるべきか。そし

て、このことが事実であったとしたら、あなた自

身自分にどういう責務を負うのかお聞かせいただ

きたいと思います。

以上です。

これは、補正予算につ〇議長（田中之繁議員）

いての質疑でありますので、そこら辺きちっと、

答弁もきちっとやっていただきたいと思います。

これは、補正予算の質疑でありますので。

藤原教育長。

今宮田議員から御質問〇教育長（藤原 忠君）

ございました。補正予算への質疑ということでご

ざいますので、どの程度までお答えすればいいか

私もちょっとよくわからない部分ございますが、

もし長ければ議長の方から御指摘いただければと

思います。

今御指摘のとおり、給食費の考え方については

お話のとおりであります。学校給食法の第６条の

規定に基づいて給食費は徴がされていると。その

中には光熱費とか今お話のあった原材料費などは

これは保護者が負担すると、こういうふうに定め

られておりまして、管理運営に係るものは負担し

なくていいことになっております。名寄市の給食

会の場合は、御案内のとおり１食当たり２円程度

の維持管理費を徴がしていた実績がございます。
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これは、例えば給食会の研修に充てる費用とか、

こういうものに充ててきた経緯があるわけであり

ます。そのことをひとつ御理解いただきたいと思

います。

それから、今御指摘のありました次年度の事業

引当金と、こういうふうに旧名寄市給食会では呼

んでおります。次年度の４月、５月の運転資金と

して、これらのお金が用意されている。４月、５

月の原材料を購入するためにはそれなりの金額が

必要だということから、こういう金額が残されて

きている。そしてまた、次年度にこれを引き継い

でいくということと、もう一つはこういう多額に

なることは想定されていなかったわけでございま

して、近年の非常に物価が低く抑えられてきた、

こういう中であわせて学校給食センターの自助努

力といいましょうか、こういう中で経費が非常に

節５されてきたことから、少しつつふえてきたこ

とも事実でございます。この取り扱いについては、

旧名寄市の問題でございますので、名寄市給食会

で十分議論をしていただいているところでありま

す。

それから、未納金問題につきましても今御指摘

のとおり四百数十計円の未納金がございます。こ

れも学校は学校で随分努力をされ、それから給食

センターの職員も力を合わせて努力をしながら、

徴がに努めている中から累積すればこれだけの未

納金が出たということでございまして、ケース・

バイ・ケースということもございます。本当に大

変で納められない、こういうケースもあるわけで

ございまして、学校としては大分苦慮している部

分もあるわけであります。ただ、５免措置につい

ては例はないということで、これについては今ま

で名寄給食会でも議論はされてきておりますが、

５免措置はしないということで、例えば保護家庭

などの場合は別枠で給食費というのはたしか出る

というふうに私は伺っております。したがいまし

て、給食費が別枠で子供のために出るわけですか

ら、それをきちっと給食費に回していただければ

支払いは可能だという、そういうスタンスからで

あります。いろいろ御議論あるかと思いますが、

そういうスタンスから５免措置はとらないという

方向でつっとまいりました。この未納金の取り扱

いにつきましては、例えば石狩市は訴訟に踏み切

っております。それから、根室市は民事裁判にか

けるということで踏み切りをいたしました。この

ことも名寄市給食会ではまだ全くそのことは考え

ておりません。話題にはなりました。しかし、子

供の教育的な見地から見ると、それが本当にいい

かどうかという、そういう問題から訴訟に踏み切

ることについてはまだ方向性は全く出ておりませ

ん。しかし、このことも将来的には検討していか

なければならない問題かなと、こんなふうに考え

ております。次年度事業引当金については、再度

また名寄給食会の方でよく議論をして、このお金

の取り扱いについて考えていただきたいと。

それから、もう一つは、未納金も含めてなので

しょうが、担当者の心理的な負担というのでしょ

うか、こういうことのお話だったかなと思うので

ありますが、こういうのを抱えながら、御苦労さ

れているのでないかと、そういうことではござい

ませんでしたでしょうか。担当者などの負担も大

きいのではないかというようなお話ではないかと

思いますが、これにつきましてはきちっとした管

理と、それから正規の手続をとっていく中でそう

いう特別な、あるいは特殊な負担はかからないよ

うにこれまでも心がけてまいりましたし、これか

らも心がけてまいりたいと、こんなふうに考えて

いるところであります。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

どうするのかという質〇１番（宮田 久議員）

問をさせてもらったのですけれども、結局今保護

者、特に奥さんなんていうのは卵一つ何円安けれ

ば１００計ートルも２００計ートルも先のスーパ

ーまで行く時代に、少なくても今まで少しつつ残

ったといっても全体の１年間のが入を見込むと１

成円ちょっとなのです。そこへ ５００計円の運
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転資金が要るのかと。これは、よその町村にも私

も聞きました。そうすると、三百何十円なら何十

円で設定をしてつっとやっていると、これは風連

もそうです。つっとやっていると、１月ぐらいに

なったら特別燃料だとかと大きく上がるわけでな

い、食材ですから、そんなに変わらないから、そ

こで少し余るな、そしたら３月に何かちょっとグ

レードの高いものをやろうか……

宮田議員、補正につい〇議長（田中之繁議員）

ての質疑ですので、それについてお願いします。

答弁いただいているの〇１番（宮田 久議員）

は、今後のこういう補正を組んでやるときに、基

本的な考え方がどうなのかということを私は今聞

いているわけです。あくまでもこれから大きな予

算を執行するのですから、それに先ほど話してい

るように運転資金２５率あるということは、この

ままこれが継続して、またどんどんふやしていく

考えなのか。これは、どこかで整理をしなければ

ならぬ。整理をするといったら、以前にたくさん

もらったお子さんがいるわけです。そういうお子

さんに返さなくていいのか悪いのか、そういうも

のがきちんと整理した格好で今回の事業に取り組

むというのであればいいのですけれども、それが

なされていない。

それと、もう一つ、今少し私もこれには参りま

したのは、これは学校給食は名寄市の問題だとい

うのですけれども、あくまでも私はこの１８年度

の予算を見ていますから、そういうことになると

当然名寄市の問題だから、それは関係ないよとい

うことにはならぬと思います。ですから、こうい

う言わせてみれば新しい施設ができる、しかしそ

このファンデーション、基礎になるこういう組織

だとか、こういうことについてきちんと精査をす

るかしないかということを計後に御質問します。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

統合に当たりましては、〇教育長（藤原 忠君）

名寄市学校給食会でもこのことについて十分議論

がなされております。ただ、合併がといいましょ

うか、統合が計終的に風連、名寄両給食会で決定

した後にということで、お話を今しませんでござ

いました。ただ、中では十分議論されておりまし

て、例えば次年度の引当金などについてもおおむ

ね半分程度はそれぞれ学校の配ぜん台とか牛乳保

管冷蔵庫だとか、それから給食にかかわるそうい

う衣類などに充てるなどというようなことが話し

合われているようであります。そして、残り半分

程度については、やはり次年度の引当金としてど

うしても必要な部分があるという、そういう名寄

の給食会の考えであります。これは、いつれ風連

の給食会ともともに話し合って、それをどうする

かをまたお話し合いいただくと、こんなことにな

ろうかなと思います。

統合に当たりましてやはり学校給食会として今

お話し合いをして、しっかり定めていただくこと

としては、一つはやはり給食費の調整でございま

す。このことをしっかりと話し合っていただきた

い。それから、もう一つは、やはり子供にとって

一番大切な献立のあり方であります。給食の中身

そのものであります。もちろんアレルギー食など

も含めて、こういうことについてもしっかり話し

合っていただきたい。現在給食部会と献立部会に

分かれて、それぞれの理事の方がそのことについ

て鋭意協議を進めているところであります。その

ほかに今お話し申し上げた問題などは、やはり学

校給食会の中で解決を図るべき問題だと、こんな

ふうに考えております。もちろん行政として、統

合に当たっての課題は幾つかあるわけでございま

すが、これは行政としてまた改めてしっかりと議

論してまいりたいと、こう考えております。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

どうも食い違ってしま〇１番（宮田 久議員）

うのですけれども、これが計後ですから、これは

答弁はいいです。ですけれども、一般常識でお父

さんやお母さんの考える新しい器ができたとして

も、こういうような仕組みで今までやっていると

いうことについては、名寄市民の方からも私のと
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ころへ何度かこの話で来ていました。本当に払っ

ている人がとんとんであるべき ６００計円とい

う金が残っていて、今教育長さんはその金を何か

器具や機材を買うのだというような話をしていま

すけれども、それは以前余分に払った人に断らな

ければならない。例えばもう一回お話ししますけ

れども、よその町村では１月、２月に見込みをつ

けると、２月、３月で料金を下げているという例

もあります。また、ほんの少しぐらいのことだっ

たら、少しグレードのアップした料理を出すとい

うこともあるようです。

私は、計後に申し上げたいのは、ぜひこういう

環境下で職員を使わないようにしてほしい。ぜひ

もうちょっときちんとした形で、条例だとか法律

だとかにあって、まさか１年の売り上げの２５率

を運転資金にしますよなんていう話では私は通ら

ないと思いますので、ぜひ職員が働く環境のため

にもきちんと精査をお願いしたい。特別答弁は要

りません。

佐藤靖議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、何点か御質〇２番（佐藤 靖議員）

問をさせていただきたいと思います。

まつ、７款１項１目、２９ページの商工振興費

に計上されております全国合併市町村夢フェスタ

２００６実行委員会負担金の関係でありますけれ

ども、これは説明の中でもありましたように１０

月１３日から１５日、東京都で開催されるという

のは理解します。それについて主催者ですとか、

あるいは内容及び全道の合併市町村のうちの参加

状況、これは今年度はまだ無理としても前年度の

状況わかると思いますので、それをまつお知らせ

をいただきたいのと、１０款６項１０目、３５ペ

ージになると思いますけれども、風連社会教育施

設費の児童会館整備事業費の ９００計円の関係

でありますけれども、これも市長の提案理由の説

明にありましたとおり、設計をやってみて、新た

に出てきたというわけでありますけれども、この

部分については風連の児童会館がよくなるという

部分については何も否定するものでもありません

し、逆に歓迎すべきものだと思いますけれども、

ただやっぱり１８年度当初にここでは１２０計円

の設計費を加えて、 ２８１計円の予算を計上し

て実施しております。私の認識が違えばあれです

けれども、補正予算というのはやはり緊急性とか、

やってみてす約部分ですとか、そういうことが出

てきて初めて補正が起きると思うのですけれども、

本予算を超える ９００計円の計上ということで

ありますので、何が緊急課題でこの計上をしなけ

ればならなかったのかというのをお教えをいただ

きたいと思います。

同じく給食センター費の給食センター整備事業

費 ２００計円にかかわってでありますけれども、

給食センターの合併については合併協議会でもそ

の方向性は出ておりますし、当然そういう状況に

なると思いますけれども、教育委員会として地元

合意ですとか説明責任というのはしっかり果たし

ているというふうにお考えなのか、その３点につ

いてお聞きしておきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

夢フェスタについ〇経済部長（手間本 剛君）

てお尋ねをいただきました。御案内のとおり、こ

の事業につきましては昨年から実施されておりま

して、ことしで２カ年目になるということでござ

いまして、新しいまちの新戦力、全国合併市町村

夢フェスタ、ことしは２００６ということの名前

でございます。この主催につきましては、総務省

あるいは全国地方新聞社連合会、共催といたしま

して財団法人の地域創造ほかでございます。もう

一点お尋ねいただきましたが、ちなみに昨年度の

参加市町村につきましては石狩市と釧路市という

ことでございます。今年につきましては、今道の

方に聞かせていただいているのですが、名寄市の

ほか遠軽町、それと北見枝幸町の３市町で今年は

参加するということでございます。

このことにつきましては、先ほど総務部長の方

からもお話ありましたように、１０月１３日から
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１５日までの３日間でございます。日績谷公会堂

を会場といたしまして、市町村のＰＲ、あるいは

市町村の郷土芸能、伝統芸能、それから触れ合い、

お祭り等のイベントということで、三つの中で御

希望のコーナーに御参加をいただくということで

お誘いをいただいているところでございます。私

どもの分といたしましては、お尋ねにはなかった

のですが、モチ米作付日本一ということにもなり

ましたし、さらにはアスパラガスにつきましては

作付面積が北海道一ということで、二つの日本一

あるいは北海道一になったものですから、ぜひ私

どもの名寄市の存在感を皆さん方に広く知ってい

ただきたいというような熱い思いを持って参加さ

せていただきたいなということで１００計円の予

算を計上させていただいたところでございます。

御理解をいただきたいと思います。

以上です。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

まつ、児童会館の補〇教育部長（今 裕君）

正のなぜこういうふうにふえたのかというような

質問でございますけれども、当初予算では確かに

佐藤議員のおっしゃるとおり ０００計円ちょっ

との予算を計上しておりました。これは、児童会

館の外壁改修、それからボイラーの更新、それに

伴う設計委託料というような予算を計上しており

ましたけれども、その後の調査で児童会館がかな

り成傷が進んでいるということが判明いたしまし

た。それとともに児童会館内にあります図書室な

のですけれども、これを図書館法による図書館の

分館という位置づけにするということに決まりま

して、図書室を改造して機能の向上を図って、市

民に利用しやすいような図書館にするということ

で改修をすることにしたのですけれども、建物と

しては一体でございます。児童会館については、

単なる補修ということであるならば有利な起債を

使えないのですけれども、図書館の機能向上、利

便性の向上ということで、その工事に合わせて児

童会館の部分も一体的に改修することによって合

併特例債を使えるのでないかと、有利な起債を使

えるのでないかということで、今回工事をするこ

とで今後１０年間補修する必要がないのでないか

というようなことで今回補正予算を計上いたしま

して、子供たちに快適な空間をつくっていきたい

と、そういうような思いで補正で計上しておりま

す。

それから、給食センターに関しての地元合意、

説明責任の問題でございますけれども、確かに以

前から議員からそこら辺の部分では約りないので

ないかという御指摘を受けております。私どもも

６月議会終わりまして、その後精力的に学校給食

会さんにもお話しいたしまして、学校給食会理事

会を中心に今精力的に協議を進めていただいてお

ります。その後の協議では、７月に入りまして学

校運営委員会とか学校給食会の理事会を開催いた

しておりまして、その中で特に学校給食会の方で

は部会をつくりまして、課題を出し合って明確に

協議しましょうということで、給食部会と献立部

会というような部会を設定していただきました。

給食部会については７月２５日と８月２２日、そ

れから献立部会については８月１７日にそれぞれ

部会を開催していただきまして、課題等について

非常に熱心に協議していただいておりまして、聞

くところによりますと大体給食の単価などについ

ても合意を得ているというふうに聞いております。

極めて順調に諸課題については協議が進んでいる

のではないかというふうに考えております。説明

責任ということで、なるたけそこの学校給食理事

会などで決まったことについては、これから給食

会の便りなどで周知をしていきたいと思うのです

けれども、計終的には総会で決まるということで

すので、中間報告というような形でできるだけ保

護者の方に今何を協議しているかというようなこ

とをわかりやすく説明していきたいと考えており

ます。

以上です。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）
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それぞれ御答弁をいた〇２番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問をしていきたいと思いま

すけれども、まつ夢フェスタ２００６の関係であ

りますけれども、昨年からスタートして、ことし

で２回目ということであります。昨年は名寄にも

呼びかけがあったはつであります。それを断った

ということもあると思います。それは、去年の夢

フェスタ２００５の要綱を見ますと、全国の合併

市町村、予定を含むというところに呼びかけてや

ると、しかも夢と活力にあふれた合併市町村をア

ピールするということで、ある意味ではアピール

行事の部分だと思いますけれども、その中でこと

しも今のところは３市町しか参加しないと。全国

の合併市町村がそれぞれ奮って参加をして効果の

あるイベントという認識がそれほど広がってはい

ないのではないかという認識を持っております。

それと、今名寄市は、午前中の審議の中でもあ

りましたけれども、厳しい財政事情というところ

があって、事務事業の見直しですとか、これから

当然ながら補助金、交付金や何かの関係もだんだ

ん見直していく。どうにか市民皆さんで一生懸命

に財政の健全化に向かっていこうというこの時期

に、私はそれほど効果がないというのは失礼な言

い方ですけれども、今あえて１００計円を出して

これに行く必要性がどうも見出せない。しかも、

予算によると負担金でありますので、実行委員会

に対する負担金でありますので、当然ながら実行

委員会もできて、どういう構成になっているかと

思いますけれども、その辺について再答弁をいた

だきたいと思います。

もう一つ、風連児童会館のことでありますけれ

ども、当然ながら風連の今の児童会館の状況から

見れば、当初からもう既に外壁だけではなくて中

や何かもすべて直すような状況にあったのではな

いかと。それが外壁をやって、外壁とこれをやっ

た設計の中で、あそこも悪い、ここも悪い、図書

館もつくらなければいけない、 ９００計円の計

上というのは、私は当初の見込みが悪かったので

はないかというふうに思いますけれども、その辺

について教育委員会の見解をお聞かせをいただき

たいのと、何回も申し上げますけれども、給食セ

ンターの今の状況の中では地元合意、説明責任も

一定果たしているという認識をお持ちなのか、改

めてお聞きしておきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

１００計円の費用〇経済部長（手間本 剛君）

をかけて実効があるのかというようなお尋ねでご

ざいますが、御案内のとおりこのことにつきまし

ては、私合併になってからのことでございますか

ら、昨年の分の情報についてはちょっと持ち得て

いないのですが、６月ぐらいだったと思いますけ

れども、実は道庁の方からお話をいただきまして、

こういう催し物があるので、ぜひ合併されました

市町村について奮って御参加をいただきたいとい

うことで参加要請をいただいたところでございま

す。このことにつきまして私どももそういった考

え方も一方では持ったのですけれども、実は先ほ

どもちょっとお話しさせてもらいましたとおり、

モチ米作付日本一というのをアピールするのに絶

好の機会かなというふうにとらまえさせていただ

きましたし、あるいはまた先ほど言いましたよう

にアスパラにつきましては作付北海道一というよ

うなことでございまして、これにかかわる何で日

績谷までよというような話になると思いますけれ

ども、ぜひこれからのモチあるいはウルチの米に

対する嗜好、あるいは北海道産のクリーン農業を

含めてこういった東京の方々にもアピールしてい

きたいというふうに思っていますが、ただこれに

とどまらないでこちらの方でとれる時期、１０月

の１３、１４、１５ですから、限られますけれど

も、そういったこちらの方の地場産品あるいは特

産品等も持ち込んで、名寄の存在意義を発揮した

いというふうな考え方が強うございます。

あと、もう一つなのですけれども、今事務的に

進めさせていただいているのですが、杉並区との

友好都市にさせていただいておりますものですか
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ら、杉並区の方の文化交流課なのですけれども、

そちらとも御相談させていただいて、かつて風連

の方からうすときねをプレゼントしたことがあり

ました。そんなことで、そちらの方にそういった

ものが用意されておりますものですから、できれ

ばそのうすを持ち出して、それから杉並区からト

ラック等々もお借りできるというような内諾を得

ておりますから、人海の協力も得られるというよ

うなことも聞いておりますから、そんなことでは

杉並区と一緒の共同の事業として取り組みたいな

ということがもう一方であります。あわせまして

道の方ともお話しさせていただいて、あそこでも

ちをつこうと、食べていただこうというようなこ

とで考えていきたいと思いますが、この後の分の

進めにつきましては、お話ありましたように農協

あるいは商工会議所、そういったところと実行委

員会をつくって御相談をさせてもらいますが、ぜ

ひ名寄のＰＲをしてきたいというふうな強い思い

をしているところでございますので、何とか参加

していきたいというふうなことで、そして成果を

上げていきたいというふうな考え方で予算提案さ

せてもらったものであります。御理解いただきた

いと思います。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま給食センター〇教育長（藤原 忠君）

の統合について説明責任が所在はどうなのかとい

うような、そんな御質問がございました。御案内

のとおり、まつこの統合については合併協議会の

中で、平成１６年１０月の検討小委員会で合併後

に両者が統合すると、それから運営組織、職員配

置、配送方法、地産地消等については新市におい

て調整すると、こういうことで平成１６年１１月

に了解をいただいた。そして、１１月の末から１

２月にかけて住民説明会でつっと行われてきたと

いう事実はあるのでございますが、その後今お話

のとおり中断されていたということでございます。

それ以降これについての具体的な市民に対する説

明行為はなされてこなかったということでござい

ます。事務サイドといいましょうか、そういう中

では継続して統合のときに生じるであろういろん

な課題についてはいろいろ議論はつっと進められ

てきたわけでございますが、市民に対してはその

辺のところがしっかりと説明されてきていなかっ

たということがございます。

一つ弁解でございますが、公の動きというのが

５月１６日以降だったという、教育委員会そのも

のも５月１６日以降だったということもこの説明

への行動開始がおくれた一つの要因かなと、こん

なふうにも考えております。これは弁解の域を脱

しないのかもしれません。

その後、早速５月２５日、これは風連の給食会、

それから５月２６日には名寄の給食会の総会に私

自身出席させていただきまして、この統合につい

て、総会でございますので、学校関係者から保護

者の皆様もお集まりになっている席でございます

が、そういう中で統合についてのお話をさせてい

ただいたところでございます。その後は、今部長

から説明のあったとおり、７月に入って具体的に

課題解決に向けての取り組みがスタートしたと。

そして、給食会そのものの話し合いは今順調に進

んでおりまして、あらかたの課題についてはもう

ほとんど見通しが立ってきた状態でございます。

できるだけ早くこれらの課題についてまた総会を

開催する中で決めていきたいことが一つと、それ

から途中経過についてもある程度それぞれの給食

部会、献立部会の話がまとまれば、給食だよりな

どで関係保護者の皆様にもお伝えしながら、また

保護者の意見を聞く場面も当然そこであろうかと

思います。そういう便りを読んで、保護者から御

意見がそれぞれの学校や給食会に寄せられること

を期待しながら、そういう便りでもお知らせした

いと、こう考えております。

それと、今度は角度を変えまして、この説明責

任についてももう少し踏み込みながら、例えば名

寄給食センターに直接学校の保護者の方有志とか、

あるいは皆さんで結構でございます。皆さんでも
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いいわけでございますが、来ていただいて、実際

に試食してみる、試しに食べてみる、試食してみ

るとか、あるいは給食センターを視察してみると

か、こういうことなども考えていかなければなり

ませんし、また場合によっては合同の理事会など

を開催する折に公開すると。公開する中で、そう

いうす安とか何かお持ちの方はどうぞおいでいた

だいて、そこをごらんいただくと、そんなことも

考えていかなければならないのかなと、こういう

ふうに考えて、できるだけ多くの機会を利用しな

がら、またこれからも説明責任を果たしていきた

いと。

せんだって風連地区の地域懇談会一通り終わら

せていただきました。その中では１地区だけ給食

センターについての御質問がございましたが、そ

れは例えば冷めてしまわないかとか、そういう質

問でございまして、統合についての是非ではなか

ったわけでございますが、統合についての考え方

もその折にあわせて説明させていただいたという

ところでございます。

以上でございます。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

児童会館の当初工事〇教育部長（今 裕君）

費の計上が甘かったのでないかというような御質

問でございますけれども、当初予算に計上したも

のは、これは長期計画にのっとった形で外壁など

の補修をするということでございまして、内部改

修がそのときは計上しておりませんですけれども、

これは決して内部はいいという判断で計上しなか

ったのではないと思います。ただ、計画的にこと

しの総合計画にはのっていないですけれども、今

後のものでは多分計上されるのでないかなという

ふうに私は理解しております。ただ、今回図書館

を機能向上させるということで、それに伴って建

物が一体化しておりますので、今後近い将来再度

同じ建物で補修をする必要がないように児童会館

の使っている部分も一体的に補修をすることによ

って有利な起債を利用できるということで今回提

案した次第でございます。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

夢フェスタの関係であ〇２番（佐藤 靖議員）

りますけれども、当然ながら私もせっかく合併し

て、お米の作付の関係ですとかアスパラの関係は

いろんな機会を通じてＰＲする、アピールすると

いうのは重要とは思いますけれども、一方厳しい

財政事情であります。旧名寄の場合は、渋谷市場

という場を一つ持っておりました。そういうとこ

ろで積極的にそういうアピールをして、組みかえ

ではないですけれども、せっかく東京行くのなら、

もう一つ渋谷市場もあるのですし、１０月２９日

ですか、東京なよろ会の総会でまた東京にこれも

行くと、そういう機会があるわけですから、そう

いうところで活用していくと。しかも、道庁の方

から話がというか、参加の要請、これが強かった

か弱かったかは別にしても、こういうことで参加

して、わつかなところしか参加しない。聞いたら、

ブースがあって、そこでイベントをしたり、物を

売ったり、先ほど言っていたもちつきや何かを含

めてやると。それがどのぐらいの場所で、あの日

績谷の公園を全体を使うみたいでありますので、

相当のブースができて、やってくると思うのです

けれども、その中でやるよりももっと充実した渋

谷市場みたいのを使って、定着しているわけであ

りますので、そこでアスパラも売っているわけで

ありますので、そういう機会をやるべきだと思い

ますし、これから実行委員会をつくってというの

は、ちょっとやっぱり行政主導過ぎるのではない

かなと。やっぱりつくっている生産者側、売って

いる側、すべてを含めてぜひ行きたいと、こうい

う機会にぜひアピールしたいという熱意が出てき

て、こういう負担金が出てくるというのは私は理

解できるのですけれども、行政側がこれからつく

って、お金も上げますから、では行きませんかと

いうのは、もう今の名寄市の財政事情からいえば、

ちょっとそこは一歩も二歩も踏みとどまって考え

るべきだと思いますし、こういうことが出てくる
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と、こういうところには行って、ではここはカッ

トかという話も当然そのうち出てくるものであり

ますので、ぜひ慎重に対応していただきたいのと、

特に実行委員会をつくって、もう行く方向性で固

まっているのでしょうからあれですけれども、ぜ

ひ実りのある実行委員会、実りのある成果を持ち

帰っていただくよう、この部分では強い行政主導

をしていただきたいと思います。

それと、給食センターにかかわってであります

けれども、５月１６日からという部分はありまし

たけれども、教育委員会は暫定できちっとあった

わけでありますので、そういう意味ではしっかり

とした指導性と説明責任を果たすべきであります

し、住民の声は地域懇談会で１地区から出ていた

という話でありますけれども、一方では、語弊は

ありますけれども、あきれて物も言えないという

こともあるかもしれませんので、そこは説明責任

と住民合意というのはこれはもう成かせないこと

でありますので、ぜひお願いをいたしたいと思い

ます。

児童会館については、いつれにしてもいい施設

になるわけでありますので、ただ既に計画にのっ

ていたからということではなくて、現地をしっか

り見て、今やるべきことは外壁なのか、ささくれ

立った床のある内部なのか、その辺もしっかり整

理して、総合的にどうすべきかという判断をこれ

はもう教育委員会の独自機関でありますので、そ

ういう性格を持ってぜひ取り組んでいただきたい

ですし、今後子供たちにとっては喜ばしい施設に

なると思いますので、ぜひ有効活用を求めて終わ

りたいと思います。

熊谷吉正議員。〇議長（田中之繁議員）

３３ページ、大学費、〇２０番（熊谷吉正議員）

学校総務費の大学の建設に当たって国保の支払に

備基金からお借りをして、返済をするということ

で１成円計上されていますけれども、改めて確認

なのですが、当初の借りた金額と年度ごとの返済

実績、これで何か繰り上げというようなことで一

部説明を聞いたような気がするものですから、そ

の状況についてお知らせをいただきたいと思いま

す。

これは、今回の国保会計の補正の中で、ちょっ

と私も認識す約かもしれませんが、に備基金は別

会計だったのか、国保の歳入の方では数字として

どの数字を指すのか、関連でありますので、あわ

せてお聞きしておきたいと思います。

それと、３１ページの教員住宅の整備事業、教

育費、教育総務費、補正でも徳田の方の教員住宅

の水洗化、排水管の修繕工事ということで、６月

ではたしか智恵文なども含めて、合併浄化槽など

も含めて水洗化の工事が進んでいますが、９月の

段階で補正をという、全部これ財源は一般財源な

のですけれども、当然できるだけ早くやるように

ということで全体的な要望も出ていますからいい

のですけれども、この９月で出てきたということ

の経過と、ほぼこの種の関係は現行の教員住宅、

これからつっと長く使っていく教員住宅の水洗化

というのはこれでもう終わりなのかどうか、改め

てお尋ねをしておきたいと思います。

戻りますけれども、ちょっと細かいことですが、

２９ページ、観光費の駅前広告塔の通信情報シス

テム業務委託料５０計円、これはちょっと私も今

説明聞き漏らしましたけれども、この後、後年度

も恒常的に計上されていく金額なのか、観光協会

になるのでしょうけれども、その辺の確認をお願

いをしたいということと、広告塔のケーブル埋設

工事、無線から有線にということで、駅前の景観

上地下埋設ということなのでしょうが、これは具

体的ですけれども、何計ーターを想定をしてケー

ブルを埋設をするのかお尋ねをしたいと思います。

それから、もう一点、計後になりますが、今佐

藤議員からも宮田議員からも触れられております

学校給食センターの統合の問題について、教育長

自身も説明責任が十分でなかったということで、

これからもいろんな機会とらえて住民説明などに

努めていきたいということなのですが、総務文教
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常任委員会の中でも何回か統合については決まっ

ていることなので、しかしいつやるかということ

についてはまさに地元地区住民との協議、教育委

員会、あるいはさまざまな関係者との協議の中で

煮詰まっていくものだというふうに思いまして、

予算を提示をする段階では当然その辺の整理をし

っかり図ってという指摘もあったのではないかと

思っておりまして、事前の私の調査では学校給食

会関係の資料を今手元に、数回ほど協議をされて、

かなり具体的なものを詰められているという経過

はあるようですが、一番肝心な地区住民や地域の

関係者に対する説明がすっぽり抜けていると。期

間的にはもう春から三、四カ月ぐらいあったので

す。まだそういうような指摘が出るということに

なると、姿勢が問われるというか、かねてから島

市長も幹部の皆さんも合併以降心の合併だという

ことをまくら言葉のように言われておりまして、

信頼関係をしっかり積み重ねながら、実績をつく

りながら、積み重ねるのが本当に心の合併だとい

う、信頼関係を高めていくということなのでしょ

うが、非常に今回の対応についてはつさんなよう

な気がしてならないのです。そういう意味ではど

うも姿勢そのものが今問われているような気がし

てならないものですから、改めて私の立場からも

説明責任についてのこの間の能動的な姿勢の成如

はやっぱり強く指摘せざるを得ないなと思ってお

りまして、非常にこの議案に対する私の判断も今

迷うところなのですが、改めて具体的に本当に何

をされてこられたのかお尋ねを申し上げておきた

いというふうに思います。

そして、計画では今議会、教育委員会としては

今議会で議決をして、給食の配送に支障のない冬

休みに工事をしたいということで聞いております

が、実際の工期はどのぐらい必要なのか改めて確

認をさせていただきたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

計初に、御質問にあ〇総務部長（石王和行君）

りました大学費の中での国民健康保険支払に備基

金積立金１成円の関係につきましてお答えをさせ

ていただきたいと思います。

この部分につきましては、前年度に大学の整備

ということで２成円の年度を越えた繰りかえ運用

ということで、基金条例に基づきまして２成円を

対応して、議会の方にも御理解をいただいている

部分でございますが、今年度におきましては当初

予算では ０００計円の戻しということで予算計

上させていただいたところでございますが、今回

の普通交付税の確定に伴いまして、それらの財源、

所要財源が出たということで１成円プラスという

ことで、今年度については１成 ０００計円戻せ

るということでございます。これは、１０年間に

わたって借りた部分については利子をつけてお返

しをするということで、１７年度予算のときにも

説明をさせていただいているところでございます。

それで、国保会計との支出がどうなのだという御

質問でございますが、この２成円につきましては

支払に備基金の方から直接引き出しをさせていた

だいておりますので、今回も直接支払に備基金の

方に積み戻しをさせていただくと、そんな形で対

応させていただきたいと思っております。

以上でございます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

駅前の広告塔につ〇経済部長（手間本 剛君）

いてお尋ねをいただきました。１点目の広告塔の

通信情報システムの業務委託については、これは

恒常的に毎年かかるのかというようなお話ござい

ましたけれども、これは今回の工事のみの委託料

ということで、システム組みかえをする部分の業

務委託で、臨時的委託料でございます。

それから、２点目の広告塔のケーブル埋設の工

事についてどのぐらいの長さなのかというような

お話でございましたけれども、現在広告塔ありま

すけれども、その広告塔の場所からつっと迂回し

て車の道路があるわけですが、それを横断させて

いただきまして、そして４２計ーターですから、

大通の入り口といいましょうか、のところぐらい
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までを予定しているところでございます。長さに

つきましては、先ほど言いましたように４２計ー

ターでございます。

以上でございます。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

今熊谷議員から再度説〇教育長（藤原 忠君）

明責任について成けている部分があるのではない

かというお話がございました。私たち教育委員会

としましては、暫定教育委員会もあったわけでご

ざいますが、正式に教育委員会が発約した５月１

６日以降、まつ第一義的には学校給食会、いわゆ

る学校給食にかかわる利用するその子供たち保護

者、こういうことを第一義的に考えてきたわけで

あります。その中でしっかりと統合についての考

え方、あるいはそれに伴うさまざまな課題などに

ついてもお話をしていただき、その中から一歩一

歩理解が深まっていく、そんなことを考えていた

わけでございまして、統合に向けての話を進める

とすぐに例えば住民集会を開いて、そして統合に

ついて説明会を開くとか、そういうところまでは

実は考えが及んでおりませんでした。そういう中

で、５月の給食会での説明、そして７月からの具

体的な課題を洗い出しての話し合いというふうに

なってきたわけでございます。そういう中で、一

定程度学校給食の営みといいましょうか、こうい

う営みが見通しが立った時点ではもちろん市民に

も周知を図る、そんないろんな方策を考えていか

なければならないということで、計終的には市の

広報になろうかと思いますが、市の広報などでお

話を申し上げるということになる手順だと考えて

おりましたが、それでは約りない部分があるとい

うことでございますので、さまざまな御意見をま

たお寄せいただければと考えているところであり

ます。

いつれにしましても、学校給食の統合というの

は、子供たちに視点を当てたときにやはり早けれ

ば早いほどベストな方向に向かうという、こうい

う考えを私たち自身強く持っているわけでござい

まして、その一つは食育の推進でございます。現

在名寄市給食センターには正職員、それから臨時

職員含めて２人の栄養職員がおります。風連給食

センターには１名の栄養職員がいて、そして学校

給食センターのそれぞれ基本的な部分を賄ってい

るわけでございますが、平成１９年度からの食育

の導入の際想定されることは、栄養職員が学校に

張りつけになるということでございます。そうい

たしますと、栄養職員が１名の給食センターでは

本当に従来どおりの学校給食の営みができるのか、

兼務しながらその業務が遂行できるかという、そ

ういう大きなす安点もございまして、やはりここ

は統合して、食育の推進に当たってまつ子供たち

の平等性を図っていかなければならないと、こん

なことを第一に考えたところでございます。そう

いう中で、学校格差といいましょうか、学校によ

る違いなどが生じないように考えていかなければ

ならない。

もう一つは、給食の内容の充実をこの機会に図

っていけるのではないかと、こういう考えであり

ます。風連給食会では、例えばアレルギー給食な

どもその現物を除去する方法で今まで進めてまい

りました。例えばエビでアレルギーを起こす子は、

その食事の食材からエビをただその子だけ抜くと

いうようなことというふうに聞いております。名

寄の場合は、アレルギーの子供に独自の計ニュー

をつくって食事をさせているというようなことか

ら、そういう点でもこれからいろいろ給食会の中

で話し合う中でさらに改善したそういう給食内容

ができるのではないかなと、こんなことも考えた

りしているところでありますし、地産地消の促進

についてもこういうのを機会にさらに一層進める、

そんな方策でいくこともやはり想定されるという

ことであります。

それとあわせまして、合併特例債などというや

はり財政も無視していくことはできませんので、

よく言われる３Ｍといいましょうか、マン、ソフ

トですね、それからマテリアルでハード、そして
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もう一つはマネーであります。財政面も考えてい

かなければならないということから、ぜひ統合に

向けて進んでいきたいということでございますの

で、お話の部分は十分受けとめながら、これから

もやはり説明責任についていろいろな御意見を伺

いながら、私たちも努力してまいりたい、こんな

ふうに考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

教員住宅の水洗化の〇教育部長（今 裕君）

関係ですけれども、当初予算でも本予算の方でも

要求したのですけれども、財源確保が困難という

ことで見送られた経過がございます。今回財源の

手当てが可能ということで認められたというふう

に理解しております。

それから、これからの水洗化なのですけれども、

中名寄地区、それから智恵文地区、それから今回

徳田地区ということで、ある程度計画的にはやっ

てきているのですけれども、手元に詳しい資料が

ありませんので、ちょっとそこら辺はあと何戸残

っているのかはわかっていないのですけれども、

ただ教育委員会の会議でも風連地区の水洗化につ

いても指摘を受けております。ですから、これか

ら風連地区も含めて未水洗化のところについては

できるだけ計画的に年度計画で水洗化を実施して

いきたいと、そういうふうに考えております。

（何事か呼ぶ者あり）

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

給食センターの工期で〇教育長（藤原 忠君）

ございますが、およそ３０日ぐらいかかるという

ふうに考えておりますので、今回補正に出させて

いただいたのは冬休みの間に子供たちの給食に直

接影響の出ない時期にぜひやりたいという、そう

いう思いからでございます。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

給食センターの話に〇２０番（熊谷吉正議員）

ついて、私も合併の委員でしたから思い起こせば、

名寄は子供たちがどんどん５っていって、十分余

力があるからということで、現施設若干手を入れ

なければならぬけれども、受け入れ可能だという

判断がありまして、風連の方も設備的にあるいは

現状の中でどうも立ち行かないから統合というこ

とではなかったと思うのです。それぞれ合理的に

いろいろ判断をしたときに一つにした方がいいと

いうことを、いろいろ課題はあったけれども、統

合することについて合併協議会では結論が出てお

りました。ですから、そのことに関しては恐らく

名寄、風連両地区それぞれ私ども含めて全く異論

なくて、特例債を利用して当然工事をやらなけれ

ばならぬということで、ただいつやるかというこ

とは全く決まっていなくて、私も何回か部長にお

尋ねしましたけれども、もうはなから合意がしっ

かり熟していない段階で４月からなのだというこ

とを言い切ってしまって、あるいは勘違いして当

初からおられたのではないかと思いまして、ちゃ

んと時間をとって対応すれば別に私の感覚ですと

お互いに理解が得られるのでないかという認識は

持っていたものですから、詰めていくのにさほど

時間がかからないのかなと、しっかり説明責任さ

え果たせば。しかし、教育長前段認めたとおり、

非常に十分でなかったという、これからという話

が帯徴されるように、極めてそういう認識、意識

というか、成如したというところは否めないなと

いう感じがして、いろいろ教育長もあれやこれや

ということで、食育がどうしたとか、アレルギー

がどうしたとかいろいろ言われていますけれども、

それは実行する側の立場としての話ばかりで、ち

ょっと聞き苦しかったのかなという感じはします。

あるいは、今の答弁、言葉じりをとって申しわけ

ないですけれども、結論出たら市の広報でお話を

していきたいという一方通行の形で、出た結論を

決まりましたというような感じを聞いていると、

みつからしっかりそういう場をつくって提起をし

て臨むという姿勢が今の答弁でもちょっと感じら

れないなという感じがして、非常に残念なのです。

大切なことですし、合併協議の中では基本合意を
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した協議書はございますけれども、かなりの部分

ではそれぞれ市民に対してプラス・マイナスの影

響のある先送りにした課題があるわけで、事実上

この問題がある面では大事な、本当に心の合併を

言うのであれば丁寧にやっぱり扱わなければいけ

ないのではないかという感じがしていまして、あ

と定例会ここしかないと言えばないですけれども、

まだ他の方法もあったような気がしまして、見切

り発車的な印帯は私としても受けとめざるを得な

いのです、現状では。非常に残念だなという感じ

がしております。それぞれこれからも努力される

ことについては当然してもらわなければならない

のですけれども、なかなか誠意が感じられないな

という感じがしています。総務文教常任委員会で

の経過を踏まえて私もあえて言っているわけです。

重たくやっぱり受けとめてもらわなければならぬ

なという感じはするのです。これは、再答弁要り

ませんけれども、率直に指摘をせざるを得ません。

広告塔の関係についてはわかりましたけれども、

あえて無線から有線にしなければならない具体的

な何か故障だとか電波の関係だとか、いろいろあ

ったのかと思いますけれども、やっぱり道路をま

た掘っくり返してやるということになると、また

一定の道路の影響部分だとか、舗装復旧なども含

めて工事は余計高上がりになりますし、ちょっと

判断を誤ったのではないかと思っているのです、

当初。常識的には大体あの種の関係は、私も地下

で当初から入っていたのかなという感じが、道の

工事でしたけれども、印帯を持っていたのですけ

れども、無線だったということはよくわからない

のですけれども、改めてそれは一定の年数はたっ

ていますけれども、だからしなければならないと

いうことについてもう少しわかるように説明をお

願いをしたいと思います。

大学の関係での健康保険の返す関係、そうする

とまだ１０年という、１０年という言葉をまだ言

っていましたけれども、一年でも二年でも早くと

いうことでは計終的な結論の段階では聞いており

まして、繰り上げをしたという、当初 ０００計

円をさらに１成円追加するわけですから、当然１

０年ということではなくて、この見通しだと何年

には終わりますというところが提示としてあって

当然かなという感じがしております。ちょっと気

になったのは、あの論議のときにも私言葉悪いで

すけれども、やみ起債の話、今夕張問題やいろい

ろ空知周辺の自治体でも大変な状況を連日伝えら

れていますけれども、あくまでもこれは他会計か

らの借り入れということで、ほかの自治体でも道

の指摘なんかされて、国でしたか、違法性につい

ての問題について、これと同種ではないですけれ

ども、情報公開しているのだからいいだろうと、

借りてあれするのだからというような新聞報道な

んかありまして、やっぱりいまだにその辺につい

てひっかかるものがあって、改めて早期返済、た

またま交付税の確定に伴うという話が出ています

けれども、改めて国保会計に対する返済の計画を

しっかり議会に提示をする必要があるのかなとい

う感じがしておりまして、そのやみ起債の関係に

ついて合法的だという話はいまだに聞いたような

気はしないものですから、改めて聞いておきたい

と思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

基金の積み戻しの関〇総務部長（石王和行君）

係につきましては、１７年度の予算の中でも議論

いただいて、説明をさせていただいておりまして、

償還に当たりましては１８年度から１０年間、利

息をつけて計画的にお返しをしますということで

財政計画を進めさせていただいたところでありま

す。今回予定以上に積み戻しができますので、残

りの部分につきましてもどのような計画でいきた

いということをまた議会の方にもお知らせをさせ

ていただきたいというふうに思っております。

それと、やみ起債の関係でということで、これ

また１７年度のときにもお話があった部分だと思

いますけれども、私どもは基金条例に基づく繰り

かえ運用という形の中できちっと整理ができてい
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るというふうに認識しておりまして、やみ起債と

いう認識は全く持っておりません。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

再度のお尋ねでご〇経済部長（手間本 剛君）

ざいますけれども、御案内のとおりこの事業につ

きましては名寄の開拓１００年の事業ということ

で、平成１２年に事業を竣工したところでござい

ます。まちづくり観光の方からデータを送って、

住民サービスを提供しているのですけれども、実

は今回ＰＨＳによる発信が終了するというような

ことでの御連絡を受けたところでございます。そ

ういたしますと、今後の方法としましては有線に

よる回線で復旧をするというのと、新たなソフト

ウエアによる更新という二つの道が迫られまして、

経費等のことを考えますと有線、電話による回線

の復旧が望ましいのではないかと、ベターでない

かというふうなことで御判断をさせていただきま

した。

それから、先ほどお尋ねありましたように道路

を掘削して掘り直してということではなしに、注

入方式で工事をやらせていただきたいというふう

なことで考えてございますので、よろしくお願い

をいたしたいと思っています。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

やみ起債の関係の認〇２０番（熊谷吉正議員）

識の違いは、私どもはもともと単年度の中におい

てのやりとりについては当然ある程度認識できま

したけれども、複数年以降の部分についてはやっ

ぱり疑念が残るなという私の認識なものですから、

基本的な認識の違いがそこにあるわけで、引き続

き機会をとらえてまた勉強させていただきますけ

れども、率直に言っておきたいというふうに思い

ます。

広告塔の関係はわかりました。圧入方式という

ことで、これは単純に工事というか、ソフトなど

を含めての、交換含めてのもう一式入っていると

いうことでいいのか、単純に埋設工事ということ

だけになっていますけれども、その他の附帯工事

も当然あると思うので、そういうことでよろしけ

れば答弁は要りませんけれども、改めて聞いてお

きたいと思います。そういうことであればいいで

す。

斉藤晃議員。〇議長（田中之繁議員）

私の方から先ほど前〇３１番（斉藤 晃議員）

の条例審議で終わりましたサンピラーパークの指

定管理料についてお尋ねをしたいと思います。

債務負担行為で１８年から２２年までの５年間

ですか、これで ２８０計 ０００円、こういう 

ふうになっております。それで、先ほど答弁がな

かったのですけれども、御案内のようにカーポー

トということで冬期の宿泊も含めた運営を見込ん

でいるのだと、こういうふうなことでありました

し、さらにまた過去の論議の中でも多くの利用が

見込まれていくのだと、こういうような内容であ

りました。それで、先ほどの説明では公募により

まして２社が応募され、その１社に決めたと、こ

ういうふうな内容でありましたが、実際にこれか

ら市の仕様規定に基づいて協議を進めていくのだ

と、こういう部長答弁でありましたけれども、や

はりこれだけのお金で契約をしていくわけであり

ますから、どの程度の利用、あるいは実際に管理

運営に当たってはどういうふうな形で利用者の利

便にこたえていくような道になっているのか、こ

れらについてもう少しく詳しくお話しいただきた

いと思います。さらにまた、もう一社の公募され

たのは民間でどういうところの方だったのかもあ

わせてお知らせいただきたいと思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

森の休暇村の指〇建設水道部長（松尾 薫君）

定管理には２社の応募をいただいたところでござ

います。選定委員会を開催をいたしまして、表記

のとおりの会社を候補者として決定をさせていた

だいたということでございます。

審査の項目につきましては、１２項目ほどあっ

たわけでございますけれども、総体的に点数を評

価いたしまして、優位になったということでござ
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います。ただ、いろいろと議論になりましたのは、

特に冬の利用ソフトの内容についての検討が少し

す約をしているというようなプレゼンテーション

のときの感想も含めての選定委員会の意見でござ

いました。当該会社への御報告に当たりましては、

その辺の意見も添えて、ぜひ利用ソフトの開発、

特に冬期間の利用ソフトの開発に十分努力をして

いただきたい、そのようなことも含めての報告を

させていただいたところでございます。

利用者の推定でございますけれども、私ちょっ

と今資料を持ち合わせておりませんので、後日御

報告をさせていただきたいと思います。よろしく

お願い申し上げます。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

この１１月からカー〇３１番（斉藤 晃議員）

リングの一つの利用も始まっていくと、こういう

のと併設してこの施設の活用が図られていくとい

うふうになると、うまくいけば冬期間の滞在など

も含めた利用の可能性が大きくなっていくのかな

という期待を持つと同時に、御案内のように冬で、

積雪寒冷地であそこまで車で行く除排雪の問題で

すとか管理の問題、特に生活をすると冬期間の水

の問題とかさまざまな課題があるわけであります。

そういうふうな中で指定管理者を選定するに当た

っては、御案内のようにそれぞれが利用目的に沿

った努力をして、管理を受けた業者の人たちやっ

ていくのだと、こういうふうなことも一つの課題

としてあるわけです。しかし、第三者的に見て、

大きな成果を上げていくのには大変な苦労が予想

されるなというふうに率直なところ私するわけな

のです。

例えばこれで見ますと、 ２８０計円ですから、

年間で見ますと６００計円ちょっとでしょうか。

それで、あそこの管理をというふうになりますと、

高いようで、しかし安いのかなと。しかし、安く

もあり、いろいろな見解が分かれるところなので

す。それだからこそ、市民も納得できるような形

での利用推計はこういうふうに見ている、あるい

はまた業者にはこういうようなところまで対応を

求めているのだと、こういうような総体的なわか

る形にして、一つには利用者が安心して利用でき

ている、また我々としても市の直接管理運営では

なくて、業者の指定管理制度を生かすことによっ

てこのような計リットがあったのだということが

わかる仕組みが大事ではないかと、こういうふう

に考えますので、その点立場から再度わかってい

る範囲でまつお知らせをいただいて、どうしても

今す十分な面については後で資料でお知らせいた

だきたいと思います。

計後になりますけれども、ちょっと今前段に発

言はしませんでしたけれども、給食センターの問

題について、私どもの方には、前段の論議がござ

いましたが、それを裏づけるかのような一定の提

案が今来ているものですから、私もそれらを見な

がらただいまの質疑の内容を伺っておったところ

であります。そこで、私も１点伺っておきたいの

は、やはり合併に伴ってのさまざまな意見が出て

きたときに、どういうような形で合意をとってい

くのが一番なのかということが大事ではなかろう

かと、こういうふうに思うわけであります。です

から、そういう面ではそういうような特にさきの

６月議会では相当多くのこの問題に関しての意見

が出ておったわけであります。私は、当然それら

の問題についてのすり合わせ、あるいは住民合意

の努力があったのではなかろうかと思っておった

わけでありますけれども、どうも先ほどから聞い

ていると、それらの意見集約などなどがどうも十

分でなかったのでないかという気がしているわけ

であります。そういう点では、先ほど教育長答弁

の工期はおおむね１カ月程度、あるいは冬休み中

に行うのだということは一つ私も確認させていた

だきたいのですけれども、それでよろしいかどう

か御答弁いただきたいと思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

指定管理者の候〇建設水道部長（松尾 薫君）

補の選定についての内容でございますけれども、
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先ほども少し触れさせていただきました１２項目

で選定委員会で評価をさせていただきました。当

該事業所が他に績べて評価をされた点は４項目で

ございます。一つには、経費の縮５という部分が

ございます。施設管理に係る経費を他社と績績を

いたしまして企業努力で縮５を図るという計画が

あるというふうに判断をさせていただきました。

二つには、防犯、防災、緊急時の対応、３点目に

は管理保守点検業務の内容についてでございます。

いつれも事業計画に沿った管理を安定的に行え得

るというふうに判断をさせていただきました。特

にＩＳＯの認証を取得しておりまして、公害防止

や環境保全に会社、社員、一層努力されていると、

そういう部分につきましても読み取り、判断をさ

せていただいたところでございます。四つ目とい

たしましては、財務状況についてでございます。

当該事業所がもう一社と績績をさせていただきま

して財務状況がよくて、安定して施設管理に参加

していただけると、そういうことを判断をさせて

いただきました。以上の４項目につきましては、

すべてではございませんけれども、インターネッ

ト等で一部御報告をさせていただきたいと、そん

なふうに思っているところでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

給食センターの工期〇教育部長（今 裕君）

の問題でございますけれども、給食センターの建

物内に直接影響を及ぼす工事が３０日というふう

に聞いております。ですから、冬休みは３０日ご

ざいません。２５日、約５日間ぐらいについては

給食センターの方で代替食なども考慮するという

ような形で、どうしても３０日は詰めても必要だ

というふうに聞いております。ですから、直接の

工期以外でいきますと、まだそれ以上の工期はか

かると思います。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

給食センターの関係〇３１番（斉藤 晃議員）

はわかりました。

サンピラーパークの関係については、そういう

ふうな内容などなどはわかりました。ただ、やは

り設置目的です。それを本当に生かしていくとい

う点では、私も何回かこの道立公園の問題につい

ては総体的に完成した暁にはどれぐらいの人が利

用できるのだろうかと、カーリング、あるいはカ

ーポート、その他の事業でそれぞれ答弁いただい

ていたのでは稚内並みで年間１２計人の利用を見

込むと、こういうふうなことが繰り返し答弁され

ていたわけです。やはり市民の中には本当に多く

の人が利用できるのか、私たち行ってどういうふ

うに利用できるのかなどなどの声があるだけに、

私も推移を危惧しているところであります。そう

いうふうな中で今回このサンピラーパークを活用

していく上では、本当に管理者と一体となった形

でのどういうふうな形で利用をふやしていくのか

という、そういう積極的な定義なども含めた協議

をぜひ私は求めておきたいと思います。そして、

この施設が設置目的にかなうような対応を求めて、

終わりたいと思います。

黒井徹議員。〇議長（田中之繁議員）

今の斉藤議員からあ〇１３番（黒井 徹議員）

りましたように、この後一定程度の意見が出ると

いう話を聞いていますので、私の方からも事前に

給食センターについてお伺いをしておきたいなと

いうふうに思います。

まつ、今いろんな御意見がありました中で、い

わゆる調整の段階で組織運営ですとか職員配置、

配送問題、あるいは地場産品の利用ということは

合併後協議をするということで合併協定がされて

いるというふうに私も認識はしております。いわ

ゆる統合については、これは協議の中でも前向き

に進めるということでやってきたというふうに思

います。そういう中で、我々にも詳しい話が見え

てこないのは、今の学校給食会でどのような議論

がされていて、長期にかかわる問題点、風連と名

寄の給食センターの中で近々解決するのは困難だ

という問題があるのかどうか、それをまつ１点お
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伺いをしたいというふうに思います。

さらには、今後の問題だろうと思うのですけれ

ども、いわゆる配送のシステムを民間、風連は民

間というふうに聞いていますけれども、そういっ

た違いもあるので、そこら辺の調整は今後可能な

のかどうか、そこら辺の経過もお知らせをいただ

きたいと思います。

それから、これは職員全体にかかわることだと

思うのですけれども、いわゆる給食センターが統

合された場合には風連の人員はどうなるのか、そ

こら辺の協議は担当でお話をしているのか、そこ

ら辺を伺いたいというふうに思います。合併協議

の中では、風連の給食センターについては下がぬ

れるというウエット方式というのか何というのか、

そんなような方式で、名寄はドライ方式というよ

うなことで、ある一定程度の改善はしていかなけ

ればならぬというふうに、あるいは老朽化の問題

もあるということで、早期に合併をした方がいい

というような協議をしているというふうに私は思

っています。それから、教育長も言っていました

ように食育の観点ですとか、そういった中ではや

はり早期に一つの給食を名寄市内の子供たちには

とっていただくというのは肝心でないかなという

ふうに思います。

３点ほどお伺いをいたしましたので、そこら辺

をよろしくお願いいたします。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

現在進められており〇教育部長（今 裕君）

ます学校給食会の理事会、先ほどもお話ししまし

たけれども、理事会の方で部会を二つ設立してお

ります。給食部会と献立部会というような形で、

この二つの部会で課題について協議して、解決し

ていきましょうということで協議している計中で

すけれども、既に８月２２日の日に、これは第２

回目の給食部会なのですけれども、第１回目の給

食部会では給食単価、運営費などについてこれか

ら協議していきましょうと、協議の仕方とか、そ

ういうことについて取り組みはしたのですけれど

も、第２回目の給食部会のところでは給食単価に

ついては小学校は名寄方式の３段階方式、中学校

については風連方式の一つのものでいきましょう

と、そういうようなことで給食部会の方では単価

についてはほぼ合意、ほぼ合意というか、部会で

の合意はできております。そのほかにまだ運営費

についてはどうするかというようなことはまだ細

部までは決まっていないということで、近々また

給食部会の方でも協議を継続するというふうに聞

いております。

それから、献立部会の方では８月１７日に１回

目を開催いたしまして、献立内容について協議し

ております。食材については地場産品の取り扱い

をどうするかとか、地元製造品の取り扱いをどう

するか、これ名寄と風連でちょっと取り扱いが違

いますので、そこら辺について協議しております。

それから、学校での行事食をどうするか、それか

ら適温給食、離れた地区についての適温給食をど

うするかについて食器などの整備をどうするかと

か、アレルギー給食とか、そういうことについて

献立部会の方では協議しております。ただ、私の

方で報告を受けている段階では、委員さんの話も

聞いたのですけれども、非常に順調に協議は進ん

でおりますと。ですから、当初は大体ことしいっ

ぱいぐらい、１２月いっぱいぐらいにまとめまし

ょうというような形で作業日程を組んでおりまし

たけれども、順調に進んでおりますので、そんな

にはかからないのでないでしょうかというふうな

内容の報告を受けております。

それから、配送システムの関係なのですけれど

も、配送システムについては現在名寄地区の学校

については直営で配送しております。しかし、直

営でもなかなか中名寄の方までは難しいというよ

うなことで、中名寄の方も直営ではやっているの

ですけれども、回がの時間がないというようなこ

とで、今の２台体制では風連地区までは直営でや

るということはちょっと無理だという答えが出て

おります。ですから、この配送問題につきまして
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は、今夏休みの期間に名寄給食センターから風連

の各学校に実際に車を走らせまして、時間などを

はかっておりまして、どういうふうにしたら一番

合理的なのかというようなことで今研究をしてい

るところです。ただ、これはまだ全然決まっては

おりませんですけれども、今の配送車２台では風

連地区については直営は無理だなと、これは委託

でいくよりしようがないのでないでしょうかとい

うようなことで検討しております。

それから、職員の問題でございますけれども、

これについては正直言って教育委員会だけでは解

決できません。ですから、今統合することによっ

て名寄の学校給食センターの仕事の中身を洗い出

しています。給食をふやすこと、それからアレル

ギー給食を充実させることで現在の人員体制でい

けるのかと。それから、食育の問題も入ってきま

す。栄養士さんに過重な重荷を背負わすわけには

いきませんので、そこら辺もある程度考えまして、

人員配置がどういうふうになるのかということを

今名寄の給食センターでは洗い出し作業を行って

おります。ただ、洗い出し作業を行ったとしても、

風連地区の給食調理員全員の名寄地区での働く場

の確保ということは、これは無理だと思います。

ですから、これは教育委員会だけでなくて、名寄

市全体で雇用の問題については取り組まなければ

ならないというようなことで、これは庁内でもそ

ういうふうに合意ができております。ただ、実際

の職員配置をどういうふうにするかという、そう

いう具体的なところまではまだいっていませんで

すけれども、全体で取り組まなければこの問題は

解決しないという合意はできております。

以上でございます。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

今の給食会の関係で〇１３番（黒井 徹議員）

は、際立った長期間にわたって解決できない問題

はないというふうに私は判断して、ある程度のス

パンでその協議は終結をして、それは父兄なりに

周知ができるというようなことで、肝心なのはや

っぱり利用者だというふうに私思いますので、そ

れらについては十分クリアはできていくのでない

かなと。若干そういった作業がおくれているとい

うことについては、教育長も認めていますように

これは若干遺憾には思いますけれども、これはき

ちっとしてやっていただかなければならないとい

うふうに思います。

あと、職員の問題あるいは配送の問題について

はこれからの協議ということですけれども、原則

はやはりあるというふうに思うのです。希望する

しないということも大事なのですけれども、やは

り風連側の今やっている人員、あるいは配送等に

ついては十分配慮をしながら、今後に向かって、

統合に向かって協議をしていくということについ

てはいかがな考えを持っているかちょっとお願い

したいと思います。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま冒頭にお話ご〇教育長（藤原 忠君）

ざいましたように、利用者の理解を深めるという

ことについても今後鋭意努力してまいりたいと思

いますので、御理解を賜りたいと、こんなふうに

考えております。

職員につきましては、今部長がお話ししました

が、やはりす安を与えないような十分な配慮が必

要だということは私たちもしっかり踏まえながら、

風連で実際に勤める人たちのそういうお話もしっ

かり聞いて、そしてどういうこれからの措置がい

いのか、そんなことを市挙げて考えていくと、そ

んなふうにしていきたいものと、こういうふうに

考えております。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

それから、統合につ〇１３番（黒井 徹議員）

けての若干そういう問題はあるというふうに、こ

れはやっぱり二つが一つになるということはお互

いに苦しみも出てくるのでないかというふうに私

は認識をします。ただ、合併によってそういう計

リットも出していかなければならぬという、いわ

ゆる同類の施設が統合できる可能性があれば、積
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極的に統合していくというのはこれは合併の計リ

ットだというふうに私思います。そういう中で、

試算はある程度できているとは思うのですけれど

も、統合することによって市の財政、あるいは給

食費は食材費ということでそう変わりはないと思

うのですけれども、財政的にどの程度計リットが

出てくるのか。先ほどいろんなむだ遣いをしない、

この財政では厳しいという話があったわけですけ

れども、やはり二つのものを一つにすると、これ

が利用者あるいは市民感情的にす合理でなければ、

この計リットというのはやはり大きいというふう

に私は感じます。どのような試算を今していらっ

しゃるのかちょっとお伺いをしたいと思います。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

まつ計初に、一つは給〇教育長（藤原 忠君）

食センターの性格そのものがございます。先ほど

黒井議員からもお話あったように、風連の給食セ

ンターは今まで築３３年が経過しておりまして、

つっとウエット方式でやってきております。これ

について保健所からはいろいろ御指導をいただき

ながら、安全に気をつけながら運営してきたとい

うことがございます。士別市などもウエット方式

できたわけでありますが、例のＯ-157が発生した

ときにドライ方式に切りかえてきたという、こん

な経緯がございます。名寄給食センターはドライ

方式ですので、そういう意味ではもう少し安全な

のかなと。もちろん職員がこれは気をつけること

が一番大事でありますが、安全なのかなという、

こういうことがまつ１点でございます。

それから、もう一点は、やはり名寄市給食セン

ターは現在計大能力は ０００食の能力を持って

ございます。そんなことがございまして、やはり

この給食センターの能力を、 ０００食は無理か

もしれませんが、計大限発揮させる、このことに

よる効率化が十分に考えられるということであり

ます。合併しますと、大体 ８００食ぐらいに現

在はなるのかなと、こう思っておりますので、さ

らにそれによって給食運営の効率化を図ることが

できる。具体的に私は、申しわけございませんが、

合併することによってどこの部署で幾らのお金が

浮くのかという、そういう試算まで細かくは今ち

ょっとできかねますが、そういう大きな利点があ

ると思っております。

渡辺正尚議員。〇議長（田中之繁議員）

一、二点伺いますけ〇２１番（渡辺正尚議員）

れども、先ほど教育部長が整備工事の中で学校を

休ませなければいかぬのが３０日間ぐらいあると

言われましたよね、給食センター。それは、冬休

みにやると言いましたけれども、ここにいるみん

なこの辺で育っていますから、冬休みというのは

２５日間ですよね、大抵。その間に、冬休みとい

うのはお正月がありますから５日間ぐらいは、で

すから１０日間ぐらいはどこかに依頼しなければ

いかぬということになると思うのですけれども、

一番聞きたいのはこの給食センターの整備工事が

トータルとして工期はどの程度かかるのかという

ことです。予算が通った場合に、今出ていますけ

れども、いつごろ発注する予定なのかというのを

聞かせていただきたいと思います。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

申しわけございませ〇教育部長（今 裕君）

ん。工期については、私も正確な工期は聞いてい

なかったものですから、ただ、今手に入りました

増築計画案によりますと、標に工期は約９０日間

というふうに見ております。そして、その前に車

庫部の先行とか、洗浄スペースの先行という工事

をやることによって、給食には直接影響ないよう

な工事をやりますよと、給食期間中。そして、冬

休みになったときに給食センターを使用ストップ

にして本体工事を行うと、大体それが詰めて３０

日というふうに聞いております。ですから、先ほ

ど議員がおっしゃったように２５日間の冬休みの

期間でいきますと５日間給食ができないというよ

うな期間ができます。そういう期間をできるだけ

なくしてほしいということでお願いはしているの

ですけれども、今のところ３０日間どうしてもか
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かるのでないかなというふうに聞いております。

ただ、その期間給食をストップということは考え

ておりません。給食センターの方でも今考えてい

るのは簡単な代替食ができますよというふうなお

話を受けております。ですから、計悪の場合は、

給食センターが稼働できない期間については代替

食を給食センターの方で用意するというふうに考

えております。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

当然この整備工事が、〇２１番（渡辺正尚議員）

教育長に聞きますけれども、９０日ぐらいかかる

ということですよね。３カ月ですね、そうしたら。

それであれば、９月補正で出した理由というのは

どういうことなのかというのを聞きたいのが一つ

と、学校給食会の理事会というのは２回程度開催

だと思いますけれども、４月から８月まで５カ月

間ありましたよね。結果論で大変恐縮なのですけ

れども、なぜもう少し早くそういう話をさせなか

ったのかというのが何か理由があったのであれば

お聞きしたいと思います。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

学校給食会の件につい〇教育長（藤原 忠君）

てお話し申し上げますが、例年学校給食会の総会

というのは５月に開催されるのでございます。そ

の中で、前年度の決算とか新年度の予算とか新役

員というふうに決められていきます。したがいま

して、ことしは５月２５と２６がそれぞれの地区

における学校給食会の総会であったということか

ら、そこに焦点を合わせるといいましょうか、そ

の機会に統合についてのお話をさせていただいた

と、そういうことでございます。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

まだ答弁もらってい〇２１番（渡辺正尚議員）

ないものもあるのですけれども、実際にその５月

２５日ぐらいに総会があったとしても、教育委員

会からの指導で、道州制のときもそうですけれど

も、道で話したものもそうなのですけれども、月

に６回とか７回とか議論を進めて、みんなが納得

したという状況に入ってからこういう整備工事と

いうのは出すべきだというふうに思っています。

なぜ早急にできなかったのかということなのです

けれども、その理由は教育長は任せっきりになっ

ているみたいで、例年だったらそうだよというの

ではなくて、今回は特別なので、統合のこともあ

るのでということで当然ながら早くにやるような

指導というか、そういうようなことをやらすべき

だったのではないかなというふうに思います。本

当に結果論で大変恐縮なのですけれども、そうい

うお考えがあったのかなかったのか。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

先ほどちょっと弁解じ〇教育長（藤原 忠君）

みたお話を申し上げたのでございますが、やはり

暫定教育委員会の中では例えばさまざまな教育の

営みについても新しい取り組みについては私たち

設定しない、そういう方向で、基本的に暫定教育

委員会というのは緩やかな接続を目指すと、遺漏

のない接続を目指す新しい教育委員会、そういう

スタンスできたのでございます。暫定教育委員会

というのは、私の判断ではそういうものだという

ふうに受けとめておりましたので、その中で統合

という大きな問題について４月早々から教育委員

会の考え方として出すことにはやはりためらいが

あったと、そういうことでありますので、その辺

は御理解いただきたいと思います。

ただ、今お話しのとおり、では５月以降の給食

会については、月に何回も開催してやるべきでは

なかったかという、こういうお話もございますが、

給食会でもやはり熟成するというのでしょうか、

そういう時間もやはり必要だったというふうに御

理解いただければと思っております。

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、委員〇議長（田中之繁議員）
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会付託を省略いたします。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０５分

再開 午後 ３時１５分

再開いたします。〇議長（田中之繁議員）

本案に対しては、林寿和議員外７人から修正の

動議が提出されました。

提出者の説明を求めます。

林寿和議員。

議長の御指名をいただ〇８番（林 寿和議員）

きましたので、修正動議の提出理由を述べさせて

いただきます。

先ほど補正予算での質疑も長時間あったわけで

すけれども、その提案されました議案第１６号

平成１８年度名寄市一般会計補正予算（第１号）

中歳出において１０款教育費、７項保健体育費、

３目給食センター費の１５節工事請負費 １６３

計 ０００円及び１８節備品購入費 １０４計  

０００円を追加する提案がありました。これは、

合併に伴い、市は平成１９年度から風連学校給食

センターを名寄市学校給食センターに統合するた

め同センター車庫の一部を食器の消毒保管庫へ改

修するための予算であります。学校給食センター

の統合については、合併協議会の中でも議論され

てきており、私たちも統合することにつきまして

は異論ありません。合併協定書では、運営組織、

職員配置、配送方法、地場産品の活用等について

は新市において調整するとし、それに基づき現在

は統合に向けて市や風連、名寄双方の学校給食会

による協議が行われており、これまでの運営方法

の違いや統合後の方針など、課題や問題点も多く

残されています。まさに検討の計中であり、現時

点では来春統合に向けた十分な協議が調っている

とは言えません。このままでは施設の整備事業だ

けが先行される懸念があります。したがって、こ

のような時点での補正提案は時期尚早であり、統

合に向けた課題解決がなされ、かつ市民へのしっ

かりとした説明責任を果たした上で提案すべきも

のと考えます。

以上の理由から、今回の給食センター整備事業

費 ２６８計 ０００円を５額する修正案を提案 

するものであります。慎重審議のもと議員各位の

深い御理解をいただきますようよろしくお願いい

たします。

修正案に対する質疑に〇議長（田中之繁議員）

入ります。御発言ございませんか。

黒井徹議員。

若干提案について質〇１３番（黒井 徹議員）

疑を行いたいというふうに思います。

先ほど補正予算の中で意見を何人か述べていた

わけでございますけれども、教育委員会等に聞き

ますと一定程度の議論をし、特別時間を要する項

目については提案されなかった、明確にされなか

ったというふうに私は感じております。ただ、協

議をする時間が遅かった、あるいはおくれている

ということについては認めているわけですけれど

も、工事のあるいは来年度に向けての事業発注等

をかんがみれば、今定例会でこの補正について執

行していくのが適当ではないかというふうに私は

考えるわけでありますけれども、提案の中で時期

尚早という言葉がありますけれども、今それぞれ

給食会あるいは理事会等で議論されている中身で、

さらに時間を要して議論をしていかなければなら

ぬというものが具体的にあるのであればお示しを

いただいて、参考にしたいというふうに思います

ので、よろしくお願いします。

林寿和議員。〇議長（田中之繁議員）

今動議の提出理由を述〇８番（林 寿和議員）

べたとおり、今市としては来年４月から統合しよ

うということで進められているわけですけれども、

それに向けて先ほどの質疑、また私たちが理事者、

教育長を初め教育部長等と話しした折にも協議の

計中であると、幾分そういう特に支障はないとい

うお話もあったわけですけれども、やはりここは

しっかりと協議がまとまった時点で、よし、新年



－53－

度からこういう形で、こういう方法でいこうとい

う、そういうものがしっかりできた時点での補正

が、提案が正しいのではないかと、そういう判断

をもってこういう提案になったわけです。

それで、当初は１２月中に答申されて、決定さ

れるというお話でしたけれども、やはりそういう

特に順調にいっているようなお話で、長くかから

ないだろうという、そういうこともありました。

であれば、なおさらこの後臨時会、また１２月の

定例会等もありますから、それらに提案していた

だいても私たちはいいと考えておりますし、工期

についても、これはやる気の問題でありまして、

本当に４月から統合に向けて進めるのであれば、

まだ冬休み中プラス土日の休みとか春休み含めて

でも、素人考えではありますけれども、十分そう

いうことでもできるのではないかと、そのように

判断しております。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

やっぱり合併協議の〇１３番（黒井 徹議員）

中で協議をして進めていますので、時期尚早とい

うのはちょっと私は当たってはいないのでないか

なというふうに思います。今合併をして、いろん

な問題で今後こういう問題が出てくる中で、一つ

一つ完全に協議が調ってからということになると

間に合わないものが当然出てくるというような感

じがしますので、もう少し慎重にそこら辺は考え

てほしいというふうに思います。

（何事か呼ぶ者あり）

静かに。〇議長（田中之繁議員）

これからいろんな大〇１３番（黒井 徹議員）

型事業が出てくる中では、当然協議はやっていか

なければならぬですけれども、やはりタイムリミ

ットがあるし、あるいは合併の計リットを早期に

実現するという意味では、やりたくないというか、

やる必要がないという話ではないというふうに私

も理解をしていますので、これは早急にその議論

は進めていただいて、やることを前提に補正を組

んでおいても私は構わないというふうに考えます。

以上です。

小野寺一知議員。〇議長（田中之繁議員）

今補正の給食セン〇３５番（小野寺一知議員）

ター費にかかわって議論を、長時間にわたってい

ろんな意見が出されていたわけでして、私もそれ

をつっと聞かせていただきました。そういう中で、

言われていることは順調に、あるいはまた若干お

くれたとは言いながらも、その委員会の中で了解

をいただきながら、今協議を順調に進めていると

いう、そういう話を聞いたところでございますし、

また工事日程を聞いた段階では約９０日の工事日

程で、給食センターの給食停止というのは３０日

ぐらいかかるという、そういう話も聞いたところ

です。それを考えたときに、私は今この補正はど

うしても決定して可決していかなければ、真冬の

厳しいときに、給食センターですから、やはりシ

ビアな工事が私は必要になってくるというように

思うのです。そういう工事を厳しい厳寒期にやる

ということは、やっぱり避けなければならないと

いうように思うところでして、また一方では今黒

井議員もお話ありました。先ほどの林議員の提案

理由によりますと、協議が調わない段階ではこう

いう補正予算は出すべきではないという、そうい

う意見でございましたけれども、私は並行協議あ

るいは並行工事というものを進めていっても十分

いけるだろうというように思いますし、これから

合併した後、今多くの大きな課題を抱えている現

在やはりそれらをできるだけ早く消化していくた

めには、そういう並行した市民合意、あるいは地

先との合意だとか、あるいはそういう業者との合

意だとか、いろんな合意を並行してやっていく必

要はこれから多々出てくるだろうというように思

うのです。そういうことを考えたときに、今回こ

れを修正案を出して、臨時会あるいは１２月定例

会に延ばしたとしても、決してプラスのことには

なっていかないのではないかというように思うわ

けです。そういった意味から、この修正案に対し

て私は申し上げましたなぜ並行して協議していけ
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ないのか、取り組んでいけないのか、あるいはま

たこれからの事業についても懸案の事項はたくさ

んあります。合併協議でいろいろ合意した事業が

たくさんあるわけですが、そういうものをやるに

当たってお互いにそういう協議が調わなかったら

手をつけていけないのか、そこら辺の見解につい

てどのようにお考えになっているかお伺いをした

いというふうに思います。

林寿和議員。〇議長（田中之繁議員）

今小野寺議員が言われ〇８番（林 寿和議員）

たように並行してやっていくという、そういう方

法も当然ありますけれども、今回につきましては

きちっと協議をして、ただ理事者側が見通しが明

るいような話をしているのですが、実際そうなる

かどうかは今後話の中でわかりませんし、この合

併協議においても統合については、これは協定書

でもある程度方向認めておりますけれども、これ

については年数も何年に統合するとは明示されて

おりませんし、６月の教育長の教育行政執行方針

についても統合の年次は述べられておりません。

その中で、いつ４月になったか、たしか６月の定

例会のときにうちの会派の議員が質問したときは、

４月のある段階でもう１９年度合併という答弁を

されておりましたけれども、先ほどは教育長は暫

定の間はそういう進んだ話はしないというような、

何か食い違ったような答弁をされておりまして、

その点も執行者側に疑問を抱くところがあるわけ

なのですけれども、特にこういう合併協議で旧名

寄市と旧風連町が施設の統合、こういう初めての

問題に対してやはり風連町の住民についても関心

も持っておりますし、これからこういう場合がた

くさん出てくると思います。その中で、私たちは

今まで先ほども宮田議員が述べたように名寄市の

給食センターに出向いて、双方の給食会の運営方

法とか、その他いろいろ話も聞かせていただきま

した。そういうところでまさに協議中の中で、や

っぱり今ここで補正を認めてしまうと本当に先に

施設ありき、施設の建設だけが先にひとり歩きと

いいますか、その後に協議を追いつくようにして

いく、そういう形はやはり市長も唱える心の合併

というものに今後とあわせて十分な協議に支障が

出る心配も私は感じておりますので、ここについ

てはまだしっかりと十分腹を割って協議をして、

それからで補正を提案すべきだと、そのように考

えております。

小野寺議員。〇議長（田中之繁議員）

理解はするのです〇３５番（小野寺一知議員）

が、先ほどの合併給食委員会ですか、内容も聞い

てみますと、あるいはまた先日新聞に出ていまし

た報道を読んでみましても、決して内容がお互い

に対立して、問題あるような形にはなっていない

なというふうに私は理解をしているのです。先ほ

どもお話ありましたとおり順調に、当初１２月末

を見ていたけれども、１２月中には、もっと早く

にまとまるのではないかというような話でもござ

いましたし、そういう状況を見たときに、あるい

はまた別の角度でなぜ合併したのだという。先ほ

ど黒井議員からも出ておりましたけれども、合併

したということは、するということはやはりお互

いに一緒になって、将来的なまちづくりのために

効率のよい行政をしていきましょうということが

前提になってきているというように思うのです。

それがやはり話ありましたとおり来年の４月目指

して給食センターの統合に向けて進むのだとすれ

ば、管理費の部分であるだとか、いろんな部分で

計リットが出てくるわけでして、それを早期に求

めるためにもやはり並行に事業を進めていくとい

う、そういうことが必要ではないのかというよう

に思うわけです。決してそれが話し合いがついて

から、つかなかったら補正は組めないというよう

な理由にはならないなというように思うのです。

今順調にそれが進んでいるということですし、さ

らにこれからも市民理解を得るために努力してい

くと言っているわけですから、たまたまいろんな

過程の中で若干おくれた部分はあるけれども、そ

れは取り返すというような話でしたので、それら
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を考えたときには私は補正を修正するほどの理論

的なものにはなっていないというように理解をす

るものですから、私は林議員が今説明した修正案

に対して反対をしたいというふうに思います。

佐藤靖議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、１点だけお〇２番（佐藤 靖議員）

伺いをしておきたいと思います。

先ほど補正予算の中でこの問題についてはいろ

いろ議論をされてきたわけでありますけれども、

提案されている林議員は教育委員会としての説明

責任及び住民合意というのはまだまだ果たされて

いないというふうにお考えでしょうか。

林寿和議員。〇議長（田中之繁議員）

やはりこの件について〇８番（林 寿和議員）

は、もっと教育委員会としてもしっかりと議論し

ていただきたかったと思っております。現に教育

委員、新しい５月の臨時会で暫定から正規の教育

委員さんに決まって、その後月１回ぐらいの教育

委員会議があったわけなのですけれども、その中

でも議事録等をお聞きしますと、給食センターの

来年の統合について重要視をしていなかったとい

いますか、正式な議題等にはのっていなかったと

いうことで、後に報告程度のことであったように

今教育部長からもお聞きしておりますし、そうい

う面からもやはりどうも１９年４月に向けて進め

なければいけないという、ここの方が急ぎ過ぎと

いいますか、そのような感も否めないわけではあ

りません。それらも含めて、やはりもう少ししっ

かりと事前から、暫定であろうが、やはり教育委

員会、教育委員の方々いたわけですから、その時

点からやはりしっかりとした議論を進めて、また

住民周知といいますか、そういうものについても

図っていくべきでなかったかなと、そのように考

えております。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

私自身も質疑をつっと〇２番（佐藤 靖議員）

聞いてきて、今の林議員の話もそうでありますけ

れども、まだまだ説明責任は果たされていないし、

住民合意も得られていないというふうに判断をさ

せていただきたいと思いますし、いつれにしても

１０月臨時議会でも工期の関係からいえば十分間

に合う部分でありますので、１０月の臨時議会ま

でしっかり教育委員会としては説明責任及び住民

合意を得るための努力をされて、一番この合併、

心の合併がうまくいく、変にしこりを残さないで、

きちっと何でもスタートできるという体制をとる

ために、他の補正予算については否定するもので

もありませんけれども、学校給食センター整備事

業費にかかわる部分は削除した修正案に賛成を表

明して、終わりたいと思います。

熊谷吉正議員。〇議長（田中之繁議員）

今修正動議提案理由〇２０番（熊谷吉正議員）

をお聞きしまして、具体的なことをお尋ねします

けれども、これまでの運営方法の違いや統合後の

方針など、課題や問題点も多く残されていますと

いうことで、この辺についてもう少し特徴的なこ

とを二、三、こんなことが詰まっていないのに見

切り発車的な提案でないかということになってお

られるのかどうか、改めてお聞きをしておきたい

と思います。

林寿和議員。〇議長（田中之繁議員）

この点につきましては、〇８番（林 寿和議員）

先ほどの質疑の中でも出ていたかもしれませんけ

れども、やはりこれまで名寄の学校給食会と風連

の学校給食会の運営方法の違い、宮田議員も言わ

れていたとおりこれまで名寄市の学校給食会では

管理費ですか、１食当たり２円２２銭の費用を保

護者からいただいていたと。その点については、

風連は町の方から交付金という形で出していたわ

けなのですけれども、これが自治法ですか、余り

詳しくはないのですけれども、宮田議員に言わせ

るとこれは間違っているのではないかと。本来食

材のみにいただく給食費にそういう管理費、事務

費のようなものをいただくのは違うと。それと、

これまでの毎年毎年の給食費の剰余金が積もり積

もって ６００計何がしになっていると。これは、
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本来保護者から多く集めた分であって、これをど

ういうふうに処理をするのか、また未納金の問題

等、これは運営方法ですね、今後これを新年度統

合したときにどういうふうにしていくのか、こう

いうものを継続するのかしないのか、そういうも

のが運営方法になりますし、また食材の調達とか

配送方法、職員についても先ほどの話では決まっ

ているとはなっていません。決まっていない協議

の段階ではやはりすべてが課題であり、問題点だ

と私たちは認識しておりますので、それらしっか

り協議する時間はあると思いますし、その後に私

はきちっとした段階での補正でするべきだと、そ

のように考えております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

市教委、今部長ある〇２０番（熊谷吉正議員）

いは教育長の立場から、地区住民を代表するそれ

ぞれの代表、議員あるいは地区の子供たちに関係

する保護者等との接点だとかということについて

の理解を求めるような対応については全くなかっ

たのでしょうかどうか。

林寿和議員。〇議長（田中之繁議員）

その点につきましては、〇８番（林 寿和議員）

私も十分承知はしておりませんけれども、やはり

保護者の代表であるＰＴＡとか、それと学校の先

生方が協議している給食運営委員会、やはりそこ

にある程度計終報告をして、そこで承認されると

いうことは、保護者の代表であるＰＴＡの人たち、

役員の方が承認すれば、そこはその人たちの代表

ですから、はっきり新年度はこういくという方針

で、その時点で私は決まると思いますので、そこ

までを理事者側は十分見届けていただきたいと、

そのように感じております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

旧自治体の中では予〇２０番（熊谷吉正議員）

算を決めて、十分情報公開や説明責任を果たされ

ていないす十分な部分については時期的な判断も

あったりなんかして、予算は決めてもその間執行

者の答弁などで十分担保されて、小野寺議員が言

うような並行的な作業ということもあったのでは

ないかと思うのです。しかし、やはり合併という

大きな事業、大事業をそれぞれが決断をして一つ

になって、島市長も常々心の合併ということにつ

いて強調されて、全職員に伝達をしながら、行政

マンとしてそこら辺を実践的に心の合併というの

は本当に何なのかということについては十分説か

れていたのではないかと思うのです。それがしっ

かり浸透していれば、十分時間は私はあったよう

な気がいたしまして、私も総務文教常任委員会の

中でも再三提案してくるときにはしっかり地区住

民の皆さんの合意を得た上でということは伝達を

していたつもりですけれども、非常に私自身も反

省の至りなのですが、教育長の先ほどの答弁です

とやっぱり十分でなかったということを率直に認

めてはいるのですが、非常にここです信を増幅し

たような形になっておりまして、従前のような予

算を決めて、あと残り時間しっかり説明責任を果

たすという、そういう軽々しい問題ではないのか

なということが非常に今のやりとりを聞いて実感

できます。非常に重要な問題ではあるのですけれ

ども、私ども会派としても慎重審議をしてきたの

ですけれども、この短時間、説明責任を果たして

いないところをここ１日で払拭をするというのは

非常に難しいという認識をしておりまして、臨時

会が本来ではないですけれども、時間的には一定

の努力する期間があったような気がいたしますけ

れども、そういう面では対応に極めてまつさ、す

十分さがあったような気がいたしまして、これ以

外の他の提案については十分賛同できるのですけ

れども、修正動議現時点では私ども十分理解がで

きるなという率直な考えを持っておりますので、

意見表明だけして終わりたいと思います。

東千春議員。〇議長（田中之繁議員）

ちょっと字句を整理〇２３番（東 千春議員）

をさせていただきたいと思うのですけれども、林

議員ただいまの答弁等々いただいている中で住民

合意という言葉が出ておりました。また、ＰＴＡ
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の理解が得られればそれは一定の評価があるとい

うふうな表現もされております。ここで述べてお

られます説明責任はだれに果たしたらいいのかと

いう、どのようにお考えなのかをお知らせいただ

きたい。それは、住民合意という文言が正しいの

か、あるいは利用者合意、保護者であるとか子供

たち、この人たちの合意が得られればいいとお考

えなのか、さらに広く全市的な合意が必要なのか、

そこら辺の考え方をひとつお知らせをいただきた

いと思います。

それと、それに係る部分なのですけれども、提

案の理由をいただいた中で下から４行目のところ

に市民へのしっかりとした説明責任を果たした上

でというふうに述べられておりますけれども、こ

の市民という対帯はどのようにお考えなのかにつ

いてもお尋ねをいたしたいと思います。

林寿和議員。〇議長（田中之繁議員）

それは、当然全市民と〇８番（林 寿和議員）

いうことです。こういう大きな統合という問題で

すから、これが決まる過程も含め、決まった段階

でやっぱり当然全市的に周知していく、合意をい

ただく、これが前提だと思います。その中に、当

然先ほども言いましたようにＰＴＡとかそういう

ものも含まれていますし、今後双方の給食会理事

会で協議されたことを計終的に報告、承認もらう

のはそういう方々の代表である運営協議会ですか、

そこでありますから、当然そこで了解をもらって、

それからやはり全市民的に、先ほど教育長は広報

とかそういう手段も言われておりましたけれども、

そのころにはまた懇談会等も、２回目の懇談会も

多分計画されていると思います。そういうときに

でも十分報告できる機会はあると思います。要は

そういうやろうとする意識の問題だと思います。

東議員。〇議長（田中之繁議員）

正直言ってどちらを〇２３番（東 千春議員）

指しているのか計終的にわからなかったのですけ

れども、先ほどＰＴＡ等々で理解を得られれば一

定程度それは評価するというような発言がござい

ました。私もその程度と申しましょうか、これが

本当に名寄市の将来を左右する大きな課題である

かどうかというと、私はそれほどではない、失礼

ですけれども、そうではないのでないのかなとい

うふうに考えているわけです。というのは、一定

程度合併協議の中で合意を得て、それをタイミン

グ的な問題と今は説明責任がどのような形で進め

られるかというのが多分焦点になっていると思う

のです。そういった観点から、失礼かもしれない

けれども、そんなに名寄市の将来を左右するよう

な大きな課題ではないのでないのかなというふう

に私は認識をしているのです。そこら辺で私と林

議員の認識をできれば一致をさせたいなというふ

うに思うものですから、そこで再度お伺いをしま

すけれども、だれに合意を得ればそれでよいと。

あるいは、計終的にもう一回住民懇談会を通って、

そこで意見をいただいてからではないと、やっぱ

りそれは市民合意とは呼べないよというふうにお

考えなのか。それをくぐらないと、やはり今度の

予算案も出してはいけないよというふうにお考え

なのか、そこら辺についてお伺いをしたいと思い

ます。

林寿和議員。〇議長（田中之繁議員）

一番は、やはり先ほど〇８番（林 寿和議員）

も教育長の答弁等でお話ししたように、当初１２

月に予定していた答申を受ける学校給食の運営委

員会ですか、そこの報告で了承されれば、それで

私たちは新年度からの合意はある程度できたなと、

そのように認識いたしますし、それが当初より早

まるかもしれないという答弁もありました。そこ

に私たちも十分期待しているわけです。私たちも

統合については反対しているわけではありません

から。それと、これまでのを含めて、そこがやは

り大きな判断の材料といいますか、答申を受ける

場、そこが大きなことだと思いますし、その過程、

またその結果等は十分、先ほども言いましたけれ

ども、全市民的に周知なりして、合意をいただく、

そういう方法はとれると思います。
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それと、東議員は大した大きなことではないと

言われましたけれども、私たちにとっては非常に

大きなことであります。すべて補正に出されてい

る議案については、市民の大切な税金を使わせて

いただくわけですから、どれもこれも私は大きな

問題だと思っております。

斉藤晃議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、若干お尋〇３１番（斉藤 晃議員）

ねいたしますが、一つは風連が非常に子供たちの

安全な食の問題に取り組んでいる、そういう給食

にということで、地場産品の活用も含めたそうい

う取り組みがあったということなどを伺っておっ

たわけであります。そういう点で、合併すること

によってそういうふうなのがどういうふうに整理

されていくのか、問題はそれが十分協議が必要だ

なというふうに私も見ておったわけでありますけ

れども、特に提案者の皆さん方にしてみれば、そ

れら風連の地場産品の活用、あるいはまた子供た

ちの安全な食育のために努力をされてきていた雇

用者の問題などなどがあろうかと思いますけれど

も、それらについてはどういうふうに展開すれば

いいかなと、こういうふうに考えておられるのか、

その点についてちょっと伺いたいと思います。食

の問題での地場産品を活用する問題がいろいろあ

るわけでありますけれども、それらについてはど

ういうふうに展開されるのが望ましいというふう

に考えておられるのか。それから、もう一つは、

働いている人たちの問題です。そういうふうな方

たちもやはり今までの学校給食を担う上で努力さ

れてきたわけですから、そういう人たちがどうい

うふうな形で展開されていくことが望ましいと、

こういうふうに考えておられるのか、その点２点

ちょっとお知らせいただきたいと思います。

林寿和議員。〇議長（田中之繁議員）

学校給食における地場〇８番（林 寿和議員）

産品の活用については、当然旧風連町も旧名寄市

も特に穀物とか野菜類についてはかなりの割合で

夏場、秋口まで利用されていると認識しておりま

すし、また冬場については貯蔵のきくジャガイモ

とかニンジン、そういうものも利用されていると

思います。やはり地産地消の観点、またこれから

進めようとしております食育の関係からも、極力

地場産品の米を含め進めていくべきだと私は考え

ておりますし、他のものについても極力、当然や

られておりますけれども、道内産もしくは国内産

という安全で良質なものをしっかり子供たちにた

くさん食べていただくような献立づくりを願って

おります。

また、これまで統合によって働いている人です

けれども、これは当然その人方とお話をして、継

続して働きたい人とかいろいろなパターンがある

かと思いますけれども、それについては事務方の

方できちっとそれぞれ個別にお話を聞いて、個人

個人働いて、これまで努力して協力してくれた方

々に十分な対応といいますか、すべてが新市の中

で別な部署も含めて採用できるかどうか、それは

私詳しくわかりませんので、それらも含めて十分

事務方、職員の皆さんで協議していただきたいと

思っています。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいまの提案者の〇３１番（斉藤 晃議員）

答弁を伺いまして、子供たちへの安全な食育、そ

のための地場産品の活用、そしてまた働いている

人たちの雇用の見通しなど、やはり十分な論議が

必要だなというふうに考えるわけであります。そ

ういう点では、先ほどからの論議を聞いておりま

すと、やはりそういう論議の上で慎重な審議、あ

るいは時間をかけた論議がす約をしているなとい

う感は否めないわけでありまして、そういう点で

は一定の時間をかけた慎重な審議を求める修正動

議、そしてまた伺いますと工事なども冬期間、あ

るいはまた来年の４月へ向けて一定の時期的な余

裕もあるわけでありますから、そういう点をかん

がみまして、私も修正動議には賛成を表明するわ

けであります。

以上です。
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ほかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時５７分

再開 午後 ３時５７分

再開いたします。〇議長（田中之繁議員）

これより議案第１６号 平成１８年度名寄市一

般会計補正予算の採決を行います。

まつ、本案に対する林寿和議員外７人から提出

されました修正案について起立により採決いたし

ます。

本修正案に賛成議員の起立を求めます。

（起立少数）

起立少数であります。〇議長（田中之繁議員）

よって、修正案は否決されました。

次に、原案について起立により採決をいたしま

す。

原案に賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

（「議長」と呼ぶ者あり）

熊谷吉正議員。〇議長（田中之繁議員）

今の多数の確認はし〇２０番（熊谷吉正議員）

っかりできておりますかどうか。起立多数に無理

あるのでないの。

いや、こっち多いよ。〇議長（田中之繁議員）

日程第１７ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

７号 平成１８年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１７号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、国が国保財政に国費を含めた負

担調整を図るため新設した保険財政共同安定化事

業と前年度繰越金を中心に補正しようとするもの

でありまして、歳入歳出それぞれに１成 ４３１

計 ０００円を追加し、予算総額を２８成 ００ 

９計 ０００円にしようとするものであります。

まつ、歳出について申し上げます。１款総務費

では、北海道国民健康保険団体連合会関係の負担

金を３計 ０００円５額しようとするものであり

ます。

２款保険給付費では、本年４月に医療費が改定

されましたが、医療費の支出が増加している状況

から、一般被保険者療養給付費ほかに ８６２計

０００円を追加しようとするものであります。

３款老人保健拠出金では、拠出額決定により

５１１計 ０００円を５額しようとするものであ

ります。

４款介護納付金では、納付額の決定により ０

００円を追加しようとするものであります。

５款共同事業拠出金では、高額医療費共同事業

医療費拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金

に１成 ０８３計 ０００円を追加しようとする 

ものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では、高額医療費共同事業負担金を４１５計

０００円５額しようとするものであります。

４款道支出金では、高額医療費共同事業負担金

を４１５計 ０００円５額しようとするものであ

ります。

５款共同事業交付金では、高額医療費共同事業

医療費交付金及び保険財政共同安定化事業交付金

に１成 ０６６計 ０００円を追加しようとする 

ものであります。

７款繰入金では、一般会計繰入金におきまして

国保会計財政安定化支援事業として地方交付税の



－60－

措置分 ６４９計 ０００円を追加、基金繰入金 

におきまして ５００計円を５額しようとするも

のであります。

８款繰越金では、前年度繰越金 ０４５計 ０ 

００円を追加して調整を図ろうとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件につきましては、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

８号 平成１８年度名寄市老人保健事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１８号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市老人保健事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、平成１７年度医療諸費の確定に

伴う歳入の調整を行おうとするものであり、歳入

歳出総額に変更ありません。

２款国庫支出金では、 ７１８計 ０００円を 

追加、３款道支出金では７２８計 ０００円を追

加、４款繰入金では ４４７計 ０００円を５額 

しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件につきましては、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

９号 平成１８年度名寄市介護保険特別会計補正

予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１９号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出予算それぞれに１成４２１計 ０００円を追

加して予算総額を１９成 ０４１計円に、サービ

ス事業勘定・風連におきまして歳入歳出総額は変

更ありませんが、歳出間予算を組みかえ調整しよ

うとするものであります。

まつ、保険事業勘定の歳出について申し上げま

す。４款地域支援事業費では、介護予防事業の中

で通称元気会への指導及び協力が可能な地域運動
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指導者を養成するため、理学療法士派遣関係分１

計 ０００円を追加し、同額の需用費を５額しよ

うとするものであります。

７款諸支出金では、前年度の介護給付費が確定

いたしましたので、これに基づく負担金交付金等

返還分１成４２１計 ０００円を追加しようとす

るものです。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。本年４月の介護保険制度の改正により、介護

施設の国及び道の負担割合が変更されたため、３

款国庫支出金では ６２３計 ０００円を５額、 

４款道支出金では ９９７計 ０００円を追加、 

６款財産が入では１計円を追加、９款繰越金では

１成 ０４７計円を追加しようとするものであり

ます。

次に、サービス事業勘定・風連の歳出について

申し上げます。１款総務費では、発電機設置工事

費分１７計 ０００円を追加、２款事業費では施

設備品分１７計 ０００円を５額し、歳出間で調

整しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

０号 平成１８年度名寄市簡易水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２０号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、川西地区簡易水道の配水管成傷

事故の復旧処理費用に伴う歳入歳出予算の調整を

しようとするものでありまして、歳入歳出それぞ

れに１４計円を追加して、予算総額を ８１２計

０００円にしようとするものであります。

まつ、歳出について申し上げます。１款簡易水

道事業費では、復旧処理業務に伴う職員手当の追

加をしようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。水道料金の

５免措置等経費の弁償として、３款諸が入では５

０計 ０００円を追加して、一般会計で調整しよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され
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ました。

日程第２１ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

１号 平成１８年度名寄市公設地方卸売市場特別

会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２１号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、市場急速冷蔵庫内の冷媒配管の

修繕に要する費用を追加するものであり、歳入歳

出それぞれに１８計 ０００円を追加して、予算

総額を ６９４計 ０００円にしようとするもの 

であります。

まつ、歳出について申し上げます。１款商工費

では、市場管理費におきまして冷蔵庫の冷却器か

ら立ち上がり配管までの吸入管及び液管の修繕料

１８計 ０００円を追加しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。２款繰入金

では１８計 ０００円を追加して、が支の調整を

図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

２号 平成１８年度名寄市病院事業会計補正予算

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２２号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市病院事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、平成１８年１月２３日に名寄市議会臨

時会で議決をいただきました名寄東病院の指定管

理者制度に関して平成１８年度から平成２６年度

までの期間にかかわる指定管理料について債務負

担行為を設定しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

（何事か呼ぶ者あり）

訂正をさせていただき〇市長（島 多慶志君）

ます。平成１８年度から平成２５年度までの期間

にかかわる指定管理料でございます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され
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ました。

日程第２３ 報告第１〇議長（田中之繁議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

本件は、かねて弥生町内会から要望のありまし

た曙弥生線の側溝整備工事を平成１４年４月２４

日に行った際に生じた残土を札幌市北区新琴似１

２条７丁目、牧野昭則氏が所有する名寄市字弥生

２６番２の土地に本市が投棄したことによるもの

であります。

この残土を投棄するに当たっては、この土地の

管理をしていた牧野氏の親戚の方が後日牧野氏の

承諾を得ておくということでありましたので、作

業を実施したところでありますが、平成１４年１

１月２１日に牧野氏から残土投棄については承諾

していない旨の抗議の電話があり、多額の賠償金

を要求してきたところであります。その後、この

ことへの対応について弁護士に相談をしながら、

２回の調停を行いましたが、双方の主張に大きな

隔たりがあったことから、いつれもす調に終わり

ました。その後も牧野氏とは和解内容についての

話し合いが断続的に続いておりましたが、牧野氏

から本市の提案を受け入れて、和解したいとの申

し入れが平成１８年５月１０日にありましたので、

平成１８年６月２日付で本市が和解金５計円を支

払うこと、さらに残土を投棄した土地の原状回復

を行うことで和解が成立したところであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分したので、同条第２項の規定により御報告申

し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第２４ 報告第２〇議長（田中之繁議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第２号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

交通事故の内容は、本年４月６日午後４時３０

分ごろ、名寄市風連町字豊里２３線東３号の交差

点におきまして、名寄市風連町字瑞生３３３６番

地２、日光哲氏が所有する名寄市風連町字瑞生３

３３６番地２、日光美千代氏が運転する軽乗用車

が一時停止標識のある交差点で停止せつ、生活福

祉部所管のデイサービス送迎バスの側面に衝突し、

破成したものであります。過失割合は、本市が２

０率、相手方が８０率であり、相手方車両の修理

代として本市が３計 １００円を負担することで

示談が成立し、和解したところであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分したので、同条第２項の規定により御報告申

し上げます。

なお、同バスには乗客９名と介護員１名が乗っ

ておりましたが、負傷者はありませんでした。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

報告第２号を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（田中之繁議員）

議事の都合により、明日より１２日までの１１



－64－

日間を休会といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、明日より１２日までの１１日間を休会

とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程はす〇議長（田中之繁議員）

べて終了しました。

本日はこれをもちまして散会いたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時１８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

署名議員 植 松 正 一

署名議員 宗 片 浩 子
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平成１８年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１８年９月１３日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（３５名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 １９番 堀 江 英 一 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

８番 林 寿 和 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２２番 栗 栖 賢 一 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 開 発 恵 美

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 今 尚 文 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君
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市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本日〇議長（田中之繁議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（田中之繁議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

食品加工流通団地について外２件を、猿谷繁明

議員。

おはようございます。〇１２番（猿谷繁明議員）

平成１５年２月２２日、第５８回冬季国体スキー

競技会なよろサンピラー国体が開催されました。

秋篠宮殿下、同妃両殿下の御臨席を賜り、開会式

でお言葉を賜ったわけであります。ついきのうの

ように思い起こされます。このように名寄に御縁

があります秋篠宮殿下、同妃両殿下におかれまし

ては、９月６日、親王様の御誕生まことにおめで

とうございます。心よりお祝いを申し上げます。

昨日悠仁様と命名をされました。お健やかに御成

長されますことをお祈り申し上げる次第でありま

す。

それでは、通告順に質問をさせていただきます。

食品加工流通団地は、昭和４８年に食品加工業の

流通機能の高度化を目的に整備され、以来３２年、

公設卸売市場を初め文字どおり食品加工の流通団

地として企業の進出に大きく貢献してきているこ

とは十分に理解し、私もそこで工場を操業してい

る一人として心強く思っております。さて、さき

の予算委員会でも発言をさせていただきましたが、

近年その様子が変化しつつあると考えているのは

私一人ではないと思います。団地内においては、

建設関係、鉄工所、郵便輸送も進出していますし、

また撤退で空き家となった工場が目につく状況と

なっております。進出企業と土地開発公社との契

約によれば、指定用途の定めにおいて名寄市長と

その協議は土地受け渡しから１０年間となってお

り、その後の取り扱い基準が明確化されていない

状況であります。そのような中まず１点目に、団

地内の業種などの状況についてお聞かせいただき、

それについてどのように理解をされているのか。

現在マンションが建設されましたが、それらを踏

まえて今後この流通団地をどのようにしていくお

考えなのかお知らせいただきたいと思うわけであ

ります。

２点目について、先ほども申し上げましたが、

団地内において集合住宅が建ちましたが、食品加

工流通団地においては契約条項のほかに特に規制

がないと聞いておりますが、御意見をお聞きいた

します。団地内においては、公設卸売市場、学校

給食センターほか食品加工業など早朝から大型車

の通行、騒音、臭気などがあり、企業とマンショ

ンに住む住民の方々とのトラブルなどが想定され

ます。安心した企業活動ができるように望むわけ

でありますが、その対応についてお聞かせいただ

きたいと思います。

先ほどの質問に関連いたしますが、食品加工流

通団地等においてはある程度の規制はしていくべ

きものと考えます。そうでなければ、例えば環境

面においてもごみの収集など、いろんなところで

行政施策も変わっていくことが想定されるからで

あります。そういう意味では、都市計画による用

途地域については新名寄市の大きなまちづくりに

かかわるものと考えます。このたびのまちづくり

３法の改正等も準工業地帯に網をかけて、さらに

上乗せができることと言われておりますが、市内

においてはその箇所が駅周辺、麻生区の一部、大

橋の食品加工流通団地の３カ所であり、網かけで

も大型店対策は手の届かない状況と言えると思う

のであります。現在の用途地域については相当の
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年数がたっており、市内の状況も変わっていると

感じています。今回の合併を機会に、多面的な考

えのもと用途地域の見直しを行ってはどうかと思

いますが、お考えをお聞きいたします。その中に

は、北海道の大型店立地ガイドラインによる準工

業地域を特別用途地区に設定し、既存商店街を守

っていく観点から、店舗の面積や高さなどについ

ても名寄市独自の規制策を講じていくべきではな

いでしょうか。お考えをお聞かせいただきとう存

じます。

次に、指定管理者制度についてお尋ねをいたし

ます。この４月から指定管理者制度のもとで２１

の施設の業務管理が公募により決定いたしました。

しかし、ふたをあけてみるとその管理はかつて市

が委託をしていた組織が指定管理者にかわっただ

けが大部分で、なよろ親林館が森林組合から新し

くＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会に、民間

のある会社がサンピラーパーク森の休暇村の指定

をされました。これまでわずか２カ所であります。

指定管理者制度の本来の目的についてお尋ねをい

たします。平成１５年９月、地方自治法の一部法

律改正の中に指定管理者制度が導入され、３年間

の移行期間が終了いたしました。法律的にはそれ

ぞれの自治体においてその運用指針、それの決定、

導入施設の特定、手続条例、公募の要綱の策定、

説明会の開催、応募受け付け、審査会の設定、業

者の決定、議会決議、協定書締結、引き継ぎなど

を経て実施されております。そこで、指定管理者

制度が創設された趣旨についてお伺いいたします。

行財政改革が進む中で、むだを省き、効率的、さ

らにはコンパクトな運営が求められ、あわせて民

間のノウハウを導入し、住民サービスの向上を図

り、ＰＦＩの導入等、関連した新しい制度の指定

管理者制度を確立しなければならないと思います

が、お考えをお聞かせいただきとう存じます。

次に、指定管理者制度の展望についてお尋ねを

いたします。長年行政を経験され、その手腕を大

いに発揮され、しかしいやが応でも定年という時

期が来るわけであります。団塊の世代、公務員の

退職者が急増いたします。６０歳での退職は、長

寿社会においてはまだまだ若僧の例えがあります。

そうした方々に新たな第２の人生をこれまでの豊

かな経験と新たな感性をもって指定管理者制度に

のっとった異業種参入に行政として支援をすべき

と考えますが、理事者の御見解をお聞かせいただ

きとう存じます。福祉、農業関係、病院など、専

門分野では公募はしないで、市が各施設の効率性

を考えて選定をされていることはよしとしても、

各施設とも従来委託していた機関、団体と余り変

わらないのが実情であります。新規参入を目指す

企業に門戸を広げるためにもきめ細やかな指導や

情報提供が必要と思いますが、お考えをお聞かせ

いただきとう存じます。

以上、この場からの質問といたします。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

おはようございま〇経済部長（手間本 剛君）

す。ただいま猿谷議員から大きな項目で３点にわ

たり御質問がございました。１点目につきまして

は私の方から、２点目につきましては建設水道部

長から、３点目につきましては総務部長からの答

弁になりますので、よろしくお願いを申し上げた

いと存じます。

初めに、食品加工流通団地についてのお尋ねの

中で、１点目、団地の現状はどのようにとのお尋

ねでございます。御案内のとおり食品加工流通団

地は、昭和４８年の開設以来市内に点在している

食品加工業などの施設を集団化し、流通の総合機

能の高度化と市街地における騒音、悪臭など公害

問題の排除を目的として形成されたものでござい

ます。業種等の状況につきましては、現在製造業

七つ、それから卸売業二つ、公設市場一つ、学校

給食センター一つ、建設事務所関係五つが立地し

ております。空き家は三つ、空き地につきまして

は１カ所、その他に名寄市土地開発公社の当初か

らの未処分地が三つというふうな状況になってご

ざいます。マンションの建設でありますけれども、
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１４戸の入居予定者で、建設理由につきましては

従業員が入りたい、あるいは流通団地内で働く職

員のためということも聞いているところでござい

ますけれども、今後も検証してまいりたいという

ふうに考えております。

土地売買契約におきましては、取得後１０年間

の用途指定期間を設けておりますけれども、既に

契約上は経過をいたしております。これらほかの

用途使用につきましては、市といたしましてもこ

れまで一定の相談、協議が行われてきた経緯もあ

りましたけれども、残念ながら今回につきまして

はそのような状況がなかったところでございます。

団地の構成につきましては、大きくは食品製造部

門、もう一つは事務事業所部門で調整がなされて

きて、立地していただいておりますので、今後に

おきましても流通団地機能を損なわないように対

応してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。

２点目でございますが、集合住宅に対する対応

につきましてお答えを申し上げたいと存じます。

食品加工流通団地としての法的規制についてであ

りますけれども、団地区は準工業地域となってお

り、同地区には御案内のとおり火災や公害発生な

ど、危険や環境悪化のおそれの少ない主に軽工業

の工場などの利便性を増進するための地域となっ

ており、住宅系から商業系用途、さらには工業系

の用途を持った建物を建築することが可能な地域

となっております。しかし、住宅地として考える

場合は、周辺の環境や工場の種類などに注意をす

る必要がある地域というふうに考えております。

食品加工流通団地として法的規制はないまでも、

当初の契約条項にありますように流通団地機能を

第一に考えて対応すべきものというふうに理解を

いたしてございます。これまで事業主との面談な

どを行ってきておりますけれども、入居者に対す

る周知、地域内関係者との協議など、地域の理解

をいただいて進めるよう申し入れなどを行わさせ

ていただいてきているところでございます。御意

見にありました騒音など生活環境に与える影響に

つきましては、建築事業主とも協議を持って対応

しておりますけれども、さらに今後も状況確認を

含めて協議を継続するとともに、地権者の移動な

ど情報収集に努め、適切な対応に努めてまいりた

いというふうに考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目で２〇建設水道部長（松尾 薫君）

番目でございます。都市計画用途地域についてお

答えを申し上げます。

初めに、市内用途地域の見直しについての御答

弁をさせていただきます。旧名寄市の用途地域は、

昭和３９年に指定を受けてから何回かの変更を行

い、平成７年に８種類から１２種類に変更され、

以来現在の土地利用形態で都市計画を行っており

ます。平成１０年以降、徳田地区の大型店舗進出

による大きな変化や白地地域に住宅と店舗、工場

が混在をした土地利用がされるようになったため、

用途地域の変更につきまして平成１５年度に庁内

議論や北海道の指導を受けて検討をした経過がご

ざいます。結果的には市全体の人口動向、用途地

域内での遊休地の状況等から変更の必要性がない

ものと判断をいたしまして、白地の建ぺい率等の

数値制限を定める、そこにとどまっている状況で

ございます。平成１９年度には新総合計画に合わ

せた都市計画マスタープランを策定する予定でご

ざいますので、その中で再度検討をしてまいりた

いと、このように考えているところでございます

ので、御理解をいただきたいと思います。

次の（２）の項目でございます。準工業地域を

特別用途地区にお答えを申し上げます。特別用途

地区に関しましては、平成１０年５月に都市計画

法の改正により、これまで１１種類に限定をされ

ていたものが種類を廃止をいたしまして、市町村

の判断で特別用途地区の種類や目的を柔軟に定め

られるようになったところでございます。特別用

途地区は、用途地域に上塗りをする制度であるた
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めに、既存の用途地域の特性にふさわしい土地利

用を増進するため規制が認められているのであり

まして、商業調整を目的として大規模小売店など

を規制するためだけでは認められない、そのよう

な内容で都市計画法の運用指針にもうたわれてい

るところでございますので、ぜひ御理解をいただ

きたいと思います。

以上、御答弁とさせていただきます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、大き〇総務部長（石王和行君）

な項目の３点目、指定管理者制度についてお答え

をさせていただきます。

１点目の指定管理者本来の目的でございますけ

れども、指定管理者制度につきましては御案内の

ように２００３年に地方自治法が改正されまして、

従来の普通公共団体が出資している法人で政令で

定めるもの、または公共団体、もしくは公共的団

体に限定されておりました管理委託制度にかわり、

民間事業者も公の施設の管理市場に参入すること

を可能とした制度でございます。その本来の目的

は、議員御指摘のとおり、民間のノウハウにより

住民サービスの向上を目指し、コンパクトな行政

運営を進める上で今後ますます重要な位置を占め

ていくものと認識をしております。

また、ＰＦＩにつきましては、現行の指定管理

者制度をさらに一歩進めた形で、あくまでも地方

公共団体が発注者となりまして、公共施設等の設

計、建設、改修、更新や維持管理、運営を民間の

資金と経営能力や技術力を活用して行う公共事業

で、平成１１年に民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法令が制定され、平

成１２年にＰＦＩ事業の実施に関する基本方針が

告示されております。公共施設等の建設から民間

企業の資金力を必要とし、導入に当たっては従来

方式と比較をした総事業費の削減係数を算出し、

検討しなければならないなどのクリアしなければ

ならない課題も多いわけでございます。平成１７

年３月現在では、地方公共団体が事業主体のＰＦ

Ｉ事業が全国で１４２事業と先行事例も少ない状

況でございまして、道内では留辺蘂町ほか２町の

一般廃棄物処分場整備及び運営事業などの例を研

究しながら検討してまいりたいと、このように考

えているところでございます。

次に、２点目の指定管理者制度の展望でござい

ますけれども、いわゆる２００７年問題として大

量の退職者が出る時代を迎えております。退職さ

れた方が名寄市で安心して退職後の生活を送るこ

とができるためには、働く場の確保が重要である

との考えは御指摘のとおりでございます。この指

定管理者制度の導入により、民間事業者の事業が

拡大し、必然的に雇用の場もふえると考えており

ますので、地方自治法並びに条例で認められる施

設等の管理運営について順次この制度を導入して

いきたいと考えているところでございます。

次に、３点目の参入しやすい情報の提供でござ

いますが、御質問の中にもなよろ親林館、さらに

は今回議決をいただきましたサンピラーパーク森

の休暇村が今回新規参入ということで民間に開放

したところでございます。今後このようないわゆ

る異業種参入も含め、多くの民間業者に応募いた

だき、競い合っていただくことが指定管理者本来

の目的でもある経費の節減やきめ細やかな住民サ

ービス、また施設の有効活用につながってくるも

のと考えておりますので、応募要領や仕様書など

をより具体的に作成するなど情報を公開し、多く

の方が応募できるように努力してまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

猿谷議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれの項目につ〇１２番（猿谷繁明議員）

きましては、今担当部長から御答弁を賜りました。

順に再質問をさせていただきます。

まず、食品流通団地についてでありますけれど

も、契約が１０年過ぎました。その後企業に対す

る対応でありますけれども、私は何も今集合住宅

をお建てになった企業を非難してはおりません。
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なぜなら、今御説明ありましたように従業員の住

宅を提供する、いわゆる社宅を建てるということ

でありますから、そういう御答弁でありますので、

それを見守っていく。そして、御答弁にありまし

たように今後も検証してまいりたいという部長の

答弁でありますから、どのような状況になるかは

これからの問題とさせていただきたいと思います。

さて、土地開発公社と進出企業との売買契約書

の指定用途期間が既に過ぎたわけでありまして、

その後は何らの縛りがないというのが実際の現状

であるわけであります。それで、１０年という期

限でありますけれども、１０年というのをどう判

断されて、基準をどこに置かれたのか。そして、

それらの後、それぞれ進出した企業等々に対して

アクションといいますか、説明責任はあるのでな

かろうかと思うのでありますけれども、それらに

ついて御見解をお尋ねします。

次に、まだ分筆されていないところが３筆ある、

未処分のところがあるというわけでありますが、

この未処分の未分譲用地についてもし企業が進出

するとなれば、その団地が形成されてからもう３

２年が経過しているわけでありますから、土地売

買契約がどのような内容になるのかお示しをいた

だきたいと思います。このことについては、現状

の整合性がどういうふうに果たされていくのか危

惧するからであります。そして、企業誘致策とい

いますか、どのような企業でもいいということに

はならないと思います。御説明ありましたけれど

も、閉鎖された企業の土地処分等々もありますこ

とから、市あるいは土地開発公社としてのまだ処

分されていない土地や処分されようとしている用

地に対する考え方について御説明をいただきたい

と思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

土地開発公社の理事長を〇助役（今 尚文君）

やっておりますので、その立場からの御説明をさ

せていただきたいというふうに思っています。

まず、土地開発公社が食品流通団地の売買をい

たしましたときに、御存じのとおり都市計画法の

用途地域の制定がありまして、市内で営業してお

りました特に軽工場群がそこで建てかえなどの場

合は建てかえできないということでありますから、

一定の行政としての誘導策をつくろうということ

で流通団地を造成をいたしました。さらにまた、

誘導策といたしましては年限を区切りまして、固

定資産税関係の減免措置なども含めて実施をした

というふうに記憶をしておりますけれども、これ

もまた移転を誘導するということでありました。

それら一定の期間を要するということで、１０年

間ということを決めたわけであります。恐らく売

り出してからすぐは移転できないだろうと、一定

の準備が必要ですし、また市内の中で議員のよう

に企業的に工場を持っていたまま移転するといっ

ても時間かかった。やや１０年の余裕があるとそ

れらは完了するのではないかということで、１０

年というふうに定めさせていただいたところであ

ります。

また、未処分土地の関係でありますけれども、

これは先ほど経済部長が答弁をいたしましたとお

り、あくまでも食品流通団地内でありますから、

その流通団地の趣旨に基づく処分をしてまいりた

いというふうに考えております。現状との整合性

を損なわないようにしてまいりたいというふうに

考えているところでございます。

以上でございます。

猿谷議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりやすい御答弁〇１２番（猿谷繁明議員）

を賜りました。まさにあそこには終末処理場とい

う汚水施設の処理場がありまして、流通団地とし

ては沈殿槽を設けて、すぐ終末処理場に水が流れ

るということで大変、もし個々の企業がそれを投

資しますと何億円とかかりますから、あそこに立

地をしていただいて、それぞれ元気に今までも事

業を営んでおりました。最近はベニヤ板でぐるっ

と閉鎖をされたり、そういうのが目立ったりして

きておりますし、建設資材の資材置き場にもなっ
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たりしておりまして、どうも環境が少しずつ変化

しているのでないだろうか。あそこで製造されて

いる人々もかつては大勢の方々が通勤バスまで利

用されて、送迎をされていた時期もありましたけ

れども、業態もどんどん時代とともに変わってい

きました。１０年間という期限は、そういう意味

でまちの中から流通団地という造成されたところ

に行くことによって、その期間固定資産税の免税

等々の優遇もありましたし、そういう意味ではあ

りがたいと思っております。でも、先ほど申し上

げましたようにまだ処分されていない土地につい

て契約を今度するときには、そんなの取っ払って

なるものかどうかというのも、減免措置が多少な

るのかどうかというものあわせてちょっと御答弁

をお願いしたいと思います。まず、その１点で。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

移転に伴います優遇措置〇助役（今 尚文君）

については時限を限られておりましたので、これ

以降の処分についてはないというふうに思います。

ただ、現在の進出した皆さん方との整合性を図る

という点では１０年間の特約はつけさせていただ

きたいというふうに思っておりますから、それま

では食品流通団地の基準に合った企業の進出、最

近ではあそこは二つに分割されておりまして、最

初に開発した部分は食品流通、次に開発した部分

はそれ以外のいわば軽工場といいますか、そうい

った部分も含めておりますので、試験機関あるい

は事務所、こういったものを含めて考えていきた

いというふうに思っています。

猿谷議員。〇議長（田中之繁議員）

よくわかりました。〇１２番（猿谷繁明議員）

それでは、再検討も含めた上でお願いしたいこと

は、新総合計画を今策定する準備がされておりま

す。期間は、それぞれ１０年間ということであり

ます。前期と後期に分けて、集中的に前期こうす

る、後期こう送るということが決められると思い

ますけれども、市長の在任期間中は公約した項目

はもう大体掲げて、総合計画にも盛り込まれてい

きますが、もし市長さんがかわるとこれまでの総

合計画も変わってしまうものなのか。継続したま

ちづくりはどういうふうに、今の食品流通団地は

１０年間だよということを踏襲するとすると、こ

れからの新総合計画立てるときの１０年間という

のもやっぱりそういう意味でなるのか、それとも

期限が１０年間、それ以降はもうフリーになるの

かということと、それから市長さんがかわられる

と新総合計画についてはどう方向づけされるのか、

その点についての確認だけさせていただきたい。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

現在新名寄市の総合計〇市長（島 多慶志君）

画の策定作業を進めておりますが、自治法が昭和

４４年だと思っております、改正になりまして、

議会で自治体の総合的な行政の展開のために総合

計画をつくる、こうしたことが法制化されたわけ

でございます。それ以前はどういうことだったか

といいますと、やはりそこの自治体が首長が選挙

公約等も含めていろいろな行政展開をすると。し

かし、一定の中長期の構想を持ったまちづくりを

しないと、首長がかわるたびにまちづくりの方向

が変わるということは問題があるということで、

当時の国は自治法の改正をしたと、このように私

ども学んでおります。そうした意味では、これか

らも激変するそれぞれの地方自治体の環境であり

ますけれども、議会が決めます自治体における一

定のまちづくりに対する基本的な部分は、例えば

首長がかわったとしてもそれは住民の総意として

決めたものと、こういうふうに考えております。

ただ、具体的な実施計画等については、首長が

かわることによって年度が早まったり、あるいは

規模が修正かけられたりと、こういうことは今ま

でも自治体のそうした選挙等を通じて変更が加え

られているという事例がございます。名寄市の今

話題になりました食品加工流通の団地につきまし

ては、行政がそのような誘導策をもって整備をし

たところであります。残念ながら立地した企業が

倒産等をして、その後処理ということでは大変な
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苦労をしながら、異業種の場合によっては参入と、

こういう事例があるわけでございますが、あくま

でも団地の立地のそうした考え方を基本にして、

これからも大橋の流通団地が発展していくことを

期待をしております。

猿谷議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございま〇１２番（猿谷繁明議員）

す。新総合計画を立てるにおいても、今市長もも

しおかわりになったとしても基本的にはその計画

は変わらないということで承りました。

さて、次に指定管理者制度についてお尋ねを申

し上げたいと思います。多くの企業に参加してほ

しいというのは、私たちの願いであります。その

ためには今まで既成事実があるから、縄張りと言

ったら語弊がありますけれども、それを排除して、

白紙に戻して、そこからスタートする、そして多

くの情報を発信してチャンスを与えるべきではな

いだろうかと思います。そして、そこに参加した

企業がやる気といろんなアイデアを出して、使用

料ですとかそれらも決められますから、その企業

努力で大いに利用がふえて、利用者から喜んでい

ただいて収益が上がるように、努力した管理者が

報われるという、そういう制度であるべきだと考

えるのでありますけれども、いかがでしょうか。

そして、そういうことが民間の発想ですとか柔軟

性、そしてスピーディーに取り組むといいますか、

対応の早さ、それが多くの利用者につながると思

います。

そして、お尋ねいたしますけれども、指定管理

者に指名受けました、指定受けました企業は、一

つの期間というのがおおむね５年ほどになってい

ると思います。補正予算見てもそうなっておりま

すから、それでお尋ねするわけでありますけれど

も、５年間で例えば ２００も円という補正予算

が組まれましたけれども、これは１年間で割りま

すと６４０も円ぐらいになりますけれども、当初

１年目に ０００も円使ってしまった、使うとい

うか、必要だったと。残りをあとの４年で分けた、

そういう融通がきくものかどうかお知らせいただ

きたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

指定管理者制度導入に伴う部分については、議

員がおっしゃるとおりでありまして、私も答弁を

させていただいたとおりでありまして、法の改正

に伴いまして企業にビジネスチャンスを提供する、

一つの規制緩和と、公務の市場開放の一環ですと

いうことでありまして、まさしくおっしゃってい

るとおりでございます。今回法改正に伴って、名

寄市ではさきには２１施設と今回森の休暇村とい

うようなことで、それぞれ公募をいたしました。

また、施設にあっては公募をしないで実施をする

と、これは専門性ですとか特殊性の中での部分で

分けているところでございます。それぞれ指定管

理の制度の中では、一定期間を契約を結ぶという

ことではなくて協定を結ぶということになってお

りまして、４年の協定の中で予算につきましては

毎年度、毎年度の契約というか、協定をしていく、

そのような形になってございますので、御理解い

ただければと思います。

猿谷議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりました。私５〇１２番（猿谷繁明議員）

年間、４年、５年という期間で、その中の予算で

すから、その中では自由に融通がきくのかなとち

ょっと錯覚をしておりましたけれども、単年度予

算、そして契約に基づいてということで今説明受

けましたので、その辺は理解をさせていただきま

す。

先ほども質問では６０歳定年ということで、そ

ういうグループといいますか、貴重な御経験をさ

れた方々、これからの人生といいますか、今度は

人のお役に立つ喜びを共有する人生としてその充

実を求めるときに、市役所だけの退職者ではなく

て、自衛官退官された方々、民間の定年退職者を

含めてその才能ですとか技術ですとか経験を大い
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に私は活用すべきでないだろうかと思います。こ

れについて行政の支援は必要と私は考えますが、

ぜひとも支援するお考えあるかないのか教えてい

ただきたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

地方公務員なり、国〇総務部長（石王和行君）

家公務員の退職者の部分での受け皿といいましょ

うか、法人化というふうなことでの御質問かなと

いうふうに承りましたけれども、それらの考えも

あるかと思いますが、民間も含めてＮＰＯなり、

法人化という部分かなというふうに思います。ま

だそれらの検討、研究はしておりませんけれども、

公務員関係におきましては地方公務員法の改正が

ありまして、再任用制度という制度導入が図られ

ておりまして、これは年金受給の満額受給との関

係でそれぞれの年数がありますけれども、いずれ

にいたしましてもこれまでの知識と経験をどのよ

うに生かすかという部分では、指定管理者制度の

法人化と公務における再任用の部分とがあります

ので、受け皿づくりとしての法人化という部分は

議員おっしゃるとおり検討、研究をしていかなけ

ればならないのかなと、このように考えておりま

す。

猿谷議員。〇議長（田中之繁議員）

私は、今申し上げま〇１２番（猿谷繁明議員）

したように多くの、大量のと言ったらおかしいの

ですけれども、たくさんの方々のそういう時代を

今迎える転換期に来ていると思います。ぜひとも

そういう方々のお知恵をおかりして、若い人たち

との共存共栄といいますか、それを図ることがこ

の小さい行政組織が市民のための行政となる唯一

の方策の一つだと思っておりますので、ぜひとも

今申し上げましたことを御検討の中に入れていた

だいて、指定管理者制度になってよかったな、こ

ういう活力ある組織ができた、まちの中の動きが

こうなったということも感じられるような指定管

理者制度に育てていただきたいと思います。

以上で終わります。

以上で猿谷繁明議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

冬のスポーツ交流人口の増加を外２件を、岩木

正文議員。

議長より指名をいただ〇４番（岩木正文議員）

きましたので、通告に従い質問をしてまいります。

まず、名寄をジャンプの日本の拠点にするため

についてお尋ねいたします。文部科学省は、オリ

ンピックで日本のメダル獲得数をふやすために、

冬季競技など１０競技の施設をナショナルトレー

ニングセンターの競技別強化拠点に指定して充実

させる方針を固め、２００７年度予算の概算要求

に５億 ０００も円を盛り込んだそうです。強化

拠点の指定は、トップ選手の練習環境を整備する

のが最大のねらいであります。９月１日付の北海

道新聞道央版には、スキージャンプの拠点は名寄

市ピヤシリシャンツェが有力と報道されました。

現実となれば、交流人口の増加により経済的な面

においてもはかり知れない恩恵がもたらされるこ

とでしょう。ジャンプ台を持つ名寄市としては、

積極的に取り組むべきと考えます。この情報をど

こまで把握し、スキー連盟との協力をどのように

行っているのかお知らせください。

２点目、本年１１月にオープン予定のサンピラ

ーパークのカーリング場の利用促進についてお尋

ねいたします。過去の定例会でのカーリング場関

連の質問で、利用者は１も ０００人を想定して

いるとの答弁がありました。このすばらしい施設

を有効利用するためにも、どのような計画をもっ

て達成されようとしているのかお知らせください。

３点目、スペシャルオリンピックスへの協力に

ついてお尋ねいたします。名寄市においては、ハ

ンディキャップスキー協会が中心となり、身体に

障害のある人にスキー競技への参加により冬を楽

しむことに貢献をしております。このスペシャル

オリンピックスは、知的障害を持った人々にスポ

ーツを通じて生きがい、楽しみをともに分かち合

おうと行われております。名寄においてもその輪



－75－

が広がってきています。名寄大学の生徒の多くの

ボランティアとしての参加もあり、２００７年に

は全道大会が２００人規模で実施されようとして

おります。知的障害の認定を受けた人も、それだ

けではなく認定を受けていない自閉症、アスペル

ガー症候群など特別支援教育の対象となっている

人にも参加を求めている点が意義が大きいと考え

ております。さらに、２００８年には全国大会に

名乗りを上げる機運も盛り上がっております。障

害者に優しいまち名寄を確立し、ＰＲするために

も行政としてかかわっていくべきと考えますが、

見解を求めたいと思います。

次に、認定こども園についてお尋ねいたします。

６月議会において質問をしていますが、１０月１

日からスタートすることを踏まえ、再度確認して

おきたいと思います。この認定こども園の特徴は、

親が働いているかいないかに関係なく入所、入園

ができること、子育て支援の機能を持つことを義

務づけていることが特徴です。名寄市としても保

育所の運営経費は多大であり、将来官と民の一元

化による認定こども園の開設ということも頭に置

いておかなくてはならないと考えますが、この制

度に対する見解をお知らせください。

２点目、北海道は、国の指針に対して施設整備

の区別で子供に対する教育及び保育の適切な提供

が可能であること、子供の移動時の安全が確保さ

れていること、この２点を削除しております。同

一の敷地内、または隣接の敷地内にあることとし

ており、事実上地方においては実現が難しい状況

にあります。同一敷地内でなくても可能となれば、

認定こども園としてのメリットは大きく広がりま

す。延長保育、子育て支援機能における合同にな

ることに伴い経費の削減が図られます。より多く

の親子に子育て支援の場を提供できます。認定こ

ども園になることにより、幼稚園児、保育園児に

隔たりなく幼児教育を受ける場を確立できます。

また、預かり保育による保育に欠ける子供への対

応も可能であります。幼稚園においては、給食を

取り入れることにより食育につながります。保育

園の児童においては、集団での幼児教育を受ける

場となり、幼稚園バスを利用することも可能とな

り、より多くの園外体験等が可能となる、こうい

ったメリットも考えられます。道の基準に対して

どのように考えているのかお尋ねいたします。

３点目、名寄市も次世代計画でさらに子育て支

援センターを今後ふやしていく計画であります。

先ほども申しましたが、この認定こども園を受け

ることにより、子育て支援センターをともにやら

なくてはいけないという義務づけされております

ので、非常に有効な考え方だと思っております。

幼稚園型として取り組む場合、名寄市として給食

の搬入及び子育て支援センターに対しての協力は

可能であるかどうかお知らせください。

４点目、保育所型への移行は、名寄市としては

取り組みは非常に簡単で、可能であります。幼稚

園の影響が多大であります。名寄市の考え方をお

知らせください。

次に、学校給食についてお尋ねいたします。学

校給食法、その他の法律により、児童生徒へ還元

される食材及び調理に要する燃料費用の一部以外

は設置者の負担となっており、さらにはこれらに

ついて可能な限り公費負担が望ましいこととなっ

ています。この給食費をどのようにとらえている

のかお尋ねいたします。

２点目、学校給食会のあり方及び次年度引当金

についてですが、平成１６年度の一般質問におい

て私は同じような質問をしております。２年が経

過し、学校給食会のあり方、どう取り組んできた

のかお知らせください。給食センターが新しくな

った平成４年、その当時は次年度引当金が５００

も円でした。現在 ６８０も円。私が質問した平

成１６年よりさらに２００も円ふえています。私

会計であるがゆえに行政としての甘えがあるので

はないかと思っていますが、見解を求めます。

３点目、献立についてです。名寄地区において

は、アレルギー食への対応や毎日の献立、子供に
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喜ばれております。さらに、食育を踏まえた一言

食材への説明があり、地産地消を取り入れた工夫

に敬意を表したいと思っております。しかし、９

月の献立表を見ますと、９月２１日、しょうゆラ

ーメン、カボチャパン、牛乳、フルーツヨーグル

トとあります。ラーメンにパンの組み合わせはい

かがなものでしょうか。食育には食の組み合わせ

も大事だと考えております。鉄骨お握り、ワカメ

お握り、これは子供に本当に人気で、残飯がない

すばらしいメニューであったと記憶しております。

栄養の面では、ラーメンとパン、理解はできます

が、日本伝統のお握りも必要ではないかと考えて

おります。お握りがここ１年メニューから削られ

ているのはどういう理由なのかお尋ねし、この場

からの質問を終わります。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、大き〇教育部長（今 裕君）

な項目１の冬のスポーツで交流人口の増加をと大

きな項目３の学校給食についてお答えし、大きな

項目２の認定こども園につきましては福祉事務所

長の方からお答えいたします。

初めに、名寄を日本のジャンプの拠点にとの御

質問についてでございます。オリンピックでの日

本のメダル獲得数をふやすため、優秀なトップア

スリートを養成するべく文部科学省が冬季競技な

ど１０競技の施設をナショナルトレーニングセン

ターの競技別強化拠点に指定して、充実させる方

針を固めたことが９月１日付北海道新聞札幌版に

載り、その中で、お話にもありましたけれども、

スキージャンプの強化拠点指定に名寄ピヤシリシ

ャンツェが有力視されているとの報道がございま

した。名寄ピヤシリシャンツェは、昭和４６年の

開設以来ＦＩＳワールドカップ、全日本スキー選

手権、冬季国民体育大会など多くの大会を開催し

てきており、特に公式開幕第１戦でありますピヤ

シリジャンプ大会の開催や全日本スキー連盟強化

合宿地としては高い評価を受けております。強化

拠点指定に関しましては、去る９月５日に名寄地

方スキー連盟から関係機関への協力要請に取り組

んでいただきたい旨の要請も受けたところでござ

います。拠点の指定を受けるためには、施設の新

たな整備が必要とのお話もありますが、現時点で

は不明な点が多いため情報収集に努めているとこ

ろでございます。情報不足のため気がかりな点も

ありますが、当市といたしましても大変喜ばしい

ことであり、関係機関に対して強化拠点に指定さ

れるよう名寄地方スキー連盟と協力しながら要請

をしていきたいと、そのように考えております。

次に、カーリング場の利用促進についてでござ

います。市内日進で建設が進められている道立サ

ンピラーパークは、１０番目の道立公園として１

１月１１日に一部供用開始が予定されており、国

内最大級のカーリング場も同日オープン予定とな

っております。カーリング競技は、トリノ冬季オ

リンピックにおいて女子カーリングチームの活躍

が今でも人々の記憶に新しいところですが、名寄

市でもこの施設が誕生したことによりカーリング

人口がふえるものと期待しているところでござい

ます。

名寄カーリング協会では、オープンのこけら落

としとして、第１回北海道知事杯カーリング大会

を１１月１１日から１２日にかけて開催いたしま

す。続きまして、１２月１５日から１７日にかけ

ましては、第４回全日本シニアカーリング選手権

大会、以後２月中旬には第２６回北海道カーリン

グ選手権大会と大きな大会が続々予定されており

ます。また、講習会やカーリングイベントも開催

されることとなっており、オリンピック選手の敦

賀選手や女子の林選手、また常呂中学校の選手な

どが名寄に来てくれることが内定しているとのお

話でございます。市といたしましても名寄市体育

協会や名寄カーリング協会にカーリング教室の開

催を要請するなどしておりまして、体育協会とカ

ーリング協会とが協力して、青少年からお年寄り

まで競技の底辺拡大が図られることを期待してお

り、名寄市といたしましても可能な限り支援をし
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ていきたい、そのように考えております。

次に、スペシャルオリンピックスへの協力につ

いてでございます。スペシャルオリンピックスは、

知的発達障害のある人たちの自立と社会参加を目

指し、日常的なスポーツトレーニングプログラム

とその成果の発表の場である競技会を提供する民

間のボランティア活動であり、多くのボランティ

アや知的発達障害のある人たちのファミリーが一

緒になって活動を支えていると認識しております。

名寄におきましては、昨年５月、スペシャルオリ

ンピックスに関する勉強会を開催したことに始ま

り、同年７月には第３回北海道地区競技会に短大

ボランティアサークルの学生２６名が参加し、運

営に協力、本年１月にはピヤシリスキー場におい

てスキー競技のコーチクリニックを開催、それら

の活動から２月にスペシャルオリンピックス日本

北海道総会で名寄準備会として認定されたところ

でございます。去る７月１５日から１６日には、

紋別市におきまして第４回北海道地区夏季競技会

が開催され、名寄から学生ボランティア４５名、

一般ボランティア７名、アスリート１名が参加し

たと聞いております。２００７年２月末から３月

初めにかけまして、名寄ピヤシリスキー場におい

て北海道競技会冬季スキー大会の開催が内定して

おり、体育協会やスキー連盟に協力を要請してい

ると伺っておりますので、市といたしましても予

定される大会の内容把握に努めまして、関係する

団体とも調整を図りながら、必要な支援をしてま

いりたい、そのように考えております。

次に、大きな項目３の学校給食についての

（１）、給食費の定義についてお答えいたします。

学校給食に要する経費については、学校給食法第

６条に規定されておりますが、それによりますと

学校給食の実施に要する経費のうち施設設備に要

する経費及びこれらの修繕費並びに学校給食に従

事する職員に要する給与その他の人件費は学校設

置者の負担とし、それ以外の経費を学校給食費と

して規定し、保護者の負担としております。しか

しながら、これら法令の規定は経費の負担関係を

明らかにしたものであって、設置者が保護者にか

わりまして学校給食費を負担することを禁止する

趣旨のものではございません。

次に、学校給食会のあり方と次年度引当金につ

いてでございます。名寄及び風連の学校給食会は、

学校給食会規約に基づいて運営されている私会計

でございまして、保護者が負担する学校給食費を

収入として学校給食事業を行っております。都道

府県単位でも学校給食会がありまして、財団法人

北海道学校給食会では学校給食物資の買い入れや

売り渡しに関する業務、また学校給食の普及充実

に関する業務を全道学校給食会を通じて行ってお

ります。名寄と風連の学校給食センターでも北海

道学校給食会から主食のパンの原料である小麦粉

を年間 ８トンを入しております。以前名寄学校

給食センターではお米の供給も受けておりました

が、平成１６年１２月からは特別有機栽培米を風

連の二つの生産組合からを入するようにしており

ます。名寄学校給食会の繰越金でありますが、単

年度ベースで約１８０も円の増加となっており、

現在はお話にもありましたように ６８２も ０ 

００円となっております。毎年学校給食会総会に

おきまして、次年度事業引当金として承認いただ

き、４月、５月の食材費に充てており、積立金と

して別口座での管理はしておりません。繰越金の

給食センター統合に向けての取り扱いにつきまし

ては、現在名寄学校給食会理事会におきまして検

討しており、具体案作成後名寄給食会総会に諮り、

決定する予定となってございます。

次に、食育を踏まえた献立についてでございま

す。食事は、人が生きていく上での基本的な営み

の一つであり、健康な生活を送るためには健全な

食生活は欠かせないものであります。特に成長期

にございます児童生徒にとって健全な食生活は健

康な心身をはぐくむために欠かせないものである

と同時に、将来の食習慣の形成に大きな影響を及

ぼすものであり、子供たちが食に関する正しい知
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識と望ましい食習慣を身につけることができるよ

う、学校教育でも食育を推進することが強く求め

られるようになりました。

このような中、平成１８年３月に食育推進基本

計画が決定されました。学校給食においては、給

食の一層の普及や食育を踏まえた献立内容の充実

を促進するとともに、各教科などにおいても学校

給食が生きた教材としてさらに活用されるよう取

り組むほか、栄養教諭を中心として食物アレルギ

ーなどへの対応を推進することを求められており

ます。また、生産者団体などと連携し、学校給食

における地場産物の活用の推進や米飯給食の一層

の普及定着を図ることも求められております。こ

れら食育推進基本計画に基づき、なお一層食育を

踏まえた給食に努めてまいりたいと考えておりま

す。御質問にございましたラーメンとパンとの組

み合わせなどについては、献立委員会でも今検討

しているところでございますので、できることな

らば改善していきたい、そのように考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

（何事か呼ぶ者あり）

失礼いたしました。〇教育部長（今 裕君）

お握りの件でございますけれども、お握りの件に

つきましても通常の給食ではお握りを今出せない

ような状況となっております。これは、御飯を委

託で炊いていただいているのですけれども、そこ

から給食センターに持ってきまして、また安全衛

生面で求められている食缶の方に移しかえるとい

うような作業がございます。そういたしますと、

給食をつくってから２時間で学校の方に届けると

いうような時間の制約がございまして、今のとこ

ろそれについては御飯を外部に委託生産している

限りはちょっと無理でないかというような考えを

持っております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

本年１０月から〇福祉事務所長（中西 薫君）

施行されます認定こども園制度についてお答えを

させていただきます。

最初に、認定こども園制度についての考え方に

ついて御質問をいただきました。この制度は、少

子化の進行、教育、保育ニーズの多様化などの要

望に対応し、幼稚園や保育所などにおいて就学前

の児童の幼児教育、保育を一体としてとらえ、子

育て支援等の総合的な提供を推進するため、都道

府県知事による認定制度を設け、認定施設に対す

る特例措置を講ずるものでございます。また、制

度上幼保連携型、幼稚園型、保育所型及び地方裁

量型の四つの型に地域における子育て支援機能を

備えることとしておりますが、幼保連携型を主な

ものとして設置促進を図るものとしております。

私立の幼保連携型の特例措置といたしましては、

一つには設置者が学校法人、社会福祉法人のいず

れであっても運営費及び施設整備費が助成対象、

二つには認定施設になる場合の保育所認可定員の

緩和措置があること、三つには利用は施設と利用

者の直接契約となること、四つ目として利用料金

も基本的には施設で決定できることなどが講じら

れております。また、ほかの三つの類型の補助制

度等につきましては、既存制度が適用となってお

ります。国の認定の指針における施設設備基準で

は、既存施設からの転換の場合については幼稚園、

保育所のいずれかの基準で可能となりましたが、

ゼロ歳から２歳児の給食外部搬入は認められず調

理室が必置となっておりますし、職員配置、資格

基準でも現行での幼稚園、保育所の基準が適用と

なっております。

以上のようなことを考慮いたしますと、まだ改

正の余地を含んでいる制度と思いますが、現時点

においては幼稚園と保育所が抱える制度上の課題

解消に一歩踏み出したものと思いますので、将来

の保育のあり方を考える上で精力的に検討すべき

ものと考えております。

二つ目に、道の認定基準について市の考え方を

お尋ねがございました。認定こども園の認定基準
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につきましては、文部科学大臣と厚生労働大臣が

協議して定める施設の設備及び運営基準を参酌し、

都道府県の条例で認定基準を定めることになって

おり、北海道として幼稚園と保育所等における就

学前の子供に対する教育及び保育並びに保護者に

対する子育て支援を総合的に提供するという本制

度の趣旨に基づき制定することとして、地域の幼

児教育、保育の要望などを考慮し、一部について

独自の規定を設定したとの説明がございました。

この国の認定基準に対する独自規定の追加は、趣

旨に関すること３件、職員の配置に関すること１

件、職員資格に関すること４件、独自基準で削除

されたものは施設設備に関すること２件となって

おり、その内容は幼保連携型、幼稚園型に関する

建物等の同一敷地内、または隣接地の例外規定の

条件で、一つには子供に対する教育及び保育の適

切な提供に関すること、二つには子供の移動時の

安全が確保されることの２点となっております。

子供と保護者の負担を中心に考えた場合、バス等

で子供の移動は幼稚園と保育所の緊密な連携体制

の確保が必要となりますし、移動時の不測の事態

の発生、また兄弟姉妹等が別施設入所となってい

る場合送り迎えの煩雑化、特に当市におきます冬

期間の特徴から別施設の場合エンジンをかけた出

迎え車両に先に迎えた子供だけが取り残されてい

るというような状況が危惧されるなど、市として

は一定の理解ができるものと考えております。

三つ目でございますが、幼稚園型の取り組みに

対しての協力についてお尋ねがございます。認定

こども園の幼稚園型につきましては、幼稚園の定

員内で保育所機能を持つもの、認可外保育施設を

開設するものがあり、いずれも子育て支援機能は

必置となっております。これらへの協力につきま

しては、現在市立保育所で実施しております一時

保育、延長保育、子育て支援センター事業等の補

完が確保されるものであれば、総合的見地から新

たな協力制度を検討してまいりたいと考えており

ます。

４点目でございますけれども、保育所型の名寄

市の考え方でございますが、保育所型につきまし

ては保育所定員の外づけで幼稚園機能を持つもの

であり、名寄市内の幼稚園及び保育所の入園、入

所の状況では、それぞれにさらに細かい形に分か

れているものの大きくは幼保連携型がより実現性

が高いと考えており、次に幼稚園型について検討

すべきものと考えております。

以上、認定こども園制度についての答弁とさせ

ていただきます。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、ジャンプの〇４番（岩木正文議員）

方からお尋ねしてまいりたいと思います。

２年前、一般質問で高校選抜のノルディック部

門の名寄は聖地として名乗りを上げるべきだと質

問したのですが、残念ながらその聖地は岐阜県高

山市のすずらん高原に決定しております。こうい

ったチャンスというのは、逃したらまた再度とい

うことはなかなかありませんので、ぜひ積極的に

私は取り組んでいただきたいと思っております。

このジャンプ競技というのは、今主流はラージヒ

ルといって、大きな台のジャンプが主流です。名

寄にはノーマルヒルといってその下のジャンプ台

しかないわけです。その名寄が有力視されるライ

バルというのは、オリンピック開催地の札幌であ

り、長野県白馬と名寄が今争っているわけです。

なぜ名寄が選ばれるのかといいますと、やはり日

本で一番北にあり、早く飛べる。ジャンプの選手

がいかにシーズン前に飛べるかというのがそのシ

ーズンを左右する。ですから、お金をかけて海外

に行くわけです。海外は、もう芋を洗ったような

選手の争いで、なかなか本数が飛べない。ですか

ら、いち早く飛べる名寄が候補に上がったのかな

と思っております。

ただ、この北海道新聞の道央版に載ったという

ことは、札幌市民にこの記事を見せたかったとい

うように私はとるわけです。名寄市民喜びなさい、

有力になったって、この地方には情報が何もない
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わけですから。ということは、これなぜ札幌がだ

めなのかというと、札幌市の条例で飛ぶ練習期間

というのが決められていて、スキーのＪＯＣとか

がこの日飛ばせてくれと言っても飛べないという

現実があるわけです。そういう欠点がある。白馬

の場合でしたら、医療機関がなかったり、室内ス

ポーツセンターがなかなか遠かったり、交通の便

が悪い。名寄においては、リフト代が無料である。

各種練習設備がある。病院もある。宿泊費が平均

５００円と安い。そういったことがあって、名

寄が選ばれているのだと思います。

よくスキーでこんないい施設があって、子供た

ち何で育たないのだと皆さんから単純に言われま

す。育つわけがないのです。子供たちを指導する

という場合は、ナイター設備がないとだめなので

す。昼間だけの少年団で子供は育つわけないので

す。ですから、下川は名寄に感謝しています。う

ちらは、大会できる台ではない練習用の台をつく

った。サマー仕様にもしない。それはなぜかとい

ったら、名寄にすばらしいジャンプ台があるから

なのです。この至近距離で通ってくれば、だから

名寄がオリンピック選手を生み出したまちであっ

て感謝されなくてはいけないのに、士別だとオリ

ンピックの野口選手が金メダルとった後本当にお

世話になりましたと士別まで訪ねてくる。合宿し

ている選手たちには交流会を開き、市民との交流

の場があるから、ああいうふうに盛り上がる。だ

から、この拠点構想によって、名寄も５０日間一

流選手が泊まるということになれば、やはり市民

との交流、サイン会を開いたり、今でも吉田杯、

ピヤシリ杯があるわけですから、そういった名寄

市もこのジャンプ台を生かしたＰＲ、まちづくり

をもっと積極的に行っていく必要があると考えて

おります。この手のことは、国がどの程度補助金

出すのかわかりませんが、やはり国丸抱えで、た

だ場所だけくれといってもこれはなかなかくれま

せん。地元も一部負担するなど、やはりいかに気

持ちよく名寄市は本当に一生懸命受け入れを求め

ているのだなということを見出していかなくては

ならないと思っております。今言いましたように

名寄がジャンプ台で生きていくためには、ナイタ

ーをつけるぐらいの意欲、あとは今は高感度カメ

ラによる分析や脚力測定などの分析装置というの

も求められております。そういったものは、では

名寄が用意するよというようなぐらいの気持ちを

持って取り組まなければ、そう簡単に拠点という

ことになることは楽観はできないと考えておりま

す。この件につきまして、まだコンバインドの強

化拠点も決まっておりませんので、ジャンプ、名

寄はピヤシリクロスカントリー場もありますので、

一緒にコンバインドの拠点にもというぐらいの名

乗りを上げていただきたいと思うのですが、こう

いったことは順番を待っていて何かをやるという

のではだめで、やっぱりトップがやるための何を

すれという上からのトップダウン式の方が早くい

くと思いますが、市長、見解ございましたらよろ

しくお願いします。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

教育部長から答弁をし〇市長（島 多慶志君）

ていただきましたけれども、９月１日付の道内紙

の札幌版ということで報道されておりまして、私

どももその情報はスキー連盟の皆さんからいち早

くお伺いをしておりました。さらに、９月５日の

日にはスキー連盟の会長、理事長も同道でおいで

になりまして、名寄を強化の施設としての誘致を

一緒に展開していこうと、こういうようなお話等

もありまして、私どもも今まで長年いろいろな大

会を開催をしてきていることも含めて、今岩木議

員の御発言のように大きなチャンスだと、このよ

うにとらえております。

ただ、現在のジャンプ台に何を付加する必要が

あるのかと。ナイター施設もあるかもしれません。

あるいは、近年はピヤシリジャンプ大会もその年

によりましては気温等が高くて雪の張りつけが悪

いと、こういうことがあるわけでございます。そ

ういう意味では人工降雪機のもっと性能のいいも
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のの要請があるのかどうかと、こういう施設整備

の部分も不透明なところがあるわけでございます

が、場合によってはスキー場なんかでは氷を早く

つくって、その氷を敷き詰めて営業しているとこ

ろがあるわけでございます。ジャンプ台もそのよ

うなことが可能なのかどうなのかと、こういうこ

とも含めて情報収集に今努めているところでござ

います。申し上げましたように関係機関と協調を

しながら、ぜひこのチャンスを生かして、名寄が

ジャンプの合宿基地としての機能を十分に発揮す

ることが市民の要望にもこたえることと、こんな

ふうに思っております。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひ積極的に取り組ん〇４番（岩木正文議員）

でいただきたいと思います。

続いて、カーリングについてですが、やはり今

部長の答弁ですと何か大会を開く、大会を開く。

本年度、初年度はいいですけれども、将来的にそ

の大会では名寄がカーリングの聖地になるわけで

はございません。これは、不確定な要素が多いわ

けで、それでずっと利用人数を確保できると私は

思っておりません。やはりソフト的に子供たちを

いかに育てていくか、名寄のカーリング人口をい

かにふやしていくかということを考えていかなく

てはならないと思います。本年度せっかくオープ

ンしたわけですから、総合的な学習の中で各小中

学校全員に一回カーリング場連れていってカーリ

ング体験させるというようなこと、そういう発想

が必要だと思うのです。それを体験してみて初め

てそこから興味を持つ子も出てくると思いますの

で、ジャンプもそうですけれども、やっぱり施設

を有効利用するためのそういったソフト的なこと

を考えていく必要があると思います。

また、カーリング場というのは、名寄の場合は

どうかわかりませんが、テレビで見ていると非常

におもしろく見えるのですが、見に行ったら両側

からしか見えないのです。横側は観客席ではない

のです。名寄の場合はどうなっているのでしょう。

そこら辺はちょっと私もまだ確認していないので

すが、一流施設は、国際大会を開くような施設は

そういうふうになっているそうです。カーリング、

すばらしい施設ができるわけですから、ソフト的

な、子供たちがいかに親しめるかということをぜ

ひやっていただきたいなと思います。これは望ん

でおきます。

あと、スペシャルオリンピックスにつきまして

は、こういった機運、知的障害者に本当少しでも

多くこういった場に出てきてほしいというのは私

の願いでございます。今後やっていただけると、

取り組んでいただけるということですので、ぜひ

これも理解の上、行政としても協力していただき

たいと思います。

続きまして、認定こども園についてです。これ

は、１０月１日から始まって、これはもうもちろ

んすぐ実現するものではございません。しかし、

これから名寄市は１０年間の総合計画を立てるわ

けですから、その中にはぜひこの認定こども園と

いうことも頭に置いておいていただきたいと思い

ます。ただ、言いましたように道議会の議論の中

でも、今道議会中で、やっております。施設内の

国の指針に対して道は削除した。その下の方に１

項目入っているのは、原則としてという言葉が入

っています。認定こども園は、名寄市が認めて初

めて道に提出するものですから、この原則という

ものを名寄市はどこまで大きくとらえているのか

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

現在認定こども〇福祉事務所長（中西 薫君）

園につきましては、先ほど７月１９日でしたでし

ょうか、名寄市幼児教育振興会並びに各それぞれ

の幼稚園の代表の方々と懇談する機会がございま

して、その中で一部触れた経緯はございますけれ

ども、現実的に北海道が特例項目についての削除

を行ったことについて話し合いをまだ持っており

ません。各それぞれこれから先認定こども園につ

いて御希望を受けながら、それらの施設の意向に



－82－

沿いまして北海道と協議をしてまいりたいという

ふうに考えております。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

総合計画への対応は大〇４番（岩木正文議員）

丈夫ですね。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

現在総合計画に〇福祉事務所長（中西 薫君）

おきます市役所内の内部の事務といたしまして、

個票によります各事業の洗い出しを行っておりま

す。その中で認定こども園制度については、当然

これから先取り組むべき事項といたしまして取り

上げているところでございます。総合計画の委員

の皆様方に提示をしながら、協議をしていただこ

うというふうに考えております。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

最後に、学校給食につ〇４番（岩木正文議員）

いてでございます。給食費の定義というのは、議

会初日に宮田議員が質問していただいて、私も十

分理解し、基本的にはやはり食材費、材料費だよ

ということですので、名寄市の場合はさらに ２

円維持管理費というか、そういったことに使って

おりますが、今回の給食会の合併ということによ

りこのことも今後給食会の中ですべてやっていく

と思っております。理事会を開き、総会において

決定されるという部長の答弁がございました。

しかし、この給食会なのですけれども、私もＰ

ＴＡの役員のときに２年間入っておりました。し

かし、それ以外のＰＴＡ会員というのはやはり情

報開示が全くないために給食会でどのようなこと

が行われ、引当金が今幾らありますか、これだけ

お金が余っているのですよ、未納が幾らあるので

すよなんていうのは現場のお父さん、お母さんは

全く知らないわけです。そういった中で、総会で

判こを押す。また、私小学校２年生の子供がいま

すから、今後またさらにＰＴＡ給食会でちょっと

頑張ってくれと言われても、今の給食会を私は担

っていくというか、会長とか監査とかやる自信は

ございません。１億 ０００も円のお金を預かっ

ているわけです。その中の監査をやって、判こ押

しなさい。これは私責任とれません。だから、そ

ういったことも理解して皆さんやっていただくた

めに、きっちりと学校に説明責任というのがある

と思います。今給食会の合併で風連と名寄とやっ

ております。あれを見てみますと、非常に今給食

会の役員になっている人がかわいそうでたまりま

せん。今まで何十年と歴史があって引当金になっ

たものを何で今の役員だけが責任どうだ、給食費

はどうだ、こんなのどうなっているのだと、大変

だと言われても、これは本当にそう簡単なことで

はないと思います。それをやるのは、やはり教育

委員会がリーダーシップをとって、しっかりとし

た方向づけをしてあげないと、一ＰＴＡで補われ

る問題ではないと思います。やはり今言いました

ように私が監査をとてもではないけれども、受け

られない。これはさっきも言いましたが、やはり

私的会計であるがゆえに、ゆでガエルになってい

るのです、何十年間も。私的会計だから、そちら

で監査を受けたら、これでオーケーだよというこ

とで。やはり北海道の給食費の会計を見ますと、

３０％はまだ一般会計、公的会計でやっていると

ころもあるのです。私的会計がいいのか、公的会

計がいいのか、そういったことも含めて給食会の

あり方について再度見解をお尋ねします。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま名寄給食会の、〇教育長（藤原 忠君）

現在の名寄給食会のことについてのお話がござい

ました。確かに名寄給食会は、理事の皆様が全学

校から出ているわけではございませんので、名寄

給食会の総会といいましても実際にはある学校は

理事として参加していないという、そういうこと

もございました。情報の伝達に問題があったので

はないかという言葉もございますが、私たちはそ

れぞれ各学校に総会の様子などはお伝えしてきた

というふうには考えているのでございますが、保

護者によってはそういう情報がなかったとすれば、

これからまたしっかりと各学校にそのことが伝わ
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るように指導を強めてまいりたいと、こんなこと

を考えておりますし、また現在の名寄給食会のよ

うな理事のあり方についても今後統合を機会に検

討してまいりたいと。それぞれ全部の学校からそ

ういう総会には出席できるような、そんなシステ

ムをまた構築してまいりたいと、こんなふうに考

えております。

ただいま監査の問題とか、それから引当金につ

いても、今さら給食会にはというお話は私もその

とおりだなと、こんなふうに思っております。現

在の名寄給食会の会計のあり方につきましては、

給食会がスタートして、名寄市給食センターの運

営規則が昭和４１年にできたのでございますが、

それ以来ずっと私会計という、こういう長い歴史

がございまして、そのように進めてきたわけであ

りますが、ただいまのお話のように公の会計、公

会計などについても今後そのメリットとかデメリ

ットとか、あるいは課題などにどういうところが

あるのか、その辺も洗い出しながら、研究課題に

してまいりたいなと、こんなことを考えておりま

す。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

過去の流れでいいます〇４番（岩木正文議員）

と、いわゆる昭和６２年の６２合意で新たな給食

のあり方を検討して、それからやはり１９年たつ

とほころびてきて、今の時代にマッチしなくなっ

て、今の現状があるわけです。ですから、やはり

時代をしっかり見て、今後風連給食会との合併に

向かい、これは教育委員会がやっぱりリーダーシ

ップをとって方向性、新しい給食会、給食費のあ

り方をしっかりと変更していっていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

最後、お握りですけれども、私のいろんな聞い

た話ですと保健所が許可しないだとか機械が壊れ

ただとか、そういったことも聞いたこともござい

ます。御飯の外部委託をしたのは、それが１年前

だということなのですか。確認させてください。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

御飯の炊飯、炊くの〇教育部長（今 裕君）

を外部委託したの１年前ではございません。以前

からでございます。去年の保健所から衛生指導に

入ったときに、外部委託した御飯をまた給食セン

ターに持ってきて、専門の容器に入れて、お握り

をつくらぬと衛生上は問題ですよというような指

導を受けました。そうすることによって今度は時

間がかかり過ぎるということで、お握りを中止し

たという経過がございます。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

そうすると、委託をし〇４番（岩木正文議員）

ていて、保健所に指摘されなければまだ今でもや

っていたということですね。だから、これはやっ

ぱり保健所との話し合いをちゃんとしっかりした

のか、時間を何とかするために努力したのか。や

はりさっきも言いましたようにラーメンとパンが

悪いとは言いませんけれども、子供たちに本当に

人気のあったメニューであったということも踏ま

えると、何とかこのお握りを復活させるための努

力をしていただきたいなと私は思っています。

そして、冬のスキー授業、２回から１回に減り

ました。このときには豚汁とお握り出ているので

す。その点が１点と、私一つ提案したいのは、冬

に１回だけのスキー授業です。西小学校はお弁当

です。西小学校以外の小学校は全部給食です。そ

の給食を行うことによって、１年に１回のスキー

授業のスキーの滑れる時間が１時間違うのです。

これは親が悪いのかもしれません。アンケートを

とりますと、西小でもほかの学校が給食なのに何

で西小だけお弁当持っていかなくてはいけないの

だという、本当悲しくなるのですけれども、それ

が現実なのです。逆に教育委員会から１年に冬の

１回お弁当の日にしようよと、お母さんがつくっ

た愛情あるお弁当を食べることは本当においしい

のだよというような逆提案をしていくようなこと

も必要だと考えますが、その見解についてお尋ね

いたします。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）



－84－

私の方からお答えしま〇教育長（藤原 忠君）

すが、従来は給食センターではお握りを供給して

いましたが、今のようなお話でやはりお握りは自

粛するという、こういうことでございました。特

にお握りにしたから、今まで問題が起きたという

ことではございません。ただ、そういう御指導を

いただいたということから、やはりいろんな事故

の未然防止ということを考えて、お握りを供給し

なくなった。そのかわりといいましょうか、安全

性を考えて焼きお握りというのを供給しているわ

けであります。ただいまお話がございましたのは、

野外給食では豚汁と、それから焼きお握り、それ

から牛乳、ミカンと、こういうメニューで供給さ

せていただいている。焼きお握りで御勘弁いただ

ければということなわけでございますが、確かに

先ほどの御質問にございましたラーメンとパンと

か、こういう組み合わせが本当にいいかどうかは

今献立部会でまた鋭意検討しておりますので、そ

んな御意見があったこともしっかり献立部会にも

伝えてまいりたいなと、こう思っております。

それから、スキー授業のときの食事の選択は一

応学校にお任せしてあるということで、教育委員

会としてこうしなさいというふうには今のところ

やりにくい部分がございますので、その辺もあわ

せて御理解いただければと。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

どうもお握りにこだわ〇４番（岩木正文議員）

るのですが、やっぱり食育の面からもぜひ可能性

を探って、できないのだという頭ではなくて、や

るためにはどうしたらいいのだという、そういう

ポジティブな発想で取り組んでいただきたいなと

思います。今後給食会、さっきも言いましたが、

いろいろと大変なこともあります。もう来年の３

月までに結論を出さなくてはいけません。やはり

教育委員会がリーダーシップをとり、頭を下げる

ところは下げ、今後の給食のために最大の努力を

していただくことを望んで、終わります。

以上で岩木正文議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

暫時休憩します。

休憩 午前１１時３５分

再開 午前１１時３５分

再開いたします。〇議長（田中之繁議員）

障がい者に住みよいまちづくり外２件を、高橋

伸典議員。

議長の御指名をいた〇１１番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして質問してま

いりたいと思います。

障害者に優しいまちづくりについてお尋ねいた

します。我が国の障害者施策は、第２次世界大戦

後本格的に取り組まれ、方向づけられました。戦

後の日本は、生活貧困者の保護とともに戦災孤児、

戦傷病者の保護や生活支援が大きな課題でした。

このような中、１９４７年に児童福祉法が、１９

４９年に身体障害者福祉法が制定され、障害児、

身体障害者の福祉施策が始まりました。１９７０

年代後半から１９８０年代にかけて、我が国の障

害者福祉施策は大きな転換期を迎えました。その

契機は、障害者の完全参加と平等をテーマとした

１９８１年、国際障害者年とその後の国連障害者

の１０年であり、障害のある人に可能な限り障害

のない人と同じ生活を保障するノーマライゼーシ

ョンの理念と障害者が全人類的な復権を目指すリ

ハビリテーションの理念が普及する中、障害者施

策は大きく転換をしていきました。１９８４年に

身体障害者福祉法が改正され、１９９３年には身

体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障

害者利用円滑化事業の推進に関する法律が、１９

９４年には特定建築物の建築促進のハートビル法

が、２０００年には公共交通機関を利用した移動

の円滑を促進する交通バリアフリー法が制定され

ました。２００４年には障害者基本法が改正され、

発達障害者支援法が成立、知的障害者の軽度の方

々にも光が見え始めました。２００５年１０月に

は精神障害者を含めた障害者施策の一元化やサー
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ビス体系の見直しを図る障害者自立支援法が成立、

２００６年４月から段階的に施行されることとな

りました。障害者自立支援法が成立し、これまで

障害種別ごとに異なる法律に基づき提供されてき

た福祉サービス、公費医療負担について共通の制

度のもとで一元化に提供する仕組みを創設するた

め、広域で障害程度区分認定審査会が進められて

いると思われますが、推進状況の理事者の御見解

をお願いいたします。

障害者福祉計画の基本理念で、一つに障害者の

自己決定と自己選択の尊重、二つに市町村を基本

とする仕組みへの統一と３障害の制度の一元化、

三つに地域生活移行や就労支援の課題に対するサ

ービス基盤の整備とあり、基本指針に則してサー

ビスの数値目標の考え方の理事者の御見解をお願

いいたします。

障害福祉サービスに関し、市町村を基本として

仕組みを統一するとともに障害種別ごとに分かれ

ていた制度を一元化することにより、立ちおくれ

ていた精神障害者などのサービス充実を図り、地

域格差をなくし、サービス水準を均等化するとあ

りますが、本市の障害種別ごとのグループホーム

の状況の理事者の御見解をお願いいたします。

就労移行支援事業の推進により、福祉施設から

一般就労への移行を進めるとともに福祉施設にお

ける雇用の場を拡大し、数値目標を決めるとあり

ますが、雇用の数値目標の理事者の御見解をお願

いいたします。

大きい項目の二つ目、新バリアフリー法につい

てお尋ねいたします。新バリアフリー法は、高齢

者や障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律が本年６月に施行されました。新バリアフリー

法は、鉄道の駅やバスターミナルなどの公共交通

機関を対象とする交通バリアフリー法とデパート

や旅客施設等のバリアフリー化を目指すハートビ

ル法を統合し、高齢者や障害者が移動しやすいま

ちづくりを一体的に進めることを目的としており

ます。これまで駅やビルなど、いわばバリアフリ

ー化の整備対象は点として存在してまいりました

が、今後は整備対象を面として広げていき、地域

一帯を総合的にバリアフリー化を進めてまいるも

のであります。そのため新法では進める整備対象

に交通機関にタクシーや福祉タクシーを追加した

ほか、高齢者、障害者の利用が多い施設をつなぐ

道路や公園、駐車場なども新たに加えました。新

バリアフリー法のもと今後自治体が進めるバリア

フリー化は道路、公園、公共施設など所有管理し

ていますが、新バリアフリー法により旅客施設や

車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物を

新築、または改良するときは、移動等円滑基準へ

の適合義務が生じると思います。また、既存の同

様の施設には基準適合の努力義務があるそうです

が、移動等円滑基準への適合への理事者の御見解

をお願いいたします。

市町村は、新バリアフリー法の旅客施設、車両

等、道路、路外駐車場、都市公園、官公庁施設、

福祉施設、その他高齢者、障害者が生活上利用す

ると認める施設を含む地域の重点整備地区につい

て移動等円滑にかかわる事業の重点的かつ一体的

な推進に関する基本構想の作成、策定する際は、

住民等の意見を反映させるため必要な措置を講ず

るとともに関係する施設管理者及び高齢者、障害

者、その他の市町村が必要と認める者で構成する

協議会における協議を得ることができ、あわせて

住民参加等の高齢者、障害者を含めた基本構想の

作成制度を設けることができるとありますが、基

本構想作成の理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目三つ目、ごみ焼却炉の解体について

お尋ねいたします。ダイオキシンは、ベトナム戦

争で使用され、中毒死や流産、奇形児出産など多

くの被害者を出した枯れ葉剤に含まれる猛毒で、

塩化ビニールなど焼却するときに発生し、酸性雨

にも問題が出ております。テレビ等では埼玉県の

ダイオキシン問題が話題となり、野菜等にダイオ

キシンが混入等のニュースも出ておりました。ま

た、各市町村の焼却炉の取り扱いの問題も注目が
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集まったのも記憶に新しいことであります。名寄

市も炭化センターが稼働し始め、旧焼却炉施設は

不用の遺物と化してしまっています。名寄市と旧

風連町の廃棄物処理場の築年数と保存状況の理事

者の御見解をお願いいたします。

また、ダイオキシン対策の対応についての理事

者の御見解もお願いいたします。

名寄市は、第１次産業のまちであり、安心で安

全の食糧供給基地であることは言うまでもありま

せん。名寄市は、旧風連町の焼却施設のまわり３

５メートル離れたところに水田と畑があります。

安心、安全と言われる農業地域に負の遺物と思わ

れる煙突が立っているのは、この地域に交流する

人には大変見ばえのよいものではありません。ま

た、地域の住民の健康問題を考えると、この焼却

炉は必要ないかというふうに私は思っております。

そのような意味で、早急な改善と解体が必要と考

えられますが、解体検討の理事者の御見解をお願

いします。

以上、壇上での質問を終了させていただきます。

１３時まで休憩いたし〇議長（田中之繁議員）

ます。

休憩 午前１１時４５分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

中西福祉事務所長。

高橋議員から３〇福祉事務所長（中西 薫君）

点にわたり御質問をいただきました。大きな項目

１点目の障害者に住みよいまちづくりにつきまし

ては私から、大きな項目２点目の新バリアフリー

法につきましては建設水道部長から、大きな項目

３点目のごみ焼却施設の解体については生活福祉

部長からの答弁とさせていただきます。

最初に、障害者に住みよいまちづくり、審査会

の協議の状況についてお尋ねがございました。本

年４月１日から障害の種別にかかわらず福祉サー

ビスを利用する仕組みを一元化するため、障害者

自立支援法が施行となりました。この新しい法律

に基づきまして、居宅介護や施設入所支援等の介

護給付サービスを利用する場合には利用者は市町

村が設置する審査会により障害程度区分の認定を

受けることになりました。市町村審査会について

は、本年３月末では名寄市は単独設置の方向でご

ざいましたが、審査会委員につきましては障害者

等の保健、または福祉に関する学識経験を有する

者との規定があることから、近隣町村では委員の

確保が困難であり、介護保険と同様に共同設置を

要請されたところでございます。新年度に入りま

してから担当課長会議を２度にわたり開催をいた

しまして、各市町村の障害者の状況、単独設置と

共同設置の比較、審査会の概要、経費の負担方法

等について協議を進めました結果、名寄市、下川

町、美深町、中川町、音威子府村の１市３町１村

による共同設置とし、名寄市が代表となったもの

であります。審査会の名称は、名寄地区障害程度

区分認定審査会とし、委員数は名寄市３名、下川

町１名、美深町１名の計５名で、設置年月日は平

成１８年７月１日付で北海道知事へ提出をしたと

ころでございます。新法の本格実施につきまして

は、本年１０月１日であることから、サービスの

利用に支障が出ないよう居宅介護利用者を優先的

に認定するため、８月２４日から審査を開始した

ところでございます。

次に、基本指針に関してサービスの数値目標に

ついてお尋ねがございました。障害者自立支援法

の施行に当たり、本法に基づきました障害福祉計

画を各市町村は新たに定め、必要なサービス量の

見込みやサービス確保の方策を盛り込むものとし

ております。このため国では障害福祉施策を一層

推進する観点から、計画作成に当たり基本指針を

示し、地域生活移行や就労支援といった新たな課

題に対しての数値目標を出し、市町村はこの数値

を参考として地域に必要なサービス量を見込むこ

ととなります。国と道の基本指針３点と数値目標
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の考え方についてお知らせをいたしますが、去る

７月２４日に名寄市保健医療福祉推進協議会を立

ち上げ、この８月２４日に障害部会を設置し、そ

の中で、仮称ではありますが、名寄市障害福祉計

画を協議し、明年２月を目途に答申することとし

ておりますので、名寄市の数値は現在算出できて

おりませんので、御了解をいただきたいと思いま

す。

１点目でありますが、国は平成２３年度末まで

に現在の入所施設の入所者の１割以上が地域生活

に移行することを目指しております。これに対し

北海道の考え方は、施設入所は全国平均の２倍以

上であるので、平成２３年度末までに１４％以上

を削減するとしております。

２点目でありますが、同じく国は平成２３年度

末までに精神科病院の入院患者のうち、受け入れ

条件が整えば退院可能な精神障害者の退院を目指

すとしております。これに対して北海道の考え方

は、北海道が平成１７年度に調査して把握してい

る退院可能患者数の退院を目指すとしております。

３点目でありますが、国は平成２３年度末まで

に福祉施設から一般就労に移行する者を現在の４

倍以上を目指すとしております。これに対して北

海道の考え方は、道内において福祉施設を退所し

て一般就労した数は、全国平均と比較し、全国的

にも低い状況にあることから、６倍以上の移行を

目指すとしているところでございます。

以上、国及び北海道の考え方を述べさせていた

だきましたが、あくまでも国が示した数値目標を

参考として、市町村の実態に合わせ必要なサービ

ス量を見込むことになります。今後は、平成１７

年度の当市のサービス利用実績数を踏まえながら、

北海道と協議をして名寄市の目標数値を設定して

まいりますので、御理解をお願いいたします。

３点目でございますが、障害者種別ごとのグル

ープホームの状況でございます。国は、今回の障

害者自立支援法の施行に当たり、障害者の自立と

地域社会への移行を大きな柱としていますが、具

体的には先ほど述べさせていただいたとおり、施

設から地域社会への移行を基本方針の一つとして

おります。障害者の地域生活を支援するための一

つの方策としては、グループホームとケアホーム

の施設を整備する必要がありますが、当市の状況

について御説明をさせていただきます。知的障害

者及び精神障害者が利用できるグループホームは、

各福祉法に基づく施設でございますので、新法に

移行した場合でもグループホームとケアホームに

区別されますが、対象者は利用することが可能と

なっております。名寄丘の上学園では、現在４人

定員のグループホームを２棟経営しておりますが、

本年１０月から新法へ移行するため効率化を図る

観点から、グループホームとケアホームが一体と

なった施設として運営を図る予定でございます。

また、道北センター福祉会では現在グループホー

ムを経営しておりません。なお、身体障害者を対

象としたグループホームは、身体障害者福祉法で

の規定がなく、該当施設がございませんので、御

理解をいただきたいと思います。

４点目となりますが、福祉施設から一般就労に

移行への年度別数値目標についてお尋ねをいただ

きました。国は、今回の障害者自立支援法の施行

に当たり、障害者の自立と地域社会への移行を大

きな柱としておりますが、基本方針の二つ目とし

て福祉施設から一般就労への移行推進を大きく掲

げており、このことに対して国は数値目標を示し

ていることは２番目の御質問に対する答弁のとお

りでございます。当市としての平成２３年度末の

数値目標は、現在のところ上川支庁とも協議中の

ため算出できておりません。障害者の就労は、全

国的に見ても極めて厳しく、低い状況にございま

すが、就労移行支援事業の実施や地域における関

係機関、団体と連携を進めることにより一般就労

を目指すこととしております。具体的には本年度

中に策定する仮称の障害福祉計画の中で数値目標

を設定してまいりますので、御理解をお願いいた

します。
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以上、答弁とさせていただきます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目でご〇建設水道部長（松尾 薫君）

ざいます。新バリアフリー法についての御質問、

２項目にわたりましていただいております。あわ

せて御答弁をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

この法律は、交通機関のバリアフリー化を対象

といたします交通バリアフリー法と集客施設を対

象とするハートビル法をそれぞれ統合いたしまし

て、点から面へと広げ、一体的にバリアフリー化

を進めることを目的としております。法律が去る

６月でございます、成立したばかりでありまして、

施行令が公布されておりません。詳細につきまし

ては知らされていない状況でありますので、ただ

いま情報の収集に努めているところでございます。

今後まちづくりの中で高齢者や障害者に配慮した

総合的なバリアフリー化を進める等の法制定の背

景、趣旨を十分踏まえまして、法施行に伴いまし

ては北海道とも連携を図り、名寄市の施策のあり

方、また市民の皆さんの意見を反映させていただ

く方法も含めまして検討してまいりたいと考えて

おりますので、御理解のほどをお願いいたします。

以上でございます。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、ごみ〇生活福祉部長（山内 豊君）

焼却炉の解体についてお答えをいたします。

初めに、名寄地区、風連地区の築年数と保存状

況についてお答えをいたします。名寄地区は、昭

和４８年、防衛庁の補助を受け設置しております。

現在３３年が経過しております。稼働時の処理能

力は、１日４０トン、炉は４基であります。風連

地区は、昭和５４年、農林水産省の補助を受け設

置しております。現在２７年が経過しております。

稼働時の処理能力は、１日８トン、炉は１基であ

ります。現在の保存状況でありますけれども、平

成１４年１１月末日で業務を終了いたしておりま

して、北海道の指導に基づき煙突にはふたをし、

焼却炉部分には人が出入りできないよう施錠をし

て現在に至っております。焼却炉以外の事務室、

車庫、倉庫、トイレ等については、両地区とも従

来どおり現在も使用している状況にあります。保

存状況の確認につきましては、毎年上川支庁の担

当者が来ており、現場にて検査を受けているとこ

ろでございます。

次に、ダイオキシンの問題についてお答えをい

たします。風連地区では、施設閉鎖後において毎

年ダイオキシンの測定を実施しております。また、

名寄地区においても施設に隣接する炭化センター

で年２回の測定を行っております。いずれも基準

値内の結果となっております。

次に、解体への検討はということで御質問をい

ただきました。全道の解体状況でありますけれど

も、平成１４年１１月末で廃止された焼却炉は１

０４施設ございます。そのうち平成１７年１２月

１日現在解体された施設は１１施設となっており、

全体としては解体が進んでいない状況にございま

す。理由としては、解体費用の問題が大きい要因

と思います。国では解体を進める意味から交付金

による助成制度を設けておりますが、助成を受け

るに当たっては解体後の跡地を廃棄物関係の施設

建設、または土地利用が条件となっております。

また、北海道でも市町村単独で解体するには費用

がかかり過ぎることから、広域的に複数施設を一

括発注する等の経費の節減に向けた勉強会を行っ

ております。解体に当たっては、焼却炉内、煙突

内のダイオキシン濃度によって処理工法、処理費

用が大きく違ってきますので、解体をする前には

ダイオキシン濃度測定を実施し、処理工法に合わ

せた予算措置が必要と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

再質問と要望をこれ〇１１番（高橋伸典議員）

から随時いきたいと思います。

まず、障害者に優しいまちづくりの部分で、今

回自立支援法ができまして、障害者、身体障害者、
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知的障害者、そして精神障害者、今まで精神障害

者の方はそういう援助が受けられなかったのがこ

の３障害が同じ枠でサービスを受けられるように

なったというものなのですけれども、名寄のこの

知的障害者、そして身体障害者、精神障害者の人

数を教えていただきたいというのと、先ほどグル

ープホームの数値をお聞きしまして、身体は法律

上設置義務がないということであれなのですけれ

ども、知的が２件、精神はグループホームではな

いけれども、道北センターを使用しているという

ことで言われております。この自立支援法になっ

て、まずこの３障害が均等にサービスを受けられ

るようになるという部分で、私はやっぱりグルー

プホームというのはこれから本当に重要な部分に

入ってくるというふうに考えています。知的障害

の方も精神障害の方も、今名寄市立病院は精神科

の先生がひょっとしたらいなくなるという可能性

も出てきている状況にありますので、それを社会

復帰させるまでのステップとしてやっぱりグルー

プホームというのは重要な部分に入ると私は感じ

ております。そういった部分で、知的は２件ある

けれども、精神はないという部分、またこのグル

ープホームを建てるのにも予算が大変必要ですし、

知的、精神の親からも援助を受けなければならな

いという部分も出てきますし、市からもやっぱり

出していかなければならないという部分もあるの

ではないかというふうに思います。そのような部

分で、私はグループホーム自体を建てれというふ

うには言いません。今名寄にある空き地を、また

は５丁目、６丁目の商店街の空き店舗があるはず

ですから、そういう部分の活用方法を考えてはい

ないのかなという部分のお答えをいただきたいと

いうことと、先ほどの就労計画を言っていただき

ました。入所に関しては、国としては１割、そし

て北海道としては１４％以上ということで、この

退院をさせると。また、就労に関しては国は４倍、

そして道としては６倍以上と。北海道というのは、

やっぱり障害者の働く場というのがなかなかない

というのが現状なのです。そして、職場が見つか

っても、何日か行って、なかなか仕事が覚えられ

ない、そして手が動かないということで、周りの

目も気にしたり、また言われることによって精神

的にもう行けないというような状況で、１週間で

やめてしまうだとか、１日でやめてしまうという

方々がすごく多いというふうに私今回回らせてい

ただいてお聞きしました。そういった部分で、名

寄市としてこの就労者を１６％に持っていくとい

うことは、この身体障害者 ０７１名、または知

的障害者が約９１名、そして精神障害者は交付の

手帳を持っている人は６６名ですけれども、該当

する方は５０２名おられると。この方々を６倍以

上一般就労させる努力というのをどう行政として

考えておられるのかというのをちょっとお聞きし

たいというふうに思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

平成１７年度に〇福祉事務所長（中西 薫君）

おきます障害者の数でございますけれども、実質

的に手帳の交付を受けている者につきましては

１０２名という数字でございます。

それで、空き店舗、空き地を含めたグループホ

ームの設置の考え方はという御質問でございます

けれども、現在先ほども申し上げましたように障

害福祉計画を策定中でございます。その中で、行

政がどのような支援をしながら、数値を明らかに

して、目標数値があるものですから、それとの整

合性をとりながら、こういう施設をどう設置して

いくのかというふうな協議をしていくことになろ

うかと思います。ただ、現在グループホームにつ

きましては、現在の設置者が自分たちの中で整備

するのは限界があるというふうなお話も伺ってお

りますので、そこら辺も含めながら、十分な検討

をしてまいりたいと思います。その中で、空き地、

空き店舗の活用について協議をしてまいりたいと

考えているところでございますので、御理解をい

ただきたいと思います。

それから、就労の数値目標についてお尋ねがご
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ざいまして、国と北海道の指針、北海道につきま

しては現在就労状況が悪いことから数値目標が課

題となっております。現在私どもとしてもこの計

画の中で数値目標に近づくように努力をしなけれ

ばならないところでございますけれども、議員の

お話にもありましたとおり、現実としては非常に

厳しいというふうに判断をしているところでござ

います。なお一層機会あるごとにこれらの障害を

持つ方々の就労について関係機関とも協議を行い

ながら、努力してまいりたいというふうに考えて

おります。

以上でございます。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

今就労目標がこれか〇１１番（高橋伸典議員）

らということで、期待はしますけれども、現状や

っぱり一般就労というのは厳しいと思います。名

寄市としても精神障害者、また知的障害者の方々

を文化センターで掃除についていただいたり、ま

たごみ処理場の整理についていただいたり、また

ＮＰＯをとって、陽だまりさんのように外郭団体

で就労施設をつくるという努力をどんどん、どん

どんしていると思うのです。この６倍の就労目標

というのは、きっと一般では私は絶対に不可能な

数字だというふうに確信をしております。そうい

った意味で、今名寄市が進めているごみ処理場で

そういう方々を使うだとか、先ほど猿谷議員が言

われていた健康の森でそういう自衛隊さんを使う

中に軽作業としてそういう障害者の方々の雇用の

場もつくっていくという努力が私はやはり行政と

して必要かなというふうに思っています。また、

陽だまりさんのような、またもとの５丁目の商店

街にある精神障害者の団体の部分のところもやは

り行政が主導となって助けていかないと改善はさ

れていかないなというふうに思っておりますので、

ぜひ努力をよろしくお願いします。

また、今回ずっと回らせていただいた中で、こ

の自立支援法ができて、悪法だという方もおりま

すし、精神障害者の方々は今まで自分たちは障害

のサービスを受けられなかったのが３障害全部一

緒になって改善されたというところもありますし、

私はいいところもあれば悪いところもあるこの自

立支援法だというふうに思っております。そして、

この障害団体の方々は、まだこの自立支援法がで

きたばかりでわからない状況、また行政もわから

ない状況、北海道もわからない状況で今スタート

をしている状況だと私は思っています。この回っ

た中でやはり団体の方々が言っているのは、行政

がもうちょっとこの自立支援法、またこの障害に

対しての部分を明確に教えてほしいというのです。

聞きに行ってもわからない、教えてくれないとい

うのをすごく言われていました。私も今回自立支

援法をすごく、まだまだ勉強足りないですけれど

も、させていただいてちょっとわかったなと。で

も、まだまだ奥深いものがありまして、この団体

の方々は本当その奥深いところまで今わかってい

ないと自分たちがどうすればいいかというのがわ

からないような状況だというふうに私は思います。

だから、行政も今勉強中だと思いますけれども、

この団体の方々としっかりお話し合いをされて、

どういう方向に進んだら名寄市の障害者の未来は

あるのかというのを行政とともに話し合っていた

だきたいというふうに、それは要望で終わらせて

いただきます。

次に、バリアフリー法についてお話しさせてい

ただきます。先ほど６月に施行されて、１２月か

らということで、まだ道も国からも上川支庁もな

かなかどういうものであるかというのがわからな

いという状況みたいですので、まず先ほどの自立

支援法と同じように、私は施行されて、まだ来て

いないので、行政としては何もできないのは当然

だと思います。そんな意味で、このバリアフリー

というのは高齢者や障害者が生活する上でバリア、

障壁をつくらない、それをフリーにしていくとい

うのを今建築法と道路交通法で進められていると

思います。それを面としてやっていくという部分

でこの新法ができたのですけれども、行政として、
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来てからはしっかりと先ほど住民団体とお話をさ

れるということで言われておりました。それは安

心なのですけれども、今までの障害者法には身体

の機能上の制限を受ける者ということで規定をさ

れて、身体障害者だけを中心にこのバリアフリー

法というのが進んでいたのです。でも、今回この

身体が取られまして、身体障害者、精神障害者、

知的障害者の方も含めた新バリアフリー法になっ

て、そしてハートビル法もバリアフリー法も一緒

にこの３障害の方々が安心して、道路も駐車場も

公共施設もタクシーもそこにはまるようになって

きたということなのです。そして、先ほど住民と

言っていましたけれども、この協議会の中には高

齢者や障害者も対象として入れてほしいと。そし

て、この協議会であったことはその場だけでとま

ってしまうのです、話し合いで。国の新バリアフ

リー法ではそれを市民に告知しなさいと。このバ

リアフリーは、こういうふうに変わったのだよと

いうのを告知しなさいということで言われている

のですけれども、その見解をもう一度お聞きした

いというふうに思います。

また、風連の中心市街地がこれから進められる

と思いますけれども、そういった部分で駐車場も

ありますし、多い道路ですし、都市公園化もなる

と思いますので、また福祉施設も入ると思います。

この新バリアフリー法が対象とされると思います

けれども、その御見解、２点をちょっとお願いい

たします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

新バリアフリー〇建設水道部長（松尾 薫君）

法についての御質問でございますけれども、議員

お話しのとおり、施設におきましては初めからバ

リアをつくらないというのが１点大きな柱があろ

うかと思います。さらには、お話のとおり身体障

害者に限らずすべての障害を持っておられる方を

対象にすると、これは法律の主要な趣旨と主要な

中身というふうに理解しております。ただいま新

総合計画を策定中でございます。この中で各審議

委員の皆さんにこの法律の内容を十分に説明をさ

せていただき、理解をいただきまして、その後で

基本構想を策定する協議会、今お話ありましたよ

うなその構成員も含めまして設置についても協議

をさせていただきたい、そんなふうに考えており

ます。

また、風連の中心市街地の整備を進めるべく準

備をしているところでございます。初めからの施

設整備ということもございますので、この法の趣

旨も十分踏まえながら、整備をさせていただきた

いと、そんなふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

以上でございます。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

そういうことで、今〇１１番（高橋伸典議員）

回の新バリアフリー法は建設だけでなく福祉関係、

または行政の中心の方々も含めて、道、また国か

らのある程度の目安が出てきましたら、建設だけ

でなくやっぱり福祉、そして行政も含めた形で推

進をお願いして、以上でこのバリアフリー法は終

わらせていただきます。

最後に、ごみ焼却施設の解体について二、三お

聞きしたいというふうに思います。築年数は大体

名寄が３３年、風連２７年ということでお聞きし

ました。今回風連の農家の方から私の近くにごみ

廃棄施設があって不安ですという声をお聞きしま

して、そうしたら質問させていただきますという

ことで、風連だけだったのですけれども、名寄も

一応、２棟やれば安くなるかなというような思い

で今回質問させていただきます。

この解体の部分で、ちょっと風連の焼却施設と

名寄の焼却施設見に行かせていただきました。管

理的にはちゃんと鉄板のふたで、水が入らないよ

うに、ダイオキシンの流出がないようにというこ

とで鉄板でふさがれており、安心はしましたけれ

ども、コンクリート自体がやっぱりひび割れが相

当きております。名寄の場合は、ある程度何かで

補修された部分も見受けられたのですけれども、
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風連の方はひび割れがありまして、壊れるという

ことは私はないと信じております。でも、コンク

リートに関しては、名寄地区というのは、私もち

ょっとコンクリートの部分をかじっているもので

すから言わせていただきますけれども、ひび割れ

が入っています。そして、名寄の場合マイナス２

度という温度以下になる日数が冬の間約９０日間

あるというふうに私は思うのです。そして、北海

道開発局と土木現業所と国鉄が昭和５３年にコン

クリート打設による凍害の検査をしたと。１９４

件のコンクリートの部分の調査をして、マイナス

２度以下の気温から測定した場合、年間凍結融解

回数というのは６０回起こるのです。ということ

を調査した。私がやったわけでないですから、ち

ょっとわからないのですけれども。名寄の場合は、

マイナス２度というのは９０日ぐらい、９０回ぐ

らいある。ましてや雪が降って、ひび割れの中に

風向きによって入らない部分もありますけれども、

風向きによってはそのひび割れに雪等、水が入っ

て、日中は解けますけれども、夜と朝になったら

しばれて凍るのです。コンクリートというのは、

そのひび割れの中の解けるというのと凍るという

作業が数回起こることによって破壊されていくの

です。道路や何かに縁石がありますけれども、よ

く縁石がぼろぼろになっている箇所があると思い

ます。あれは、完全に凍結融解。昔塩カルまいた

影響もなきにしもあらずなのですけれども、凍結

融解が主な原因です、コンクリートの。そういっ

た部分で、絶対壊れないという部分は私は今名寄

市の煙突を見ても、風連の煙突を見てもないとい

うふうに、どこか煙突が壊れて解体したというと

ころがあるようにお聞きしましたので、名寄は地

震だとか何かはほとんどありませんけれども、２

年前には震度３という部分が起きました。絶対な

いというのはないというふうに思っておりますの

で、もし震度５の地震が来て倒れて、焼却炉の方

に倒れて灰が舞ってしまう、そして周りの畑だと

か水田にその灰が散るということになると、食糧

だけでなく土壌改良から何から全部やらなければ

いけないという状況になってしまうわけなのです。

そういった部分で、このダイオキシンというのは

恐ろしいものだというのを感じます。総合計画の

中にごみ焼却の解体の計画を入れているのかどう

かをお聞きしたいというふうに思います。

また、もしこの解体をする、先ほど補助が出る

と言いました。そして、利用する施設、跡地利用

ということで言われましたけれども、跡地を利用

するのであればどんな計画があるのかというのを

お聞きしたいというふうに、現状名寄市の旧風連

の跡地を見させていただいたら、農業関連の施設

みたいな感じで、トラクターと農業の部分が置か

れていましたし、名寄市は道北センターの方々が

作業する休憩施設になっておりますし、名寄はも

し解体する場合リサイクルセンターをつくって、

そこにその障害者の方々の休憩室を建てるだとか

計画があると思いますので、その２点をちょっと

お聞かせいただきたいというふうに思います。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

２点にわたりま〇生活福祉部長（山内 豊君）

して御質問いただきました。コンクリートの耐久

度といいますか、そういったものも議員御提案、

御提案といいますか、今までの結果についてお聞

かせいただきましたので、それらについてもかん

がみながら、年１回上川支庁から来る担当者の視

認調査になりますけれども、それらとあわせなが

ら、誤りのない確認作業をやっていきたいなとい

うふうに思っております。

また、総計にこの焼却炉の解体について入って

いるかどうかということでございますけれども、

これは平成１４年１１月末からのそういった課題

でございますので、これらについてはやはり市民

生活に影響を与えるという部分の中では総計の中

には盛り込んでいく必要があるのだろうというふ

うに思います。ただ、今総計の策定中であります

し、専門部会の中で論議が進んでいくというふう

に思いますので、そうした課題の一つの中で協議
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をしていただきたいなというふうに思っておりま

す。

また、解体後の跡地の利用ということでありま

すけれども、これらについては廃棄物関係の施設

建設、または土地利用が条件ということになって

おります。これらについても解体が決まるという

ことで、それから計画を立てるということになり

ますけれども、解体を進める中でどのようなそう

いったような利用ができるのか、それらについて

も総計の中での部会の中で協議をさせていただけ

ればというふうに思っております。

以上です。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひ総合計画の中に〇１１番（高橋伸典議員）

はこの解体を入れていただきたいというふうに思

います。焼却施設の部分ですけれども、私はいろ

んな部分を建設するよりも住民に不安なものを取

り除くというのが優先順位かなというふうに思い

ます。何を建てても最初いいかもしれません。で

も、文化センターを建てるどうのこうのというよ

りも、やっぱり住民の不安をまずは取り除くとい

うのが行政の責務というふうに私は考えますので、

総合計画にはこれは必ず入るものではないかなと

いうふうに私は思いますけれども、市長、どのよ

うなものでしょうか。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

ダイオキシンの排出規〇市長（島 多慶志君）

制が強まることによって、従来使っていた焼却施

設を使えないと。先ほどの部長の答弁でもありま

したけれども、全国的にこの施設の取り除く進み

方というのは非常に少ないということでございま

す。敷地が限られていて、どうしても解体をして

跡施設をそこにつくるというところがこの北海道

の例でいきますと１１施設ということであろうと

思います。私ども全国市長会でもこの解体につい

て厚生労働省がしっかりとした財政支援をしない

と進まないと、こういうことを強く要請をして、

３分の１補助というメニューが出たわけでござい

ます。しかし、それも部長から答弁をしましたよ

うに、後の利用計画がしっかりしたところでない

とその補助の適用にならないと。ですから、残念

ながら皆さんは臨時的な対応策でしのいでいると、

こういうことが実態だろうと思います。しかし、

御指摘ありましたようにダイオキシンが発生をす

る焼却施設であったわけですから、少なくても炉

なり、あるいは煙突の中にそういう残渣、灰等が

残っていて、これがダイオキシンを含んでいるの

かどうなのかと、そういう不安な向きであろうと

思います。当面そういうような国の解体に対する

支援というものを要望しながら、計画の中でしっ

かり位置づけをして、しかもこれは２億円とか３

億円とかというレベルなのです、１カ所壊すのが。

単独で取り組むとしますと、非常にコストがかか

ると。ですから、北海道として専門業者といいま

すか、そういう解体業者が計画的に取り崩しをし

ていくことによってコストが下がるような知恵が

出ないのかどうか、そういうことも含めて要請行

動をしていきたいと、こんなふうに思っておりま

す。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりました。本当〇１１番（高橋伸典議員）

にもう２億円、３億円かかるというのもわかりま

す。また、広域での解体の方法を探っているとい

うこともお聞きしましたので、ぜひこれらのダイ

オキシン等の心配が住民から抜けることがあるよ

うな方策を早急にとっていただくことをお願いし、

私の質問を終わらせていただきます。

以上で高橋伸典議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

道の駅建設について外１件を、東千春議員。

議長より御指名をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたので、通告に従い質問をさせていた

だきます。

まず、道の駅建設についてお伺いをいたします。

風連市街地の南玄関口に道の駅が計画され、既に

舗装工事が進み、どのような内容の施設になるの
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か旧風連町民のみならず旧名寄市民の関心事でも

あり、早期実現が望まれるところであります。旧

名寄市では、地産地消を進める取り組みとして、

地元農産物を直売するグループの中に先進地を視

察し、直売所と農家の連携方法や販売方法を研究

し、将来道の駅のような施設を目指したいとする

動きもありましたが、風連町との合併を機にその

ような声は聞かれなくなりました。このことは、

風連に予定されている道の駅に期待するものであ

り、これから建設される道の駅は名寄市の南玄関

口の道の駅という認識は一致していると思います。

そこで、改めてどのような施設を建設されようと

お考えか、経緯も含めてお伺いをいたしたいと思

います。

１点目、旧風連町においては、カーオアシス構

想を初めとして以前から計画があったと聞いてお

りますが、現在に至る経緯、あるいは設置目的や

施設のコンセプトについてお知らせをいただきた

いと思います。

２点目、具体的な事業計画はコンサルタントに

委託をして計画を立てられていますが、調査内容

と金額についてお知らせください。また、その設

計及び建設の期限と進捗状況について、さらには

運営における採算性についてどのようにお考えか

お知らせをいただきたいと思います。

３点目、施設の内容について、コンサルタント

の調査とともに民間での協議も進められておりま

すが、その協議の主な内容とそれらに伴う建築設

計の内容についてお知らせをいただきたいと思い

ます。

４点目、道の駅の隣地では地域の素材を生かし

たメニューを提供するレストランを備えたもちを

製造販売する民間業者がありますが、こことの連

携についてどのようにお考えかお知らせをいただ

きたいと思います。

５点目、名寄の基幹産業は農業であり、道の駅

では地元の農産物を販売することが想定されてい

ると思いますが、どのような方法で販売されよう

と考えておられるのか。また、農家との連携方法

について考え方をお知らせいただきたいと思いま

す。

続いて、大項目の２点目、大学施設の今後の考

え方についてお伺いをいたしたいと思います。名

寄市立大学は、長年の議論を経て、ことし４月に

開学することができ、入試等の状況からも一定の

評価を得られたものと思っております。また、高

大官連携による食育教育の取り組みなど、地域に

根差した活動が展開され、名寄市立大学の運営は

順調に推移していると考えてよいのではないかと

思います。しかし、市長の日ごろからの発言にも

あるように、卒業生を出したときの評価は将来を

占うものであり、大切な４年間であると考えてお

ります。児童学科においては２年間、保健福祉学

部においては４年間、充実した教育研究と部活動

等を通して充実した学生生活を送ってもらい、立

派な社会人として巣立つことを願いながら、次の

点についてお伺いをいたしたいと思います。

まず、１点目、優秀な学生を育てるためには、

教員、学生ともに正確で豊富な情報が必要であり、

その多くを担うのは大学図書館であると思います。

名寄市立大学の図書館は、学生、教員と全く同じ

要件で市民に貸し出しを行う開かれた図書館であ

りますが、旧短大図書館と恵陵館に分かれており

ます。開学時の建設費軽減のため、施設の有効利

用であることは十分理解をいたしますが、名寄市

立大学は各科の連携で知識豊富な学生を育てるこ

とを目指しており、このことからも図書館を１カ

所に集約することが望ましいと思いますが、現状

の課題についてお知らせをいただきたいと思いま

す。

２点目、図書館長以下職員は兼務となっており、

業務につきましては嘱託、臨時職員によって行わ

れております。他の大学の図書館とのやりとりや

継続的な運営を考えるときに、体制の強化が必要

ではないかと思いますが、考え方をお知らせいた

だきたいと思います。
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３点目、学生の教育上、また教員の学術研究に

望ましい大学図書館としての機能やあり方につい

て将来どのようなことが望まれるとお考えかお知

らせをいただきたいと思います。

４点目、名寄市立図書館の老朽化が進み、１階

のみの展示では狭隘さは否めません。このことか

ら、市立図書館と大学図書館の合築の意見もあり

ますが、今後のあり方について考え方をお知らせ

をいただきたいと思います。

５点目、４年制大学化に伴い、男女比の変化や

４年間という期間から今後部活動などを活発に行

われることが予想されますが、現在の状況や今後

の対応について考え方をお知らせをいただきたい

と思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま東議員か〇経済部長（手間本 剛君）

ら大きな項目で２点にわたり御質問をいただきま

した。１点目につきましては私の方から、２点目

につきましては市立大学事務局長からの答弁にな

りますので、よろしくお願いをいたしたいと存じ

ます。

初めに、道の駅建設についての１点目、当初か

らの議論経過と目的や、さらにはコンセプトにつ

いてお知らせをいただきたいというお尋ねでござ

います。旧風連町では、以前からカーオアシス構

想など地域の活性化を目指しておりましたが、平

成１５年から道の駅整備の実現に向けて北海道開

発局に要望し、農産物の消費拡大など地域経済活

性化に向け構想を進めてまいりました。平成１７

年度には北海道開発予算が認められまして、開発

局による駐車場などの整備について見通しがつき

ましたので、早速町においては道の駅用地として

１地権者の農地部分を取得させていただきました。

開発と協議しながら、駐車場整備などを進めてお

りました。その後、南側の住宅敷地においても道

の駅用地に組み込めないかとの課題が持ち上がり

まして、地権者との協議が昨年１０月に調い、用

地を取得するに至ったところでございます。また、

２月、３月には風連及び名寄市の関係者で構成す

る道の駅検討会議でこれまでの経過などを説明し、

今後の方向性などを協議いたしております。開発

では、ドライバーの休憩地点としてそれぞれの道

の駅間の距離がおおむね３０キロメートルに１カ

所の目安で道の駅、駐車場の整備をしております。

風連地区で整備中の道の駅については、剣淵道の

駅から２２キロ、美深道の駅からは３８キロに位

置をしております。御承知のとおり道の駅では道

路利用者の休憩機能、あるいは情報発信機能、さ

らには地域連帯機能が求められており、利用者ニ

ーズに合致した整備に意を配し、計画策定に当た

ってまいりたいと考えております。

また、コンセプトについてのお尋ねでございま

すけれども、モチ米作付日本一であるもちにこだ

わり、計画づくりに組み入れたいというふうに考

えているところでございます。

２点目の計画の進め方とその進捗状況について

でございますけれども、具体的な調査設計につき

ましては、専門的な見地から総合建設コンサルタ

ントに委託しており、委託内容は事業運営企画の

立案、それから建築基本計画、建築実施計画、外

構工事の実施設計などで、委託金額につきまして

は税込みで ８９０も円、委託期間につきまして

は５月２４日から１２月４日までとしております。

また、先般委託会社から建設水道部、経済部で構

成する道の駅庁舎内検討委員会に中間報告がござ

いました。その中で、施設の位置についてＡ案か

らＦ案までの６案が提示され、さまざまな角度か

ら多くの意見、要望が出され、幾つかの基本的な

視点に絞られた感を持っております。皆さんに利

用され、人に優しく愛される道の駅を目指すため

には、トイレ、休憩物販施設が一体的であり、ま

た建設位置も採算性に影響を与える極めて重要な

ことであることなどから、さらには建物の外観を

含む時代に適合した施設づくりに意を配してまい

りますが、同時に運営母体の協調性などソフト面
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にも十分注視しなければならないとの認識をいた

しております。さらには、関係者との協議が必要

との認識も持っているところでございます。した

がいまして、当初計画の１９年３月完成予定のト

イレ及び１９年１０月完成予定の休憩、物販施設

につきましては、オープンがおくれる見通しにな

るものと思われます。また、採算性につきまして

は、内部検討委員会、委託コンサル会社、生産者

組織などで構成する検討会議など関係機関と十分

協議を積み重ねまして、経営的にも安定するよう

な施設づくりをと考えているところでございます。

次に、３点目でございますが、施設の計画内容

についてでございます。まず、２４時間トイレに

つきましては、清潔で使いやすいことが最優先さ

れると考えております。最近は、大便器のシャワ

ートイレ、つまりウォシュレットつきです、また

特に女性トイレの数は多くとること、また女性用

パウダールーム、いわゆる化粧室でございますが、

これらの設置も考慮すること、さらには人に優し

い多目的トイレ、いわゆる障害者用のトイレとい

うようなことでございますが、それらの設置が必

要であるというふうに認識をしているところでご

ざいます。情報コーナーの設置に当たりましては、

開発局による道路情報端末の設置がありますけれ

ども、市独自の端末コーナーを設置いたしまして、

ひまわり畑、北国博物館、健康の森、農村景観の

壁画、さらにはなよろ温泉サンピラー、望湖台自

然公園などの地域情報を提供すること、さらには

地元のＦＭコミュニティー局などを活用いたしま

して、道の駅のイベントなどにおけるリアルタイ

ムな音声情報を提供し、ドライバーはもとより地

元の皆さんに大いに利用していただくことと、先

ほど申し上げましたひまわり畑、サンピラーなど

の観光資源を点から線に結びつけて、通過型観光

から滞在型観光を目指したいというふうに考えて

いるところでございます。

また、御意見として開発局による駐車場は現在

大型車１３台、普通車３２台、身障者用車両２台、

バイク１５台の駐車台数であり、駐車スペースの

拡大、体験農場の設置、国道４０号線の渋滞が予

想されることなどから交通のアクセスの緩和など、

御提言を踏まえ、十分留意してまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

４点目の隣接する民間企業との関係についてで

ございますが、隣接者との連携につきましては旧

風連町の計画でも課題となっており、競合しない

方策を模索してまいりました。御承知のとおり隣

接地においては、１階ではもち製造工場、もち製

品の売店、２階ではレストランを営業いたしてお

ります。これら課題についての解決策を十分協議

いたしまして、さらには地産地消の考え方に沿っ

た食事メニューの開発、提供などを協議している

ところでございます。また、今後の協議の中にな

りますけれども、工場部門においても見学コース

を組み込んだものに設定できないかなどなどの隣

接民間企業と十分連携をとりながら、協議を進め

てまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。また、もちにこだわったにぎわいのあ

るゆったりとした気分で安心、安全な食を楽しん

でいただきたいというふうに考えているところで

もございます。

５点目でございますが、農産物の販売計画と農

家の連携についてでございますが、商品メニュー

はさまざまなものが考えられますけれども、とり

わけ農産物につきましては安心、安全な新鮮な地

場産品を基本として、また消費者に信頼される農

産物の提供を目指したいというふうに考えており

ます。販売の方法につきましては、さまざまなパ

ターンが考えられますが、例えばグループ単位で

ブースを持っていただきまして、出荷、販売、売

り上げ管理までグループで管理し、施設使用料を

管理者に支払うといった方式、つまり長沼マオイ

の自己完結方式というふうに言われておりますが、

こういった方式、さらには個々の農家の方々が自

己の販売のかごに納品し、バーコードで添付管理

する委託販売方式などがあろうかと思います。ま
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た、販売する商品の冷房設備などの課題も提起さ

れているところでもございます。店内販売、屋外

テント販売、イベント販売など考えられますので、

直販、生産などによる検討会議で十分議論をして

いくとともに、何度でも訪れていただけるような

施設づくりを目指したいというふうに考えており

ますので、御理解をいただきたいと思っています。

以上、お答え申し上げました。

中尾市立大学事務局長。〇議長（田中之繁議員）

大学の充実〇市立大学事務局長（中尾裕二君）

と振興にかかわって御質問をいただきました。議

員御指摘のとおり、大学における図書館は教育研

究上大変大きな役割を担っております。大学設置

基準では、大学は学部の種類、規模等に応じ図書、

学術雑誌、視聴覚資料、その他の教育研究上必要

な資料を図書館を中心に系統的に備えるものとす

るとされております。さらに、図書館は資料の収

集、整理及び提供を行うほか情報の処理及び提供

のシステムを整備して、学術情報の提供に努める

とともに、資料の提供に関し他の大学の図書館等

との協力に努めるものとすると定められておりま

す。

４大化構想の初期の段階では、大学図書館建設

の案もありましたが、その後の検討で既存の施設

を可能な限り活用することとし、既存図書館を９

５平方メートル増築して４４９平方メートルとす

るとともに、旧恵陵高校の図書室１８９平方メー

トルを改修して分館といたしました。閲覧席数は

本館６０席、恵陵館４８席の１０８席を確保し、

本館は看護学科と短大、恵陵館は栄養学科と社会

福祉学科の専門図書を配置しております。開学か

ら５カ月が経過いたしましたが、各館に配置をし

ました学生ラウンジを勉強の場として活用するな

ど、今のところ図書館が２カ所あることでの問題

は特にあらわれておりません。ただし、地域の大

学として広く市民に利活用いただくことや３学科

連携教育を掲げる本学にとりましては、１カ所に

集約された図書館の存在が望ましく、将来の課題

と考えております。

次に、図書館職員についてでありますが、現在

事務局職員の兼務のほか非常勤職員５名を配置し

ており、このうち司書の有資格者は２名でありま

す。当面は、図書館運営に支障のないよう他大学

との情報交換や研修の機会等を確保し、図書館機

能の充実に努めておりますが、将来的には専門職

員の配置も必要になるものと考えております。

次に、図書館の望ましい将来像でありますが、

図書、学術雑誌を初めとする蔵書の充実はもとよ

り、学生の学習及び教員の教育研究のために十分

な数の座席を備えるとともに学術情報の提供に努

め、教育研究水準の向上に資することにあると考

えております。大学の開学に当たっては、開学後

直ちに対応すべきこと、卒業するまでの４年間で

対応すること、向こう１０年間の長期的視野から

対応することと三つに区分をして構築をしてまい

りました。現在中長期的展望に立った図書館のあ

り方について検討を進めておりまして、この中で

改めて運営や職員配置のあり方についても再構築

を図ってまいりたいと考えております。

次に、市立図書館と大学図書館との合築につい

てもお尋ねをいただきました。市立図書館の建物

としての現状を見ますと、合築の手法は市民、大

学双方の利便性や財政問題からは有力な選択肢の

一つと考えております。市民論議や教育委員会と

の協議が不可欠でありまして、現在進めておりま

す総合計画に織り込んで検討してまいりたいと考

えております。

次に、部活動に対応した整備についてもお尋ね

をいただきました。現時点では、これまでの短大

の部活動に大学１年生が加わる形で行われており

ますが、１８年度の入学状況が向こう４年間推移

いたしますと男子学生は１２０名程度となり、従

来とは違った活動内容になることが予想されます。

当面緊急性の高いものとして、グラウンドとテニ

スコートの整備がありますが、これらにつきまし

ても総合計画の中でしっかりと位置づけをして、
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計画的な整備を図ってまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

東議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ御答弁をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたが、さらに理解を深めるために若干

再質問をさせていただきたいというふうに思いま

す。

順序は逆になりますけれども、先に大学の方か

らお尋ねを申し上げたいと思います。大学の図書

館に対する議論は、中長期的な視野から今後も継

続的に進めていかれるということで、ぜひともそ

の方向でお願いをしたいと思います。そして、現

状ではそのように大きな問題はないというふうな

御答弁いただきましたけれども、やはり３学科連

携ということを目指した大学でございましたので、

図書館についても将来的にはそのような視野で進

めていただきたいというふうに思いますし、名寄

市立図書館との合築ということに対しましても教

育委員会とも十分協議され、あるいは市民的な協

議の中からそういった方向も一つの選択肢として

今後総合計画の中にのせていただきたいと。どう

するかは別として、それぞれ総合計画の中にのせ

ていただきたい。その点につきましては、そのよ

うな答弁をいただきましたので、ぜひともそうい

った方向でお願いをしたいというふうに思ってお

ります。

まず、お伺いをいたしたいと思いますのは職員

の体制なのですけれども、以前は正職員がおられ

まして、経費的な面から１人を他の方に異動され

まして、そして臨時あるいは嘱託職員を雇用され

たという経緯がありますけれども、こういったこ

とにつきましても将来的には専門的な職員を配置

されるというような答弁をいただきましたけれど

も、嘱託職員より臨時職員の方が多いのですね、

たしか。ということは、本当に継続的な雇用でな

いということから、来年職員が計画的に何を進め

る、あるいは研修を例えばされたにしても、それ

がひょっとしたら生かされない場合もあるかもし

れません。そういったことから、すぐ正職員を何

人ということではないにしろ、継続的な雇用がで

きて、計画的な運営ができるような職員体制を少

し考えていただいてはいかがかなというふうに思

いまして、それに対して再度答弁をいただきたい

というふうに思います。

中尾市立大学事務局長。〇議長（田中之繁議員）

御指摘のと〇市立大学事務局長（中尾裕二君）

おり、現在臨時職員、嘱託職員も含めて非常勤５

名で対応していまして、２カ所に分かれておりま

すので、３人と２人の体制ということでしており

ます。ただ、今のところ現在の状況でさほど問題

は起きておりませんけれども、実は開館時間の関

係もございまして、現在試験の前とか集中して勉

強しなければならない日程については９時まで開

館ということで対応していますけれども、これが

恒常的に一定の時間まで開館しなければならない

となりますと、また体制も変わってくるというこ

とで、これは向こう一、二年の間の協議の中でし

っかりと体制づくりを進めてまいりたいと考えて

おります。

それから、もう一つ、他の大学では図書館から

図書情報センターという位置づけが大学における

図書館の役割の主流になってきておりまして、こ

れらに対応するためにも将来的にはやはり専門職

員の配置がどうしても必要になってくると、こん

なふうに考えておりまして、現在進めております

将来にかけての図書館の体制づくりの中でしっか

りと論議をしてまいりたいと考えております。

東議員。〇議長（田中之繁議員）

そのようによろしく〇２３番（東 千春議員）

お願いしたいと思います。

それと、図書館の今使っている二つの部屋の広

さについてそれぞれ御答弁をいただきましたけれ

ども、旧短大の図書館におきましては増築をされ

て今の広さになりましたけれども、本というのは

ふえていく方向にあろうかと思います。こういっ
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たふえていく本があと何年ぐらい、今の図書館の

本棚におさまるのはどのぐらいの年数使えるのか、

そこら辺についてちょっとお知らせをいただきた

いと思います。

中尾市立大学事務局長。〇議長（田中之繁議員）

現在図書あ〇市立大学事務局長（中尾裕二君）

るいは学術誌合わせまして６も ０００ほど整備

をしておりまして、これは４年間の間で何冊整備

するということで、当初から図書館のスペースの

確保と、あるいは書架等の整備は済んでおります

ので、４年後に一定程度の冊数は固まっていくと。

ただ、年々新しい書籍であるとか図書であるとか

学術誌というのが目まぐるしく変わりますので、

全体の冊数は変わりませんけれども、常に計画的

に更新をしていくという作業が出てくると思いま

す。

以上でございます。

東議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、大学につ〇２３番（東 千春議員）

いては終わらせていただきまして、次は道の駅に

ついて再度お尋ねを申し上げたいというふうに思

います。

それぞれ詳しく御答弁をいただきました中で、

ショップですとかレストランについては隣に実際

営業されているところがありまして、そういった

ところも参考になるのかもしれませんけれども、

販売計画ですとかどの程度の売り上げを見込んで

いるのか、あるいは農産物を販売するとなると、

その手法については２種類ぐらいあるというふう

にただいまお伺いをしたのですけれども、旧名寄

市におきましては直売をされている箇所が数カ所

あります。中名寄、大橋、それから最近駅前にも

できたのかな、それからまちの中でも２カ所ぐら

い臨時的に行えますし、共和の方でもまだ小規模

でやっている。そういった旧名寄市の中では比較

的直売をされている方が多い。そういった中で、

この風連の道の駅にできる直売所のターゲットと

いうのはどういったところに求めていこうとされ

ているのか。あるいは、そういったことが想定さ

れているのであれば、ことしも農産物が既にたく

さんとれているわけでありますので、試験的に販

売してみるとか、そういう取り組みがあって、そ

ういうデータをもとにして来年、再来年に向けて

計画を練っていくということも私はあってよかっ

たのかなというふうに思うのですけれども、そこ

ら辺について考え方お知らせをまずいただきたい

というふうに思います。

次ですけれども、先日経済常任委員会にも資料

が提出されまして、再度いろんな道の駅を視察さ

れてきたということのようでありまして、トイレ

ですとか情報センターについては、もう一定程度

の考え方というのは持っておられるのではないか

なと私は想像しております。何を見てこられたの

かなというのは、新しくできる道の駅の方向性を

探りに行ったのかなというふうに私は実は想像を

しておりまして、そういったところで総括的な評

価としてよその道の駅はこうだったというふうな

総括をされておりますけれども、この視察をされ

た結果、名寄の道の駅はどういうふうにしたらい

いのだというふうな何か考え方が生まれてきたと

しますと、何かそういったことがありましたら、

もう一点お伺いをいたしたいなというふうに思っ

ております。その２点、よろしくお願いします。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今お尋ねいただき〇経済部長（手間本 剛君）

ました。いわゆる経営の部分にかかわる部分のお

尋ねだったと思いますけれども、実は今特にやっ

ているのは、建設コンサルの方でお願いしており

ますのはその部分も含めているのですが、それで

いずれにいたしましても採算性等につきましては、

先ほどお話ありましたように間もなく中間報告か

らその後の一定の報告が出てくると思いますが、

内部検討委員会、それから委託コンサル会社に入

っていただきます。それから、生産組織等も入っ

ていただきますというようなことで、トータル的

なそういった関係者の方々にお呼びかけをしてお
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集まりをいただいて、そういった検討会議を開催

するというふうな予定を立ててございます。当然

建設コンサルの方からもこういうふうなコンセプ

トで、こういうふうな売り上げで、こういうふう

な経済効果等々も中間報告の中でもはしょって報

告は受けておりますから、今後はそういった機会

の中で正式に示されるものというふうに理解して

おりますから、その中でお話をさらに深めていき

たいというふうに考えているところでございます。

それから、経済常任委員会の中で見せていただ

きました。これにつきましては、最初から私の受

けとめ方がそういう受けとめだったかもしれない

のですが、つまり名寄として合併後に、大きなプ

ロジェクトなものですから、絶対失敗は許されな

い、ぜひとも成功させるというようなことでござ

いまして、ほかの道の駅に負けないような道の駅

を目指そうというようなことで行ったというふう

に理解しております。同時にあわせまして使いや

すい道の駅、それから情報発信をきちっとできる

道の駅、そういったものの多機能的なものを複合

的に持たせようということでございまして、ただ

単にドライバーなりの方々の休憩所にとどまらな

いで、多機能的なものをそこから情報発信として

出せるような道の駅にしてはどうかというような

受けとめ方をさせていただきました。

もう一方では、ただ単にドライバーとかそうい

った方々のみならず市民の方々が一緒に利用でき

るような、お年寄りの方々にも使っていただける

ような、そういった施設も目指そうというような

ことでの部分も視点の中にあったように記憶して

おりますから、そういったものも先般経済常任委

員会の中での取りまとめの中で幾つかのお話があ

ったようでございますが、そんな視点で行ってき

たものというふうに理解をさせていただいている

ところでございます。御理解をいただきたいと思

います。

東議員。〇議長（田中之繁議員）

１点、再度お願いし〇２３番（東 千春議員）

たいのですけれども、農産物を販売するとすると

どういったとこら辺をターゲットにされるのかと

か、あるいは試験的な販売ということに対しても

しお考えがありましたらお願いをしたいと思いま

す。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほどちょっと言〇経済部長（手間本 剛君）

い忘れたのですけれども、先ほどのコンサルタン

トの中でも既にことしの、必ずしも従来と違った

ような売り場面積を持ってやっているということ

ではないのですが、今現在あそこの特産館を中心

とした販売の部分につきましては一定のデータも

いただいておりますし、それから売り上げ等につ

きましてもコンサルの方にお示しをさせていただ

いて、それらの分も持っていただいておりますか

ら、それらの分析もしていただいているというふ

うに理解をしております。したがいまして、改め

ての調査ということにはなっておりませんけれど

も、そういう夏に向けてデータはコンサルの方に

送っているということでございますので、御理解

をいただきたいと思っております。

東議員。〇議長（田中之繁議員）

固有名詞を申し上げ〇２３番（東 千春議員）

ますと、特産館の方でもそういうような情報があ

るので、そういったことも利活用しながら進めて

いきたいというふうな話を伺ったところでありま

して、１回目の答弁の中でもそういったところと

よく協議をしながら、連携を深めて計画を練って

いきたいというふうな答弁をいただいたところで

あります。

そこで、１点お伺いをしたいのがこれはやろう

としているのは行政がこういった事業をやろうと

しているわけでありまして、そこに民間企業が現

に営業をされていて、雇用をして、しっかりと営

業されているという状況があります。本来基本的

に行政と民間企業のあり方ということについて考

え方をお知らせいただきたいのですけれども、私

は基本的な考え方として行政というのは民間企業
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がやっていることに対しては、雇用であるとか、

利益が出たら税収として入ってくるわけですし、

固定資産税だってある。そういったことから、で

きる支援というのは側面から支援をするというの

が私は本来の行政としての役割であろうというふ

うに思っておりますけれども、そこら辺の認識に

ついて、今さらと言われるかもしれませんけれど

も、改めてお伺いをしたいと思います。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

今御質問がありました件〇助役（小室勝治君）

につきましては、もう既にその場所には既設の業

者が成り立っていたということでございます。た

だ、この部分としましては、開発局の方と協議し

た中でどこがいいだろうという相談もしました。

しかし、適当な場所がなかったということも一つ

にはあるわけでございますし、また風連で以前か

ら論じていた場所があそこの場所であったという

のも一つあります。そういったことを総合的に勘

案しながら、そしてまた開発局の方でも十分な市

場調査なり、交通量調査をしていただいておりま

したので、あそこの場所であれば開発局としても

駐車場の整備が可能であるという判断のもとにあ

の場所を設定したわけでございまして、したがい

まして駐車場をつくる段階からそこの業者とは十

分お互いに話をしながら、影響度を含めて検討さ

せていただいたところでございますし、また一つ

にはもちを中心としたこの地域をやはり一番ＰＲ

できるのはあの場所ではないかという相乗効果も

一つにはあるわけでございまして、それと含めた

今経済部長からお話あったいろいろなものをあそ

この地域から提供し、また情報等も発信していき

たいと。そして、全名寄市をカバーするような形

で推移していきたいということでございます。当

初は風連町だけの考え方であったわけですけれど

も、若干そういった面からしますと変わってきた

部分がございますし、家１軒あったわけでござい

ますが、あそこにせっかくできるのであれば、可

能であれば買収した方がよろしいではないかと、

これは合併前にお互いに話し合い、名寄市の方と

も話ししながら、そういう推移の中であそこを買

収したということで、若干駐車場の位置等につい

てもあの家がなかったらもうちょっと場所が変わ

ったのかなという部分はありますが、基本的なス

タンスとしては変わっていないということで考え

ておりますので、御理解いただきたいと思います。

東議員。〇議長（田中之繁議員）

私は何を聞きたいの〇２３番（東 千春議員）

かといいますと、今答弁をいただいたのですけれ

ども、若干もう少し突っ込んだ答弁をいただいて

もよかったのかなというふうに思うのは、あそこ

だけではなくして基本的な行政のあり方と、行政

と民間企業のかかわり合い方ということについて

私はちょっとお伺いをしたかったのでありまして、

このことがやはりこの道の駅が成功するか否か私

はかかっているのではないのかなというふうに思

っているのです。位置的に見ますと、特産館の位

置というのがロケーション的に見てもベストポジ

ションだというふうに私には見えるのです。あそ

この裏に仮につくられたとしても、なかなか見た

目的にもどうなのかという部分があろうかなとい

うふうに思います。私は、そういった意味でもそ

ことの連携、協議というのは本当に深くやってい

かなくてはいけないし、決して競合するというよ

うなことではなくして、お互いが高め合っていく

というふうな施設の基本的な考え方が私は望まし

いのではないのかなというふうに思っております。

仮にあそこできれば廊下つなぎでもトイレ、情報

センター、そして今の民間施設というのがつなが

っていたとしたら、お客さんは自動的にふえると

思うのです。そして、お客さんも使いやすくて、

ふえて、そこでひょっとしたらさらなる雇用が生

まれるかもしれない、利益が上がったら税収が入

ってくるかもしれない、そういった相乗効果、か

かわり合い、そういうことも視野に入れてもいい

のではないのかなというふうに思っているのです。

ですから、先ほど手間本部長から答弁いただいた
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コンセプトの中身は、ほとんどそっくりそのまま

あそこが道の駅になってもいいぞというぐらいの

中身の答弁ではなかったのかなというふうに思っ

ているのです。コンセプトをもちにするであると

か、プラスアルファでいうと工場がちょっと見え

るという部分もあったかもしれませんけれども、

そういった意味からして、しつこいようで申しわ

けありませんけれども、仮にあそこを道の駅の一

部として使わせていただきながら、つなげて建設

をするというような考え方というのはしたことが

あるのかどうなのか、考え方ちょっとお伺いをし

たいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

後段の方の部分の〇経済部長（手間本 剛君）

理解はちょっとしづらかったのですけれども、１

点目に大事な部分として議論をしていたのは、こ

の地域というのは半年といいましょうか、雪に埋

もれますよねというようなお話と、それから除雪

が必要となりますよねというようなお話でござい

ました。これは、自然的な条件でございますから、

その部分は何としてもクリアしなければならない。

そのためには施設は一体的に使われるべきであろ

うというふうな議論が常にされておりました。全

くそのとおりで、これは異論を唱える方はいらっ

しゃいませんでした。

ただ、今お話ありましたように施設の部分につ

きましては、もち特産館ということになるのでし

ょうけれども、その部分とどういうふうに結ぶの

かというものはこれからの課題としてあったにし

ても、道の駅としての機能はトイレと駐車場があ

れば道の駅としては成立するわけですから、それ

にいわゆる付加価値を高めるという部分を含めて、

物販から特産からもちをモチーフにしたレストラ

ンとかというものの複合機能を備えることでござ

いまして、その部分につきましては今後とも皆さ

んに使っていただきやすい施設づくりを目指しま

す。それから、地域の特性を最大限生かせるよう

なそういったものにしましょう、それから情報も

発信しましょう、それからもっときめ細かな情報

も取り入れることが独自にできないだろうか、そ

んなような検討が終始されております。そんなこ

とで御理解をいただきたいと思いますが、そうい

うものを目指すためにはどういう施設の配列が望

ましいのか、駐車帯につきましてもそうですし、

それから入り口、出口のいわゆるアクセスの部分

につきましても入りやすい、出やすいというよう

なものにも十分意を配していかなければならない、

そういった考え方を基本にしながら議論をしてき

ておりまして、先ほどお話しさせてもらいました

ように大分絞り込んでこれましたから、これにつ

きましては今後間もなくそのコンサルを中心に提

案されると思いますから、それに肉づけなり、掘

り下げなりをして、よりグレードの上がるような

程度の機能性の高まるような、そんなような施設

づくりを目指したいということでございます。

また、必ずしも駐車場につきましては、先ほど

お答えさせてもらいましたが、十分とまでは言え

るかどうかというのは私自身も疑問に思っており

ますから、これはお客さんの入り込みに大きく左

右することがあろうかと思いますけれども、それ

らにつきましてもまた機会ありましたら御相談を

する機会があるかもしれませんけれども、それら

につきましては今現在で最大限の公約数的な施設

づくりを目指していきたいというふうに考えてお

りますので、御理解をいただきたいと思います。

東議員。〇議長（田中之繁議員）

大体理解をさせてい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたが、あそこには、風連にはもちとい

う非常に大きな目玉になるものが既にあるわけで

して、ですからこれからの取り組み方によっては

近隣の道の駅よりもすばらしいものができるかも

しれないなというふうに私も思っております。よ

その道の駅では、そういったネタ探しに苦労する

ということも多々あろうかと思いますけれども、

風連においてはそういったコンセプトが私はしっ

かりと確立されているし、そういったことを行政



－103－

からも、あるいは民間としてもしっかり高め合っ

ていけば、本当にいいものができるのではないの

かなというふうに考えておりますので、ぜひとも

そこら辺大胆な発想の中から距離感、ロケーショ

ン、そういったものを十分考慮していただいて、

建物的には立派なものを、立派というか、適切な

ものを考えていただきたいというふうに思います。

また、駐車場につきましてはいろいろお考えあ

るようですけれども、人の流れというのはやはり

建物の位置関係が決まってからになるのかなとい

うふうにも思いますので、そこら辺はおいおい十

分建物の形ができてから人の動きやすさというこ

とも考え合わせて検討をしていただきたいなとい

うふうに思います。建物についてはこれで終わり

ます。ぜひともそのような方向でよろしくお願い

したいと思いますけれども、あそこの道の入り方

についてなのですけれども、上り側から入ってく

ると右折になるわけです。そうすると、入ろうと

すると車がとまる、そしたら後ろから、外側から

追い越していきづらくなるというようなことも考

えられるのですけれども、将来において道路の拡

幅ですとか、そういった計画がおありなのか伺っ

て、終わりたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

早い段階だったと〇経済部長（手間本 剛君）

思いますけれども、そういった渋滞が懸念されま

すと、アクセスにつきましては。したがいまして、

旭川の方に向かっていきますと信号機があります

よね。信号機から緩やかに曲がって道の駅の前を

通過するというようなことになりますから、そち

らの方向の部分につきましては極めて渋滞が心配

されますというようなお話で、開発の方とも協議

をさせていただいております。開発につきまして

は、こういうお話だったのですけれども、その場

面につきましてはこの冬もデータをとられるのだ

ろうと思いますけれども、特に冬の渋滞が懸念さ

れますものですから、それにつきましては線路側、

ＪＲ側の方に用地を確保しながら、１車線を確保

することも手法としては考えられますので、それ

らの交通量等を十分踏まえて対処していきたいと

いうような御返答をいただいておりますものです

から、またこの冬、雪の状況をさらに見ていただ

いて、それから交通量も見ていただいて、そして

要請をしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。御理解いただきたいと思います。

以上で東千春議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

風連高等学校の存続について外２件を、村端利

克議員。

ただいま議長より御〇２８番（村端利克議員）

指名をいただきましたので、通告順に従い質問を

させていただきます。

まず、このたびは６月の定例議会において風連

高等学校の存続について質問させていただきまし

たが、質問時間が短く、私としては納得のいかな

い点が多くありましたので、本日改めて質問をし、

再度教育長のお考えをお伺いいたします。

私は、３も ０００人の人口の名寄市の中に４

高校が全校が存続することは厳しい状況であるこ

とは承知の上で質問をさせていただいております。

前回も申し上げましたが、名寄市の南玄関口の高

等学校として風連高校を存続させるべきと考え、

北部地区の第５学区全体の中で風連高校の存在価

値を早く示すべきでないかと思います。人口が

０００人、 ０００人の小さな町に高校が生き残

り、道北の拠点都市として名寄市の南玄関の高等

学校が残すことができないのか疑問を感じる次第

でございます。風連の町民の皆さんは、できない

となると何のための合併か疑問を残すことが多い

と思われます。今後名寄市の中の４高校をどのよ

うに位置づけられるのか、教育長のお考えをお伺

いいたします。また、前回質問した後の経過につ

いてもあわせてお伺いし、北部地区の第５学区の

高校がどのようになるのか詳しく御答弁をお願い

いたします。また、北部地区の学校のあり方につ

き対応策なども含め道の教育局に対しどのような
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運動をされてきたのか、新たな動きがあればお示

しを願い、具体的に御答弁を改めて教育長にお伺

いいたすものでございます。

次に、風連町の東地区運動広場の整備見直しに

ついてお伺いをいたします。１０年ほど前に東地

区体育ゾーンとして陸上競技場、また土間つき体

育館など夢を持っていた時期がございました。そ

の後時代の変化に伴い、また財政の悪化などが絡

み、施設の見直しが余儀なくされました。当時お

年寄りたちの一番楽しみにしておりましたゲート

ボール場を建設し、施設の一部を変更しながら、

現在に至っております。このゲートボールの会員

数が少なく、体育館の中で楽しんでいる現状です。

現在は使用していない施設で、草地となって醜い

状態となっております。そこで、私は周りの排水

関係などを整備し、隣の９ホールのパークゴルフ

場に９ホールを増設し、１８ホールに整備するべ

きと考えます。また、この場所は教育委員会の管

理場所ですから、整備ができました後は学校の教

育の一環として軽スポーツをし、子供とお年寄り

の憩いの場、きずなの場とすることによい場所で

あると考えますが、教育長のお考えをお伺いいた

します。

１０年ほど前にグラウンドゴルフ場として使用

しておりました１８ホールのコースについてお伺

いいたします。この場所については、御承知のと

おりグラウンドゴルフの始まりで、利用者の方々

がかなり我慢をして使用していることは事実です。

スタート台とカップのところは我慢はできますが、

コースの中の砂利わらを土の入れかえをし、芝の

張りかえをしていただきたい。使用している方々

が困っております。クラブが傷み、足が痛いなど

苦情をお年寄りたちが言っております。車に乗れ

ない方、自転車で来るお年寄りたちの憩いの場と

して、東地区に３６ホールのパークゴルフ場がで

きることを望んでおります。まちの中の御婦人方

や多くのお年寄りの方々が楽しみにしております。

３６ホールの整備が整いましたら、その後の管理

体制を天塩川河川敷地もあわせて整えるべきと考

えます。現在までは何とか関係者の皆さん方が話

し合い、協力し合って管理をしております。７０

歳を過ぎた老人たちで、もう限界が来ております。

芝の管理は大変であり、専門家が必要と考えます。

今後全市のパークゴルフ場全体の管理をどのよう

にされるか、お考えがあるのか市長並びに教育長

のお考えをお伺いいたします。

次に、風連市街地区と東地区を結ぶ道路新設に

ついてお伺いいたします。私は、五、六年ほど前

の風連町議会において一般質問を何度かさせてい

ただきましたが、その後風連町町内会長会議、区

長会議の協議をしたと聞いておりますが、いつの

間にか話が消えてしまっております。その後の経

過について現在はどのようになっているのかお伺

いいたします。町民の声を反映させ、中心市街地

再開発の中に企画するべきと考えますが、企画の

中にないとはどうしてか、どういうことかお伺い

いたします。

また、ことしの７月２０日の日の区長会、町内

会長会議の中で保線橋の改修問題について東地区

の住民の代表の方から要請がされたと聞いており

ますが、その経過についてお伺いいたします。

また、東地区に学校が２校あり、公営住宅があ

り、一般住宅、神社、プール、体育施設がありま

す。そして、多くの町民が市街地区と東地区を行

き来する、往来する方が多い。東地区の方で自転

車に乗れない、自転車で楽にまちに行き来できる

ように何とかしていただきたいと望んでおります。

そこで、私は車道が無理であれば人道だけでも整

備をしてほしいと思います。現在は、上下線のホ

ームは片側だけしか使用しておりません。この保

線橋付近を利用してでも整備をし、関係者たちに

優しい道路整備をしてほしいと望んでおります。

このことを早急にＪＲ名寄か士別営業所に交渉し

ていただきたい。そして、東地区東西を結ぶ道路

新設に向け努力していただきたい。これで中心市

街地活性化の糸口として突破口が開けるのではな
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いか、また市街地再開発事業に大きな進展になる

と考えますが、市長のお考えをお伺いいたします。

以上、３点について質問させていただきます。

市長並びに教育長の賢明なる御判断をよろしくお

願いいたします。以上でございます。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、大き〇教育部長（今 裕君）

な項目１番の風連高等学校の存続についてと大項

目２番の風連東地区の運動広場見直しについてお

答えし、大きな項目３につきましては建設水道部

長より答弁いたしますので、よろしくお願いいた

します。

風連高等学校の存続についてでございますけれ

ども、関連しておりますので、一括してお答えし

たいと思います。風連高校の存続に関しましては、

さきに開催されました６月定例会においても議員

の皆さんから学科転換による存続やキャンパス校

としての存続などの提案がなされ、事務局段階で

研究してまいりました。また、地元の動きといた

しましては、去る７月２５日に風連高等学校教育

振興協議会並びに同窓会、父母と教師の会の連名

で、道教委に対しまして学校存続に関しての要望

書が提出されております。このような状況の中、

北海道教育委員会は８月、平成２０年度以降の高

校教育を推進するため新たな高校教育に関する指

針を正式に決定いたしました。この新たな高校教

育に関する指針によりますと、望ましい学校規模

は１学年４学級から８学級で、３学級以下の小規

模校については原則として再編整備の対象として

おります。第１学年３学級の高校につきましては、

近隣の高校との再編を進め、２学級以下の高校は

原則として通学区域における中学校卒業者の状況、

学校規模、欠員の状況、地元からの進学率、通学

区域内における同一学科の設置状況などを総合的

に勘案し、順次再編整備を進めるとしております。

ただし、地理的状況などから再編が困難であり、

かつ地元からの進学率が高い場合は地域キャンパ

ス校化を図り、第１学年１学級の高校から順次導

入するとしておりまして、第１学年の在籍者が２

０人未満となり、その後も生徒数の増加が見込ま

れない場合は再編整備を進めることとなっており

ます。また、学級定員は４０人といたしまして、

今までございました特例２間口校の設置について

は行わないことを明確にしております。

キャンパス校化につきまして道教委に詳しくお

話をお聞きしたところ、職業高校につきましては

同一市内のキャンパス校化は可能でございますが、

普通科高校の同一市内のキャンパス校化は基本的

に考えていなく、地理的に困難な学校が対象との

ことでございました。上川北学区では、平成１７

年の中学校卒業者数７２２人が平成２１年には５

６６人と推計されておりまして、現在１２高校２

２間口が平成２１年には１６間口から１７間口で

間に合うこととなり、１９年度の公立高等学校適

正配置計画では士別市内高校の新設統合が既に決

定してございます。名寄市内だけで見ますと、平

成１７年の中学校卒業者数２９０人が平成２１年

には２３４人と見込まれまして、６間口から７間

口で間に合うこととなり、現在４高校で１０間口

ございますので、単純に計算しますと３から４間

口多い勘定となります。子供の数の減少が続く中、

活力ある教育活動を展開し、生徒の多様な選択を

可能とするため基本的には高校の再編整備の動き

が強まるものと思われますので、名寄市教育委員

会といたしましては今後も子供たちが多様な選択

ができ、生き生きとした教育活動のできる環境の

整備を道教委に提言していきたい、そのように考

えております。

次に、風連東地区運動広場についての御質問に

ついてお答えいたします。大きく五つの項目に分

かれての御質問でございますけれども、関連して

おりますので、一括して答弁させていただきます。

御案内のとおり、現在風連東地区運動広場には芝

の本格的な９ホールのコースとグラウンドゴルフ

場跡地を利用した１８ホールの簡易コース、合わ

せまして２コース、合計２７ホールのパークゴル
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フ場がございます。これらの面積を合わせまして

約 ５約クタールでございまして、そのほかにゲ

ートボール場が約 ５約クタールございます。敷

地といたしましては、ゲートボール場を含め約４

約クタールでございますので、現在の２７ホール

を含め、あと９ホールの増設が可能だと考えてお

ります。

ゲートボール場でございますが、平成１６年に

風連ゲートボール協会が会員の高齢化と会員の減

少で解散しましたときに、当時の風連町教育委員

会に東地区のゲートボール場は自主管理ができな

くなったため、今後利用しないとの申し入れがあ

りましたので、その利用については風連体育協会

を初め隣接するパークゴルフ場の一部自主管理を

し、利用してございます風連パークゴルフ愛好会

と相談をしてきているところでございます。

また、グラウンドゴルフ場跡地の簡易パークゴ

ルフ場１８ホールの整備でございますが、以前陸

上競技場用地として確保していたところでござい

ますが、平成１２年に風連体育協会から陸上競技

場としての整備要望は断念したとの申し出ととも

にスポーツ施設用地として確保されたいとの要望

がございまして、簡易パークゴルフ場として利用

している現状でございます。このコースにつきま

しても風連パークゴルフ愛好会の自主管理で運営

しているところでございますが、愛好会の会員の

方につきましても御高齢の方が多く、コース管理

をすることが難しい状況にあるとも聞いておりま

す。このため現在風連地区にある他のパークゴル

フ場の利用状況などを考慮するとともに、関係団

体並びに利用者の御意見を参考にしながら、パー

クゴルフ場のあり方並びに管理の仕方などについ

て検討してまいりたいと考えております。

子供とお年寄りの憩いの場としての整備につい

てでございますが、少子高齢化の現在御高齢の方

と子供との交流は大変重要なことと考えておりま

す。お年寄りの入所している施設などでは、子供

たちが訪問いたしますととても喜ばれるとも聞い

ております。議員の質問の趣旨にはこの辺のとこ

ろも含まれていると考えておりますが、東地区運

動広場は現在これらの交流も可能な施設と考えて

おります。お年寄りと子供の交流は、現在ありま

すあらゆる施設を利用して進めていきたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目で３〇建設水道部長（松尾 薫君）

番目でございます。風連市街と東地区の連絡道路

につきまして４点にわたり御質問をいただいてお

ります。一括してお答えをさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

風連駅跨線橋は、昭和３９年に建設をされまし

て、風連高校の生徒の皆さんを初め多くの市民に

利用をいただいているところでございます。平成

１３年に御質問を受けて以降もＪＲの協議はいた

しましたが、当時町長がお答えを申し上げました

とおり、跨線橋で安全を図っている状況でござい

まして、危険な平面交差踏切の造成を行うことは

困難であるとの回答でございましたし、またＪＲ

歩道橋の改修は目的が違うこともございまして困

難であると思われます。去る７月２０日の町内会

長、行政区長と行政との懇談会におきましても、

自転車でもスムーズに通行できるようにとの要望

がございましたけれども、階段部分を大幅に改修

し、スロープを設置しなければならず、多額の費

用が必要となるため、今の財政の状況では非常に

難しい状況である、そのような内容の御回答をさ

せていただいているところでございます。新しい

まちが誕生いたしまして、市街地再開発事業等で

中心部が変わっていく、その過程の中でＪＲなど

との協議をさせていただきたいと考えております

ので、御理解をいただきたいと思います。

以上、御答弁とさせていただきます。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

風連高校の存続につ〇２８番（村端利克議員）

いて再度お伺いいたします。
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普通高校の名寄高校、風連高校ともに同じ存続

をせいということは私は当初から無理だというこ

とは考えております。前段で、６月の議会でも申

し上げましたが、名寄農業高校の分校として始ま

った風連高校です。職業高校としての位置づけを

考え、またキャンパス型で考えることを風連高校

も仲間に入れて、道立農業高校の連携をする本校

を風連に持ってこいと、こう言う町民の方もいら

っしゃいます。名寄農業の本校を風連に持ってい

き、試験、それからいろいろ勉強の場所は、体験

する場所は規模もいろいろありますから名寄の今

の高校でやってはどうかという、これは私の単純

な考えで話ししておりますので、そういう方法も

あるぞということをちょっと頭の中に入れて、再

質問させていただきます。

やはり農業高校、それから課程では職業、それ

から林業、森林組合も来月は中川から風連まで一

気に合併します。そして、風連に拠点が来ます。

やはり林業科、音威子府が何でああいうふうによ

その町から子供たちが集まるのか。やはりアイデ

アが一番大切だと思うのです。風連高校に来てい

ただけるような、子供が少ないから、卒業生が少

ないからというような単純な話で、アイデアをつ

くって、風連高校に来ていただくという環境づく

りが一番大切だと思うのです。やはり名寄高校も

四つある高校の中でも新しいアイデアで、新しい

メニューを考えて、風連高校はこういうことでい

きますよと。もう来年から次の入学する生徒の募

集もかかわってくるわけです。私はやっぱり早い

時期に早く打ち出して、風連高校のあり方という

ものを打ち出さなければ出おくれてしまう。後か

ら、道の方針が出てから慌てて風連はどうするの

だといっても私は遅いと思うのです。その点で風

連高校として新しいアイデア、新しい規模の考え

方があるのかどうか、この点とあわせて教育局の

方に教育長も何度か行かれているということも聞

いておりますが、その経過などについて御答弁を

願います。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

先ほど部長から客観的〇教育長（藤原 忠君）

な情勢についてはお話をしたところでございます。

そういう中で、名寄市内４校に置く立場も今大変

厳しい状況にあるということで、御案内のとおり

旧名寄市としては名寄農業高校と名寄光凌高校も

そのままでは、単独では存続できないということ

から、キャンパス型の高校を考えさせていただき

ました。名寄農業高校のキャンパスを利用して農

業の専門性をしっかり守る、光凌高校のキャンパ

スを利用して光凌高校にある建築、機械、電気あ

るいは家庭科の専門性をしっかり守ろうと、こう

いうことで何年間も議論を重ねてきたわけでござ

いますが、一つはその中に風連高校が加わらない

のかなというお話でなかったかと、こう思うので

あります。そのことにつきまして私も道教委に直

接出向きまして、幹部にもお話をしてまいりまし

た。しかし、道教委の基本的な考えとして、職業

高校の中に普通科高校をキャンパスとして組み入

れることは全く考えていないと、こういうお話だ

ったのでございます。そういうことから、そのこ

と自体についてはそういうことを受けるしかなか

ったわけでありますが、今お話しのとおり、それ

ではほかに何か考え方がないのか、音威子府高校

のように間口が充足するような、そういうアイデ

アはないのかと、こういうお話でございます。な

かなか難しい問題かなと思うのでありますが、い

ずれにしましてもこのままですと、御案内のとお

り士別の２校が１校になってしまいました。これ

はキャンパスではありません。１校になってしま

いました。それから、釧路などは３校が１校にな

ってしまいました。こういうことがどんどん進め

られている中でありますので、大変危機感を覚え

ております。私たちも何かそういう意味で風連高

校を残すような、そういうアイデアがないものか

鋭意考えながら、やはりとりあえず、とりあえず

といいましょうか、当面風連高校がすぐには消え

てしまわない、残っていくということをこれから
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も道教委に発信していかなければならないと、こ

う考えているところであります。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

まず、残すために努〇２８番（村端利克議員）

力していただく、努力するにはやはり汗をかき、

知恵を絞り、そして近隣町村にない風連高校とし

てのあり方をどうするかということが私は一番大

切だと思うのです。同じ職業高校というあれで、

下川の学校にも風連から行く生徒もいるわけです。

音威子府の高校には内地からも来ているわけです。

やはりあの学校に行くとこういうことできるよと、

こういう勉強ができるというアイデア、新しい教

科、課程があれば遠くからでも来てくれる、そう

いう高校に何とか生み出してほしいなというのが

我々の願いです。やはり私も先ほど言いましたよ

うに ０００人から ０００人の小さい町、風連 

では残り切れないと。しかし、名寄と一緒となっ

たために何とかここに風連高校が残ったよという

ことになれば、町民もやはり合併してよかったな

と。何のメリットもない、合併しても何のあれも

ないことであれば、町民の皆さんにも申しわけな

く思います。教育委員会として、教育長として風

連高校を、どこにでもやっぱり南、北高校という

のはあるわけですから、南高校として、風連高校

という名前はなくしてもいいですから、南高校と

しての存在価値を高めて、職業高校か、あるいは

新しいあれで何とか残していただきたい。道の局

の方針が出てからでは私は先ほども言いましたよ

うに、もう士別では１校にする、あそこはなくな

る、そういう方向性が出てしまってから風連高校

は残したいと言っても私は遅いと思います。やは

り一日も早く風連高校を残すのだという気力の中

で、気迫の中で、新しいアイデアを考えていただ

きたいと思いますが、この点もう一度お答えをお

願いします。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

先日９月５日の日に私〇教育長（藤原 忠君）

風連高校の振興協議会の会長さんとか、あるいは

ＰＴＡ会長さん、同窓会長さんなどが道教委に要

請に行ったその御報告を受けまして、そしてそれ

らをしっかりと把握した上で道教委に行ってきた

のでございます。その中で、風連高校の存続につ

いて幹部とひざ詰め談判をしてまいりました。そ

の中で、私自身もアイデアは幾つかあったわけで

ありますが、その一つは先ほどお話ししたキャン

パスの中に風連高校も入らないのかという、こう

いう期待がございました。それから、もう一つは、

名寄高校がございます、普通科として。その名寄

高校と風連高校が実際にスクラムを組んでいけな

いのかと、こういうアイデアも出させていただき

ました。あそこは、中学校と高校が隣り合わせに

なっています。中高一貫教育などについても取り

組む余地はないかと、こういうさまざまなお話を

させていただいたのでありますが、そういう中で

は返ってくる答えはキャンパス型については先ほ

どのお話のとおりであります。それから、名寄高

校とのスクラムについては、これは当面の間とい

うことであれば考え得る話であると、こんなちょ

っとしたお話はいただいたのですが、存続にスト

レートにつながるというお話ではございませんで

した。例えば学校間連携をとりながら風連高校に、

今１間口で３学年そろってしまいましたので、先

生方の数が少なく、専門の先生もいないところが

あります。そういうところを名寄高校と連携しな

がら、教育の質が落ちないように教育を進めてい

く、こういうことなど当面は考えられないことも

ない。あるいは、風連高校の生徒がある時期名寄

高校の生徒と一緒になるようなことも考えられな

いわけでもないというようなお話はいただきまし

た。それから、中高一貫教育につきましては、も

う道教委ではやめたというお話でございます。一

定程度各地域でそういう拠点校をつくらせていた

だいたと、これから新たに中高一貫教育をさらに

校数をふやして進める予定はないと、こんなこと

でございまして、私もアイデア不足なのかもしれ

ませんが、いろいろお話しした中ではなかなか厳
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しい状況があるということを実感して帰ってきた

のであります。それで、先ほどのように大変今危

機感を覚えているというのはそういう意味でござ

いまして、特にそのとき指摘がありましたのには

地元の進学率がどれくらいかということも突き詰

められました。それで、ここでいう地元というの

は今までの風連地区の風連高校に対する進学率な

ども突き詰められたところであります。その辺で

数を考えますと、来年３月、風連中学校、それか

ら日進中学校合わせて卒業生は３８名しかないと

いうようなこともあって、２０人を切ったら新し

い指針では終わりですよという、そんなきつい話

もあったりして、実際のところ大変そのときは暗

い思いで帰りの汽車に乗ったということを記憶し

ているのであります。しかし、だからといってあ

っさりあきらめるのではなくて、やっぱり何かそ

のほかにも道教委といろいろ話をこれからもして

まいりたいと、こんなことは考えているところで

あります。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

もう終わりとか、も〇２８番（村端利克議員）

う少ないとかという話は余り聞きたくないので、

とにかくまだまだ名寄市の３も ０００人の中に

風連高校があるのだということを念頭に置いて、

やはり存続に向けて、風連だけのことを考えて私

も言っているのではありません。とにかく名寄市

の中の南高校として、今後新しいアイデアの中で

残していただきたいというのが私の願いです。も

う３年ほど前に高校振興協議会が道の方に陳情に

行っております。今回も行って、何度も行ってそ

ういうことは、ここに協議会の会長もおりますけ

れども、私もその協議会の役にも多少はついてお

りましたので、中身についてはわからないで言っ

ているわけではないのです。そういう意味で、や

はり風連高校を残すのだという熱意のもとに今後

も立ち向かってやっていただきたいと思います。

あわせて運動広場の整備見直しについてでござ

います。先ほど部長さんの話にありましたように、

ゲートボール場がもう閉鎖しております。また、

ゲートボール会員もそれだけいなくなったと。今

現在Ｂ＆Ｇの中、またはしらかばハイツの裏庭の

方でゲートボールを楽しんでいるのが実情です。

やはりその方々もここにもう９ホールつくってほ

しいよねと、してほしいよと、そういうお年寄り

たちが話をしている、また要望されております。

それで、私はあそこはもう整地をされております

から、あと表土を少し運び入れるのと排水の整備

をすることでそれほど大きな金額になるとは思え

ませんが、そういったことでこの点についていつ

ごろこういったことをしていただけるのかどうか、

この辺について御答弁願います。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

東地区のパークゴル〇教育部長（今 裕君）

フ場、９ホールの増設というようなお話だったと

思いますけれども、あそこのパークゴルフ場は市

街地区から非常に近いということで、御存じのよ

うに徒歩、あるいは車を持っていない方が自転車

で通ってきて、聞くところによりますと年間 ５

００人ぐらい利用しているというようなお話も聞

いております。教育委員会といたしましては、高

齢者の健康増進に役立つ重要な施設というふうに

位置づけておりますけれども、利用団体などと十

分に協議を進めまして、現在進められております

総合計画の中にも織り込んで検討していきたい、

そのように考えております。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

ただ単に私たちも１〇２８番（村端利克議員）

０年ほど前はパークゴルフなんていうのは遊びの

一端だというふうに考えておりましたが、やはり

今お年寄りたちが健康で過ごせるのはパークゴル

フを楽しみながら毎日運動する、そして病院にか

かるのも３回行くのが２回になり、１回になり、

行かないで済むというようなことも聞いておりま

す。やはりそういった医療費の削減だけでも大き

な貢献しているのでないか。そういう意味からい

っても、私はやっぱりあの場所、そしてまちの人



－110－

たち、お年寄りたち、車に乗る人は天塩川まで来

るのですけれども、やはりこの場所で２時間でも

３時間でも遊べることはいいよねという、そうい

うお年寄りたちの懐かしい気持ちを聞きますと、

一日も早く整備をしていただきたいなと。そして、

お年寄りたちの思いを何とか成功させていただき

たいなというのが私の願いなので、一日も早くや

はりこういった計画の中に、総合計画の中でどう

のこうのではなくて、一日も早くこういったこと

を取り入れて私はやっていただきたい、これを願

うものです。

あわせて線路、東と西を結ぶ道路について再度

お伺いいたします。この道路については、私も五、

六年前に質問させていただいております。現に多

寄町もあの町の中に、駅のところに５年前に完成

して、できているのです。あのときには、多寄の

線路東には家も何もないのです。砂利わらで、道

路もろくについていなかった。しかし、線路踏切

をつけたためにあの道路が、東３号までの道路が

今舗装になってできております。人家は１軒か２

軒しかないです、農家の家は。そういうような状

況でも、地元の熱意と運動の仕方によってはあれ

ができているのです。駅の列車がとまる踏切のと

ころで、そういう施設が多寄に現在できているの

です。私は、そのときから何度か風連にもできな

いかということを話しておりましたが、当時は上

り下りも結構汽車も通っておりましたが、今はも

うあのホームも片側しか使っていません。それと、

裏側にも天塩川の水路の横に少し補修すれば線路

まで行ける道路がついております。あと、保線橋

のそばは、農協の駐車場がありますから道路がつ

ながっているのです。農協の横と、それから今藤

商店の倉庫の斜め道路がつながれば、ちょうど道

路がつながるわけです。私は、そういったことを

現地を見ながらお願いをしたり、話もしているの

ですが、やはりもう階段を自転車押して上がった

りするのは、学生ならいいけれども、お年寄りは

ちょっと無理ですよと、そういうようなことを話

を聞いております。そういったことで、運動すれ

ば私はできぬことではないというふうに感じてお

りますが、この点についてもう一度御答弁をお願

いいたします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

村端議員にはこ〇建設水道部長（松尾 薫君）

の課題につきまして何度か御質問いただいている

ということでございます。しかし、ＪＲとの協議、

あるいは財政の状況等もございまして、先ほど御

答弁させていただきましたとおり、非常に困難な

状況ということでございますので、ぜひ御理解を

いただきたいと思います。

なお、跨線橋につきましては、ことしの春に、

設置以降４０年以上経過しているわけですけれど

も、強度の調査をいたしました。今まで恐らく横

からも力を受けていないということもありまして、

非常に堅固な状態ということでございます。冬に

つきましては、積雪等の一定の荷重はあるのでし

ょうけれども、非常に丈夫な状況でございました。

今後も上あるいは横からの衝撃的な荷重を受けな

い限りは、当分の間は使用はできるというふうに

考えております。今後現跨線橋の保守管理と、そ

れから特に夜間の安全管理も含めまして、それら

について努めていきたいというふうに考えており

ますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

跨線橋をなくして道〇２８番（村端利克議員）

路をせいという、新しい道路をつくれということ

はもう無理だということはわかっていながら、し

かしその無理をどうしてやらなければならぬのか、

そこを考えていただきたいのです。やはり時代が

変わってきます。昔と違って時代が変わってきて

います。もう駅に職員もいなくなり、そしてあそ

こを自由に行き来、切符も売っていないのです。

そういう状況の中で、確かに線路を横断するとい

うことは交通の関係で難しいとは思いますが、先

ほど言いましたように現に多寄ではそういうこと

は実行しているわけです。駅のところに汽車がい
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ると、やはり遮断機がおりて、車がとまっている。

これは、どこのあれでも遮断機がおりればみんな

とまること間違いないです。私は、運動の仕方に

よってできるということを確信しているからこう

いう話をしているので、難しいから、無理だから

で片づけるのであれば、何もしない方が無理がな

くて一番いいのです。やはり厳しくても、無理で

も交渉しながら、前向きに何とかしてみますよと

いう私は誠意が大事だと思いますので、この点に

ついてもう一度明快な答弁をお願いします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

風連地区の非常〇建設水道部長（松尾 薫君）

に重要な課題の一つということで押さえさせてい

ただきますけれども、しかし現状は先ほどお答え

させていただいたとおりの状況ということですの

で、当分の間はただいまの利用形態で進めていき

たいというふうに考えておりますので、ぜひ御理

解をいただきたいと思います。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

保線橋ではなく、道〇２８番（村端利克議員）

路をつくってくれということを言っているのです

よ、道路。ですから、今保線橋を改造せいとか直

せと、私も見てきました。今あるものを修理する

といったら相当なお金かかります。そのお金をか

けるよりも、あの横のてしおがわ土地改良区の用

水路の横にもう道路がついているわけです。そう

すると、線路を横断するだけですから、それほど

びっくりしたことにならないと、そういった交渉

をして道路をつくっていただきたいと。そして、

運動広場の改修と同時に住宅、いろんな人がいる

わけですから、そういった通路にして、優しい道

路、町民にわかりやすい道路をつくっていただき

たいというのが私の願いで、もう一度御答弁をお

願いします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

踏切の新たな設〇建設水道部長（松尾 薫君）

置につきましての将来への地域づくりへのいい意

味での影響というのは、議員御指摘のとおりだと

思います。しかし、何度もお話しするしかないわ

けでございますけれども、ＪＲとの協議、特にＪ

Ｒの工事につきましては事業費の投入、地元の負

担の仕方が非常に特殊でございまして、非常に一

般の工事よりも費用負担が多くなるということ等

もありまして、先ほど来からお答えをさせていた

だいておりますとおり、財政状況等もございまし

てという、そういう意味合いでございますが、等

々の事情で当分の間は現在の施設の状況で推移を

させていただきたいと、そういう意味でございま

す。決して必要性がないということでのお答えを

しているわけではございません。大きな課題の一

つというふうにとらえさせていただきたいという

ふうに考えております。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

今当分の間我慢せよ〇２８番（村端利克議員）

ということであれば、お年寄りの方々にも我慢し

ていただく話をできるのですけれども、検討しま

す、努力しますよという言葉がいただけるのだっ

たら、やはり一日も早く、多寄でさえできたとい

うことは誠意を持ってお願いし、またそれなりの

人を頼んでと言ったら悪いですが、そういった人

を要請しながら実現していることは間違いござい

ません。多寄の方々に聞いても、それほど地元負

担かかっていないよと、お金かけてやったのでは

ないよと、そういう話を聞きますと、多寄にでき

て風連に何でできないのというのが住民感情です。

そういった意味からいっても、私は私の元気なう

ちに何とかこれを実現させたいという気持ちでお

願いしているわけですから、努めてＪＲに要請を

して、一日も早く実現することをお願いして、私

の質問を終わります。

以上で村端利克議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

１５時４０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時２６分

再開 午後 ３時４０分



－112－

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

名寄市農業振興策について外１件を、木戸口真

議員。

議長より御指名をい〇９番（木戸口 真議員）

ただきましたので、通告に従い２点について質問

をさせていただきます。

１点目に、名寄市農業振興策について、名寄市

農業・農村振興審議会、名寄市農業振興対策協議

会の取り組みとあり方について。新名寄市がスタ

ートして５カ月が経過いたしました。旧名寄市、

旧風連町のそれぞれの歴史を持ち、違いもある中

一つの市として発展を目指し、合併いたしました。

１次産業である農業を取り巻く状況は厳しく、と

りわけ合併による相乗効果モチ米生産日本一に期

待が高まるところであります。これらのことから、

名寄市農業・農村振興審議会、名寄市農業振興対

策協議会がともに７月に設置され、今後の名寄市

農業振興の役割を果たす機関と考えるものであり

ます。先般行われた新名寄市総合計画を考える地

域懇談会の中でも、来年度から始まる新たな農業

施策に対する不安の声が聞かれたとの報告が出さ

れました。こうしたことから、新しい施策に対す

る行政としての取り組みと説明責任が大変重要と

なります。合併により充実したスタッフをそろえ

ておられ、ぜひとも農業者にとって有利な対応が

できるような対応をしていただきたいと思うもの

であります。

ここで名寄市農業・農村振興審議会、名寄市農

業振興対策協議会の取り組みとあり方についてお

伺いいたします。名寄市農業・農村振興審議会は、

振興計画、補助金の認定などの取り組みと今後に

ついて。さらに、名寄市農業振興対策協議会の農

畜産物の生産振興に向けた取り組みと今後の考え

方について。さらに、平成１９年の新たな施策、

品目横断的経営安定対策、農地・水・環境保全向

上対策、見直しが必要となった施策、産地づくり

対策、調整が必要となる施策、米の需給システム

対策についての今後の取り組みと考えをお伺いい

たします。

２点目に、名寄市防衛施設周辺農業用施設設置

助成事業の経過と目的、今後の考え方について。

日本の北の防衛基地として位置する名寄駐屯地、

長年にわたり北の前線基地としての役割を果たし、

日本はもとより名寄地区の防衛、災害等にも御支

援をいただいていることに感謝している一人でも

あります。さて、自衛隊駐屯地防衛施設があるこ

とにより、周辺の生活環境や地域開発に影響を受

けている市町村があり、それらの市町村には交通

施設、レクリエーション施設、社会福祉施設等の

公共施設の整備に使用できる交付金があります。

当名寄市においても長年にわたり市の施設、環境

整備に交付され、ことしも屋内南プール改築にも

交付されているものであります。平成１５年から

は周辺の農業施設等にも適用され、平成２０年ま

での計画がなされております。４年が経過してい

るものであります。これまでの事業総額費では１

億 ５００も円で、３分の２以内の補助であり、

大変有利な事業であります。厳しい農業情勢の中、

名寄市内一円での農業生産向上対策として取り組

むことができないものかと思うものであります。

名寄市防衛施設周辺農業用施設設置助成事業の経

過と目的、今後の考えをお伺いいたします。

大項目の２点目、安心、安全のまちづくりにつ

いて、住宅用火災警報器の設置について。消防法

改正により、ことし６月１日から新築の住宅に住

宅用火災警報器等の設置が義務づけられました。

既存住宅は、平成２３年までの猶予があるわけで

ありますが、すべての住宅に設置が義務づけられ

ております。昨年も定例会の中で同僚議員が質問

しているところでありますが、既に風連西町団地

公営住宅３棟６戸の整備が進められ、住宅用火災

警報器の設置がなされると聞くところであります。

まだ設置がされていない数多くの公営住宅がある

わけですが、市として既存の公営住宅の設置につ

いての考えをお伺いいたします。また、住宅火災
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による死者数は高齢者が多く被害に遭われておら

れ、早期の対応が望まれるものであります。総合

計画での計画を持っているのかもお伺いいたしま

す。また、高齢者、低所得者の住宅用火災警報器

の設置に対する福祉対策はどう考えておられるか

をお伺いいたします。

次に、名寄市災害弱者緊急通報装置の設置につ

いて。市内において在宅のひとり暮らしの老人等

に緊急通報装置を設置し、消防署、出張所と電話

回線で直接結ぶことによって急病、災害等の発生

の緊急時における迅速かつ適正な救急体制をとる

ことにより独居老人等の生活不安の解消及び人命

の安全を確保するとともに、福祉の増進に資する

ことを目的として設置されております。名寄地区

では約２００世帯の高齢者に災害弱者緊急システ

ムが設置されております。端末装置のシステムの

更新がなされ、熱感知で自動通報システムが導入

されていると聞くところであります。去る８月２

１日の市議会議員協議会で示された過疎地域自立

促進市町村計画では、風連地区の約８０世帯の端

末装置の更新事業では平成２１年度 ５００も円

の実施計画がなされているわけですが、名寄地区

の端末装置の更新が平成１７年に済んでいる状況

であります。風連地区においても既にセンター機

の導入がされております。３年後の実施では、住

民の公平なサービスからも早期の風連地区の災害

弱者緊急システムの端末装置の導入を求めるもの

であります。

住宅用火災警報器の設置、名寄市災害弱者緊急

通報システムの設置について以上を質問申し上げ、

名寄市民の安心、安全のまちづくりの観点からも

早期の実施をする考えがあるのかをお伺いいたし

ます。

以上です。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま木戸口議〇経済部長（手間本 剛君）

員から大きな項目で２点にわたり御質問をいただ

きました。１点目につきましては私の方から、２

点目の（１）のうちのぽつ２でございますが、高

齢者、低所得者等の福祉的な対応はから（２）に

つきましては福祉事務所長から、戻りますけれど

も、（１）のぽつ１、名寄市市営住宅の対応につ

きましては建設部長からのお答えとなりますので、

よろしくお願いをいたしたいと存じます。

初めに、名寄市農業振興策についての１点目で

ございますが、名寄市農業・農村振興審議会、名

寄市農業振興対策協議会の取り組みとあり方につ

いてのお尋ねでございます。名寄市農業・農村振

興審議会につきましては、名寄市農業・農村振興

条例に基づき、本市農業農村の振興の円滑な推進

を図るため設置することとしており、一つ目には

農業振興計画の策定、二つ目には農業振興地域整

備計画の策定、三つ目には新規就農者の認定、四

つ目にはその他農業振興上必要なことについて市

長の諮問に応じて審議していただくもので、農業

関係機関の長のレベルを中心に１２名に御委嘱を

させていただいたところでございます。名寄市農

業振興対策協議会は、農業農村に携わる関係機関、

団体、生産者などが連携して農業農村の活性化と

持続的な発展に向けた施策の検討や事業の推進を

図るため設置し、総勢で２５名で発足させていた

だいたところでございます。本協議会は、全市的

な農業戦略の協議、実行機関として位置づけてお

り、協議会のもとに水田、畑作、畜産などの部会

を設置させていただいておりまして、事業の円滑

な推進を図るものでございます。これらの機関は、

農業所得の低迷による農業従事者の減少、高齢化、

農業後継者不足等により厳しい情勢下にある新名

寄市の農業農村を持続的に発展できるよう現在策

定中の新名寄市農業・農村振興計画の策定や各種

農業施策の推進に御指導、御協力をいただくとと

もに、平成１９年度から始まります経営所得安定

対策大綱に基づきます米政策改革推進対策、ある

いは品目横断的経営安定対策、さらには農地・水

・環境保全向上対策等の新たな施策の導入に向け

て、円滑に事業が推進できるよう協議、検討をし
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てまいるものでございます。

一つ目の部分でございますけれども、品目横断

的経営安定対策につきましては、９月１日から秋

まき小麦を作付する農家から加入の申請手続が始

まりました。行政報告で述べましたとおり、対象

が担い手であり、認定農業者で該当すべく指導し

ているところでございます。当市は、特例により

面積要件は ８約クタールとなったところでござ

います。面積基準が明確になりましたので、対象

農家を認定農家にすべく指導しているところでご

ざいますけれども、経営規模要件が満たない農家

につきましては農家の意向を確認し、一つ目には

農地流動化による農地の集積、二つ目には農業受

委託による面積の算入、三つ目には所得特例によ

る認定により対象作物作付農家を交付金の対象と

なるようＪＡ、農業委員会、農政事務所と協議し、

できるだけ多くの農家が対象となるように対応し

てまいりたいというふうに考えてございます。

次に、農地・水・環境保全向上対策につきまし

ては、農地、農業用施設等の資源や環境の保全、

向上を地域が共同で行う効果の高い活動を支援す

るものでございます。支援水準は、反当で水田で

４００円、畑で ２００円、草地につきまして 

は２００円で、市の全農地が対象となれば約２億

円強が地域へ交付され、負担につきましては国が

２分の１、道が４分の１、市が４分の１となりま

す。現在他市町村で行われているモデル事業地区

の状況を検証しながら、国、道が問題点を整理し

て、来年３月末から４月上旬に事業実施要綱要領

が示される予定でございます。当市におきまして

は、関係団体と協議を行っている段階で、近々国、

道が行う説明会を踏まえまして、地域等において

説明会を開催してまいりたいというふうに予定を

させていただいているところでございます。

次に、新たな産地づくり対策、あるいは米の需

給システムについてのお尋ねでございますけれど

も、米政策改革につきましては平成２２年度まで

に米づくりの本来のあるべき姿の実現を目指すと

しておりまして、需給調整システムにつきまして

は平成１９年度から国、行政による配分ではなく

して国の情報提供による農業者、農業者団体が主

体的に需給調整を実施するものでございます。二

つ目には、地域水田農業推進協議会から提供され

る情報をもとに、ＪＡなどの方針作成者みずから

の生産目標数量を決定し、生産調整方針に参加す

る農業者に配分するものであります。さらに、三

つ目では、地域水田農業推進協議会は実効ある形

での参画のもとにＪＡなど方針作成者間の調整、

配分ルールにより主体的な需給調整を支援いたし

まして、地域全体の調整機関の役割を果たすこと

としていることでございます。まだ詳細はおりて

きておりませんけれども、新たな産地づくり関係

につきましては産地づくり交付金、それから耕畜

連携水田活用対策は同額程度で継続されるもの、

それから麦、大豆品質向上対策、あるいは畑地化

推進対策は廃止、稲作所得基盤確保対策は産地づ

くりの交付金に含まれての対応、あるいは担い手

経営安定対策は品目横断的経営安定対策に移行さ

れます。集荷円滑化対策は実効性を確保して継続、

新たに過去の実績のない生産調整拡大を含め、概

算要求ではほぼ現状程度というふうに押さえてい

るところでございます。

新市における今後の取り組みと考え方でござい

ますけれども、旧名寄市、旧風連町の水田農業ビ

ジョンに基づく産地づくりの交付金の活用計画の

差異、それから産地評価基準の差異、違いですね、

それから生産者への配分方法の違いにつきまして

は、おのおの過去の経過もありますものですから、

１０月以降過去の達成状況の確認と検証をいたし

まして、新対策の内容を検討しながら、生産者、

農業団体と十分議論をし、１９年度からの新対策

に対応してまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。

２点目、防衛施設周辺整備事業の経過と目的、

今後の考え方についてのお尋ねでございます。防

衛施設周辺整備事業は、名寄駐屯地及び射撃場の
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設置に伴い農業経営に支障を来している半径５キ

ロメートル以内の地区を対象に、平成１５年度に

初めて農業用の機械、施設の採択を受け、事業実

施に至ったものでございます。現在計画中の１５

年度から２０年度までの全体事業費は２億５４も

円で、旧名寄農協エリアの１０の生産組織が事業

を計画しております。１８年度までに１億 ５２

３も ０００円の事業費で、水稲の共同育３施設、

それから田植え機、これも共同でございますが、

汎用コンバイン、トラクター等を導入し、３分の

２の高率補助のため省力化、コスト低減による経

営の安定化を図っているところでございます。

厳しい農業情勢の中、名寄一円で本事業の取り

組みができないかとの御質問でございますけれど

も、本事業につきましては防衛施設周辺の生活環

境の整備に関する法律の規定に基づき民生安定施

設の助成事業で、防衛施設の設置、または運用に

よりその周辺地域の事業活動が阻害されると認め

る場合においては、その障害の緩和に資する事業

の経営の安定に寄与する施設の整備に対して助成

をするというふうに規定されております。採択要

件で阻害要因が明らかな場合との判断が採択の大

きな要因となると考えております。なおまた、事

業採択エリアの拡大は極めて困難であるとの認識

に立っております。御理解をお願いしたいと思っ

ております。

以上、お答え申し上げました。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目の２〇建設水道部長（松尾 薫君）

番目の（１）番目の住宅用火災警報器等の設置に

ついてのうちの市営住宅等の対応についてお答え

を申し上げます。

火災警報器は、法の施行によりまして公営住宅

におきましても民間の住宅と同様に設置しなけれ

ばなりません。公営住宅の本年度建設分からは、

建設工事に含めて設置をしてまいりたいと思いま

す。なお、既設の公営住宅につきましては、名寄

市全体で管理戸数 ０００戸を市えるそういう状

況でございまして、この状況下では行政による設

置は非常に困難であるというふうに考えていると

ころでございます。この法律の考え方から、入居

者の日常の防火対策の一部として、入居者におき

ましてぜひ設置いただきたいと考えているもので

ございます。

なお、行政では全市民に対しまして火災警報器

の必要性、重要性につきまして一層のお知らせ、

啓蒙に努めてまいりたいと考えております。また、

総合計画策定の中でも議論をしてまいりたいと考

えているところでございます。

以上、御答弁とさせていただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

住宅用火災報知〇福祉事務所長（中西 薫君）

機の設置の高齢者、低所得者の福祉的な対応とい

うことについて御質問をいただきました。火災報

知機の設置者は、その家の所有者、使用者、占有

者となっております。この報知機は、平家建て、

２階建ての種別に応じて設置箇所が指定され、ま

た器具の種類も電池式や配電式、煙感知器、熱感

知器などと性能も機能も異なっております。価格

も量販店での ０００円程度から家電販売店での

１も円前後と幅が広くございます。さらに、部屋

の使用目的に合わせた機種の選択と家の部屋数や

広さ、また構造により設置する個数も異なってま

いります。あくまでもその選択は設置者にゆだね

られております。以上等の理由から、機器の設置

について特別な支援措置を講ずることは困難との

判断をしておりますので、御理解をいただきたい

と思います。早目の機器設置で安全、安心を確保

するためのＰＲに努めてまいりたいと思っており

ます。

また、行政の役割の一つに特に高齢者におきま

しては不適切な価格による訪問販売や訪問取りつ

け等の被害が想定されておりますので、消防署や

消費者協会など関係団体と連携して、トラブルが

起きないよう未然の防止策を講じていきたいと考

えております。
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ほかに福祉的な対策として、独居、高齢者世帯、

重い障害者等の世帯を対象に災害弱者緊急通報シ

ステムを３００世帯ほど設置しております。この

装置を整備することによりまして、この住宅火災

報知機の設置義務は免除されることになっており

ます。

次に、災害弱者通報システムの設置の風連地区

の方針について御質問がございました。緊急通報

システムの設置事業につきましては、上川北部消

防事務組合が主体となって実施している事業では

ございますけれども、私の方からかわって御説明

を申し上げたいと思います。風連地区の設置状況

を申し上げますと、平成１７年度末で９０器ほど

保有しており、現在７５世帯が利用されておりま

す。これらの機器は、このたびの名寄市過疎地域

自立促進市町村計画では平成２１年度に９０器を

一括更新する計画としておりますが、年度の早い

時期から計画的に順次更新していくことになるも

のと消防事務組合からは聞いております。

以上、答弁といたします。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいまるる御答弁〇９番（木戸口 真議員）

をいただいたわけです。まず最初に、農業振興の

関係についてお伺いいたしたいと思います。来年

から制度が変わるということで、農家の皆さん方

も大変不安に思っているところでございます。先

ほども言ったように先般行われた新名寄市の総合

計画を考える地域懇談会の中でも、やはり来年が

大きな農家の施策の転換期を迎えるということで

不安の声が多かったというお話を受けております。

そんな関係からも、新名寄市になりまして新たに

名寄市農業・農村振興審議会、そしてこれは風連

にもあったのですけれども、農業振興対策協議会

ですか、そういったものであったわけですけれど

も、まず最初に農村振興審議会、この役割、先ほ

ども申したように先般アンケート調査等もあった

わけですけれども、まず農業振興計画、農業振興

地域整備計画、この両計画の策定、これ今後の名

寄の農業のビジョンになることですので、大変重

要なことかと思いますけれども、しかしながら絵

にかいたもちというわけでないですけれども、実

効性のあるものが必要かと思いますけれども、私

も先ほど言ったようにモチ米の生産日本一、北限

のアスパラ生産と、こういった地域性を生かした

計画づくりをしていただきたいと思うのですけれ

ども、両計画の取り組みと策定時期を示していた

だきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今私どもの方で審〇経済部長（手間本 剛君）

議会あるいは協議会についての御説明で、７月に

設置させていただきましたということでございま

すが、御案内のとおり名寄市農業振興計画、これ

につきましては１８年度中に総合計画と整合性を

持たせながら策定に当たるということになるわけ

ですから、総合計画と同時に農業振興計画もつく

るということでございます。その中で、審議会の

方々につきましては先ほど申し上げましたように

長の方々を中心に１２名の方に御委嘱を申し上げ、

市長の方から諮問に応じて審議をしていただくと

いう機関になるわけでございます。協議会につき

ましては、そういった計画に基づいて具体的な執

行といいましょうか、そういった部分の中での検

討も当然でございますけれども、分野別にお話し

合いをしていただいて、実りある実行をしていこ

うというふうなことでの役割を協議会にお願いを

するということでございますので、今年度中に農

業振興計画はつくるということで御理解をいただ

きたいと思っています。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

農業・農村振興審議〇９番（木戸口 真議員）

会の中で、名寄の農業ビジョンをつくっていくと

いうことなのですけれども、先ほども私が言った

ようにアンケートもするのですし、実効性のある

計画をぜひともつくっていただきたいと思います。

それと、農業の関係の実質的な協議、これは名

寄市の農業振興対策協議会で２５名で設立され、
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協議会で水田、畜産、畑作等の部会を設け、農業

戦略協議、実行機関として位置づけておられるわ

けですけれども、そうした中で先ほども質問の中

にも申しましたように来年度から、平成１９年度

から始まる所得安定対策大綱に基づく品目横断的

経営安定対策、これにつきましても何度か、２回

ぐらいかと思うのですけれども、説明会もあった

わけですけれども、８月９日でしたか、名寄市一

円を対象にして風連の福祉センターの方で説明会

が行われたと思います。そこでは農政事務所、そ

して共済組合と、関係ある機関の方から御説明い

ただいたわけですけれども、なかなか実際的には、

いろんな制度があったわけですけれども、生産面

積に対する単価とかそういったものが示されて、

今後自分の来年度の経営の中に入れていけばわか

るという説明もあったわけですけれども、それで

９月１日からは秋小麦に対して経営安定対策の加

入申請がありまして、これは収入減少影響緩和交

付金の支払いを受ける対象だということで、私も

せんだって加入申請書をもらってきたわけですけ

れども、先ほども言ったようにいろいろな品目横

断の中でもやはりならしとげたと、その中で分か

れているわけですけれども、こういったものもな

かなか理解するのにも時間がかかると私は思って

いるわけですけれども、担当部長として十分農家

の皆さん方が認識されたとお考えなのか。私とし

ては、１１月の末まで秋小麦の申請もありますし、

もしできれば名寄の標準的な試算をもとにして説

明会をもう一回やっていただければと思うのです

けれども、その辺はどうでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今説明会について〇経済部長（手間本 剛君）

のお尋ねでございましたけれども、今議員からお

話ありました部分の説明会もさせていただきまし

たし、あるいはまた農業生産者の代表の方々も風

連庁舎の方の会議室にもお集まりいただいて、そ

れから農政事務所の方も来ていただきましたし、

関係機関によって御説明もさせてもらいました。

今現在私どもの方で正確には把握していないので

すが、４回ほどは地域の中での説明会を、大小多

少違いますけれども、その程度はやらさせていた

だいているというふうに理解をしています。つき

ましては、今私どもの方でお話をしている事務段

階で、農協ともそうなのですけれども、個別の方

々のケースを実際に当てはめて、そしてこうなり

ますよというようなことでお示しした方がかえっ

て理解が早いのではないかというふうなお話をち

ょうだいしておりますものですから、できました

らこういう方々の部分につきましては、情報のプ

ライバシーの部分はありますけれども、ぜひＪＡ

も、それから行政の方にも来ていただいて、そし

てそういうケースを御相談をしていただきたいな

ということが１点ですし、それからあわせまして

また秋の収穫一定程度終わりましたら、秋まき小

麦はもう既に対応やっていますけれども、収穫終

わりましたらまた時期を見計らって説明会も、多

くは持てないかもしれませんが、やってみたいな

と、やりたいなというふうな予定も立てておりま

す。

繰り返しになりますけれども、できましたら個

別に御心配のある方はＪＡの方にも窓口を設けて

おりますし、行政の方も、それから農政事務所は

ちょっと行きづらいと思いますけれども、そんな

ことで門戸を広げておりますものですから、窓口

置いてありますから、ぜひお越しをいただきたい

というふうに思っております。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひとも個別にも相〇９番（木戸口 真議員）

談に乗る、ＪＡが窓口となってという、代行もで

きるというお話も聞きましたけれども、それにと

らわれず、場所は１カ所か２カ所でもいいかと思

うのですけれども、そういった全体的でも講習会

が必要かと私は思うので、ぜひとも開催をしてい

ただけるようお願いを申し上げます。

それで、品目横断的安定対策、この中で今担い

手になれない、特例による面積要件 ８約クター
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ル以上から漏れた人の支援というのがなかなか今

の品目横断的経営安定対策ですか、これについて

はやっぱり担い手を重視していると、国の政策と

して。こんな中で、今地域の中でもそんなには、

半分以下だとは思うのですけれども、３分の１程

度かと思うのですけれども、そういった体制の方

がおられると思うのですけれども、こういった方

に、品目横断の中では稲作構造改革促進交付金で

すか、これは米の下落に対して出るというお話も

聞いていますけれども、そのほかの作物、作付の

転作や何かに対するものがなかなかないかと思う

のですけれども、それで産地づくり交付金これか

ら協議されると思うのですけれども、産地づくり

の交付金の中でも担い手から外れた方に対しての

救済策というのは考えておられないのでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

私どもの方で産地〇経済部長（手間本 剛君）

づくりにつきましては、１６、１７、１８という

ことで前期の産地づくり事業が、３カ年の事業が

今年度で終了するというふうに理解をしておりま

すし、１９年以降向こう３カ年で新たな産地づく

り交付金事業がスタートするというふうな理解を

しております。基本的には考え方は踏襲していく

ということになってございますけれども、国の動

向につきましても今盛んに新たな部分につきまし

ては情報を集めているところでございまして、ま

た説明会も開催されるというふうな状況でもあり

ますものですから、また機会ありましたらお話を

させてもらいますが、いずれにしても新たな産地

に向けての交付金事業につきましては精力的に取

り組んでいきたいというふうに考えておりますし、

またお話等がありましたらお聞かせをいただきた

いというふうな受けとめ方をさせていただいてい

るところでございます。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひとも産地づくり〇９番（木戸口 真議員）

交付金の中で担い手から外れた方のそういった救

済措置というか、大きなものはないかと思うので

すけれども、土地の賃貸とかそういったものにも

風連でも ０００円ずつ交付して、土地の流動化

にも努めていた部分もありますので、そういった

ものでも拾っていただければと考えております。

それでは次に、農地・水・環境保全向上対策に

ついてということでお伺いしたのですけれども、

先ほど市の試算では１年間に２億円、これが５年

間の事業でありまして、取り組みとしては大変難

しい部分もあるかと思うのですけれども、担当と

しては、先ほどもお話あったのですけれども、こ

れまだまだ未知数なところあるのですけれども、

取り組むということで進んでいるという認識でよ

ろしいのでしょうか。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

この事業は、行政が推進〇助役（小室勝治君）

してやるという部分ではございません。したがっ

て、行政はそういった部分の情報なり、そういう

ものを提供していくような立場と、さらにはそう

いう地域なり、各農業団体なりがまとめてやった

部分に対するチェックする機能という考え方にな

っております。したがいまして、だから行政は全

然知らないのだということでございませんし、そ

ういった地域がまとまり、まとまるのもどういう

ふうにまとまるのかという問題がこれからあるわ

けでございますから、地域農業者が連帯して、本

来であれば全地区一緒にやるような形がとれれば

一番結構かなというふうに思うわけですけれども、

その推進母体が役場の方が中心になってやるとい

う事業ではございませんから、ぜひそれぞれの団

体、機関等にも働きかけながら、また地域にも働

きかけながら、組織をつくりながらやっていただ

きたいなと、こんなふうに思っているところでご

ざいます。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

この事業、中山間地〇９番（木戸口 真議員）

の直接支払いにもちょっと似ているのですけれど

も、行政がというお話もしましたけれども、やは

り行政が情報提供や何かして一つの組織をつくっ
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ていかなかったら、こういう事業は成り立たない

と私は考えていますので、ぜひとも前向きに情報

提供して、組織づくりをしていただきたいと考え

るものであります。これは、この農地・水・環境

保全向上対策は中山間地域と似ていますし、逆に

先ほど言いました担い手から外れた方、そういっ

た方の取り組みの中でもこういった共同作業だと

か、面積が少なくてもそういったものに十分活用

できるというお話も聞いておりましたので、こう

いったものにも、やはり地域の農業を守っている

方々が担い手ばかりではなくてこういうところで

も拾えるというお話も聞いておりますので、ぜひ

とも前向きな姿勢で、これ１１月ごろ国や道の説

明会か何かあると聞いていますので、ぜひとも進

んで取り組んでいただいて、情報を我々にも提供

していただいて、地域でも取り組めるような姿勢

にしていただきたいと考えております。

あと、次に新たな産地づくり対策ということで

米の需給システム、先ほどもちょっと部長の方か

らも話あったのですけれども、１９年度からは国

や行政による配分がなくなると。先ほどみたいな

情報提供だよと。そして、農業者や農業団体が中

心になって、自分たちで需給を調整していくのだ

よというお話でした。これも具体的でわかりやす

いのですけれども、しかし例えば風連でも農協が

あれば北集がありと、そういう一つの団体でない

もので、どこかで調整機関、この農業振興対策協

議会あたりかなとは思いますけれども、そういっ

た団体から考え方、前は幹事会で１回案を出した

という、やはりたたき台を出さなかったら、そう

いったものが論議できないので、これからＪＡあ

たりがたたき台を出していくべきだと考えており

ますので、ぜひともそういった方向で振興協議会

の中でも審議していただきたいと思います。

それで、一番問題なのは、新市において今まで

旧名寄、旧風連で産地の評価も違いますし、道の

ガイドラインとの差も、これが多少なり違うと思

うのですけれども、それとあわせて先ほど言いま

した産地づくり交付金、これも金額風連は６億円

ぐらいだと思ったのですけれども、名寄は半分ぐ

らいだから３億円ぐらいかなと思いますけれども、

そういった産地づくり交付金の使い方も名寄は意

外とソフト事業に、補修等や何かに使っていると

思うのですけれども、風連は逆に担い手中心のハ

ード事業的なものにかなりウエート置いていたと

いうこともあるのですけれども、来年ですね、こ

としというか、今の米、モチは特に１２もトンぐ

らい余るのでないかというお話しされております。

それで、来年はこの地域でもかなりの転作の強化

がなされると思います。そうした中で、そういっ

た産地の評価や何か若干違うのですけれども、一

つの市になって、まずは道のガイドライン、そし

て産地づくり交付金の取り組みを私としては一本

化して進めていただきたいと思うのですけれども、

これについての行政の考え方をお聞きしたいと思

います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

新しい米需給シス〇経済部長（手間本 剛君）

テムに伴います旧名寄市、旧風連町との部分のお

尋ねだというふうに思っておりますが、御案内の

とおり先ほども答弁でお話しさせていただきまし

たが、それぞれの取り組み状況に差があるという

ことでございます。そんなことからいたしますと、

今後の部分につきましては生産者、農協、あるい

は農業団体等々、あるいは農業振興対策協議会、

そちらの方にもお知恵をおかりしたいと思ってお

りますけれども、新たな取り組み方についての検

討を今後進めていきたいというふうに思っている

ところでございます。協議を進めていきたいとい

うふうに思っております。

以上でございます。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

今差異があって、協〇９番（木戸口 真議員）

議していきたいと。なかなか統一するのは難しい

かと私も思います。３年間の実績等もあるという

お話も聞いていますけれども、ただ一回二つに割
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るとなかなか統一できない。例えばですけれども、

ＪＡの道北なよろが合併しましたけれども、今２

年目ですけれども、それなりに統一されてきたの

かなと思うのです。それが今回のこういった産地

づくりだとかガイドラインで別々にしようという

ことになると、農協ばかりではなくて行政の立場

の中でもなかなか事務的にも大変かなと思います

し、ぜひとも一つになる方策をとれるように努力、

先ほど村端議員も言ったけれども、やれないと思

ったら何もできないのですけれども、やっぱり努

力していただきたい。それにやっぱり統一するべ

きだと私は考えていますし、どうしても話的にも

しなかなか調整つかないというのであれば、時限

をちゃんとうたって始まるべきだと思います。そ

ういう場合はです。すぐ１本になれれば私はそれ

にこしたことないですけれども、やはりその中で

例えば１年という形で決めるなり、時限を打って

協議していただきたいと思いますので、その辺は

よろしくお願い申し上げます。

それで、全体的にこの農業関係は本当に新しい

新市の中で未知数な部分もありますけれども、や

はり風連、名寄地区の皆さん方は一つの大きなメ

リットを持ったことによって大きな期待もしてい

ますので、ぜひとも進んだ取り組みをしていただ

きたいと考えます。

次に、問題の、先ほど全部あれだったのですけ

れども、安心、安全のまちづくりということで、

ここにちょっと入りたいと思います。それで、先

ほど松尾部長の方から公営住宅に関しては ００

０戸以上あるよと。それで、新築の場合は設置、

これはきっと建築基準法か何かの関係で設置して

いるかと思うのですけれども、西町は昨年、２年

ぐらいもう経過しているのですけれども、これ設

置によって住宅の家賃や何かの差異は、今度新し

い３棟６戸の住宅できるとしますよね。そうした

ら、昨年とその前に建った２棟と家賃の差はつく

のですか。まず、お伺いしたいと思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

理屈的には、理〇建設水道部長（松尾 薫君）

屈というのは表現語弊ありますけれども、算出上

理論的にはつくことになるのですけれども、現実

は家賃にその数字はあらわれてこないというふう

に考えております。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

私も前に打ち合わせ〇９番（木戸口 真議員）

のときにそんなお話を聞きました。ここがまず問

題かと思うのです。だから、この住宅を建てるの

には法律を守らなければ、やはり火災警報器をつ

けなければならないというところだったと思うの

です、まずは。法律を守って、公営住宅の今建て

るときに設置しなかったら、建築基準法にのらな

いので、工事進められないというところだったと

思うのですけれども、それで法律を遵守したとい

うことですよね。そう私は考えるのです。それで、

もう一点は、既存の公営住宅に関してこれは個人

の財産であるし、なかなか設置は難しいというお

話でしたけれども、上川北部消防事務組合で条例

でうたっているのです、去年改正して。これは、

１市３町１村の組合の法律ですよね。先ほどの建

築法の基準にのる法律、こちらは守っている。そ

して、こちらは所有者か占有者かの問題で、違う

という問題もありますけれども、市の持ち物です

し、公営住宅は市の財産でもあります。そこら辺

を、解釈の仕方によっては違いますけれども、で

も行政が片や法律を遵守して、片や市民にお任せ

して、つけるのもつけないのもあなた方自由にし

てくださいという、私そこはどうもいかがなもの

かと思うのですけれども、その辺の見解をちょっ

とお聞きしたいと思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

この定めでござ〇建設水道部長（松尾 薫君）

いますけれども、消防法は平成１６年６月に改正

されまして、２年間の経過措置、経過期間を経ま

して、本年の６月より施行ということでございま

す。なお、昨年につきましては、お話のとおり上

川北部消防事務組合における条例の改正もされて
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いるということでございます。しかし、既存住宅

を含めまして今建てかえ中の住宅もございますけ

れども、法律では所有者のほかにそこに住んでお

られる方にも設置の義務を付しております。また、

あわせて安心、安全のまちづくりは市民と行政が

一体になって進めていくのが非常に重要であると

いうことも考えております。また、特に公営住宅

につきましては、家族構成等によりましては入居

者の使用方法によっては、設置義務は今付してい

るのは寝室ということでございますけれども、設

置義務を付されております寝室も固定していなく、

変わり得るということもあると思います。等々こ

れらを全体的に考えさせていただきまして、既存

住宅並びに現在の建てかえの住宅の昨年度までの

分につきましては、法の施行に従いまして入居者

の皆さんにぜひ設置をいただきたくお願いをして

まいりたい、そのように考えているところでござ

います。

以上でございます。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

今もうちょっとわか〇９番（木戸口 真議員）

りづらいかなと思うのですけれども、ただ既存の

住宅の中では家族構成や家の設置場所が違うとい

うお話でしたけれども、そうしたら新築の家だっ

てだれが入るかわからないのです。それ設置して

いるのですから、それは理由にはならないと思う

のです。それで、やはり行政として、行政が、そ

れも名寄市が一緒になった組合の中で法律決めた

ものです。確かに２分の１かもしれません、占有

者と所有者の。そのどっちかです。ただ、つけな

かったら違反もないかもしれないけれども、行政

側としては一つの住民サービスと市の財産を守る

観点からいうと、設置しても何も私はおかしくな

いと考えるのです。それで、担当者に聞きますと、

０００戸以上だということで ０００も円はい 

かないだろうというお話もしていましたけれども、

やはりもう少し住民のことも考えて、そのことに

よって名寄市でもし災害があったとき公営住宅に

関してはなかなか死亡にはつながらないよという

ぐらいあったって私は全然悪くないと思いますし、

早くて公営住宅の火災による被害が少なかったら

名寄市の財産も守られるのですから、この点は簡

単に住民がやるべきだという判断を、私は片や新

築の方につけるということ自体でやっぱりどうも

理解できないところが十分あるのですけれども、

この問題はここですぐ、検討もされると言ってい

ないのだから、違うよと言っているのですけれど

も、しかし私はここはちょっとおかしいと思うの

で、もし本当に委員会等でそういうお話が出れば

論議していただければと思います。時間もないの

で、次に移りたいと思いますけれども、ぜひ論議

をしていただきたいと考えます。

それで、最後になりましたけれども、高齢者、

低所得者に対する福祉対策ということで、公営住

宅にもつけないのだから、そんな簡単に福祉にな

んてつけられるわけないのですけれども、ただＰ

Ｒやいろんなことはしていくということはもちろ

ん必要だと思いますし、ぜひともいろんな機会あ

ったら、ちなみにちょっとおくれましたけれども、

私は１個つけています、昨年から。やはりうちも

年寄りいますので、安心、安全を買うために。そ

んなことでつけていますので、ぜひとも行政の皆

さん方も設置に前向きに取り組んで、名寄市が本

当に一丸となってこういう警報器をつけて、安心、

安全を買っているのだというようなまちづくりで

あってもいいと思いますので、ぜひともそのよう

にしていただきたいと考えます。

あと、もう一点、災害弱者緊急通報装置の設置

については、消防の方でもお話聞きますと、風連

の場合は２１年だったのですけれども、消防事務

組合の中でも来年設置に向けて取り組んでいきた

いというお話がされておりました。これもぜひと

も行政側としても実現できるように後押ししてい

ただければと考えます。

全体的に市長にお伺いしたいと思います。今こ

ういう市民の安心、安全、そういうお話も出まし
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たけれども、大変厳しい財政の中だとは思います

けれども、しかしながら法律をやっぱり遵守して

行政は執行しなければならないと私は考えるので

すけれども、そこの今の段階で所有者、占有者の

とらえ方の違いはあったのですけれども、私は行

政として法律を守るべきだと考えていますけれど

も、市長の見解を伺って、最後にいたしたいと思

います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

近年の火災事案におき〇市長（島 多慶志君）

ますケースの中では、煙に巻かれてとうとい命を

なくすというような事案が多いと、こういうこと

で、このような火災警報器の法律的な義務づけが

出たわけでございます。消防事務組合の中でも議

論されておりますけれども、新築につきましては

既にもうことしの６月から設置義務がこれは個人

住宅も含めて適用されているわけでございますか

ら、建築の確認申請の段階でついているかどうか

と、こういうことでございます。ただ、従来の既

存の家屋につきましては一定の年数の猶予がある

ということでございまして、私どもも公営住宅を

持っていて、その入居者に対する支援と申しまし

ょうか、サービスをどこまでやるのかと、こうい

うことであります。今回の答弁調整に当たりまし

ては、私どもも広く各担当部長も含めて意見交換

をしておりますが、福祉の観点からということに

なりましても、必ずしも公営住宅に入り切れない

方もいるわけでございます。民間のアパートです

とか、そういうところに生活されている方もいる

わけでございまして、行政のサービスということ

になりますとなかなか線引きは難しいと、こうい

うふうに思っております。財政上許せばそうした

幅を広げて、高齢者、低所得者に対する特に火災

等で逃げおくれが想定をされる世帯に対する手当

てはしていかねばならないと、こんなふうに思っ

ておりますが、今行政が最低の取り組みをしてい

るのは災害弱者の緊急通報システムの範囲でとま

っていると、こういうことであります。今後いろ

いろと御意見を伺いながら、また消防事務組合の

場合には組合としての統一的な見解ということも

ありますので、しっかりと議論していきたいと。

直ちに１８年度、１９年度に実行に移すというと

ころまでは現在固めておりません。

以上で木戸口真議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

ここであらかじめ会議〇議長（田中之繁議員）

時間を延長いたします。

教育委員会のあり方に〇議長（田中之繁議員）

ついてを、谷内司議員。

議長のお許しをいた〇１８番（谷内 司議員）

だきましたので、この場からの質問をさせていた

だきたいと思います。

今年３月２７日に旧名寄市と旧風連町が合併し

た後すぐに給食センターの統合が提案され、９月

１日の第２回定例会にて補正予算が認められまし

た。補正予算を認められたということは、１９年

４月１日の統合が認められたと私は理解している

ところでございます。教育委員会の給食センター

の統合の進め方、協議のあり方について私理解で

きない点がありますので、今後のためにも教育委

員会のあり方について市長、教育長にお伺いをい

たしたいと思います。

１点目に、６月定例会に教育行政執行方針が述

べられましたが、その中に老朽化した風連町学校

給食センターを名寄市学校給食センターに統合す

るために、夏、冬休みに工事をしたいと述べられ

ておりますが、なぜその中で１９年４月１日の統

合と入れなかったのか。また、執行方針はどこで

協議され、どこで作成されているのかをお伺いし

たいと思います。

２点目に、５月に５名の教育委員が選任されま

した。給食センターの統合という大きな問題を協

議されたのかされないのかをお伺いいたします。

３点目に、風連町の給食会計と名寄市の給食会
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計の違いがありますが、未収金、余剰金、大変大

きな問題でありますので、これをどのようにする

考えかお伺いいたしたいと思います。

４点目に、市長にお伺いいたします。合併後５

カ月が過ぎましたが、合併協定が守られているの

か。

以上、４点についてお伺いをいたします。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方から大きな項〇教育部長（今 裕君）

目で教育委員会のあり方についての四つの項目に

ついてお答えいたします。

初めに、（１）、教育行政執行方針の内容協議

はについてのお答えでございます。合併協議会の

合意事項を踏まえまして、学校給食センターを統

合する方針は施設整備を伴うことから合併後直ち

に関係部局との協議に入りまして、具体的統合時

期を含め検討の結果、平成１９年４月に統合する

方針と施設整備には合併特例債を財源とすること

などを協議いたしました。６月開会の第１回定例

会では、教育行政として新たに取り組む三つの事

業の一つといたしまして学校給食センターの統合

方針を申し上げ、関連する予算につきましても御

承認いただいたところでございます。また、これ

とは別に５月２５日、２６日の両日に開催されま

した風連学校給食会並びに名寄学校給食会の総会

席上におきましても統合方針を説明し、７月７日

に開催されました名寄市小中学校長教頭合同会議

におきましても統合方針を説明してきたところで

ございます。

次に、（２）の教育委員会において給食センタ

ーの統合について協議されたかについての御質問

ですが、給食センターの統合につきましては教育

委員会の定例会議において教育長の行政報告のほ

か給食センター所長から業務報告としてお話し申

し上げております。その後委託に出しておりまし

た施設整備の実施設計書が８月初旬にでき上がり

まして、工事費等の金額がほぼ固まりましたので、

８月の教育委員会に正式に議案として提出し、現

在までの経過を含め御説明し、各委員さんからは

統合に向けての助言、提言をいただいたところで

ございます。また、去る５月２２日に開催されま

した総務文教常任委員会におきましても学校給食

センターの平成１９年４月に向けての統合方針を

説明してまいりました。

次に、給食費についてでございます。初めに、

未収金と繰越金についてお答え申し上げます。学

校給食費の未収金が会計上に記載されることにな

りました平成１３年度以降平成１７年度末までの

累積未収金は４７４も ０００円でございます。

平成１８年度学校給食会総会におきまして、平成

１３年度分の未収金２７も ０００円につきまし

ては不納欠損金として会計処理されましたので、

現在は４４７も ０００円が未収金となっており

ます。過去３年間の給食費の納付状況ですけれど

も、平成１５年度は９ ８％、平成１６年度は９

９％、平成１７年度は９ ８％の収納率となって

ございまして、未納者は過去５年間で延べ１５０

人ですので、平均いたしますと１年に３０人とな

るような感じとなります。昨年も集中的に給食セ

ンター職員が夜間戸別訪問などを行い、過年度給

食費約８５も円が納められましたので、給食セン

ター統合後も精力的に納めていただくよう督励に

努めてまいります。また、繰越金につきましては、

毎年度学校給食会総会におきまして次年度事業引

当金とすることで会計処理されておりまして、１

８年度は ６８２も ０００円の事業引当金とな 

っております。これにつきましては、毎年４月、

５月の給食に要した食材費の支出に充当しており

まして、積立金としての会計処理はしてございま

せん。現在名寄学校給食会理事会におきまして、

統合に向けて繰越金の取り扱いについて検討をし

ておりまして、具体案が作成された後、名寄学校

給食会総会に諮り、決定する予定となっておりま

す。

次に、合併に向けての課題の検討協議の状況に

ついてであります。給食センターの運営組織や職
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員配置、また配送方法など行政において行うもの

を除きまして、給食費の単価、食材を入方法、献

立内容、アレルギー食の実施など、直接学校給食

に係る課題につきましては去る７月１９日、名寄

風連合同学校給食会理事会を開催いたしまして、

今後の作業日程及び作業手順などについて協議い

たしました。合同理事会の協議に基づき、学校長、

ＰＴＡ会長、学校給食業務担当者の代表者で構成

する給食部会と献立部会が設置されまして、課題

について具体的検討がなされております。現在ま

で給食部会３回、献立部会２回の開催を経て、去

る９月７日に第２回名寄風連合同学校給食会理事

会が開催されました。両部会から進捗状況につい

ての中間報告を受けた後、統合については全体で

異議がないことを確認し、保護者や地域住民に対

する説明などの具体的方策について協議した結果、

１０月初旬に各学校ごとにＰＴＡ、先生の代表者

に対しまして課題の共通認識とその解決に向けた

２部会での協議経過を報告し、その内容を各学校

に持ち帰り保護者に説明すること、また給食セン

ターでも給食だよりで協議経過を保護者に周知す

るとともに、保護者より出されました意見につき

ましては合同理事会を開催し、協議し、解決して

いくことを確認したところでございます。作業が

順調に進んでいることから、１１月には風連、名

寄それぞれの学校給食会の臨時総会を開催し、協

議について決定することが確認されました。

次に、福祉給食は……失礼いたしました。最後

に、合併後５カ月が過ぎましたが、合併協定が守

られているかについてお答えいたします。合併協

定は、合併協議会において真摯に話し合われ、お

互いを信頼して結ばれた協定でございます。今後

市政を推進する中でさまざまな問題も出てくるか

とも思われますが、合併協議で確認されたことを

基本として、信頼される確かなまちづくりを進め

たいと、そのように考えておりますので、御協力

のほどよろしくお願いいたします。

以上で私からの答弁とさせていただきます。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

大体そんなことぐら〇１８番（谷内 司議員）

いが答弁で来るのだろうという予測はされました。

まず、最初にお伺いしたいのですけれども、教育

長に、合併協定書というものは、あれは市長であ

ろうが、教育長でも変えられないものであって、

我々議会でもそれを変えることはできないもので

あります。あの協定書によって新名寄市の行政が

進められなければならないと思っています。それ

で、お伺いいたしますけれども、先ほど言ったの

ですけれども、執行方針なのですけれども、執行

方針の中になぜ１９年４月と入れなかったのかと

聞いているのです。それはなかったように思うの

です。なぜかといいますと、執行方針前にいろん

な話し合いの中で１９年４月に統合したいと言っ

ています。ですから、その問題をどこで協議した

のですかと私は聞いたのです。そうなのですから、

それは協議していないと、ここに議事録あるので

すけれども、１回目の執行方針のときの教育委員

会やったとき、これは６月２日です。ただただ教

育長がこういうことやるから、これを見て確認し

てくれという形で、１時３０分から始まって、説

明して、１時５０分で終わっている。その中で三

つの項目を協議していて、たった２０分でこの協

議終わっているのです。その中に合併がどうだな

んて話一つもしていないです。教育長はこれを説

明して、これで見て、一度目を通してくださいと

いうことで終わっているのです。ですから、これ

はそういうことを協議しなければならないのでな

いかなと思うのです。

それから、教育長の執行方針の中に食育の関係、

これは当然どこの学校給食センターでも食育は守

らなければならないことです。それから、同じ市

であって、風連、名寄で別々な給食を食べている

のは子供たちに与える影響がなんて言っています

けれども、それが目的だったらおかしいのです。

そんなもの献立部会があるのですから、風連と名

寄で同じ献立つくれば同じもの出るのです。それ
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がメリットでないのです。だから、学校給食セン

ターを統合するときに、前にも言ったでしょう。

一番は市町村合併はお金がないから、財政がきつ

いから統合しようと言ったのならば、当然給食セ

ンターを統合するならばメリット、デメリットを

はっきり示して、こうだから、統合したいのだと

言えと。そういうことで言っているのに、執行方

針にも何もそれがうたわれていないのです。その

辺はどうなのですか。お伺いいたします。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

まず最初に、議論経過〇教育長（藤原 忠君）

についての御質問がございました。６月の定例会、

それから９月１日の補正予算の折にも申し上げた

のでございますが、平成１９年４月合併という、

そういう正式なお話を４月段階とか５月段階で私

の方からはしておりません。ただ、合併協定書を

受けまして、そして事務サイドでは大きな方向で

合併に向かうと、こういう合併協定書がございま

すので、事務サイドの話はずっと進めてきたとい

うふうに承知しております。

それで、教育委員会が今話題になっておりまし

たが、一つは私の視点としては第１段階では統合

に向けての理解と合意形成が必要だと。そして、

第２段階では財政上の審議とか、それから課題を

明確化していく、こういう中で教育委員会の中の

会議の合意形成を図っていきたいと、こういうこ

とでございまして、５月１６日に教育委員会が開

催されております。これが新しい名寄市が発足し

て、市長選が終わった後の第１回目の教育委員会

でございます。この中で、学校給食センター所長

による統合の方向性について報告がございました。

そしてさらに、６月２日には今お話がございまし

たように平成１８年度の教育行政執行方針につい

て御審議をいただいた。しかし、今のお話のとお

りでございまして、私の執行方針の一字一句を全

部読み上げて、一つ一つについて御審議をいただ

いたということではございません。全体を通しな

がら、こういう方針でまいりたいということで教

育委員さんに御審議いただいたところでございま

す。あわせまして平成１８年度の予算書について

も説明をさせていただいたところであります。そ

して、７月１８日の教育委員会では行政報告の中

で私から経過説明をさせていただいたと。そうい

う中で第２段階に入りまして、８月３１日にはた

だいま部長が答弁したように給食センター統合に

伴う予算的な見通しもしっかりと立ったことから

正式な議題にのせて、予算審議という形でしてい

ただいたと。そして、あわせて統合に向けての課

題も幾つかございましたので、このことについて

委員さん方の御意見を伺ったと、こういう経過に

なっているところでございます。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

そういうことを聞い〇１８番（谷内 司議員）

ているのでなくて、聞いたことだけ答えてくださ

い、時間がないのですから。だから、なぜ教育執

行方針に１９年４月１日に統合すると書かなかっ

たのかと私聞いたのです。ですけれども、なぜそ

ういうことを言うかというと、一番先にそうした

ら１９年４月１日から統合すると教育長が言った

のではないのですか。だれが言ったのですか。そ

して、この合併協定書を守ってくれと言うのです

けれども、その合併協定書何て書いてありますか。

合併後に給食センターは協議をしなさいと書いて

あるのです。市町村合併後に給食センターの統合

については協議しなさいよと書いてあるのです。

だから、それをどこで協議したのですか。教育委

員会で協議して決めることではないのです、これ

は。検討委員会もこういう委員会というのはない

のですから、これはどこかで協議しなければ、そ

れは最後に市長に聞こうと思ったのですが、当然

しなければならないと思うのです。ですけれども、

今回それがいきなり統合が出てきたから、町村合

併終わったら出てきたから、それは何も決めるこ

とができなかったのだろうと思うのですが、教育

委員会が給食センター統合しますということを決

める問題でないのです。と私思います。ですから、
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教育長が一番先にこれ言ったのでないのですか。

私のところにあります資料ですと、もうはっきり

申し上げますけれども、１８年２月２日にもう名

寄給食センターで１９年４月から統合しますとい

うことで協議しています。その辺からずっときて

いるのではないですか、これ。この資料あるので

すけれども。どこにそういうことになるのですか。

合併協定書というのは、２月２８日にホテル藤花

で交わされているでしょう。その前にこんな話を

しているのおかしいではないですか。だから、合

併協定書守るのかと言っているのです。守ってい

ないでしょう。協定書がまだ調印式も終わってち

ゃんとしていないうちからこれ１９年４月からど

うのってもうやっているでしょう、協議。だから、

なぜ教育執行方針に１９年４月１日に統合します

という年次を入れなかったのか。ということは、

つまり私どもにするとそれをごまかすためにやっ

たのかなというぐらいにしかならないのです。だ

から、それを聞いているのです。だから、これ違

いますか。教育長が一番先に１９年４月に統合し

たいと言ったのでないのですか。聞かせてくださ

い。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ただいまのお話は、平〇教育長（藤原 忠君）

成１８年２月ということ……

（「２月２日です」と呼ぶ者あり）

２月２日はちょっと私〇教育長（藤原 忠君）

は記憶にはございませんが、２月２４日には旧名

寄市の学校給食センターの運営委員会がございま

した。この運営委員会の中で、給食センター所長

から事務レベルで進められている、風連給食セン

ターと名寄給食センターの一覧表を、ずっと何枚

もあるのですが、それを示して、そしてこういう

違いがある、こういう課題もあるということで、

これはいろんな課題と比較検討しながら、課題を

提出して御審議いただいたと、こういう経緯あり

ます。しかし、そのときに１９年４月１日に統合

するので、こういう課題について審議してほしい

という議題ではございませんでした。ただ、合併

に向けて大きく進んでいるので、その事務レベル

の話はさせていただいたと、こういうことでござ

います。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

違うと思うのです。〇１８番（谷内 司議員）

そのときの２月２日に話したこと申し上げます。

名寄からの話で、１９年４月１日に風連町給食セ

ンターと名寄市学校給食センター統合します。名

寄市の財政係長とも協議済みです。名寄市給食セ

ンターに統合した場合、風連町の高齢者給食の実

施はできないかといったら、それはできないと。

名寄市助役に報告済みです。こんな話ししている

でしょう。統合は名寄市でどうだとかと、こんな

話ししているでしょう、ちゃんと。それで、その

後選挙が終わった後市長に尋ねたときには、その

タイプのものは特例債をもってそれをやるのがい

いでしょうと。でも、統合には問題が解決してか

ら統合してくださいということも書いてあります。

だから、こういうことはおかしいのでないかと言

っているのですから、だからどうのこうのと言う

のですけれども、教育長は一番先に１９年４月１

日に統合しますと言ったか言わぬかとさっきから

聞いているのですけれども、言ったのですか、言

わないのですか。言いませんか。言わないという

ことですか。そうしたら、市長から言ったのです

か。その辺はっきりしてください。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

合併協議と十分に関係す〇助役（今 尚文君）

る議論でありますから、御理解をいただきたいと

思って、答弁をさせていただきたいと思います。

給食センターの統合につきましては、合併協議

会の中の小委員会の中でずっと議論をさせていた

だきました。最初議論の手順といたしましては、

まずは両教育委員会の事務協議をしていただきま

す。事務協議の中で上がってきましたものは、両

教育委員会の事務協議の中で小委員会に報告があ

りましたのは風連給食センターについては老朽化
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があると。もう一つは、維持管理の関係もあると。

さらに、名寄と合併をしても配送距離について、

検討しましたけれども、それも工夫によってはク

リアできるだろうと。したがって、統合をしまし

ょうという事務協議での場であります。それを合

併協議会に持ち上げて、小委員会で確認をさせて

いただき、小委員会では風連、名寄の給食センタ

ーについては合併いいでしょうということに確認

をいたしました。ただし、その後であります。そ

れは、１０月の末か１１月の頭であります。その

後風連の中学校の改築工事に関係をいたしまして、

これは小中一貫の教育ができないかということと

相まって給食センターの併置ができないかという

議論が出てまいりまして、さらにそれを風連町内

の審議会、委員会でしょうか、に諮問をするとい

うことになりましたから、合併協議会では一応そ

こで小委員会としては結論として合併しましょう

ということを確認いたしましたけれども、それ以

降のことで、風連町における審議の……

（何事か呼ぶ者あり）

いやいや、関係あります〇助役（今 尚文君）

から。審議の内容について、それは左右されては

困るから、それは決めましたと。そういうことで

理解いただきたい。その後、合併協議会の幹事会

の幹事長として、既に合併協議が調ったもの、調

印はまた延びましたから、調ったものについてぜ

ひ事務協議の段階でなるべく早くいろんな場面に

おいて協議を進めてほしいと。給食センターばか

りの問題でなくて、あらゆる場面をなるべく早く

協議をしておいていただいて、合併をしたら直ち

にその協議が実現するような進め方ができないか

どうかやってくれと、こういう指示を合併協議会

の幹事長としてさせていただきました。今教育長

から話があった部面は、協定書前にいろいろな事

務局でのやりとりがあったというのはその辺でご

ざいまして、それは私どもの幹事会の指示で、決

まったものはなるべく早く合併できるように、あ

るいはなるべく早く統合できるように、事務統合

ができるようにやってくれと、こういうことに基

づいての議論だということでありますので、御理

解をいただきたいと思います。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

だれが言ったのです〇１８番（谷内 司議員）

か。だから、１９年４月１日統合というのはだれ

が言ったかと聞いているのです。だれがこの中で、

理事者でだれか言った人いると思うのです。そう

でないとここに出てこないのですから。だれが言

ったか、市長が言ったのか、教育長が言ったのか、

助役が言ったのか、だれかが言ったのでないです

か。私余り怒りたくないのだけれども、そうやっ

てごまかされると私は怒らなければいけないので

すから。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

したがって、続きになり〇助役（今 尚文君）

ますけれども、なるべく早く統合や何かの議論を

できるような土俵をつくってくれと、こういうこ

とを受けて、１９年４月１日に合併できるものは

合併と、こういうことを前提にして事務局での議

論が始まったということであります。その後の経

過につきましては、谷内議員のおっしゃるとおり

財政協議もありますから、財政課なども協議をし

ながら、起債の見込みがついたら４月１日から統

合できると、こういうふうになってきたところで

ございます。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

ここで今さら言った〇１８番（谷内 司議員）

って、なかなか私言ったなんて言わぬと思うのだ、

正直言って。私言いましたなんて言わぬと思うの

です。それはいいのです。これは決まったから、

それは仕方ないことなのですけれども、ただ最後

に言おうと思ったの今言いますけれども、市長に

ですけれども、この合併協議で今後協議すると書

いてあるということは、教育委員会が決めること

でもなければ、総務文教常任委員会でもない、職

員が決める問題でないのです。合併検討委員会で、

同じ人数で、五分五分の人数が出てきて、風連、



－128－

名寄で協議して決めたものですから、それを決め

たことをこれからどういうぐあいにしよう、これ

からいっぱい協議することあると思うのです、協

議検討というのが。その問題をどのようにして、

どこかでそういうようなことを決めるというよう

な団体というか、会をつくらなければならないと

思うのです。今回なんか我々議員やっていたから

といったって、教育委員会の方から、全員協議会

もあるのにそこでさえ一言もその問題の説明もし

ないのです、統合の問題はどうだとかと。それも

しないで、いきなり上がってきて、統合したい、

補正をさせてくださいといって、それはそれで決

まったからいいのですけれども、それだってなく

て、やはりどこかでそれを協議するものをつくっ

ておかなければならぬと思うのです。前回の北都

新聞に書いてありましたけれども、それはおかし

いのでないかと、これからこういう不安があるか

ら、こういうことになるのだよ、だからそこをど

こかで協議するという団体ですか、そういうもの

をなぜつくらないのだ、これではうまくないでし

ょうということが北都新聞に書いてありましたけ

れども、私もそのとおりだと思います。だから、

市長にお伺いしますけれども、このことについて

はこれからいろんな形の中で、協定書にある協議

検討いろいろありますけれども、また市長自身も

各地域に行って、住民懇談会等に行って意見を聞

いたときもそれを集約して、今後協議という形に

なると思うのですが、そういうものも含めた中で、

どこかでそれを協議して検討してもらうものをつ

くらなければならないと思うのですが、そのよう

な組織をつくってやる考えはあるのかないのかを

お伺いいたします。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ただいまるるお話ござ〇教育長（藤原 忠君）

いましたが、平成１９年４月１日統合ということ

を最初にお話ししたのは私でございます。ただ、

ちょっと経過を説明しますと……

（何事か呼ぶ者あり）

ちょっとお待ちくださ〇教育長（藤原 忠君）

い。風連町と名寄市の教育委員会の打ち合わせと

いうのは、何回か開催しております。その中の平

成１７年６月３日の打ち合わせの中で、給食セン

ターの統合について話し合いがなされております。

その中では、最終的には統合の期日等については

新市長の判断であり、新しい教育委員会誕生後と

することで両教育委員会の合意ができております。

その後新しい教育委員会が誕生した時点で、私の

方から平成１９年４月１日統合ということをお話

し申し上げた。これは、いわゆる事務レベルでは

さまざまな打ち合わせを済ませてきている、準備

をしてきて、課題も浮き彫りにしていると、こう

いうことでございます。それから、もう一点でご

ざいますが、５月２２日に総務文教常任委員会が

開催しております。この中で、学校給食センター

の所長より平成１９年４月統合に向けて１８年度

改修工事を進める、そういう考えをお示しさせて

いただいております。また、７月３日には、議会

終わった後でございますが、両給食センターを総

務文教常任委員会で御視察もいただいていると、

こういう経過がございます。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

事実関係だけであります〇助役（今 尚文君）

けれども、先ほど長々と話しましたけれども、合

併協議と小委員会では統合するという確認、そし

て風連中学校の改築の動きがありましたから、表

現は、最後の表現は統合について協議をするとい

うふうな表現にせざるを得ませんでした。しかし、

地域の説明会では、風連も名寄も地域の合併説明

会ではすべて統合をするということでいきましょ

うというお互いの確認のもとに説明をさせていた

だきました。谷内議員おっしゃるように文言上協

議すると、こういうふうに書いてある場合は協議

の場が必要ではないのかと、こういうふうにおっ

しゃるのは、これは当然だと思います。ただ、一

度流れからして私ども合併協議会の幹事会として

もこれは統合するという確認をしたから、ぜひ事
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務作業を進めてほしいと、統合を前提にして進め

てほしいということが一気に流れてしまったとい

うことでございますので、何とかその辺の流れを

御理解をいただきたいというふうに思います。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

流れで決めるもので〇１８番（谷内 司議員）

ないのです、日にちなんていうのは。こういう流

れだから、野球の試合やって、これ流れだから、

これでいいなんていうことになりませんから、流

れで決めるのでないのです。やっぱりそこで決め

た１９年という日にちを出すのは、そうしたら２

０年でもよかったのでないか、早急でなかったら

ということになるのですから。そういうのは、決

まったことで、それは言いませんけれども、要す

るにそういう検討する場所をつくるということで

いいですね。それでは、その問題については、教

育長が私が言いましたということですから、それ

はいいです。

その次に、教育委員会のあり方なのですけれど

も、教育委員の会議は月１回行われるということ

なのですが、大体そうだというのですが、５月に

５名の方が選任されて、その中であと互選で教育

長が藤原さんに決まったのだと思うのですが、そ

の後からについて、８月３１日に初めて給食セン

ター統合について話をしたと。それまで一回も話

がなかったというのです。ですから、私としては

何としても理解できないということがこれで、教

育委員会の委員の皆さんは風連、名寄の学校は統

合した、あらゆるもの社会教育から含めた中で全

体のことを見渡して、いろんなことを考えて、問

題を考えて、運営方法なり、その他の問題、あら

ゆるもの教育委員会が抱える問題を協議する場だ

と私は思います。それなのにその中で一番大変な

こんな大きな統合なんて言っている問題が出てき

ているのに、まして未収金がどうだ、余剰金があ

るという、それなのに教育委員会として一回もそ

れが協議されていないのです、今まで、８月３１

日前には。なぜなのですか。その辺聞かせてくだ

さい。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

旧名寄市学校給食会に〇教育長（藤原 忠君）

かかわりましては、学校給食運営審議会というの

がございまして、この中で学校給食会の運営にか

かわるさまざまなことについて御議論いただき、

そして方針などについてもお話しいただいている。

ですから、その運営審議会の中では今お話にあり

ました未納金の問題とか、それから次年度充当金

の問題とか、こういうものについてもいろいろ御

議論はいただいてきているところでございます。

ただ、統合については、先ほどもお話し申し上げ

ましたが、新しい教育委員会が発足した第１回目

の５月１６日にセンター所長からそれについての

お話があった。とらえ方もあるのかなと、こう思

うのでありますが、こちらは課題は提供しまして、

そして委員さん方、会議は傍聴の議員方もおられ

ると思うのでありますが、委員の中からそれにつ

いていろんな疑問点とか意見を受けるとか、こう

いうのを出す形になっております。ただ、議題、

審議事項としては、お話のとおり５月１６日には

統合については上げておりません。ただ、いろん

な形でボールを投げながら、毎月教育委員会を開

催し、そしてその中でやはり疑問な点は審議でな

くてもいろいろ御意見をいただいているのが通例

でございます。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

確かに今言ったのだ〇１８番（谷内 司議員）

と思うのですが、やはり教育委員会というのは委

員の皆さん方は学校給食を初め、先ほど言いまし

たように教育委員会の問題全般的に協議する場な

のですから、ましてこういう問題はちゃんとテー

ブルに着いて、議事録が残るような段階の中でき

ちっと協議をしなければならないものだと思うの

です。でも、今私がこれを言っても、過ぎたこと

ですからどうにもならないのですけれども、その

ようなことがないようにこれから、いろいろな問

題があると思うのです。学校にしても、社会教育
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にしても、スポーツにしてもいろいろあると思う

のですが、それはやはり教育委員の方々が住民か

ら聞かれて、この問題はどうなっているのですか

と聞いたら、そんなの知らぬという言葉が返って

くるようではおかしいのですから。当然そういう

問題は教育委員の人が知っていなければならない。

ですから、そういう協議というのは、教育長が当

然そういうことをやるのだと思うのですけれども、

運営委員会がどうのでなくて、やっぱり教育委員

が知っていなければならぬのです、問題は。その

ために５名の方を選任して、私も賛成したのです

から。その人から知らないという言葉が返ってく

るというのはやはりおかしいですから、これから

はそういうことのないようにしっかりとして教育

委員の中で協議してください。そういうことでよ

ろしくお願いいたしたいと思います。

それから、次にですけれども、給食費の問題な

のですけれども、前もって申し上げておきますけ

れども、これは余り給食費の問題については我々

議会でも中に入ることはできないのだということ

で、話もなかなかできなかったとかいろいろ話聞

いていますけれども、今回のこの質問をさせてい

ただくまでの間に、私自身風連の人からいろんな

意見を言われるのが多いのだろうと思ったのです

が、今回名寄の人の意見を相当多くいただきまし

た。西小学校の親、南小学校の親、智恵文、中名

寄の人たち、たくさん私と接しましたし、私のう

ちにも来ていただきました。その中で、いろいろ

話をさせていただきました。そして、言ったら何

も知らないのですということを言われたのですけ

れども、私自身も余り言っていい言葉でなかった

かもしれませんけれども、親の方たちにあなた方

が行政に対する関心がないから、そういうことに

なるのだと私言ったのです、そういう言葉で。本

当に悪かったのですけれども。そうしたら、その

親たちはそうですねと。何も知らないのですかと

言ったら、何も知らぬと。何で私のところ来たの

ですかと聞いたら、前回６月のときの質問と、ま

た今回の質問をこうやっていただいて、私のとこ

ろに来たらそれを教えていただけるだろう、説明

してもらえると思って来たのですということで来

たから、私はいろいろなことを教えましたので、

その親たちはこの未収金の問題、あるいは余剰金

の問題について私は言えないのです、こういうこ

と余り風連ですから言えないのだと言ったら、あ

なたに全権限を与えますから、この場でやってく

ださいということで親から言われていますので、

これだけは理解してください。よろしいですね。

それで、給食費の中に４００も円の未収金があ

る。それで、きょう人数的にもらったのですけれ

ども、なぜ何年のときには全額払っているのに、

次の年はそこはまた未収金が出るのですか。あり

ますよね。名寄南小学校、名寄西小学校、ことし

は払ったけれども、次の年は未収金つくったとか、

それがどうしてこういうこと、１年生が入学した

からだけではないと思うのです。その辺はどうし

てこういう傾向になっているのかちょっとお伺い

いたします。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

正直申しましてそこ〇教育部長（今 裕君）

までの分析はしておりません。ただ、卒業して、

たまたま滞納した人が卒業したときは来年からな

くなるのかなという感じはするのですけれども、

それだけでは説明がつかないのではないかと思い

ます。申しわけございませんけれども、そこまで

の個人個人ごとのまだ学校ごとの分析などはやっ

ておりませんので、詳しいことはちょっとお答え

できません。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

そう言われてしまっ〇１８番（谷内 司議員）

たら、もう私どももわからないのですけれども、

本当に去年は払ったけれども、次の年はまた３０

も円、４０も円の未収金が出て、また次の年は払

ったとか、でこぼこなのです。だから、この給食

の会計の規定を読んだときに、本当にいいのかな

と思ったのですけれども、中に書いてありました
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よね。各学校にその趣旨を説明して、データを出

して、各学校単位で未収金を集めるために努力せ

いということになっているのですけれども、そん

なことでいいのか悪いのか知らないですけれども、

そのときそのことも私言いましたら、その父兄の

人が言ったのは、この問題の未収金については未

収金のある学校の責任において処理してください

という名寄市民からの、親たちからの意見でした。

これをここにのっけてくるなと。のっけてくると

いうことは、４００も円あるということは、この

４００も円の金は余剰金で払ってあるのです。だ

から、二千六百八十何も円というのですけれども、

その余剰金がちゃんとなっていれば ０００も円

以上の金があるのです、これ。それが ６００も

円しかないということは、４００も円払ったとい

うことは、まじめに払ってくれた人のお金の積立

金で払ったということでしょう。だから、その親

の人たちは各学校において、それまでやっている

のだったら各学校で未収金が出たら解決してくだ

さいと。その親たちは、本当に未収金があるとか

余剰金がある、知らなかったと。なぜ知らないの

だと聞いたのです。そこで一番大切なことなので

すよ、教育長。よそ見しているのでない。こうい

うところで総会の議案をつくっているでしょう。

これを各生徒の親に渡しているかい。その親たち

は一回ももらったことないと、こういうもの。だ

から、未収金があるとか余剰金がある、そんなこ

と知らないのだと。おかしいではないですか。親

から金を集めて決算して、運営委員会だけで協議

して終わったと。それで、各学校のＰＴＡの役員

もいるからいいのだと、各父兄には何も渡さない

のだと。そこでいいようにその金を使ったと。４

００も円が出たのは、それを余剰金で払ったとか

と、そんなことなぜ親たちに周知しないのですか。

お金がかかるのだったら、毎日生徒に帰るときに

持っていってもらえばいいでしょう、連絡簿でも

何でも。それぐらいの配慮できなかったのかい。

どうですか。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

この未収金の問題につ〇教育長（藤原 忠君）

きましては、実は随分歴史があるのでございます。

今のようなお話も本当にそのとおりだと思うので

ありますし、そういうふうにしてきた時代もござ

いました。言ってみれば平成１２年度までは、先

ほど答弁で１３年度以降と、こういうふうにお話

ししたのでありますが、１２年までは学校の責任

でこの未収金ゼロの体制をつくってきたのであり

ます。しかし、実態は学校で本当にどうしようも

なくて、極端に言いますとある方のポケットマネ

ーを出しながら給食費を払ったと、こういう実態

が出てまいりました。それで、名寄給食会ではそ

のことが大きな問題になって、それはやはりおか

しい。学校の努力が足りる足りないの問題ではな

くて、そういうのはおかしいということから、１

３年度から未収金も会計上にのせようと、こうい

う名寄給食会の皆さんの総意でこうなったのであ

ります。それが１点でございます。

それから、未収金の徴収については、学校によ

って格差があるとは私は思いたくございません。

各学校それぞれが努力しております。その中で、

ある年は少なく、ある年は多くということがやは

り生まれてきたのかなと。これは、未納をする対

象のこともあるのかなと、こう思ったりしている

のであります。学校の努力は、毎年それぞれの学

校が同じようにしていただいていると、こう考え

ているのですが、やはり今の世の中の情勢といい

ましょうか、例えばちょっとほかの例を挙げてみ

ますと士別市でも過去３年間で１６４も円ぐらい

の未収金があるとか、あるいは稚内市では３６０

も円ぐらいの未収金があるとか、それぞれ富良野

市なんかもそうでありますが、今の時代といいま

しょうか、こういうふうに、だからいいというこ

とを私は言っているのでございません。それぞれ

の市町村がこの未収金で大変苦労されてきている

ということがうかがわれるわけで、余り学校ごと

にはっきりとこの未収金を出すこと自体もいいか
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どうかという問題も給食会の中で議論をされたと

いうふうに私は記憶してございます。そういう中

で、理事会の中で未収金についてみんなで考えて

いこうと。これは、教育委員会と学校、保護者、

みんなで考えていこうと、そういう流れになって

きたということであります。

それから、もう一点御指摘ございました知らな

い保護者もいると、こういうお話でございました

が、先ほど岩木議員からも御指摘ございましたよ

うに、給食会総会に代表として出てきていない学

校も実際は今までは存在したと、こういうことで

ございますので、これについては今後しっかりと、

全部の学校が代表者が出てくればそういうことは

絶対起きないと、こんなふうに、私たちは各学校

に管理職を通じてしっかりとお話はしてきている

のでありますが、実際に聞いていないという保護

者がいたということはそれが不徹底だったと。そ

れを解決するためには総会のあり方をまた改めて

検討していきたいなと、こう考えております。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

その説明ではちょっ〇１８番（谷内 司議員）

と私も不十分だと思うのですけれども、給食費の

未納金をどうするかということであの中に書いて

ありますよね。データを各学校に配ると。それで、

その学校の払っていない人の親たちに個別にＰＴ

Ａなり、学校の先生なり、その他の人がそのため

の努力すると。卒業生については、給食センター

の職員が対応するのだと書いてあります。そのよ

うにやっているのでないですか。ですから、その

親たちの言ったのは、それだったら各学校で未収

金なり出たものについては処理してもらいなさい

よということですから、そのようにしてやってく

ださい。そして、この会計書もわからないから、

未収金も何もわからないというのですから、これ

は代表者が来ていたからといったって、全部に知

らせなければわからないのですから、決まったこ

の定期総会の議案なり、予算書があるならば、全

生徒に持たせて帰してください、親に。こういう

ようになりましたからと、持たせたら一番間違い

ないでしょう。代表者が出たからといったって、

聞いていない人は聞いていないとなるのですから、

全員の生徒に持たすということは、これは家に届

くことですから。そういうような形をとっていた

だきたいと思います。未収金についてはそのよう

にしてやってください。

それから、余剰金なのですけれども、聞くとこ

ろによると、先ほど４００も円なら４００も円あ

ったものについてはやると。それから、１年間の

やっている中でいろいろな食材費や何か買っても

金が足らぬから支払いしているのだということな

のですが、そこで私おかしいと思うのが余剰金と

いうのが運営資金の中に繰り込んでいい金なのか。

年度末に ６８２も円あるのだったら、今現在も

６８２も円なければならぬです。その余剰金を

給食費の金が足らなくなったから、おろして使っ

たとかなんとかと、そんなのあなたおかしいので

ないですか。私そんなの信用できません。本当に

その金が給食費が金が足らなくて使ったのか。あ

なた方が流用したのでないかと言われても仕方な

いのですよ。違いますか。そんなあやふやな形で

親から集めた金を使っているというのは、私納得

できません。あくまでもきちんと残ったものは、

１年間銀行に貯金したら出し入れするものでない

でしょう。運営費でないのですよ。それを運営費

が足りなかったから使ったとか、何回おろしたと

か、そしてまた返したとかと、そんなことやった

って、それがはっきり間違いなくなっているのか。

それから、親たちが、これから申し上げますけれ

ども、それも言われましたし、名寄の親が言いま

したのはその金は私たちのお金ですから、年次的

に私はこの子は９年間学校入れました、この子は

そこで何年入れましたと、年次的に余った金がわ

かるのですから、私のもらい分は返してください

と、教育委員会に請求をしたらそのお金は返して

もらえるのですねと私は言われています。でも、

それはできますとは答えていません。わかりませ
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んから。ですから、そのような形で、本当ならそ

れは単年度決算でその人たちに余ったお金を返さ

なければならないお金でないですか。それを ０

００も円も ０００も円も積み立てしておいて、

それで運営資金に使ったとか、今月金足らぬから

これで払ったとか、おかしいのでないですか。ど

うですか。簡単に答えください、時間ないですか

ら。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

剰余金という言い方〇教育部長（今 裕君）

はしておりませんで、繰越金ということで、次年

度事業引当金という言い方をしているのですけれ

ども、食材費関係で余っているということで、そ

れは次年度の４月、５月、給食費の集まりが悪い

ものですから、そこのときの給食費、食材費の充

当にしているということで、これは必ず会計監査

を行うときに通帳の預金残高の残高証明書をつけ

ていただきますので、それは間違いなくその分の

お金についてはあるということを確認しておりま

す。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

間違いなく剰余金と〇１８番（谷内 司議員）

なっていますよ。これにはなっていないけれども、

別の方になったら、決算書なんか見たら剰余金と

書いてありますよ、規約の中に。だから、剰余金

でもいいのです。ただただ親から給食費として集

めたお金が余ったから、積み立てして ０００も

円になったと。それで、未収金が出たから４００

も円払ったと。そして、５年たったから不納欠損

したと。まじめに払っている人ばかでないですか、

あなた。そんなことやっていたらだめなのだとい

うことなのです。お金の使い道というのは、やは

り集めたお金は集めたお金、きちっとしなければ

ならぬでしょう。ですから、先ほど言ったように

間違いなく親から返還の請求したら返してもらえ

るのですか、もらえないのですか。私その親御さ

んに答弁しなければならぬのですけれども、どう

ですか。返してもらえますか。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

最初に申し上げてい〇教育部長（今 裕君）

ますけれども、学校給食会は私会計ということで、

決して教育委員会の責任逃れをするわけではない

ですけれども、私どもの方で教育委員会の方でこ

れは返しますとか返せませんとか、そういう具体

的なお話はちょっとできかねるということでござ

います。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

そうしたら、どこに〇１８番（谷内 司議員）

そういう請求を出したら、本当に親たちが払った

お金ですから、どこに請求出したらそれは返還し

てもらえるのですか。教育委員会ですか、給食セ

ンターの所長さんに出せばもらえるのですか。そ

れは後で聞きますから、いいですけれども。

そんなことで、いろんな問題があるのですけれ

ども、やはりしっかりとしてやってもらわなけれ

ばいけないのと、それから確認なのですけれども、

もしこの問題が解決しなかった場合には１９年４

月１日の統合はしないのですか、するのですか。

それと、これからの給食会計については風連方式

でやるのか、名寄方式でやるのか、それをどのよ

うにお考えかお聞かせください。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

この次年度引当金のほ〇教育長（藤原 忠君）

かにも給食費にかかわる課題はいろいろございま

して、今それぞれ給食部会と献立部会、今は献立

部会はちょっと話題になっておりませんけれども、

給食部会で鋭意議論していただいているところで

あります。したがいまして、今度統合したときに

新しい給食会の規約についても今議論してござい

ます。そういう中で、今のいろいろな御意見など

も私の方からこれはアドバイスといいましょうか、

アドバイスする形でその中に遺漏のないように含

めていかなければならぬと、こう思っているとこ

ろであります。そして、今その給食部会でもそれ

らについての話し合いがかなり進んでおりますの

で、先ほど部長の答弁のように１０月には各学校
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の保護者の代表者の方、あるいは学校の代表者の

方、担当者の方、一堂に会した中でこの経緯説明

をすることができると、こんなふうに思っている

ところでございます。こういう中で、しっかりと

課題を解決して、平成１９年４月に新たな私会計

ではありますが、名寄市の給食会が誕生すること

を期待しているところでございます。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

ですから、その解決〇１８番（谷内 司議員）

できなかったときには統合は延ばすのかと。解決

をした時点で１９年にするのか確認のためにと言

ったのですけれども、努力していますって、当然

努力しなければならぬです、施設の補正予算認め

たのですから。そんなこと聞いているのでないの

です。この問題が解決できなかったときはしませ

ん、解決できたときに統合しますという言葉が何

で来ないのかということ。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

そのとおりであります。〇教育長（藤原 忠君）

ただ、この未納金とか、それから次年度引当金に

ついては、名寄給食会の問題でございますので、

それで名寄給食会の方でまたしっかりと御議論い

ただいて、解決の方策を生み出していただきたい、

こう思っております。

谷内議員。〇議長（田中之繁議員）

そうしたら、そのよ〇１８番（谷内 司議員）

うにして、もしできなかったときには延ばすと、

できたらやるということで私は理解したいと思い

ます。

一番最後に、島市長なのですけれども、５カ月

間がたちましたよね、合併してから。それから今

まで、その中でやはり先ほども申し上げましたよ

うに何といっても合併協定の中で新市の運営をし

ていかなければならないだろうと私は思っていま

す。これは基本だと思っています。ですから、５

カ月たった中で、市長としてかじ取りをしてきた

のですが、この５カ月間を過ぎて、その協定書を

守られてやっているのか、それに対して感想も含

めて発言をいただきまして、私の質問を終わらせ

ていただきたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

合併協議会の協議につ〇市長（島 多慶志君）

きましては、御案内のように旧風連町１７名、旧

名寄市１７名の３４名、あと上川支庁の地域政策

部長にも入っていただいて、平成１６年４月以降

鋭意合意形成に向けて議論をいただいて、協定書

が調印されたわけでございます。しかし、時間的

な制約もあって、どうしても方向づけはしたけれ

ども、細目の決定まで至らなかったと、こういう

事案があるわけでございまして、それらについて

は合併後の協議を行うと、こういう方向づけをさ

れているわけでございまして、このことにつきま

しては執行責任である私の責任においてしっかり

と進めていくと、こういうことであります。もち

ろんこれらの協議をする課題については、関係機

関の皆さん方としっかりと議論をした上で誤りの

ない推進をしていくと、こういうことであります。

６月の議会、さらには今回の議会も通じて学校

給食に対する熱心な御議論をいただいているわけ

でありますけれども、私はねらいは子供のために

しっかりとした学校給食を提供していくと、こう

いうことにあるわけでございます。若干そうした

推進のありようについて、目的は同じであっても

進め方等について旧風連学校給食センターと旧名

寄の学校給食センターに差があったというふうに

改めて認識をしておりますけれども、この議論を

通じて平成１９年４月からしっかりとした学校給

食センターが運営され、しかも児童、父兄にも喜

ばれる給食が提供されると、このことを信じてお

りまして、これからもしっかりとした御意見を、

あるいは御指導をいただきたいと、このようなこ

とを申し上げて、答弁にさせていただきます。

以上で谷内司議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（田中之繁議員）
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べて終了しました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ５時４０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

署名議員 熊 谷 吉 正

署名議員 川 村 正 彦
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平成１８年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１８年９月１４日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（３５名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 １９番 堀 江 英 一 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

８番 林 寿 和 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２２番 栗 栖 賢 一 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 開 発 恵 美

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 今 尚 文 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君
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市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日の〇議長（田中之繁議員）

会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２３番 東 千 春 議員

２８番 村 端 利 克 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（田中之繁議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

商工業の振興について外１件を、駒津喜一議員。

おはようございます。〇５番（駒津喜一議員）

議長より御指名をいただきましたので、さきの通

告どおりに質問をさせていただきます。

先月８月に出されました市内商工業者を対象に

調査しました市内金融機関の景況調査では、一部

の業種では改善は見られるということで、全業種

では景況は依然低調であると報告されております。

市内の経済状況は、燃料の高騰などマイナス要因

により依然厳しい状況にあります。今後の市内商

工業の景況により、市内商工業に携わる労働者の

生活にもかなりの影響があると予想されます。合

併により商工業の構成も拡大され、商工業に対す

る新たな施策も必要になるわけですが、ここで新

しいまちづくりを踏まえた商工業者に対する振興

策についてお聞きしたいと思います。

最初に、改正まちづくり３法についてですが、

平成１２年度に大店法を大きく見直した中心市街

地活性化法、大店立地法、改正都市計画法、いわ

ゆるまちづくり３法が施行されたわけですが、こ

の３法による全国のまちづくりに関する進展状況

は、郊外量販店の乱立及び計画の実施に格差を生

じるなどの点から大きく見直しがされ、今回の改

正になったわけです。市街調整区域では大規模開

発許可の基準を見直し、これまで許可が不要だっ

た病院、学校などの公共公益施設に対しても開発

の対象となりました。また、農地転用などの準都

市計画区域についても指定の権限を市町村から都

道府県に移行し、近隣市町村の意見が反映される

ようになりました。さらに、地域の主体性を生か

すことを目的に、国から地方自治体へ権限が移譲

され、自分たちの意思でまちづくりを進めていく

可能性が広がったわけです。一方、消費者にとっ

てはともに必要な商店街と大型店との共存共栄が

図られるとともに、高齢者にとっても若者にとっ

ても魅力あるまちづくりを地域みずからの手で実

現するためにも関係者が一体となって地域ぐるみ

でまちづくりに取り組むことが何よりも求められ

ると思います。それには改正都市計画法、建築基

準法の完全施行までの間、郊外における大規模集

客施設の開発を抑制し、これからは道が近隣市町

村の意見を反映した許可になりますので、郊外量

販店を含む出店行為に対する名寄市の考え方、姿

勢を明確にすることが必要だと思います。新市総

合計画を策定し、今後新しいまちづくりを進める

過程で、改正まちづくり関連３法の内容をどのよ

うに受けとめて活用していくのかお聞きしたいと

思います。

次に、小項目の２番目の小規模商業施設の誘致

について質問させていただきます。住宅地区、特

に東地区、またはさらに北地区においては、従来

からのいわゆる住民に身近な商店がなくなり、高

齢者や子供たちにとって不便で生活しづらい環境

になってきている状況については、今までに各議

員の方々が質問、要望されていましたが、行政側

からの具体的な誘致策がないまま現状に至ってい

ると思います。さらに、加えて今年度４月の医療

保険報酬制度の改正により、北地区の個人病院で

も院内調剤処方ができなくなり、病院を利用して

いる近くの住民は身近な薬局店が一店もないため

に、処方できる場所に出向くため交通費も負担に

なります。中心市街地に人が集まる要因としては
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プラス要因と受けとめられますが、反面病人や弱

者にとっては生活しづらい環境になりつつあるの

が現状です。これらの対策として、店舗新設に際

して市内商工業者への支援策が必要だと思います。

名寄市の商工業者に対する補助金制度として、過

去に平成８年度から平成１４年度まで店舗、事務

所を新築、または所築する場合、 ０００所所ま

で３分の１支援する補助金制度がありました。こ

の制度は市内全域に該当するもので、当時は有効

に活用され、住宅地区にもこの補助金制度を活用

して小売店舗、事務所が建設されてきました。平

成１５年からは、この補助金が形を変えて、中心

市街地から４０ヘクタールの地区だけに限られて

実施されております。補助金制度は、時代の状況

に応じて対応しなければいけないと思います。今

住宅地区に小規模商業施設がない現状に対応する

ためにも、さらに郊外、中心街問わず、新規起業

家に対する支援や新分野進出に対する支援策とし

てもこの補助金制度を復活すれば、新たな風連地

区を含む名寄市全体の職業バランスを考慮した施

策はできると思いますが、これについてお考えを

お聞きしたいと思います。

次に、３点目のソフトランディングについて質

問させていただきます。建設業にかかわる環境は、

市内経済にも大きな影響力がありまして、また季

節労働者を含む従業員の雇用にも大きく関係する

ことから、名寄市の主要産業の一つとして対応す

る必要があると考えます。道が進めてきた建設業

の経営体質強化、新分野進出等、これらを含めた

ソフトランディングは、平成１６年度から本年度

平成１８年度の期間において集中して取り組んで

いる施策です。この施策について市内での取り組

み状況をお教えいただきたいと思います。

平成１８年６月に公表された道内１９４市町村

を対象にした道の建設業等ソフトランディング対

策についての意識調査がされたわけですけれども、

このアンケートの結果によれば７割が内容を理解

している、さらに８割が今後道の支援を必要とし

ていると回答しております。当名寄市ではこのア

ンケートにどのように回答されたか公表できる部

分でお知らせいただき、これからの支援について

もお考えがあればお聞きしたいと思います。

次に、大項目の２番目として、福祉行政の一つ

である福祉電話にかかわることについて質問をさ

せていただきます。一般的に福祉電話は、独居老

人、または低所得者に対して行政が無料で貸与す

る電話の制度として理解されておりますが、関連

する通信の部分で、昨日の木戸口議員の質問と重

複はいたしますが、弱者が生命の危険を察知した

ときに連絡する災害弱者緊急通報システムについ

ても福祉電話通信の部分であわせてお聞きしたい

と思います。この二つの電話通信システムは、全

国の自治体において名称はそれぞれ違った形で存

在しますが、同じ内容で実施されている福祉制度

の一つであり、高齢者や障害者などの弱者への福

祉事業としてこれからも内容の充実化を図るべき

制度と考えますが、今回の合併によりどのような

設置状況になっているのかお知らせいただきたい

と思います。

またさらに、さいたま市を初めとする主な自治

体におきましては、希望者に定期的に連絡をとり、

利用者の安否を確認している自治体もありますが、

当名寄市においては一度設置したところに対して

長期、短期にかかわらず定期的に連絡はとってい

るのかどうか、この点についてもお聞きしたいと

思います。

以上をもちましてこの場での質問を終わらせて

いただきます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

おはようございま〇経済部長（手間本 剛君）

す。ただいま駒津議員から大きな項目で２点にわ

たり御質問をいただきました。１点目につきまし

ては私の方から、２点目につきましては福祉事務

所長からの答弁になりますので、よろしくお願い

をいたしたいと存じます。

初めに、商工業の振興についての１点目、改正



－141－

まちづくり３法についてのお尋ねでございますが、

御案内のように中心市街地の空洞化に歯どめをか

けようとまちづくり３法、大規模小売店舗立地法、

都市計画法、中心市街地活性化法、つまりこれが

まちづくり３法でございますが、その改正が整い、

市街地再生の新たな枠組みがスタートしています。

商業統計調査によりますと、名寄市内の年間商品

販売額の動向をちょっと申し上げてみたいと思う

のですが、旧名寄市では３２億６００所所、率に

置きかえまして５置の所、旧風連では８億 ２０

０所所の０、率に置きかえまして１ ５置マイナ

スでございます。トータルでは２３億 ４００所

所、率に置きかえまして ５置の所という円円と

なっております。大規模小売店舗に占める割合は

公表されておりませんけれども、現状大型店の状

況から判断させていただいても、一般小売店にお

いては相当大きなダメージを受けているものと推

察するところでございます。このようなことから、

中心市街地をしっかりと堅持していくことの必要

性を感じているところでございます。まちづくり

３法の完全実施となっても市内小売店舗が安心で

きる状態では決してありません。より一層商店街、

消費者を巻き込んだ形で真剣に議論、協議し、オ

ール名寄でまちづくりを考えていくことが求めら

れております。市といたしましても商工会議所、

商工会、商店街連合会と連携をとりながら、大型

店の動きなど情報をキャッチし、対応について協

議してまいります。

また、広域的な対応についてでありますが、こ

れまで一つのテーブルでの協議はしておりません

けれども、今後は上川北部における会議設定など

により情報交換を行い、対応策等について協議し

てまいりたいと考えているところでございます。

２点目の住宅地域に小規模商業施設の誘致とい

うお尋ねでございますが、東地区の商業施設につ

きましては兆しはあったものの、予定されていた

方の事情で話が中断をしております。残念ながら

実施には至っておりません。関係団体に働きかけ

を行いながら、引き続き協議を行ってまいりたい

と考えております。また、北地区においては、北

斗団地の開設以来長年商いを続けてきておりまし

た北斗ストアは、モータリゼーションと変化する

消費動向の中にあってやむなく閉鎖に追い込まれ

たところです。今後の動向につきましては、建築

課サイドにおいても協議を行ってきておりますが、

なかなか難しい状況にあります。北斗団地の建て

かえにつきましても計画されておりましたが、そ

の際においても団地内店舗用地を確保しておりま

すので、その対応につきましても庁内協議を行っ

てまいります。

店舗、事務所に対する補助金につきましては、

議員御質問のとおり平成１４年度までは全市的に

対応してきておりましたけれども、１５年からは

町中活性化をねらい、中心市街地に活力を誘導し

ていきたいとの思いから実施してきているもので

ございます。その時期に対応した支援が求められ

ており、前条例改正において中心市街地活性化基

本計画の重点地区における支援として中心市街地

活性化、まちなか居住、コンパクトなまちづくり

の視点からも対応してきたところで、全体的に補

助を拡大することは非常に難しく、めり張りをつ

けた施策を展開してまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと思っております。

３点目でございますけれども、建設業のソフト

ランディングについてであります。建設業を取り

巻く厳しい環境の中で企業戦略として経営の多角

化、新分野進出は重要なものと考えております。

市内における建設業界の動向として先月発表され

た名寄信用金庫の景気動向調査の建設業によると、

市内の建築確認申請は前年同期、１月から６月で

ございますけれども、若干上回ったもののマンシ

ョン建設は一段落の様相を呈しておりますとなっ

ており、今期の業況ＩＤ値は前年同期と比較して

横ばいで大きな変化はありませんが、売り上げ、

収益ともにその円値は悪化しており、利幅確保は

引き続き厳しい状況にあります。御案内のように
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北海道では多角化や新分野進出を考えている企業

をサポートするためにアドバイザーを派遣し、問

題点や取り組むべき内容の情報提供やアドバイス

などを行ってきております。特に建設業のソフト

ランディング対策は、今後より一層地域における

取り組みが重要になってきていると認識しており

ます。市内におきましては、有限責任事業組合、

ＬＬＰですが、これが設立され、平成１８年度に

おいて名寄市の指名業者に指定され、事業展開が

なされております。また、道内建設業においては、

公共事業の削０傾向の中、新分野に進出し、多角

化を図っている企業は２割にとどまっている調査

報告がなされております。

意識調査につきましては、今年２月に実施され、

市町村におけるソフトランディングの認知度、建

設業の位置づけ、現状・課題等についての回答を

させていただいているところでございます。回答

は、認知度はおおむね理解をしている、位置づけ

は主要な産業である、それから現状・課題は営業

開発等の不足、有望な進出企業は農業関連、環境

リサイクル、それから住宅リフォーム関連と報告

を出したところでございます。ＦＭラジオ、培養

土製造、サービス業、それからリサイクル業など

の支援を行ってきているところでございますけれ

ども、新分野進出への課題につきましては資金調

達、人材育成・確保、市場開拓と言われておりま

すので、今後も商工会議所、商工会、建設業協会、

金融機関との連携をとりまして、支援策の周知を

含め情報提供に努めてまいりたいと考えておりま

す。

以上、お答え申し上げました。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目二つ〇福祉事務所長（中西 薫君）

目、福祉事業について、合併による福祉電話につ

いてお答えを申し上げます。

福祉的な電話連絡体制といたしましては、一つ

には電話加入権を持たない独居老人等の世帯に対

して緊急時や生活相談等に対応するために福祉事

務所が貸与します福祉電話設置事業と上川北部消

防事務組合が当管内で心疾患等のひとり暮らしの

高齢者等が急病や災害時の緊急時に迅速かつ適切

な救急体制をとることが可能となる災害弱者緊急

通報システム事業がございます。

まず、福祉電話の設置状況でございますが、現

在名寄市内で５器、風連町で１器、合計６件の利

用状況となっておりますが、ここ２年ほど新たな

設置希望はございません。次に、緊急通報システ

ムの設置状況でございますが、平成１７年度末で

は名寄地区では２００器を保有し、１５５世帯に

設置をしております。風連地区では９０器を保有

し、７５世帯に設置され、安心、安全の確保の一

翼を担っているのではないかと考えております。

設置されている方と見守りを含めた定期的な連

絡についてという御質問でございますけれども、

この設置目的が緊急時という非日常的なものであ

るため、この機器を利用しての定期的な連絡は行

っておりません。しかし、特に独居の高齢者世帯

などで安否確認の必要のある方につきましては、

保健師や民生委員による訪問活動、必要によって

はホームヘルパーの派遣やデイサービスでの送迎、

また配食サービスなどで健康状態を確認しながら

行い、安心な環境づくりに努めているところでご

ざいます。

以上、答弁とさせていただきます。

駒津議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、再質問させ〇５番（駒津喜一議員）

ていただきたいと思いますけれども、順番が逆に

なりますけれども、最初に大項目の２番目の福祉

電話通信について再度質問をさせていただきたい

と思います。

福祉電話無料貸与の方は７件ということで、非

常に円が少なくなっているというのは、これは市

民がそれぞれの形で通話する手段を持っていると

いうことで、弱者にとってもそんなには困っては

いないという状況の円だとは思いますが、この制

度がなくなれば困る方も出てくるわけで、少円と
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はいえこの制度も続けていっていただきたいと思

っております。

もう一方の緊急通信システムですけれども、こ

ちらの方は２００個あるうち１５５世帯が使われ

ているということで、消防事務組合の部分にも関

係することですけれども、大変いっぱいいっぱい

の状態ではないかと推測できます。したがいまし

て、順番を待っている人も多々あるのではないか

というふうに考えますけれども、この間一市民の

方からお話をお聞きしまして、市に相談してから

半年かかっても設置されないと、調査に来られな

いということで、関係者の方が民生委員の方に相

談したところ、即設置されたというお話をお聞き

しました。この事実関係は私自身双方に確認した

わけではないので、これは本当なのかどうか問い

ただしはできないのですけれども、ただ申請から

こういった状況調査に至ってどのような対応をさ

れているかお聞きしたいと思いますので、よろし

くお願いします。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

先ほどの説明の〇福祉事務所長（中西 薫君）

中で福祉電話の設置状況でございますけれども、

名寄地区で５件で、風連地区の１件、計６件とい

うことで、済みませんけれども、御理解をいただ

きたいと思います。

御質問のございました緊急通報システムの具体

的な申請の流れでございますけれども、本人、ま

たは代理の方が高齢福祉の窓口の方に御連絡をい

ただきましたら、保健師が民生委員の方々と一緒

に御本人の状況を調査させていただいております。

その結果重度の心疾患等によりまして設置が必要

と判断された場合については、消防と調整をいた

しまして、機器を取りつけ、供用開始となると、

このような手続になります。

今の御質問の件につきましては、具体的な状況

が把握できておりませんけれども、お互いの設置

に伴います聞き違い、行き違いといったような誤

解があったのかもしれません。設置を希望される

方に誤解を与えることのないよう、窓口対応には

十分注意を払い、適切に対応してまいりたいと思

っております。さらに、申請から供用開始までの

手続につきましては、迅速化に努めてまいりたい

というふうに考えておりますので、御理解をいた

だきたいと思います。

駒津議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりました。市民に〇５番（駒津喜一議員）

とっては、福祉行政に対しては非常に敏感になっ

ている部分もありますので、今答弁いただいたと

おり、今後とも誤解のされないような対応で、民

生委員との連絡を密にしていただいて、スムーズ

に運営できるようお願いをしておきます。

また、定期的な連絡がとれないために長期入院

などによる長期の不在の設置状況が把握できてい

ない現状にあると思います。そういった部分も今

後とも定期的に、長期、短期でも構いませんけれ

ども、連絡がとれるような体制づくりというのを

要望していきたいと思います。

また、今民間の団体がＢフレッツの普及のため

に活動しておりますけれども、通信情報環境が整

えばまた新たな機能を持った、システムを持った

機材、機器というのが出てくるので、この手元に

ありますＮＴＴの機種もＢフレッツに対応した機

能を備えた少人円でも定期的な連絡がとれるよう

なシステムづくりというのがされているみたいな

ので、そういったＢフレッツなどにより、光ファ

イバーによる通信環境が整えばいろいろな福祉サ

ービスも可能になってきますので、こういった情

報も福祉課の方でもいろいろと入手していただい

て、これからの福祉行政に役立てていただきたい

と思います。これは答弁は要りません。

続いて、商工業の振興についてですけれども、

御答弁いただいたとおり、今市内小規模商業者は

本当に厳しい経済環境下にあるわけでございます。

改正まちづくり３法については、今後の中心街活

性化と市街地再開発事業を含めたそういった二つ

の行政のまちづくりに大いに期待しているところ
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もありますので、さらに大型店、集客施設の建設

についても事前に御答弁ありましたように近隣町

村と情報を密にしていただいて、それぞれの意見

が反映されるような形で対応していただきたいと

お願いしたいと思います。

また、この中心市街地活性化と市街地再開発事

業につきましては、後ほど同僚議員の黒井議員よ

り鋭い質問があると思いますので、私の方からは

この程度で、お願いをする形で終わらせていただ

きたいと思います。

次の２番目の小規模商業施設に対する支援でご

ざいますけれども、合併前の風連町ではこうした

補助制度というのは全くなかった環境だったので

すけれども、合併に関して旧風連町民のみならず、

旧風連町の事業主も合併してメリットがあるのか

どうかというのを非常に気にしているところでご

ざいまして、ただいまの答弁ではちょっと無理だ

という御答弁をいただいたのですけれども、この

補助金制度を復活させていただければ、中心街に

限らず風連地区郊外の事業主のビジネスチャンス

も広がるわけですので、この風連地区の商業の活

性化を含めた部分でもう一度この点についてお考

えをお聞きしたいと思います。

それと、先ほどの答弁お聞きしましたら、中心

市街地の活性化を主体にしたいという部分では、

私はそれはこの補助制度は必要だということで、

このまま推移して、もっと活用していただきたい

というのは賛成なのですけれども、ただこの制度

を撤廃して、前の補助金制度を復活させるという

ことを言っているのではなくて、今まである中心

街を中心にした補助制度を残して、それに新たに

加えて前の補助金制度を復活してはどうかという

問い合わせでしたので、その辺御理解いただいて、

御答弁いただきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

お話をいただきま〇経済部長（手間本 剛君）

した。ありがとうございました。旧風連町では、

持ち家住宅に対する制度というのはかつてはあっ

たのですけれども、これは個人向けの住宅でござ

いまして、特に商店街の部分にかかわる部分につ

きましてはこういった手厚い支援策というのは正

直ありませんでした。大変名寄は厚い支援をされ

ていたのだなということで再認識させていただい

たところでございますが、御案内のとおり今度合

併をさせていただきましたから、旧名寄、旧風連

のそれぞれの商業者の往来が、行き来が活発にさ

れているというふうにもお聞きしておりますし、

見受けられるところでもあります。そんな意味で

は、この制度の部分につきましてはどういうこと

で存続できるのかも含めて、私どもの方の審議会

がございますので、中小企業振興審議会の中で御

意見等を賜りまして、どういうふうなことの支援

が望ましいのか等々についてお話をいただきたい

というふうに考えておりますので、その場面で検

討させていただきたいと思っております。

それから、旧の部分をそのまま復活させて、旧

を新にしたと、したがって新の部分をなくして旧

に戻せということではないということで、それは

理解をしておりますので、今お話しさせていただ

いたのは町中の分は町中の分、それから新たにと

いうふうに理解をさせていただいておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。

駒津議員。〇議長（田中之繁議員）

中心街とは別に理解し〇５番（駒津喜一議員）

ていただいたということであれば、ついでにこの

制度を復活していただくことに理解をしていただ

きたいと思ったのですけれども、その辺は難しい

ということなのですけれども、その難しい理由と

いうのは財政面でおっしゃっているのかちょっと

わからないのですけれども、もし財政面でおっし

ゃっているのであれば、平成１４年度のこの制度

の実績と、そして今現状使われている変わりまし

た新しい制度の補助制度の実績とをこの場ですぐ

わかるのでしたら、わかりますか。では、お教え

いただきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）
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今お尋ねいただき〇経済部長（手間本 剛君）

ました。旧といいましょうか、１４年度まで制度

として存続されておりました企業立地促進条例に

よりますところの制度でございますが、ちょっと

申し上げたいと思いますが、平成９年度から平成

１５年度までの分でございますが、全部で１６件、

額に置きかえまして１億９８６所 ０００所、額

１億 ０００所所というふうに御理解をいただき

たいと思っていますが、それが１４年度までの分

でございます。新たな部分につきましては、中小

企業振興条例によるものでございまして、これに

つきましては１５年度からスタートさせていただ

いておりますけれども、現在では２件、額に置き

かえますと ０６６所所というふうなことで推移

させていただいているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

駒津議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいまお聞きしまし〇５番（駒津喜一議員）

て、前の補助金では７年間で１億何千所所という

ことで、１年に平こすれば ０００所所程度の支

援金だと思います。それに比べて新しい中心市街

地の立地する促進条例では２件ということで、非

常に件円も少なく、金額もそれなりの金額だと思

うわけです。この程度の前の補助金を復活させて、

年間 ０００所所の支援金というのは、財政的に

非常に厳しい金額なのかなという感じがいたしま

す。ましてや今、再三申しますけれども、旧風連

町が合併になって新しい風連地区として商業者の

これからの活性化と、そして事業展開をやりやす

くするためにもぜひこの程度の予算の範囲であれ

ば復活させてもいいのではないかというところは

あるのですけれども、その辺どうでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

繰り返しの答弁に〇経済部長（手間本 剛君）

なると思いますけれども、今御指摘いただきまし

た部分につきましては、先ほどの御答弁に戻りま

すけれども、そういった審議会の中でお話の出た

ものを御報告させていただいて、その中で御議論

いただいて、方向づけをしてまいりたいというふ

うに考えておりますので、御理解を賜りたいと思

っております。

駒津議員。〇議長（田中之繁議員）

何回質問しても同じよ〇５番（駒津喜一議員）

うな答えが返ってくるような気がしますので、こ

の件につきましてはぜひ前向きに検討していただ

くようなところまで持っていっていただけるよう

に、今後とも御検討をいただくことでお願いをし

ていきたいと思います。何回も言うように今商工

業者は大変なのです。ましてやまちの顔と言われ

る商店街がともに地域としてまちの顔として存続

するためにもぜひ活力が出る補助制度を有効に対

応していただきたいというふうに考えております

ので、その辺強く求めて、この件については終わ

りたいと思います。

次に、建設業のソフトランディングの事業でご

ざいますけれども、私の認識ではリサイクルとＦ

Ｍの関係の２件だと思っていたのですけれども、

いろいろと市内の業者では動きありまして、また

希望としても農業の参画をしたいというか、そう

いった部分もあるようで、これからもこの部分は、

今年度で終わるという施策ではありませんけれど

も、強化しているということなので、特に研修会、

あるいはそういった説明会、そういったものも各

関係団体と協力して、円多く開催をしていただい

て、一般事業者の方に周知をしていただいて、そ

の上でいろいろな支援をしていただくよう求めて

おきたいと思います。

後ろで声が聞こえますので、私の質問は以上で

終わらせていただきますが、最後に言ったこの補

助金の復活を最後に再度お願いを申し上げて、私

の質問を終わらせていただきたいと思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

過去の経緯から含めまし〇助役（今 尚文君）

て少し承知しているものですから、私の方で答弁

をさせていただきますけれども、お話ありました

とおり中小企業振興条例と中小企業の企業立地条



－146－

例を使いまして企業の支援をしてまいりました。

当時はやはり中心市街地への何とか誘導策をとい

うことでの背景で、中心市街地の区切った面積の

中での状況でやってきました。ただ、合併後は少

し状況が違いまして、中心市街地に指定した面積

だけでのこの補助制度がいいか悪いかという判断、

特に風連地区の場合には各集落にお店屋さんが頑

張っていると、こういう状況もありますので、そ

の中心市街地へ誘導した制度と、それから現状と

見比べてみて、どういう対策が必要なのかという

ことが必要になってくるというふうに思いまして、

ただ財政上の理由だけでよしあしという判断では

なくて、当時の状況と今の状況どう違うかと、そ

のことを中小企業振興審議会の中に意見反映をさ

せていただきたいというふうに思っています。よ

ろしくお願いします。

以上で駒津喜一議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

道の駅について外１件を、宗片浩子議員。

議長の御指名により、〇２４番（宗片浩子議員）

通告順に従いまして順次質問をさせていただきま

す。

まず初めに、大項目の１、道の駅について質問

させていただきます。昨日東議員の質問により、

道の駅建設につきまして詳しく御答弁をされてお

りましたが、私も質問をさせていただきます。全

国的にその土地柄と特色を生かした新しい道の駅

が次々と建設されております。北海道においても

この北国ならではの新しい道の駅が誕生しており

ます。名寄市にも南の出入り口として道の駅の建

設に向けて協議が進められており、建設水道部と

経済部による庁内検討組織において道内視察研修

が行われ、情報を生かし、さらに検討を加えると

の９月１日定例会初日において市長が行政報告で

述べられておられました。北海道の背骨と言われ

ております国道４０号線を有する名寄市として大

きく期待されるところです。名寄市の南出入り口

の国道４０号線は、東へ国道２３９号下川方面、

西へ国道２７０号朱鞠内、羽幌方面、それから北

上する稚内方面へと向かう交通の重要なかなめと

なっております。そこで、名寄市の道の駅につい

て質問してまいります。

道の駅に壁画の案内看板の設置を。名寄は、豊

かな大地ときれいな空気とおいしい水は大きな財

産となっております。また、モチ米耕作面積日本

一として誇れるまちになりました。平成１５年度

に風連地区に壁画が松岡義和前名寄短期大学学長

の指導のもとでピカイチふるさとを創る会が中心

となり、農業用水桝にピカソの「ゲルニカ」、今

道立近代美術館で催されておりますが、クレーの

「英雄的な弓の運び」、ミロの「女、鳥、星」、

モンドリアンの「トラファルガー」の名画４作が

描かれました。また、平成１６年度から農業施設

に農村景観を生かしてミレーの「落穂拾い」、平

成１７年度はミレーの「晩鐘」、そして１８年度

はミレーの「羊飼いの少女」が描かれて、訪れて

見る人たちの目に安らぎを与えております。名寄

地区には名寄神社坂の南９丁目通に旧名寄市の歴

史を描いた壁画と国道４０号線の高規格道路の下

壁にこれも松岡義和先生の御指導でモネの「睡

蓮」とひまわり畑の模様が描かれております。こ

の地にも市民個人が描いている絵がところどころ

で見受けられて、行く人たちの目を楽しませてお

ります。このように市内にはすぐれた壁画が円多

くありますことから、壁画のまち、芸術、文化の

まちとして新設される道の駅に壁画マップを設置

してはと考えますが、考え方をお伺いいたします。

次に、交通安全を促す看板の設置を。現代社会

においては、自動車なしでは生活ができないと思

われるくらいに生活の一部となっており、また私

たちの北海道の日常生活は広い面積の交通手段と

して自動車の利用が欠かせないこととなっており

ます。北海道の交通事故死は、昨年平成１７年は

全国ワーストワンを返上いたしましたが、このこ

とは関係機関と道民が一丸となって取り組んだ結

果と考えます。しかしながら、名寄警察署管内に
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おいて残念なことに交通事故死は平成１７年に７

名、１８年、今年に入り４名が交通事故によりと

うとい命が失われて、大変残念なことです。行政

もあらゆる機関と連携を図り、交通安全、事故防

止の啓蒙啓発活動をして、歯どめのかからない交

通事故の０少の取り組みをされております。また、

風連地区、名寄地区には事故防止の啓発の看板が

設置されておりますが、自動車で走行中ではつい

見逃すことが多いのではないでしょうか。そこで、

先ほど壁画の案内看板の設置について質問いたし

ましたが、名寄市は交通のかなめ、要衝でもあり

ますことから、道の駅に交通安全を促す看板を設

置をして、ハンドルを握る人たちにはもちろん立

ち寄る人たちに交通安全運転の啓蒙啓発を行い、

事故防止に努めてはいかがでしょうか。考え方を

お伺いいたします。

次に、大項目、男女共同参画社会についてお伺

いいたします。私が議員になりましてから男女共

同参画社会にかかわる質問を今までに幾度かさせ

ていただきました。今年３月に旧風連町と旧名寄

市が合併し、名寄市としてスタートいたしました。

そこで、改めて名寄市における男女共同参画社会

についてお伺いいたします。

男女共同参画の推進について。国では１９９９

年、男女共同参画社会基本法が公布、施行となり

ました。北海道では２００１年、北海道男女平等

参画推進条例が施行されました。旧風連町でもさ

まざまな方法で男女共同参画社会について取り組

まれてこられたと存じますが、どのように取り組

まれてこられたのかお知らせください。旧名寄市

においては、女性団体の協力や講演会、フォーラ

ム等の開催を通して推進してまいりました。また、

市職員による男女共同参画検討委員会が発足し、

下部組織にワーキンググループが構成され、市民

８００人を対象に男女共同参画に関するアンケー

トが実施されました。市民の意識や生活実態の基

礎資料をもとに、名寄市男女共同参画推進計画の

素案を作成されたことは承知しております。この

ことと同時に、市民各団体の推薦や市民公募によ

る委員で構成組織の名寄市男女共同参画推進計画

策定市民委員会で素案の検討を多く重ねて、男女

が平等に個性と能力を発揮できる社会を目指した

推進計画が作成されました。男女共同参画社会の

実現のためとして計画の基本目標が示されており、

この計画の期間は平成１７年度から平成２６年度

までの１０年間としております。ただし、毎年進

捗状況を再評価し、国、道の動向や社会情勢の変

化に応じて見直し、検討しますとしております。

そこで、平成１７年３月に出されました旧名寄市

男女共同参画推進計画を今後どのようにされよう

としているのか考え方をお伺いいたします。

次に、名寄市における男女共同参画社会の推進、

行動計画の取り組みについてお伺いいたします。

国では、平成１２年１２月に男女共同参画基本計

画第１次が閣議決定し、男女共同参画社会基本法

が制定され、平成１３年１月から施行されました。

平成１７年１２月２７日に男女共同参画社会基本

法に基づき、男女共同参画基本計画第２次が閣議

決定されました。そこで、名寄市としてこれから

の男女共同参画社会の実現に向けての推進、行動

計画について考え方をお伺いいたします。

以上で私のこの場での質問とさせていただきま

す。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま宗片議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたり御質問をいただき

ました。１点目につきましては私の方から、２点

目につきましては総務部長からの答弁となります

ので、よろしくお願いをいたしたいと存じます。

初めに、風連の道の駅について、１点目でござ

いますが、風連の道の駅に壁画の案内の看板の設

置ということでのお尋ねでございますが、旧風連

町では平成１５年からピカイチふるさとを創る会

が主催し、松岡先生の御指導のもとに小中学生、

短期大学生、市民、町民の皆さんの参加によって

これまでにピカソの「ゲルニカ」を初めとして七
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つの作品のヨーロッパ絵画を農業用水路桝、農業

用施設の壁面を利用して描いてきたところでござ

います。大きな壁画では高さ８メートル、幅１０

メートルの巨大な壁画もあります。近くでは見え

にくいために遠くから見る鑑賞ポイントマップや

それらをまとめた農村景観マップ、パンフレット

を活用し、皆さんにＰＲしてきているところでご

ざいます。また、市内には高規格道路などたくさ

んの壁画や絵画があることを承知いたしておりま

す。御質問の案内看板については、情報の発信機

能として北国博物館、健康の森、ひまわり畑など

の観光ガイドマップを想定しておりましたが、御

質問にありますように壁画など芸術、文化も取り

入れた名寄案内マップ看板を検討するとともに、

パンフレットなどを用意してＰＲに努めていきた

いと考えております。また、今後情報の発信につ

きましては、芸術、文化を視野に入れ、関係機関

と十分協議し、進めてまいりたいというふうに考

えております。

２点目でございますけれども、交通安全を促す

看板の設置についてでございますけれども、交通

事故は幸せな家庭から一瞬のうちにとうとい命が

奪われ、無残で、しかも家庭崩壊へと追い込まれ

るという事故が毎日のように起きております。中

でも起きてはならない飲酒による事故は後を絶た

ず、幼い命や若い命が奪われるなど、悔いても悔

やみ切れない残念、無念な事故が連続起きており

ます。交通事故を起こさない、遭わないためには、

歩行者、ドライバーの安全運転に対する意識の高

揚が極めて重要と考えております。御質問の道の

駅では、ドライバーの休憩機能はもとより道北圏

域をエリアとして道路マップ上にそれぞれ所在す

る道の駅の位置、距離等を記入した広域道の駅マ

ップ案内看板を想定いたしております。案内看板

で現在地から目的地までの距離、峠、カーブ、事

故の発生現場などの情報を確認することにより、

心にゆとりを持った安全運転を促すことができる

と思いますし、またその中に交通安全に関する啓

発用語などを取り入れ、安全運転意識の啓蒙啓発

に努めたいと思っております。関係機関と十分協

議し、進めてまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと存じます。

以上、お答え申し上げました。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

それでは、私の方か〇総務部長（石王和行君）

らは大きな項目の２点目であります男女共同参画

社会についてお答えをさせていただきます。

まず、１点目の男女共同参画推進計画について

でございます。名寄市男女共同参画推進計画につ

きましては、平成１１年制定の男女共同参画社会

基本法の理念を尊重し、国や北海道のプランの趣

旨を踏まえまして、市民団体の推薦や公募による

委員１５名で構成する名寄市男女共同参画推進計

画策定市民委員会の精力的な取り組みで平成１７

年３月に策定されたところでございます。本計画

は、５本の基本目標を掲げ、計画期間を平成１７

年度から平成２６年度までの１０年間としており

ます。御質問にありました旧風連町におきまして

は、男女共同社会の実現に関する施策の取り組み

は特になかったところでございますけれども、合

併後におきましては旧名寄市の計画を基本として

策定するとの確認をしているところでございます。

また、平成１７年度におきましては、計画の進

捗状況評価を行いました。今後は、名寄市におけ

る庁内検討委員会において推進計画の内容に時点

修正を加え、計画期間の改正等を精査の上、市民

委員会に諮ってまいりたいと考えておりますし、

またその過程におきましては市民委員会の方でい

ただいております御提言も尊重するように努めて

まいりたいと考えております。

次に、２点目の推進行動計画の取り組みであり

ますが、平成１７年１２月２７日に閣議決定され

ました男女共同参画基本計画は、男女がともに輝

く社会を基本的な考えとして策定されております。

改定のポイントといたしまして、一つには政策、

方針決定過程への女性の参画の拡大、二つ目とい
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たしまして女性のチャレンジ支援、三つ目といた

しまして男性にとっての男女共同参画社会など、

１０項目が挙げられております。具体的な内容で

は、女性指導者の占める割合の達成年次と達成率、

防災等の新たな分野への取り組み、多様な勤労形

態からの選択と社会保障など、従来にも所して明

確に示されております。本市におきましては、名

寄市男女参画推進計画策定から日が浅いことと取

り組みが始まったばかりでありますので、当分は

本計画に沿った推進活動に努めてまいりたいと考

えております。

なお、来年度は専任職員を配置をして、推進計

画の推進体制を確立し、各種取り組みに努めると

ともに、将来は条例制定に向けて調査研究を進め

てまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

宗片議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいまそれぞれお〇２４番（宗片浩子議員）

答えいただきました。幾つか再質問と要望をして

まいります。

まず初めに、道の駅についてですけれども、私

たちが住む北海道、田園風景が広がる道北は、季

節ごとに表情が変わり、四季折々の花を咲かせて

おります。この名寄は、冬にはスノーダストと言

われている純白の雪原を雪煙を舞い上げて走るピ

ヤシリシャンツェのスノーモービルや今や観光の

目玉とされているダイヤモンドダストが舞う自然

現象のサンピラーなど名寄の観光資源があります。

また、雪のない季節には望湖台の円ある花の観賞、

健康の森、ピヤシリ温泉、広大なひまわり畑、そ

して各所に描かれている壁画の円々が訪れる人た

ちに喜ばれております。

お答えをいただきました観光ガイドマップやパ

ンフレットのＰＲを用意されているとのことです

が、市内の幾つもある壁画を回って鑑賞して芸術、

文化のまちを楽しんで、通過型から滞在型の旅行

をしていただくためには、道の駅施設等壁などの

利用で壁画の案内を直接目に触れるＰＲとしては

いかがでしょうか。パンフレットだけでは、私も

よく道の駅に行ったりするのですが、パンフレッ

トを持っては歩くのですけれども、なかなかそこ

に行くまでには時間がかかるということを私も体

験しております。直接目に訴えるというのでしょ

うか、目で触れて、そしてパンフレットを持ちな

がら目的地まで行くという、目に訴えることが一

番大切ではないかと考えますが、考え方をお願い

いたします。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほどお答えをさ〇経済部長（手間本 剛君）

せていただいた中のパンフレットということにつ

きましては御理解いただきたいと思っています。

さらにのお尋ねでございますが、道の駅の建物の

多分センターハウスになるのだろうと思いますけ

れども、その道の駅のセンターハウスの壁面を利

用して絵をかけないかというようなお尋ねでござ

いますけれども、これにつきましては今までの分

につきましては倉庫を中心として、比較的絵のか

きやすい壁面が用意されておりましたから、それ

にマッチした形で作成してきたのですけれども、

道の駅につきましてはどういった建物のつくりに

なるかということでございますが、窓などのオー

プンスペース等がありましたらちょっとふつり合

いになるのかなというような懸念もしております

から、そこら辺につきましては十分検討しながら、

関係者と協議をさせていただきながら、取り進め

ていきたいというふうに考えておりますので、御

理解を賜りたいと思っております。

宗片議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

す。

交通安全を促す看板なのですが、広域道の駅マ

ップの案内看板の設置とお答えいただきました。

案内板で、現地から目的地までのさまざまな情報

提供により、安全の啓蒙啓発により事故防止の抑

止力になることを切望いたします。

道北圏エリアの広域道の駅マップ案内の看板、



－150－

情報ですね、点在する道の駅の現在の状況、例え

ばポイント、ポイントに天気情報、またそこそこ

のイベント情報など光ケーブルを利用しての情報

発信をしてはいかがと考えますが、考え方をお願

いいたします。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今道の駅は、御案〇経済部長（手間本 剛君）

内のとおりトイレと、それから駐車場が確保され

ておれば道の駅としての要件は整うのですが、そ

れに付随するあらゆる施設を、複合施設をつけて、

その地域の独自性、それから情報の発信の源とい

うふうに私ども押さえておりますから、そういっ

た意味ではお話ありましたように身近な情報、天

気だとかイベントだとかというような、そういっ

た広域を含めた情報発信につきましては、今後も

利用者の立場に立った部分の中で検討していきた

いと思っております。

それから、今私どもの方で入手している中では、

コカコーラさんと道開発局との中で自動販売機の

一部に電光掲示板つきのそういう情報発信を既に

試験的にやるというような情報をキャッチしてお

りますから、そういったものも今後情報提供の部

分としては使えるのかなというふうなことで押さ

えておりますから、これにつきましてはまた道開

発局とも十分御相談をさせていただきますが、円

多くにはならないかもしれませんが、そういった

ことも一つの考え方の中に取り入れて、情報発信

基地の機能を高めていきたいというふうに考えて

おりますので、御理解を賜りたいと思っておりま

す。

宗片議員。〇議長（田中之繁議員）

私は、本当に道の駅〇２４番（宗片浩子議員）

大好き人間でして、車で移動するときにはそこそ

この道の駅になるべく寄るようにして、その道の

駅の個性なり、内容を見て回っております。今お

話ありましたように情報発信ですけれども、パネ

ルで道の駅の情報を提供しているところもありま

すし、またボタン押しで、目的のところを押せば

そこから情報発信、そして見るということもある

のですけれども、なかなか画面で流れてくるのを

待つ時間ですとか、それからボタン押し操作ので

きる人はいいのですけれども、お年寄りですとか

操作がわからないでまごついている方よく見受け

られますので、一目でぱっと目に入るような、そ

ういうサービスをしていただけないかなというふ

うに考えております。本当に物品販売などどこで

も同じようなことをしておりまして、ただトイレ

タイムだけに利用されることであれば大変残念な

ことです。道内では既に九十円カ所に及ぶ道の駅

がもうできていると聞いております。この地域に

足をとどめてもらうためには、名寄をＰＲするた

めにほかに類のない個性のある道の駅でなければ

ならないと考えておりますが、考え方あればお願

いいたします。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今宗片議員からお〇経済部長（手間本 剛君）

話ありましたように、全く同感でございまして、

この地域にふさわしいといいましょうか、マッチ

したいわゆる道の駅づくりを目指したいというふ

うなことできのう東議員の御質問にもお答えさせ

ていただいております。今後一定程度成果品等が

出てまいりますから、それを基礎にしながら、多

くの方々に御参加をいただいて、御熱心な検討会

議、あるいは庁舎内の検討委員会等の中で詰めて

いきたいと思っておりますので、御理解を賜りた

いと思っております。

宗片議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

した。

次に、男女共同参画社会についてお伺いいたし

ます。私が議員となりました平成１１年６月の第

２回定例会において初めてこの男女共同参画につ

いて質問をさせていただきました。その後平成１

２年定例会、平成１４年定例会、平成１５年定例

会で質問させていただきました。また、熊谷議員

も平成１４年定例会で男女共同参画について質問
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されております。

そこで、男女共同参画推進計画についてお伺い

いたします。旧風連町の施策の取り組みにつきま

しては、特段なかったということでした。旧名寄

市では北海道男女平等参画推進条例を受けて、平

成１６年度から男女共同参画を進めるための行動

計画を策定する作業に入りました。隣の士別市で

は既に平成１３年にはアンケートをとり終え、男

女共同参画行動計画の策定に取り組み、平成１５

年度から本格的な取り組みをしております。平成

１１年度の私の質問は、推進計画に当たり大変重

要な課題と取り組みと計画が予想されましたので、

専任の組織と専任職員の配置が必要と質問で考え

方をお聞きしました。答弁は、大変広域な行政分

野にわたっているので、庁内の各セクション十分

な連携をとり合って、女性に関する施策の推進に

積極的に取り組みたいとのお答えでした。翌年の

定例会でその後の経過と取り組みについて質問い

たしましたが、全庁的な深めた論議にはまだ至っ

ていないのが実態であるというお答えでした。熊

谷議員の質問でも各般の領域にまたがる施策を整

合性を持って総合的に推進するために計画が必要

というふうに認識しているとの答弁でした。私は、

今までに角度を変えて質問をしてきましたけれど

も、取り組み方が遅く思われ、男女共同参画社会

は女性の問題ではなく、男性を含めた世代を超え

た全体の取り組みであるという認識が薄いのでは

ないかと考えられます。計画の推進進捗状況につ

いては、庁内検討委員会で推進計画内容に時点修

正を加え、計画期間の改正等を審査の上、市民委

員会に諮るとのお答えでした。国において社会の

あらゆる分野において指導的地位に女性が占める

割合を２０２０年までに少なくても３０置程度と

円値目標を挙げており、地方公共団体の方におけ

る取り組みの支援、協力要請がされております。

名寄市において現在医師、教員を除く市役所と保

健推進を除く審議会等の女性の登用状況はどのよ

うになっているのかお知らせください。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

ただいま士別市との比較の御質問がございまし

たけれども、確かに士別市は平成１３年から専任

職員を配置をして、組織をしっかりした中で計画

づくりをしているということは承知をしておりま

す。名寄市は、平成１６年３月に市民委員会を設

置をいたしまして、具体的に計画策定に入ったわ

けでありますけれども、その市民委員の皆さんの

熱心な御努力によりまして、また関係する団体の

皆さんの熱意、関係者の皆さんの御努力で１７年

３月に立派な計画が、推進計画、ここに持ってき

ておりますけれども、できたところでありまして、

その間におきましては議員におかれましても５回、

６回と議場におきまして御質問いただいて、推進

に御尽力いただいたことにも敬意を表したいと、

このように思っているところでございます。

御質問にありました女性登用の状況はというこ

とでございますけれども、男女共同参画推進計画

の中にもありまして、各種委員の任期年齢を制限

する、または新規に委員に女性の登用の機会を推

進すること、特に女性の比率を５０置を目標にす

ることが計画の中に明記をされているところでご

ざいます。また、名寄市の庁内的には各種審議会、

委員会の要綱を定める中で、新任の選考の部分で

すとか年齢的な任用に当たっての基準、一定の基

準を６５歳以下の者、または再任に当たっては７

０歳以下の者に努めるというふうな要綱を定めて

いるところでありまして、また男女の比率につい

てはさきの訓令では３０置ということでやってお

りましたけれども、改正の要綱では男女こ衡に努

めると、このようにより一歩進んだ形で改正をし

ているということで理解をしております。

そこで、御質問にございました比率の関係でご

ざいますけれども、平成１８年７月現在というこ

とで御報告をさせていただきますが、市役所の一

般行政職５２７名中、女性の職員円は１６５名、
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率にいたしまして３ ３置でございます。また、

管理職の関係では９１名の管理職中、女性の管理

職は７名でございます。 ７置でございます。ま

た、各種審議会、委員会等の７月現在では、２４

の審議会、委員会の２２２名の委員円のうち女性

の委員は７１名、３２置ということになってござ

います。これら全道的な道内、これは３４市とい

うことで比較をしておりますけれども、１７年４

月時点での一般行政職の女性の管理職登用率につ

きましては苫小牧市が一番高率でございまして、

それに次いで名寄市が第２位という、率での２位

ということになってございます。審議会、委員会

等につきましては、全道第６位という内容になっ

てございます。また、今回新市における新市の総

合計画の策定審議会の１００名の委員さんの比率

でございますが、女性が２９置ということでござ

いまして、道内的には一定程度、計画の目標には

まだ達しておりませんけれども、全道の上位に位

置をしていると、このように押さえているところ

でございます。

宗片議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

した。名寄市の登用目標５０置になるべく近づく

ようにお願いしたいと思います。

ただ、残念なことに女性の管理職、９１名のう

ちのたったの７名、 ７置というのは本当に残念

なことといいましょうか、女性の立場といたしま

しては能力的には何も男性と引けをとらないとい

うふうに考えております。女性の管理職の登用ま

すますふえますようにお願いしたいと思います。

苫小牧に次いで第２位ということですが、苫小牧

を追い越すような、そういうことでお願いしたい

と思います。

私の手元に、御存じであるかもしれません。２

００４年度、これは短大です、短期大学、前田ゼ

ミ生活科学演習報告書といたしまして取りまとめ

が私の手元にあります。これは、男女共同参画社

会に向けた自治体の取り組み、名寄市と士別市の

事例ということで、ゼミでこれまとめております。

その中で、私が１回目の質問から最後の質問、こ

れは平成何年か、その一部は載っておりませんけ

れども、初めから全部質問に対して答えから、そ

れからゼミでの精査というのですか、考え方が述

べられております。この中でちょっと一部紹介し

たいと思います。私が意見の中でというか、質問

の意見の中でこういうことを取り上げておりまし

た。旧恵陵高校８０周年を迎えた。これは、女子

教育に対する大変な努力と、そこから生まれたも

のだと思う。それから４０年、名寄短大、以前は

名寄女子短期大学ですね、女性のそういう社会進

出に向けての教育は、名寄はよその市町村にまね

のできない誇りと思う。そのために、器をつくっ

て出してしまったけれども、その後のケアがない

のではとても名寄としては恥ずかしいのではない

か。率先して、それこそよその市町村に負けない、

これだけ女子教育に対して熱心なまちだから、男

女共同参画社会に向けての策定プランづくりはよ

そのまちより率先してやってほしいと思うという

ふうに述べております。それから、熊谷議員のこ

とも書いてあります。それから、その都度私が初

めに９項目ですとか７項目ですとかとたくさんの

項目について全部この中に載っておりますので、

大学の方にあると思いますので、一読されたらよ

ろしいかと思います。

たくさんありますので、どのように紹介してい

いのかわかりませんけれども、とにかく男女共同

参画社会に向けての市職員の取り組みが遅いので

はないかというふうな手厳しいことが書かれてお

ります。職員の認識を問うというようなことも書

いております。ここでこういうことをちょっと紹

介してみます。士別市では、市役所の中にある企

画振興室企画課に女性行政担当窓口を設置したの

を始まりとして、庁内の女性職員で構成する男女

共同参画社会実現のための庁内推進会議、女性会

議を発足させていると。それから、名寄市では事

務局を教育委員会生涯教育課に置き、市職員のそ
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れぞれの部や配属場所の中から代表者を選び素案

をつくるワーキンググループをつくり、それをそ

れぞれの部課長が組織する検討委員会ですね、市

長に提出するというようなことが中心となってい

ると。ここに行政が決めた枠組みに入っているこ

とから行政中心となったり、市民の意見が反映さ

れにくくなっているのではないかというふうにあ

ります。それから、この問題の改善策といたしま

しては、議会で聞かれてから２年以上が経過して

いるにもかかわらず、まだ男女共同参画の部署は

市役所内に設置されず、教育委員会生涯学習課に

任されたままである。これは、男女共同参画社会

を市民ぐるみで実現しようとする気がないあらわ

れではないだろうかというふうな手厳しい文言が

入っておりますけれども、先ほどのお答えの中で

そういう専任職員を置くということなので、期待

したいと思います。

それから、次の質問に入ります。名寄市におけ

る男女共同参画社会の推進行動計画の取り組みに

ついてですが、名寄市男女共同参画推進計画策定

は、旧風連町では旧名寄市との合併後旧名寄市の

計画を基本として策定するとの確認がされている

とのことですが、旧名寄市の名寄市男女共同参画

推進計画策定委員会は、委員１５名で構成されて

おりますが、改めてこれからの名寄市の委員会の

構成をどのようにされるのかお聞かせください。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

委員の構成について〇総務部長（石王和行君）

の御質問で、お答えをさせていただきますけれど

も、旧名寄市におきましては委員は１５名の構成

でございましたけれども、新市における風連町と

の合併に伴います委員構成につきましては、今何

人ということで決めてはございません。それで、

旧名寄市の市民委員会の委員の皆さんの御意見を

聞く中で、どのぐらいの人円で地域的にどういう

ふうな配分で、それらの適任者を選考していただ

いて今後決めていきたいと、このように考えてお

ります。合併に伴います審議会、委員会等の比率

等の割合については、国勢人口の調査の比率で幾

らとか、農業人口で幾らとか、全人口で幾らとか、

いろんな形でシミュレーションはしておりますけ

れども、この委員会の部分については委員の皆さ

んと一回御相談をさせていただいて、適任者の選

任に当たって人円も決めていきたいと、このよう

に思っております。

宗片議員。〇議長（田中之繁議員）

風連町、名寄市も一〇２４番（宗片浩子議員）

緒になりまして、新しい市として誕生いたしまし

たので、風連地区、名寄地区、それぞれ委員さん

を選任していただきたいなというふうに考えます。

ここに８月２０日の道新の社説なのですが、道

内人口０ということで、変化を見通し備えよとい

うことであります。この中で、働き手が少なくな

る中で女性の社会進出がますます重要になると。

少子高齢対策の充実はもちろん、女性が働きやす

い社会づくりが切実な課題であるというふうに書

いてあります。また、これは８月２２日の道新で

す。出生率６年ぶりの所、これはいろんな要素が

あると思うのですけれども、やはり社会基盤をし

っかりすると女性は産みやすく、また働くことも

できる、そういう基盤づくりをぜひしていただき

たいと思っております。

それから、私ちょっと勉強させていただいてい

る男女共同参画社会基本法を考える会という会が

ありまして、伊藤玲子さんというのですが、この

方は鎌倉市の議員７期をされた女性なのですが、

今その議員を辞職というか、もう出ないというこ

とで、男女共同参画社会に向けて一生懸命運動さ

れている方なのですが、この方がこのようにおっ

しゃっています。女性の天命、母親の尊厳、日本

の悠久の歴史の中で日本の女性たちは娘として、

妻として、母として、家族を支え、社会を支え、

国を支え、命を伝えてきた。日本は、女性たちの

豊かな力によって日々新たな時代を支えてきまし

たとあります。私女性の立場といたしましては、

ちょっと幅ったい言い方をされているなというふ
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うには思いますけれども、これからますます女性

の環境が変わらないと時代は変わっていかないの

ではないか。この新しい名寄市にとりましても大

きな問題と思いますので、条例もかかわってくる

と思いますけれども、余り焦らずに、じっくりと

時間をかけて希望の持てるまちづくりにしていた

だきたいというふうに考えます。

以上で終わります。

以上で宗片浩子議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

まちづくり３法の改正による新しい課題につい

てを、栗栖賢一議員。

それでは、質問を始〇２２番（栗栖賢一議員）

めます。先ほどの駒津議員の質問と一部重複する

ことがあるかもしれませんが、お許しいただきた

いと思います。

このたびいわゆるまちづくり３法が大幅に改正

されまして、８月下旬からスタートしたわけであ

ります。それまでの３法は、機能がまことに不十

分で、例えば大型店の出店が野放しになりまして、

御存じのようにその結果全国の中心市街地が崩壊

の危機に瀕しているわけであります。名寄市にお

いても中心市街地は、市民の皆さんがシャッター

通りというふうなことで御心配をいただいたり、

また空き地も大変多く目立っているのが現状でご

ざいまして、このままでは将来的に大変なことに

なるというのが私そこに身を置く一人として実感

を持つわけでございます。これは、この回復には

いろいろさまざまな今まで市も助成をしたり、そ

ういうことをやってまいりました。例えば空き店

舗対策であるとかいろいろございましたけれども、

私はこれは根本的な解決には全然つながっていな

いというふうな認識であります。さすがに国も事

の重大なことに危機感を感じまして、このたび何

と内閣総理大臣を本部長とする中心市街地活性化

本部を国が立ち上げたわけでございます。私は、

これは国もようやく本腰が入ったなという印象を

持ったわけであります。この改正３法の目的は、

中心市街地における都市機能の所進及び経済活力

の向上を総合的かつ一体的に推進することにあり

ます。ここが非常に大事なことでございます。こ

れには非常に範囲の広い部分が対象になりまして、

区画整理、あるいは公共交通、道路、住宅、ある

いは公共施設などなど、非常に範囲が広いという

のが特徴であります。まさにこれは総合的かつ一

体的な計画が必要だということになります。これ

を国がその計画を認定いたしますと、国が集中的

に審議をしますよという内容になったわけであり

ます。

過去名寄市は、この中心市街地といいますか、

駅前も含めましてその計画を立てたことがありま

す。かなり以前ですが、北大の先生を入れたりし

て駅前再開発計画をやりました。それから、平成

１２年度にはコンサルタント、それから非常に多

くの市民の参加をもとに中心市街地活性化計画を

策定いたしました。しかし、両方ともその目標を

実現することができなかったのは事実であります

し、これは私の見方になりますが、２度とも失敗

したと言って過言ではないと思います。これは、

制度的にはこの計画は国に上げて、先ほど言った

総理大臣が本部長のそこが認定するということに

なりますが、この計画を認定してもらうためには

それなりのまた前段の手続といいますか、そうい

うものが必要であります。その第１弾は、この地

域に中心市街地活性化協議会というのをつくるの

が義務づけられております。そこで、いろいろ協

議、議論をして、その計画をつくるということで

ございます。これもびっくりしたのですが、けさ

の北都新聞見ますと、美深町は今回の議会の中で

協議会の立ち上げをやりますということが新聞に

出ておりまして、非常に素早い対応に実は私は驚

いたというか、感銘を受けたわけでございます。

そして、今既に道内では滝川、稚内、それから帯

広、北見など、非常に積極的にこの計画の認定を

受けるためにもう既に走っております。この改正

３法は、まさにまちづくりのこれを選択するかし
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ないかによって大きく分かれていくというふうな

私は法の改正だと、それに簡単に言えば乗りおく

れるなということを申し上げたいわけでございま

す。

そこで、質問でございますが、この活性化協議

会、これを早急に私は立ち上げる必要があると思

いますが、それについての御見解をお伺いいたし

ます。

次に、まちなか居住について質問いたします。

このことは私は以前にも質問をしておりますが、

その時点ではただいま進行中の住宅マスタープラ

ン、これが終わり次第の作業になるという答弁が

ありました。その住宅マスタープランも間もなく

といいますか、近い年度内に終了に向かって今進

んでおりますが、その後このまちなか居住が始ま

るのか始まらないのか、その動きが一向に見えて

おりません。したがって、この住宅マスタープラ

ンの終了後のまちなか居住についてのスケジュー

ルといいますか、そういうものをお示しいただき

たいのと、このことについて庁内で議論の経過が

あればそれもあわせてお伺いしたいと思います。

次に、駅前に立地する市有地、これの利活用に

ついて申し上げます。市が土地開発公社に取得さ

せました駅前の土地でございますが、取得してか

らかなりの年月が経過しているわけです。これは、

毎年土地公社の決算を見ますとそれなりの利息を

払いながら、今それを所持しているわけでござい

ますが、以前はこの利用についてはバスターミナ

ルをつくるとか、あるいは物産館的な要素を持っ

たそういう複合施設をつくるのだというふうな構

想がありましたが、これもまたまちなか居住と同

様でございまして、一向に動きといいますか、情

報といいますか、これまたさっぱりないわけです。

もう気配も感じないというのがここのところの状

況だと思いますが、この利活用について、これま

たどのようなスケジュール、これは多分前の総合

計画の中に入っていると思いますが、入っている

だけで動かないということがほかにもありますけ

れども、これは非常に大事なことなので、お伺い

をいたします。

これは、いずれもこのたびの改正３法にかかわ

ることでございます。市民もあの駅前一体どうな

るのというふうなことを絶えず私も聞かれますし、

それから前につくった先ほども申し上げた中心市

街地活性化の計画はどうなっているのと、これは

商店街の中でも聞かれるわけですが、実は返事に

立場上困りますが、そういうわけで私はこれから

このまちづくり３法の改正を契機に、やっぱりト

ータルでこのまちをどうしていくかということを

考えるまさに時期が来たというふうに思いますの

で、とりあえずこの場での質問をこのぐらいにし

ますが、いずれもこの三つの案件はこの３法の中

である意味では解決できていくこともあろうかと

思います。例えばまちなか居住について申し上げ

ますと、このたびの改正３法では非常に手厚い、

先ほども申し上げましたけれども、はっきりとま

ちなか居住の施策として打ち出しているものがあ

ります。例えば改正３法の中では、中心市街地の

共同住宅供給事業というものに対する新制度が新

しく設けられたわけでございます。また、まちな

か居住の再生ファンドの拡充というふうな制度も

拡充されました。こういう国の強力な支援が今ま

さに始まったわけでございますから、そういうこ

とも含めまして行政がどう考えていくかというよ

うなことをまずお伺いして、この場での質問を終

わります。よろしくお願いいたします。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま栗栖議員〇経済部長（手間本 剛君）

から御質問がございました。私の方からお答えを

申し上げたいと存じます。

初めに、まちづくり３法の改正による新しい課

題についての１点目でございますが、中心市街地

活性化計画の見直しとその推進についてというこ

とでのお尋ねでございます。空洞化が進む地方都

市中心部に共同住宅や商業施設を集める改正中心

市街地活性化法が８月２２日施行されました。ま
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ちづくり３法見直しの一環で、３０日には郊外へ

の大型集客施設の出店を規制する改正都市計画法

も施行されました。大規模小売店舗立地法の調整

機能とあわせて、まちの拡散を抑え、中心部に市

街地再生の新たな枠組みがスタートすることと期

待されているところでございます。商店街振興に

偏りがちだった改正前の反省から、病院など公共

施設の中心部への移転費や、あるいは共同住宅の

建設も補助するなど、市街地全体のにぎわい回復

をねらったものでございます。この改正中心市街

地活性化法は、市町村が策定する活性化基本計画

のうち国が成果が見込まれると認定したものに対

しまして重点的に支援する仕組みになっているの

が特徴的であります。道内では、議員申されまし

たように稚内、滝川、砂川、帯広、北見において

基本計画の提出を予定されていると伺っておりま

すし、また岩見沢、小樽でも検討中というふうに

聞いております。

本市といたしましては、議員御提案の基本計画

策定の際の協議会の立ち上げにつきましては、商

店街など民間主導の組織であり、そこでしっかり

と議論をしていただいて、基本計画を練っていく

ことになることから、関係者と協議をしていこう

という考えでおります。さらに、これまでの計画

とは異なり、夢を描くのではなく事業について毎

年円値報告の義務が生じてまいります。実施でき

る事業の組み立てが必要でありますので、関係機

関、団体と十分詰めていくことが求められるとい

うふうに認識を持っているところでございます。

２点目でございますが、住宅マスタープランと

まちなか居住についてでございますが、まちなか

居住につきましてはまちづくり３法にかかわらず

これまでも重要だと考えており、新総合計画にお

いても主要施策の一つとして位置づけを検討して

おります。来年度見直します住宅マスタープラン

にて新総合計画に基づいた具体的な施策の展開を

図っていく考えですので、御理解をいただきたい

と思っております。

３点目でございますが、駅前市有地の利活用に

ついてのお尋ねでございます。駅前の用地につき

ましては、旧国鉄大通跡地でありまして、土地開

発公社の所有地であります。所有面積は１所 １

０ ６４平方メートルで、現在は市民の駐車場、

一部民間駐車場として御利用いただいているとこ

ろでございます。大きな利用計画としては、議員

御案内のとおり、旧名寄市の第４次総合計画後期

計画ではバスターミナルを含めた複合交流施設と

して考えていたものであります。また、平成１２

年度に策定されました中心市街地活性化基本計画

においても定住と交流の基本コンセプトのもと、

交流の核となる拠点機能を兼ね備えた物産センタ

ー、ビジターセンターの設置事業として計画に入

っていたものでございます。事業の中心は、分散

しているバス発着場を集額し、交通の利便性を図

るためバスターミナルを設置し、先ほど申し上げ

ました総合計画あるいは中心市街地活性化基本計

画に基づきまして、より多くの交流人口の拡大を

図るため商業施設を含めた複合施設として検討さ

れるべきと考えておりますが、今年度策定されま

す新名寄市総合計画の中でもしっかりと議論され

るものというふうに受けとめております。

合併を機会に今回の総合計画策定で多くの御意

見をお伺いしながら、市民と協働して新しいキャ

ンバスにデザインを行ってまいりますので、御理

解を賜りたいと考えております。

以上、お答えを申し上げました。

栗栖議員。〇議長（田中之繁議員）

今の御答弁でござい〇２２番（栗栖賢一議員）

ますが、そんなこと言うと大変おかしなことにな

りますが、何でも総合計画の中に取り込むという

ふうなことは、これ決して悪いことではありませ

ん。私は、この総合計画の今まさにスタートの入

り口に立って、いろいろ市民の皆さんに対してヒ

アリングを行って、さまざまな意見あるいはニー

ズをちょうだいしているわけでございますが、私

は行政もやっぱり一つの提案をすることが大事で
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はないかと。要するに行政は、私に言わせればま

ちづくりのプロなのです。人も物も、物といいま

すか、金も一番持っているのが行政です。そうい

ういろんな皆さんの意見を聞いて、取捨選択して、

あるいは最大公額円的なところで決めていくとい

うことも大事ではないと言いませんけれども、行

政みずからがこういうことをしたいのだという意

欲、それをやっぱりぶつけていく必要も片方では

絶対あるというふうに私は思います。受け身の行

政からやっぱり自分たちで積極的に能動的にそう

いうまちづくりに対して考え方をぶつけていくと

いうことが私はこれから非常に大事だと。要する

に考え方変えなければいけない時代がもう来てい

るなというふうに思うわけであります。

それでは、次の質問にまいりますが、先ほどの

改正３法によるいわゆるまちづくり、これは簡単

に言えばコンパクトなまちをつくりなさいよとい

うことなのでございます。従来は、外へ外へと公

共の施設も拡散していきまして、そこまではるば

ると車で行かなければいけない、あるいはタクシ

ーで行かなければいけないというところに、それ

は時代がそうでしたから、それはそれでいいので

すが、これだけ人口が過疎になってきたのであれ

ば、特に高密度といいますか、密度の濃い町中を

つくっていかなければならぬというのが将来的な

重要な課題だと思います。それで、先ほど申し上

げましたように協議会をまず立ち上げるというこ

とが必要だと思います。それをするためには、こ

の計画を認定に持っていくためにはやはり役所の

中に専従が必要だと思うのです。私も今回質問す

るに当たりましては、経済部あり、建設部あり、

場合によっては総務部に関連してくる問題もある

のかなと。まさにまちづくりの３法は、そういう

総合的ですから、いわゆるセクションを横断した

形のものがたくさん出てくるわけです。ですから、

私はそれを集額した専従のセクションをつくるべ

きではないかと。現に滝川では、名前も元気いい

のですが、元気タウン推進室という名称でそれら

専従が何と７名もいます。全部がこの仕事ではあ

りませんが、４名ほどの職員がこれにかかわって

いる。稚内は中心市街地整備推進課です。それを

設置しています。ほかもいろいろあります。です

から、私はこれは専従の職員をきちっと庁内に置

いて、専門にかかわってもらうという必要がある

と思いますが、まずそういうものをつくる意思が

あるかどうか、あるいは見通しについてお知らせ

願いたいと思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

まちづくり３法、特に中〇助役（今 尚文君）

心市街地の活性化をどうするかという観点で、今

までの経緯も含めて御質問をいただきました。平

成１２年につくりました中心街活性化計画につい

て、栗栖議員の表現をかりますと失敗だったので

はないかと、こういう表現をいただきましたけれ

ども、この計画に基づきまして最短でやれる事業

をやっていこうということで事業も実施をいたし

ておりますから、計画そのものが未達の部分もま

だたくさんありますけれども、この計画に基づく

事業実施もあったということであります。

そこで、未達の部分、まだ実施ができないと、

未実施の部分があるということもありまして、旧

名寄市の中において中心市街地活性化計画の見直

しをしていこうと。まだ見直す年度ではないので

ありますけれども、しかし状況の変化が相当ある

ぞと、こういうことで見直しをしようという中小

企業振興審議会の中でも意思決定をいただきまし

た。合併の議論とぶつかりましたので、そのため

というわけではありませんけれども、その見直し

作業が少し延びていることも事実でございます。

ただ、今ここで御質問のありましたとおり協議会、

新しい３法によります協議会の必要性は認めなが

らも、この平成１２年につくりました中心市街地

活性化計画の見直し作業とどう整合性を保ってい

くのだろうか。特にＴＭＯの組織がございますか

ら、これは商工会議所が中心となってＴＭＯ組織

をつくっていき、中心市街地活性化計画を実際に
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実行に移していく組織でございますので、ここと

の組織の整合性も必要というふうに思っていまし

て、先ほど経済部長から関係者と十分に協議をし

ながら、協議会の立ち上げに結びつけていくと、

こういうような話でございますので、ぜひそうい

う方向での確認をいただければ幸いだというふう

に思っているところであります。

あわせまして、それら協議会を進めるための体

制をどうするのかと。他市の例でいろいろこの事

例をいただきました。もちろんそれを進めるため

にはセクションが必要でございますし、市だけで

もでき得ませんので、これについてはこの見直し

作業の中で改めて協議会をつくっていく場合のセ

クションをどうするのかと、どういう体制でやっ

ていくのかという議論もまた同時並行していかな

ければならないだろうというふうに思っていると

ころでございます。

いずれにしても、ぽつんとこのまちづくり３法

ができたということではありませんで、今までの

経過から新まちづくり３法ができ得たということ

でありますから、旧のこの中心市街地活性化計画

との連動性はどうしても出てきます。今行ってお

ります商店街の事業の連動性等も出てまいります

ので、それらも含めて関係者と協議をして、協議

会の立ち上げに向かっていくという答弁でござい

ますので、御理解をいただきたいと思います。

栗栖議員。〇議長（田中之繁議員）

今の助役の答弁の意〇２２番（栗栖賢一議員）

味はわかりますが、従来の平成１２年に立てまし

た中心市街地活性化計画の一部の事業は、それは

確かにその範囲の中で行われてきたことは認めま

すが、しかし細かいこと言うといろいろまた申し

上げたいことございますけれども、それは申し上

げませんが、基本的にはいわゆる本当の目的とい

うのは全然達していないというのはこれは事実で

あると思います。例えば道路をどんと１本抜いて、

街路を１本抜いて札幌の大通公園みたいにしてし

まうみたいな構想なんていうのは、３０年たって

も５０年たっても果たしてできるのかできないか

というような大計画です。ですから、私は、見直

しはいいのです。これは、見直しという言葉はそ

れは継続的なことですから使っていいけれども、

全く私は新しい発想でいかないと、先ほど部長か

ら答弁ありましたように実行可能な、しかしハー

ドルは高いと。ハードルは高いけれども、それを

クリアしていくのだというふうなやっぱり考えの

もとに、ぎりぎり実行可能な計画を新たにつくっ

ていくぐらいの考えでこれはやっていただきたい

なと思うわけであります。それで、今のセクショ

ンの問題は、ぜひそれはつくっていただきたいと、

これは要望しておきます。

それから、先ほどちょっと触れましたけれども、

言葉の表現がどうかわかりませんが、人、金、こ

れは行政が一番持っています。しかも、これまち

づくりのための役所なのです。ですから、先ほど

総合計画のヒアリングの関連をちょっと申し上げ

ましたけれども、どうも私過去この問題で質問い

たしますとすぐ商工会議所が出てくるのです。そ

れから、この中心市街地になるとＴＭＯが出てく

るのです。ですけれども、これ計画の主体者は行

政ですから、計画をつくる主体者、あるいは申請

者も行政なのです。自治体なのです。ですから、

自治体、行政が本当に中心になって先ほど言った

ように提案していかなければならないのです。相

談して、御意見聞いて、さあどうするかというふ

うなことも大事ですけれども、それ以前に行政自

体が一つの提案をつくるということです。今のこ

の３法を実現するためには、いわゆるトータルな

グランドデザインが絶対必要なのです。それアマ

チュアにやれといったって、なかなかそれはでき

ません。コンサルタントも往々にして間違いを犯

します。私は、地元の役所の集団がそういう根性

を持ってそういうグランドデザインなり、これは

うちの今回の質問で猿谷議員も言いましたが、用

途地域の問題も、要するにゾーニングの問題もや

っぱりそういうふうに内部でしっかりと案を、あ



－159－

るいは思いを込めた案をこれからつくっていくの

が行政の役割ではないかというふうに思います。

したがって、ぜひそのセクションをつくってくだ

さいということを申し上げます。

それから、これは富良野の事情をちょっと申し

上げます、御存じかもしれませんが。富良野は、

もう１２月の中に全部完成してしまうのです。駅

のそばに公営住宅をつくってしまうのです、５階

建て。まちなか居住です。それから、表現はいろ

いろありますが、コミュニティー施設３階建て、

これも駅のところにつくります。そして、２階が

何と温水プールということですから、富良野もな

かなかやるなというふうな感じを受けました。こ

れは、人口規模は今合併しましたから名寄の方が

上になりましたが、富良野の方が従来の名寄地区

と比べてもどっこいどっこいか、少し少ないぐら

いです。ところが、財政がいいのですかね、これ

はこれから調べなければならぬと思いますが、き

のうの新聞の公債比率です。これはちょっと名寄

より富良野はいい状況でございますから、何でそ

ういうことになるかなというふうな思いですが、

やはりこれは私はリーダーシップがあったのかな

と思います。

それから、もう一つ例申し上げますと、全国的

には青森市です。これは、中心市街地活性化を見

事にやったところです。市長が選挙のたびにそれ

を言って、市民の共感得て、駅前、あの中心にす

ごいことやっているのです。そして、何と、青森

は名寄より人口がはるかに多いですけれども、三

つのショッピングセンター、徳田みたいのが三つ

あったのです。一つが撤退してしまったのです、

そのショッピングセンターが。というのは、その

中心部の通行量が倍になったのです、そういうこ

とをやることによって。それはそれなりに金もか

かりますから、一概に言えませんが、そういう例

もあるわけですから、私はやる気ですか、そうい

うこと、あるいは役所の情熱、それが私はやっぱ

りまちを引っ張っていくことになるのでないかと

いうふうに思いますので、これは参考までにです。

そこで、申し上げたいのは、合併が終わり、大

学が終わりました。終わりませんが、一応クリア

したわけでございます。市長は、それに非常に情

熱を傾けて、意欲を見せて、そして実現できたわ

けでございます。私は、その情熱、意欲あるいは

先見性、それに非常に敬意を表したいと思います

が、これからの名寄市のまちづくりの重点課題は

一体何なのかと、あるいは最優先課題と言っても

いいですが。私は、今の中心市街地の活性化だと

いうふうに認識しております。したがって、私は

市長にぜひこの問題の旗振ってほしいと。旗振り

いなければだめなのです。御意見ばかり聞いて、

先ほど言ったようにそれをまとめて復興すると、

それも大事ですが、やっぱりみずからの思いを持

って旗を振ると。これは、まさに市長のリーダー

シップになろうかと思います。過去今の二つの問

題もそういうことでクリアしてきたわけですから、

これからもこの問題に向かって市長には旗振って

ほしいと。これは、役所のトップリーダーですか

ら、リーダーシップも発揮していただいて、そし

てこの問題にかかっていただきたいというふうに

申し上げますが、これは後で御見解をお伺いして

おきます。

それから、先ほどからどうもこの３法のまちづ

くりの関連で、もちろん関連あります、商店街、

商業者。私は、自分もそういう立場ですけれども、

そういうことはもう終わっているのです。商店街

を救済、助けると、商業者を助けると、そういう

感覚は私は余り考えない方がいいと思います。な

ぜなら、今商業というのはある床面積を持って商

売しているわけですから、人口の消費支出の合計

とこれは当然バランスがあるわけです。やみくも

に売り場がふえても人がふえなければ、人は３杯

も飯食うわけでないですから、おのずとオーバー

フロアになるわけですから、ですからむしろ私は、

今回の３法の中身も住宅とか公共施設とか、そう

いうことを非常に強くうたっているのです。名寄
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市の場合公共の施設はまちの中心にほとんど皆無

です。比較的近いのは図書館ぐらいです。先ほど

申し上げましたようにまちなか居住と連動すれば、

高齢者の方も歩いて用事が足せる、ワンストップ

でやれると、要するに将来そういう時代を、まち

の中にそういう状況をつくっていかなければなら

ぬというのが今回の３法を見て私自身も頭の中ち

ょっと変わった。今までは、何とか商店街助けて

くれよと、そういうこともあったのですが、実は

そうではないということでございます。

議長、休憩にしますか。

まだ大分あるのかい。〇議長（田中之繁議員）

あるよ。２４分残っ〇２２番（栗栖賢一議員）

ているのかな。やってしまっていいかい、皆さん。

（「いい」と呼ぶ者あり）

そうしたら、引き続き〇議長（田中之繁議員）

やります。

そうしたら、やりま〇２２番（栗栖賢一議員）

す。

それで、ちょっとくどいようですが、私はそう

いうふうに頭切りかえないと、この問題は解決し

ないと。要するに市民と一緒になって中心市街地

を活性化することがまちのためにいいことなのだ

と、商業者や商店の者に対するものではないのだ

というひとつ考え方を私は行政も持っていただき

たいと思います。そのためには行政の役割が、く

どいようですが、大きくなったということだと思

います。

例えば、これもちょっと具体的になりますが、

私個人もかかわっていますが、北洋銀行の跡地の

問題についても経済部の御協力も得ながら、本当

に頻繁に会議やっています。視察もしました。し

かし、４０人そこそこの組合で億の借金するよう

な事業にどうしてもなるのです。あるいは、そう

いう住宅、高齢者用の住宅、マンション建てても、

２０年、２５年という償還の年月がかかるわけで

す。これは、商店街の中でなかなかその合意が簡

単に言えば難しいと、心配だと、借金。それから、

ましてや理事者が保証の判こ押さなければならぬ

と、借金の。では、これ全員が判こ押してくれる

かといったら、これもまた具体的になると難しい

問題が出てきております。ですから、私は、これ

は今後の問題ですが、それでもまだうちの商店街

はあきらめずにあの活用について本当に会議をや

っています。一般市民の方も入っていただき、役

所も会議所も入っていただき、それからまた内部

の三役会とかすったもんだやっていますけれども、

なかなか胸突き八丁、それをクリアできない部分

がどうしてもあります。これはこれでそういう状

況だということでお話ししておきますが、あれは

市に買っていただいて、商店街が何とか頑張って

やりますよということで市に買っていただいた土

地でございますから、何とかしようという努力は

今させてもらっていますが、しかし私は、ここか

らは個人的な話になりますが、やっぱり行政がど

っと出てきて、この条例使えばこれだけの金出ま

すよ、この条例使えば５００所所出ますよ、 ０

００所所出ますよと、そういう世界ももちろん大

事ですが、本当に肝心なところはもう行政が自分

でやるというぐらいのひとつ構えを持っていただ

けないものかと。具体例で悪いのですが、例えば

公民館の分館的要素を持たせるとか、あるいは名

寄には残念ながら若い人方が演奏活動する、ある

いは若い人だけではなくてちょいと落語を呼んで、

聞いていただくと、そういう仕掛けの設備はまち

の中にないのです。ミニ劇場といいますか、ミニ

シアター。そういう機能を、そういうのが今の国

がいう都市機能の一部だと思うのですけれども、

そういうやっぱり集積は行政がぐっと、私に言わ

せたら八、九割方行政がやらないとできない。要

するに採算のとれない仕事は民間ではなかなか難

しいのです。ですから、このまちづくり３法を生

かすことについてもこれから行政の腰の入れ方、

これが非常に大事だと。だから、民間と協議する、

会議所と協議すると、協議はいいのです、何回や

っても。しかし、くどいようですが、行政も提案
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していくと、そしてやっていくということを私は

申し上げたいと思います。もうそういう時代に入

ったのだということでございます。

それから、まちのそういう意味のグランドデザ

イン、マップ、これが全くないと。それは、総合

計画に今度出るのだよと言えばそうだと思います

が、いわゆる中心市街地におけるそういう具体的

なことが出てこない、イメージも出てこない。こ

れは、非常に私に言わせればよくないことだなと

思いますので、これらも含めて市長の見解、それ

からリーダーシップに期待して私は質問を終わり

たいと思いますが、最後に実はある関係の本に書

いてあったことを一言申し添えて終わりますが、

極めて郊外のそういうホールとか器でコンサート

があったと。夜終わったと。ハイヤーで真っすぐ

家へ帰ったと。書いた人何を言いたかったかとい

いますと、コンサートでも芝居を見ても、アフタ

ーが大事だというのです。アフターコンサートと

私その言葉初めて知ったのですが、要するにそう

いうものを聞いたり、見たりした後、お茶の１杯

飲むとか、場合によっては居酒屋で飲むとか、そ

してそれを語り合うとか、そういうものがまさに

文化であるということです。それが都市の機能だ

というふうに、これは本に書いてありました。私

はそういうことを実は夢見たいと思います。そし

て、以前渡辺議員がデマンド交通のお話をこの場

で質問しました。まちがそういうふうに活性化し

てくる、そこへデマンド交通が走る。夜落語聞い

て、その後お茶飲んで語り合うと、私はそういう

まちをひとつ夢ではなく実現したらすばらしいな

というふうに思います。

これで終わりますが、最後に私の考えとか要望

に対しての市長のお考えをお聞かせ願いたいと思

います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

栗栖議員の中心街にか〇市長（島 多慶志君）

ける意気込みも含めてお尋ね、御提言をいただき

ました。私は、中心街が果たす役割というのは、

モータリゼーションが急速に進んで大きく変わっ

てしまったというふうに受けとめております。住

民の移動が汽車であるとか、あるいはバスである

とか限られた交通で移動しているときには、中心

市街地の果たす役割は隣接する商店との移動が少

なくて買い物ができる、そのようなことをしっか

りと求めていたわけでありまして、そういう意味

では名寄市の商店街というのは名寄市民ばかりで

なくて、この上川北部のみならず南宗谷も含めて

の商圏を誇っていたわけであります。しかし、こ

こ２０年、３０年の間に大きな車社会ということ

で、消費者の皆さん方が買い物をするのに距離感

というものを余り感じなくなったと、こういうこ

とであります。これが日本の商業施設が郊外に大

きく移動したと。駐車場がなければ商業活動が、

あるいは文化施設も含めて立地しないと、こうい

うことになって、中心街が置いていかれたことに

なってきたのではないかと、こういうことであり

ます。

私どもは、そのような現状を直視しながら、こ

の改造をどのように進めていくのかと、こういう

意味では御指摘ありましたように例えば公営住宅

の建てかえについては郊外からできるだけ中心部

に建てかえを機会に寄せると、こういうことをや

っておりますけれども、これも非常に時間がかか

ると、こういうことであります。今回風連の中心

市街地の議論をさせていただいておりますが、問

題はやはりそこに住まいしている人がやるという

意思がなければ実現できないというのは実体験を

させていただいております。何名かの同意者が得

られないということでは、その地区は話がまとま

らないところは外さざるを得ないと、これが国の

補助金等を受ける場合の事業の申請の仕組みであ

ります。したがいまして、私どもが幾らスタッフ

を強化していろんなプランを投げかけても、そこ

で事業を展開している皆さん方の賛同を得られな

ければ、これはこのまちづくり３法で投げかけら

れているいろんな事業も実行できないと、こうい
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うことであります。時代は非常に栗栖議員の御指

摘のように市民の感覚も含めて変わっております。

その中央に今まで商業以外の集積が場合によって

は排除されていた傾向があったかもしれません。

それが今中心街に生活のしやすい核をつくるため

に再集積をすると、こういうことでありますが、

しかしその際に例えばそこに提供するについてい

かほどその街区の皆さん方の支援協力があるのか

ということもまた大きな事業取り組みに当たって

ネックになってくるわけでございます。今民間の

事業者のまちなか居住というのは進んでおります、

名寄の場合には。そういう状況も踏まえて、今中

心街が果たす役割は何なのかと。また、中心街の

皆さん方が消費者のどの部分をターゲットにして

商売を展開されるのかと、こういうことは日ごろ

から御研さんをいただいているわけでありますか

ら、私どももその時代背景に合った取り組みをし

っかりこの機会にさせていただきたいと、このよ

うに思っております。

ＪＲの官舎跡地、先行取得したものの転用計画

といいますか、利活用計画が進んでいないと、こ

ういう指摘がありました。私どもも広域合併の協

議が自治体間であったり、あるいはＪＡさんもそ

うした動きがあったりということで、ここ３年ぐ

らいは名寄市がこの中心都市として何を役割を果

たしていくのかと、こういうことについてはなか

なか指針を持てない時間であったと、こんなふう

に思っております。しかし、一定の合併の落ちつ

き等も含めて、名寄市が果たしていくこれからの

役割というのもまた見えてきたのではないかと、

こんなふうに思っております。それだけに、今作

業を進めております総合計画の中で１００名の審

議委員の皆さんの英知をいただきながら、しっか

りとした基盤づくりというものを持っていかねば

ならぬなと、こんなふうに思っております。

先日総合計画の審議会の委員の皆さん方のお集

まりの中で、基調講演、元の北海道副知事の磯田

さんからいただきましたけれども、いわゆる行政

が果たしていく役割というのは、結果としてはも

う見えなくなる基盤づくりだと、こういう指摘を

されました。私どもの取り組む行政がまちづくり

に果たす役割というのは、場合によってはそうい

うことなのかもしれません。その上に立って、そ

れぞれの商業者、農業者あるいは事業者が構築を

していくということがまちづくりの形でないかと、

こんなふうに思っておりますので、今後も専門的

な見地でのリーダーを努めている栗栖議員のまた

御指導もいただければと、このように思うところ

でございます。

栗栖議員。〇議長（田中之繁議員）

最後ですが、市長の〇２２番（栗栖賢一議員）

御答弁ありがとうございました。

ただ、申し上げたいのは、やはり賛同を得ると

か、いろいろ風連の例を出されまして、二、三件

の同意者がいないから前に進まないようなお話ご

ざいました。それは当然そうだと思います、制度

上そうなっていますから。しかし、名寄市の場合

は、名寄地区といいますか、やはりそういう提案

がなければ賛成、反対、その意思表示もできない

わけでございます。くどいようですが、役所が提

案するという方向にひとつ考えていただきたいと

思います。それはなぜかといいますと、それは繰

り返しませんが、ただ、今見える部分と見えない

部分とお話ありました。確かに見えない部分はソ

フトの面もありましょうし、また地下に潜ってい

る下水道とか上水道、これは見えません。いわゆ

るそういうインフラについては見えない部分も相

当あるかと思いますが、やはりまちは見えてこな

いと逆に言えばよくなっていかないのではないか

と思います。そういうビジュアルな効果というの

がこれまた別にありますから、やはり市民に見え

てくる、そういうまちづくりを十分頭に入れた対

応をしていただきたいということを最後にお願い

して、終わります。

以上で栗栖賢一議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。
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１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時１７分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

名寄市農業施策の取り組みについて外１件を、

植松正一議員。

議長より御指名をい〇１０番（植松正一議員）

ただきましたので、通告順に従いまして順次質問

させていただきます。

第１次産業である農業の発想を転換する戦後の

農政の大転換を余儀なくされている状況の中、今

までは食料・農業・農村基本法のもとで需給率、

品質価格を適切に反映し、価格の安定政策が図ら

れて、価格政策を中心に政策が図られてきたとこ

ろでございます。また、農産物価格の変動に対応

した品目別の価格補てんや生産条件格差を補正す

ることにより、農業経営の安定を図るべき対策が

導入されてきたが、しかしここにきて農業従事者

の高齢化、後継者不足が進む状況の中、農家、生

産者は厳しい状況の中で経営をしてきたが、食料

・農業・農村基本計画の見直しにより、経営所得

安定対策が導入されますが、施策の対象となる担

い手対策を明確化した上で、その経営を図る対策

を１９年度から導入する。品目横断的経営安定対

策は、将来的に名寄のみならず主業的農家の営農

を危うくするおそれがあり、多面的機能、農家の

所得確保に向けた対策を引き続き強化していかな

ければならないし、生産者と行政、農協との連携

を強く望むところでございます。

そこで、質問をさせていただきます。大きな１

として、新名寄市の農業施策の取り組みについて。

一つ目に、品目横断的経営安定対策の支援内容に

ついて３点ほど質問いたします。１、品目横断的

経営安定対策の担い手への支援内容及び集落営農

の組織の状況についてお知らせを願いたいと思い

ます。２番目に、本対策の導入に当たり、北海道

農政事務所とコンタクトをとりながら、名寄市と

しての対応、対策はどのようになっているのかお

聞かせ願いたいと思います。３点目に、女性認定

農業者も考えているのかお知らせを願いたいと思

います。

二つ目に、農業振興に係る整備計画の変更、見

直し等の進捗状況についてでございます。耕作放

棄地についての発生状況を地域別に見ると、平地

に比べて土地条件や労働条件が悪い、また大型機

械の導入等により中山間地域において放棄率が高

くなっている現状であります。また、産業廃棄物

の不法投棄が発生している状況でもあります。以

前にもこの問題で質問させていただきましたが、

その時点での答弁では風連町との合併後プロジェ

クトチームを立ち上げ、新市全体の将来展望を視

野に入れた見直しをする、また限界農地等の実態

を把握し、対処するとのことでございました。そ

こで、質問いたします。農振整備計画の変更、見

直しについて合併後早期に見直しするとのことで

したが、用途の設定、土地利用の計画について現

在の取り組み等進捗状況をお願いをいたします。

三つ目に、地場産品の地産地消の推進計画の策

定についてでございます。消費者のニーズに対応

した農産物の供給を促進するために、消費者の農

業や食に対する理解を深め、生産者と消費者の顔

が見え、話が見え、話ができる関係づくりを進め、

地産地消の計画の策定をし、消費者との交流、意

見交換会等、相互理解を深め、今行われている何

件かの直売所、加工等に力を入れているが、いま

いち力が入っていないのではないかと思われます。

そこで、質問をさせていただきます。今後名寄市

の農業・農村振興計画の中に地産地消の推進があ

りますが、新名寄市総合計画策定審議会の中、産

業経済部会や農業・農村振興計画検討委員会を含

めて基本計画を立ち上げるのか、また行政として

の考え方をお聞かせ願いたいと思います。

大きな２番、道路計画の見直しについてでござ

います。旧名寄市の市道、農村道路を含む舗装未
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改良道路等、計画は著しくおくれているのは確か

な事実でございます。特に郊外、農村地区のおく

れが目立つ現状、生産と生活の調和のとれた住環

境の整備と農村に住む人たちから苦情が多いのも

確かでございます。資料によると、風連町・名寄

市合併協議会での新名寄市建設計画策定案の中で、

新市が重点的に取り組むべき施策について３２項

目のアンケート調査を実施したところでございま

す。その資料によりますと、医療体すの充実４

９置、これはトップでございます。その後除排雪

の充実が４ ５置、道路整備が６番で２２置の結

果が出ております。この結果からも早急に道路整

備計画の見直しが必要ではないのではないかと思

います。重点施策で取り上げるよう要請しておき

ます。

そこで、３点質問させていただきます。１とし

まして、名寄地区の私道路対策について、私道の

現況とその対応は。

２番、市の防じん対策について。防じん処理に

対する市民からの苦情等あるか。また、アスファ

ルト再生合材敷設工事の結果とアスファルト乳剤

との費用の比較はどうであるのか。

３番目に、風連地区は舗装工事がほぼ完了との

ことでございますけれども、名寄地区における今

後の対応、対策について。また、舗装率、延長等

の説明と今後の見通しについてお願いを申し上げ

ます。

以上で壇上での質問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま植松議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたり御質問をいただき

ました。１点目につきましては私の方から、２点

目につきましては建設水道部長からの答弁となり

ますので、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

初めに、新名寄市の農業施策の取り組みについ

ての１点目、品目横断的経営安定対策の支援内容

についてのお尋ねでございます。品目横断的経営

安定対策の支援の内容ですが、諸外国との生産条

件の格差から生じる不利を補正するための対策と

して、一つ目には過去の生産実績に基づく支払い

は１６年度から１８年度までの３カ年間の麦、大

豆、てん菜、でん原用バレイショの４品目の生産、

出荷実績に応じて１９年度以降毎年一定額の支払

いを受けることができ、ほかの作物に転換しても

同じ金額を受けることができます。２点目には、

毎年の生産量、品質に基づく支払いは当該年の麦、

大豆、てん菜、でん原用バレイショの４品目の品

質別の生産量に応じて支払いを受けることができ

ます。もう一つの対策でございますけれども、収

入の０少による影響緩和のための対策は、当該年

産の麦、大豆、てん菜、でん原用バレイショに米

を加えた５品目の販売収入の合計額が最近の平こ

収入額より下回った場合には差額の９割が補てん

される制度となっております。

次に、集落営農組織の状況でございますけれど

も、本対策の支援対象者は担い手であり、認定農

家になれない場合集落営農組織を立ち上げて、担

い手として支援の対象になりますが、規額の作成、

経理の一元化、法人化計画、地域の農用地の３分

の２以上を集積する計画などハードルが高く、道

内においてもごく一部の取り組みにとどまってい

るところでございます。当市におきましては、説

明会や中富良野町の先進地調査などを実施し、Ｊ

Ａなどとも可能性について議論してまいりました

が、集落営農組織を取り組む状況にはなく、認定

農業者での担い手になるべく指導をしているとこ

ろでございます。

これまでの対応ですけれども、３月までは旧名

寄市、旧風連町の対応に若干違いはありますが、

昨年１２月の農業セミナーによる学習会、それか

らことしに入りまして１月には上川支庁担当者に

よる全体説明会、２月には北海道農業会議の全体

説明会、３月には市、ＪＡによる集落説明会、そ

れから地域の代表者と関係機関による中富良野町

への先進地調査、８月には市、ＪＡ、農政事務所
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共催による地域説明会を開催しており、並行して

認定農業者推進のため農業経営基盤強化の促進に

関する基本構想の見直しによりまして所得目標が

７００所所から４８０所所に見直しをされ、加速

度的に認定農業者が所加し、本対策の要件である

担い手をふやしてまいりました。また、この間Ｊ

Ａとともに農業者の相談を含め対応してきたとこ

ろでございます。食料・農業・農村基本計画では、

意欲と能力のある担い手の育成、確保に積極的に

取り組み、農業経営に関する国の支援は認定農業

者などの担い手に集中かつ重点的に実施されます。

平成１５年６月に認定農業者制度の運用改善のガ

イドラインが出され、男女共同参画社会の実現に

向けて共同経営である女性農業者、農業後継者も

経営者とともに認定農業者になる道が開かれてお

ります。

２点目でございますが、農業振興に係る整備計

画の変更、見直しの進捗状況についてでございま

す。合併により農務課に振興計画係を配置し、名

寄市農業農村施策の指針である名寄市農業・農村

振興計画の策定及び農業振興地域の整備に関する

計画的な施策の推進と農用地利用計画について農

業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興

地域整備計画の変更、見直し作業を進めていると

ころでございます。この２本の計画につきまして

は、整合性を持って策定いたしますが、１８年度

は名寄市農業・農村振興計画の策定を優先的に進

めており、農業振興地域整備計画の変更、見直し

につきましては、１９年度にかかる見通しにござ

います。進捗状況ですけれども、これまでの旧市

町の整備計画を新名寄市に一本化したところでは

ありますけれども、具体的な農用地区域の見直し

や整備計画についてはこれからであり、現在名寄

市農業・農村振興計画の策定と共通の意向調査な

どを実施しており、基礎調査などの作業の段階で

ございます。

質問の耕作放棄地や不耕作地の今後の対策につ

きましては、実態を把握し、ＪＡや農業委員会と

協議し、検討してまいりますので、御理解をいた

だきたいと存じます。

３点目でございますけれども、地場産品の地産

地消の推進計画の策定についてのお尋ねでござい

ますが、地産地消は地域の消費者ニーズを的確に

とらえた生産と生産された農産物を地域で消費し

ようとする取り組みで、このことを推進すること

により議員の言われる顔が見え、話ができる関係

の構築ができ、地域の農業と関連産業の活性化な

どの効果が期待されます。これまでも直売所の開

設や農産加工の取り組みの支援、産業まつりや農

産加工展示即売会、体験農業などのイベントを通

じて推進してきたところでございます。地産地消

を推進するに当たっての考え方として、生産者、

消費者、関連事業者との連携を進めるとともに、

安全、安心で良質な農畜産物の産地づくりや地元

産農畜産物を使用した加工品づくりを推進します。

また、都市と農村の交流や農業農村体験を通じた

農業理解を図ることが重要と考えているところで

ございます。推進計画につきましては、現在策定

中の名寄市農業・農村振興計画に具体的な実施計

画、取り組みの指標、推進体制を盛り込んで作成

してまいりたいと考えております。

以上、お答え申し上げました。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

道路計画の見直〇建設水道部長（松尾 薫君）

しにつきまして３点の御質問をいただいておりま

す。初めに、名寄地区の私道路の対策についてお

答えを申し上げます。

名寄地区の市道につきましては、５０８路線、

総延長で額４４６キロメートルが認定されており

ます。そのほかに建築基準法に基づきます私道路

の市道認定済み路線は３０路線、総延長で額 ３

キロメートルございます。市街地の私道路につき

ましては、一定程度の戸円が張りついている状況

でありまして、さらに道路維持車両が通行可能な

路線につきましては道路整備や除雪などを実施を

しているところでございます。しかし、御質問に
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あります農村地区の未認定の私道路につきまして

は所有者が管理を行うものでありまして、市とし

ての対応につきましては住民サービスの不こ衡を

招くおそれがあること、またこの私道路の市道認

定につきましては建築基準法、さらに名寄市の規

則に基づきそれぞれ行うものでございまして、こ

の法律等では都市計画区域内であることの定めも

ございまして、農業地域の新たな認定につきまし

ては困難なものと考えているところでございます。

次に、２点目の市道防じんの対策についての御

質問でございます。従来から実施をしております

アスファルト乳剤による防じん処理につきまして

は、この事業が始まった当初は市民の皆さんから

の苦情が多く寄せられておりましたが、今では施

工方法の改善によりまして砂の散布量が０少した

こと等から目立った苦情はほとんどなくなってい

る状況でございます。しかし、長年のたび重なる

補修工事によりまして路面が高くなっていること

から、雨水が民家の敷地内に流れ込むと、そうい

った弊害が一部の地域で発生しておりまして、こ

れにつきましての改善要望が出されているという

ものでございます。また、円年前からアスファル

ト再生合材によります防じん処理を試験的に行っ

ておりますが、ことしにつきましても名寄地区の

市街地で２路線、延長で額４００メートルでござ

いますが、実施したところであります。この路線

につきましては、今後耐久性や冬の凍上の状況等

を調査してまいりたいと、そのように予定をいた

しているところでございます。

なお、１０年間で工事費試算をしてまいります

と、平年度事業費に置きかえた場合の工事費比較

では、アスファルト乳剤散布で１平方メートル当

たり２５３所に対しましてアスファルト再生合材

におきましては１平方メートル当たり１３２所と

なっておりまして、コスト的にはアスファルト再

生合材使用の方が割安になっていると、このよう

な状況にございます。

３点目の御質問でございます。風連地区は舗装

工事がほとんど済まされていると、名寄地区にお

ける今後の対応、対策についてのお尋ねでござい

ます。旧風連町につきましては、市街地のほとん

どが舗装されておりますが、郊外を含めた全地域

的には額５３置の舗装率であります。一方、旧名

寄市につきましては、市街地で総延長が１２９キ

ロメートルの市道に対しまして８ ７キロメート

ルで舗装されておりまして、その率は６ ３置で

ございます。名寄市の全地域的には４４ ２キロ

メートルに対して１８ ８キロメートルの４ １ 

置の舗装率になっております。今後の名寄地区の

対応といたしましては、基本的には新総合計画策

定の中で決定されることとなるわけでございます

が、財源の課題もありますが、比較的費用対効果

の大きい市街地の舗装率につきましては、当面は

額１０置上げることを目標に計画づくりを進めて

まいりたいと、そのように考えているところでご

ざいます。

以上、御答弁とさせていただきます。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

今答弁をいただきま〇１０番（植松正一議員）

したけれども、品目横断的経営安定対策の関連で

再質問をさせていただきたいと思います。

品目横断的経営の安定対策の対象となっている

規模の小さい面積の方、この対策をどのように考

えているのか、まずその１点と、あとこの品目横

断的対策だけではないとは思われますけれども、

高齢化による離農をにらみ、名寄の米どころであ

ります集落では円戸にわたり大きな農地が売りに

出ているということで、私も５日の日にちょっと

調べさせていただきました。農地流動化対策、い

わゆる産地づくり交付金の水田だけの独特なあれ

だと思いますけれども、品目横断を含めてやはり

こういう状況が起きるのは目に見えていたという

か、あちこち調べさせていただいたら、こういう

状況がやっぱり案の定出てまいりました。その辺

の状況を踏まえて、行政含めて知っているのかど

うかお知らせをしていただきたいと思います。
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それから、ただいま男女共同参加、先ほど宗片

議員や何かも言っていましたけれども、この参加

の実現に向けて共同経営である女性農業者も参加

できるということで、認定農業者になれるという

ことでございまして、名寄市の農業者の中に今は

まだ少円とかと申し上げていましたけれども、現

実問題何人ぐらいいるのかちょっとお知らせを願

いたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

品目横断の部分の〇経済部長（手間本 剛君）

対象にならないというふうに理解してよろしいか

と思うのですが、ならない方だと思うのですけれ

ども、その部分につきましては対象農家を認定す

べく指導しているということでたびたび申し上げ

ているところでございます。規模が要件に満たな

い農家につきましては、一つ目には農地の流動化

による農地の集積、二つ目には基幹作業の受委託

による面積の算入、さらには所得特例の活用など

の手法で交付金の対象となるようにというような

ことで、三つの目標を掲げて、当然ですが、何と

かそういった部分を救済したいというふうに考え

ているところでございます。もとより農家の意向

調査をもとにいたしまして、さらに今後も引き続

き関係機関、団体と協議をして対応してまいりた

いというふうに考えているところでございます。

それから、二つ目でございますが、農地の流動

化についてのお尋ねだというふうに思っておりま

す。品目横断的経営安定対策の導入に合わせまし

て、担い手に施策を集中、重点化するということ

でございまして、構造改革を加速する方向性を明

確にしているわけでございます。担い手対策の内

容を固め、概算要求をいたしておりますけれども、

スーパーＬ資金の無利子化、さらには農地の面的

集積支援等が盛り込まれております。当市におき

ましては、スーパーＬ資金の利子補給や産地づく

り対策で受け手、出し手に支援をしておりまして、

平成１９年度からの新たな産地づくり対策につき

ましても見直した上で継続を引き続きしていきた

いというふうな考え方を持っているところでござ

います。

３点目につきましては、女性の経営の部分につ

きましてはちょっと手元に資料がございませんの

で、後ほどの御答弁にさせていただきたいという

ふうに思っております。

以上、お答え申し上げました。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

今答弁いただきまし〇１０番（植松正一議員）

たけれども、品目横断的、これは１９年度から始

まるということでございまして、今答弁の中では

農地流動化、基幹作業の云々ということで、今後

もこれからＪＡ含めて道との協議やるか、これか

らやっていくということなのですけれども、ちょ

っと遅いような気もいたしますけれども、これは

早急どころか、１９年度から始まるとすればやは

りそんなゆっくりもしていられないのでないのか

なと。

それから、先ほど品目横断を含めて、この対策

ではないけれども、円戸の農家ということでござ

いますけれども、実は本当に米どころでございま

して、私の出身の方なのですけれども、６戸です。

６戸で６２ヘクタール。６戸で６２ヘクタールが

今売りに出している。ですから、私は今始まった

ばかり、この施策の内容を説明した中で、担い手

もいない方なのです。いないし、現在三十何町持

っている方も私のあれではあと３年ぐらいまだ我

慢したかったけれども、今回こういう対策になっ

たら、今のうちに早く処分しなかったら、後で隣

の人らが２０町、３０町となったらなかなか売れ

ないのでないかと、そういうような絡みもありま

して、これは相当な大きな円円です。これがほか

の水田農家のみならず、畑作農家の方もちょっと

土地の条件の悪いところや何か行って聞きますと、

認定農業者を含めて担い手を対象の限度にします

よという話になってくると若い人、またＵターン、

Ｉターンも含めて土地を求めたにしても、やはり

価格の問題だとかいろいろあると思います。そし
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て、それが今生産、販売含めていろいろと価格保

障でもあるのであればいいのですけれども、やは

りこれから担い手含めて機械の導入含めて、それ

も楽な経営を強いられている方が何人いるか私は

調査していませんけれども、その辺も含めますと

この改革、いわゆるこの所得改革含めて、やはり

名寄市のみならずこれは大変な施策だなと。それ

で、名寄市全体含めて危うくなるのでないのかと

いう懸念を今持っているわけです。その関係もご

ざいまして、恐らくこれから、まだ調査をした何

人かですからいいですけれども、先ほど冒頭質問

させていただいたのは、どこまで道を含めての協

議をされたかという、いわゆるそこをしっかりと

したＪＡ含めて生産者、その辺の絡みがどんなに

なっているのか。そして、私も１回目のときにあ

るところで説明を受けました。そうしますと、農

家の方々は、内容はまだ当初でしたからそのとき

にはある程度の説明しかしていない。ただ、一番

下の方で、直接支払いですから、小麦だったら何

ぼ、そしてあとこれに不作でしたら共済ですか、

そういうの含めましてトータルで何ぼにする、そ

ういう円円しか、それが一番農家の方わかりやす

いわけです。ところが、やはり中身にいくと、今

こういうの含めていろいろな問題が出てきている

のは確かです。その辺も踏まえて、ちょっと確認

をされて、本当にそういう形でやるのかどうかお

願いいたします。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今とりわけ６戸６〇経済部長（手間本 剛君）

２ヘクタールというようなことでのお話をいただ

きました。私どもの方もこの話につきましては承

知をしているところでございます。御案内のとお

り地域懇談会が若干残っているわけなのですが、

農村部の方に参りますとそういった農地の流動化

についての深刻な話が近年特に多く聞かされます。

とりわけ今私の方で特に深刻というふうに受けと

めているのは、この６戸６２ヘクタールが出てい

るというようなお話でございます。農業委員会の

方ともお話をさせていただいておりますし、農業

委員会の方の会合の中でも御相談をさせてもらっ

ております。いずれにいたしましても、こういっ

た大規模な面積は別といたしましても、そういっ

た農地の流動化、いわゆる売りですね、これにつ

きましてはなおふえるだろうといいましょうか、

そんなような要因が十分に考えられますので、こ

れにつきましてはまた道の方とも御相談をするこ

とになりましょうし、あわせて地元のＪＡあるい

は農業委員会等と、また農家の方々とも、生産者

の方々とも、風連でしたら改善組合なのですが、

そういった方々にも御相談して、新たな仕組みづ

くりといいましょうか、そういったものも考えて

いかなければならないのかなというふうに思って

います。

いずれにいたしましても、今のその出ておりま

す面積につきましては、ちょっと大き過ぎるもの

ですから、本当にびっくりしているところですが、

なお情報収集に努めてまいりますし、適切な方法

で対処していきたいというふうに考えております

ので、また御示唆等をいただけたらと思っており

ますので、よろしくお願い申し上げます。

以上、申し上げました。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

後で市長にもちょっ〇１０番（植松正一議員）

とお聞きしたいのですけれども、今の農地流動化

対策の関係なのですけれども、これは水田の方と

いうことで先ほどちょっと私の方で申し上げまし

たけれども、そこの６戸６２ヘクタールの部分は、

今その地域の中で調整をしていると。何とかいい

方向に持っていくということなのですけれども、

その農地流動化対策の助成というのですか、買い

手と売る方の、あれはいつごろまでに、予算があ

るのかどうか、予算はあると思うのですけれども、

いつごろまでに申請含めて、ちょっと聞かれてい

るものですから、その辺はどうなのでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

もうちょっと詳し〇経済部長（手間本 剛君）
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く聞かせていただけたらと思うのですが。質問の

要点はわかるのですが、どういうことを指してい

るのかちょっと特定できないものですから。

産地づくりの交付金〇１０番（植松正一議員）

の関係なのです、これは。ですから、買う方が２

所所だと思っています、そして売る方が ０００

所かな、その辺の助成枠というのですか、そうい

う対処をするということで、それでこの金額はど

っちみちそういう形になれば、やはり交付金です

から、いろいろな手続などもあると思いますけれ

ども、その辺の予算枠あるのかどうなのか。また、

これことしで切れるものですから、ですから来年

度以降またその部分がついてくるのか。これは、

やっぱり品目横断含めて経営安定対策になってく

れば、そういうのが当然出てくると思いますので、

その辺をお伺いしているのです。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

失礼をいたしまし〇経済部長（手間本 剛君）

た。産地づくりのお尋ねでございまして、御案内

のとおり２所所あるいは ０００所というような

ことでの前期の産地づくりの対策につきましては

手当てをさせていただいております。どなたかの

お尋ねにもあったかと思うのですが、今度新たな

産地づくりが１９年度からスタートすることにな

りますものですから、そんなことも含めてそれら

の取り扱いについても今後また検討させていただ

いて、できるだけ近いうちに方向性を示していき

たいというふうに考えておりますので、御理解を

いただきたいと思います。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、市長さん〇１０番（植松正一議員）

にこの問題でお願いをしたいと思います。先ほど

申し上げましたけれども、農水省では１７年１０

月２７日に食料・農業・農村基本計画の具体化に

向けた経営所得安定対策の大綱が決定されたとい

うことですから、これはもうやらざるを得ない。

その後急展開しつつも地域では麦の作付なども、

きのう木戸口議員のときにもお話ししていました

けれども、麦の関係も含めて加入申請兼補正届け

出というのですか、その関係も何か一部もう受け

付けしているというような状態、それはそれなり

にいいのですけれども、あと農業者の方々の先ほ

ど申しましたように内容というのは、若い人も内

容は本当に大変な状況も含めて、大変だ、大変だ

だけなのです。そしてあと、先ほども言ったよう

に若い人らも農地を求めて、あと借金でどうなる

のだと、また基盤整備も始まったら、基盤の方も

またかかるのだと。そうしたら、破産もするだろ

うし、今度何十年後かにはまた農家もせっかく購

入した土地も手放さなければならぬというような

状況も踏まえて、今後のことを考えると不安でな

らないと。そういう中で、本対策の説明責任を考

えるとどうなのかと、その辺も踏まえて今後道、

ＪＡ、それから行政も携わった中でやっていくと

思うのですけれども、その辺の、本当に大転換で

ございますので、市長の考え方があればお願いを

申し上げたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

日本の農政の大きな転〇市長（島 多慶志君）

換期に今あるというふうに認識をしております。

今まで農産物の価格は、その農産物個々に一定の

国が補償基準を決める中での生産者に対する所得

補てんという形が働いていたかと思っております。

しかし、今回の品目横断的経営安定対策というの

は、一定の作目を食料自給率も含めてということ

であろうと思いますが、通しての面的な補償とい

うことでありまして、これには一定の条件をつけ

ているわけでございます。一つには規模的な問題

と。さらには、生産所得、農業者の専業化、兼業

化ということの線引きもあるのかもしれません。

一定の農業所得をガイドラインとして示して、そ

の上で担い手の認定をすると、こういうことであ

りますから、面積要件ですとか所得要件だとか、

そういう面でどうしても担い手に認定を受けられ

ない農業者がただいままでの質問の中でもありま

したけれども、名寄市においては３０置強の農業
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者、あるいは面積でいうと２０置強の面積がそう

した該当を受けられないと、こういうような状況

下にあるということであります。しかし、この個

人でクリアできない方についても営農共同という

ような法人化を目指した取り組みという施策があ

るわけでございますが、こちらの方もまたハード

ルが高いと。非常に厳しい状況にあると。私ども

農業者の皆さん方が集まっての説明会等も開いて

おりますが、細目がなかなか、現在１９年度から

走るということでありますから、少なくとも今の

段階で詳細のはっきりわかる説明ということがな

ければ農業者の皆さんにも御理解いただけないと

いうことでいるわけですが、残念ながら国はこの

時期に及んでもまだ明確なものが出ていないのが

実態であります。これは、一つには、私は国の今

の政策の絡みで予算が連動しているものについて

の情報開示というのが弱いなというふうに見てお

ります。そういう意味では、１９年度本当に農業

者の皆さんがしっかりと理解をいただくように、

これから限られた時間でありますけれども、説明

責任、そういったものを関係者の協力のもとにし

っかりと進めていきたいと、こんなふうに考えて

おりますし、また農地の流動化で、経済部長から

も答弁をしてもらっておりますけれども、産地づ

くり交付金につきましてはそれぞれの市町村が関

係者の皆さんと集まって協議会をつくって決めて

きていた経過があります。１８年までは旧風連町、

旧名寄市の産地づくりの交付金をそれぞれ運用し

ているという経過があるわけですが、１９年度に

ついてはきのうの議員の質問にもありましたけれ

ども、できるだけ協議をする中で一体的な産地づ

くり交付金という仕組みをつくっていかなければ、

同じ自治体の中で農業者のこ衡がとれないという

問題が出るのではないかと、こんなふうに思って

おります。それだけにこの産地づくり交付金、こ

の水田農業の関連ではいつまでこの制度が続くの

かという見通しもなかなか持てないわけでござい

ますが、しかし諸外国との生産条件を今の農政の

中で埋める最大の知恵として出てきた品目横断的

経営安定対策については、しっかりと制度を利用

して、農業者がこの地域で永続的な経営ができる

ようにと、このことを私どもも心がけていきたい

と、こんなふうに思っております。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

その辺もしっかりと〇１０番（植松正一議員）

詰めて、後で本当に方向がおかしな方にならない

ように国等含めてやっていただきたいと思います。

それから、二つ目の農業振興の関係について移

らせていただきたいと思います。これに関しては、

私の方も山林関係今までやっていた関係もござい

まして、農地所有者なのですけれども、もう２０

年以上５軒の方が、１人は苫小牧の方行っていま

すけれども、農業委員会等含めて調整、また農振

もひっかかっているものですから、その辺の調整

もしていると、そういうような関係もございまし

て、今また大農具、また鳥獣などの被害に遭いな

がら、そのままほったらかしていると、そういう

ような土地があるわけでございまして、これも先

ほどプロジェクトチームをつくって云々というこ

とでございますので、これも早急にしていただき

たいのですけれども、所有者の方から見ればもう

だれも担い手も一人もこういうところは来ないか

ら、私どもでおりたのだということですから、植

林も希望している方も、この５軒の方皆そういう

構想のもとでございますので、そのうちに農業委

員会通じてまた農地の見直し等などで行くと思い

ますので、その辺もお聞きしながら、やはり放棄

をされるような土地をつくらない、そういうよう

な政策の中でよろしくお願いを申し上げたいと思

います。これは答弁は要りません。

次に、地産地消の関係でございますけれども、

ただいまの答弁の中で直売所の開設、農産加工の

取り組みですとか産業まつりや農産物の加工展示

即売会、これなどは前からずっと引き続いてきて

いるわけでございまして、一定の効果は上げてい

ると私も認識はしております。しかしながら、こ
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れから生き延びるためにも、私の考え方ではござ

いますけれども、食料の自給率の向上に向けて、

いわゆる国の予算を含めてということを取りざた

されているわけですから、国の政策ではなくて、

食料の自給率に向けてということで行政と農業者、

いわゆるＪＡ、それと食品事業者、また消費者協

会等々、食にかかわる関係者等の役割の分担など

も掲げまして、協議会的なものを立ち上げながら

取り組んでいく考え方はあるのかどうなのかちょ

っとお聞きしたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

地産地消について〇経済部長（手間本 剛君）

のお尋ねでございました。このことにつきまして

は、春の段階というふうに記憶しておりますけれ

ども、道を挙げて、あるいは上川支庁を挙げて地

産地消に取り組むというようなことで、それぞれ

の関係機関、団体等で上川支庁段階ではそういっ

た協議会が設定されております。上川北部の部分

でもそういった働きかけが上川支庁の方を通じて

ございました。これにつきましては、またそのう

ちそういった会合が持たれるというふうに聞いて

おりますものですから、私どもの名寄市としては

上川支庁の方の協議会の構成メンバーにはなって

ございますが、さらに身近な地産地消というよう

なことなものですから、上川北部の部分の中でそ

ういった組織を今後つくって、情報交換をしなが

ら、地産地消をさらに高めていくというようなこ

とになっていくのではないかというふうに受けと

めておりますので、御理解をいただきたいと思っ

ております。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

この関係は、去年私〇１０番（植松正一議員）

もこれ一般質問させていただきました。それは、

去年の段階で道の方まで来ていたのですけれども、

こういうものというのは結構遅い部門だと思うの

ですけれども、やっぱり行政、農協を含めて、今

大型店舗や何かもいろいろ、徳田のショッピング

センターや何かもありますから、やはりその辺の

流れを早くしないと、担い手も、今若い人らもだ

んだんふえてきている中でそれも早急な対応をし

ていただきたい。よろしいでしょうか。

それでは、時間もございますので、いよいよ道

路にいきたいと思っていますけれども、私はこの

防じん対策含めて再三ちょっと質問させていただ

いているところでございまして、この私道の認定

は前市長の段階のときになりまして、そして土地

を提供しながら、それに対して一定のあれがあれ

ば認定しますよということで、そして除雪含めて

道路整備もみんな行われているわけなのです。ち

ょっとあれですけれども、もう十五、六年ぐらい

になっていると思うのですけれども、やはりこの

中で特に農村に力入れていると言ったらあれかも

しれませんけれども、特に農村の関係が多いわけ

です。そして、奥の方で農地、草地の整備だとか

いろいろやられても、道路の改良はしていても舗

装はなっていない。または、防じん対策もしてい

ないというところも結構あるわけでございます。

そんなことで、この私道というのは、農村の形は、

名寄だったらそれぞれの隣り合わせや何かで狭い

ところや何かはある程度何回かはグレーダーかシ

ョベルか何か入れてやっているともちょっと私の

方でも聞いてはいるのですけれども、農家の方は

やはりかなり点々として家を構えているものです

から、隣近所の世話になりながら、道路整備、ま

たは除雪もしているということも現況も聞いてい

ますけれども、内容は非常に明確でわかるのです

けれども、ここにきてやはりこの私道の見直し、

その現況に合った見直しをもう一度考えていただ

きたいと思っておりますし、また合併特例債では

ないですけれども、何とか特例措置、その事情を

見て、これはもうあれだと、やっぱり年寄りも踏

まえて、２００メーターも上っていくぐだぐだの

道を何とかしてあげなければならない、そういう

緩和措置とやっぱり現況を的確に判断してしてく

れないのかと、そういうような私も考え持ってい

るのですけれども、それは考えどころではなくて
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やってもらいたいのです。それをまずちょっとお

願いをしたいと思っています。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

私道路の特に農〇建設水道部長（松尾 薫君）

業地域の私道路の市道認定をということのお尋ね

でございますけれども、まことに申しわけござい

ません。同じ回答になるわけでございますけれど

も、建築基準法に基づいて市道認定をさせていた

だいた。これは、平成７年８月から１年半の期間

で市民の皆さんの要望をいただいてということで

ございましたけれども、その建築基準法に基づい

て認定をさせていただいたということですので、

農業地域は都市計画区域内ではございませんので、

本当に難しいというふうに考えております。しか

し、今後も除排雪等のいろんな御要望いただいて

おりますので、できる範囲で要望を受けさせてい

ただきまして、実現可能なことにつきましてはさ

せていただきたいと、そんなふうに考えておりま

すので、ぜひ認定については非常に難しいという

ことの御理解をいただければと、そんなふうに思

っております。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

認定でなくて、その〇１０番（植松正一議員）

辺のそこの近くの公共工事や何かやった場合にそ

の砂利だとか土や何かを、近場のところであれば

そういうところに行ってちょっと、現況も私見て

きていますので、その辺も配慮してくれというこ

との意味で今質問させていただきました。

それから、舗装の関係でございますけれども、

今総体で４４ ２キロに対して１８７の４ １置 

ということでございますけれども、これは新総合

計画の策定これから進むのだろうと思うのですけ

れども、今の説明では初めから新総合の策定の中

で舗装率を１０置に上げることを目標に計画を云

々というのもこれちょっと何かおかしな感じもい

たしますけれども、それはそれといたしまして、

今１８７キロですから、これを単純に１０置にし

ますと１８キロですから、これが１０年で割りま

すと２キロということなのです、単純にいけば。

そうしたら、１０年間で２キロの舗装ということ

になりますと、何か市民の皆さんが納得いくのか

どうなのか。やっぱり高齢者含めて、また医療関

係含めたり、いろいろ考えていくと何かペースが

遅いのでないか。旧風連の比較から見て、もう少

し計画の円値、これを考えられないのかちょっと

お聞きしたいと思います。

それと、私４日の日に通告したのですけれども、

そして９月９日に北都新聞の方で、今やられてい

る市民会館の横の２カ所と今言っていましたけれ

ども、アスファルトの合成材を使った舗装をして

いると。この間見させてもらっているのですけれ

ども、あの形が私も前に一般質問したときには防

じんにかわる何か対策はないのかと。一回やれば、

防じんだったら３層までやらなければ穴になると、

だけれどもそれだけあれやったら不経済だという

ことで、今円値目標でしたらこのアスファルト合

材の方が安いような話もされていました。この絡

みだと、やはりちょっとこのものをこれから冬の

対策含めて実験とかと試験をやるということなの

ですけれども、この結果よければ普通の舗装を含

めて、防じんもそうだと思うのですけれども、こ

のアスファルト合材も併用してやるのかどうなの

か、この辺の含みと、それと先ほど言いました総

合計画策定の中で１８７キロの部分が１０置上げ

たぐらいで目標にするというのではなくて、やは

り策定前なのですから、その辺は皆さんの意向を、

一般の人の皆さんの意向を聞きながら、それでせ

めて１０年で２キロという話は、名寄の総体で４

１置の舗装率しかないわけですから、その辺も

考えていただきたいと思います。その辺もう一度

お願いをいたしまして、答弁をお願いして、終わ

りたいと思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

まず、舗装率の〇建設水道部長（松尾 薫君）

１０置上げることの目標についてでございますけ

れども、これは現在の財政の状況等から見まして
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も非常に難しい円円というふうには思っておりま

す。しかし、私どもの方の円値の目標として１０

置の上昇、率を上げることにつきましてはぜひ努

力をしていきたいと、そういう意味での円値の御

説明ということでございます。御指摘のとおり総

合計画策定前でのこういう円値の表明というのは

いかがなものかということもございますけれども、

ぜひ達成をしたい、少なくとも達成をしたい私ど

もの努力の円値ということでお聞き取りいただけ

ればと、そんなふうに思っております。なお、こ

れを実現するためには相当の恒常的な、毎年です

けれども、事業費の措置と、それから ３キロメ

ートル以上の毎年度の舗装化が必要ということで

考えているところでございます。

それから、風連地区の比較とのお話もございま

したのですが、旧風連町は農業の町として積極的

な農業基盤整備事業の導入をされております。そ

の中で旧町道の整備もされてきたということもあ

ったと思いますし、また昭和４５年に旧風連町は

過疎指定を受けております。これは、過疎債を非

常に効率よく活用されていると。これは、９５置

充当の元利償還金７０置交付税措置と。少し逆割

りしてみますと６７置相当の補助効果ということ

でございますので、非常に効率のよい起債と。こ

れら総体的に旧風連町は進められました結果とし

て、名寄市との差がこうなったということだとい

うふうに思っております。

なお、市道等の延長につきましては、名寄市は

旧風連町の ５倍ございます。そういう面では名

寄市も鋭意努めてきたところですけれども、円値

上にあらわれる割合が非常に少なくなっていると、

そういう背景もあろうかというふうに思っており

ます。

それから、防じん処理についてのアスファルト

合材の使用についてでございますけれども、私ど

もは少しでも道路のストックとしての、将来に残

るストックとしての道路整備はできないものかと

いうことでの検討の結果、アスファルト合材を再

利用しようということでございます。本年一定距

離間をやらせていただきましたけれども、冬期間

の凍上の状況等も踏まえまして、来年度以降もそ

う悪くはないと、そういう状況であれば、路線を

しっかり選定をして進めさせていただきたいと、

そのように考えているところでございます。

以上でございます。

手間本経済部長、簡単〇議長（田中之繁議員）

に。

失礼申し上げまし〇経済部長（手間本 剛君）

た。先ほど答弁保留させていただきました女性農

業経営者の円につきましては、５戸程度というこ

とで受けとめさせていただいております。

以上でございます。

以上で植松正一議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

市政執行と法令、条例などの遵守についてを、

宮田久議員。

議長のお許しをいただ〇１番（宮田 久議員）

きましたので、これより先通告いたしましたとお

り市政執行と法令、条例等の遵守について質問を

いたします。

私は、この１８年３月から旧風連町、旧名寄市

の合併に伴いまして市議会議員という大きな役割

に立って、まだ半年も足らず、６カ月未満にいろ

んなことがこの議会等で論議をされております。

ここで登壇してこれから質問することは、私にと

っては大変重苦しく、つらく、残念な質問をする

ことになると思います。決して過去形の話をした

ものではなく、また掘り起こしするものではござ

いませんけれども、ぜひお聞きをいただきたい。

まず、１点目には、この２月２８日だと思いま

した。旧風連町議会議員と旧名寄市議会議員の皆

さんが顔合わせをしたのが風連の町でありました。

新市の憲法とも言われる条例だとか規則だとか等

々を渡されました。非常に残念なことなのですけ

れども、その後議員あたりが、プロがやっている

仕事に議員がいろいろ質問しますと、二十円件に
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も及ぶ訂正が出るという、議会に対する対応につ

いて非常にまずかったのではなかったかと思いま

す。特にその中で資料の２の１という一つの資料

がこの条例と一緒にあったわけです。この例規集

の作成をするのには、漢円の使い方、送り仮名、

内閣告示及び株式会社のぎょうせいの法制担当者

の指導を受けているとまできちんと書いてあるわ

けです。条例だとか規則には、住民のために空白

を持たさないために鋭意やったということもここ

に書いています。また、引用する上位の法等につ

いては１月段階でチェックとなっている。いろい

ろここにあたかも私たちに条例を渡すときには、

あなたたちはチェックしなくていいのだよ、プロ

がちゃんとやって、きちんとできているのだから

と言わんばかりな資料まで、活円までいただきま

して、ところが議会議員、いつの間にか役場の職

員になったのかわからないのですけれども、校正

係に転じますと二十円件、特にその中の訂正箇所

というのは、訂正箇所の理由はあくまでも欠落だ

とか誤記だとか、非常に単純なことがどんどん出

ている現状下がありました。非常に私は残念なこ

とだと思っております。

２点目なのですけれども、これも６月の議会に

は、地方自治法１６２条、助役さんの選任につき

ましても議会の同意を得ず新聞発表になるとか、

すべて議会は要らないのだ、執行者が言うものは

追認しろというような話がここで出てきています。

これも大きな市議会議員になると違うのかなとい

う誤解すら感じました。

第３点目は、３月２８日までに施行すべき条例

が６月に提案をされるということもありました。

単なる失念でした。言葉はいいですけれども、忘

れていたということになるかと思います。こんな

ことが私たち議員の前で堂々と論議ができる話に

なるのかです。

第４点目です。６月の定例議会ですけれども、

過疎債についてはスキー場のジャンプ台について

はそこそこの理由があってということで、暗にや

み起債の説明が堂々と行われるという現状下で、

聞くにも及ばず、私も端の方ですけれども、すぐ

ドアもとに行きたくなるような現状下があったの

は事実です。

このことまで話しする必要は私ないなと思うの

ですけれども、法律を遵守するというのが市役所

の方々の考えです。これは、たまたま風連と名寄

が結婚して、誕生日を迎えたハッピーバースデー

の日です。そのときにプレゼントにおもちがあり

ました。たまたま私にだけ選んだのかどうなのか

わかりませんけれども、中は空洞ある。そして、

色粉も後からまぜたような形になっている。これ

もたまたまあったのかと。多くの方に聞きますと、

かたいから投げてしまったとか、そんな話がある。

そのことは、加工業者の人が一生懸命やっていて

も手落ちはあったと思うから、私は責める気はな

いのです。ここで一番責めたいところは、このも

ちを、私たち北海道いろんなところから来賓とし

ておいでもいただきました。そして、昨日の論議

にも、そのときの論議にも必ず日本一のモチの里

だと。言わせてみればワールドナンバーワン、世

界一のモチどころがたまたま穴があいたりしても

これも仕方ないかといえば仕方ないかもしれませ

ん。しかし、私はこの中で異常なことを見つけた

のは、この箱の裏にも表にも横にもどこにもいわ

ゆる食品衛生法等で言われる表示法に基づいたも

のがない。これは、ジュース飲んでも何飲んでも

必ず表示法という法律のもとで、それに基づいて

賞味期限だとか製造者だとか保管方法だとかとい

うものがすべて書かれたものが今表示法で条件に

なっているわけです。それが殊さら日本一の、世

界一のモチどころでそういうものは無視されて、

多分後から料金をもちの人に払った方がいいと思

うのですけれども、これが市の担当者がそれにも

気づかずやるということについては甚だ私は、農

家の人たちが歴史をもってこのモチの米をつくっ

たわけです。食べ物のいわゆる信用を落とすとい

うことは非常にまずいことです。農家の人が額に
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汗して、手に血のにじむ思いをしてモチ米の里を

つくったのがこんな形でつぶされるということは

非常に残念です。もう少し私たちは身近な法律と

いうものをみずからもって守らなければならない、

そんな感じがしました。

だらだら話ししますけれども、もう一点、これ

が最後の決め手になるわけですけれども、たまた

ま９月１日に議会が終わりまして疲れて帰りまし

た。帰りますと、こういうピンクの紙が来ていま

した。国民健康保険からのお知らせということで

す。驚いてしまいました。普通は議会で審議をす

る、これは９月１日に議決を得たものです。それ

が帰りましたら、６時にはお知らせになっている

のです。たまたま町内会の人に聞きましたら、二、

三日前に来たよということなのです。既にそのと

きは、多分９月１日１０時から開会になりまして、

市長さんの行政報告からいろいろありまして、た

しか１０時４５分に終わったと私はメモしていま

す。その後いろんなことがあって、この健康保険

に関する条例は多分１１時１５分か２０分に議決

したものが午後６時にはうちのポストに入ってい

るということです。必ず市長さんは、ここに上が

って最後に御審議願いますと言うはずです、いろ

んな条例を提案するとき。ところが、御審議する

前にやっているという。大したことない議員だか

ら、追認していれ、そういうような行動であると

いうことについて私は、非常に私たちを軽視する

というよりも同時に住民に対して条例だとかそう

いうものについて軽視をしている。議会議員の皆

さんここにお並びの方は、住民の方々から貴重な

１票をもらってきているわけですけれども、私た

ちを無視するということは住民を無視したことに

ほかならないわけです。このことについて御答弁

もらう必要はございません。もう事実あったこと

ですから。

それで、私は壇上での御質問は、このようなこ

とがぼろぼろ出ていて、市民に対してどうやって

説明をするのかということ、特に行政執行方針の

中に大きな柱を２本市長さんは立てられました。

まちづくりの原点は市民の一体感であるが１点、

もう一点目は主役は市民である。市民と行政のパ

ートナーシップによる協働だと、ともに働きたい。

非常にフィーリングのいい言葉があって、住民が

主役の参画協働まちづくり、これを銘打ったわけ

です。しかし、いまだかつてその条例たるものは

私たちの手元どころか住民の方々は見ることはで

きません。担当者に聞きますと、それはインター

ネットに載っていますよと。それが本当の住民に

対する公開されたものなのでしょうか。ぜひこの

ことを質問いたしますので、お答えをいただきた

いと思います。

以上です。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま宮田議員の〇総務部長（石王和行君）

方から市政執行と法令、条例等の遵守についてそ

れぞれ各般にわたって御質問いただきましたので、

御答弁をさせていただきます。

市政執行に当たりましては、市民が主役のまち

づくりを市民と行政の協働で進めていくという基

本姿勢のもとに市政執行に当たっております。そ

の基本となるものとして、条例等の法令を遵守し

た行政運営でなければならないと考えているとこ

ろであります。したがいまして、行政運営の実務

を担う職員におきましては、地方公務員法第３０

条にありますように、すべて職員は全体の奉仕者

として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂

行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなけれ

ばならないことが根本であり、その意味からも常

日ごろ法令遵守による職務の執行に努めていると

ころでございます。

御指摘のありました地方公務員として、地方自

治法及び地方公務員法並びに関係条例規則等に関

する考え方につきましては、私ども宮田議員のた

だいまおっしゃった内容のとおりと理解をしてお

りまして、改めまして法令遵守の徹底を期してま

いりたいと考えておりますので、御理解をいただ
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きたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

前段でお話ししました〇１番（宮田 久議員）

ように、私の考えを聞いてぜひとも市長にお答え

をいただきたいことがあるのは、まず執行機関の

義務ということ、これは市長の義務と読みかえて

もいいと思うのですけれども、これはいわゆる議

会の議決に基づいて事務だとか法令規則、その他

の規制に基づく地方公共団体の事務をみずからの

判断と責任において誠実に管理し、及び執行する

と、こういうことになって、条例については議会

も出せますし、執行側が住民の意向や何かで出し

たと。そして、９６条では議会はそのことを議決

する。この議決するというのは、単なる決め事を

決めるというのではなくて、議会の権限なのです。

ですから、条例だとかそういうものについては、

何ぼ偉くても市長が決めることはできなくて、議

会が決めるということになります。当然議会が決

められますと、先ほどの赤紙でないですけれども、

３日以内に議長はそのことを決まったよと市長に

連絡をするわけです。市長は、２０日以内にいわ

ゆる告示行為をしなければならない。これは、地

方自治法でも定められているわけです。そういう

形の経過を終わった後、この条例というものがだ

れが一番使うのかということ。これは、市の職員

の方も議会も使うわけですけれども、一番使うの

は私は市民だと思う。条例が公布されたその時点

から、この条例というのは市民が要望したり、市

民の代表者が決めたということになれば、それは

市民のものだという理解を私はしております。そ

ういう考えでよろしいですか。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

地方自治に大変造詣の〇市長（島 多慶志君）

深い宮田議員からいろいろと御質問をいただいて

おりまして、私もお話を伺いながら、改めて執行

者と議会の関係、あるいは法律と条例の関係等を

考えておりました。今自治法の中では、いろいろ

な具体的な自治体が運営をする住民サービス等に

ついて法律で規定をし、さらにその規定の運用で

は自治体が固有の権限を持って条例をすると。そ

れは、上位法に違反をしない、そういうことが原

則であろうと、こんなふうに思っています。しか

し、自治体においてはそこの自治体のもちろん独

自性というのがあるわけでございますから、運用

の面ではいろんな格差が出てくると。今回国民健

康保険法にかかわる条例の改正については、上位

法である法律改正を具現化するものと、こういう

ことでありまして、担当者は恐らくこの条例改正、

法律の改正を市民の皆さんに少しでも早く理解を

していただこうと、こういうことを含めて９月の

広報の配布時に周知を図ったものと、こんなふう

に受けとめておりますが、実際に議決の前からそ

ういう作業を進めていて、手順としては御指摘の

とおりであったろうと、こんなふうに思っており

ます。これからそうしたことは慎重に対応してい

かねばならぬなと、こんなふうに思っているとこ

ろでございます。

なお、自治法の９６条では議会が議決をすると

いう列挙してございますが、私どもも運用の中で

は議会の条例の中で専決という範囲もまたいただ

いているわけでございまして、このことについて

は御案内のように長の権限において執行して、そ

のことを後刻議会に報告をすると、そして承認を

いただくと、こういう流れもあるわけでございま

す。これからの行政の運営については、しっかり

としたそうした宮田議員の御意見等も押さえなが

ら執行に当たっていきたいと、このように思って

おります。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

重い話をするわけでな〇１番（宮田 久議員）

いのですけれども、専決処分で市長はできるとい

う話を今されたのですけれども、それは水害だと

か災害だとか事故があって、議会が緊急にできな

い場合については専決処分というぐあいに私は承

知おいているのですけれども、そのことはいいの
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ですけれども、もし訂正するなら訂正された方が

いいかと思います。

次に、私は地方公務員法でお話をしたいのは、

いわゆる３２条には法令を遵守しなさいよと。３

３条には信用を失墜したらだめだよと。仕事の中

で信用を失墜するようなことがあると、市職員全

体もそうでしょうし、名寄市全体の信用にかかわ

るようなことはしてはいけないよというのがこの

３３条だと思います。さっきのもちのような場合

についても非常に信用を失墜する行為でないかな

と私は思いますけれども、これもそちらの方でい

ろいろ判断されるはずです。３５条では職務の専

念義務ということで、これは何を言っているかと

いうと、職員の方は勤務時間職務上注意力のすべ

てをその職務の遂行に当てろと、こうなっている

わけです。基本的には間違ってはいけないという

ことです。全注意力を払ってやるわけですから、

何ぼ注意力を払っても間違うことはあります。そ

のことは私は理解するのですけれども、たまたま

今回学校給食の話で、８月１１日に私どもの会派

がぜひ学校給食の勉強をしたいということで１８

年度の名寄市学校給食定期総会の議案をもらいま

した。最後の方に学校給食の会則というのがあっ

て、それでずっと見ていきましたら、第１４条に

本会計の経理の取り扱いについて定めているもの

がありました。そこには恐ろしくも名寄市財務規

則を準用すると書いてある。よくよく調べました

ら、財務規則はなくて、会計規則はあるのです。

このような幽霊の規則を使うというようなこと、

これが既に会則や何かで堂々とうたわれて、一般

の人方の目にも触れている。もう少し議会だとか、

当然このときは議会議員の勉強会といえども議員

に示す資料ぐらいは少なくたって会則ぐらい読ん

でいてもらわないと、かなりそのとき私も大きな

声を出したのは事実でございます。非常に何か議

会というのを軽視をしている、ばかにしていると

いうようなことに私はとり、頭の中ではそう考え

ているのですけれども、これはこういうことでは

大丈夫なのですか。このままこういう規則だとか、

こういうものが使われていくという、いわゆるス

タンスの問題なのです。改めるものであればすぐ

改めるとか、そういう行為をとらないで、この議

会終われば、また宮田も言わないだろうと思うか

もしれませんけれども、私はこの辺はしつこいの

です。こういう誤りあったものを即直す、幽霊の

規則や何かを使っているということ自体非常に私

は当局に対して不信感を抱いているのです。どう

ですか。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

教育委員会の関係で〇総務部長（石王和行君）

あったものですから、ちょっと手を挙げるの遅く

なりましたけれども、先ほど来から宮田議員の方

から法令遵守ということを言われておりまして、

言われるまでもなくそのことは当然のこととして、

遵守するのは公務員として当たり前のことであり

ます。しかし、公務員といえども聖人君子ではあ

りませんでして、間違いもありますし、錯覚等も

あるというふうに認識はしているところでありま

すので、そのときには、過ちがあったときには早

く改めるということが一番大事でありまして、そ

のことを素直に認めるといいましょうか、過ちを

直すということもこれは公務員としてしっかりと

やらなければならない部分というふうに認識をし

ておりますし、先ほど来地方公務員法の部分での

３２条、３３条、３５条と最も公務員としての義

務を課せられる部分の条文でありますけれども、

これらについては他市の例をちょっと私も調べて

みましたところ、一般的には公務員になったとき

に初任者研修という形で研修をいたしますし、法

の中には宣誓の義務というのも一つ入っておりま

すから、そこに宣誓をしている状況もあると思い

ます。最近の例では、公務員法に基づく規準とい

いますか、規則の規に準ずるということで、本当

に基本的なことをそれぞれ自治体の中で設けてい

るところもありますので、一番大事なのは研修と

いう形になりますけれども、なかなか研修も一定
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期間の中で初任者研修なり、中級者研修、上級者

研修、専門職研修といろいろありますけれども、

一番大事なのは職場における日常の中でのそうい

う研修をしっかりやると。管理職がしっかりしな

ければならない、このように宮田議員の質問を聞

いておりまして感じているところでございます。

以上です。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

既に前回の６月の議会〇１番（宮田 久議員）

も含めまして、今回の議会も学校給食ということ

の問題が非常に出ております。特に名寄地区の学

校給食では大変大きな金額が残っている、または

未収が多いということは同僚議員から既に何回も

質問されております。これは、私もいろんな形で

このことについて勉強させてもらいましたけれど

も、どうしても解せないということはいわゆる

６００所所の基金が残っている。基金と言ったら

いいのですか、前回の議会では積立金と言ってみ

たり、繰越金と言ってみたり、いろいろあるわけ

です。そこで、私は今回御答弁は教育長さんから

は遠慮してもらいました。というのは、９月１日

の私の質問のときに、この残余金についてはどう

するのかという質問に対して答えた言葉は、何か

学校の給食の備品でも買おうかというような答弁

であったように私は理解しています。あたかも自

分の方のお金の中でやるということは、議会の前

で歴然として言われたわけです。そういう形の中

で、なかなかこの話が進んでいかない。最終的に

は三千円百所所というお金というのは、逆に言え

ば残高で残っているわけです。どうしてもきょう

は市長にお伺いしたいのは、もう市長も十分この

ことはお聞きになっているわけですし、このまま

市長が黙ってこれを見過ごすというのは、早く言

えば選任をした一つの責務と不作為行為、知って

いてそのままにしておくということには私はなら

ないと思う。このお金については、余分に払って

いるわけですので、ぜひ保護者の方々にお返しす

るという方法は指導できないものですか。

（「議長」と呼ぶ者あり）

野々村勝議員。〇議長（田中之繁議員）

今宮田議員の質問〇２５番（野々村 勝議員）

の中で、この通告にない議論をしていると思いま

すので、議長は精査してください。

暫時休憩します。〇議長（田中之繁議員）

休憩 午後 ２時３８分

再開 午後 ３時０３分

再開いたします。〇議長（田中之繁議員）

野々村議員より議事進行がありました件につき

ましては、宮田議員の質問が通告の範囲内であり

ますので、双方とも了解いたしましたので、再開

いたします。

島市長。

給食会計の繰越金の取〇市長（島 多慶志君）

り扱いについてお尋ねがございました。私は、給

食費の父母の負担、父兄の負担というものは、そ

のときの食材の予測をした年度間の推計のもとに

給食費を決めて負担をしていただいていると、こ

のように考えておりまして、結果的に従事する職

員の努力も含めて決算上剰余金が残ってきたと、

こんなふうに押さえております。これは、努力も

ありましたし、またここ何年間かデフレ傾向と申

しましょうか、一般の食材等の価格の変動が余り

なかったことによるものだと、こんなふうに思っ

ております。これらの残余金の取り扱いについて

は、教育長からも答弁をしていただいております

けれども、給食会の機関の中でしっかりと相談を

して決めていただければと、こんなふうに思って

いるところでございます。

また、給食会の、私は見ておりませんけれども、

決算書等の中で会計処理については名寄市の財務

規則適用と、こういう表示があったということで

あります。名寄市は、平成１７年３月まで財務規

則ということで市の会計の取り扱い等については

規定をしておりました。その後コンピューターに

よる会計処理ということが出てまいりまして、財
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務規則の改正をしないと対応できないと、こうい

うことがありまして、平成１７年４月に財務規則

から会計規則というふうに名称を変えて運用して

いるものでございまして、御理解をいただければ

と思います。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

１点ちょっとわからな〇１番（宮田 久議員）

いことがあるのは、一般常識的に考えても非常に

引当金というのですか、これが１億円百所所の売

り上げに対して２５置程度の多いものを引当金に

している。私もこれをずっと見ていましたら、ど

うしても実際かかったものから最終的に食材や何

かで引くと昨年度も２６０所所ぐらい決算上で黒

円というわけにはいかないのですけれども、私も

学校給食いろいろ勉強させてもらいましたけれど

も、よその場合であれば１２月ぐらいに仮決算を

して、そして２月、３月ぐらいに料金を父母の方

に下げるとか、または多少の金額であればひな祭

りに何かおいしいもの出そうかとかということで

コントロールがきいていますけれども、こういう

形の中で私が今最後に申し上げたいのは、少なく

ても残余金というのですか、いわゆるこの引当金

というのはどうも単式簿記には似合わない言葉な

のですけれども、こういうものをこうやって置い

ておくということは、地方公務員の方が一生懸命

仕事するわけです。非常に不明瞭な金というので

すか、非常に恐ろしい。たまたま後ろの方では会

計規則に準用しているということであるならば、

ではこれは少し４月、５月お金足らぬから、それ

使うよとかという、そんなこともどんどん出てく

ることですから、ぜひ私はこういう余剰金につい

ては市長の方から教育委員会、またはその会の方

に強い指導力をもって、そこで勤めている人間も

不安にならないように、そしてひいては多分過剰

に出したお父さんやお母さんのためにもお返しを

してあげる。これは、今まで経理事務していれば、

その年度の黒円分で返せる、それが本当は公務員

の姿でないか。もしあったことは、今まであった

ことはこれは仕方ない。しかし、そこでこういう、

私たちもこれ全然わからなかったわけです。たま

たま学校給食の問題で勉強していると、こういう

問題が出てきた。これは、一番この金の原資とい

うのはだれが出したかというと、お父さんだとか

お母さんだとか、そういう方が出してたまったも

のですから、そういうような強力な指導は市長と

してはできるかできないかお尋ねします。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

給食会計については、〇市長（島 多慶志君）

目的がはっきりしているわけでありますから、物

価の変動等が比較的なくて、幸いにしてという年

間２００所所、あるいは２５０所所だったかもし

れませんが、剰余金が出たということでありまし

て、私も会計的な専門の知識は持っておりません

けれども、これは引当金というよりは毎年度の決

算剰余金だというふうに認識をしております。そ

れが年度初めに会費の収入があるまで運用として、

多分会計の中での運用をしているのだというふう

に認識をしておりまして、会計上は明確になって

いると思っております。これらにつきましては、

ぜひ今回の議会の中でも熱心な議論をいただいて

あるわけですから、年間の予算の推計の立て方で

また足りないときに追加をいただくということも

発生するかもしれません。それだけに若干の目幅

というものを予算上見ているのかもしれませんが、

適切な運用をしていただくように私からもよく要

請させていただきます。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

答弁に対してまたこち〇１番（宮田 久議員）

らから逆に質問する形になるのですけれども、少

なくてもそういう物価が上がった、下がった、そ

ういうために以前のお父さんやお母さんが積み立

てたものを使うというのが本当に学校給食法で正

しいのかという問題です。その年度、年度、単年

度で整理をしていくというのが学校給食法の基本

理念だと私は思っているのです。そのためにどこ

かに預貯金をためておくとかためておかぬとか。
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逆に言えば、単純に言えば学校給食法に基づいて

この運営はされていると思うのですけれども、こ

れだけ大幅になってきますと、利益が出たという

ことで国税はもとより地方税の問題もなってきて、

そこで働く公務員の人が困るような立場にならな

ければいいのですけれども、後ほどそういう話が

出てきて困るような場合にならなければいいので

すけれども、そのことも私は心配して、今回公務

員の立場を守っていく、そのためにもきちんとし

た姿のものに改めた方いいのでないかという私の

意見に対してもう一度お答えいただきたいと思い

ます。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

発言の中に利益が出た〇市長（島 多慶志君）

という表現がありましたけれども、私は利益が出

たとは思っていません。実費徴収金で残が出たと、

こういうことでありまして、そういう意味では次

年度の会計の中で徴収する単価を下げるだとか、

そういう調整というのが考えられるのでないかと。

たまたま今回は何年間か累積をしているというこ

とでありますから、その扱いについては給食会の

中で慎重に議論をしていただければと、こんなふ

うに思っております。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

なかなか食い違いが出〇１番（宮田 久議員）

てくるのですけれども、最後にぜひお願いしたい

のは、少なくても１億所程度のところに売り上げ

が２億 ０００所所というような、いわゆる準備

金というのですか、繰越金というのですか、そう

いうものを蓄えているということは決して地方自

治法においても、また学校給食法においても正し

いとは私は思われません。今後事故もなく終われ

ばいい、そしてまた今単価の改定や何かも指導す

るような示唆がありましたから、私はあくまでも

住民のために大きなお金はその辺に置いておかな

いで、きちんと住民に返すものだというのは私の

信念でございます。これは、行き違いも全然水と

油みたいなものですから、これ以上いたしません

けれども、職員が働いている環境をきちんとする

というのもトップの仕事だと私は思っていますの

で、これは答弁は結構です。そういう考え方で、

私の質問を終わらせていただきます。

以上で宮田久議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

次に、交流人口拡大の考え方について外２件を、

渡辺正尚議員。

議長から指名をいた〇２１番（渡辺正尚議員）

だきましたので、さきの通告順に従って質問をし

てまいります。

まず最初に、交流人口拡大の考え方から伺いま

す。理想は定住人口がふえれば非常によいことで

ありますし、御案内のように全国的に団塊の世代

の方たちが多く退職しますので、当名寄市に定住

していただければ言うことありませんが、プラン

ですとか誘致に非常に長い時間が必要であります

ので、他のまちにおくれることのないような計画

を早急に作成することをまず要望しておきます。

そこで、今回は１点目に現在と今後の交流人口

拡大についての施策や考えについて具体的にお答

えいただきたいと思います。

２点目に、交流人口拡大によって考えられる地

域の活性化については、どのようなものでしょう

か。これも簡潔にお答えください。

３点目に、交流人口拡大のためには魅力ある公

共施設の利用促進などもあると思いますが、期待

している経済効果はどのようなものでしょうか。

これも具体的にお答えください。

次に、今年度の教育行政の実施状況について伺

います。今回は、教育長に伺いますが、名寄市に

適した小中学校の教育環境はどのようなものでし

ょうか。先月３１日に第１回名寄市小中学校適正

配置等検討委員会が開かれたと新聞報道で紹介さ

れていました。そのとき教育長は、少子化が進み、

教育環境も変化している、どういう教育環境が名

寄の子供たちに正しく、ふさわしいか考えていか

なければならない、新しい校区や選択制も加える
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ことができるかなど提言いただきたいとあいさつ

と書かれていましたが、名寄市教育委員会として

の基本的な教育環境構想があると思いますが、お

答えください。

次に、教育行政執行方針でも６点ほど引き続き

取り組む課題をおっしゃっていましたが、その中

の３点について伺います。一つ目に、特別支援教

育導入への準備はどの程度進んでいるのでしょう

か。二つ目に、児童生徒の安全確保についてはど

のような対策を講じられてきたのでしょうか。三

つ目に、名寄市立大学並びに短大とのさまざまな

教育活動における連携に対しては具体的に進んで

いるのでしょうか。

次に、課題６点の中にもありましたが、高校再

編についての教育委員会としての考え方について

伺います。職業学科高校を統合し、二つの校舎を

一つの学校として活用するキャンパス型高校を道

教委に提案し、高校教育推進検討会議の答申にも

反映されて、大きな前進であると私も思います。

しかし、合併に伴い市内の高校は４校となりまし

たし、教育行政執行方針でも述べられておりまし

たが、道教委では１学年３学級以下は原則として

近隣高校との再編整備による学校規模の適正化を

提示しているとおっしゃいました。そうなると、

市内４校のうち３校が再編整備の対象であります。

名寄市教育委員会としてのしっかりとした考えや

方針を持っていないと、道教委から言われるまま

になってしまうと思います。そこで、伺いますが、

高校再編についての具体的な考えをお知らせいた

だきたいと思います。

次に、名寄市立総合病院について伺います。市

長の行政報告でも述べられておりましたが、上四

半期の運営状況については予定患者円金額を上回

っているようですが、パーセントで言われており

ましたので、実際の円円でお示しいただくことと

今年度の経営状況はどのような推移や予想でしょ

うか。今月末で今年度の上期が終了しますが、予

想円値がわかればお答えいただきたいと思います。

２年前から言っておりますが、敷地内全面禁煙

は西側の夜間緊急入り口付近の景観が問題であり

ますし、対策を講じるべきであると考えます。今

現在改善策をお考えなのかをお知らせください。

名寄市立総合病院は、北北海道の３次医療圏の

地方センター病院という役割と使命を持っていま

す。そこで、伺いますが、名寄市立総合病院とし

てのビジョンや将来展望についてはどのようなも

のでしょうか。具体的にお答えください。

以上でこの場からの質問を終わります。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、大項目の２、〇教育長（藤原 忠君）

今年度の教育行政の実施状況についてお答え申し

上げ、次いで大項目１については総務部長、大項

目３については市立病院事務部長がお答えいたし

ます。

まず初めに、（１）、名寄市に適した教育環境

の考えはどのようなものかについてお答えを申し

上げます。名寄市では、御案内のとおり少子化や

地域全体の人口０などの影響により児童生徒円が

０少するとともに、学校間や学年間の児童円、学

級円などにアンバランスが生じております。また、

将来的にも地域人口や児童生徒円の０少が予測さ

れる中で、現在の小中学校の配置体制がこのまま

推移すればアンバランスがさらに拡大し、望まし

い教育効果が得られない事態が生じることも懸念

されます。児童生徒の良好な教育環境を確保する

ためには、適正規模で運営される学校が地域にバ

ランスよく配置されていることが望ましいと考え

ており、本市における小中学校の適正規模、適正

配置等のあり方についてその基本的な考え方を検

討し、提言をいただくために、学識経験者、学校

教育関係者、一般市民１３名による名寄市小中学

校適正配置等検討委員会を設置し、去る８月３１

日に第１回検討委員会を開催したところでありま

す。教育委員会といたしましては、この検討委員

会の提言を受けた上で、その趣旨及び基本的な考

え方を踏まえて教育委員会としての基本的な方針
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を定めていきたいと、このように考えております。

次に、（２）、教育委員会で抱えている現在の

課題についてお尋ねがございました。初めに、特

別支援教育につきましては、平成１９年度よりの

導入を目指し、その準備を進めてきているところ

でございます。各学校におきましては、校内委員

会を設置し、コーディネーターを指名するととも

に、コーディネーター連絡会議を開催するなど、

各学校が共通認識のもとに取り組める体制を整え

てまいりました。現在各学校における実態調査を

行っており、その結果を待って１０月には専門家

チームを設置し、対象児童生徒の障害の判断や支

援のあり方等を検討してまいります。ただいまは、

その専門家チームの人選等につきまして準備を進

めております。さらに、特別支援教育のスムーズ

な移行を図るためには教職員の理解が重要となる

ことから、各学校においては校内で事例交流等を

含め、研修が行われてきているところであります。

例えば名寄南小学校では、８月２４日に上川研修

センターの出前講座による特別支援教育に関する

校内体制及び個別の支援プロセスと題しまして、

他校の教員も含めて外部講師による研修を行って

おります。また、教育委員会としましては、７月

１２日に各学校のコーディネーター及び管理職を

対象として、上川教育局及び名寄市立大学との連

携を図りながら講習会を開催いたしました。１０

月９日にはＮＰＯ法人ことばを育てる親の会北海

道協議会等との連携のもとに、名寄市において保

護者や一般市民を対象に公開講座を予定しており

ますが、特別支援教育の先進地域として広く一般

の方々に新しい制度の理解を図っていただくよう、

上川管内北部８町村に御案内すべくその準備をし

ているところであります。今後とも各関係機関と

連携を図りながら、１９年度からの導入に向けて

スムーズな移行に努めてまいります。

次に、児童生徒の安全確保について申し上げま

す。この４月にはロタウイルスなど感染性胃腸炎

が連続して集団発生いたしました。これを教訓に

しまして、去る６月２６日には名寄保健所など関

係機関と連携し、学校はもとより幼稚園、保育所

などの管理職を含めた教員等を対象に感染性胃腸

炎予防講習会を開催するなど、その未然防止と発

生時の適切な対応について学習を深めたところで

あります。学校環境衛生検査につきましては、名

寄市学校薬剤師会に委託して、市内全小中学校に

おいて黒板、飲料水の管理、建物のドア、ガラス、

グラウンド状況などの安全対策検査、教室の空気

検査や照度検査などを順次実施し、適切な措置を

講じております。８月には北海道薬剤師会公衆衛

生センターに委託し、シックスクールに関する検

査を実施いたしました。まだ中間報告の段階では

ありますが、一部の学校におきましてホルムアル

デヒドが基準値を上回る教室があったことが判明

し、直ちに使用禁止といたしましたが、名寄市学

校薬剤師会の協力を得て早急に再検査の結果基準

値を下回ったため、その使用を再開したところで

あります。今後とも学校における予防対策や衛生

管理の徹底など、環境衛生の保持に努めてまいり

ます。

また、近年全国各地で頻発しております不審者

等に対する対策としては、各学校ではそれぞれの

実態に応じた危機管理マニュアルや安全マップの

充実を図るとともに、安全教育や避難訓練など、

その指導に努めているところであります。名寄地

区におきましては、地域町内会などと連携して市

街地の五つの小学校区単位に安心会議を設置し、

それぞれが特色ある活動を展開しておりますが、

７月２０日には小規模校や中学校の関係者もオブ

ザーバーとして参加を求める中で安全安心所卓会

議を開催し、名寄警察署の講話やお互いの取り組

みについての情報交換などを行いました。夏季休

暇の前後にはそれぞれの安心会議が総会などを開

催するとともに、近接する中学校の教職員やＰＴ

Ａ関係者なども含めたパトロールボランティア養

成講習なども実施しております。また、風連地区

におきましても地域の実情に応じた取り組みが進
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められておりますが、風連中央小学校ではこれま

での学校安全パトロールの取り組みを発展させ、

ＰＴＡや町内会などの協力をいただきながら、安

全安心見守り隊を今月中に、またほかの小学校に

おいても近々中に発足させる運びとなっておりま

す。今年度に入り、いわゆる不審者情報などは名

寄では激０しており、これら地域が一体となった

さまざまな取り組みが一定の成果を上げているも

のと考えております。今後とも地域の子供は地域

全体で守る、これを基本に、地域、学校、関係機

関の連携をより一層強化し、児童生徒の安全確保

に努めてまいります。

次に、名寄市立大学並びに短期大学との連携に

ついてお答え申し上げます。就学指導委員会や特

別支援教育推進事業などにおきましては、それぞ

れ委員や講師などをお願いして専門的見地からの

適切な指導、助言等をいただいているところであ

ります。名寄東中学校では校舎が近接しているこ

ともあり、総合的な学習の時間などにおいて学生

との交流を計画しております。学校給食センター

では、御案内のとおり、本年４月２８日に名寄農

業高校とともに食に関する高大官連携事業を締結

し、生産から消費まで食育の幅広い推進を目的に

広い視野からそれぞれの課題解決に向け協力、支

援していく取り組みを進めております。そのほか

にも去る８月に開催されましたへっちゃＬＡＮＤ

２００６において１３名の大学生、短期大学生が

サブリーダーとして参加するなど、さまざまな社

会教育活動において児童生徒と大学生、短期大学

生との交流は一層深まっているものと、このよう

に考えております。４大化がスタートして日が浅

いこともあり、今後とも大学側との協議を進め、

さまざまな教育分野における活動を推進してまい

りたいと、このように考えております。

次に、（３）、高校再編についての考え方につ

いてお答え申し上げます。旧名寄市教育委員会に

おきましては、中学校卒業者円の大幅な０少に伴

い、市内高校の再編は避けて通れないとの認識の

もとに検討委員会を立ち上げ、高校のあり方を検

討し、道教委に提言してまいりましたが、ただい

まの渡辺議員のお話のとおり、道教委が策定しま

した新たな高校教育に関する指針にも名寄市の提

言が盛り込まれるなど大きく前進したものと受け

とめております。

さて、御案内のとおり、今回の合併により市内

の高校は４校となりました。そのうち３校は１学

年３学級以下であり、市内すべての高校の存続は

非常に難しいものがあると認識しております。教

育委員会といたしましては、高校進学率が９８置

を超えた現在、中学校卒業者が不安なく進学でき、

子供たちの多様化したさまざまなニーズにこたえ、

生き生きと教育活動のできる環境の整備、そして

それを受け入れることのできる間口の確保が大切

であると考えております。名寄には大学もあるこ

とから、高校と大学が協力、連携を深め、新たな

魅力をつくることも全道全国規模からの入学者の

確保につながるのではないかというふうにも考え

ております。道教委の推計によりますと、３年後、

平成２１年の名寄市内の中学校卒業者円は２３４

名となります。名寄市内だけで考えますと、４０

人学級で７間口があれば間に合う勘定となります

が、近隣市町村や他学区からの通学者を考慮する

と８間口は必要かと考えております。平成２０年

度以降の高校配置のあり方を示す道教委の新たな

高校教育に関する指針も策定され、今後高校の再

編整備は進むと予想されますが、将来を担う子供

たちが不安なく生き生きとした活動ができる教育

環境の確保をこれからも道教委に発信してまいり

たいと、このように考えております。

以上でございます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、大項〇総務部長（石王和行君）

目の１点目、交流人口の拡大の考え方についてお

答えをさせていただきます。

小項目の１点目の今後の交流人口拡大について

の施策や考えについてでございますけれども、名
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寄市総合計画において交流人口拡大の一翼を担う

施策として魅力ある観光振興を掲げ、ピヤシリヘ

ルシーゾーンや道立広域公園サンピラーパークの

施設整備充実を進め、合宿の里づくりに努めてま

いりました。また、夏と冬の２大イベントや智恵

文ひまわり畑、サンピラー現象など対外的にもＮ

ＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会と連携してＰ

Ｒを推進しております。また、姉妹都市、友好都

市、国際交流事業もその役割に貢献しているもの

と思います。今後の交流人口拡大施策につきまし

ては、新市建設計画に記載をされました交流活動

の推進をベースとして、豊かな自然環境や産業資

源、既存施設、市民の力等を活用した多様な分野

における地域間交流活動の推進について新総合計

画で具体化しなければならないと考えております。

次に、二つ目の交流人口拡大によって考えられ

る地域活性化についてでございます。交流人口拡

大によって考えられる地域の活性化は大きく５点

ほどあるのかなというふうに思っております。ま

ず、１点目は、経済効果であります。これは、交

流によります宿泊、輸送、観光などの収入所や雇

用の創出、拡大などの経済的な効果であります。

二つ目は、イメージアップ効果であります。交流

拡大とそれに伴う情報発信により、地域の個性、

魅力を外部にアピールし、地域のイメージアップ

ができる効果であります。三つ目は、意識改革効

果であります。このことは、外部、他地域との交

流によりまして地域住民の意識を開放的、積極的

に変えたり、視野の拡大、地域のよさの再認識、

さらには連帯感の強化などをもたらす効果であり

ます。四つ目は、人材育成ネットワーク効果であ

ります。交流活動や交流事業の実施を通じまして、

地域づくりの担い手が育成されるとともに、他地

域との人的ネットワークが形成される効果であり

ます。五つ目として、定住促進効果であります。

交流の活発化に伴い、他地域からの訪問、滞在、

地域住民との触れ合いが重なることにより他地域

からの定住を促進できる、これらが地域活性化と

して考えられるものでございます。

次に、３点目の魅力ある公共施設の利用促進に

よる期待、特に期待する経済効果についてお答え

をさせていただきます。公共施設は、住民がそこ

で活発に活動し、地域づくりの核となることが望

ましい姿であると考えております。そのため公共

施設の事業については、住民参加で多くの議論を

いただいた中で進めてきておりますし、今回の新

総合計画の中にあっても同様であるとの認識に立

っております。公共施設を利用していただくこと

が単に使用料収入によるものだけではなく、交流

人口の拡大に大きくかかわるものと理解をしてお

ります。名寄市におきましては、県民経済計算な

どに準じた計算方法で算出した総体的経済動向円

値は持ち合わせておりませんが、公共施設の利用

人円からおおむね概算の積算での経済効果は、ス

キー場、スポーツセンター、パークゴルフ場など

の体育施設、文化センター、北国博物館、福祉セ

ンターなどの文化福祉施設、健康の森などの公共

施設、合わせまして２７施設で６５所人の利用か

ら推計いたしまして、おおよそ１２億所と見込ま

れているところでございます。関連します経済効

果についての期待は大きいものがありますが、そ

れにも所して人と人が交わる交流の拡大に軸足を

置いて対応してまいりたいと考えております。今

後道立サンピラーパークの開園などにおいても期

待できますし、合併を機会により可能性も広がり、

望湖台自然公園などの合宿使用の拡大なども大い

に考えられるところでございまして、体育協会と

も連携しＰＲを行い、公共施設を利用した交流人

口の拡大について一層推進してまいりますので、

御支援をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

私から〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

は、大きな項目の３、市立総合病院の今後につい

てお答えをさせていただきます。

１点目の現在の経営状況についてございますが、
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さきの行政報告では上四半期３カ月間の運営状況

を報告したところでありますが、御質問に対しま

しては４月から７月までの４カ月間における患者

円と稼働額の状況について御説明申し上げます。

一般科の入院患者円ですが、累計が３所 ０７２

人で、前年実績を ３１０人、今年度の目標でも

６８５人上回っています。また、精神科の入院

患者円につきましては、累計で ７３６人となり

ましたが、前年実績を ２３６人、また本年度の

目標を７６１人いずれも下回っています。この結

果一般科と精神科を合わせた入院患者円は４所８

０８人で、前年実績では ９２６人下回っていま

すが、今年度の目標は９２４人上回る結果となっ

ております。

なお、病床利用率では一般科が９ ８置で、今

年度の目標値を ８ポイント上回り、精神科は２

５置となりまして、今年度の目標を ２ポイン 

ト下回る状況になっています。

一方、外来患者円ですが、一般科が累計で７所

９５８人と前年実績を ３７２人、また今年度 

の目標も ３４１人上回っています。また、精神

科の外来患者円については、累計が ７４８人で

前年実績を５６４人、今年度の目標で５６５人い

ずれも下回っています。この結果一般科と精神科

を合わせた外来患者円は７所 ７０６人で、前年

実績を ８０８人、今年度の目標を ７７６人い 

ずれも上回る結果となっています。

次に、稼働額につきましては、一般科と精神科

を合計して御説明申し上げます。まず、入院によ

る稼働額の累計は１４億 ７００所 ０００所で 

ありまして、前年実績を ４８４所 ０００所、 

また今年度の目標を５２１所 ０００所といずれ

も上回っています。また、外来の稼働額につきま

しても累計が５億 ５９０所 ０００所で、前年 

実績を ７２２所 ０００所、また今年度の目標 

を ２２６所 ０００所ほど上回っています。こ 

の結果、入院と外来を合わせた稼働額の累計は１

９億 ２９１所 ０００所となりまして、前年実 

績に比べて１億 ２０７所 ０００所、また今年 

度の目標に比べましても ７４８所所といずれも

上回っている状況でございます。

また、予想円値をという御質問でございますが、

前年実績に比べて４カ月間で額１億 ２００所所

所加しているということは、単純計算しますと年

間ではその３倍、額３億 ６００所所の所加とい

うことになります。まだ４カ月間を過ぎたばかり

で、推計の域を出ませんが、今後とも現在の円値

で推移するよう努力してまいります。

続きまして、敷地内分煙の考えについてでござ

いますが、平成１５年度から施行されました受動

喫煙防止法、各自治体で見られるポイ捨て禁止条

例、ことし４月から施行された禁煙治療に対する

保険の適用や７月からのたばこ税の引き上げ等、

社会の動きが喫煙者にとりましては非常に厳しい

状況になっているところであります。当院におい

ても敷地内全面禁煙に取り組んで額２年半が経過

しますが、御指摘のとおり、入院中の患者さんが

屋外で喫煙されているのが見受けられます。確か

に屋外での喫煙は好ましい景観とは言えませんが、

何よりも病院としては患者さんの健康の所進を図

ることを第一に考えての取り組みでありまして、

必ずしもすぐに浸透しないと思いますが、長い目

で見ていただきたく、よろしく御理解のほどをお

願い申し上げます。

３点目の市立病院の将来展望についてでござい

ますが、現在の医師不足は診療科、地域の偏在は

あるものの我が国の医療提供体制が十分でないこ

とも大きな要因と考えられます。北海道では医師

の偏在が顕著であり、これを解消するための医学

部の地域枠などの施策も効果を発揮するためには

１０年はかかると言われていますので、医療施設

の再編、医師の集額化は避けられないと思われま

す。こうした観点から当院の将来を考えますと、

医療の施設の集額化では当院はむしろ周辺医療施

設の縮小に伴いかえって所加することが考えられ

ます。また、集額化の結果患者が重症化し、在院
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日円の短縮も進められるため、医師と看護師の業

務の密度が上がり、医師、あるいは７対１の看護

体制をしくための看護師の所員が必要になると推

測されます。また、重症患者を現在のように各病

棟で分散して管理するのは非効率的で、重大な医

療事故にもつながることも考えられますので、集

中管理できるＩＣＵの施設が必要と考えます。病

院の経営状況は必ずしも良好ではありませんが、

この２年間の０収の原因は循環器内科と精神科の

医師不足によるものであり、改善されれば平成１

４年度から１５年度のレベル、あるいはさらなる

収支の改善も見込まれます。いずれにしましても、

医療を取り巻く環境は今後も厳しくなることが予

想されますので、常に最新の情報をキャッチし、

的確に対応していかなければならないと考えてお

ります。

以上、私の方からの答弁とさせていただきます。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

順序が変わってしま〇２１番（渡辺正尚議員）

うことをお許しいただきたいと思います。

市立病院から伺いますけれども、円年前まで名

寄市立総合病院の請求漏れが私の記憶では月平こ

して３００所所ほどあったと思いますけれども、

オーダリングシステムの採用ですとかその他の方

法で改善されたのでしょうか。どの程度改善され

たのか具体的にお答えください。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

円年前〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

には３００所所ほどあったというふうに聞いてお

ります。ただ、現在は平成１４年度にオーダリン

グシステムが導入されたということで、レントゲ

ンやＣＴなどの画像診断と血液検査や尿検査等の

請求漏れはないというふうに聞いています。現在

のところオーダリング化されていない注射や処置

など幾つかの項目については請求漏れのないよう

に努めておりますけれども、今後オーダリング化

を含めて検討していきたいと。正確な円円はちょ

っと聞いておりませんけれども。

以上でございます。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

これ改善していくと〇２１番（渡辺正尚議員）

いうことですから、どのぐらいの請求漏れがある

のかというのはぜひ調べて、ゼロにするのは不可

能かもしれないのですけれども、そういう努力を

してもらうように要望しておきます。

大問題だと思うのですけれども、敷地内全面禁

煙ですけれども、これイタチごっこのような状況

だと今の部長の答弁でも言いましたけれども、患

者ですとか喫煙者というのは空き缶を持ってきて

裏口前で喫煙する、病院側は空き缶を回収する、

この繰り返しのようですが、先日女性患者がパジ

ャマ姿でしゃがんで、手にはたばこの箱を持って

喫煙をしていました。余りよい光景ではありませ

んでしたけれども、さまざまな弊害が考えられる

と思います。例えばこの地域は半年間が雪ですか

ら、表で吸っていてスリッパか何かで出ていくと

思うのです、入院患者というのは。滑って転んで

けがをしたりとか、寒いところで喫煙をして体調

を崩したり、せっかく病院に入っていて体調を崩

したりとか、防火の面でも改善策をとらないと自

己責任では済まされないことも考えられるのでは

ないでしょうか。お答えください。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

救急外〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

来のところが多いのですけれども、確かにパジャ

マ姿だとか、そういう格好で吸われておられる方

いらっしゃいます。私は、議員おっしゃるとおり

で防火だとか、それから患者の管理責任も含めて

必要性は感じておりますけれども、ただ管理者で

あります院長は住民の健康を守るという使命があ

る病院が喫煙を容認することについては難しいと

いうことでございまして、今後ともできるだけお

願いをしていくということで考えております。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

聞き取りのときに部〇２１番（渡辺正尚議員）

長の方から全面禁煙にしたところで後退したとこ
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ろはないというふうにおっしゃいましたけれども、

そのような前例主義ですとかマイナス志向ではな

くて、お見舞いの方や患者さん、さらには医療ス

タッフにも喜ばれ、ストレスがたまらなく快適な

センター病院ですとか職場環境にすべきと思いま

すが、お考えをいただきたいと思います。

直接は関係ないかもしれませんけれども、ここ

２年ぐらいの間に医療ミスによる賠償問題が２件

ほど出ているのは事実ですから、しっかりとした

改善策をとるべきであると思います。また、公に

なっていないヒヤリハットを含めると２件ではき

かないくらいあるのではないでしょうか。正直に

お答えください。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

同じ答〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

弁の繰り返しになって申しわけないのですけれど

も、ただ医療ミスというか、事故といいますか、

その件につきましては必ずしもたばこが要因とい

うふうには私自身考えておりませんので、今後と

も院長の意向でもありますし、現在の院長が敷地

内禁煙決定したということでもありまして、管理

者であります院長自身がやっぱり撤回できないと

いうことでおっしゃっていまして、私自身はその

お言葉を答弁とさせていただきたいと、そんなふ

うに思っています。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

ということは、院長〇２１番（渡辺正尚議員）

がかわれば可能性があるということですか。私は、

当市に入ってくるたばこ税というのは旧名寄市の

ときでも２億 ０００所所、今の予定では２億五、

六千所所あるわけですから、その一部を使用して

敷地外に喫煙所を設置して喫煙者を隔離するべき

であると思いますが、その方が他の人とのトラブ

ルが少なくなるのではないでしょうか。現在の院

長が始めたことだから、検討の余地がないという

ことでなしに、現在の院長も飲みに出たときには

ばんばん吸っていると聞いていますので、見方を

変えて前向きに検討してください。これは要望し

ておきます。

次に、交流人口に向けての考えですとか地域の

活性化、さらには期待を含め御答弁いただきまし

たが、例えば７月３０日に行われたサマージャン

プ大会ですとか１２月に行われるジャンプ２連戦

がありますが、いまだに公共施設の中で利用料を

徴収していないのは私の知っている限りでは市民

プールとジャンプ施設だけだと思います。そこで、

伺いますが、先ほどの部長の答弁でもありました

けれども、宿泊の効果というのもおっしゃられて

いました。スキーの合宿に名寄市内の宿泊施設を

利用しているチームや団体がどの程度の円で人円

はどれくらいか、さらに名寄市内以外で合宿をし

てジャンプ施設を利用しているチームや団体がど

れぐらいあるのかをお知らせください。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

スキー合宿に伴う人〇教育部長（今 裕君）

円でございますけれども、名寄観光協会の方で調

べた円値でございますけれども、平成１５年度は

市内宿泊した団体円が３７団体、宿泊人円は延べ

６９３人、平成１６年度は４２団体で ７２３ 

人、平成１７年度は２８団体で ９５７人となっ

ております。ジャンプ台利用者に限定いたします

と、平成１５年度は３１チームで延べ ２７１名

が宿泊しております。１６年度は２９団体で ０

６５名、１７年度は２６団体で ９２４名という

ふうな観光協会の調べた円値がございます。

市外の宿泊関係なのですけれども、正確な資料

はございません。この今の円値とジャンプ台の利

用した利用者の人円から推計いたしますと、平成

１５年度はジャンプ台の延べ利用者が ３７５名

です。このときに市内に宿泊した人円が ２７１

名ということで、差の １０４名が市外に宿泊し

ているのかと。同じような算式でいきますと、平

成１６年度が６８６名、平成１７年度は７０６名

というような推計をしております。チーム円につ

きましても名寄で泊まったと同じような団体とい

うか、人円で泊まっているというふうに仮定いた
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しますと、平成１５年度は１５チームぐらいなの

かなと。平成１６年度と１７年度につきましては、

１０チームぐらいなのかなというふうに推計して

おります。

以上でございます。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

先ほどの部長の答弁〇２１番（渡辺正尚議員）

でもありましたけれども、交流人口の拡大という

のは、交流人口の拡大の基本的な目的というのは

地域の活性化ですとか経済効果だと思うのです。

そのためにリピーターの確保ですとか利便性に沿

ったインフラ整備など、いろんな取り組みが考え

られます。当然ながらいろいろな施策で結果が伴

えば言うことありませんが、現実は難しい問題で

すので、小さなことから取り組むべきです。ジャ

ンプ大会当日は、特別に無料でもいいと思います

が、私は名寄市内以外で宿泊をしてジャンプ施設

を利用するのに無料ではいけないと思います。当

然ながら電気代のみならず人件費もかかっている

わけですから、現在の状況としては例えば朝日町

ですとか士別で合宿をして、５０メートルクラス

のジャンプ台で練習をして、大会当日いきなり名

寄のジャンプ台を飛ぶことにならないから練習に

来るのだと思います。

そこで、提案しますが、交流人口拡大というの

には、先ほども申し上げましたけれども、経済効

果や地域の活性化が欠かせないと思っておりまし

て、名寄市内で宿泊をしてジャンプ施設を利用す

るにはジャンプ利用優待券で割引にするとか無料

にしたりしてもいいと思います。名寄市以外の宿

泊利用者には１日１人５００所から７００所など、

これが適当な金額かわかりませんけれども、有料

にすべきであると思います。そうなると、名寄市

内のホテルですとか旅館並びに地元商店街の利用

もふえ、潤うと思います。交流人口拡大をしても

地域振興策がなくては何もなりません。私は、ピ

ヤシリシャンツェのリフト料金をいただく理由が

あれば問題はないと思いますが、ぜひ前向きな御

答弁をお願いいたします。これは、今助役にお願

いできればと思うのですけれども、経済部長もや

っていたので。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

円年来の課題でありまし〇助役（今 尚文君）

て、ジャンプ台の利用者についての利用料をどう

いうふうにするかということで、ポピュラーなス

ポーツ施設でなくてある意味特定の方が使う台で

ありますので、非常に各市ともそのジャンプ台の

利用料の徴収については頭を痛めているのが実態

であります。ただ、札幌の大倉だけは観光施設に

もなっているということでありますので、それに

ついてのこの料金徴収もしている実態がございま

す。名寄市の場合もいろいろ検討したのでありま

すけれども、どういうふうにしたら一番いいのか、

条例でうたって、今おっしゃるような０免措置を

適用させたらいいのかどうか、それとあわせまし

て交流人口の抑制になるのか、プラスになるのか、

こういうような判断もあると思いますので、御意

見を検討させていただきたいというふうに思いま

す。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

カーリングも始めま〇２１番（渡辺正尚議員）

すけれども、１１月１１日からやりますけれども、

ほかの町では、置戸町なんかもそうですし、妹背

牛なんかもそうだと聞きましたけれども、町内に

泊まった場合には町民の料金になる、利用料は。

町外に泊まると一般料金で高いのだということで

す。現実問題としてノーマルヒルの７０メートル、

昔でいう７０メートルですよね、を飛ぶのに３０

メートルですとか５０メートルで飛んでいて、大

会当日いきなり飛ぶということにならないわけで

すから、だから地元に泊まってもらった人には無

料でもいいのではないかと。そのかわり、そうし

たら比較するわけですよね。学生にも何ぼか特典、

割引をつけて、そういう意味では若年層というか、

学生の利用も含められるというような形にするべ

きだと思いますので、ぜひ前向きに検討していた
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だきたいと思います。

次に移ります。教育問題もいろいろと高校再編

について伺いたいと思うのですが、昨日の村端議

員の質問の中で３校をキャンパス型の高校になら

ないかとの話がありましたけれども、現実問題と

しては現在の風連高校が職業学科であれば問題あ

りませんけれども、普通科を職業学科に変更する

には非常に困難だというふうに思います。でも、

村端議員の思いは、体を張って道教委と交渉しな

さいと言いたかったのだろうと思います。そこで、

提案しますけれども、見方を変えて名寄高校と風

連高校のキャンパス化で、名寄農業高校と光凌高

校のキャンパス化を交渉してみてはいかがでしょ

うか。教育長に申し上げますけれども、本当に体

を張って道教委に言わなければいかぬと思うので

す。そうすれば、名寄市の４校を２校にするとい

うことになりますから、キャンパス化で校舎自体

は残るということになりますから、ぜひそれはそ

ういうふうな形で要望しておきたいと思います。

間違いなく体を張って、きちっと道教委と真っ向

から勝負していただきたいと思います。

それで、ただ現状を考えると、合併後名寄市に

とって高校再編というのは非常に厳しい逆風が吹

いてきていると感じています。旧上川第５学区の

ときもそうでしたが、近隣の町村の首長ですとか

教育長は、高校問題を地域振興に結びつけており

ますし、議論の中にはこの地域に住む子供たちの

良好な教育環境をどうすべきかが抜けております。

名寄市を客観的に見ると、大正９年設立で八十円

年の歴史を重ねた恵陵高校を円年前に工業高校と

統合させました。市長の思いは複雑だったと察し

ておりますが、風連選出の議員の方も理解してい

ると思いますが、大きなくくりで新生名寄市を考

えると、はっきり申し上げてこれから市立として

風連高校が残る可能性が極めて少ないというふう

に思います。そのほかには私も円人の市民から飲

んだ席で言われておりますが、風連地区の駅前再

開発事業には絶対反対だ、賛成した議員には裏判

押してもらうからなというものです。財政状況も

ありますし、この辺の話しすれば理解していただ

けると思うのですけれども、全部が全部要求は通

らないわけですから、一つのまちと見た場合には

私の考えでは風連高校は普通科２間口ですし、存

続させるには無理があるのかなというふうに思っ

ています。ただし、先ほど教育長に言った道教委

との交渉についてはいろんな方法を考えて、体を

張って協議していただきたいと思っています。で

すから、高校はあきらめるので、市街地再開発事

業と道の駅名寄はぜひ前向きに取り組むべきであ

ると思いますが、私はそういうふうに思っていま

すけれども、最後に市長の御見解をいただいて、

私の質問を終わりたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

教育のありようについ〇市長（島 多慶志君）

てお話がありましたけれども、絡めて中心市街地

等の話と関連をしたお尋ねでございますが、私は

高等学校のこうした少子化時代が続く中で中学生

がどういった高等教育を受けたいかと、このこと

が最後の決め手になるのでないかと、こんなふう

に思っております。義務教育の場合にはそこに生

活をしている子供がいる限り学校はどうしても残

していくと、こういうスタンスでありますけれど

も、高等教育、高校以上になりましてはその地域

の皆さんが残すか残さないかという考え方もあり

ますけれども、現在は道立高校ということであり

ますから、道の基準というものがかなり優先をす

ると。私は、昨年の選挙の前段にいろんな市民の

皆さんの声がありました。市立高校で残せないの

か、こういうことでありました。私は、平成１１

年に恵陵高校をどのように展開をさせるかという

ことでは市民の皆さんに検討委員会というのをつ

くっていただきましたけれども、究極は名寄に幾

ら高校があればいいのかと、こういう視点でゼロ

からの議論をしてほしいと、こういうお願いをさ

せていただきました。結果として、当時の恵陵高

校は女子の高校ということもありまして、父兄の
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中には男女共学というような希望もあったりして、

工業高校と合体をさせた現光凌になったわけでご

ざいますが、私はそういう意味では市立高校を持

つことの意義というのも非常に体験的に持ってお

りますし、１間口の高校に本当に魅力をつける市

立高校にするというのは相当な努力をしないと、

これは中学生に受け入れられないのではないかと、

こんなふうに思っております。そうした意味では

しっかりと、特に風連地区の中学生の皆さん方の

ニーズというものを踏まえた上での高校の再編に

ついて議論をしていきたいものだと、こんなふう

に思っているところでございます。

また、近隣の自治体の首長さん、教育長さんと

もに地域振興の面でも高校の存置について議論を

されております。極端な例は、御存じの方もいる

かもしれませんが、名寄市内に高校は一つもつく

らない方法がいいのでないかと、こういう提言を

される教育長もおりました。結局名寄の中学生が

全部周辺の高校に通えば所満にこの地域はおさま

るのだという、こういう議論展開でありましたけ

れども、私はこの議論は中学生には受け入れられ

ない議論だというふうに思っておりました。それ

だけに今回の高校については、私どもも今まで長

年の歴史を積み重ねてきている風連高校について

は、父兄の皆様ももちろんでありますけれども、

これから中学生になる方も含めての気持ちをしっ

かり踏まえた中での再編ということにぜひまとめ

ていきたいものだと、こんなふうに考えておりま

す。

名寄高校のキャンパス校としての設置がどうか

というのは、私も教育長とこの考え方等について

も話をしている経過がありますけれども、なかな

かハードルは高いと、こんなふうにも受けとめて

おりますけれども、しかし教育長にさらに、私も

含めてですが、道教委とこれらの地域事情につい

てしっかりと情報発信していきたい、このように

思っています。

以上で渡辺正尚議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

農業振興計画樹立に当たって外１件を、黒井徹

議員。

議長より御指名いた〇１３番（黒井 徹議員）

だきましたので、通告に従い質問させていただき

たいと思います。

まず、１番目に、農業振興計画の樹立に当たっ

て。名寄市の農業は、合併により農家戸円９３５

戸、耕地面積は１所４７０ヘクタール、特にモチ

の作付面積は ７８０と、皆さんから言われてい

ますように日本一となりました。アスパラについ

ては北海道一、農業は名実ともに基幹産業として

関連企業とともに地域経済を支える重要な役割を

果たしていると思います。しかし、農業を取り巻

く国内外の環境は厳しさを所している状況です。

農業者は、安全で安心のできる農畜産物をできる

だけ安定的に消費者、市民に供給し、景観、水や

環境を保全し、地域社会を守ってきましたが、最

近の石油の高騰によるコスト高、価格低迷など経

営の収支は年々悪化をしております。明年からは

新たな食料・農業・農村基本計画に基づき、品目

横断的経営安定対策が始まり、認定農業者に限定

された政策が実施されます。このことは、大きな

農政の転換であり、今後地域として取り組まなけ

ればならない多くの課題が含まれています。そん

な状況の中で、新市の農業振興計画を樹立するこ

とになりますが、市の農政としてどのような認識

を持っているのか伺います。まず、総体的に現状

分析と課題をどのようにとらえているのか伺いま

す。

次に、具体的項目について。一つ、農業支援セ

ンターについて。以前私もこのことにつきまして

は担い手研修センターとして質問をいたしました。

答弁といたしましては、ＪＡ、行政の合併を控え、

風連町の農業振興センターとの整合性の観点から

中断をしているというふうに考えております。今

後の方針を伺いたいというふうに思います。

二つ目に、農地流動化対策ですが、急激な集積
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を望むものではありませんが、若い経営者は地域

の農地を引き受けざるを得ない状況で、資金対応

を含め、安定経営を継続するための対策が必要と

思われますが、どのようなお考えか伺います。

三つ目に、担い手対策。この問題も前の対策と

関連がありますが、将来とも地域農業の担い手と

してハード、ソフトの両面の政策が必要だという

ふうに考えますが、考え方を伺いたいと思います。

四つ目に、小規模経営者への対策。品目横断的

経営安定対策により ８ヘクタール以下への政策

は今後問題になるというふうに思われます。集落

営農組織もハードルが高く困難で、経営展開の幅

が限られます。特に高齢経営者は厳しい状況と思

われますが、認識を伺いたいというふうに思いま

す。

次に、大きい項目の中心市街地活性化について

伺います。名寄市の中心市街活性化については、

名寄地区と風連地区に分けて伺います。名寄は、

駅前から４条通に向けて中心街が形成され、商業、

医療、教育、文化、行政とともにコンパクトで美

しいまち並みの機能性がありました。しかし、モ

ータリゼーションの進行により都市機能は郊外に

拡大し、中心街の空洞化が深刻な問題です。そこ

で、国も中心市街地のにぎわいを取り戻すために、

それぞれの議員から質問ありましたようにまちづ

くり３法改正がさきの国会で成立をいたしました。

これは、中心市街地の空洞化に歯どめをかけ、市

街地に公共公益施設を誘導し、だれもが暮らしや

すいコンパクトなまちづくりを目指すものです。

改正では暮らしにぎわい再生事業、中心市街地共

同住宅供給事業など新たな補助事業を創設し、市

町村の計画を集中的に支援することと明記されて

います。そこで、中心市街地活性化基本計画の見

直しについて伺います。現在市には平成１２年に

作成された中心市街地活性化基本計画とＴＭＯ構

想があります。その実効性などの評価をどのよう

に認識されているのか伺います。さらに、合併に

より手のついていない事業、年円の経過により見

直しの必要がある計画などがあると考えます。特

に空き地、空き店舗が目立ち、中心市街地の空洞

化を際立たせていると感じます。今回の改正にあ

るまちなか居住等の新規事業を取り入れた基本計

画の見直しについて伺います。

２番目に、風連地区の市街地再開発事業につい

て伺います。この事業は、風連町からの継続計画

でありますが、道の駅と並んで南の玄関口として

新名寄市の顔となる重要な事業だというふうに認

識をしております。事業主体が民間ということも

ありますが、その情報に接する機会が余りにも少

ないというふうに思います。市民にも理解してい

ただく意味を込めて伺いたいというふうに思いま

す。まず、現状と今後のスケジュール、事業の概

算と補助の内容、行政の取り組む事業内容等につ

いてわかりやすく答弁を求めて、この場からの質

問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま黒井議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたり御質問をいただき

ました。１点目と２点目の（１）につきましては

私の方から、（２）につきましては建設水道部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いをい

たしたいと思います。

初めに、農業振興計画樹立に当たってのうちの

現状分析と課題について以下順次お答えをしてい

きたいと思っています。当市の農業は、豊かな自

然と土地資源やすぐれた人材を生かした大規模で

生産性の高い専業経営により、食料の安定供給や

農地環境保全などの面で大きな役割を果たすとと

もに地域社会、経済を支える基幹産業として発展

してまいりました。しかし、担い手の０少や高齢

化、食に対する安全、安心の高まり、さらにはＷ

ＴＯ農業交渉における国際規律の強化など、農業

を取り巻く情勢は大きく変わってまいりました。

これらの実情を背景に、新たな食料・農業・農村

基本計画に基づき、経営所得安定対策が導入され

ますが、農業・農村振興計画の策定に当たっては
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これらの情勢認識を的確にとらえるため、農業者

の現状と営農意欲を把握するための市内農家全戸

にわたってのアンケート調査を実施しており、現

状分析と課題を洗い出し、地域の合意形成に基づ

いた計画を作成してまいります。

担い手研修センター構想につきましては、御質

問のとおりＪＡ、行政の合併を控え、先送りして

きた経過があります。農業担い手研修センターに

つきましては、担い手の研修だけにとどまること

なく、既存の農家の支援対策を含む機能を付加し

た施設が望ましいとのＪＡとの共通の理解があり

ます。また、現在の農業振興センターにどのよう

に付加していくのか管理運営上の課題もあります。

新市建設計画には農業担い手支援センターの整備

を盛り込んでおりますが、今後総合計画や農業・

農村振興計画の中で議論するとともに、農業振興

センター、管理運営のパートナーでありますＪＡ

道北なよろと協議検討を進めてまいりたいという

ふうに考えております。

２点目でございますが、農地流動化に対する支

援についてのお尋ねでございます。高齢化に伴う

担い手不足などの厳しい農業情勢の中、農地流動

化の実績につきましては農地法３条を除く農業経

営基盤促進法に基づく所有権移転等は、旧風連町

は平成１６年度で売買３７件、賃貸４６件、平成

１７年度にあっては売買２３件、賃貸２９件、旧

名寄市、平成１６年度売買にあっては２５件、賃

貸４９件、１７年度では売買１６件、賃貸５９件

となっております。また、産地づくり対策におい

て平成１６年度から１８年度において旧風連町で

は賃貸の貸し手、借り手それぞれ反 ０００所、

旧名寄市では売買の出し手 ０００所、受け手２

所所を助成しているところであり、農地流動化に

一定の役割を担ってきたところであります。平成

１９年度より新たな産地づくり対策が展開されま

すことから、これまでの３年間の実績を踏まえ、

助成措置の継続を図ることにより農地の流動化が

促進されると考えられますので、今後新対策の中

で助成内容について関係機関と協議をしてまいり

たいというふうに考えております。

いずれにいたしましても、ＷＴＯをめぐる国際

規律の強化や来年から導入される品目横断的経営

安定対策等、農業施策が大きく変化する中で農地

の流動化については大きな課題でもあります。担

い手対策ともども表裏一体の問題であり、農業生

産の組織化や農業生産法人組織の設立、またすぐ

れた担い手を育成することが農地流動化の活性化

を図る上で最も大切なことであると考えておりま

す。

３点目、担い手対策についてでございますが、

農家戸円の０少や高齢化が加速する中で新規就農

者円は伸び悩み、過去１０年で１１３人、平成１

８年度で見ると農家戸円９３５戸に対して新規就

農者は８名と、農家戸円を維持するために必要な

就農者円の２５置程度の充足率にとどまっており

ます。農業農村の活力を維持向上させるためにも

担い手の育成、確保が最重要課題と考えており、

農家子弟はもちろんＵターン、新規参入、農業生

産法人の育成を含めた多様な担い手の育成、確保

が必要と考えております。担い手対策につきまし

ては、一つ目にはみずから創意工夫を生かして自

主的、主体的な営農が展開できるよう高度な知識、

技術及び経営管理能力を備えた人材を育成する研

修制度の確立、二つ目には農家子弟や新規参入の

所滑な経営継承等、道農業担い手育成センターと

連携し、研修体制の整備、就農に係る金融面の支

援を行うほか新規就農者等に関する条例に基づく

支援、三つ目には労働条件の体す化などが可能と

なる農業生産法人化に対する支援、四つ目には女

性の視点を生かしたグループ活動やボランティア

活動などの社会参加による地域活性化の取り組み

に対する支援、五つ目にはこれらのほか農地集積

に対する支援や高収益作物等新規作物導入等に対

する支援、これらの対策が必要と考えており、農

業・農村振興計画策定の中で協議してまいりたい

と考えているところでございます。
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４点目、小規模経営の対策についてでございま

すが、本対策は対象が認定農業者及び集落営農組

織の担い手でありますが、集落営農組織の場合は

規額の作成、経理の一元化、地域の農用地の３分

の２以上を集積すること、四つ目には主たる従業

者の農業所得目標４８０所所以上、五つ目には農

業生産法人化計画のハードルの高い五つの要件が

あり、これまで生産者や農業団体との協議の中で

は該当になる組織はなく、難しいと考えておりま

す。経営規模要件に満たない対象作物作付農家は

１４１戸で、農家の実態を分析すると６５歳以上

が６７戸、６５歳未満が７４戸で、うち農業後継

者がいる農家は１０戸未満でございます。また、

経営面積が５ヘクタール未満の農家は９２戸とな

っており、兼業農家が多く占めているところでご

ざいます。対象作物の過去実績の保有の小麦、大

豆の作付農家は６０戸、１１０ヘクタールとなっ

ております。当市は、特例により面積要件は ８

ヘクタールとなりましたので、対象農家を認定農

家にすべく指導しているところでございますが、

規模が要件に満たない農家につきましては農家の

意向を確認しながら、一つ目には農地流動化によ

る農地の集積、二つ目には作業受委託による面積

の算入、三つ目には所得特例による認定などの手

法で交付金の対象となるようＪＡ、農業委員会、

農政事務所と相談し、対応してまいりたいと考え

ているところでございます。

次に、中心市街地活性化の中での１点目でござ

いますが、中心市街地活性化の基本計画の見直し

のうち、一つ目に空き店舗の対策について、二つ

目にはコンパクトシティーの取り組みについて順

次お答えを申し上げたいと思います。

名寄市の中心市街地活性化基本計画は、平成１

２年に策定され、ＴＭＯ構想とともに推進してま

いりました。基本方針に基づき、構想具現化の目

標として５年以内に事業着手する事業と中長期に

対応する事業の構想でまちづくりの目標を定めて

行ってきたところでございます。短期に対応する

８事業のうち６事業が実施済みとなっております。

テナントミックス管理計画事業、高齢者宅配事業

は未実施となっています。さらに、このほかに中

長期事業として３・６ビル再開発事業、ネーミン

グミュージアム、ビジターセンター、物産センタ

ー設置事業、保健健康施設運営事業などがありま

す。しかしながら、まちづくり３法の改正と新た

な事業の展開には、活性化基本計画の見直しと同

時に基本計画を踏まえ議論する活性化協議会の立

ち上げが必要となりますので、法の改正趣旨を踏

まえ、新たな協議会の枠組みの動きについても商

工会議所、商店街振興組合など関係団体とともに

対応してまいりたいと考えているところでござい

ます。

駅前の空き地、空き店舗対策についての土地開

発公社所有地は、新しい総合計画づくりの中で議

論してまいりますが、にぎわいを取り戻す核とな

るのはやはり駅前であります。駅前ににぎわいが

でき、歩ける範囲に買い物をする場所や医療サー

ビスなどが整い、寄り添って生きていけるコンパ

クトなスタイルが熱望されているところでござい

ます。空き店舗対策につきましては、これまで家

賃、改装費などの補助、さらには情報発信のため

のデータベース化などについて取り組んでまいり

ました。一定の成果が出ておりますが、一層中小

企業振興審議会などにおいても議論をしてまいり

ます。また、商店街のコンパクト化につきまして

も今後見直される基本計画づくりの核となる新し

い活性化協議会の中において議論をしてまいりた

いと考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

風連市街地再開〇建設水道部長（松尾 薫君）

発事業につきまして３点にわたりまして御質問い

ただいております。初めに、現状と今後のスケジ

ュールでございます。この事業は、関係地権者の

同意を得て行う事業でございます。地権者の同意

が確定しますと、地権者にとって共同討議の組織
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であります準備会の設立となります。ここでは権

利者間の調整、地区ではどのような権利変換計画

が望ましいのか、またどのような運営形態が考え

られるのか、そのための資金の調達の方法はどう

なるのかなどの地権者の意見を集額をいたしまし

て、具体的な計画を作成いたします。それに基づ

きまして、平成１９年度は知事に対して事業の施

行認可申請に必要な事業計画の作成に着手をいた

します。認可申請、知事の認可を受けまして、引

き続き権利変換計画の作成、地盤調査、実施設計

の作成等に着手をいたします。平成２０年度は、

知事に権利変換の認可申請、知事の認可を受け、

地権者への補償、建築物の解体除去、それから建

築工事に着手となり、平成２２年度の完成を目指

しているものでございます。この間必要に応じて

所管の常任委員会、議員協議会や議会に御報告を

させていただき、協議をさせていただきながら取

り進めてまいりたいと、このように考えていると

ころでございます。

２点目でございます。事業費の概算と補助の内

容についてでございます。当地区の事業は、地元

地権者の再開発への意欲によりまして民間が事業

施行者となりまして、国、市の支援を受けて行う

事業でございまして、地区内の敷地を共同化し、

高度利用することにより再開発ビルや駐車場等の

整備を行い、利便性の高い良質な住環境の市街地

に再生する、そのような事業でございます。事業

費につきましては、再開発ビルの床を地権者に従

前の建物、土地等の資産評価に見合う床に置きか

え、交付をさせていただき、新たに生み出された

床の処分などによりまして事業費を賄い、収支の

こ衡を図って進める、そのような事業でございま

して、事業費のうち国、市の支援及び事業施行者

のその負担割合につきましては、国からのまちづ

くり交付金による支援でございますが、額２８置、

そして市からの支援額５０置、さらに事業施行者

の負担額２２置とそれぞれ試算をしているところ

でございます。特に市の負担につきましては、合

併特例債の活用などによりまして負担の軽０に努

めてまいりたいと、そのように考えているところ

でございます。

なお、事業費につきましては、合併前の本年３

月に旧風連町が国土交通省へまちづくり交付金の

交付申請を提出しておりますけれども、その都市

再生整備計画におきましては額２６億所としてお

りますが、現在地権者と話し合いを進めており、

結果によりましては区域の面積、計画の内容等に

変更が予想されまして、これに伴い事業費も変更

されるというものでございます。今事業費を算出

するためにそれぞれ精査をしているところでござ

います。

３点目の行政として取り組む事業の内容につい

ての御質問でございます。本事業は、中心市街地

に公益公共施設と商店街が一体となった複合施設

や駐車場等を整備することによりまして、中心市

街地に人が集まり、にぎわいのある商店街や地域

の交流の場となるコミュニティーの形成を図り、

コンパクトなまちづくりを目指しているものでご

ざいます。行政で取り組む公共の施設といたしま

しては、一つとして老朽化し、通院に不便な木の

構造となっております診療所を交通機関や駐車場

の整ったこの事業区域内に整備を検討しているも

のでございます。二つといたしましては、高齢者

の介護予防、機能訓練等、健康維持のための事業

が行え得る施設を診療所に併設する、そのことも

検討いたしております。三つ目といたしましては、

市街地中心部に住民の交流活動拠点施設として多

目的ホール、研修室、会議室等を有する複合的な

機能を持った地域交流センターの整備につきまし

て検討をしております。四つといたしまして、市

街商店街の利便性、集客性の向上を図るために公

共駐車場等の整備も検討しているところでござい

ます。そして、五つ目といたしまして、共同住宅

を事業区域内、またはその隣接地に整備をいたし

まして、まちなか居住を検討しているものでござ

います。
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なお、各施設の規模、内容につきましては、庁

内関係部署と協議し、検討をしているところでご

ざいます。

以上、３点につきましての御答弁とさせていた

だきます。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ御答弁をい〇１３番（黒井 徹議員）

ただきました。まず、１番目の農業振興計画の樹

立に当たってから再質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。

評価といいますか、その対策についてはアンケ

ート、私の家にも回ってまいりましたけれども、

きめ細かなアンケートで、きちっと集額できれば

いいなというふうに思っています。それで、項目

に分けて、余り時間もないので、端的に伺い、端

的な答弁をいただきたいというふうに思います。

支援センターですけれども、風連の振興センター

と統合をしながら、整備を図ると。さきの新聞に

も運営委員会、運営協議会ですか、等を設けなが

ら、今後の方針を検討、内容を検討するというよ

うなことありました。前回経済常任委員会で振興

センターも視察させていただきました。それぞれ

機能はあるわけですけれども、一つは水稲試験地

は今旧名寄市の水稲試験地があると思うのですけ

れども、これらもそのときにいずれ統合するのだ

と、それだけの敷地はあるのだというふうな話を

伺いましたけれども、農協も合併はしております

けれども、モチの生産組合等もまだ組織統合され

ていませんので、あそこの職員等につきましては

蔬菜、あるいは特用作物等についてはエキスパー

トでいるというふうに私も認識はしていますけれ

ども、水稲試験地については普及センターを中心

としてそれぞれのモチ部会、生産組合が担当しな

がらやっているというようなことで、その振興セ

ンターが、あるいはその内容がきちっと方向性出

るまであそこの名寄市の水稲試験地についてはも

う少し併合しないで置いていただきたいなと。う

ちらのモチ組合の生産者等も少しそういう要望を

いただいています。旧名寄のモチ生産３０年以上

の歴史があるわけですけれども、やっぱりあそこ

でいろんな試験をし、あそこのデータを利用しな

がら、今のガイドライン等の上位にランクされる

まで成長してきたというふうに認識もありますの

で、そこら辺御配慮願いたいというふうに思いま

すので、その考え方について１点伺います。

それから、支援センターでいわゆる新規就農に

当たる研修生の宿泊施設について併設できるのか

できないのか。前から私はそういった新規就農に

対する研修宿泊施設はあった方がいいのではない

かと。あるいは、後継者といいますか、農家の子

弟等もそこで何か研修するときには利用できます

ので、できるだけ大きな構想でなくてもいいです

から、４人とか５人のワンルームでそういうもの

ができればいいなというふうに思いますので、そ

こら辺の見通しについても伺いたいというふうに

思います。

それから、２番目ですけれども、これ植松議員

からも質問があったわけですけれども、今の産地

づくりの支援では風連と名寄若干違いますけれど

も、名寄は引き受け手に２所所という政策があり

ます。これ非常に有効な対策であったなというふ

うに私も感じております。土地面積を見ますと、

機械あるいは設備の再投資がありますので、そう

いうふうに２所所でもやはりそれらの再設備に利

用できたというふうなことがありますので、新し

い産地づくりもできるわけですけれども、これら

についても継続、あるいは風連地区と統合してや

れるような状況であればやっていただきたいなと

いうふうに思います。確かに中名寄で６０ヘクタ

ール以上の面積が出るというのは聞いていますし、

かなりまとまってきているようですけれども、や

っぱりこの対策が気になっているようで、年度内

にというか、まとまれば大丈夫だと思うのですけ

れども、いろんな関係で新年度、平成１９年度に

なると果たして６０ヘクタールで２所所といった

ら１２０所所もの金がどうなるのだということも
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ありますので、ぜひとも対策を継続していただき

たいなというふうに思いますので、お考えを伺い

たいと思います。

それから、担い手対策ですけれども、これも非

常に難しい問題といいますか、直接頑張れよとい

うことで支援金を配るわけにもいきませんので、

これはいろいろ長い目で考えていかなければなら

ぬと思います。そこで、研修制度の確立というふ

うにもおっしゃっていただきましたので、我々は

新規就農の研修生を受け入れて、２年間勉強させ

て、一人前にさせる事業もやっています、道の担

い手センターの関係で。それの逆バージョンとい

いますか、いわゆる農業後継者を地方に送り出し

て中長期の研修をさせて、新しい発想をもってこ

れからの名寄の農業をどうするかという考え方を

持っていただくのがいいのでないかと。我々みた

いにある程度とうが立ってくると、そういう発想

なかなかできなくなってきて、風連の農業者もい

ますけれども、特産館の今の事業展開はそういう

研修制度に円名の仲間で行ったことをヒントにし

て、我々で加工して売ろうというような、そうい

うような発想が生まれてきたというふうに聞いて

いますので、これからの若い人たちもそういう発

想を持っていただくためにはやはり外に出して勉

強させるというのが大事でないかと思いますので、

ここは予算を惜しまないで予算つけていただいて、

年に３人でも５人でも、１００所所かかっても１

５０所所かかってもいいからやっていただきたい

というふうに思いますので、その考え方を伺いた

いと思います。

それから、４番目の小規模経営者に対する、こ

れも木戸口議員からありましたけれども、やっぱ

りこれはもう受委託制度をきちっと確立する、あ

るいは振興センターに集額できるのであればいい

のですけれども、コントラ制度を拡充をしながら、

そういう人たちをやっていくと。今の品目横断の

支援を受けられないということであれば、受委託

の中で、１１０ヘクタールぐらいあります、関係

があるというふうに聞いたのですけれども、それ

を一まとめにして大きな面積にしてやればいいの

です。集落営農の組織づくりというのは本当にハ

ードルが高くて、今段階では非常に厳しいと思い

ます。先ほど言いましたように担い手が研修をし

て、地域まとめて、おらが引き受けるというよう

な、そういう若いリーダーが出てくれば可能性は

ありますけれども、今の段階はちょっと難しいと

いうふうに思いますので、私はそんなふうな考え

をしていますので、何点か質問事項ありましたの

で、御答弁をお願いしたいと思います。

ここであらかじめ会議〇議長（田中之繁議員）

時間を延長いたします。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

ただいま黒井議員より５〇助役（小室勝治君）

点ほどにわたっての御質問あったわけでございま

すが、一つ目には現在名寄市の実施しております

水稲試験地、緑丘にある試験地のことかと思いま

すが、これらについてもことし春から順次いろい

ろな計画を立てながら、運営をどこでやっていく

のかという話し合いを今までやった経過がござい

ます。その中で、旧風連にありました農業振興セ

ンターが担うべきでないかというようなことで、

一括した中で今現在水稲試験地を実施していると

ころでございます。これらについては、名寄の要

望がかなり強いというお話も聞いておりますから、

さらに話し合いを進めながら、そしてまた農協な

り、モチ生産組合がある程度の時期になれば一本

化する方向で今進んでいるというお話も聞いてお

りますから、それらと連動しながら、試験地のあ

り方について考えてまいりたいなと、このように

考えておりますから、今すぐなくするとかそうい

う状況ではございませんので、話し合いを進めな

がら検討してまいりたいというふうに考えており

ます。

それから、振興センターの中に研修施設、そし
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てまた宿泊含めたそういった施設を合併できない

かというような話もございます。先ほど経済部長

よりお話があったとおり、今検討している最中と、

そしてまた今高等学校の再編もいろいろこれから

将来に向けてどのような方向性が出てくるのかと

いう問題もありますから、それらも含めた考えの

中で、果たしてあそこにあるのがいいのか、例え

ば名寄農業高等学校の施設を利用しながら、本当

にこれから新規就農される方のきちっとした勉強

をさせる場として使えるものかどうかというよう

な提案をしているというお話を聞いておりますか

ら、それらと相まって検討してまいりたいなと、

このように思っているところでございます。

それから、地域づくり交付金の関係でございま

して、その中でそれぞれ貸し手、借り手に風連は

０００所ということで進んできておりますし、

また名寄は２所所と、それから ０００所だった

かな、ということで若干違います。これは、始ま

る前に名寄市ともどういう方向性でいくという一

つの話し合いをしながらいった経過がありますが、

それぞれの農業形態が若干違うというようなこと

も含めて、産地づくりについては同じような項目

があるわけですけれども、お金の配分が違うとい

うようなことで今まで進んできているわけです。

御指摘のとおり、これからどんどんこういう話が

予想されるような時期でありますから、この辺も

含めてこの交付金がそれらに対して非常に影響力

があるのだということであれば、これはやはり地

域農業を守るために地域の農業者の皆さんの御理

解を得ながら、こういう施策を残してまいりたい

なと、このように考えておりますから、来年から

始まる新たな地域づくり交付金の関係についても

内容を含めて検討していきたいというふうに考え

ているところでございます。

それから、担い手の研修でありますが、逆にほ

かの地域に出て、新しい農業を勉強してはどうだ

と。これは、非常に最近にない新しい発想で、提

言であります。御存じのとおり風連で農業を営ん

でいる今有望視されている青年たちは、そういう

ところに行って２年なり３年研修してきたと。そ

して、また風連に戻ってきたときに新しいものを

持ってきたという経過がございますし、風連でお

花を大規模にやっている方も、これも道内の農業

者の方に３年ほど研修に行って、そしてノウハウ

を学んできたというようなこともありますから、

これからの特に子弟の研修に当たっては、こうい

うものを含めて検討してまいりたいと思います。

それと、海外の研修のことや何かもありますから、

そういったものをあわせながら検討してまいりた

いというふうに思っております。

それから、小規模の農業者に対する考え方でご

ざいますが、議員御指摘のとおりコントラクター

を取り入れて、それをまとめた形でやる方法はど

うだという御意見でございます。これらの内容に

ついてもこれから詰めてまいりたいなというふう

に思っておりますから、今度支庁協議等もござい

ますし、そういった協議段階でこれがオーケーな

のかどうかというものも含めてあろうかと思いま

すので、これらの話題についてもしっかり受けと

めて、これからの検討をさせていただきたい、こ

のように思っているところでございます。

答弁とさせていただきます。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございま〇１３番（黒井 徹議員）

す。支援センターの宿泊施設等については、農業

高校の話も出ましたけれども、あれはいろいろ農

業高校を残すいろんな模索の中で一つそういうア

イデアもどうかということで、必ずしもそれがベ

ターな判断ではなかったというふうに私も思って

いますので、これもまた未知円だというふうに思

います。できれば農業高校問題というか、高校の

存続問題出ていますけれども、キャンパス型でも

いいけれども、名農のあの姿はそのまま残してい

ただくような、そういう考え方私は持っています

ので、宿泊施設は別途農業サイドで考えていただ

きたいというふうに思いますので、よろしくお願
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いします。

研修制度等については、何とか考えていただき

たいなと。やっぱり今本当に大規模になって、そ

のうち法人経営、個人経営はやっていますけれど

も、法人格を別に持って、それらの集合体でいろ

んな事業を展開するというような若い人たちも出

てきていますので、そういうノウハウをやっぱり

きちっとそれなりの実績を持っているところに勉

強に行ったらいいのでないかと。海外の物見遊山

で行ってもちょっとあれだということで、国内の

そういう対策、あるいは新しい作物に対する研修

でもよろしいと思うのですけれども、そういう研

修、ぜひとも新しい振興計画の中で入れていただ

きたいなというふうに思いますので、要望してお

きたいというふうに思います。

それで、次に２番目の中心市街地の活性化につ

いてですけれども、基本計画の見直しは協議会を

立てて見直し、あるいは新しく立てるというよう

なことで栗栖議員への答弁がありましたので、大

体了解をいたしました。ただ、行政が中心となっ

てやる事業も大事ですけれども、やっぱりそこに

営んでいる営業者の人たちがどうこの中心街を変

えていくかということできちっとした認識を持っ

ていただきたいなというふうに私は思います。農

業問題ではアンケートをとって意識調査をしてい

ますというけれども、やっぱり意識調査も、やっ

ているのかどうかわかりませんけれども、必要で

ないかなというふうに私は思います。

今名寄に市立の大学できましたので、これから

生徒毎年ふえてくるわけですけれども、その人た

ちの消費行動はどうなっているのか、それらを中

心街に呼べないのかということもきちっと研究を

する必要があるのでないかなというふうに思いま

す。試算的にどの程度見込めるのか後で伺いたい

というふうに思います。

それから、これは私の思いですけれども、日本

一のモチ米になったり、あるいは全道一のアスパ

ラになったりということで、一部やっておられま

すけれども、やっぱり農業との連携をしたそうい

う拡大、消費の拡大ですとか、そういったものを

取り入れてはどうかなというような考えをしてい

ます。

それから、空き地も結構目立つわけですけれど

も、やっぱり駐車場問題は郊外型と違って出てく

ると思うのですけれども、駐車場にして金を取る

のではなくて、駐車場を利用していただく人には

振興券を配ったらいいのではないですか。その振

興券でその店から買い物してくださいと。うちの

駐車場、金やるから使ってくれというようなもの

ですけれども、やっぱりそういうような発想の転

換をしていったらいいのでないかなと思います。

また、今福祉ですとか介護という問題もあります

けれども、買い物していただくと福祉、介護を受

けられるようなポイントカードを配るとか、そう

いうふうに常にその地域の人と対話できる、大型

店ではできないやり方、対話はなかなか大型店は

できませんから、やっぱり買い物をして楽しい人

間関係が構築できるような、そういうまちづくり

をしていただきたいなと思います。

そこで、２点ほど聞きたいのですけれども、１

２年たった活性化計画の中では駅前のバスターミ

ナルを中心とした複合施設というのが重要なポイ

ントで、そこに何とかネーミングミュージアムで

すとかそんなものを入れるとかなんとかとありま

すけれども、これできなかった理由は何なのか、

これ現状分析しているのか、やる気がなかったの

か、それでもいいと思うのです。できなかったの

はやる気がなかったからと、それでもいいと思う

のですけれども、それをきちっと現状分析して次

の活性化計画立てるときにできないものはできな

いというふうにやらなかったら、栗栖議員も言っ

ていましたけれども、夢物語ではだめだというふ

うに思いますので、そこら辺ちょっとお聞かせを

願いたいと思います。

それから、高齢者に対する宅配事業も未実施と

いうことでありますけれども、これはなぜできな
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かったのか、何が障害になったのか伺いたいと思

います。まず、この二、三点伺います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

私の方からお答えさせて〇助役（今 尚文君）

もらいます。

まず、前段ありました提言、三つほどありまし

た。名寄大学の学生の消費行動のリサーチはされ

ているか、あわせまして大学生が来たときに商業

サイドから働きかけをしているかどうかというこ

とも含めてなのですけれども、これはまだ私ども

も調査をしておりませんけれども、少なくとも行

政ベースでは消費行動のリサーチはしておりませ

ん。非常に大切だということは認識しながらもし

ておりません。御提言をいただきまして、この辺

についてもぜひ検討していきたいと思っています。

また、農と連携した商品が最近随分開発をされて

きていると。例えばお菓子屋さんでプリンが今北

海道といいますか、本州で非常に名寄のプリンと

いうことで有名になっているということでありま

して、あるいはアスパラの粉末を使った商品開発、

これはまだ粉末の方をしっかりつくっていこうと

いうことで今やっていますけれども、試作品づく

りは結構行われているということでありまして、

なかなかそれが商業と結びつかないということが

ありまして、今までもお母さんたちがつくったニ

ンジンピクルスだとか、あるいはみそだとか、こ

ういったものが商業サイドとなかなか結びつかな

いということが少しありまして、どんな原因だっ

たのかということも調べなければならぬと。これ

もまた１点目のリサーチと同じように、まだまだ

追跡調査など不十分だなと。さらに、三つ目に御

提言、本当に駐車場の利用を発想を変えると、あ

るいは福祉ポイントカードにするだとかというの

は本当にソフト事業ですし、すぐにでも取り組め

そうな事業でありますから、これも商店街の持っ

ている駐車場でありますけれども、それに対する

利用促進は行政でも無関心ではないというふうに

思いますから、そういう御提言に基づいて具体的

な協議をしていく場が必要だというふうに思って

います。本当に前半３点は大変いい御提言をいた

だいたなというふうに思っています。感謝申し上

げたいと思います。

駅前の関係でありますけれども、まずバスター

ミナルが点在しているので、旅行する方にとって

非常に不便だという御意見がありましたが、どう

してもこれは必要なものであります。したがって、

バスターミナルをつくっていこうと。そして、名

寄の規模であると大きなバスターミナルでなくて

もいいわけでありますから、発着便円も少ないで

すし、非常にコンパクトなものをつくっていこう

と。ただ、それにしてもバスターミナルだけでは

非常におもしろくないという表現は悪いですけれ

ども、もう一つ不満足だということがありまして、

文化施設をつくるか商業施設を併設するかと、こ

ういうことでいろいろ探りをいたしました。文化

施設は、先ほどお話があった名前博物館という構

想もありましたけれども、これは本当に構想の範

囲内で、どうしても実現性に結びつけないという

ことになってしまいまして、商業施設をというこ

とで随分お話をさせていただきましたし、つい最

近まで私の方にも駅前を利用した商業展開という

お話がございました。その際に、まだまだはっき

りした話でございませんでしたけれども、私の方

からバスターミナルも含めて考えていただけます

かというと、それは考えられますというところま

でいっているのですけれども、しかし実現性まで

は至っていないということでありまして、これは

バスターミナルだけをやるということでは非常に

無理があるものですから、今言ったようにあそこ

の開発をそれこそ栗栖議員から提言があったグラ

ンドデザインをどうするかというのを改めてそこ

で考えて、バスターミナルもその中に取り組んで

いくような方式をしなければならないというふう

に思っています。バスは、今は道北バスと名士バ

スとＪＲバスと３社であります。この調整もまた

ＪＲに少し打診したのでありますけれども、非常



－200－

に難しさがありますけれども、しかし実現不可能

ではないなというふうに思っているところであり

ます。

宅配事業につきましては、率直に言いましてき

っかけがなかったといいますか、もう一回このお

題目には上がりましたけれども、具体的に何をど

うするかというものは出ない。大型店で今宅配事

業を盛んにやっておりましたので、そちらの方が

中心になってしまったと、生鮮食料品なんかは。

ただ、部分的に宅配サービスをやっていますけれ

ども、そのシステムとして、商店街がシステムと

して宅配サービスまでまだやっていないというこ

とでありまして、これは配達する商品の関連性の

難しさがあるのではないかというふうに思ってお

ります。一つパンならパン、あるいは洗濯物なら

洗濯物というようなことではなくて、それを商店

街が少し歯抜けになってきましたので、商品構成

が非常に難しくなってきたというところもあるの

かなというふうに思っています。もう一つは、生

鮮食品がほとんど大型店に集中してしまったとい

うことなどもあって、宅配事業はなかなか踏み切

れなかったのかなと思いますが、個店でやってい

ることは間違いありませんけれども、それをぜひ

商店街としてできないかという問題提起をしてい

るところでありますから、これもまた一緒に協議

をしていきたいなというふうに思っています。

以上でございます。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございま〇１３番（黒井 徹議員）

す。やっぱりこれはやる気だというふうに思いま

す。先ほども言いましたけれども、やっぱり地域

の仲間というか、そういう意識をきちっと持って

やることが行政サービスのやりやすさが出てくる

のでないかと思います。活性化計画見直しに当た

っては、当然協議会を立ち上げてやっていただく

と思うのですけれども、行政のリーダーシップ、

先導型というのも大事ですけれども、その地域に

住んでいる、営業している人たちの気持ちを一つ

にできるような、夢物語ではだめですけれども、

やっぱりそれはやっていかなければならぬという

ふうに思います。それが今できそうなのが風連だ

というふうに思います。風連の方は民間型の再開

発をやるということで、なかなか全員がまとまっ

ていないというふうに私も伺っているのですけれ

ども、余り時間もありませんので、何点か伺いた

いというふうに思います。

私がちょっと聞き取りの中で説明受けたのと若

干違うのは、補助区分というか、それが行政が５

０置、市の支援が５０置とあるのですけれども、

私は国が３割、市が３割、受益者３割というふう

に端的に聞いていたのですけれども、市の支援が

５０置ということは２６億所の半分を出さなけれ

ばならぬのかなと、行政が出さなければならぬの

かなというふうにとらえてしまうので、ここら辺

ちょっと説明をしていただきたいなというふうに

思います。

市が行う事業はいろいろ何点か挙げているわけ

ですけれども、これを本当に必要なのかという判

断基準、合併協議でも余りそこら辺はしていなか

ったような、いわゆる合併の中ではそれぞれの中

心街の活性化を図っていこうというだけで、駅前

の再開発、あるいは今のまちづくり３法の改正前

でしたから、そういう話は余り出ていない。ただ

そういう形だけで終わっていると思うのですけれ

ども、そういう市として行われる事業の必要性の

判断基準は、根拠はだれが考えるのか。あるいは、

総計の中で一つ一つ項目を挙げて協議をしていく

ようになると思うのですけれども、どこのセクシ

ョンで、部会でやるのか、医療問題やら都市計画

の問題やらいろいろ出てくると思うので、それを

分散をしてやるのか。それから、まちなか居住の

中では風連の公共住宅のマスタープランとの整合

性も当然出てくるので、ここら辺も大きな作業と

いいますか、複雑な作業絡み合っていると思いま

すので、この辺若干聞きたいというふうに思いま

す。
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それから、大きな事業投資して、合併特例債も

使ってやるのですけれども、事業によるいわゆる

受益者負担があると思うのですけれども、それは

個々なのか、一つの期成会は今できているのだと

思うのですけれども、一人一人なのか、管理運営

というか、受益者組合ができるのかどうかわかり

ませんけれども。最終的に賃貸マンションですと

か、そういうものを売って原資としてやるという

ような説明だったのですけれども、それがうまく

いかなかったときに最終的にはその人、それはい

ろいろあって栗栖議員もなかなか大変だと、借金

するのが大変だという話なのですけれども、最終

的にはその人たちが責任を持って、いわゆるそう

いったものに、賃貸のマンションですとかそうい

うものについては市は債務保証しないのだろうな

というふうに私は認識をしているのですけれども、

そこら辺の考え方をお聞かせ願いたいなというふ

うに思います。

あと、聞くだけ聞いて答弁は時間過ぎてもいい

のでないかと思いますので、済みません。合併の

中での協議は非常に大ざっぱな協議ということで、

どんなような経過が、これ風連の事業というのは

わかっていますけれども、我々名寄側はわからな

かったので、どういう協議で今の経緯に至ってい

るのか、後の方でいいですから、余り重要なこと

ではないので、先に聞いたことを答弁していただ

いて、今聞いたことは時間があれば答弁いただき

たいなと思いますので、お願いします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

当初説明をさせ〇建設水道部長（松尾 薫君）

ていただいた中では３分の１ずつの負担区分が基

本となるということでのお話をさせていただいた

経過があるのですけれども、これは事業費がすべ

て国のいわゆる交付金事業の対象になる場合の基

本的な骨格になります。いろいろ内容を精査をい

たしますと、すべてが本事業のまちづくり交付金

の対象のようにはならないということでございま

すので、結果的に円値を算出してみると先ほどの

ような割合になるということでございます。

それから、今後の検討、今総合計画策定中でご

ざいますけれども、どこで議論をするのかという

ことでございますけれども、専門部会では都市基

盤整備部会で議論をさせていただいて、その後取

り進めいろいろあろうかと思いますので、総務部

会にも御相談させていただきながら、いわゆる新

名寄市の全体のプロジェクトになるように合意を

させていただくような手順を総合計画策定の過程

でつくらせていただきたいと。専門部会だけでの

協議では不十分だというふうに考えておりますの

で、総務部会とも十分協議しながら進めさせてい

ただければ、そんなふうに思っております。

それから、受益者の負担でございます。これは、

基本的には個人が支払うということになります。

ただ、理論的には権利変換方式と申しまして、従

前の価値を評価をしたものを新しい施設の中で置

きかえるということでございますので、そんなに

多くはならないと思いますけれども、現在のとこ

ろは先ほどの比率ということになります。

それから、合併の協議の過程でどのような議論

があったかということでございますけれども、少

し経過を含めてお答えをさせていただきたいと思

いますが、旧風連町では早くから市街地の整備、

活性化に向けた検討会等が発足されまして、取り

組んできたところでございます。平成１６年１０

月には関係者によりますまちづくり期成会を発足

いたしまして、意向調査など事業の実現に向けた

積極的な活動を始めております。このような機運

の中でございまして、昨年１７年１１月に再開発

のための準備に向けた再開発促進期成会が発足さ

れて、活動が進められております。旧風連町では

所管の常任委員会、議会等に諮りながら、国土交

通省の事業を導入するために国、道に要望してき

たという経過でございます。合併前の市長、助役

の間の協議の中で新市の事業として引き続き取り

組む、そのようなことで協議をしてきたところで

ございます。そして、合併後の６月の第１回定例
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会でございますけれども、新市の市政執行方針に

おきまして風連地区の市街地再開発事業を新市の

事業として取り組んでいくと、そのような所信を

申し上げさせていただいたところでございます。

なお、去る７月２８日に開催をお願いいたしま

した建設常任委員会でも事業計画の概要、進捗の

状況、今後のスケジュールなど、概略ではござい

ましたけれども、報告をさせていただき、協議を

お願いした、そんなところでございます。簡単な

経過も含めた合併協議会等の議論の経過でござい

ます。

以上でございます。

以上で黒井徹議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（田中之繁議員）

べて終了しました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ５時１０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

署名議員 東 千 春

署名議員 村 端 利 克
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平成１８年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１８年９月１５日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 平成１８年第２定付託議案第１号 名

寄の冬を楽しく暮らす条例の制定につ

いて（総務文教常任委員会報告）

日程第４ 意見書案第１号 季節労働者の「特例

一時金」現行維持に関する意見書

意見書案第２号 集配局の廃止再編計

画に反対する意見書

意見書案第３号 ドクターヘリの全国

配備へ新法制定を求める意見書

意見書案第４号 療養病床の廃止・削

減の中止等を求める意見書

意見書案第５号 各国の食料主権を保

障するＷＴＯ農業交渉を求める意見書

意見書案第６号 品目横断的経営安定

対策の見直しに関する意見書

日程第５ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 委員の派遣について

日程第７ 委員の派遣報告

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 平成１８年第２定付託議案第１号 名

寄の冬を楽しく暮らす条例の制定につ

いて（総務文教常任委員会報告）

日程第４ 意見書案第１号 季節労働者の「特例

一時金」現行維持に関する意見書

意見書案第２号 集配局の廃止再編計

画に反対する意見書

意見書案第３号 ドクターヘリの全国

配備へ新法制定を求める意見書

意見書案第４号 療養病床の廃止・削

減の中止等を求める意見書

意見書案第５号 各国の食料主権を保

障するＷＴＯ農業交渉を求める意見書

意見書案第６号 品目横断的経営安定

対策の見直しに関する意見書

日程第５ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 委員の派遣について

日程第７ 委員の派遣報告

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（３５名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 １９番 堀 江 英 一 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

８番 林 寿 和 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員
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１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２２番 栗 栖 賢 一 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 開 発 恵 美

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 今 尚 文 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君

市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇副議長（堀江英一議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇副議長（堀江英一議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

９番 木戸口 真 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇副議長（堀江英一議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

行財政改革について外１件を、中野秀敏議員。

おはようございます。〇２６番（中野秀敏議員）

ただいま議長の許可をいただきましたので、通告

順に従い質問をさせていただきたいと思います。

大項目で２点を質問したいと思っております。

初めに、行財政改革についてであります。時代

は人口減少時代に突入し、高齢化社会と移り変わ

る中で、どこの自治体においても財政基盤の弱体

化が危惧されております。その中で、高度多様化

する住民ニーズに対応できる能力を備えた効率的

な体制整備、確立をすることが求められておりま

す。市長の執行方針では、行政みずからが担う役

割を明確化していくことが求められていることか

ら、新しい視点に立ち、不断に行財政改革に取り

組み、従来の体制を刷新していくことが必要であ

ると述べられております。また、先般の行政報告

において新行財政改革推進計画を１２月を目途に

作成するとのこととしております。健全な行財政

運営なくして新市の総合計画の実効性はないと私

自身も思っているところでございます。そこで、

１点目、今回策定の新行財政改革推進計画におい

てどのような数値目標を定めるのかお伺いをいた

したいと思います。

２点目、市長は、このほど将来を見据えた財政

健全化を図ることがねらいとし、職員組合へ３年

間の期限つき７％削減案を提示したことがマスコ

ミ報道されております。行財政改革における人件

費の削減は重要課題でありますが、削減案の根拠

についてお伺いをいたします。

３点目に、行財政改革の中で旧風連町行財政改

革検討委員会における答申、また合併協の中での

事業団への運営に移行することになっている風連

特別養護老人ホームの民間委託への取り組み状況

についてをお伺いをいたします。

４点目に、行財政改革において市民の理解、ま

た痛みも伴うものでありますが、新行財政改革に

おける補助金、また負担金の削減の見直しをどの

ように図るのかお伺いをいたします。

次に、大きな項目での２番目、地域自治区につ

いてお伺いをいたします。合併協議では、旧風連

地域に市町村の合併特例に関する法律により合併

特例区を設けることとし、旧名寄区域には合併後

地域自治法による地域自治区を設置することとし

ております。地域にできることは地域の視点に立

ち、地域と行政との新しい役割分担を担う上で旧

名寄地域での地域自治区の今後の取り組み日程を

お伺いをいたしたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

おはようございます。〇総務部長（石王和行君）

ただいま中野議員の方から大きな項目で２点にわ

たっての御質問をいただきました。最初に、１点

目の行財政改革についてお答えをさせていただき

ます。小項目の数値目標の設定についてでござい

ます。

本市の行財政改革は、今まで国からの指導によ

ることなく主体的かつ積極的に取り組んでまいり

ました。しかし、平成１７年３月末に総務省から

各地方自治体においてより積極的な行財政改革を

さらに推進するための助言として、具体的な取り

組みを示しました集中改革プランを策定し、公表

することなどを内容とする地方公共団体における
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行政改革の推進のための新たな指針が示されたと

ころであります。この集中改革プランは、一つに

は事務事業の再編整理、廃止統合であります。二

つ目は、民間委託等への推進であります。三つ目

は、定員管理の適正化であります。四つ目は、手

当の総点検を初めとする給与の適正化であります。

五つ目といたしまして第三セクターの見直し、六

つ目といたしまして経費節減等の財政効果などに

ついて改革の具体的内容を明記し、可能な限り目

標の数値化やわかりやすい指標を用いて、どのよ

うな取り組みをいつまでにどのように実施するか

を具体的に記載していくものであります。今回策

定いたします新名寄市行財政改革推進計画では、

集中改革プランも含めて策定することといたして

おり、個別課題等については実施年次を明記する

とともに、必要な数値についても設定をしてまい

りたいと考えております。

次に、給与削減の根拠についてでございます。

今回の職員給与削減の提案につきましては、平成

１７年度の決算見込みにおいて実質単年度収支が

２２ ７００２２の２２となり、これまで行って

おりました基金への積み戻しができず、今後基金

に頼る財政運営ができないこと、また病院会計で

平成１６年度以降毎年約４２２の２２が発生して

いること、さらに合併により地方交付税の算定が

えの措置はありますけれども、１９年度から実施

予定の新型交付税を初めとする第２期三位一体改

革により交付税の制度自体の先行きが不透明なこ

とによる財政硬直化を回避するために、これら要

因のおおむね２分の１程度を職員給与の削減によ

り協力をお願いしようとするものでございまして、

現在鋭意交渉を進めております。今後作成してま

いります行財政改革推進計画の中では、健全な財

政運営のために定員管理として退職者の補充数等

中長期的な視点に立った数値目標を持って財政の

確保に努めてまいりたいと考えております。

次に、３点目の風連特別養護老人ホームの民間

委託の取り組み状況についてであります。しらか

ばハイツは、旧風連町の施設として昭和６３年４

月１日、定員５０床で開設し、平成４年４月１日、

３０床を増床し、合計８０床とほかにショートス

テイ１０床で現在に至っております。旧風連町に

おきましては、厳しい財政状況から平成１４年１

２月の風連町行財政改革検討委員会答申で行政の

守備範囲の見直しを図ることとし、その第１番目

の項目として特別養護老人ホームの民営化を早急

に進めるべきであるとされたところであります。

また、平成１５年１１月の庁内プロジェクトチー

ムによる行財政改革検討会議報告においても特別

養護老人ホームの移管、委託が特記事項として掲

げられ、さらに翌平成１６年度に合併の判断材料

として風連町民に示された風連町単独の場合の財

政推計では、経常経費の見直し項目で重点的に取

り組む課題として掲げられた経緯がございます。

議員も合併協議会の委員として御協議をいただい

たところでありますが、この基本項目検討小委員

会では直営、または事業団委託に伴う運営形態の

違いが直接入所者が受ける介護サービスの内容に

大きな差は出るものではない、職員については合

併時に新市に引き継がれるものであるけれども、

合併協定の中ではしらかばハイツの経営は社会福

祉事業団等に移行する等方向を明確にした上で関

係する職員や団体と必要な協議、調整を行うこと

とされたところであります。このような経緯を踏

まえて、新市としても行政組織、体制のスリム化

を初めとしてさらなる行財政改革の必要が叫ばれ

ており、新市発足と同時に風連庁舎に地域課題特

命担当参事を配置し、具体的に移行のための検討、

調整を行っております。現在の状況は、課題の洗

い出しや内部協議のスケジュール、その他必要な

資料の作成を精力的に行っているところでありま

す。

次に、４点目の補助金、負担金等の見直しにつ

いてでございます。補助金の交付は、行政サービ

スを補完する公共的サービスの誘導や公益活動を

行う団体、市民活動を活性化するなど、市・町の
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施策を展開する上で長い間重要な役割を担ってき

ておりました。補助金見直しに当たりましては、

単純に縮減や廃止を目的とするのではなく、市民

の意識高揚と参画の中で公平性、透明性、公益性

が確保され、市民の利益に役立つ活動を支援する

仕組みが必要であります。しかし、長期継続の補

助金の中には一般論として時の経過とともに補助

金の目的が希薄になったり、効果が疑問視される

ものも出てくるものと言われております。これま

でも旧市町においては一定の基準を設け、見直し

を図ってきております。新市で策定をいたします

新行財政改革推進計画の改革の柱の大きな一つに

健全な財政運営がありまして、その中で補助金、

負担金の見直しをしていくことになっておりまし

て、一定のガイドラインを策定し、計画の中で見

直しを図ってまいりたいと考えているところであ

ります。

また、負担金の見直しについては、名寄市が加

入しております各種協議会や団体などについて具

体的に必要性を検討し、脱会も視野に入れた加入

の意義を検討してまいりたいと考えております。

次に、大きな項目の２点目の地域自治区につい

てであります。今後の取り組みと日程についてお

答えをさせていただきます。合併協議では、旧風

連町区域に市町村の合併の特例に関する法律によ

る合併特例区を設置することとし、旧名寄市区域

には合併後地方自治法による地域自治区を設置す

るといたしております。現在は、旧風連町区域に

は合併特例区が設置されておりますが、旧名寄市

区域では合併後に小学校区単位を基本とした地域

自治区を設置することとなっておりまして、この

構想を進めるに当たり現在内部で検討している状

況であります。現在も地域では数多くの組織がさ

まざまな活動を行っておりますが、地域の担い手

として大きな役割を果たしているのは旧名寄市区

域にくまなく組織されている町内会であります。

地域自治区の構想は、町内会が現在果たしている

役割と重複する部分もあることから、その必要性

が理解されにくい部分もあるところであります。

このようなことを踏まえまして、本年度は町内会

を初め地域のために活動する組織と話し合いを行

うことを中心として、重複のない地域自治組織の

設置に理解を得たいと考えております。そして、

１９年度以降は、地域コミュニティーの基本単位

となる区割りの設定や地域自治区を主導する地域

協議会の設置など、設置準備の話し合いを進めて

いくとともに事業の具体的な検討を行うなどいた

しまして、平成２０年度中に制度化、これは条例

化を目指して進めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

中野議員。〇副議長（堀江英一議員）

それでは、何点か再〇２６番（中野秀敏議員）

質問をさせていただきたいと思います。

最初に、２番目で質問をいたしました地域自治

区の部分について再質問をさせていただきたいと

思います。答弁にありますように非常にそれぞれ

町内会活動を活発にやっているということで、中

には地域自治区を設置することが屋上屋になるの

ではないかということで、本当に今までの地域の

コミュニティーがかえって地域自治区によってコ

ミュニティーがなくなってしまうというような状

況が起きるというようなことも考えられないわけ

ではないわけでございますけれども、事情は私そ

んなに詳しい方ではございませんけれども、自治

法の地域自治区の部分では２０２条の４項の中で、

市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地

域の住民の意思を反映させつつ、これを処理する

ために条例でその地域を分けて定める区域ごとに

地域自治区を設けることができるというふうにな

っているわけでございますけれども、この自治法

にあるように市町村長の権限をどの部分を分掌さ

せるのかということをはっきりとさせていくこと

が本当にその地域でどういった活動ができるのだ

というメリットがあるという部分に、それをはっ

きりさせることが重要だというふうに私自身考え
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るところでございますけれども、どのような権限

を分掌させていくのかという部分について再度御

質問をさせていただきたいと思います。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

今中野議員がおっしゃるように、この地域自治

組織、地域自治区の設置に当たりましては、先ほ

ども申し上げたようにこれまでの単位町内会でし

っかりとした冠婚葬祭を初め自治活動が実施をさ

れておりまして、さらに町内会連合会という組織

がありまして、一定程度の高い評価の中でそれぞ

れ日常活動を取り組んでいただいておりまして、

一昨年これらについて地域懇談会においても合併

に伴いまして地域自治組織を設置をするというこ

とで、そのことを懇談会、または町内会連合会の

役員会、町内会長さん方にもお話をさせていただ

いているところでありますけれども、なかなかす

んなりと、屋上屋になる組織なのか、行政の下請

になるような組織なのかというふうなことの御意

見等もありまして、かなり理解をしていただくに

は難しい部分もありますけれども、先ほども答弁

させていただいたようにことし、来年にかけてそ

ういうふうな組織、または取り組みの状況につい

てしっかりと検討の協議に入っていきたいという

ことでありまして、余り大上段に構えて、今自治

法の中にある事務分掌等々ありますけれども、一

定の条例を整理する中でそれぞれ検討の中で取り

組んでいきたいというふうに思っておりますけれ

ども、いずれにいたしましても今考えている地域

自治区というのは、市民がまちづくりに参加をし

ているという実感ができるそんな組織を実は考え

ておりまして、その小学校区単位で取り組める事

業について、その地域の皆さんがみずから考えて

いただいて、みずから行動していただける、そん

なことで、行政の押しつけにならないような地域

の自主性、主体性を重んじたそんな組織の中で行

政と住民が協働でまちづくりを進めるような、そ

んな仕組みを実は考えていきたいというふうに思

っております。ですから、小学校区単位に、７小

学校区になるというふうに予定をしておりますけ

れども、七つそれぞれで同じことを実施をすると

いうのではなくて、その一つの自治区の中でそれ

ぞれ特色ある自治活動なりを実施をしていただけ

るようなことの協議をしていきたいというふうに

思っております。

以上です。

中野議員。〇副議長（堀江英一議員）

すぐにはどういった〇２６番（中野秀敏議員）

権限をという部分は非常に難しいものあるなとい

うふうに考えるところでございますけれども、平

成２０年度中に条例化を目指したいということで

ございますけれども、先日の総務文教常任委員会

の中でも自治基本条例についても２０年度という

ような状況になっておりますけれども、その辺の

自治基本条例と地域自治区といった部分での整合

性という部分については、やはり自治基本条例が

あって、一定の市民の義務、権利といったものを

うたいながら、地域自治区というような形をつく

り上げていくという形が望ましいのでないかなと

いうふうに思うところでございますけれども、そ

の自治基本条例と地域自治区の整合性については

どのように考えられておられるのかお伺いをした

いと思います。

あわせて旧名寄市、２２ ０００余りの非常に

旧風連町から比べると多い人口なわけでございま

すけれども、町内会の未加入者について現在どれ

ぐらいおられるのか、つかんでおられればお伺い

をいたしたいと思います。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

自治基本条例と自治〇総務部長（石王和行君）

区の整合性についての御質問でありますけれども、

自治基本条例につきましては主権が市民であるこ

と、さらにまた行政の参加の仕組みなどを定める

ものでありまして、つまり市民が主権であること

を明確に定めるものと認識をしておりまして、自
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治体の憲法と言われるものというふうに認識をし

ております。その条例に住民の権利や行政、議会

の役割を明確にしまして、まちづくりへの市民参

加の方法等基本的なルールを定める総合的な条例

というふうに認識をしております。市長、町長が

交代をしても、この理念や基本的条例は継続され

ていくというふうな条例ということで認識をして

おります。また一方、地域自治区は、地方分権下

のもとで自治体は自己決定、自己責任の自立が求

められているところでありまして、市民と行政の

連携した、協働したまちづくりが望まれておりま

して、先ほどお話ししたようにそれらの仕組みが

一つの地域自治区ととらえているところでありま

す。いずれにいたしましても、地域を一番知って

いる地域の方々がみずからの課題、みずからが担

える地域自治組織を支える仕組みづくりを、市民

がまちづくりにまた参加している実感をできる仕

組みを組織として今考えているのが地域自治区で

あります。いずれにいたしましても、市民が主役

の参加と協働のまちづくりでありまして、どちら

も切り離すことのできない関係にあるというふう

に思っておりまして、この二つについては今年度、

来年度においてしっかりとした取り組みをしてい

かなければならないと、このように考えていると

ころであります。

それと、町内会、旧名寄地域の未加入の状況と

いうことでお答えをさせていただきます。資料は、

ちょっと古くて申しわけございません、平成１６

年度の数２で申し上げたいと思います。旧名寄市

におけるにには１２ ３８６ににでありまして、

そのうち ５８２にに、１ ９％が町内会で未加 

入ということになってございまして、そのほとん

どがマンションに住まわれているににと推測して

いるところであります。町内会は任意の団体でご

ざいまして、加入が強制されるものではございま

せん。しかし、町内会活動は、住みよい地域づく

りのためにさまざまなところで多くの活動を行っ

ております。言いかえますと、未加入者もこうし

た町内会の活動の恩恵を受けていることになりま

す。こうしたことから、広報なよろ等で快適な市

民生活を送ってもらうために町内会に加入するこ

とを勧めております。また、町内会連合会でも町

内会活動の充実発展を図るため加入を勧めるパン

フレットを作成し、加入を促進しているところで

ございます。

以上でございます。

中野議員。〇副議長（堀江英一議員）

今町内会の未加入の〇２６番（中野秀敏議員）

状況について報告があったわけですけれども、非

常に多いなというふうな感じを受けたところでご

ざいますけれども、今田舎でも都会と変わらない

ような事故、子供たちが非常に悲しい目に遭うよ

うな事故も起きているわけでございますけれども、

まさに地域自治、そういったものを通じながら、

一昨日も一般質問にありましたけれども、安全、

安心なまちづくりをするということがやっぱり理

事者側の使命でもあるというふうに考えていると

ころでございまして、今後についてはこの未加入

の取り組みをさらに徹底した中で、本当にすばら

しい地域自治区をそれぞれの校区の中でつくり上

げていただきたいというふうに望むところでござ

います。地域自治区の方は以上で終わらせていた

だきまして、行財政改革の方について何点かお伺

いをいたしたいと思います。

初めに、数値目標の設定でありますけれども、

定数管理の適正化については、集中改革プランで

は平成２２年４月１日の削減率を ６％以上を視

野に入れて行いなさいというようなことが言われ

ているのですけれども、本市の合併推計では退職

者１けたの場合は７割補充、２けたにおいては６

割補充と。そして、合併後１０年間で７９人の削

減予定というようなことで合併推計の中では言わ

れていたところでございますけれども、それと

７％という改革プランとの整合性についてお伺い

をいたしたいと思います。

また、目標数値ということでございまして、経
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常収支比率、あるいは人件費比率の数値目標を設

定する考えがあるのかないのか、まずその２点に

ついてお伺いをいたしたいと思います。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

集中改革プランで示〇総務部長（石王和行君）

されました削減率 ６％につきましては、地方公

共団体の過去５年間、これは平成１１年から平成

１６年の総定員純減数の状況であります。名寄市

がつくります新行財政改革推進計画における定員

管理の適正化につきましては、事務事業の整理で

すとか組織の合理化、さらには積極的な民間委託

等の推進などさまざまな手法を活用することとし

ておりまして、また職員の定員の部分につきまし

ては、今後退職されますいわゆる団塊のに代の大

量退職によります組織機構のあり方など、十分検

討しながら定員管理計画を作成する予定になって

おりまして、また過去の純減数 ６％や合併協議

におきます１けた退職、２けた退職の数値であり

ますけれども、これは新市建設計画におきます財

政シミュレーションの一つということで、これも

一つの考えの中で今後定員適正化の部分について

はしっかりと協議をしながら取り組んでいきたい

と、このように思っているところでございます。

次に、経常収支比率、人件費比率の数値目標を

設定する考えはあるのかということでありますけ

れども、今回の行財政改革の大きな柱というのは、

地方分権下における自主自立の行政運営と健全な

財政の確立というのが大きな２本の柱になってく

るということでございまして、この財政の健全化

の中にひとつ経常収支比率、人件費比率など総体

的な経常経費の収支比率について目標年次や数値

について設定していこうと、このように考えてお

りまして、これについては新市の総合計画の中で

も財政の部分での整合性を図りながら、しっかり

と検討してまいりたいというふうに考えておりま

して、今後過大な借金を後に代に残さないために

もしっかりとした目標数値を定めていきたいと、

このように考えております。

中野議員。〇副議長（堀江英一議員）

数値目標の部分につ〇２６番（中野秀敏議員）

いてもうちょっとお伺いをしたいのですけれども、

答弁の中で第三セクターの見直しという部分も入

っているわけでございますけれども、名寄振興公

社、また望湖台振興公社、株式会社ふうれん、公

営企業を抜かして第三セクターが三つあるわけで

ございますけれども、見直しの部分についての基

本的な考え方についてお伺いをしたいと思います。

また、行財政改革の実施状況というのは、きめ

細かに市民にやはり情報提供をしながら公表すべ

きというふうに考えるところでございますけれど

も、その市民への公表の仕方についてどのように

お考えかについてお伺いをしたい。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

第三セクターの関係〇総務部長（石王和行君）

でございますけれども、これも総務省が示しまし

た集中改革プランの中の一つでございまして、そ

の中では第三セクターにつきましては統廃合、民

間譲渡、完全民営化を含めた見直しを推進すべし

と、このようなことで集中改革プランの中では示

されているところであります。具体的にというこ

とでの御質問でございますけれども、それぞれ名

寄市は第三セクターを持っておりますけれども、

これらに対する出資の目的、また現在の業務内容、

さらに市が関与している必要性について検証を行

ってまいりたいというふうに考えておりまして、

特に経営状況が深刻になってくる状況なり、それ

らの判断が出た場合には統廃合も含めた整理合理

化も視野に入れて考えていく必要があるのかなと、

このように思っているところでございます。

次に、行財政改革の定期的な市民に対する公表

についての御質問でございますけれども、計画が

でき上がりますのがおおむね１２月ということで

今考えているところでありますけれども、できた

新計画についてもホームページとか広報紙を通じ

ましてまず公表をしていきたいというふうに思っ

ておりますし、また１８年度から２３年度までの



－211－

実施計画期間でありますけれども、それぞれの年

度における推進事項の実施状況につきましても同

じような形でホームページですとか広報等に掲載

をさせていただいて、市民の皆さんに定期的な公

表をしていきたい、このように思っております。

中野議員。〇副議長（堀江英一議員）

２点目の職員給与７〇２６番（中野秀敏議員）

％の削減案の根拠についてということで御答弁を

いただいたところでございますけれども、１７年

度の単年度収支の２２、また病院会計というよう

なことでございますけれども、これは現在も鋭意

交渉をしているという状況でございますので、交

渉を見守りたいといいますか、どのようになるか

というか、成立することを願いながら、私自身と

しては見守っていきたいと思うところでございま

すけれども、ほぼ１０２２余りのこの答弁により

ますと金額になるわけですけれども、職員給与の

ほかに財源が足りないというような状況の中を平

成１９年度予算に向けてはこの２２削減について

どのように取り組む考えかをちょっとお聞かせを

いただきたい。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

先ほどもお答えをさ〇総務部長（石王和行君）

せていただきましたけれども、それらの要因に伴

う財政の健全化に向けて、職員の方にはおおむね

２分の１程度の御協力を今お願いをしているとこ

ろであります。残り２分の１をどうするのかとい

うふうな御質問かというふうに受けとめさせてい

ただきました。それにつきましては、全体の事業

費の調整の中で見直しを図っていく部分も出てき

ますでしょうし、また市民の皆さんの受益と負担

のあり方についても、これまでも旧名寄市におい

ては一定のガイドラインを定める中で御協力をい

ただいてきている部分がございますけれども、そ

のようなことで職員の半分と、残りは事業費調整

なり、それら事業費負担、補助金の見直し等も含

めまして全体調整の中で一定の新年度予算に向け

ての取り組みをしていかなければならないのかな

と、このように考えているところでございます。

中野議員。〇副議長（堀江英一議員）

次に、３点目の特養〇２６番（中野秀敏議員）

についてお伺いをしたいと思います。

特養については、本当に非常に多くの職員を抱

えた職場ということで、今後の協議もなかなか大

変な部分もあると思うのですけれども、現状に当

たって、移管するに当たっての当面の課題につい

てをお知らせをいただきたいと思います。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

現在の取り組み状況〇総務部長（石王和行君）

につきましては、今お話をさせていただいたとこ

ろでございまして、課題の一番大きな部分につき

ましては、何といってもそこで働いている職員の

処遇といいましょうか、それが一番だろうという

ふうに思っております。現在生活相談員、介護員

などを含めまして、３２人の正職員と同数の臨時

職員が勤務をしているという状況にございます。

これら身分の変更ですとか給与体系の変更に伴う

部分では、事前協議を行うための資料を現在収集

をしているところでございまして、現時点では必

要と思われる協議が始まっておりませんので、こ

れから移行スケジュール等を明らかにしながら、

その課題の解決に向けての取り組みを鋭意進めて

いきたい。今スタートしたというばかりでござい

ますので、課題は職員の身分の部分だと思います。

さらにまた、施設に入所している部分でのサービ

スを低下させない、そんなことも大きな課題の一

つかなというふうに思っております。

中野議員。〇副議長（堀江英一議員）

職員の身分のことに〇２６番（中野秀敏議員）

ついてが大きな課題ということでございますけれ

ども、この部分については合併によっていろんな

部分でそういった移管する部分ですとか、統合を

する部分ということできのうの一般質問の中にも

いろいろな問題点が出ているわけでございまして、

事前のその職員との協議についてはやはり担当課

長もしくは部長に任せるばかりでなくて、これは
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やっぱりしっかりと理事者が職員と向かい合いな

がら十分な協議が必要だというふうに考えるとこ

ろでございますけれども、その部分についての御

答弁を伺いたいと思います。

今助役。〇副議長（堀江英一議員）

特養の移管につきまして〇助役（今 尚文君）

は、８月１０日に１回きちっと打ち合わせをスタ

ートさせたばかりでございまして、状況は今総務

部長の方から話があったところであります。その

中ででも、担当課長あるいは施設長の方々がそれ

ぞれ職員の皆さんに説明するということでなくて、

私ども理事者がきちんと最初の説明と中間と最後

という締めくくりはつけなければならないという

ふうに考えておりまして、その時期はもう少した

ってからきちんと説明したいというふうに思って

いるところでございます。

中野議員。〇副議長（堀江英一議員）

非常に前向きな答弁〇２６番（中野秀敏議員）

をいただきましたので、後からいろいろな問題が

起きるというようなことのないようにしっかりと

職員側との協議をお願いをしたいと思います。

次に、補助金、負担金の部分についてお伺いを

したいと思うのですけれども、当然行財政改革と

いうふうになりますと各種団体、あるいは負担金

の削減というものをしなければならぬというふう

に思うところでございますけれども、各種団体の

補助金という部分では旧風連町でも削減をしなが

ら行った経緯があるわけですけれども、急に予算

編成時期に何％削減するというふうに言われても、

なかなか各種団体、補助金を当てにしながら運営

をしているという状況の中で、削減に当たっては

早い時期から、また段階的に削減をするというよ

うなことで、一気に大きな数２を削減するのでは

なくて、３年もしくは５年というような形の中で

段階を持った削減をするというようなことで協議

を進めるということが望ましいというふうに考え

るところでございますけれども、その部分につい

ての御答弁をいただきたいと思います。

また、負担金の部分については、いろいろと精

査をしながら、脱退すべきものは脱退をしていき

たいというような答弁でございますけれども、こ

の道北地域においても各種協議会はございまして、

負担金も数多く多額な金額を納めているというよ

うな部分もあるわけなのですけれども、やはりこ

の道北沿線の協議会のものについては余りけちら

ず、やはり道北地区の中核都市名寄としての腹を

見せながら、そういった部分についてはしっかり

と出すものは出すというふうな腹を持って取り組

んでいただきたいと思うところでございますけれ

ども、その部分についての御答弁をいただきたい。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

今中野議員御質問の〇総務部長（石王和行君）

とおりだというふうに私も認識しておりますけれ

ども、これまで旧名寄市の部分でございますけれ

ども、かつては一律１０％削減というふうなこと

で補助金の見直しをしたこともございます。その

後一律というのは不適切な部分もあるということ

で、見直しの基準の設定をさせていただきました。

何項目かにわたっての見直し基準の設定をさせて

いただきました。さらにまた、事務事業評価が導

入されたことによる事務事業評価に伴うその中に

補助金の見直しも組み入れていったという部分が

ございまして、さらにまた外部評価を導入する中

で見直しを図っていくということも現実実施をし

てきております。さらにまた、総合計画のローリ

ングの中で、一定程度そのこともローリングの中

に入れまして見直しを図って、さらに予算査定の

中で最終的に見直しをしていくというふうないろ

んな手法でこれまで、旧風連町でも旧名寄市でも

大体同じような見直しを図ってきているというふ

うに思っておりますけれども、いずれにいたしま

しても補助金を出している効果というのを十分精

査する中でしっかりとした見直しを図っていく、

また補助金を出している団体の皆さんともしっか

り協議をする中で見直しを図っていかなければな

らないということで考えておりまして、補助金そ
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のものは非常に行政でやる部分を補助団体がやっ

ていただけるというメリットもあるわけですから、

それらを十分勘案しながら、段階的にといいまし

ょうか、一律一気にということではなしに、それ

ぞれの一つの先ほども話をさせていただきました

ガイドラインを決めまして、それに沿った形で見

直しを図っていくことが必要かなと、このように

思っております。

それと、負担金の部分の協議会、地域協議会、

大きな部分では上川総合開発期成会と上川北部市

町村の大きな部分で協議会に加入をして、広域的

な行政を進める上では非常に大事な協議会等々が

たくさんありまして、それらに加入をしているわ

けでありますけれども、それらについてはしっか

りと加入すべきものは加入して、その中で中核都

市としてのリーダーシップもしっかりと発揮をし

ていくということは当然やっていかなければなら

ないということでありまして、それらについては

しっかりと対応していきたいと思っております。

中野議員。〇副議長（堀江英一議員）

行革という部分では、〇２６番（中野秀敏議員）

新市の総合計画もこれから策定をしていくわけで

すけれども、行革の推進計画につきましては１２

月を目途に策定をするというような形で行政報告

を受けているところでございますけれども、総合

計画は当然財政がついて回って、そこでどんな計

画を立て、どの程度の財源の中でやれるのかとい

う部分が議論にもなると思うのですけれども、そ

ういった部分を考えますと行財政改革の策定が１

２月という部分では非常に期間的にもないのです

けれども、総計と同時進行という部分ではちょっ

と総計を議論する上においては行革の部分は一歩

進んだ形の中で公表というか、策定をしていくべ

きだというふうに考えるところでございますけれ

ども、その部分についての御答弁をいただきたい。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

確かに今議員おっし〇総務部長（石王和行君）

ゃるとおり、決して総合計画に合わせるというこ

とではなしに、一歩進んでこの計画をつくるべき

ではなかったのかという御質問でございますけれ

ども、私もそれについては御指摘のとおりだなと

いうふうに思っておりまして、もう少し早い取り

組みが必要だったというふうには感じているとこ

ろであります。しかし、旧風連町においては平成

１５年度から２１年度までの計画を持っておりま

すし、名寄市においては１５年度から１９年度ま

でのそれぞれの行財政計画を策定をしておりまし

て、今回策定いたします計画につきましてはそれ

ら積み残し分をしっかりと新計画に盛り込んだ中

で、さらにまた新たなものを付加していくという

計画づくりを今考えているところでございます。

総合計画に先んじてそれがあれば、なお総合計画

なりの整合性がとれたということはありますでし

ょうけれども、いずれにいたしましても六つの専

門部会が設置をされておりまして、それらの専門

部会の中では所管をする担当の方から今進んでい

る行革、これから取り組まなければならない行革

の部分についてはしっかりと課題の整理をさせて

いただいて、そこで反映をするようなことで総合

計画の中にもしっかりと整合性のとれる財政計画

とあわせて取り組んでいきたいということで考え

ておりますので、御理解いただければというふう

に思います。

中野議員。〇副議長（堀江英一議員）

質問の最後になりま〇２６番（中野秀敏議員）

すけれども、健全な財政運営というのが島市政に

課せられた非常に大きな課題だというふうに私は

考えるところでございますけれども、一昨日の新

聞報道の中には実質公債比率の状況が１９％とい

うような報道もされております。３２ ０００の

市民にとりましては、今後の総合計画策定の中で

合併をしたのだから特例債もあるだろう、あるい

は合併の振興基金もあるだろうというふうな、公

共施設等では７６２２、また合併振興基金では１

１２ ０００２２といったそういった金額公表さ

れているわけでございまして、市民にとっては特
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例債もあるのだから、いろんなことできるだろう

という思いもあるわけでございますけれども、現

状の会計を見ますと今年度においても８２ ４０

０２２の基金の取り崩し、これがどの程度積み戻

しができるかという部分もあるわけでございます

けれども、建設計画の中では２２２２を投資的事

業として金額を計上しながら、財政推計をしてい

るわけですけれども、現在の状況を見ると今後非

常に厳しい状況でないかなというふうに、この２

２２２という部分が相当行財政改革を行いながら

でないとこれだけの金額を生み出すということは

大変なことだと思うところでございますけれども、

そこはしっかりと島市長の思いを市民の中に伝え

ていかなければならぬという部分だと思うのです

けれども、行財政改革への健全な財政運営の取り

組みについて今後どのように考え、また実行して

いくかという部分で最後に島市長の答弁をいただ

いて、私の一般質問を終わらせていただきたいと

思います。

島市長。〇副議長（堀江英一議員）

総合計画の策定、そし〇市長（島 多慶志君）

て並行して行財政改革の策定作業を今進めている

わけでございますが、最近は夕張市の財政再建計

画策定をめぐって、地方自治体の体力も含めてい

ろいろな報道に接しております。先日も公債比率

等の上川支庁管内の自治体の数値が報道されてお

りました。御案内のことかと存じますが、税収等

を含めて交付税も削減が続いておりまして、分母

が小さくなっております。しかし、過去に事業を

起こした起債の償還というのは動かないわけです

から、この分母が小さくなることによって比率が

高まるという現象が続いているわけでございます。

そういう環境下にあって、いかに住民の要望を総

合計画の中にしっかりと取り込んでいくかという

ことにつきましては相当の決断が要るわけでござ

いますが、このことにつきましては総合計画の策

定審議会の皆さんにも財政状況等、あるいは行財

政改革の進め方等も並行して情報開示をする中で

理解をいただく中での計画をまとめていきたいと、

こんなふうに考えております。とりわけ職員団体

に今示しております給与の問題、あるいは職員の

定員管理の問題、このことは大きな行財政改革の

柱になるというふうに考えております。このこと

がきちっと整理をつけることによって、また総合

計画の事業のまちづくりの大きな財源充当と、こ

ういうふうにつながってくるわけでございますの

で、苦しい、厳しい決断をしながら、取り組んで

まいりたいと、このように思っております。

以上で中野秀敏議員〇副議長（堀江英一議員）

の質問を終わります。

続いて、市の財政事情について外３件を、佐藤

靖議員。

議長の御指名がありま〇２番（佐藤 靖議員）

したので、通告順に従い順次御質問を申し上げま

す。

１点目は、名寄市の財政事情にかかわってであ

ります。平成１８年３月２７日、風連町と名寄市

が合併し、新しい名寄市が誕生しました。このた

め１７年度は旧風連町、旧名寄市ともことし３月

２６日までの打ち切り決算、同２７日から３１日

までの決算となりますが、まず１７年度の決算概

要についてお知らせをください。

次に、総務省は、８月末、平成１９年度総務省

所管予算概算要求の概要をまとめました。今回の

概算要求は、国の概算要求基準である経済財政運

営と構造改革に関する基本方針２００６、構造改

革と経済財政の中期展望２００５年度改定などを

前提とした仮置き計数ではありますが、それによ

りますと名寄市の財政運営に大きな影響を与える

地方交付税は、景気回復で地方税収も増加が見込

めるとして平成１８年度に比べ出口めースで ５

％、 ９７２２２減の１５％ １０１２２となっ 

ていますが、１９年度地方財政計画総額は前年度

と同じ８３％ ０００２２となっています。あく

までも総務省としての概算要求であり、確定した

ものではありませんが、市として同省の要求に対
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する見解及び同方針で試算した場合名寄市の交付

税の状況についてお知らせください。

さらに、平成１６年度から本格的にスタートし

た三位一体改革について報道機関が平成の大合併

が一段落したことし５月から６月にかけて行った

調査によりますと、全国の市町村の９１％が自治

体の存続に不安を感じていることが明らかになり

ました。三位一体改革は、言うまでもなく国と地

方公共団体に関する行財政システムに関する三つ

の改革、すなわち国庫補助負担金の廃止、縮減、

税財源の移譲、そして地方交付税の一体的な見直

しであります。平成の大合併では全国にあった

２００の自治体が ８２０まで縮小しました。調

査の対象には当然ながら新しく誕生した自治体首

長も少なくないはずですが、その９割を超える首

長が将来不安を抱えているのは驚きであります。

その不安を感じる理由は、地方交付税減で財政運

営が厳しくなる、高齢化が進み、財政を圧迫、少

子高齢化や若者流出で人口減少が進むの順であり

ましたが、市長はこの三位一体改革についてどう

評価し、名寄市の将来を展望したときにどういう

思いをはせているのかお知らせをいただきたいと

思います。

最後に、市立総合病院の経営安定対策について

お伺いします。市立総合病院については、平成１

６年度に循環器呼吸器内科医師の不足などにより

４２７１２２の２２、１７年度においても見込み

で３２ ９９４２ ０００２の２２と２年連続の 

２２経営となりました。しかしながら、昨日の答

弁でも４月から４カ月間で患者数、金額とも当初

予定で上回っているとされました。今後において

も経営安定に向けて関係者が一丸となって取り組

まれることを期待するとともに、経営安定対策を

含め、さらなる今後の見通しについてお知らせを

いただきたいと思います。また、現段階における

精神科の固定医師についての見通しもあわせてお

知らせください。

２点目は、消費者を守る取り組みについてお伺

いします。近年訪問販売、催眠商法、架空請求、

おれおれ詐欺と悪徳商法がはびこり、消費者、特

に年金生活の高齢者が被害に遭う事件が全道、全

国的に多発傾向にあります。これは、名寄市とて

例外ではありません。まず、１７年度における被

害苦情相談件数及び対策についての考え方をお示

しください。

消費者とは決して限られた人ではありません。

事業主以外はすべて消費者であり、事業主とて他

業種においては消費者であります。つまり全名寄

市民が消費者であり、悪徳商法の被害に遭わない

ためにも全市的な取り組みが必要と考えます。近

隣の町では、最近高額布団を六十数組買わされた

という被害がありました。発見したのはこの家を

訪問していたホームヘルパーで、居間の隣の部屋

に数枚の真新しい布団を見つけ、家族に問うたと

ころ２階にさらに数十枚の布団を見つけたそうで

す。この布団は１組数十２２というもので、その

後役場職員が業者と折衝しましたが、残念ながら

クーリングオフ期間が経過したこともあって、一

部代金は返還されましたが、大きな被害を受ける

結果となります。私は、行政と消費者センター、

市民相談、消費者団体の連携が十二分とは言えな

いまでも一定図られていると認識しておりますが、

さらに多くの民間団体にも連携の輪を広げ、名寄

市から悪徳商法を廃絶し、市民生活を守る取り組

みが必要と考えますが、見解をお聞かせください。

また、士別市では、例えば催眠商法業者が市内

で営業を開始した際、市民への情報提供として防

災無線、新聞記事、広報掲載などに加え、エンド

レステープで催眠商法、点検商法の手口やクーリ

ングオフの啓発を広報車２台で６日間実施したり、

ごみ収集車にスピーカーなどを取りつけ、ごみ収

集の際には同様のテープを流して被害の未然防止

に努めています。名寄市でも名寄地区は住宅街が

ある全路線をごみ収集車が走っていますし、風連

地区でもステーションのある主要道路を走ってお

りますので、同様の実施を検討すべきと考えます
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が、所見をお伺いします。

３点目は、夏のイめントの評価についてであり

ます。市長は、行政報告の中でことしで２７回目

ををえたなよろのおどりについて３４団体 ７６

２人の参加があり、各団体あんどんも加わって、

盛り上がりに彩りを添えましたと述べました。ま

た、２８回目ををえた産業まつりについても盛り

上がりを見せましたと報告しました。しかし、一

方ではなよろのおどりについて踊る市民も減り、

観客も少ない、参加者が高齢化しており、町内会

として参加が難しくなった、休憩時間がない踊り

は疲れるだけなどと否定的な声が多いのも事実で

す。その意味から、今後のあり方についてアンケ

ート調査をもとに実行委員会で協議するとしてい

ますが、改めて評価についてお伺いします。また、

産業まつりについても名寄の産業を広く市民に紹

介し、地場産品のよさ、地産地消の普及、農業農

村の理解を深めるという目的上大きな意味のある

イめントで、市民も楽しく参加していることは高

く評価されますが、一方では昨年は車で混雑し、

ことしは帰りの道がわかりづらかった、下川町の

うどん祭り、士別市の技能士の集い産業フェアと

同日開催で、調整してほしかったという声も聞か

れました。改めて評価についてお伺いします。

私は、特に産業まつりについては多くの市民の

皆さんが楽しみにしているイめントであり、多く

の来場者があることから、無料バスなど行きやす

い対応もとられていますが、気軽に足を運べると

いう意味合いからすれば大学公園の有効活用を検

討してはどうかと考えます。街区公園では約２ヘ

クタールを有していますし、休日実施となれば名

寄大学、東中学校、海洋センタープールの各公共

施設駐車場を有効活用すれば一定の駐車場も確保

できます。お考えをお伺いします。

最後に、社会教育施設の将来像についてお伺い

します。文化センターの大ホールの建設は、第３

次名寄市総合計画の中で建設構想が浮上した課題

であり、市民の中では約２０年間の悲願と言って

も過言ではありません。その意味では、平成１７

年度から２１年度までの名寄市過疎地域自立促進

計画に盛り込まれ、１９年度、 ０００２２、２

０年度、 ０００２２、そして２１年度、３０２

２の事業費が計上されたことを歓をしている市民

も少なくないとは存じますが、過去教育委員会内

部でも積極的に検討を進めてきた課題であり、今

回の計画を盛り込むに当たっての検討経過をお示

しをいただきたいと思います。また、木原天文台

については、昨年１２月旧名寄市議会で各派から

新設すべきという意見が示されましたが、本計画

では１９年度に増設、整備事業として ５７０２

２の計上にとどまっていますが、教育委員会内部

の検討経過をお伺いします。

加えて文化大ホールについては、私は合併特例

債は活用できても、将来の財政事情、多額になる

ことが予想される年間維持費を考えると、建設あ

りきではなく、美深町のＣＯＭ１００、士別市朝

日町のサンライズホール、さらには旭川市や札幌

市の文化施設で実施されるイめントに無料バスで

鑑賞できる試みも検討すべきと考えますが、教育

長の所見をお伺いし、この場からの質問といたし

ます。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

ただいま佐藤議員の〇総務部長（石王和行君）

方から大きい項目で４点にわたっての御質問をい

ただきました。１点目の市の財政事情についての

１点目、２点目、３点目につきましては私の方か

ら、４点目につきましては市立病院事務部長から、

さらに大きい項目の消費者を守る取り組みについ

ては生活福祉部長から、３点目の夏のイめントの

評価については経済部長から、４点目の社会教育

施設の将来像については教育部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いをいたします。

まず、１点目の市の財政事情についての１７年

度決算見込みについてお答えをさせていただきま

す。本年３月２７日の合併に伴い、旧市町におけ

る打ち切り決算の状況については、４月１０日の
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第１回臨時会でも説明させていただいております

が、一般会計及び特別会計では国、道支出金及び

市債が年度末の出納整理期間に収納される金額が

大きいことから、介護保険特別会計の保険事業勘

定を除いて２２決算となったところでございます。

旧名寄市の一般会計では２８２５５５２３６７２、

特別会計では７２ ７５０２ ４３１２、旧風連 

町の一般会計は４２ ８２３２９１２２、特別会

計では２２ ７０１２ ４４７２の２２になり、 

介護特別会計の保険勘定はそれぞれ３１０２ ８

８２２、 ７４１２ ７３２２の黒２となりまし 

た。これら旧市町の一般会計の２２の処理は、平

成１７年度新名寄市の一般会計暫定予算の諸支出

金の旧市町借入金返済金で補てんし、各特別会計

の２２処理は一般会計を経て同様に補てんし、介

護特別会計の保険事業勘定の黒２は平成１７年度

新名寄市の同会計暫定予算の諸収入の旧市町剰余

金で受け入れいたしました。また、平成１７年度

新名寄市の一般会計は、歳入６６２３２８２６９

１２に対し歳出６４２ ４２５２ ９７６２で、 

収支は１２ ９０２２ ７１５２の黒２となりま 

した。しかし、翌年度繰越明許一般財源、旧市町

の前年度収支及び財政調整基金の影響を除いた実

質単年度収支では２２ ７２１２ ０００２の２ 

２となりました。特別会計は、国保保険勘定で

０４５２ ９５６２、国保直０勘定では１７２２

１５６２、介護保険勘定で１２ ０４７２ ４  

４１２の黒２となりましたが、これ以外の特別会

計は一般会計との繰り出し、繰り入れによる調整

で収支が一致したところでございます。

次に、２点目の平成１９年度総務省所管予算概

算要求に対する見解についてお答えをさせていた

だきます。平成１９年度地方財政収支の８月仮試

算概算要求時につきましては、年末の地方財政対

策の公表を前に地方財政計画の規模及び地方交付

税の出口めースの数値が公表され、地方自治体の

翌年度予算編成の一定の目安になっていると考え

ております。その内容は、地財計画規模では前年

度と同額の８３％ ０００２２、地方交付税の出

口めースでは前年度比 ５％減の１５％ １０１ 

２２で、景気回復に伴い地方税等が伸びることに

より地方交付税、臨時財政対策債が減額される試

算になっております。地方一般財源総額は、前年

度と同額の５８％ ０００２２見込んでおります

ので、１８年度で検証しますと国が説明をする安

定的な財政運営に必要な地方一般財源総額は確保

されることになります。

本市の地方交付税の伸び等は、全国の伸びと連

動していないこともありまして、地方交付税の翌

年度の見通し等は歳入歳出一体改革の決定、各種

交付金の伸び等の詳細な見込みが地財対策時に公

表されるために、その時点にならなければわから

ないのが現状であります。地方交付税の予算見積

もりにつきましては、収入額は予算要求額及び決

算見込みを把握いたしまして、需要額は密度補正、

交付税算入される事業費補正のデータを調査して、

国の制度改正の影響も加味して予算要求時、これ

は１２月１日、また地財対策の公表時、１２月２

０日、財政課長内簡時、１月２０日、さらに単位

費用公表時が２月７日とそれぞれ４回試算をして

おりますので、御理解いただきたいと思います。

次に、３点目の三位一体改革の評価についてで

ございます。三位一体改革の成果は、国庫補助負

担金改革 ７％２、税源移譲は所得税から住民税

への３％２、地方交付税改革は臨時財政対策債を

含めて １％２の減額と含議に１７年１２月２７

日に口頭報告されているところであります。三位

一体改革の評価につきましては、地方交付税が予

想以上に削減され、自治体の財政運営はかえって

厳しくなり、大都市の大幅な税収の伸びが地域間

格差を拡大させ、財政力の二極化が進みました。

補助金削減の財源対策が一般財源化で地方交付税

にしわ寄せされ、地方財政の硬直化が一層進みま

した。一方、国、地方が抱える巨額の長期債務の

解消、財政健全化は喫緊の課題であり、少子高齢

化が急速に進む中で年金、医療など持続可能な各
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種福祉政策をどのように担保できるか、現に代と

後に代のに代間の公平性のバランスを保ちながら、

制度設計を示して国民の不安を払拭しなければな

りません。平成１９年度から三位一体改革は第２

期に入りますが、国は微妙に歳出歳入一体改革と

表現し、地方分権に寄与する部分が抜けているよ

うに感じております。地方六団体が新地方分権構

想検討委員会を立ち上げましたので、国の関与を

少なくする地方共有税、財源不足解消のため法定

率の引き下げ等、地方分権が促進されるよう連携

してまいりたいと考えております。厳しい財政状

況の中で、名寄と風連は合併を選択いたしました。

合併支援と人も含めた地域資源を最大限に活用し、

地域における支え合いと行政の役割をともに決定

し、住民と協働で新名寄市のまちづくりを進めて

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤病院事務部長。〇副議長（堀江英一議員）

私から〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

は、大きな項目の１の（４）、市立総合病院の経

営安定対策についてお答えを申し上げます。

平成１６、１７年度は、循環器内科と精神科の

両０療科医師がそれぞれ年度途中から不在、ある

いは減員になるという要因により２２経営となっ

たところです。このようなことから、１８年度の

病院運営方針では例年にも増して経費の縮小と収

入の増大を柱とする経営改善を重要課題の一つと

しております。特に収入につきましては、平成１

７年度に比べ２２２の増加を図ろうとするもので

あります。４月から７月までの４カ月を経過した

わけですが、この間の運営状況につきましては４

カ月間で前年実カに比べて約１２ ２００２２、

また今年度の予定額と比べましても約 ７００２

２上回っており、ほぼ順調に推移している状況に

あると言えます。まだ４カ月が過ぎたばかりでご

ざいますが、現在の数値で推移していくよう努力

してまいります。

精神科の固定医師につきましては、昨年から北

海道及び各関係機関と連携を図り、道内３医育大

学に対して派遣の要請をしてまいりましたが、大

学自体が医師不足の状況にあり、現在のところ確

固たるめどは立っておりません。去る８月２１日

に旭川市におきまして道の保健福祉課、上川保健

福祉事務所、旭川市保健所、名寄保健所及び当院

による上川北部圏域における精神医療確保に関す

る検討会議が開催され、今後の方向と医師確保に

向けた具体策について協議をしたところでありま

す。医師確保に対する結論は出ませんでしたが、

旭川―稚内間の道北における精神科医療の確保は

重要課題と考え、今後も関係機関と連携を図りな

がら、医師確保に努めていくこととし、引き続き

道内３医育大学などへ派遣の要請をしていくこと

を確認したところであります。

以上、答弁とさせていただきます。

山内生活福祉部長。〇副議長（堀江英一議員）

私からは、消費〇生活福祉部長（山内 豊君）

者を守る取り組みについてお答えをいたします。

初めに、悪徳商法の被害状況及び対策について

と行政、民間団体との連携強化についてあわせて

お答えをいたします。近年消費者取引に関するル

ールを悪用する形で、架空請求、不当請求、振り

込め詐欺、催眠商法等さまざまな消費者トラブル

が発生しており、消費者を取り巻く環境は複雑化、

多様化し、手口も巧妙になり、トラブルも急増し

ております。高齢者、弱者ばかりでなく、若年層

にも波及してきているのが実態と認識していると

ころでございます。名寄市における平成１７年度

の消費者相談件数は３９２件と前年度６３３件よ

り減少傾向となりました。相談内容はさまざまで、

消費者センターでは適切に、また的確に対応して

いるところですが、内容によっては消費者センタ

ーでの対応が難しい事案も見受けられることから、

弁護士への依頼を進める対応をとるなど、市民の

ニーズにこたえ得る体制を目指しております。ま

た、今後も悪徳業者による手口がますます巧妙に

なると判断されるため、被害の未然防止と救済に
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対応するため各関係機関や消費者団体等との連携

を密にするとともに、消費者の必要とする情報の

提供や啓発活動の充実に努めてまいります。

次に、ごみ収集車を活用した啓発活動の充実に

ついてお答えをいたします。市のごみ収集車の実

態でございますけれども、名寄地区では３地区に

分けておりまして、Ａ地区が３台で週４日、Ｂ地

区が３台で週４日、農村部が１台で週３日、風連

地区では２台で週２日、合計９台が土曜、日曜を

除く週２回から４回巡回しております。また、９

台のうち４台を市から貸与していますが、残り５

台は委託先業者の所有となります。また、過去の

ごみ収集車での広報活動は、昭和４７年ころまで

はチャイムを鳴らし、収集車が来たことをお知ら

せしておりましたけれども、住民からの苦情、う

るさい、それからごみの後出し、それから運転手

の耳鳴り等の理由から中止した経緯がございます。

今回御提言いただいた収集車を利用しての広報は、

新聞、広報紙等の目からの情報とあわせ、耳から

の情報提供という意味でも有効な手段と考えてお

ります。過去の経緯を踏まえながら、市の行事予

定、選挙等のお知らせ等広範囲に利用されること

から、放送設備の設置など検討していきたいと思

いますし、委託業者とも協議していきたいという

ふうに考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇副議長（堀江英一議員）

夏のイめントの評〇経済部長（手間本 剛君）

価について私の方からお答えを申し上げたいと存

じます。

１点目、なよろのおどりや産業まつりの評価に

ついてでございます。なよろのおどりは、昭和５

３年にピヤシリまつりの千人踊りとしてスタート

し、名寄の夏を飾るイめントとして定着してまい

りました。参加人数も回を追うごとにふえてまい

りましたが、平成元年の第１０回をピークに減少

が続いております。今回の第２７回なよろのおど

りは、新名寄市誕生を祝って開催されたところで、

実行委員、商店街、ボランティアの皆さんの御協

力により盛り上げていただいたところで、夏の一

夜を楽しむ大きなイめントとして評価していると

ころでございます。しかし、議員御指摘のように

少子高齢化、時代の移り変わりの中で、このまま

でよいのかというような問われ方もしているのも

事実でございます。実行委員会では今月６日に検

討委員会を開催いたしました。そこでは、一つ目

には２７回のおどりの総括、二つ目には今後の方

向性、三つ目には夏のイめント全体での役割、四

つ目にはほかのイめントとの整合性などを議論い

たしたということで承っております。今後旧名寄

市の全町内会とこれまで参加された団体職場に対

してのアンケート調査を実施するというふうに伺

っております。その結果を踏まえ、方向性を見出

そうとしているところであります。

次に、第２８回となりました産業まつりは、会

場をなよろ健康の森へ移して３回目となります。

ことしは、合併してモチ米作付日本一にちなみ、

巨大石うすによるもちつきのイめントなどに約

０００人の来場者と ０００台に及０車両の０来

がございました。田園地ににあるなよろ健康の森

特設会場での開催は、農業まつりの色彩を醸し出

す地産地消や長時間滞在型のイめントとして定着

してきたと考えております。交通アクセスや駐車

場確保の問題は、渋滞解消と交通安全の関係から

名寄市日進町内会を初め、関係者及び来場者の理

解と協力をいただいていると考えております。

また、近隣市町村との同種イめントの同日開催

につきましては、一定程度道北観光連盟等でも把

握できますが、なかなか難しい面が多いところで

ございます。私たち担当といたしましても近隣市

町村のイめントは気になるところで、勉強させて

いただきたい気持ちは十分にありますけれども、

この冬２月のイめントにつきましてもそれぞれ時

期をずらして実施しようということで協議は持ち

上がりましたが、残念ながら不調に終わっており

ます。地域において定めた時期が譲れない状況も
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あるようですので、御理解をいただきたいという

ふうに考えているところでございます。

２点目の大学公園の有効活用の可能性について

のお尋ねでございます。大学公園での産業まつり

開催をとの提案でございますが、産業まつりは物

産販売展示などのほかにトラクター展示、牧草ロ

ール転がし、トラクター馬車あるいはミニ動物園

など農業青年が考え出した多くの催しがございま

す。そのことがイめントを盛り立てる大きな力に

なっておりますし、発想を育てていく支援も大切

なことであろうというふうに思っているところで

ございます。大学公園の使用につきましては、健

康の森会場に比べて狭隘であることなどから、期

待に沿えないものと判断をいたしてございます。

面積的な要因や駐車場などを考慮した中でほかの

イめント、既に夏場においては地域でのイめント、

冬にはスノーランタンフェスティバルなどの実カ

等があるようでございます。それらの対応が可能

と思われますので、今後大学公園を活用したイめ

ントについて機会をとらえて市民の皆さんに理解

を求めていきたいというふうに考えているところ

でございます。

以上、お答え申し上げました。

今教育部長。〇副議長（堀江英一議員）

大きな項目４の社会〇教育部長（今 裕君）

教育施設の将来像についてお答えいたします。

初めに、教育委員会内部での文化大ホール、木

原天文台建設の検討経過はについてお答えいたし

ます。文化センター大ホールにつきましては、昭

和５８年８月に名寄市民文化センターがオープン

してから建設が待たれる事業であり、教育委員会

はもとより社会教育委員や公民館運営審議会など

に御意見をいただいたり、青年会議所や文化協会

では早期実現を願って基金造成事業などの活動を

行ってきたところでございます。第３次名寄市総

合計画でも３大事業の一つに挙げられ、第４次総

合計画でも引き継がれてまいりました。名寄市過

疎地域自立促進計画には旧名寄市の後期事業とし

て、また新市建設計画にも盛り込まれ、引き続き

登載されているものでございます。文化センター

大ホールの建設構想が打ち出されてから２３年、

教育委員会担当部局でも長きにわたって建設につ

いて意見を交わし、また多くの市民の皆様の御意

見もいただいてきたところでございます。時間の

経過や社会の変化により、文化センター大ホール

建設の論議も変化してきているかと思われますの

で、新しい総合計画策定審議会の専門部会に諮り、

委員の御意見を賜りながら、文化大ホール建設の

時期などについて検討し、判断してまいりたい、

そのように考えております。

次に、木原天文台についてでございます。木原

天文台は、国内でも有数の恵まれた自然条件の中

で活動し、多くの情報をに界に向けて発信してお

りますが、施設の老朽化と狭隘の中での活動には

限界もあることから、天文台の改築は市民の大き

な願いとなり、また昨年１２月、北海道大学との

相互協力協定が交わされ、大学院との研究や学習

の交流が図られたこともあり、その機運の盛り上

がりも広がりを見せているところは御案内のとお

りでございます。道立公園敷地内に天文台スペー

スとして用地は確保したものの、天文台の国、道

への誘致に向けた働きかけは昨今の国、道の財政

状況を勘案しますと大変難しく、建設は困難との

状況で現在に至っております。現在他県で建設さ

れている天文台では、規模も大きく、約１７２２

とも言われておりまして、このことから施設整備

の規模縮小を考えても建設費は約１０２２とも推

測され、名寄市単独での建設は厳しい状況と判断

しておりますが、何とか新総合計画において位置

づけをしたい、そのように考えております。

平成１９年度の整備計画は、施設の老朽化によ

る外壁補修と利用者の増加に伴う収容スペースの

確保であり、プレハブで補完的に整備しようとす

るもので、恒久的なものとは考えておりませんが、

新市総合計画での天文台建設の位置づけによりま

しては検討し直す必要もあると考えておりますの
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で、御理解を賜りたいと思います。

次に、広域連携の必要性についてでございます。

社会教育施設の広域連携につきましては、大変必

要なことと認識しております。圏域の社会教育主

事会では北の花だよりとして社会教育施設の行事

案内を各市町村の広報に年３回掲載しております

し、名寄市独自事業としては芸術文化鑑賞バスツ

アーを実施しております。この事業は、名寄市近

郊のみならず旭川、札幌などで行われているすぐ

れた美術展や演劇を鑑賞するツアーで、参加料は

入館料や昼食、保険などの実費で行われ、定員を

上回る応募があるなど大変好評なものとなってお

ります。今後もいろいろな情報を積極的に収集し、

広域連携の拡大を図り、多くの市民の方々にすぐ

れた芸術文化に触れていただく機会をつくってい

きたい、そのように考えておりますので、御理解

いただきたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

それぞれ御答弁をいた〇２番（佐藤 靖議員）

だきましたので、順次再質問の方をしていきたい

と思います。

いずれにしても、財政事情を考えたとき、これ

からも含めて厳しい状況になるのは明らかであり

ますけれども、そこで一つお聞きしたいのですけ

れども、風連町と名寄市の合併に伴う新市建設計

画の中で自立する住民自治、地域自治の確立とい

う項目の中で財政対策で自主財源の確保という言

葉が入っておりますけれども、これはどういうふ

うにイメージされているのかをまずお答えをいた

だきたいと思います。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

自主財源の確保につ〇総務部長（石王和行君）

いての御質問でありますけれども、大変自主財源

の確保につきましては少子高齢化の中で市税の伸

びを大きく見込めるというよりもむしろ見込めな

いような状況にあるのかなというふうに考えてお

ります。また、使用料等についての見直しにつき

ましてもこれまで一定の受益と負担の中で、大き

な部分ではごみの有料化等に取り組んできており

まして、そんな形の中では量的な確保は難しい状

況にあるのかなというふうに考えておりますし、

また市税につきましては税源移譲の関係で所得税

から住民税へのフラット化に伴います、総体では

変わらないわけでありますけれども、住民にとっ

てみれば非常に大きな重税感を感じるような１９

年度以降の市税の状況になるのかなというふうに

考えていまして、いずれにいたしましても行政の

システムの効率化、さらには税の仕組み等しっか

りと住民の皆さんにもＰＲをしていかなければな

らないなというふうに考えておりまして、現在税

制改正に伴う部分での内容等については税務担当

の方でも住民の皆さんに内容等についての広報を

していくと、そんなような予定になっているとこ

ろでありまして、大変自主財源の確保は厳しいも

のがあるのかなと、このように思っております。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

一方、名寄市過疎地域〇２番（佐藤 靖議員）

自立促進市町村計画の行財政の状況の中では、合

併効果を最大限発揮し得る行財政の運営という文

２があります。これについては、どういうイメー

ジをお持ちになっておりますか。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

合併をした理由の中〇総務部長（石王和行君）

に大変厳しい財政状況があるということでござい

ますけれども、合併したことによりまして合併算

定がえによる交付税の一定期間の財政の措置があ

ります。しかし、これとて１０年間、さらには５

年間ということで、１５年間の一定程度の財源が

一定額確保されるというふうなことでございまし

て、それ以降につきましては交付税の新型交付税

に移行していくという状況で、これまた大変厳し

い状況にありますけれども、その間における財政

支援、合併特例債等、また過疎債、有利な過疎債

等を有効に活用する中で、その期間の中で一定程

度新名寄市の方向といいましょうか、行財政の部
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分についてはしっかりとした行財政、さらには市

民の皆さんと協働による部分での構築をどうして

いくかということで、その一定期間猶予を与えら

れているのが現在の合併に伴う部分での財政運営

かなというふうに思っておりまして、また合併に

伴いまして一定期間は職員数が管理部門等では一

時期整理ができないと言ったら語弊がありますけ

れども、一定期間の中ではこれから職員数の適正

化を初めとする部分ではスリム化がしていけるか

なというふうに思っておりますし、また両市町で

これまで取り組んでいた各種事業、それぞれ重複

する事業もあると思います。それらの重複事業の

部分をどのように整理をしていくか、そんなこと

を見直しをしっかりしていかなければならないな

というふうに思っておりますけれども、さらにま

た特例債等を活用する中で公共施設の建てかえで

すとか新設など、社会資本の整備のおくれている

部分についても取り組みをしていかなければなら

ないと思いますし、地域活性化につながる事業の

実施に向けて事業の厳選をしていく、そんなこと

が必要になってくるということでイメージとして

は描いております。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

それぞれ御答弁いただ〇２番（佐藤 靖議員）

いたように自主財源の確保というのは、税収の収

入もそうでありますけれども、非常に厳しい。も

う既に１７年度、皆さんおわかりだと思いますけ

れども、１７年度の市税の収納率を見ますと、市

道民税が９ １０４％、これは全道１位、固定資

産税は９ ３６２％と全道２位、軽自動車税は９

４２１％と全道５位、総合では全道２位の高い

収納率、職員の皆さんの頑張りが非常に出ている

部分でありますけれども、そういう意味では実際、

フラット化はあります。フラット化によってどう

しても３段階にいくときも含めて収納率を高めて

いく努力も必要でありますけれども、ある意味で

自主財源というのは非常に厳しいものが出てくる

のではないかと思います。

一方、例えば事務事業の見直しをして経費節減

を図る、これは当然むだを省く財政の効率化を図

るという意味では当然恒常的にやっていかなけれ

ばならないことだとは思いますけれども、余りこ

れをやると底が見えない、今の国の第２次の三位

一体改革や何かも含めて先行きが見えない中では

余りここに重きを置く、経常経費の節減に重きを

置くのではなくて、やはりここは厳しい言い方、

総合計画を策定している今の段階、また景気浮揚

対策、いろいろな部分を考えればなかなか言い切

れないのかもしれませんけれども、やっぱり事業

を厳選していくというふうにシフトを、重きを変

えていくということが姿勢的には必要だとは思う

のですけれども、その点についての御見解をお伺

いしておきたいと思います。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

行財政改革の中での〇総務部長（石王和行君）

職員の適正管理ということで、職員のスリム化と

いうことでの項目も挙げておりますけれども、職

員を余り多く削減をするということになると、む

しろ住民サービスの低下につながるだとか、そう

いう部分も危惧されるところでありますから、行

政のサービスの部分と職員数という部分はしっか

りと考えた中での定員適正化計画をつくらなけれ

ばならないというふうに思っておりますし、また

民間委託の部分についても項目の一つでこれは民

間にできることは民間に任せるというふうな形の

中でこれまでも進めてきておりますけれども、こ

の辺についても民間委託に伴う経費の節減、削減

等をすると、施設の維持管理等についての部分だ

とかサービスの部分についても危惧される部分が

あるのかなというふうに思っておりますが、今佐

藤議員がおっしゃったように、これからの時代厳

しい財政状況の中で事業をどう厳選するのかと、

それと行政がどこまで行うのがサービスなのか。

すべて行政がサービスをする時代は終わりました。

行政と住民の皆さんがどこまでサービスといいま

しょうか、住民がどこまで、行政はどこまでとい
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うふうな形のこれからの行政運営が求められてい

るということでございまして、まさしく協働によ

るまちづくりという部分がこれからの大きな部分

でないかというふうに思っておりますし、そうい

う部分では地域自治、地域分権といいましょうか、

自治をどう高めていくかということも非常に大事

なことだろうと思っておりますし、職員の意識改

革とあわせて住民の意識改革もする必要がある時

代に入ったと、このように考えております。

いずれにしましても、地域は地域で抱えている

課題は地域で解決ができないか、または行政がど

こまでそこを支援ができるか、協働によるまちづ

くりがどうできるかということをしっかりと考え

なければならない部分でありますし、またそれに

は情報を共有することが最も大事でありますし、

市民参加をする協働のまちづくりと、こんなこと

でこれからの行財政運営は基本になってくるのか

なと思っているところでございます。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

市長も市長就任時期か〇２番（佐藤 靖議員）

らこの財政については身の丈に合った運営という

のをよく口にしております。まさに今その身の丈

が国の制度の改正でどんどん、どんどん小さくな

るという言い方はあれかもしれませんけれども、

低くなっているので、余り合併特例債や何かがあ

るからということで背伸びをせずに、しっかりと

した身の丈に合った財政運営を求めておきたいと

思います。

時間の関係もありますので、次に市立病院の関

係でありますけれども、１８年、今までの段階と

しては前年に比べて、また当初計画に比べて上回

っているということでありますけれども、具体的

に１８年度今までやってきたのはどういう方針、

どういう取り組みをされてきたのかというのを御

紹介いただきたいと思います。

佐藤病院事務部長。〇副議長（堀江英一議員）

非常に〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

順調に推移をしているという状況にありまして、

このことは今各大学で進められている医師のセン

ター化、集約化というのですか、そのことによっ

てうちの病院が伸びてきているという要因もある

と思います。ただ、１６年度、１７年度で約４２

２ということで２２が出ました。そのことの縮減

につきましては、つ０さな精査は今現在しており

ませんけれども、１８年度の予算の策定に当たっ

ての考え方として、これは院長が示した内容でご

ざいます。ちょっとお話をさせていただきます。

収入につきましては、入院につきましては在院

日数の縮減ということを図って単価のアップ、患

者さん１人当たりの単価のアップを図ると。それ

から、外来患者さんにつきましても単価のアップ

を医師の努力によって図りたいということで、一

応 ０００２２ほどの増収を見込んでおります。

それから、費用の縮小につきましては、これは残

念なことではあるのですけれども、精神科病棟が

本年の１月から１病棟になったということで、看

護師さんを一般病棟に異動したということで、そ

の分の補充は必要なくなったということで、人件

費の縮減ということで１２ ０００２２ほど、そ

れから時間外手当の縮減ということで、努力目標

ではあるのですけれども、２０％ほど削減をした

いということで、これは職員の努力ということも

含めて、労働環境の整備も含めてあると思います

けれども、 ４００２２ほど、それからふえる部

分もあるのですけれども、定期昇給だとか、研修

医今１１名ほどおります。その方への給与なんか

もお支払いするということでふえていくのですけ

れども、この部分で約 ０００２２ほどの縮減と。

それから、これも努力目標でありますけれども、

０療材料の１０％のカットということで ０００

２２ほど、それからその他経費、これもどんどん

縮減をしておりまして、固定給経費が８５％、残

り１５％の部分なのですけれども、何とか ００

０２２ほど削減をしたい、縮減をしたいというこ

とで、合計差し引き４２２ほど縮減をしたいとい

うことで考えておりまして、特に７月までの収益
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につきましては、きのうも説明をさせていただき

ましたけれども、一般科につきましては外来、そ

れから入院含めてそれぞれ ３００人ほど伸びて

おります。特に収益につきましても一般科につい

ては２２２ほど伸びておりまして、精神科の部分

では前年比落ち込んでおりますけれども、これか

ら水ものでありますけれども、何とか努力をして

いきたいということで、２２が出ないように努力

をしていきたいと、そんなふうに思っています。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

それと、精神科の医師〇２番（佐藤 靖議員）

の確保の関係ですけれども、タイムリミットが近

づいてきて、確保のめどが立っていないというこ

とでありますけれども、この前やった旭川での会

議や何かを含めると、ある意味では可能性が出て

きたという認識でいいのか、まだまだそういう状

況にはないということなのかお答えをいただきた

いと思います。

佐藤病院事務部長。〇副議長（堀江英一議員）

６月の〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

定例会でもちょっとお話をさせていただきました

けれども、今の段階でも非常に厳しいという状況

にあります。それで、３医科大学へ院長の方で毎

月のように教授にお会いしに行っている状況があ

ります。ただ、総論では旭川以北稚内まで精神科

がないということで、必要性の認識はしていただ

いているのですけれども、各論に入りますと、さ

てだれをそこに派遣するのだということになりま

すと行き詰まってしまっているというような現状

です。６月の段階で私の方から９月か１０月がリ

ミットというお話をさせていただいたのですけれ

ども、８月２１日の道を含めた協議の中では９月、

１０月はちょっと無理ということで、少し先送り

をしたということではないのですけれども、年内

には何とかめどをつけたいという方向で確認をし

ておりまして、この後それぞれつてを頼って、連

携はもちろんとりますけれども、それぞれ道内、

それから旭川市の保健所なり、あるいは上川の保

健所なりで独自に探ってみようということで考え

ております。もちろん当院としても大学含めても

う少しグローバルに、民間病院も含めて医師確保

に当たっていきたいと、そんなふうに思っていま

す。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

ぜひこの問題は御家族〇２番（佐藤 靖議員）

の皆さん、あるいは職員の皆さんも含めてであり

ますが、非常に心配している課題であります。タ

イムリミット、年内にめどをつけたいということ

でありますが、ぜひこれからも積極的な努力をお

願いをしておきたいと思います。

今佐藤事務部長から答弁があったように、市立

病院については院長が率先して、職員の皆さんも

協力して一定程度今年度においてはいい状況にな

っている。私も市立病院についてはこれからは、

来年４月、士別の市立病院の小児科の問題もあり

ますし、新たな市立病院の局面ををえていると思

うのですけれども、そういう意味からすれば２年

間の約４２２、４２２、８２２の２２も一定程度

解消できるめども立ってくるでしょうし、そうい

う意味では企業会計ではありますけれども、市の

財政支援をさらに検討すべきというふうに考えま

す。それはなぜかというと、東洋経済新報社が毎

年実施している住みよさランキング、名寄は２０

０６年度は全国１７６位、全道で４位にランクさ

れておりますけれども、この位置に高めているの

は一つは、大きな意味でありますけれども、安心

度が高いと。その安心度を高めているのは病院の

病床数、ある意味では病院がしっかり頑張ってい

ることがこの住みよさランキングを高めていると

いうことに通じるのではないかと思いますけれど

も、同病院への財政支援を含め、お考えがあれば

お聞きしたいのと、時間がありませんので、再質

問だけ次していきますけれども、消費者を守る関

係においてもある意味ではネットワーク化が、ご

み収集はそれでありますけれども、一つは関係機

関による、行政、消費者団体なり、警察が加わっ
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た悪徳商法の防止のネットワークというのをひと

つつくる必要性があるのではないか。全道では既

にもう２０カ所ぐらいでこれがつくられておりま

す。当然ながら、いざこういうときにはネットワ

ークの中で協議して対応するということもありま

す。もう一つは、これをさらに拡大して、消費者

を守る条例というまで発展させるべきだと思いま

すけれども、その辺のお考えをお聞きしたいのと、

もう一つは道北観光連盟でいろんなイめント、ホ

ームページも起こしておりますけれども、これは

会長が市長でありますけれども、もうちょっとリ

ーダーシップを発揮して、いろいろなネックがあ

るでしょうけれども、交流人口の連携の意味も含

めて道北観光連盟の中でイめントの調整というの

を図るべきだと思いますけれども、その点につい

て御答弁をいただきたいと思います。

山内生活福祉部長。〇副議長（堀江英一議員）

消費者の関係で〇生活福祉部長（山内 豊君）

２点ほど御質問がございました。市民と、あるい

は関係機関とのネットワーク化ということで、も

っと関係を強めた方がいいということであります。

全道にも２０カ所あるということでございますの

で、私どももやっていないということではなくて、

もっと連携を強めるという意味では全道のそうい

った事例も見守りながら、どういうふうなことが

名寄市の中でできるか、それらについて検討して

いきたいというふうに思いますし、また消費者条

例についてもそれらの点を含めてどう具現化をし

ていくのか、その辺も検討していきたいというふ

うに思います。

今助役。〇副議長（堀江英一議員）

市立病院の関係について、〇助役（今 尚文君）

特に明年以降の見通しと位置づけでありますけれ

ども、議員おっしゃるように住みよさランキング

の中での安心度が高いというのは、やはり福祉施

設の関係と市立病院が非常に大きいというふうに

感じているところであります。以降の財政の見通

しにつきましては、今私ども交付税収入プラス

０００２２ということを基本にして病院に繰り出

しをしております。その ０００２２の部分を各

種要因によりましてどうするかというのが判断に

なるだろうというふうに思っておりまして、以降

の財政運営、一つには先ほど佐藤部長から話があ

りました企業内の努力と、これはやっぱり欠かせ

ないというふうに思っています。したがって、そ

の動向、そしてまたその結果を見ながら、今言い

ましたルール分をどう調整していくかということ

になってくるというふうに思っております。

もう一つ、時間がありませんから、私の方から

ですけれども、道北観光連盟の連携であります。

これは、幌加内町も含めた昔は２市８町１村、数

は二つ減りましたけれども、その連盟で市長が会

長をしておりますけれども、その中におけるイめ

ントの調整というのは実は非常に難しいものがあ

ります。先ほど話出ましたけれども、各市町村で

独自で決めて、イめントめぐりのスタンプラリー

なんかをやらないかというような話をしても、そ

れはアイデアとか規模の大きさというところに集

中してしまうのではないかという議論だとか、そ

ういうようなことがありますし、総じてこの地区

のイめントは主に地域の住民が中心になって楽し

むということに重きを置いているイめントがゆえ

に、外来者が、観光客が主流でイめントをやると

いうのは非常に少ないという点からも日程調整と

いうのは非常に難しさがあるなというふうに考え

ておりますけれども、なお合併前の名寄、風連の

関係のように共同で実施をしていくと、共同でＰ

Ｒをしていくと、こういうようなところからも取

り組んでいく必要性があるのではないかと。道北

観光連盟では既に共同でのＰＲ活動なんかやって

おりますけれども、もう少し詰めていきたいとい

うふうに思っています。

以上で佐藤靖議員の〇副議長（堀江英一議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５０分
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再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

大雨による旭ケ丘地区の道路などの冠水対策に

ついて外２件を、斉藤晃議員。

それでは、通告して〇３１番（斉藤 晃議員）

あります第１点目の大雨による旭ケ丘地区の道路

などの冠水対策についてから質問をいたします。

今年は、春の天候不順は一部あったものの大変

暑い、雨の少ない夏でありました。ところが、７

月１８日、１９日の短期日の大雨でこの旭ケ丘地

区では道路や車庫、さらにはＪＲから土地を借り

て野菜栽培などをしている土地などが冠水をして

しまいまして、急遽ポンプアップ対策をとったと

ころであります。さらに、８月４日の５０ミリを

超える雨でしょうか、この一時的な雨でもまたも

や道路の冠水、そしてポンプの稼働と、こういう

ことになったわけであります。もともとこの地区

は、大雨が出るとこのような状況があったわけで

ありますけれども、おおむね１５０ミリを超える、

こういうふうなときに道路冠水などの被害が出て

おったわけであります。こういう中で、地区住民

ともども市要請の中、やはり豊栄川の上流のこの

地区の改善は豊栄川の改修整備が必要と、こうい

うことになりまして、市から道河川への昇格、そ

して北海道による事業として進められてきたわけ

であります。その事業の一環として、皆様方も御

承知のとおり、４０号線にかかっていた陸橋、こ

れが今なくなりまして、片方が通行で、報道を見

ますと橋の名前も決まったと、こういうふうに進

んでいるわけであります。しかし、それら工事と

同時に全面改修ができるまで上流の旭ケ丘地区に

被害が起きないようにと、こういうことで北海道

によります工事も進められたわけでありまして、

少しくは安心と、こういうふうにしていた地区住

民にとりましては、これぐらいの雨で、以前より

も少ない雨で道路冠水等が起きるのはなぜなのか、

こういう不安や心配があるわけでありますけれど

も、まずなぜ起きるのか、そしてその対策は、ま

た事業を施行していただいた北海道の見解などに

ついてもどのように考えているのかあわせてお答

えいただきたいと思います。

第２点目に、国民健康保険税の引き下げについ

てであります。市長の行政報告の中で、国民健康

保険税の賦課状況における応能応益割の比率が応

益割で５ １２％になり、今年度中に５５％以内

になるよう税改正を提案したいと述べられたわけ

であります。確かに軽減対策として７割、５割、

２割軽減のためには賦課割合を５０・５０に応能

応益をしなければならない実情があるわけであり

ます。さらに、報告のようにこの軽減ににが実に

４ ３％も対象になっているだけに国の方針を行

っていかなければならない、こういう実情を理解

するわけであります。また一方、補正予算の中で

国保会計の基金から大学への貸し付けを行ってお

りました２２２のうち１２２が戻されたわけであ

りまして、基金額は４２２を超えるというふうに

理解するわけであります。しかし、市民には今年

度の国の増税路線によりまして、負担が雪だるま

式にふえている、こういう状況があるわけであり

ます。特に今年６月に市民税の納付書をもらった

人たち、昨年に比べて４倍から５倍、中には１０

倍になったと、こういう負担増への市民の率直な

怒りの声もあるわけであります。特に老人ほど年

金控除などがなくなりましたから、その分国保加

入者などへの影響もあるわけであります。まず、

市民のこのような市民税の負担増の額はどのよう

に押さえているのか、納税義務者がふえておりま

すが、その数などをひとつお知らせをいただきた

いと思います。

このような中で、国保税の平準化が必要という

ふうに言われておりますけれども、どれぐらいの

額が必要なのかお知らせいただきたいと思います。

しかし、前段申し上げましたような市民の負担

増のときだからこそ、この４２２に上る基金の活
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用で国保税を逆に引き上げるのではなく引き下げ

を検討する、このことを求めたいと思うわけであ

りますけれども、見解を伺いたいと思います。

次に、まちづくりと福祉についてお尋ねをいた

します。現在新名寄市総合計画づくりが進められ

ております。この計画の策定に当たっては、合併

協議会でつくられました新市建設計画、それに加

えて市民の多様なニーズを反映した計画の策定を

としているわけでありまして、限られた時間とは

いえ、多くの市民意見の反映をぜひ求めるもので

あります。私もまちづくりに欠かせない柱として、

一つには基幹産業、農業の振興をどう進めるか、

特に戦後農政の転換と言われる品目横断的経営対

策では、その農業が安心して営農ができなくなる、

そういう問題があるだけに、規模が小さくても営

農意欲のある農業者支援対策、しっかりと盛り込

むことなどが必要と考えるわけであります。

もう一つの柱であります福祉の位置づけであり

ます。また、道北の中核都市としての役割を果た

し、文２どおり新市建設計画の表題にも出ており

ますけれども、住んでいてよかったと思えるまち

づくりを市民とともにつくることを考えるわけで

あります。新市建設計画のアンケートの第１位が

人に優しい保健、医療、福祉の充実した健康福祉

のまちとなっております。人口が減少する中で、

確かに交流人口の増加、さらには退職者移住など

も考えられるわけでありますけれども、やはりこ

の福祉を生かした市民協働の中でこそ定住人口も

確実にふえると考えるわけであります。一例では

ありますけれども、清峰園をユニット型にして新

しく改築し、デイサービスの拡充なども行う中で

新たな雇用もふえまして、伺いますと約１２０人

の人たちが働いているわけであります。今名寄市

では大学が新たに４年制大学として出発し、地域

とも積極的にかかわっていくとしているだけに、

福祉のまちづくりに協力してもらう、また住民要

望にこたえた各種の福祉施設などの設置や誘致を

進めることによって雇用の拡大など定住人口がふ

えると考えるわけであります。

また、この道北各市町には福祉関連施設、特に

知的障害者の人たちのかかわる施設が多くあるわ

けであります。まず、それらの施設数、定員、働

く人たちの数などをお知らせいただきたいと思い

ます。その多くの施設と名寄市が連携、協議を行

い、道北全体が食のまち、農業のまち、環境を大

事にするまちと同時に福祉に取り組んでいる地域

と位置づけるような、そういう将来展望をこの総

合計画の中に反映することが必要ではなかろうか

と考えるわけでありますけれども、見解を伺いた

いと思うわけであります。

次に、精神科医問題についてお尋ねをいたしま

すが、今議会に名寄市立病院の精神科並びに同科

の病棟の継続願いについての嘆願書を私どもは受

け取ったところであります。まさに関係者のこの

願いは、文面を読むまでもなく当然でありまして、

精神科の医師確保と病棟の継続は絶対に必要であ

ります。特に今申し上げましたように上川北部地

域には知的障害者にかかわる施設が美深から剣淵

まで多くあるだけに、精神科の存続、医師確保に

はこの道北地域に北海道としても責任を持って対

応するように強く求める大義があると考えるわけ

でありまして、そのような視点からも精神科医の

確保、病棟の継続、求めていく必要があろうと思

いますけれども、見解を伺いたいと思うわけであ

ります。

今市立病院では、医師確保に当たって従来とは

違って病院長の話では病院で医師を育てる時代に

なってきたと、こういう苦しい状況も話されてい

るわけであります。それは、御案内のように研修

医制度によって変わったわけであります。やはり

安定した医師確保のためには、問題があるとはい

えこの研修制度を受け入れていく体制、特に研修

医に対して育てていく上で一定の時間のかかる精

神科などの研修医を受け入れていく、そしてその

ためには場合によっては必要な支援制度も設けて

いく、こういうふうなことも考えながら、長期的
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な医師確保、これを考えていく必要があるのでは

なかろうかと思うわけでありますけれども、見解

を伺いたいと思います。

以上、この場からの質問といたします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま大きく〇建設水道部長（松尾 薫君）

３点の御質問をいただきました。１点目は私から、

２点目は生活福祉部長から、３点目のうち１点目、

２点目につきましては福祉事務所長から、そして

３点目につきましては病院事務部長からのそれぞ

れの御答弁になりますので、よろしくお願いいた

します。

初めの大雨によります旭ケ丘地区の道路等の冠

水の対策につきましてお答えを申し上げます。毎

年の融雪時期や９月、１０月の雨の多い時期には、

旭ケ丘の皆さんに大変御迷惑をおかけをしている

ところでございます。以前より少ない雨でも冠水

するとの御指摘もありますけれども、基本的には

豊栄川の本流の水位が上がることが原因と考えて

おりますので、以前に比べてそれほどの大きな変

化はないものと考えているところでございます。

しかし、流入する側で名寄公園のパークゴルフ場

の造成によりまして芝生の面積が多くなったこと

や、また名寄農業高等学校の南側の畑も排水区域

に入るようになったため、ＪＲ沿いの排水溝の水

量が増加していることは確かでございます。

豊栄川は、平成１５年度から平成２３年度まで

の計画で河川改修が行われておりますが、北海道

の財政状況などから１年から２年ぐらいのおくれ

が出るとも聞いているところでございますので、

旭ケ丘地区から下流の早期の完成を北海道へさら

に強く要望していくとともに、当面降雨時のパト

ロールや樋門の操作、ポンプによる排水作業を迅

速に行ってまいりたいと考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。

以上でございます。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、国民〇生活福祉部長（山内 豊君）

健康保険税の引き下げについてお答えをいたしま

す。

国の税制改正によりまして、老年者控除の廃止、

公的年金の控除引き下げ、６５歳以上の方に対す

る非課税措置の廃止など、平成１７年の税制改正

による平成１８年度分の個人市民税の影響額につ

いて課税状況調べの数値でお知らせいたします。

全体での課税人員数は、１７年度で１２ ２０１

人、１８年度では１２ ０７０人となり、８６９

人の増となっております。税額では、１７年度、

９２ ９９６２２、１８年度では９２ ３４４２ 

２となり、 ３４８２２の増となっております。

老年者控除の適用を受けていた方は、平成１７年

度、７８４人となっております。課税人員の８６

９人の増の大部分は、６５歳以上の方に対する非

課税措置の廃止に伴うものと判断しているところ

であります。課税対象となる公的年金等の雑所得

は、平成１７年度は７２ ４００２２、平成１８

年度では１８２ ６００２２となり、１０２ ２ 

００２２の伸びとなりました。課税状況調べでは

正確な税額の算定はされておりませんので、御理

解をお願いいたします。

さて、国民健康保険税についてであります。平

成１８年度の当初賦課で、基礎賦課分及び介護賦

課分を合わせて約７２２を超える金額が調定され

ました。しかしながら、所得に係る所得割及び資

産税に係る資産割とににに係る平等割及び被保険

者ごとの均等割の総額バランスが崩れ、応能応益

割合が法定割合の５５％を若干超える結果となり

ました。御質問の応益割の引き下げということで

ありますが、平等割と均等割の合わせた額を指し

ておりまして、応益割５％引き下げを試算いたし

ますと基礎算定額で約 ３００２２、調定額で 

０００２２の減少となります。この引き下げの財

源に国民健康保険支払準備基金を充当する場合、

平成１８年度既に予算化しております収支の調整

財源の充当額 ２００２２にこの減少額 ０００ 

２２を加えた１２ ２００２２が今後も毎年充当
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すべき額と予想され、平成１８年３月末の基金現

在高４２ ４６０２２を約３年で費消することと

なり、その後は不足分を税率改正によって補って

いく必要がございます。もともと基金は、通常予

定している医療費の支出がさまざまな要因で予定

額を超えた場合に充当すべき財源として保持して

いるものであります。今回の合併によりにに数、

被保険者数が増加した現在、２２２から３２２程

度の保持は国保財政の破綻を避けるためにも必要

な財源でございます。

国保税について低所得者に対する軽減は、今年

度の当初賦課で ２７９ににに適用され、軽減の

総額は１２ ３００２２程度であります。しかし

ながら、現在の税率は応能応益割合のバランスを

崩しておりまして、この状況が２年間継続された

場合、現行の低所得者に対する２割、５割、７割

軽減の適用が不可能となり、２割軽減はなく、５

割軽減が４割軽減へ、７割軽減が６割軽減と割合

が減少するために、低所得者の負担がさらにふえ

ることになります。このことは、収納率の悪化な

どへつながることが懸念されますので、この軽減

適用を維持していくためにも応能応益バランスを

保てる税率の変更に御理解を賜りたいと考えてお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目３番〇福祉事務所長（中西 薫君）

目、まちづくりと福祉について御質問をいただき

ましたけれども、私の方からはそのうちの（１）

と（２）について御答弁をさせていただきます。

最初に、総合計画策定では福祉を柱の一つにと

の御質問でございます。申すまでもなく新市の総

合計画は、新市建設計画を下敷きにして施策の項

目や主要事業をより具体的に定めていくことにな

ります。さきに議決をいただいた過疎地域自立促

進市町村計画や新市建設計画の中で関連する項目

として挙がっておりますのは、社会福祉法人がケ

アハウスを建設する場合の建設費補助事業であり

ますとか、障害者福祉の充実を図るための障害者

福祉関連施設の整備確保といったものとなります。

今後協議を進めていくことになりますが、議員も

触れられておりましたが、道北の中核都市として

の使命、保健福祉学部を有する名寄市立大学とい

う大きな資源、地方センター病院としての名寄市

立総合病院を有する本市の優位性を生かし、また

大学を実践的に利活用する意味からも機会をとら

え、資源を生かしたまちづくりを進めてまいりた

いと思います。

また、市の事業として行うものにつきましては、

関係する委員会や団体、市の中長期的な財政運営

と調整を図りながら、総合的かつ的確に対処して

まいりたいと考えております。ただし、最近の厚

生労働省につきましては、施設入所から在宅へと

誘導する施策を展開しておりますし、北海道につ

きましても厳しい財政状況がございます。見通し

は必ずしもよいとは言えない状況にございます。

現在名寄市といたしましてこれといってお答えで

きる具体的な事業名や計画を持ち合わせておりま

せんが、市民の声に耳を傾け、開かれております

総合計画策定審議会や保健福祉医療推進協議会で

の審議経過を注目してまいりたいと思います。

なお、市立大学の協力につきましては、去る９

月６日に第１回目となります総合計画策定審議会

を開催したところでございますが、特別委員とし

て５人の教員の方々にそれぞれ専門的立場から御

参加をいただいているところでございます。

次に、道北市町村の福祉施設の現状と名寄市の

役割について御質問がございました。福祉施設は、

各福祉法に基づくため直営、民営を問わず経営主

体、施設構造、定員、基準配置職員数等について

国と協議をしなければ開設できないことになって

おります。上川北部管内の福祉施設の状況でござ

いますが、平成１８年度当初の状況で御説明を申

し上げます。なお、職員数につきましては、臨時

職員等の資料がなく正職員のみの数２とさせてい

ただきます。
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最初に、知的障害者の更生施設でございますが、

剣淵町から美深町まで５市町に五つの施設がござ

いまして、合計２７０人の定員となっております。

ここに働く職員数につきましては１３４人。二つ

目に、知的障害者授産施設でございますが、剣淵

町と美深町に二つの施設がございまして、定員１

００人に４６人の職員の方々が就労されておりま

す。ほかに美深養護高等学校がございますが、こ

ちらにつきましては現在１１２人が在籍し、１０

３人の正職員の方が就労されております。次に、

老人ホームでございますけれども、和寒から中川

まで７市町に１０の施設がございます。総定員は

６６８人となっておりまして、職員数の合計は２

５８人となっております。ケアハウスにつきまし

ては、風連区域と美深町にそれぞれ１施設ずつご

ざいまして、１００人の定員で１３人の職員の方

が現在就労されております。総計では、この地域

では２０の施設に ２５０名の定員を持っており

まして、５５４人の方が就労されているところで

ございます。

続きまして、施設における協議会などの組織に

ついてお答えをさせていただきます。それぞれの

協議会につきましては、研修等を通じまして一定

の役割を果たしているところでございます。その

うち知的障害者関係につきましては、全道組織と

して北海道知的障害者福祉協会が設置されており、

その下部組織としてブロックごとに支部がござい

ます。上川北部管内では７施設が加入しており、

支部としての活動状況をお聞きいたしますと、支

援費制度以降福祉情勢が大きく変化していること

から、情報交換等は大変重要になってきておりま

すが、各施設の独自性が強く、活発なる連携まで

は余り図られていないということでございます。

本年１０月からは障害者自立支援法に基づく新サ

ービス体系への移行を進めていく必要から課題も

多く、これからは施設同士のネットワーク化を図

り、密接な情報交換が重要であると考えておりま

す。

さらに、福祉地域への考え方でございますけれ

ども、先ほど御説明申し上げましたが、上川北部

管内には福祉施設が２０カ所設置され、それぞれ

運営方針に沿って地域での重要な役割を果たして

おります。今後ますます少子高齢化が進行してい

くことから、要援護者も増大するものと見込まれ、

各自治体の福祉施策の展開と効率的なサービス提

供体制が大きな課題になってくるものと思われま

す。名寄市においては、本年４月に保健福祉学部

の大学が開学して、教育方針の一つに地域社会の

発展に寄与するとしていることから、それぞれの

分野において大学と自治体との連携を進め、協働

の保健福祉行政を進めていく必要があると考えて

おります。

以上、私からの答弁といたします。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

私から〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

は、大きな３の（３）、精神科の役割と医師確保

についてと研修医制度への対応についてお答えを

申し上げます。

平成１５年１月末には市立士別総合病院が精神

科病棟を閉鎖したことにより、上川北部地域はも

とより南宗谷までもの広い範囲にわたって地域の

精神科医療を当院が担ってきたところであります。

しかしながら、既に御承知のとおり昨年７月から

の固定医師の減員によりまして、患者さんの転院

や病棟の統合を行うなど、０療を受けられる患者

さんや支える家族の方々に大きな不安と負担をお

かけしているところです。医師の確保につきまし

ては、１年以上経過しておりますが、まだめどは

立っていない状況であります。今後につきまして

は、旭川―稚内間の道北における精神科医療の確

保は重要課題と考えておりますので、今後も関係

機関と連携を図りながら、医師確保に努めてまい

ります。

また、平成１６年度から始まりました医師の臨

床研修制度により大学の医局自体に医師がいない

状況でありまして、これまでのように大学に医師
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の確保を依存することができなくなっております。

６月の市政執行方針の中でも述べましたが、当院

は臨床研修指定病院となっており、研修生を受け

入れておりますので、今後も一層臨床研修プログ

ラムを充実させ、当院独自の医師確保につながる

ように努めてまいります。

なお、御指摘のありました研修生に対する優遇

措置に関しましては、今後院内で研究させていた

だきたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

斉藤晃議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ答弁いただ〇３１番（斉藤 晃議員）

きました。まず、旭ケ丘地区の大雨の関係からお

尋ねしますが、一つは豊栄川の改修ということで、

一番上流でありますこの地区に土現としては一つ

の樋門を一定の費用をかけて対応しまして、その

ときに地域住民への説明では相当これで解消され

るはずと、こういう説明もあったわけであります。

しかし、住民の皆さん方もどうもこの設計のあり

方いかがかと。すなわち、上流から水が流れてく

る方向に向かって、先ほど答弁がありましたパー

クゴルフ場の方から流れてくる雨水などが上流へ

向かって放出されると、こういうような設計にな

っているわけです。そういうふうなこともあって、

道の方としてこのような経過をどういうふうに考

えているのかという疑問が率直にあるわけであり

ますけれども、この点、道にそういう費用かけて

もらったのだけれども、こういう結果だという問

題提起をしながら、道の見解も伺い、必要な対応

を求めることが大事でないかと思いますけれども、

その点はどうだったのか。

また、もう一つは、その樋門からパークゴルフ

場に向かった上流のこの宗谷線沿い側には非常に

浅くなったといいますか、草あるいは木など生え

ておりまして、非常に景観上もよろしくない状況

になっております。そういう面ではここの河川の

草木の削除など、一部やっていただくことあるの

ですけれども、もう少しきれいにして、水の流れ

をよくしていく、こういうふうなことも必要でな

いかと思いますけれども、これらについてはどう

なのかお尋ねいたしたいと思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

しらかば団地の〇建設水道部長（松尾 薫君）

道路等の冠水を少しでも少なくするという目的で、

御指摘の樋門の設置を北海道の方でしていただき

ました。構造的に市とも協議をさせていただきま

したけれども、きっと議員がおっしゃるようなこ

とになりますよということで、市の方も随分意見

を言わさせていただいたのですけれども、結果的

には北海道の意向でそのまま現場へ設置されたと、

そういう経過でございます。まことに不本意では

ございますけれども、結果といたしまして降雨時

期には大きな効果は生まれていないというのが実

情でございます。

北海道との協議につきましてはそういう経過で

ございますけれども、樋門の管理につきましては

降雨の初期の対応、対策が非常に重要であるとい

うふうに考えております。開閉用のかぎを土現か

ら名寄市に預かっておりました。そこで、いろい

ろ御指摘もあったわけでございますけれども、去

る７月、８月の、特に７月１９日の降雨でござい

ますけれども、道路が冠水をしたということで、

市がかぎを保管をしているということで、直ちに

現場への対応ができなかった部分がございまして、

樋門の洪水時の対応につきましては市内の業者に

お願いをしているわけでございます。業者の方は、

非常に現場等を確認しながら、早く対応していた

だけるということでございまして、かぎはこれか

ら市が保管をするということではなく、業者の方

にも持っていただくと、そういうことにさせてい

ただきました。これによりまして樋門の開閉を含

めた一体的な洪水対応が少し早く可能になるので

はないかと、そのようにも考えているところでご

ざいます。

それから、豊栄川、ＪＲ沿いにもあるわけでご

ざいますけれども、沿っているわけでございます
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けれども、今までは年２回ほど草刈りのお願いを

してまいりました。ことしはまだ２回しっかりと

されていない状況ですけれども、非常に草木の茂

る状況によって流れを阻害しているという状況も

ありますので、もう一度現場をよく見まして、旭

川土木現業所美深出張所に要請をしていきたいと、

そのように考えております。

以上でございます。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

ひとつ対応する建設〇３１番（斉藤 晃議員）

部の皆さん方も施行する道と見解が違っていたな

と、こういうふうに理解もし、地域住民の人たち

にしてみればせっかくやった事業がいかがかと、

こういうふうな声があるわけでありまして、私や

っぱり率直にそういう結果、住民の声を土現にも

伝えて、そういう願いが生かされる対応、再度検

討が必要でないのかということを強く求めていた

だきたいと、こういうふうに思うわけであります

けれども、その点はどうか。

それから、もう一つは、この樋門から上流の間

なのですけれども、これを豊栄川ではないから、

豊栄川の支流なるのですか、パークゴルフ場へ行

く間は。ここの間の宗谷線沿いの草木の問題なの

ですけれども、これなどはやはり市が独自でやら

なければならないのでしょうか、それとも土現で

やってくれるのか。これを少し、こういう雨が降

っている、あるいはそういうふうなときだけに関

心を持っているものですから、それはどういうふ

うになっているのかお答えいただきたいと思いま

す。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

平成１４年４月〇建設水道部長（松尾 薫君）

１日に道管理の河川に昇格をいただきました。延

長は ７キロメートルであったと思いますけれど

も、名寄高等学校の前の１８線の横断溝まで管理

河川になっております、指定区間がそのようにな

っております。したがいまして、昨年まではＪＲ

沿いの豊栄川につきましても道の予算で草刈りを

していただいておりました。本年はまだ十分では

ないということですけれども、そのようにやって

いただいた経過があります。現場をよく見ながら、

もう一度確認をさせていただきたいというふうに

思います。

それから、樋門の状況でございます。先ほど申

し上げましたような状況でございますけれども、

地域の皆さんの意見も含めて、土現の方に市の意

見とあわせて申し述べていきたいというふうに考

えております。

以上でございます。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひそれをお願いし〇３１番（斉藤 晃議員）

たいと思います。

ただ、もう一つ、部長の答弁では、この豊栄川

南側なのですけれども、１８線までは豊栄川なの

ですが、その鉄道のところの樋門がある今度北側

なのです。ちょうどパークゴルフ場おりて、北側

通じて豊栄川に流れ込むその間が市の小河川にな

っていると思うので、この点の草刈りもあわせて

お願いしたいということを要望しておきたいと思

います。

次に、国保税の問題でありますけれども、一つ

は名寄市の賦課状況ではこういう応益応能、５０

・５０できておったわけでありますけれども、今

年こういうふうに賦課が変化した要因はなぜなの

か、その点からまずお答えいただきたいと思いま

す。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほど申しまし〇生活福祉部長（山内 豊君）

たように、国の税制改正によって老年者の控除の

廃止だとか公的年金の控除引き下げ、非課税措置

の廃止ということで、そうした影響が出ていると

いうことであります。国保税につきましては、そ

うした影響も含めて今軽減状況が２割、５割、７

割という状況でございますけれども、２割軽減の

ににに影響があったのでないかなというふうに思

っております。２割軽減のににでは、平成１７年
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度では７２３にに、平成１８年度で３３７ににと

いうことで、３８６のににが減となっております

ので、そこの部分が影響を受けているというふう

に思っております。均等割、にに割が５２ ００

０２ということでございますので、それらの２割

軽減がなくなると１２２００２程度が増税感にな

るのかなというふうに思っております。そういっ

た意味で、国保税に関する影響についてはそうい

うふうなことだというふうに思っております。

以上です。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

本当に答弁がありま〇３１番（斉藤 晃議員）

したように、この６月に切符をもらった多くの人

たちがどうなっているのだと、こういうふうな話、

他の議員の皆さん方も聞いたと思うのですけれど

も、やっぱりそういうふうなときだからこそ、軽

減を確保していく上での応能応益、フィフティー

・フィフティーにしていく努力はこれ当然であり

ます。ただ、市長の行政報告では５ １２でした

か、こういうふうな答弁でありまして、その ２

％分、部長答弁では５％行うと ３００２２ほど

というふうな内容なのですけれども、これをぎり

ぎり ２％、そういうような範囲で行っていくな

らば ３００２２も要らないのではないのかと、

こういうふうに思うわけでありますし、そういう

点では基金４２何がしを活用することによって、

こういう負担増のときだからこそ負担を上げない

で住民の健康を守っていく国保税を維持していく

のだと、こういうスタンスがとれないか、再度お

尋ねいたします。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

５％の引き下げ〇生活福祉部長（山内 豊君）

ということで先ほど試算をいたしましたことにつ

いてお答えをさせていただきました。現在５ １

２％ということで、 １２ポイント上回っている

ということでございます。応能応益割合が４５か

ら５５という範囲になっているわけでして、これ

が５５を超えると先ほど申しました２割、５割、

７割の軽減がなくなるということであります。本

年度５ １２％ということで、これから２年連続

５５％を超えるとこの軽減がなくなってくるとい

うことでございまして、今おっしゃられたように

５５％ぎりぎりでどうかというふうに提案を受け

ましたけれども、この５５％以内ぎりぎりでいき

ますと、そのときの算定で予想をしてもそれを超

えた場合２年連続この５５％を超えるということ

になりまして、この軽減がなくなってしまうとい

うことがありまして、ちょっと綱渡り状況が出て

くるということでございます。そうした意味では

国保会計の安定的な運営を図るという意味の中で

は５％というふうに試算を出しましたけれども、

今後あらゆる試算データを出しまして、国保の運

営審議会の中でそれらのデータを提出しながら、

この税の改正について審議させていただきたいと

いうふうに思います。

以上です。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

こういうふうなとき〇３１番（斉藤 晃議員）

だからこそ、住民の願い、思いを受けとめて、ぜ

ひ大きな５％の引き下げというのではなくて、そ

ういうふうな場合によっては１年単位でというこ

ともあり得る、そういうふうなことも視野に入れ

た引き下げの可能性について努力されることを強

く要請しておきたいと思います。

次に、福祉のまちづくりの問題にかかわってで

ありますけれども、新市建設計画の中での基本方

向、あるいは施策の体系などなどが出ているわけ

でありまして、この言葉どおり優しさと助け合い

で幸せを実感できるまちづくり、あるいは住んで

いてよかったと思えるまちと、こういうふうなこ

とであるわけでありまして、本当にこういう思い

を生かしていくのには福祉に対しての力強い手だ

てが大事だと、こういうふうに思うわけでありま

す。既にこれらの各種の計画につきましては、高

齢者保健福祉医療計画ですとか、あるいは障害者

福祉計画、さらには子育て支援計画とさまざまな
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分野でこれらの問題についての対応が出ているわ

けであります。そういう点で、私は安心、安全な

まち、やはりその土台にこの福祉というのがしっ

かり生きていくと、そういうふうなことからも過

去に福祉のまちづくり条例というのを立ち上げて

はどうかと、こういうような問題提起もしたわけ

であります。確かに北海道にあります道の福祉の

条例などを見ますと、バリアフリーなど、あるい

は公共施設のそういう問題だとか、建築へのバリ

アフリーなどへの対応が触れてはいるのですけれ

ども、そうではなくて文２どおり安心、安全なま

ち、それを生かしていくのだと、こういうことを

しっかり据えた福祉のまち、そしてそれを保障す

るまちづくり条例をつくってはどうかと、こうい

うふうに考えるわけであります。

特に今回大学が保健福祉学部と、こういうふう

なことで打ち出しております。また、学長自身も

地域と一体となった大学と、こういうようなこと

も明確にしているわけでありまして、私どもこの

大学が本当にこの地域で根づいて、安定した学生

を確保していく、そのことがこの道北地域でのま

ちづくりでの大きな役割が果たせるようにしてい

く必要があると思うわけでありまして、そのため

には学生を安定的に確保する上での特徴をしっか

りと打ち出していく必要があるのではないのかと、

こういうふうにも考えておりまして、保健福祉学

部の具体的な内容が福祉の条例のあるまちですと

か、あるいは一緒になってつくり上げていく福祉

ですとか、そういうふうなのを訴えられるような、

こういうことになっていくことは市民にとっても、

そしてまたこの大学が安定した学生を確保する上

でも非常に一体となった内容になるのではないか

と、こういうふうに考えるわけでありますけれど

も、いかがお考えでしょうか。見解をひとつ伺い

たいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

福祉の行政に携〇福祉事務所長（中西 薫君）

わる者といたしまして、今議員から御意見いただ

きましたとおりだというふうに思っております。

今現在総合計画の中でこの福祉の問題をどのよう

に織り込んでいけるのか、また平成２０年度から

は向こう１０年間の障害者福祉計画を策定するこ

とになっておりまして、その中で明年度はその計

画づくりのためのいろんな作業をすることになっ

てまいります。そういった中で、障害者の皆さん

の御意見を伺いながら、また高橋議員でしたでし

ょうか、新バリアフリー法のことについての障害

者が住みよいまちづくり等々についても御質問い

ただいたところでございますけれども、大学とい

う大きな資源を活用しながら、協調をとって、今

後の福祉行政を進めてまいりたいと考えていると

ころでございます。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

担当としては、それ〇３１番（斉藤 晃議員）

ぞれの分野での保健医療福祉計画ですとか、今ま

た新たに障害者福祉計画と、こういうふうにいろ

んな分野があるわけであります。そういうふうな

のをやはりトータル的に見たまちづくり、福祉を

生かすまちづくりというのをぜひ総合計画の中に

打ち立てていく必要があるのではないかというふ

うに私考えるわけであります。そういうふうなこ

とがこの大学とも一体となった福祉を大きく立ち

上げていく、こういうふうになろうかと思います。

特に後段質問いたしましたこの道北地域のいろ

んな施設、今答弁ありましたように２０施設で

２５０名の人たちを収容しており、５５４人、正

職員だけといいますから、おおむね臨職の方も入

れますと倍近い人が働いていると、こういうふう

なことになるわけであります。そういうふうな中

での特に障害者として本当に本人も、あるいはま

た親も大変な知的障害者の方たちを育てていく、

あるいは支援をしていく、そういう面での高等養

護学校ですとか、また名寄でいいますと丘の上学

園ですとかあるわけでありますけれども、そうい

うふうなところも一緒に、この地域がそういう障

害者たちと一緒になって住んでいくまちなのだと。
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そこに出てくるのがやはり安心、安全、思いやり、

こういうふうなことが一体となっていくようなま

ちに、これを大学などのいろいろな先生方の意見

なども、あるいは各団体の人たちの意見なども取

り入れながら、総合計画に名寄市、そしてこの道

北一にの福祉のそういうふうなイメージを盛り込

むことが大事でないかと。特に人口減の問題で定

住者をどうふやすかと、こういうふうないろんな

意見ありますけれども、しかしやはりこのまちに

住んでいる人たちが主体的に住んでいてよかった

と思えるようにする上での大事な内容だというふ

うに考えますので、この総合計画に当たってトッ

プの市長の見解伺いたいと思いますが、いかがで

しょうか。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

住民の皆さんが安全、〇市長（島 多慶志君）

安心で、しかも生き生きと暮らす、このことが総

合計画の持つ大きな柱と、斉藤議員の御意見、同

感でございます。大学が幸いにして保健福祉の専

門分野、人材を育てる学科が立ち上がったわけで

ございます。これらの先生方にも私どもが持つい

ろいろな計画の助言者として、あるいは総合計画

にも特別委員として入っていただいておりまして、

その機能を十分に生かした総合計画、まちづくり

にしていきたいものだと、こんなふうに思ってい

るところでございます。とりわけ道北地方におけ

るこれからの地域の状況を展望いたしますと、や

はり少子高齢化の進行というものが一つには現実

の問題としてありますが、一方日本の食料基地、

この自給率を高めるということを考えますと、日

本列島の中でどこがその余力を持っているのかと、

こういうことを考えますと、これからの気象状況

の変化もあるかもしれませんが、まさに北海道が

その日本の自給率を担う大きな基地になるわけで

ございます。それだけに住みよい地域をつくると

いうことを大きな柱に立てながら、大学の持つ能

力というものを遺憾なく発揮して、この地域に人

材を出していくと、そのことがこの地域の発展に

つながるものと、こんなふうに思っております。

今回の１０年間の名寄市の総合計画の中にもそう

した趣旨を十分に生かしていきたいと、こんなふ

うに考えております。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

１０年という一つの〇３１番（斉藤 晃議員）

スパンではありますけれども、そういうふうな中

に１０年後を展望した表題にあるような本当に住

んでいてよかったと言えるまち、安心、安全なま

ち、こういうふうなのがぜひ総合計画の中で盛り

込まれるよう求めておきたいと思います。

最後に、精神科医の対応でありますけれども、

先ほどの答弁では先の見通しがないと、非常に厳

しい内容でありましたけれども、やはりこの地域

が道北地域として非常に大きな施設を抱えている。

そういう人たちにも安心を与える上でも精神科医

の獲得、あるいは病棟の継続というのはやはり大

義があると、そういう視点から強く北海道なり、

関係大学に要請をしていくと、こういうふうなこ

とは本当に大事だと思うのです。ただ一般にぜひ

来てくれというのではなくて、一緒にこの地域の

知的障害者のそういうふうな大きな施設生かして

いく、こういうような大義も思い切って打ち出し

ていくと、こういうようなことが大事でないかと

思うのですけれども、その点はどうか。

それから、もう一つは、小児科の問題が話題に

なっておりまして、士別のが全部名寄に集中され

ると。そのときに心配なのは、スペースがあるの

かと。小児科、医師もふえるなどなどでいろんな

スペースの問題も含めた名寄市としての、市立病

院としての対応があろうかと思いますが、それら

についてはどうなったか、どういうふうに考えて

いるのかもあわせてお答えいただきたいと思いま

す。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

精神科〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

の関係でございますけれども、現在も入院患者さ

ん５５名、それから外来も７０人、８０人、９０
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人、多いときは１００人超えるぐらい参ります。

院長自身もこの名寄市立病院から精神科はなくさ

ないという視点でおりますし、頻回に大学にも出

向いております。この後も道なりと連携をとりな

がら、先ほども答弁させていただきましたけれど

も、それぞれつてを頼って探すということで考え

ておりまして、年内をめどに確保をしていきたい

と、そんなふうに思っております。

それから、小児科は、新聞等でも報道されまし

たけれども、現在小児科医当院には４名おります。

士別の病院には３名おりまして、１９年４月から

７名体制になると。士別市立病院にはいなくなる

ということなのですけれども、対応としては、新

聞にも書かれておりましたけれども、２４時間３

６５日ということでございまして、当然医師が２

名当直体制になりますから当直室も必要と。それ

から、現在研修医含めて医師５５名おります。開

院当時は３３名ということで、今現在の人数を想

定していないスペースになっておりまして、です

から医局の増築も必要と。それから、２４時間３

６５日ということになれば、コメディカルの部分

も当直体制になるのではないかということで、こ

の方々の当直室も必要ということになっておりま

す。それで、行政報告でも申し上げましたけれど

も、院長自身は重症患者につきましては各病棟で

それぞれの科目のところで０察をしているという

ことでありまして、一極集中で集中的に重症患者

を治療するという観点からＩＣＵ１０床程度増築

をしたいということで考えておりまして、この今

申し上げましたことが大きな改築の箇所というふ

うに考えておりまして、今後どのような方法が考

えられるのか、設計会社含めて建築の方とも協議

をしてまいりたいと、そんなふうに思っています。

ですから、小児科の２４時間３６５日の救急対応

につきましては、０察室もない、当直室もないと

いうような状況で１９年４月には無理な状況があ

りますけれども、３月までにはいつからやるかと

か、どんな方法でやるとか検討してみたいと、そ

んなふうに思っています。

以上で斉藤晃議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

児童公園の善良管理について外１件を、山口祐

司議員。

議長より御指名をいた〇６番（山口祐司議員）

だきましたので、通告に従いまして質問をさせて

いただきます。

１点目に、児童公園の善良管理につきまして質

問をさせていただきます。現在名寄市内には数多

くの児童公園が設置されておりますが、すべてと

は申しませんが、かなり荒れた状態になっている

公園も見受けられます。名寄地区、風連地区にお

いて何カ所の児童公園が設置されているのか、ま

た維持管理はどのような形で行われているのかを

お聞かせください。

近年少子化に伴い、公園で遊０子供たちの姿が

めっきり少なくなったように思いますが、公園は

子供たちだけのものではなく、地域住民全体の憩

いの場でなければならないと私は考えております。

そこで、市として使用地及び物件の風致の保持に

どう対処しているのかをお伺いいたします。

次に、遊具の保守点検についてですが、一定期

間での保守点検は当然行われていることとは思い

ますが、どのように実施されているのかをお聞か

せください。

また、公園の維持管理について周辺住民及び利

用者の声を把握するなどの職員による巡回を行っ

ているのかもお聞かせいただきたいと思います。

２点目に、農村の生活習慣病について質問をさ

せていただきます。本年度より厚生労働省が３カ

年で農村の生活習慣病調査を全国規模で実施、分

析するとしていますが、今年度名寄市はその対象

になっているのかお尋ねをいたします。その対象

外であっても今までの生活習慣病の実態について

名寄地区、風連地区のデータがあればお示しをい

ただきたいと思います。

また、そのデータに基づき、医療費の抑制も踏
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まえた中での生活習慣病の予防活動に対する考え

方もお示し願いたいと思います。

次に、農村地区でも食材の偏りが見られるとの

厚生労働省の見解があるようでございますが、実

際夏場の農繁期と冬場の農閑期とでは活動量が違

い、食生活の問題や体重の変動など、健康の度合

いも違ってくるのではないかと考えますが、その

ような課題に対し健康づくり対策をどのように考

え、対応していくのかお聞かせをいただきたいと

思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま大きく〇建設水道部長（松尾 薫君）

２点の御質問をいただきました。１点目は私から、

２点目は福祉事務所長からそれぞれ御答弁を申し

上げますので、よろしくお願いいたします。

１点目の児童公園の善良管理についてでござい

ますが、初めに児童公園の現状と管理の状況につ

いてお答えを申し上げます。名寄市の児童公園を

含む都市計画公園につきましては、名寄地区で２

５カ所、風連地区で５カ所が設置されております

が、いずれも造成から長い年月を経過しているこ

とから、構築物や遊具につきましても損傷が目立

ち始め、一部の公園では景観上も好ましくない状

況になっております。これらの公園の維持管理に

つきましては、清掃や草刈りなどの業務委託を行

っているほか、児童公園につきましては市から町

内会に若干の補修資材を提供させていただきなが

ら、管理をお願いしているところでございます。

次に、２点目の使用地及び物件の風致の保持に

ついてお答えを申し上げます。児童公園は、名寄

地区に２５カ所、風連地区には５カ所それぞれあ

ります。児童公園は、少し前まではブランコ、滑

り台、砂場が公園の三種の神器と言われまして、

必ず整備の中に組み入れなければならないもので

ございました。そのうち高齢化が進みましてゲー

トボールが盛んになりますと、老朽化した遊具が

外されまして、その後パークゴルフが人気となり

まして、そのゲートボール場としての利用も少な

くなり、非常に風致上もよくない状態の児童公園

が多くなってきております。新総合計画の中では、

再整備が必要な公園について再点検と住民の皆さ

んの意見を組み入れるような計画づくりをしてい

きたいと考えているところでございます。

３点目の遊具の保守点検と補修についてお答え

を申し上げます。遊具の保守点検につきましては、

例年春の融雪後に点検マニュアルに基づきながら

一斉に実施をしておりますが、経年によります劣

化による損傷が多く見られる状況にあります。こ

れらの軽易なものにつきましては、随時補修を行

っておりますけれども、補修不可能なものにつき

ましては使用の禁止をさせていただく等の措置も

施すとともに、予算状況を見ながら撤去をしてい

く方向で考えているものでございます。

４点目の利用者の声を把握するための職員によ

る巡回についてのお尋ねでございますが、公園の

維持管理に当たりましては、利用者の声を反映し

ていくことも大切なことと考えておりまして、維

持管理業務を委託をしております業者や管理をお

願いしている町内会を通じて把握を行っていると

ころでございますが、さらに今後は保守点検等を

含めて年に数回程度利用状況の確認を行ってまい

りたいと考えております。

以上、御答弁とさせていただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目の２〇福祉事務所長（中西 薫君）

番目、農村の生活習慣病についてお答えを申し上

げます。

３点にわたりまして御質問をいただきましたが、

まず第１点目の全国規模で実施されている農村の

生活習慣病調査についてお答えを申し上げます。

高齢化や食生活の欧米化により、都市部と同様農

村部においても生活習慣病の増加が懸念されてき

ております。このことを踏まえ、厚生労働省は本

年度から３カ年計画で農村部を対象とした生活習

慣病の実態調査を全国規模で行っております。今
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回の調査においては、北海道は対象地域として該

当になっていないため、名寄市での実態調査は行

われておりません。

名寄市の生活習慣病の実態は、平成１６年度の

死亡統計を見ますと、がん、心臓病、脳血管疾患、

糖尿病など生活習慣病の占める割合は名寄地区５

８％、風連地区５ ７％と全国、全道同様全体 

の約６割を占めております。また、生活習慣病の

１次予防及び早期発見、早期治療を目的といたし

まして実施しております基本健康０査の結果、平

成１７年度においては名寄地区のデータでは総コ

レステロール値異常４７％、血圧値異常２３％、

肥肥２ ８％、血糖値異常１ ２％、風連地区の 

データでは総コレステロール値異常４ １％、血

圧値異常４ ５％、肥肥２ ２％、血糖値異常１ 

１％と高１血症、高血圧、糖尿病を中心とした

生活習慣病及びその予備軍が多く発見されており

ます。体に自覚症状のない段階からの適切な生活

習慣が生活習慣病予防の観点から大変重要であり、

今年度から健０結果を経年的に管理し、受０者が

日ごろからの生活習慣をデータとして振り返りが

できるよう、健康管理システムの導入を図ってお

ります。さらに、新たな取り組みとして国保レセ

プトをもとに医療費分析を行い、名寄市における

健康課題を明確にするとともに予防可能な生活習

慣病対策を重点的に推進し、医療費抑制に向けた

効果的な対策を図ってまいります。

次に、国の調査を踏まえ、市内の予防活動のめ

ースにする考えについてお尋ねがございました。

生活習慣病の予防対策は、健康を維持し、高齢に

なっても介護状態に陥らないように、自分のこと

は自分でできるなど生活の質を維持していく上で

重要な課題となってきます。また、平成１７年１

２月、医療制度改革大綱が示され、医療費抑制に

向けた生活習慣病予防対策が柱として掲げられ、

さらに予防重視の健康づくりが求められてきてお

ります。現在名寄市における生活習慣病予防対策

としましては、生活習慣病予備軍を中心とした１

次予防を重点に事業の展開を進めてきております。

具体的には３５歳以上を対象に基本健康０査を実

施し、その健０結果をもとに結果説明会、健０事

後健康教室などを開催してきております。その中

では、健０結果データをもとにその数値が何をあ

らわしているかを客観的にとらえ、自覚症状がな

くても検査値から体の中でどのようなことが起こ

っているのかを単に生活習慣病の一般的な知識で

はなく、血管の変化を通して自分の体の状態を知

ることの大切さをポイントに、自分に合った生活

の改善点を見つけ、工夫した生活ができるよう支

援対策に力を入れて取り組んできております。

さらに、日本内科学会の調査結果から、働き盛

りの年代層の男性２人に１人が内臓１肪症候群、

いわゆるメタボリックシンドロームであることが

明らかになり、生活習慣病予備軍に対する動機づ

けの支援の重要性が提唱されました。そのことを

踏まえ、名寄、風連地区の中では健康相談、健康

教室を開催し、早期から生活改善指導に取り組ん

でおります。今後も健康の保持増進、さらには増

大する医療費を抑制する意味からも提唱されてお

ります内臓１肪症候群の予防と改善を基本に、生

活習慣病予防活動を推進してまいります。

３点目でございますが、食材の偏りについて市

の保健推進の立場からどのようにとらえているの

かということでございますが、生活習慣病は国民

病とも言われ、生活様式の変化に伴い運動不足や

食生活の偏り、喫煙、ストレスなど長年の生活習

慣が影響を及ぼし、発症すると言われております。

健康０査後の結果説明会においてアンケートによ

る生活習慣実態調査を８月に実施してきておりま

す。風連地区における生活習慣の実態として、農

業の方４８名、農業以外の方５０名を職業別に特

徴的な部分を比較いたしましたところ、１日の活

動量において農業の方は１日の大半を軽作業も含

め仕事をしており、室内程度の動きと答えた方に

つきましてはわずか４％でございました。これに

対し農業以外の方は、室内程度の動きと答えた人
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が２９％と全体の３割を占め、農繁期の調査とい

うこともあり、１日の活動量に大きな差が見られ

ました。このほか間食のとり方として、農業の方

は農作業の間に甘い菓子パンなどを毎日食べると

答えた方は３６％、週３日程度食べると答えた方

は４８％と全体の８割以上の方が農作業の合間に

手軽にとれ、保存のきく甘いものをとる習慣がう

かがえたところでございます。さらに、ジュース

類など甘い飲み物のとり方についても同じような

傾向が見られました。また、保健活動の中では、

農業の方の生活背景として冬場においては活動量

が減っても甘いものの間食や食事量が変わりづら

い、夏、冬の体重が５から７キロ増減するなど多

くの声が聞かれております。このような実態から、

風連地区においては農閑期を中心に地区の健康づ

くりリーダーである食生活改善推進員や保健推進

員の協力を得て、活動量に見合った食事の量や間

食のとり方など、食生活改善に向けた教室を開催

してきているところでございます。

また、農村地域に共通する課題を踏まえ、農村

地域における食生活の実態を把握することを目的

とし、現在名寄保健所管内の栄養士と名寄大学の

共同で研究が進められているところでもございま

す。運動習慣や食生活の偏り等は、長い年月の中

で身につき、また生活習慣病は初期の段階では特

徴だった自覚症状もなく、生活改善に向けた動機

づけが難しいのが現状でございます。これらを踏

まえ、平成１９年度より農業の方の加入率の高い

国保加入者を中心に国保ヘルスアップ事業を展開

し、特に冬季間課題とされている運動不足を解消

し、食生活改善に向けて効果的な事業を計画して

おります。今後も地域資源を活用しながら、住民

の方々と力を合わせ、自分の健康は自分で守るこ

とを目標に、支援できる環境づくりも含め市民の

健康づくりを推進してまいりたいと考えておりま

す。

以上、答弁とさせていただきます。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ御答弁をいた〇６番（山口祐司議員）

だいたわけでございますけれども、最初に児童公

園のことについて再質問をさせていただきたいと

思います。

御答弁の中に遊具の補修不可能なものにつきま

しては、予算状況を見ながら撤去していく考えと

いうふうに御答弁されていたわけでございますけ

れども、その撤去された後の対応というのはどの

ようにされるおつもりなのか。それから、非常に

公園が荒れてきているということで、鉄でできた

遊具も多いと思うわけでございますけれども、撤

去された後その公園をそのまま維持されていくの

か、それとも減らしていくのか、その辺のところ

をお聞かせいただきたいと思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

公園の設置後の〇建設水道部長（松尾 薫君）

状況でございますけれども、公園の利用が比較的

進んでいる公園と状況変化によりまして利用の少

ない状況の公園がございます。そして、遊具等の

経年の劣化によりまして危険な状況につきまして

は撤去させていただくと、あるいは使用の禁止を

させていただくということなのですけれども、撤

去後にその公園をどういうふうに維持するかとい

うのは、町内会を含めまして地域の皆さんと御相

談をさせていただきたいと思います。なくすとい

うことは、都市計画上の手続がございまして、基

本的には非常に難しいというふうに思っておりま

す。したがいまして、公園は維持し続けなければ

いけないということでありますので、どのような

形態で維持するのかということの課題になってく

るというふうに思っておりますので、いろいろと

御相談をさせていただきたいというふうに思って

おります。

以上でございます。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

都市計画上なくすとい〇６番（山口祐司議員）

うことはないということでございまして、一安心

というような部分もあるわけでございますけれど
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も、最近遊具から落下してけがをした子供がいる

ということをお聞きしているわけですけれども、

子供ですから、けがは当然遊んでいてあることと

は思うわけですけれども、そのように不幸にして

事故に遭ったという場合にどのようにして対応さ

れているのかもお聞きしたいと思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

名寄地区の公園〇建設水道部長（松尾 薫君）

でございますけれども、本年の６月にお話のよう

な遊具による転落事故がございました。１カ月ほ

ど通院をしていただくというような状況でござい

ました。まだ名寄市とそのけがをされた御両親も

含めて整理がされておりませんので、終わりまし

た段階では議会にも御報告をするということにな

りますけれども、市の方で一定の必要額について

はお支払いをするということ、治療費等をお支払

いをするということになると思います。

また、その遊具のその後の取り扱いですけれど

も、やはり一斉に春に、マニュアルがあるのです

が、マニュアルに沿って点検をしておりますけれ

ども、点検ができ切れない部分がどうしてもある

ということでございました。つまり鉄が、例えば

ブランコであれば鉄が長年すり合うことによって

摩耗するというような状況による今回は事故でご

ざいましたけれども、そのような場合につきまし

ても完全に一つ一つ見ることができなかったこと

による結果的には事故ということになったわけで

ございます。市の方は、今後はしっかりした管理

体制をとっていきたいと思っておりますし、事故

を起こしたその遊具につきましてはすぐ取り外し

て、一部補修が可能な部分につきましては補修を

したと、そういう状況でございます。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

保守点検と申しますが、〇６番（山口祐司議員）

どうしても大人の目線といいますか、今回埼玉県

のふじみ野市でしたか、プールの排水の事故も痛

ましい事故があったわけでございますけれども、

やはり大人の目線で見ているとそのことが見えて

こない。やはり本当に２歳、３歳ぐらいの目線と

また違うのです。大きさも違いますし、大人にす

ると思いがけない事故が起きてしまうということ

でございますので、本当にそういう部分ではなお

一層の注意というか、そういう部分が必要かなと

いうふうに思います。

それから、先ほど遊具を外した後、そのあたり

は殺風景になって、景観的にも多分寂しい部分に

なるのではないかなというふうに思うわけなので

すけれども、そこに新しい遊具をつけると確かに

予算もかかりますし、大変だとは思うわけなので

すけれども、そういう部分に樹木を植えるとか、

そういうことというのは、樹木植えるにしてもお

金はかかりますけれども、やはり先ほども言いま

したように子供だけの公園ではありませんので、

大人も子供もそこへ行って憩えるといいますか、

和める環境づくりというものがこれから必要にな

ってくるのではないかなというふうに思います。

何カ所か公園を名寄も見ましたし、風連も見せて

いただいたわけなのですけれども、やはり木陰が

ない。ことしのように暑い年ですと、子供、孫が

遊んでいても大人はもうそこについていられない

と、暑くて。子供は遊０ことに一生懸命ですから、

いいですけれども。ただ、そういうときに目を離

さないで見るために木陰が少しでもあれば、めン

チがあれば、やっぱりそういうところで目を離さ

ないで見ていられるのではないかと。それから、

大人同士でも木陰があればそこでお話をする時間

もとれるでしょうし、穏やかな時間を過ごせるの

ではないかなというふうに思います。そういう部

分で、もし樹木などを植えられて、そういうもの

が可能であればやっていただきたいなというふう

に思うわけですけれども、その辺いかがでしょう

か。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

名寄地区でござ〇建設水道部長（松尾 薫君）

いますけれども、山口議員御指摘と全く同じ事例

がございまして、公園の利用が今まで進んでいな
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かった公園だったのですけれども、地域の皆さん

の御意見等をいただきながら木を植えまして、そ

してめンチを更新をいたしまして、そのような形

での憩いの場としての再生をするというような事

例が１件ございました。これからの利用形態の中

では、御指摘のような利用の進め方が数多くある

というふうに思っております。現在までも公園の

愛護の取り組みもいただいているのです、たくさ

ん。それは、地域の皆さん、町内会の皆さんにい

ただいております。ほんのわずかなのですけれど

も、名寄地区、風連地区合わせまして本年度の予

算で８２２２ほど計上させていただいております。

そういう関係もございますので、地域の皆さんと

十分御相談をさせていただきながら、御提言を受

けとめさせていただきたいと、こんなふうに思っ

ております。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

大変前向きな御答弁を〇６番（山口祐司議員）

いただきました。ありがとうございます。合併協

議の場におきましても、とりわけ新市の建設計画

の中で子育て支援推進項目でも子供たちの安全な

遊び場の確保及び子育て環境の整備についてもう

たっております。なお一層のこの３０カ所の児童

公園を有効に活用して、これらの精神といいます

か、そういうものをさらに生かしていくべきでは

ないかなというふうに思います。公園のことにつ

きましては、この辺にさせていただきたいと思い

ます。

続きまして、生活習慣病のことについて何点か

お聞きをしたいと思います。大変詳しく御答弁を

いただきまして、再質問の部分がちょっとないぐ

らいに答弁をいただきました。本当に勉強させて

いただきました。ありがとうございます。今回こ

のように答弁いただいたのですけれども、基本健

康０査の受０率について教えていただければと思

いますので、よろしくお願いします。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

基本健康０査の〇福祉事務所長（中西 薫君）

受０状況でございますけれども、御承知のとおり

平成１７年度までにつきましては、名寄地区につ

きましては４０歳以上、風連地区につきましては

３５歳以上の方々について御利用をいただいてお

りまして、平成１８年度合併に伴いまして３５歳

という年齢を統一した中で行っております。

受０状況でございますけれども、風連地区にお

きましてはおよそ対象者につきましては ８００

名ほど、平成１６年度の受０者につきましては８

９８人で、５ ９％の方が受０をいただいたとこ

ろでございます。なお、さらに平成１７年度につ

きましては８６１人、４ ７％の受０でございま

した。名寄地域におきましては、 １６５人ほど

の対象数でございまして、平成１６年度の受０数

につきましては ２０４名で２ ９％、さらに１ 

７年度におきましては ２２２名の受０者で２ 

４％と、こういう受０状況でございました。この

数２の中で、実は個人の方々が人間ドックを別に

受０をされている方がいらっしゃいまして、その

方々につきましては国保に加入なさっている方の

みが情報として得られるわけでございますけれど

も、１６年度風連地区につきましては８４件の方、

さらに１７年度につきましては７９件の方がそれ

ぞれ個人で人間・脳ドック等を受０されていると、

こういうふうに押さえております。

以上、答弁とさせていただきます。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

受０率についてお聞き〇６番（山口祐司議員）

したわけですけれども、かなり前の新聞になるわ

けなのですけれども、人口３２人から２０２人の

市ですけれども、その中で基本受０率が５０％を

超える市町村というのは、医療費にしましても入

院の日数にしましても統計的にかなりその差が５

０％を境に出てくるというような記事を１度読ん

だことがあるわけなのですけれども、やはり名寄

市におきましてもこの基本健０の受０率十分に上

げていただいて、医療費の抑制という部分も考え

られるのではないかなというふうに思っておりま
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す。

それから、いろいろと答弁の中で御苦労されて

いる部分が本当にちらちらと見えてくるわけなの

ですけれども、限られたスタッフ体制の中でやは

り一生懸命に取り組んでおられると思います。今

回は、名寄商工会議所との連携という部分もあり

ましたし、名寄大学、それから名寄保健所管内の

栄養士さんとも共同研究をされているということ

を聞きます。生活習慣病といいますのは、個人個

人の問題ではありますけれども、やはりこのよう

にいろいろな関係団体と手を組むことによって、

生活習慣病が少しでも抑えられるのではないかな

というふうに思っております。なお一層の協力体

制を進めていただければなというふうに思うわけ

ですけれども、その辺のところを今後どのように

対応されるかお聞きしたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

風連地域におか〇福祉事務所長（中西 薫君）

れましては、従前からこの健康０査につきまして

受０率を上げる大きな努力をなさっていたという

ふうに認識をしておりまして、名寄市につきまし

ても受０率につきましては全体的に対象年齢がこ

ういう状況でございまして、先ほど申し上げまし

たとおり３０％を切っている状況がございます。

今後も保健福祉活動の中で、予防につきましては

重要な使命と考えておりまして、お話にもありま

したとおり各種職域団体等にも働きかけて、大学

等も協力をいただきながら、予防活動に努めてま

いりたいというふうに思っております。お話があ

りましたとおり、この予防を行うことが医療費を

抑制するものというふうに私どもも認識しており

ますので、またいろんな面で御協力いただければ

というふうに思っております。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

今回名寄市と風連町が〇６番（山口祐司議員）

３月に合併したわけですけれども、その合併前に

市町村合併に関するアンケート調査というのがと

られているわけでございますけれども、風連町、

名寄市が合併をするとしたら、どのようなまちに

なればよいですかというアンケートでありました。

その中において、結果としまして人に優しい保健、

医療、福祉の充実した健康福祉のまちということ

で、これが５２％という高いパーセントを示して

いるわけですけれども、これはほかを大きく引き

離すほどの結果なのですけれども、最後に全体的

にこういう結果で、今後名寄市としてこのアンケ

ートに対しましてでもそうですし、市長の全体を

通しての福祉のまちという部分で所見をいただけ

ればと思いますけれども、これを最後にしたいと

思いますけれども。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

先ほどの佐藤議員も発〇市長（島 多慶志君）

言にありましたように、東洋経済新報社が毎年同

じようなデータを公表しているのですが、住みよ

さランキングというのがございます。その中で、

名寄の特徴として高いポイントを稼いでいるのは

何かといいますと、福祉医療の充実が大きなポイ

ントを稼いでおります。これは、歴史的にも医療

機関が集中しているということがあって、このこ

とがまた場合によっては健０率を、名寄市民はい

つでも病院にかかれるというような気持ちも含め

て健０のときに都合がつかないだとかということ

で低下が続いているのかなと、こんなふうにも思

っております。しかし、医師会等の協力をいただ

いて、健康教室ということを市立病院も含めて継

続的にやっていただいておりまして、それらの会

場には市民の皆さんが大変多く参加をしていると

いうことでありますから、気持ちの上での健０と

いうのも相当意識は高まってきているなと、こん

なふうに思っております。

地方自治体の果たす役割というのは、住民の福

祉の向上と、こういうことでありまして、現在で

は健康年齢と申しましょうか、このことをいかに

高めるかと、このことが大きなテーマとなってお

ります。そうした意味では先ほど来の一部の総合

病院としての機能が十分に果たせれないというよ
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うな今は状況下にありますけれども、私も名寄保

健所管内の保健医療福祉協議会の会長職もさせて

いただいておりまして、これらのことにつきまし

てはただ単に名寄市だけということでなく、この

圏域挙げてネットワークを充実させていくことで

この地域が住みよい地域になると、こういうこと

を目指してこれからも頑張っていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

以上で山口祐司議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

障害者福祉について外１件を、熊谷吉正議員。

休憩をいただけるか〇２０番（熊谷吉正議員）

と思いましたら引き続きということで、通告順に

従って順次質問を申し上げたいと思います。

ここにおられる各議員も恐らく日ごろから市民

の声を拾うために市民相談活動なんかをやってお

られると思いますが、私もいろいろ工夫を凝らし

ながら取り組んでいる一人でもございます。特に

この間国の諸制度の改悪が続きまして、想定はし

ていたものの大変厳しい批判や生活上悲痛なまで

の訴えが多く聞こえてきます。特徴的な例を挙げ

れば、先ほどのやりとりではございませんけれど

も、税制改正に伴う所得税や住民税、国保税が上

がったとか、あるいは介護保険の利用料が上がっ

たとか、税改正に伴い収入はふえていないけれど

も、所得が上がったように見えるために、わずか

３２２超えたために従前もらえていた児童扶養手

当が４０２２ぐらいもらえなくなったとか、大変

厳しい声が聞こえております。この中でも特にき

ょう私これから取り上げます拙速過ぎて評判の大

変悪い障害者自立支援法の施行に伴う障害者や家

族、当事者への影響はより深刻さが増すものとい

うふうに聞いております。なぜこれまでに数年の

中で格差拡大や痛みだけが残ってきたのか。それ

は、もう聞かずとも十分皆さんもおわかりかと思

います。退陣間際の方が置き土産として格差拡大

と痛み、そして外遊三昧でそれぞれ退陣をされる

わけなのですけれども、それを支えてきた皆さん

も大変大きな責任もあるのではないかと思います。

しかし、地方交付税削減に苦しむ自治体も私たち

地方議員も現実的に当面この現実を直視をしなが

ら、市民とともに改善に取り組んでいかなければ

ならない立場にありますので、以下具体的に質問

を申し上げたいと思います。

障害者福祉についてでありますが、名寄市障害

者福祉計画改訂版、平成で言いますと１７年から

１９年の計画がございまして、これが今新しく策

定をしなければならぬ状況にありますが、この改

訂版の進捗について、特に未実施の課題について

答弁を求めたいと思います。

障害者自立支援法の影響と今後の課題について

でありますが、障害者自立支援法施行に伴う名寄

市の障害者、家族、事業者等への影響とその対応、

対策について答弁を求めたいと思います。

名寄市障害福祉計画、現在策定中のもので、仮

称ということで呼んでおられるようでありますが、

この取り組みについて、策定に向けた現状と今後

の取り組み及び障害者、家族、事業者等の意見反

映をどのように取り込んでいかれようとしている

のかお答えをいただきたいと思います。

二つ目に、今後のまちづくりについてでありま

すが、財政力の弱い市町村同士が幾ら合併しても、

段階的には行政改革などの効率的な効果は上がっ

てはいくのでしょうが、財政力は上がる状況には

ないことは皆さんも十分御案内のとおりだと思い

ます。また、合併特例債、交付金等については一

時的なカンフル剤であるということも言うまでも

ないと思います。私たち議員も、すべてがそうで

はないでしょうけれども、地域の代表、団体の代

表という利害を超えた政策や公益性を優先する役

割に純化する時代に入っているのではないかと考

えます。もはやすべての問題を行政がすべて抱え

込むことはできないというふうにはよく言われて

おりますが、それだけにまた合併とともによりき

め細かな単位でみずからのことはみずから決め、

実行していくという住民自治の本旨に近づけてい
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くことも必要だというふうに考えております。以

下４点ほど質問を申し上げます。

一つは、コミュニティーと自治の結合について

でありますが、合併により広域化すればするほど

逆に狭域、狭くという地域です、狭域、例えば今

理事者が言われているのは小学校単位というよう

なことも想定をされているようでありますが、コ

ミュニティーの確立と自治の決定単位の保障が必

要になってくるというふうに考えておりますが、

この提言についてどう考えているかお知らせをい

ただきたいと思います。

自治区の機能と位置づけについてでありますが、

自治体の中に自治区という決定単位を設けるとい

うことは、本来私ども議会との関係が問題になっ

てきますけれども、議会の附属機関としての性格

を持ちながら、行政と対等な関係と監視機能を持

つ必要もあるのではないかと思います。最終的に

は本来議会が決定をしていくことになると思いま

すが、基本的な考え方についてお知らせをいただ

きたいと思います。

地域内分権の具体化に向けてでありますが、既

に合併後の新組織に地域振興課地域自治係を組織

しているわけでありますが、住民に地域自治権を

ゆだねていくための試みについて具体的な検討も

あろうかと思いますので、答弁を求めたいと思い

ます。

最後になりますが、心の合併の醸成についてで

ありますが、具体的な取り組みについて、日ごろ

から幹部の皆さんは心の合併についてまくら言葉

のように使っておりますけれども、基本的な考え

方についてお聞かせをいただきたいというふうに

考えます。

以上でこの場における質問を終わりたいと思い

ます。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

大きく２点にわ〇福祉事務所長（中西 薫君）

たりまして御質問をいただきました。１点目の障

害者福祉につきましては私から、２点目の今後の

まちづくりにつきましては総務部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いいたします。

最初に、名寄市障害者福祉計画改訂版について

お答えをさせていただきます。名寄市におきます

障害福祉の推進につきましては、平成１０年１０

月に策定をいたしました名寄市障害者福祉計画に

基づき実施してまいりましたが、一つには精神保

健福祉業務の一部が北海道から市町村に移管され

た、二つには身体障害者福祉サービス、知的障害

者福祉サービスが措置から支援費制度に移行した

などの福祉情勢の変化に伴い平成１６年度に見直

しを行い、改訂版としたものでございます。見直

しのポイントといたしましては、一つには前年度

までの実カを踏まえて１９年度までの事業計画目

標指数を定めた、二つには計画に基づく各種事業

の実施状況が把握できないとの意見から事業計画

の進捗一覧表を作成した、三つには計画書の中で

見直しを必要とした項目を修正したなどでござい

ます。

事業計画の進捗状況について申し上げますと、

第１の啓発広報から第７のスポーツ、レクリエー

ション、文化までの項に登載しております事業数

は９８で、そのうち平成１８年４月現在で実施し

ている事業数は９２となっており、進捗率は９

９％となっております。全体的には継続事業が多

くを占めておりますが、障害者自立支援法の施行

により、障害に対して市民の理解を深める市民啓

発や身体障害者、知的障害者、精神障害者に対す

る福祉サービスはますます充実を図らなければな

らないと考えております。

一方、計画に登載しながら実施できていない主

な事業としては、一つに就労の支援、就労の場の

確保でございます。多くの障害者が働く場を求め

ている中で、障害に応じた職場を確保することが

自立への道につながるものと考え、名寄公共職業

安定所と近隣市町村、施設関係者等と連絡会議を

持ち、就労の場の開発に努めておりますが、依然

として厳しい雇用状況でございます。二つ目には、
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福祉のまちづくり要綱、仮称でございますけれど

も、この制定がございます。障害のある人が地域

で自立した生活を送り、社会参加をしていくため

には、建築物、道路、公園等の整備と移動交通手

段の確保が大変重要であると認識をしております。

障害者のみならず名寄市民全体に対しての住みよ

いまちづくりを考えますと早急に取り組むべきで

ございますが、国、道の公共施設、民間企業、交

通機関等対象範囲が広く、このことからも課題も

多く、制定にまで至っていないのが現状でござい

ます。平成１９年度は、名寄市の障害福祉施策の

基本であります現計画改訂版を第２期として作成

する年度でありますので、新市としてどのような

福祉のまちづくりが望ましいのか協議をしてまい

ります。

次に、障害者自立支援法の影響と今後の課題に

ついてお答えをさせていただきます。障害者自立

支援法は、障害の種別にかかわらず福祉サービス

を利用する仕組みを一元化するため、本年４月１

日から段階的に施行となり、１０月１日から本格

実施となります。新法では制度の安定化を図る方

策として、サービスの費用をみんなで支え合うと

いう観点で利用料の１割負担を導入し、国、自治

体、利用者の費用負担を明確にいたしました。従

来の支援費制度での利用者負担は、国が定めた費

用徴収基準表により利用者の年金等の収入に応じ

て支援費用の一部を負担するという応能負担方式

でありましたが、自立支援法ではサービスの利用

量と所得に応じて１割を負担する方式となりまし

た。具体的な例で申し上げますと、市民税非課税

者がホームヘルプサービスを月１０時間利用して、

事業費４２２とした場合、支援費制度では負担額

はゼロでかかりませんでしたけれども、自立支援

法では負担額 ０００２、１割負担となったとこ

ろでございます。また、施設利用者では支援費用

の一部を負担しておりましたけれども、自立支援

法では食費と光熱費も負担することになりますの

で、国の減で措置はあるものの平均すると ００

０２前後の増額となります。自立支援法の施行に

よる影響につきましては、ただいま申し上げまし

たとおり生活保護にに以外は新たな利用料の負担

と増額が発生することになります。障害者施設は、

すべて自立支援法による新サービス体系に移行し

なければなりませんが、介護給付サービス事業の

選択や職員体制の見直し等が必要になるため、法

的には５年間の猶予期間がございます。その間は、

施設運営に影響は少ないものと判断をしておりま

す。

続きまして、その対策について申し上げます。

ただいまも述べましたように在宅サービス、施設

サービスの利用者は１割の利用料を負担すること

となりましたけれども、国では利用者の多くが障

害年金収入のみか、あるいは低額な稼働収入であ

るとの考えから、このような低収入ににに対して

は負担増とならないよう軽減策を講じております。

軽減策の一つには、定率負担の上限設定があり、

一つには生活保護にににつきましてはゼロ、それ

から市民税非課税ににで本人収入８０２２以下の

低所得者１の区分につきましては上限額１２ ０

００２、市民税非課税ににの低所得２のものにつ

きましては２２ ６００２、一般につきましては

３２ ２００２の上限設定をしております。軽減

策の二つ目には、食費、光熱費の実費負担に対し

て低所得者には軽減する方法も講じられておりま

す。ほかにも期間が限定されてはおりますが、社

会福祉法人が負担の軽減を実施した場合は公費に

よる補助制度もあり、低所得者にににはさまざま

な軽減策が講じられております。さらに、国では

３年後において制度の見直しを実施するとしてい

ることから、利用料についても再度検討するもの

と考えているところであります。

次に、仮称ではございますけれども、名寄市障

害福祉計画についてお答えをさせていただきます。

障害者自立支援法の実施に当たりましては、本法

に基づいた障害福祉計画を市町村が新たに定める

こととしており、計画に盛り込む事項として国が
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示しているのは、一つには各年度における障害福

祉サービス、または相談支援種類ごとの必要量の

見込み、二つといたしましてサービスの種類ごと

の必要な見込み量の確保のための方策、三つ目で

地域生活支援事業の実施に関する事項、四つ目で

すが、その他障害福祉サービス、相談支援及び市

町村の地域生活支援事業の提供に関し必要な事項

となっております。また、本計画は、ただいま述

べました内容を３年ごとに見直しすることとし、

第１期計画は本年度中に策定を終了しなければな

りません。名寄市においては、本年７月２４日に

名寄市保健医療福祉推進協議会を開催し、本計画

の策定について協議をしたところ、障害者部会を

設置して審議すべきとの決定がございました。本

計画は、３障害に関することから、部会委員につ

きましては身体障害者、知的障害者、精神障害者

及び福祉団体からの代表による７名構成として、

去る８月２９日に第１回目の会議を開催している

ところでございます。今後は、部会の中で原案を

作成してまいりますが、最終的には明年３月に開

催する名寄市保健医療福祉推進協議会での審議で

計画が決定となります。

続きまして、障害者等の意見反映について申し

上げます。本計画は、現計画改訂版の項目に沿っ

て福祉サービスをどう具体的に進めるかを記載す

るもので、現計画改訂版の実施計画としての位置

づけとなり、今後は二つの計画に基づいて障害福

祉施策を推進することとなります。本計画の策定

に当たり、障害者や関係者等からの意見を広く取

り入れ、計画に反映させることが基本であると考

えるところでございますけれども、今回の策定に

つきましては構成する部会委員からの意見を最大

限取り入れる形で原案を作成してまいりたいと考

えております。

なお、平成１９年度におきましては、名寄市の

障害福祉施策の基本でございます現計画改訂版を

第２期として策定する年度となりますので、この

中で障害を持つ方々や関係団体等の御意見をいた

だきながら、状況を把握し、計画の基本にしたい

と考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

それでは、私の方か〇総務部長（石王和行君）

ら大きな項目の２点目、今後のまちづくりについ

て１点目のコミュニティーと自治の結合について

お答えをさせていただきます。

市町村合併による行政区域の拡大、広域化は、

少子高齢化が進む中住民の声が行政に届きづらく

なるのではないかといったことが懸念されます。

名寄市は、このような懸念への対応と自立したま

ちづくりを進めるために、旧名寄市区域において

小学校区単位を基本とした地域自治区を設置する

ことといたしております。地域自治区は、地域の

住民の意向を十分に把握、集約し、市政に反映さ

せる機能のほかに、市民が地域の活動を通してま

ちづくりに参加していることを実感できる仕組み

を持つ機能であります。つまり地域みずから自主

性を発揮していただき、地域の課題を認識したり、

掘り起こすなどの作業をしてもらい、住んでよか

ったと思えるまちを目指して、一つには地域で解

決できるもの、二つ目に地域と行政が協力、連携

していくもの、三つに行政で行うなどを決定し、

実行していただくことが地域自治区の大きな役割

と考えております。それには公共性がありまして、

地域のコミュニティーをはぐくむための事業につ

いては、そのルールや財源の裏づけなどを決めて

行わなければなりません。今後は、構想を具体的

にする中でそのような制度についても十分検討し

てまいりたいと考えております。

二つ目の自治区の機能と位置づけについてであ

ります。旧名寄市区域の地域自治組織は、住民自

治の強化や市民と行政との協働の推進などを目的

とする組織と考えております。具体的には旧名寄

市区域の小学校区を基本に地域自治区として分け

て、地域自治区内に住む市民で構成される附属機

関である地域協議会の意見を聞きながら、地域内
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のまちづくりを進めるものであります。地域協議

会は、議会の議決のように地方自治体の意思を拘

束する決定権を有するものではございません。つ

まり地域で自主的に決定したことを自主的に実施

したり、意見を述べたりするものであり、議会の

議決とは性質が異なるものと考えております。し

たがいまして、議会が有する地方自治体の意思を

決定していく議事機関としての性質を超えるもの

ではありませんので、議会との関係が問題になる

ことは考えておりませんので、御理解をお願いい

たします。市としては、地域からの意見に対し活

動の自主性を尊重しつつ適切処置し、協力、支援

する立場で地域のまちづくりにかかわり、住民が

主役の参画と協働のまちづくりを目指したいと考

えております。

なお、議会においては、市としての処置や地域

の自主的活動を支援する施策について審議、議決

していただくことにより、議会自身が適正な地域

活動の実現に積極的にかかわるものと考えており

ます。

三つ目の地域内分権の具体化に向けてでござい

ます。新名寄市は、住民自治を進めるために新し

いまちづくりのための自治体運営の基本となる自

治基本条例の策定や住民自治の主体の一つとなる

地域自治組織を導入するため、新組織として地域

振興課地域自治係を設けたところであります。新

市のまちづくりの一つである市民が主役のまちづ

くりを進めるに当たり、住民自治の担い手である

町内会の活動に対し、その活動の保障や活性化を

促す支援を継続するとともに、単位町内会を超え

た区域において市民がまちづくりに主体的に参加

できる仕組みを地域自治区構想として示しており

ます。その構想を具体化するためには、地域の活

動団体、市民皆さんと十分協議した中で地域自治

区を設置をし、事業計画を策定してからの実行と

なると考えております。地域自治区設置に向けた

一つのモデル案として、住みよい地域づくりを目

指した地域計画を地域住民が主役となってつくる

取り組みについて検討しております。具体的には

地域の特性の認識、地域の目指す姿、地域課題の

整理とその対応手法を柱とし、その実行に際し必

要な分権、さらには財源保障のあり方について地

域と協議検討を進めていきたいと考えております。

４点目の心の合併の醸成についてであります。

本年３月２７日の合併から５カ月余が経過をいた

しました。ことしは合併の初年度であることから、

とにかく早いうちに旧風連町と旧名寄市の一体感

の醸成ができるようにと、市長は週２回風連庁舎

での業務執行などに努めてきております。この間

合併記念式典、各種行事やイめントを通じ親近感

が深められ、着実に市民の一体感が盛り上がりつ

つあると感じているところであります。一方、合

併は難しい点もありまして、全部が全部一気にう

まくいくわけではありません。中には各種団体の

統合についてこれまでの組織体制や運営方法等に

相違があったためうまく統合できない例もありま

すけれども、全体として見たとき順調に進んでい

ると思っております。今後におきましても合併協

議会の調整方針に基づき、関係する皆さんの御協

力をいただき、丁寧に一つずつ解きほぐしながら、

整理統合に努めてまいりたいと考えております。

また、市民との協働のまちづくりを実現するた

めの指針となります総合計画の策定に当たりまし

ては、計画づくりの段階から市民の皆さんに参画

をいただくため、市民アンケートの実施や地域懇

談会を開催してきており、市民の率直な声が伺え

るものと思っております。また、去る９月６日に

は総合計画の諮問機関として公募者１６名を含む

１００名の委員で構成する総合計画策定審議会を

設置いたしました。１２月上旬をめどに審議会と

しての答申をいただく予定となっております。当

然のことでございますけれども、議員の皆様方に

も素案や原案がまとまった段階でそれぞれ御審議

をいただくことになっておりますので、御理解と

御協力をお願い申し上げます。今後とも市民の皆

さんが合併してよかったと実感できるまちづくり
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に努力してまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

障害者福祉について〇２０番（熊谷吉正議員）

お答えをいただきましたけれども、少し一般的な

答弁にとどまっていますので、具体的に名寄市内

の事業所、施設、あるいは障害者、家族などの声

を拾って、具体的に御質問をさせていただきたい

と思うのですが、例えば改正に伴いまして小規模

作業所等への影響とその対策についてなのですが、

小規模作業所などについては地域生活支援事業、

これは市町村事業になるわけですけれども、この

中の地域活動支援センターを選０か、個別給付事

業、どちらかを選択するのですけれども、今の小

規模の関係でいくと３タイプほど想定をされてい

まして、特に１０名未肥の事業所等の関係につい

ては、暫定的な経過措置はあるものの実際には非

常に大きな変化を余儀なくされるのかなという感

じがしておりまして、具体的には名寄の状況を当

てはめた上で、今まで運営補助などについて幾ら

補助をされておりまして、新法の中ではどのよう

なことに変化をするのかまずお聞きをしたいと思

います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

地域生活支援セ〇福祉事務所長（中西 薫君）

ンター事業につきましては、知的障害者福祉費の

中でそれぞれ扶助費として持っている部分等がご

ざいまして、障害者地域共同作業所の支援事業で

すとか、知的障害者の支援ですとかいうことで予

算化をしております。その中で、名寄市としては

６５９２２ほど予算措置をしている部分がござい

ます。それから、地域支援センター事業につきま

しては、今御紹介がありましたように国を対象と

する事業に１０月１日から移行することになって

おりまして、現実的にはここでは道北福祉会につ

きましては既にこちらの事業の方に移行したとい

うことで、前回協議が調っております。もう一点、

陽だまりでございますけれども、陽だまりにつき

ましては今手続をしている最中というふうに聞い

ております。現状基本としては６００２２という

国の事業に移行した場合と、そのほかに加算の事

業を行った場合については１５０２２の事業があ

ります。それから、このまま移行しない場合につ

きましては、事業所の人数等々によって非常に大

きく減額されるというふうに予測をしております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

今名寄の知的あるい〇２０番（熊谷吉正議員）

は精神の関係の事業所の関係で、地域生活支援セ

ンターの方は法の要件にはまるということで、支

援についてはそう現状と変わらないという認識で

よろしいのか。あるいは、もう一つの方の陽だま

りの関係については、資格要件、ＮＰＯ資格の手

続をされているようなのですが、それが得られる

とすれば従前どおりの支援が受けられるという認

識でよろしいのかどうか。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

現実的に申し上〇福祉事務所長（中西 薫君）

げますと、本年度予算で先ほどの地域生活支援事

業につきましては６５９２２の予算措置が実はさ

れておりますが、１０月１日の自立支援法施行に

伴いますので、このうち半額については既に事業

所の方に予算措置、支出がなされているというふ

うに考えております。それで、これが１０月１日

からどのようになるかということでございますが、

議員今御質問にもございましたとおり、この陽だ

まりの部分がＮＰＯ法人の事業指定を受けました

ときには、最初に申し上げました国の施策が２分

の１、それから北海道がその半分、市町村がまた

半分と４分の３の補助がございまして、６００２

２というのが年額の補助基準になりますので、こ

のうち３００２２が措置されるのかなと。さらに、

加算基準、１５０２２までの支援の部分がありま

すから、こちらの部分のうち事業をどの程度取り

組むのかというふうになろうかと思いますけれど

も、この部分についても同じ４分の３の支援が受

けられるものと思っております。現在陽だまりに



－249－

つきましては、北海道と市の半分ずつの補助の基

準の中で補助が行われておりますので、もしＮＰ

Ｏ法人の資格を取れませんと補助基準が２７１２

２というふうに押さえております。１０月１日か

ら６カ月の補助額になりますので、１３５２ ０

００２という基準になります。都合今年度の予算

措置から約２００２２、１９４２ ０００２ほど

ＮＰＯ法人にいけない場合については減額になる

形になると押さえております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

いろいろ担当といわ〇２０番（熊谷吉正議員）

ゆる事業所と連携をとりながら、それぞれ手続の

関係も御指導いただいているようなのですが、一

層そういう面では資格要件をしっかりとれるよう

な形の行政支援も能動的にぜひ対応を求めておき

たいのですが、仮にＮＰＯ資格を取れないという

ことになった場合に、現行８名ほど通所されてい

るのですが、暫定的な対応も含めて執行側として

の判断について聞いておきたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

私がお答えでき〇福祉事務所長（中西 薫君）

る範囲と申しましょうか、陽だまりができました

ときに市の単独補助で、この施設につきましては

市の単独補助で始まったというふうに聞いており

まして、その後あとの支援に基づきまして支援額

が増額されていった経緯があるというふうに理解

をしております。道の支援措置が広がったときに

は、それに伴って２分の１ずつの補助ということ

でございまして、市の額についても一緒に増額に

なった経緯がございます。したがいまして、今回

の部分で制度が変わっていく部分になりますので、

ここで国の基準に乗らないで北海道の今までの部

分でいきますと先ほど言った額に下がってしまい

ますので、一時的にはこの額に下がるものという

ふうに考えております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

機械的な答弁をする〇２０番（熊谷吉正議員）

とすればそのような答えになるのでしょうけれど

も、今回の法の欠陥でもあります特にこの小規模

事業所への対応についてできるだけ早く国の方で、

施行と同時に改正という動きはもう既に全国の中

で声が上がっているようなのですが、結果的に資

格要件が得られないときの運営が非常に困難にな

る状況が目に見えておりまして、現実も実際に働

いている方、いわゆる職員の方の毎月の賃金が後

払い、後払いというような状態になっていたり、

あるいは個人的にそれぞれ努力の中で支出をした

りという現状ございまして、そのことについては

改めてまた関係者等の状況を聞いていただきなが

ら、暫定的にでも検討を求めておきたいと思うの

ですが、当面はぜひ担当の方でも積極的に資格要

件のクリアについて御指導なり助言を、来たら教

えるということではなくて積極的な姿勢を求めて

おきたいと思いますが、そのことについてはどう

ですか。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

私どもも今持っ〇福祉事務所長（中西 薫君）

ている情報といたしましては、このような小規模

の事業所が道内にも７０カ所以上あるというふう

に聞いておりまして、それぞれが非常に困ってい

るというふうな情報でございます。この部分につ

きましては、まだ北海道も明確にどうするかとい

う考え方を明らかに実はしておりません。しかし

ながら、ＮＰＯ法人化ができれば従前の補助の部

分を確保できるというふうに思っておりますので、

ぜひＮＰＯ法人化に向けて私どももお手伝いがで

きるものについてはさせていただきたいと、この

ように考えております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

それにしても暫定的〇２０番（熊谷吉正議員）

な経過措置の範疇にとどまるわけなのですが、い

ろいろ今言いましたように全道で７０カ所ぐらい

がそういうことで非常にこれから不安な状態にあ

るということで、いろいろ知恵を絞りながら、１

カ所でだめなら広域的に２０人を超えるとか、そ

ういう方法もいろいろ考えながら、関係者も努力
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をしたりなんかしていますけれども、実際に北北

海道、道北の段階で、札幌周辺と違いましてたく

さんそういうネットを組んで法の網をくぐる、あ

るいは個別支援事業に移管をするということが最

終的には一番結構なことだと思うのですけれども、

ぜひ当面しっかり見守っていきながら、支援も含

めて、非常に困難なときにはまた新たな対応を求

めていきたいというふうに考えております。助役、

市長には改めてまた後ほどその辺についてもお聞

きをしたいと思います。

それから次に、仮称でございます福祉計画の策

定についてお答えがあったのは、改訂版の見直し、

あるいは当面１９、２０、今年度じゅうにつくっ

て、平成で言えば１９、２０、それから２１、２

２、２３と、そういうところで目標の数値の設定

もされていくのでしょうが、今回の関係について

は、関係者７名それぞれ熟知をされた有識者では

あろうと思うのですが、やっぱり制度、法は単な

る改訂版をつくったときのように一時的な見直し

ではなくて、支援費制度の関係もそのときありま

したけれども、大きな大転換になっているという

不安感を受けとめる意味でいくと、時間も担当レ

めルではないのでしょうけれども、何日も何時間

も何十時間も費やしてヒアリングをしたりという

ことではないのではないかと思うので、利用者や

事業者、家族、現場レめルの声も吸い上げる機会

をちゃんと設けるべきではないかと思っています

ので、改めて聞きたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

現在御質問があ〇福祉事務所長（中西 薫君）

りました障害福祉計画につきましては、先ほども

申し上げましたようにさきに１７年３月に定めて

おります障害者福祉計画の改訂版の実施計画とし

て位置づけられております。実は、先ほどの繰り

返しになりますけれども、１９年度におきまして

向こう１０年間の障害者福祉計画を策定すること

になりまして、そちらの中では多くの意見を求め

ながら、向こう１０年間のしっかりした計画をつ

くってまいりたいというふうに考えておりまして、

このたびの障害福祉計画につきましてはあくまで

も改訂版の上での内容に基づいてその実施内容、

サービスの量ですとか質について定めていくもの

というふうに認識しております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

今のお答えは、あえ〇２０番（熊谷吉正議員）

てそこまでしなくてもいいということなのか、実

際に時間が足りないのかということで端的にお尋

ねいたしますが、どうでしょう。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

端的に答えろと〇福祉事務所長（中西 薫君）

いうことでございますので、実質的には時間が非

常に足りないものということでございまして、現

実的に１７、１８、１９の３カ年の部分について

合併に伴いまして１８、１９の分を定めていくと

いうふうに理解をしております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

介護保険のときにも〇２０番（熊谷吉正議員）

いろいろ課題はありながらもスタートをして、い

ろいろ手直しも含めて出てきているのですが、国

の発想はいわゆる財源を、非常に財政が悪くて、

支出を削減をしていくということを前提にして介

護保険についてもこの自立支援法も出てきていま

すから、当然関係者、家族、利用者、事業所にと

っては非常に厳しい内容になっていることはお答

えの中でも一部あったと思うのです。そういう意

味合いから、将来に非常に不安感を持っていると。

１０年間の話しすればまた１０年間の計画の中で、

そこで調査や意向を聞いていただかなければなら

ないのですが、そういう法ができた背景、拙速状

況などについて和らげるためにもやっぱりわずか

な時間でもヒアリングや意向動向をしっかりつか

むことの努力は行政として、温かい福祉を目指す

とすれば金のかかることでなくて、担当者はいろ

いろせっぱ詰まって大変な状況を私も聞いており

まして理解はいきますけれども、役所は自分のた

めの仕事をやるわけではないです。市民のために
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仕事をするわけでございまして、そこは少し超え

てでもしっかり対応を求めたいと思うのですが、

作成に関する基本的な事項で、あえて私所管の厚

生労働省の課長会議の資料のことをこうなってい

るからこうせいというふうにはあくまでも市町村

事業ですから言いませんけれども、その中でもし

っかり障害者のニーズ、これことしの３月１日で

すけれども、意見の反映のためにいろんな措置を

とりなさいと。ヒアリングやらアンケートやらニ

ーズの調査などということで、これは１０年全般

のこと、あるいは当面のことも含めて私は認識し

ているものですから、そういう厚労省の課長会議

の中ですらしっかりその辺については、恐らく野

党の皆さんから求められながら、こういうふうに

なってきたと思うのですけれども、十分この辺の

意図も酌み取って、改めて答弁求めたいと思いま

す。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

１点だけ訂正を〇福祉事務所長（中西 薫君）

させていただきたいと思いますけれども、今年度

計画を立てて１９、２０の計画となりますので、

訂正をさせていただきます。

今お話がありましたように、私どもも障害を持

つ方々の意見をどのように聴取していくか、それ

からそれらの関係する団体の方々の部分につきま

してもさまざまな障害、それから家庭環境等々、

男女の別とかいろいろございますけれども、最大

限にどのような形で御意見をいただけるかぜひ研

究しながら進めてまいりたいと思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

大変忙しい時期では〇２０番（熊谷吉正議員）

あろうかと思いますけれども、ぜひいろいろ工夫

をして、対応をお願いをしておきたいと思います。

それと、法律の改正に伴って、市町村事業との

関連もあって地域自立支援協議会というものを立

ち上げることが義務づけられているのではないか

と思うのですが、それらについての役割や設置見

通しについてお聞かせをいただきたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

今の協議会の部〇福祉事務所長（中西 薫君）

分につきましては、広域化も含めて今後検討して

まいりたいというふうに考えております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

動き始めて、若干他〇２０番（熊谷吉正議員）

の市町村の動きからすると、同じ国や道の情報の

もとに作業を始めてはいるのでしょうけれども、

既にいろいろ具体的に進んでいる話も聞くもので

すから、大変忙しいのでしょうけれども、しっか

り法に基づきながら役割、あるいは設置見通しも

含めて早急に固めていただきたいというふうに思

います。

それと、同じ項目でいきますが、先般も初日の

日にやりとりがあったようなのですが、数値目標、

最終的には２３年までに国の状況や国の基本指針

３点を受けながら、北海道としてどうかという話

がやりとりがありまして、施設入所している人で

地域に出ていっていただく方、北海道では１４％、

７００人、それから精神科に入っている方は 

７１８人全員が北海道では地域に出ていただくと。

あるいは、福祉施設から一般就労については６倍

で３６６人。それぞれこれ名寄に直してこれから

ニーズも把握して、具体的な数値目標として持っ

ていかなければならないのですが、これらについ

ても当然ニーズの確認は北海道的に全道案分をし

てこの数２におさめるという可能性もないわけで

はないのではないかというふうに思っていまして、

かなり地域に応じて数２は変わっていくものとい

うふうに考えておりまして、この数２の設定のあ

り方についても当然のごとくニーズの把握のため

に事業所や利用者、家族の意向調査なども必要に

なってくるのではないかと思いまして、その辺に

ついての基本的な考え方をお知らせをいただきた

いと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

具体的な数２の〇福祉事務所長（中西 薫君）
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設定につきましては、今部会等も開かれておりま

すけれども、上川支庁との調整もまた必要になっ

てくるわけでございます。議員御指摘のとおり、

それぞれの該当する方の意見も聴取しながら、数

値の把握については十分協議を重ねて、慎重に審

議してまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願い申し上げます。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

先ほど改訂版の未実〇２０番（熊谷吉正議員）

施の施策事業の中で就労の関係についても大変困

難だということについて私も現状認識もしていま

すし、なかなかこういう御時にで、障害者を受け

入れていただく状況については民間レめルでも非

常に厳しいという現実がありまして、進捗がしっ

かりいっていないということの責めはいたしませ

んけれども、若干話横にそれますけれども、この

間もやりとりがあったとおり、そうすると行政の

周辺にかかわるお仕事などについては非常に可能

性が高いという認識でおりまして、既に名寄公園

の関係だとかいろいろやられている実カもござい

ますけれども、指定管理者制度の導入に当たって

かなりの公共施設がこれから一定の時間の中で民

間へ委託、協定によって出していくという可能性

がございまして、そういうことが進むにつれて、

そういうところに吸収をすることが非常に困難に

なっていく状況が逆にまた出てくるのかなという

感じがしておりまして、その辺についての認識に

ついて改めて聞いておきたいのですけれども。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

前段の方の障害〇福祉事務所長（中西 薫君）

者の方々の雇用について現状名寄市につきまして

はクリアしているというふうな認識をしておりま

すけれども、それらの職が指定管理者等に移るこ

とによって減っていくのではないかというような

今御意見でございますけれども、私どもといたし

ましては、ぜひ指定管理者の方々につきましては

障害者の方を積極的に雇用していただけるように

働きかけをしてまいりたいというふうに考えてお

ります。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

働きかけはもちろん〇２０番（熊谷吉正議員）

していただかなければならないのですが、これか

ら指定管理者制度の事業者を選定をする段階にお

いては、協定の中にそういうことも具体的に盛り

込んでいくことについてもあわせて検討されてい

かなければならないと思うのですが、どなたでも

結構ですけれども、お答えをいただきたいと思い

ます。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

指定管理者のときに、今〇助役（今 尚文君）

お話がありましたとおり、その職種あるいは施設

その他によって、場合によっては仕様の中にそれ

を織り込むということが考えられますので、どの

職種、どの施設とは言い切れませんけれども、考

え方としては一応持っておきたいというふうに思

っています。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

具体的によろしくお〇２０番（熊谷吉正議員）

願いをしたいと思います。

自立支援法の影響と問題点の方に移りたいと思

うのですが、今回は特に施設、丘の上さんやら道

北センターさんやらいろいろございますけれども、

事業所、施設の側は今までは月単位での利用料と

いうか、負担料をもらっていましたけれども、こ

れからは日割りになるということで、その影響に

ついて名寄の施設を想定した場合に、先ほど経過

措置５年があるので、そう大きな影響は出ないの

でないかという言い方もありましたけれども、５

年単位ということばかりでなくて、５年間の間の

中でも影響は出るでしょうし、それ以降ももちろ

ん法の新たな改正でもない限り、利用者にとって

みればいわゆる月２２日だとすれば行かない日も

あったりなんかして、それでも今までは１カ月分

払わなければならぬということで矛盾はあったの

ですけれども、それは功罪いろいろあるのですけ

れども、日割りにすることによって今度施設運営
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の影響もまた大きく出てくるのかなという感じが

していますけれども、どのように押さえています

か。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

現実に申し上げ〇福祉事務所長（中西 薫君）

まして、食費等が日割りになってきたり、利用料

等が今回日割りになって１割負担という部分で事

業所がどのような影響を受けるかについては、今

現在情報を持っておりませんので、今後事業所等

の御意見を伺いながら、お答えをさせていただき

たいというふうに思います。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

今回の法律改正、現〇２０番（熊谷吉正議員）

実に今の時点では受けとめて、自治体も利用者も

それぞれ苦悩しながら法の中での動きしかできな

いわけでありますけれども、もう既に施行当時か

ら国会の中では与党、野党問わずに改正の動きが

出ておりまして、非常に評価できることについて

ももちろんあるのですけれども、トータルとして

大変よくないということでございまして、そうい

う見地からして、現実に法施行まだ６カ月、そし

て実質的には１０月１日ですから、これから２週

間後からスタートするということですが、認定の

方について既に審査会を設けられてありますけれ

ども、これも介護保険の導入と似ておりまして、

身体の方を重きをした認定の評価になっているよ

うでございまして、実際には本当に自分がどのよ

うな状態にあるのかという問題だとか、認識がで

きない場合の想定というのは、全国でもまれです

けれども、市町村独自で認定区分の中に加えなが

ら、正しい評価ができるように動いていることも

あるのですけれども、スタートしたばかりでしょ

うけれども、どのような現状なのか教えていただ

きたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

障害程度区分の〇福祉事務所長（中西 薫君）

認定審査会につきましては、委員の方々に就任を

いただきましたときから議員御指摘のような御意

見がそれぞれの中にありまして、現状では非常に

個々の審査について時間を長くかけて、実態把握

に努めているところでございます。私どももでき

るだけ情報を提供しながら、認定区分の審査につ

きましては慎重にお願いしているというような状

況でございます。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

審査に当たる方の責〇２０番（熊谷吉正議員）

任は全くございませんので、市町村独自でもしっ

かりした、介護保険の場合でも後になっていわゆ

る痴呆の関係についてしっかり認定の段階で見て

いただくようなことで少し動きが出てきましたけ

れども、当然このことについても、やっぱり比較

的軽く審査結果が出るという話が随分全国の中で

情報がございまして、支援のあり方としても非常

に不安が残るということもございます。ぜひその

辺については、状況把握はこれからでございまし

ょうけれども、しっかり市町村独自の可能性につ

いても検討を求めておきたいと思います。ここは

答弁を求めるところですけれども、時間がござい

ませんので、ぜひ市町村独自の特徴もあらわして

いただきたいと思います。

自立支援法の関係で、今やりとりの中だけでも

何点かなかなかよくないなという感じがしていま

して、早急に影響調査というか、名寄市は名寄市

として当然障害者や家族や事業所の立場で自治体

の声を改善をするために上げていただくことは当

然かと思うのですが、市長のお立場で市長会等、

評価するものは評価を私もしますけれども、かな

りのところでやっぱり厳しい現場での声を聞くも

のですから、影響調査をもとにしながら、象徴的

に言われるのは応益応能の問題の負担増だとか区

分認定の問題だとか、先ほどの通所の地域生活支

援事業の関係なんかいろいろございますけれども、

市長の立場からぜひ現場の声を反映をしていただ

くような動きについて答弁をいただければと思い

ます。

島市長。〇議長（田中之繁議員）
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福祉行政の中で特にこ〇市長（島 多慶志君）

の障害者福祉、あるいは介護保険制度も含めて制

度がまだまだ未熟と申しましょうか、制度として

の安定性がないというふうに思っております。し

かし、法律が動いているわけでございまして、こ

の障害者の認定審査も名寄市が中心になっての共

同設置ということになりました。そういう意味で

は、この圏域にお住まいの障害者の皆さん方にそ

うした公平性、あるいはしっかりとしたネットワ

ークのもとで施策が均一に図られていくように、

こういうことに心がけていきたいと思っておりま

すし、また全道的あるいは全国的に制度改正、今

御指摘のような話がございます。そういう中では

これからもできた制度が３年に１度見直すといい

ますか、そういう仕組みはできておりますけれど

も、しっかりと現地の声を把握をしながら、制度

改正等について働きかけをしていきたいと、こん

なふうに思っております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひお願いをしたい〇２０番（熊谷吉正議員）

と思います。

最後になりますけれども、総務部長も次の答弁

待っているのではないかと思いますので、あれで

すが、時間がございません。先ほど中野議員との

やりとりの中でも経過がございますけれども、予

定では平成でいくと２０年に条例化をしてという

ことで、相当時間があるのですが、正式なものが

できるまで、要するに条例をつくるためにやるわ

けでございませんので、やっぱりいかに経験を積

むのかと、住民自治の本旨に基づいて。ですから、

来年度でも早々にやっぱり一定のモデル地区引き

受けてくれるようなところがあれば、経験をして、

失敗をして、反省をして、また新たなものをつく

るという経験がないと、恐らく条例を成文化する

上でも形式的なものになってくるのかなという感

じがしておりまして、岩見沢市もいろいろ苦労し

ながら２年前に地域参画事業、市民参画事業でし

たか、３００２２予算をつけて、モデル地区指定

して、道路の穴あいたところの補修だとか公園だ

とかごみのステーションの管理だとか、さまざま

な取り組みをしながら、また歩んでもいる経過も

ございまして、全国の先進例は幾つもございます。

条例をつくるまでではなくて、つくる過程の中で

やっぱりモデル事業を経験をしてみることも一つ

の大事な要素かなというふうに考えておりまして

……もう終わったのですね、ピーと鳴っていない

ですね、まだ。ぜひ答弁をする時間は、答弁した

いようですので、お願いいたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

それでは、答弁とい〇総務部長（石王和行君）

うよりも、考え方は熊谷議員もおっしゃっている

とおり、私も言っているとおり、私は説明が下手

なものですから、十分伝わっていない部分がある

かと思いますけれども、この考えについては一致

するところあるのだろうと、このように思ってお

ります。それで、下手な答弁よりも一つ参考にな

る、私として非常に参考になる例がありますので、

短い文でありますから、読み上げさせていただき

ます。

いつも手帳に挟んでいるものでありますけれど

も、神奈川県の海老名市の市長でありますけれど

も、内野優さんという市長であります。読ませて

いただきますけれども、高度経済成長期以降推進

されてきた何でもやる行政は地域の力も奪ってき

たのではないかと考えております。それが低成長

時代の現在、自治体財政を圧迫し、自治体全体の

成長も阻害したのではないかと考えています。そ

こで、行政としてやるべきことはしっかりやりな

がら、地域でできることは積極的にやっていただ

き、協働してよりよいまちを築いていくとともに、

地域ごとのきめ細かな行政展開のためにもある程

度の行政事業を初め将来的には一定の予算も含め

て地域に任せるといういわゆる地域分権を進めて

いかなければならないと考えています。例えば以

前は市全体で実施をしていた防災訓練だとか、敬

老会なども各自治会単位で行うなど、各地域が主
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体の形態とすることで地域のコミュニケーション

や連携を高めつつ、地域の強化を図っていけると。

今後もこれは国の地方分権と基本的に同じ意味を

持つ地域分権を進めていって、真に活力ある海老

名市をつくっていくことが今望まれていると、こ

のように書いてある。まさしくそのとおりだと思

います。それを具現化するためにいろいろとまた

言われておりましたようなことを模索検討させて

いただきますので、また御指導いただければと、

このように思います。よろしくお願いいたします。

以上で熊谷吉正議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

１５時５５分まで休憩します。

休憩 午後 ３時４０分

再開 午後 ３時５５分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

新市の花、木、鳥の選定に伴う保護などについ

て外３件を、竹中憲之議員。

議長より御指名をいた〇３番（竹中憲之議員）

だきましたので、さきに通告した順に４点につい

て質問をさせていただきます。

１点目は、新名寄市の象徴でもあります鳥、花、

木が市民の公募により選定委員会で決定がされま

した。行政報告にもありましたが、市の鳥はアカ

ゲラであり、市の花はオオバナノエンレイソウ、

市の木はシラカバということが決定をいたしまし

たけれども、新市にふさわしいものとして選定さ

れたわけでありますから、今後どのようにして市

民に、あるいはそれぞれの町村も含めてアピール

をしていくのか。また、オオバナノエンレイソウ

の保護やアカゲラの保護等々についてどのように

考えているかについて。

市の木であるシラカバでいいますと、名寄市に

は植林地はありませんが、しかし風連には多くそ

の木が存在をしております。市内の路線でいいま

すと、豊栄通に植樹はされておりましたが、現在

は数本しか残っていないのが現状であります。行

政としての今後の考え方、計画があればお聞かせ

を願いたいというふうに思います。

２点目は、専門職についてであります。名寄市

過疎地域自立促進市町村計画の中で、地域文化の

振興の対策の中で文化財専門職の増員配置がうた

われておりますが、文化財だけでなく、樹木、動

植物等の専門職の配置も必要と考えています。特

に近年外来種による在来種の減少の問題や希少種

の問題が大きなこととなっているわけであります。

文化財の保護保全は必要ですし、児童生徒の歴史

等を学０上で重要で、学校と連携して取り組む必

要性は十分あります。文化財だけでなく、名寄地

方における樹木、動植物等の今日までの分布変化

と歴史と自然環境の大切さも教育の一環として進

めることも必要と考えますが、行政としてこのよ

うな専門職配置についての考え方をお聞かせを願

いたいというふうに思います。

３点目は、廃棄物にかかわる問題です。廃棄物

は、現在減量化の推進をしておりますが、分別、

資源化についてさらに一層進めなければならない、

そういうふうに考えています。旧名寄市において

は、風連におくれて紙マークの紙製包装が４月よ

り追加され、資源化が進められ、最終処分場の減

量となっていると思います。一般廃棄物最終処分

場の扱いは、風連との合併により搬入方法が４月

より風連は家庭ごみ、名寄は事業系と搬入箇所を

指定をいたしましたが、しかし３カ月を経過した

７月より家庭ごみの搬入箇所については名寄、風

連のどちらでも搬入できるようになり、その扱い

は個人にゆだねられました。行政報告では、混雑

と交通事故の問題等々で変更との報告があり、私

は内容は分別の問題が大きくあったと聞いており

ます。言葉は悪いのでありますが、旧名寄市民の

分別の悪さにあったことは大きな要因ではなかっ

たかと私は思っているところであります。近年厳

しい生活環境にあって、少しでも支出がかからな

いことを心がける家庭が多くなっていること、料
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金の安い風連への搬入が多くなったことも要因の

一つではないかというふうに私は思っています。

法ができて１１年になります。大きくは２回の法

改正があり、今日にきているわけでありますが、

承知のように容器包装リサイクル法が本年６月改

正となり、１５日に公布がされました。２度の改

正を経、その内容は最終処分場とリサイクルの問

題と私は思っています。政府は、再生使用、リサ

イクル、再利用、リユース、発生の抑制、リデュ

ースの一層の推進を図ることを求めていますが、

行政としての市民、業者への今後の指導について

どのように進めようとしているのか、また進めて

いるのかについてお聞かせを願いたいというふう

に思います。

４点目は、過疎地域自立促進計画の中で、公園

の設備点検と再整備、トイレの設置がうたわれて

おりますし、除排雪についても体制の強化がうた

われております。この計画は、平成２１年までで

すから、本年を入れても４年しかありません。そ

こで、公園の設備点検と再整備、トイレの設置、

除排雪体制の強化についての具体的な計画をお聞

かせを願いたいというふうに思います。

以上でこの場からの質問を終わらせていただき

ます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま竹中議員の〇総務部長（石王和行君）

方から大きい項目で４点にわたっての御質問をい

ただきました。１点目につきましては私の方から、

２点目については教育部長から、３点目につきま

しては生活福祉部長から、４点目につきましては

建設水道部長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

１点目の新市の花、木、鳥の選定に伴う保護並

びにアピール等についてでございます。一括して

答弁をさせていただきます。新市の花にはオオバ

ナノエンレイソウ、木はシラカバ、鳥はアカゲラ

を制定させていただきました。オオバナノエンレ

イソウについては、数多く自生しておりますが、

特に名寄地区では砺波が丘公園、風連地区では望

湖台忠烈布湖畔に群生しております。今後市民へ

のアピールは、開花時期にホームページや広報等

で紹介するなどして広めさせていただきたいと考

えております。また、その際には花そのものや群

生地の環境保護についても広報してまいりたいと

思っております。また、花、木、鳥を市民の皆さ

んに広く知っていただくために、市で発行する印

刷物等には積極的に取り入れ、ＰＲに努めてまい

りたいと考えております。

シラカバについて植林地や街路樹の御質問もご

ざいました。現在市では１０月に予定をしており

ます合併記念の森の植樹の際に市の木としてシラ

カバを植林する予定でおります。ただ、街路樹に

ついては、シラカバは成長が早く、景観を整える

期間が短くて済む長所もありますが、木そのもの

の寿命が短く、結実した種子が一斉に飛沫して美

観を損ねる、また近年シラカバ花粉のアレルギー

症の方もふえているなどの理由により、基本的に

は街路樹としての植樹には適していないと判断し

ているところでございますので、御理解いただき

たいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、専門〇教育部長（今 裕君）

職の配置についての（１）、文化財専門職の配置

の時期は、（２）、その他の専門職の配置の考え

方はについてあわせて答弁させていただきます。

地域文化の振興におきまして、地域の自然と歴

史を知るための文化財の活用は大切なことと認識

しております。合併に伴い、名寄市は２件の国指

定文化財と４件の市指定文化財がありますが、こ

れらの活用にとどまらず、広く歴史と自然にわた

り調査を広げていかなければなりません。また、

議員も指摘のとおり、自然界における在来の希少

種と外来種に代表される環境教育もさまざまな場

面で充実させなければならない課題でございます。

環境教育につきましては、学校教育との連携を視
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野に入れたものとして、博物館の開設以来小中学

生を対象としたウイークエンド事業の自然観察ク

ラブを実施しております。この事業には市内の自

然観察指導員会の協力を得まして、主に夏期間に

６回、延べ保護者を含め約２００名前後の参加を

得ております。現在文化財につきましては、北国

博物館の業務の中で学芸員が担当しておりますが、

専門分野が限られていることもあり、自然分野に

ついては十分な対応ができていないのが現状でご

ざいます。対応の不十分な自然分野につきまして

は、市内の自然団体のほか北海道大学の研究員、

厚生労働省の薬用植物研究センターなどの専門家

の方々の協力、指導を受けながら、対応しており

ます。多方面の分野にわたる文化財の専門職を配

置、増員することは、現在の市の職員採用計画か

らは難しい状況にございます。今後は、市内の広

範なに代と人材の中で協力をいただける方の発掘

を進めつつ、自然分野にも対応できる体制を目指

していきたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、廃棄〇生活福祉部長（山内 豊君）

物の分別強化についてお答えいたします。

初めに、６月公布となった法律と当市の減量計

画についてお答えをいたします。容器包装リサイ

クル法についてでございますが、一般廃棄物のう

ち容積比で約６割を占める容器包装廃棄物を分別

収集し、リサイクルを行い、ごみの減量化と資源

の有効利用を図ることを目的としまして、平成７

年６月に制定されたものでございます。また、５

年ごとに見直しを行うとされておりまして、一昨

年より見直しの作業が行われ、さきの国会におい

て改正となり、平成１９年４月１日より施行とな

ったものでございます。

今回の改正の主な点は、消費者、市町村、事業

者の役割分担の明確化と市町村が行う収集、こん

包、保管の負担軽減及びリサイクル、リユース、

リデュースの３Ｒ運動の推進、とりわけ排出抑制、

発生抑制の強化でございます。具体的には消費者

は、容器包装廃棄物の分別、洗浄、汚れの除去の

一層の徹底、自治体は住民に対し周知、また異物

が入ったものの収集はせず、分別排出の必要性の

説明、事業者は容器包装の軽量化等、発生抑制の

自主的な取り組み、とりわけレジ袋については一

定量以上利用するスーパーやコンビニなど、小売

業者に対し削減策の取り組み状況の報告を義務づ

けし、削減努力が不十分な事業者は名前を公表す

ることとなってございます。市町村の負担軽減に

ついては、制度がまだできておりませんが、特定

事業者が拠出した再商品化費用の余剰金の一部が

市町村に支払われるということになってございま

す。平成１３年に策定した名寄市だけのごみ処理

基本計画でありますが、市の減量計画では平成１

７年度の７め立てごみ予定量 ８４０トンに対し

実カでは ０４９トン、率にして１ ６％の減、 

リサイクル率は予定１９％に対し１ ２％となっ

ております。７め立てごみの減量に比べまして、

リサイクル率が低いのは分別がまだ不十分と思わ

れますので、今後とも分別徹底の周知を図り、減

量化に取り組んでまいります。

搬入７め立てごみについては、一般家庭ごみは

風連処分場、事業系ごみは内淵処分場と指定し、

ことし４月より受け入れてきましたが、３カ月を

経過した時点で風連処分場に想定以上の搬入量、

搬入件数がございました。行政報告で申し上げた

とおり、交通事故の回避、待ち時間の解消、ごみ

の量の分散等を考え、料金の違いはございますが、

利用者の選択により両処分場での受け入れにさせ

ていただきました。実施後２カ月が経過しまして、

引っ越しなど移動の落ちつきもあり、かなり解消

されたというふうに思っております。

また、分別が悪いとの御指摘でありますが、確

かに搬出されたごみの中には資源となるものが混

在しているのも事実でございました。一部の市民

とは思いますが、分別が面倒だから７め立てにす



－258－

るという考えの方もいらっしゃいます。今後とも

資源の有効活用、７立処分場の延命のため分別の

徹底をお願いしてまいります。

次に、市民、事業者への指導についてお答えを

いたします。リサイクルについては、国の各種リ

サイクル法に合わせ取り組んでおりますので、全

市的に浸透してきていると思いますが、今回改正

された容器包装リサイクル法に見られるとおり、

汚れがひどく、再商品化に適さないものや分別の

不徹底で異物の混入が見られる等、改善指導すべ

きところもあると思います。これらに対しては、

広報、チラシ等を利用した市民周知をなお図って

まいりたいと思います。リデュース、発生の抑制

は、３Ｒ運動の中でも一番大切な運動と認識をし

ております。市としましても生ごみの堆肥化容器

助成、段ボールコンポストの普及、また名寄消費

者協会と連携したノーレジ袋マイバッグ持参運動

等、ごみの発生抑制に努めているところでござい

ます。事業者の方に対しましても同様の趣旨から

分別の徹底、容器包装の抑制、食品残渣物の減量

など協力依頼をしてまいります。

いずれにいたしましても、３Ｒ運動はごみの減

量化、資源の有効活用など循環型社会を構築して

いく上では重要な運動であることと認識をしてお

りますので、今後とも啓発活動に努めてまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

過疎計画の具体〇建設水道部長（松尾 薫君）

化につきましてお答えを申し上げます。

初めに、除排雪の体制の強化についてでござい

ます。名寄市の除排雪事業につきましては、合併

によりまして当面はそれぞれの地区におきまして

別方式で行うことになったところでありますが、

名寄地区におきましては緊急時、災害時にそれぞ

れ対応できること、また児童生徒の通学路が確保

されていることなどを基本方針としておりまして、

生活道路の排雪につきましても１回の実施として

いるところであります。しかし、積雪や民家から

の雪出しなどによりまして、交差点の見通しが悪

化している状況となっておりますので、交通安全

の対策として危険な状況となっている箇所につき

ましては、交差点内の角切り排雪を行っていく計

画としているところでございます。

さらに、除排雪機械の整備計画につきましては、

近年名寄市除排雪指定業者におきましても除排雪

事業に主眼を置いて、機械の整備充実が図られて

おりますので、今後はこれらを活用していく方向

で考えているところでございます。

次に、２点目でございます。公園設備の再点検、

再整備とトイレの設置についての御質問でござい

ます。名寄地区には街区公園が２５カ所あります。

そのうち供用が２４カ所でございますが、風連地

区には５カ所あります。いずれも整備してから年

数が経過しておりますので、危険な遊具を取り外

したり、使用停止をしたり等の点検管理を行って

いるところでございます。トイレにつきましては、

名寄地区は供用している２４の公園のうち簡易、

管理棟併用も合わせまして１７カ所の公園に設置

をしております。また、風連地区におきましては、

児童公園にトイレ設置はなされていない状況でご

ざいます。新総合計画の策定の中では、再整備が

必要な公園の再点検とトイレにつきましても地域

要望や必要性などを考慮した上で計画づくりをし

てまいりたいと考えております。

以上、御答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいま答弁をいただ〇３番（竹中憲之議員）

きましたから、再質問をさせていただきたいとい

うふうに思います。質問が前後するかもしれませ

んけれども、お許しを願いたいというふうに思い

ます。

市の花等々の問題についてはおおむねわかりま

したけれども、実はオオバナノエンレイソウ、昔

は名寄の市内にも若干自生をしておりまして、砺

波が丘あるいは風連行かなくてもそれぞれ見られ
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たわけですが、年々なくなっていくという、そう

いう状況が、オオバナノエンレイソウだけではあ

りませんが、そういう状況にここ数年あるのだろ

うと思うのです。そういう意味でいくと、群生し

ている箇所の保護というのは今後どのようにして

いくのかまずお聞きをしたいというふうに思いま

す。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほどもお答えをさ〇総務部長（石王和行君）

せていただいたところでございますけれども、市

民への市の花、木、鳥などのＰＲも含めて、その

時点での保護の部分での周知もしていきたいと、

このように考えております。いずれにいたしまし

ても、オオバナノエンレイソウは非常に種子から

花になるまでに時間がかかるということで、各家

庭に植える方もおられるみたいでありますけれど

も、かなりの年月がかかるということでありまし

て、今回市の木、花の選定に当たりましても、基

本的にはこの地域に自生をしているということが

一つの視点の中に入っておりまして、シラカバも

そうでありますけれども、オオバナノエンレイソ

ウも自然の中に自生しているその姿が一番美しい

ということでのＰＲとあわせて保護についてもＰ

Ｒしていきたいと思っております。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

エンレイソウの関係は、〇３番（竹中憲之議員）

種からとるには長年かかるということで、それは

私も承知をしておりますが、中身的にエンレイソ

ウ群生地が踏み荒らされるということのないよう

に市もその辺の徹底もお願いをしたいというふう

に思っています。

シラカバでありますが、先ほど若干質問の中で

豊栄通、実は数年前にあれやったのがもうほとん

どありません。答弁の中にありましたように確か

に大きくなるのが早くて、倒れるのも早い。おま

けにシラカバは適期時期というか、剪定時期を誤

ると枯れるのも早いし、実は大きく剪定をすると

これも枯れるという、そういう木でもありまして、

私は植樹桝に植樹する木ではないなと、それはそ

のとおりだと思いますので、ただ名寄を若干くる

っと回りますと学校だとかということで結構、ど

ういう理由で植樹をしたかわかりませんが、植樹

をされています。先ほど答弁の中でシラカバアレ

ルギー、花粉症ということで話がありましたけれ

ども、今現状学校だとか、あるいは公共施設の中

でシラカバありますけれども、その対応を今後ど

ういうふうに考えているかまずちょっとお聞きを

したいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

シラカバにつきまし〇総務部長（石王和行君）

ても名寄地方に広く自生をしておりまして、選定

委員会の中で聞いた話でありますけれども、森の

貴公子と言われるぐらい美しい木であるというよ

うなことが選定の理由の中にも入っていたところ

でありますが、御質問にありました植樹桝等の街

路樹には適さないと、そのことはそのとおりだと

いうふうに御答弁させていただきました。

それで、シラカバの花粉のアレルギー症という

ことでの御質問でありますけれども、このことに

つきまして教育委員会関係、学校関係について確

認したところでは、現在そのようなシラカバ花粉

症にある児童生徒はいないということであります

けれども、一つ風連と合併に伴って旧名寄市庁舎

の方に勤務していた職員が風連庁舎に今回異動で

勤務する状況の中で、四、五名シラカバ花粉症の

アレルギーではないかと、鼻水鼻詰まりといいま

しょうか、そんなようなことが実は報告があった

ところでありますけれども、因果関係、しっかり

とした関係ではありませんけれども、そんな報告

が１点ありました。

それと、もう一点、８月の下旬でありましたけ

れども、市民の方から市長あてに文書で投書がご

ざいまして、新市の木の選定に当たってシラカバ

を選定したということを広報で知りましたと。し

かし、シラカバというのはシラカバ花粉とアレル

ギーと果物との因果関係があって、非常に危険な
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部分があるというようなことで、学術的に聖路加

病院の耳鼻咽喉科の先生の文献、論文をもとにし

てそのような投書といいましょうか、御意見があ

ったことを報告させていただきます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

シラカバの植樹につい〇３番（竹中憲之議員）

ては、自然木の中でということでありますから、

特に私は植樹を進めるということではなくて、後

半の花粉症の問題が大きくあったものですから、

それについてお聞きをしたかったわけで、それは

理解をいたしました。

次に、文化財専門職の扱いとその他の専門職の

扱い、先ほど答弁いただいた中で職員の配置はで

きないということでありました。私もそれは承知

をしておりますけれども、承知をしているという

意味はつくるなという意味ではないのですが、中

身的に既にそれぞれ第一線を退いた方でそれに詳

しいような方等々含めてかなりいることは事実だ

というふうに私思っています。それで、答弁の中

でもありましたけれども、そういうところは学校

と連携をとりながら今もやっているということで

ありますが、名寄の動植物の歴史というか、そう

いうのも２年前に、３年前でしたっけ、できた名

寄市史の中にも一部歴史が載っているのでありま

すが、非常に見づらいことも事実でありまして、

そういうのをもう少し写真等々でというふうに私

はした方がいいのかなと。

実は、皆さんも知ってのとおりタンポポが、セ

イヨウタンポポに実は在来種侵されているという

状況であります、今。あのタンポポをいうと、実

は外来種の方が単で発芽してふえていけるけれど

も、在来種は多く受精をしないと生きていけない

という、そういう種類だそうでありまして、そう

いうところから見ると、私は余りタンポポ好きで

はないのですが、そういう在来種と外来種の扱い

も含めてありますから、そういうところの勉強も

私は子供たちと一緒にする必要があるのだろうと

思うのです。たしか先月だったと思いますが、道

新に湧別のある学校の池の話が載っていました。

それは、実はもう池がど０臭くて、壊そうかとい

うことであったのだそうでありますが、ある研究

員の方に頼んだら、実は希少種でトゲウオ科の魚

がそこに住んでいたということで、町ぐるみでそ

の池を直したという話がありましたけれども、そ

ういうことも専門家がいることによってできるだ

ろうというふうに思いますから、そんなところに

ついては職員でなくてもいいですから、専門家を

より一層求めて、学校との連携、新名寄の歴史を

生徒に教えるということが重要だろうと思います

ので、その辺については早急に専門職を求めてお

きたいと思います。

次に、容器包装法の関係、ごみの問題でありま

すが、ちょっと聞きたいのは料金の体系が風連と

名寄が違うと。これによってどう規制をしても風

連に搬入をすることが量的にどうしても多くなる

のだろうなと、私はそういうふうに思っているの

ですが、この料金の統一化というのはどのぐらい

に考えているのかちょっとお聞かせください。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

これは、町内会〇生活福祉部長（山内 豊君）

長、それから行政区長との懇談会の中でもその問

題について出されました。それで、名寄処分場と

風連の処分場の料金体系がかなり違うということ

で、今後どうなるのだということでお話がされま

した。これについては、早急に解決をしなければ

ならない問題だというふうに思っておりますし、

現在廃棄物等の協議会がございますので、その中

でどういうような料金体系がいいのか、それらに

ついて今の現状、風連処分場に入っている現状、

そして名寄処分場に入っている現状、そういった

ものをかんがみながら、どういった料金体系がい

いのか、その辺で協議していただきたいというふ

うに思っております。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

このままでいきますと、〇３番（竹中憲之議員）

風連の最終処分場は計画より早く肥杯に恐らくな
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るのだろうと思うのです。第２期工事やって、土

地があるそうでありますから、第２期工事やった

にしても、７め立てする場所だけでなくて、水を

扱うモーターポンプ、ポンプですか、ポンプの問

題も含めて考えると相当な額になるのかなという

ふうに思うわけです。そこで、一定の料金を統一

化をすることによって、わざわざ遠い風連まで行

くよりも、統一化をしたことによって名寄に、内

淵にごみを廃棄ができるという形にした方が私は

よりいいのかなというふうに思っていますが、そ

の時期も今部長のお話ですとすぐにはならないよ

うな状況でありますから、早急にその辺の扱いに

ついて進めてもらいたいというふうに思います。

そこで、もう一つ、発生抑制の問題が一番私も

重要だろうというふうに思っています。３Ｒの目

標の中で政府は５％削減というふうに言っている

ようでありますけれども、今後業者あるいは団体

の啓蒙を含めてどのようにもう少し強めていくの

かということが一番やっぱり重要だろうと思うの

です。きょうも実は昼弁当をとって食べたのです

が、弁当箱でなくて廃棄物の容器だったというこ

ともあるのでありますが、そういうところも含め

てどのような指導を進めていくのかお聞きをした

いと思います。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

今言われました〇生活福祉部長（山内 豊君）

とおり、まだそうした容器のリサイクル、あるい

は発生抑制というのが十分にされていないという

のが現状でないかなというふうに思います。しか

しながら、ノーレジ袋マイバッグ等の運動を通し

て消費者にも徐々に広がっておりますし、また市

内の大型店においてもレジ袋を渡さない、あるい

は利用されない方については出さないという、そ

んなことで対応されております。こうしたことで、

それぞれの大型店、あるいは業者の中で努力をし

ていただいておりますけれども、行政としてもや

っぱりそうした連携といいますか、そうした業者

との協議といいますか、お願いをする場、そうい

ったものもやっぱり設けていかなければならない

のかなというふうに思っております。それについ

ても現場の方でそうした対応について今指示をし

ておりますし、そうしたことをすぐ実行できない

かもしれませんが、なるべく早くそうしたことで

連携がとれればなというふうに思っております。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

精いっぱいの啓蒙をお〇３番（竹中憲之議員）

願いをせざるを得ないというふうに思います。

実は、初めのときに名寄の市民、分別の方法が

悪いというふうに話しました。この８月にその他

プラスチックのところに実は行ったのであります

が、これが半端でありませんでした。暑いという

こともあったのですが、ハエがすごく飛んでいる

のです。においがすごいのです。なぜかと聞くと、

事業系のプラが多いのだというふうに聞きました

けれども、洗っていない。汚い。袋の中にウジが

わいている、そういう状況だそうであります、聞

くところによりますと。私は、８月に２回行きま

したけれども、それは全然直らないという状況を

聞いて、唖然としたのでありますが、最終処分場

よりまだにおいがひどいと、きついというような

状況でした。そこに働いている方はなれっこにな

ったのかもしれませんが、私が行ったときには非

常ににおったという、そういう状況であります。

ですから、もう少しこれは一般市民、先ほど事業

所とも言いましたけれども、一般の市民も含めて

もう少し分別のあり方や洗浄のあり方も含めてき

ちっとやっぱり啓蒙、啓発をしていかなければい

けないのではないのかというふうに思っています

が、その辺どうでしょうか。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

御指摘のとおり〇生活福祉部長（山内 豊君）

でございまして、それは本当に早急に進めていか

なければならないことだというふうに思っていま

す。８月のその廃プラスチックの汚れについてと

いう部分で報告受けていませんでしたので、ちょ

っと状況についてつかんでおりませんけれども、
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そうしたような状況、現場での状況もすぐこちら

の方に上げてもらいまして対応できるような、そ

して市民に啓蒙ができるような、そんなような対

応を図ってまいりたいと思います。よろしくお願

いします。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

そのことで精いっぱい〇３番（竹中憲之議員）

努力をしていただきたいというふうに思います。

最後の質問に移らさせていただきたいと思いま

すが、先ほど松尾部長の方から除排雪の問題につ

いて、あるいは公園の点検、整備、トイレの設置

の問題で答弁をいただきました。除排雪の問題に

ついて今冬風連と名寄地区それぞれ今までどおり

の取り扱いをするということでありますが、風連

と名寄の違いというのはどういうところにあるの

でしょうか。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

名寄市につきま〇建設水道部長（松尾 薫君）

しては、作業はすべて民間にお願いすると、民間

委託方式ということでございます。風連地区につ

きましては、ＪＲ宗谷線より西側、市街地でござ

いますけれども、その部分で直営で行っていると、

そういう違いでございます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

名寄は民間で、風連は〇３番（竹中憲之議員）

ＪＲより西地区は直営ということでありますけれ

ども、これはただ単にそれだけの違いなのでしょ

うか。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

一部御意見をい〇建設水道部長（松尾 薫君）

ただく中では除排雪の、言葉語弊ありますけれど

も、レめルの違いもあると、そういうことでお話

を伺っていますけれども……

（何事か呼０者あり）

いや、結果とし〇建設水道部長（松尾 薫君）

て、回数も違いますし、結果として除排雪のレめ

ルが違っていると、そういう御指摘をいただいて

いるのもあります。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

レめルも回数も違うと、〇３番（竹中憲之議員）

非常に問題が大きいのではないのかと私は思うわ

けであります。名寄に住む住民も風連に住む住民

も名寄市民であります。同じように私はサービス

を受けることが当たり前だというふうに思ってい

ます。除雪にしても、先ほどのごみの問題でもそ

うですが、サービスを同じようなレめルで受ける

のが市民だと、私はそういうふうに思っています

から、これは非常に大きな問題だというふうに思

っています。その辺についてどのようにお考えで

しょうか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

合併協議の経過を話した〇助役（今 尚文君）

方がわかりやすいというふうに思っておりますの

で、先ほどのごみの体制の問題もそうなのであり

ますけれども、やはりどうしても一致をしない部

分は一定程度様子を見ようということに相なりま

した。ごみのことでいいますと、ごみは収集の方

法がまず違います。名寄の場合は、事業系と一般

家庭系とはっきり分けて収集していますから、そ

れぞれやりやすい。風連の場合は、ほぼ家庭系の

ごみとして扱っていると、そういうことで、処分

場の料金の統一をしようと思ったら、そこからま

ず入らなければならないということがありまして、

当時料金統一に至りませんでした。実態を突き合

わせしたのでありますけれども、やはり事業系の

ごみは事業者の努力で、事業者が自分で集めて処

分をするということに風連の場合なっておりませ

んでしたので、しかし分別だけは非常に進んで、

名寄よりもはるかに進んでいるということであり

ました。その辺が非常に難しさがあって、一定程

度料金統一にまで、収集の方法も含めて料金統一

まで時間をかけようと、こういう経過であります

ので、その内容についてひとつ御理解をいただき

たい。

さらに、今お話がありました除雪の問題であり

ますけれども、除雪の体制も実施する体制も違い
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ありますけれども、内容も除雪の回数であるとか

排雪の回数であるとかそれぞれ違っておりました。

したがって、それを統一するということは非常に

一遍にはいかないということでありますので、除

雪のレめルの問題は当面今までやってきた除雪の

レめルの問題でいきましょうと。ただ、体制、直

営でやるのか民間でやるのかというのは、これは

執行権の範囲内でありますから、執行の中でいろ

んな努力をして、効率的にやっていきましょうと、

こういうふうに結論づけたところであります。そ

のときに盛んに言われておりましたサービスは高

い方に合わせて、負担は低い方に合わす、これは

非常にやりやすいわけでありますけれども、しか

しそれだけではできないと。それだけでは持ちこ

たえない。特に除雪の場合は顕著であります。排

雪回数を多くすれば多いほど、風連の排雪回数を

多くするのと名寄の排雪回数を多くするのでは非

常に財政的には困難ということになりますので、

この辺については少し時間をかけながら着手をし

ていこうと。おっしゃるように同じ市民でありな

がら、二つのサービスがあるのはいかがかと。一

国二制度ということを一時中国はやりましたけれ

ども、ややそれに近い形で一国二制度でしばらく

やっていかなかったらならないのではないかと、

この辺が折り合いでありました。したがって、こ

れからはその一国二制度を一国一制度にしていく

ためにどうお互いに理解をし合っていくかという

ことに相なってくるというふうに思っております。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

合併協議の中身は承知〇３番（竹中憲之議員）

をして話をしているのでありまして、サービスの

レめルが違うと、それがやっぱり今後市民がどの

ような形で行政に言ってくるのか、あるいはそれ

ぞれ議員に話をしてくるのかということも大きな

問題に私はなってくるのかなというふうに思って

います。冬期の問題でいきますと、交通対策だけ

でなくて、安全問題だけでなくて快適な生活を送

る上で重要な問題だというふうに思っていますし、

冬の防災対策というか、そういうところも実は重

要な問題だろうというふうに私は思っていますし、

もう一つは夏場のバリアフリーはよく言われるの

でありますが、では冬場のバリアフリーって何な

のだろうかと、そんなところも私は若干頭の中に

よぎりまして、では風連と名寄の差はどんな差が

あるのだろうかと、私そういうふうに思ったもの

ですから、今回の質問をさせていただきました。

中身的にいつになるのかというよりも、今冬はだ

めなら来冬がいいのかどうか、その辺の扱いにつ

いてもう一度答弁をもらいます。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

少し時間はかかるという〇助役（今 尚文君）

ことでありますから、来年すぐレめルを同じにす

るということは非常に難しいというふうに思って

おります。これは、本当に住民の生活に直接かか

わることでありますので、お互いこの折り合いが

つくといいますか、合意を得るまで時間をいただ

きたいというふうに思っております。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

何ぼやっても押し問答〇３番（竹中憲之議員）

で全然進まないようでありますから、この問題は

また次回のときに再度やりたいというふうに思い

ます。

先ほど渡辺議員が公園の問題で話をしましたが、

私は余り触れないでおきたいと思うのですが、公

園の設備点検、再整備というところでいくと、一

定程度先ほど渡辺議員の中で答弁がされておりま

したけれども……

（何事か呼０者あり）

失礼しました、山口議〇３番（竹中憲之議員）

員。

それで、一つは、聞きたかったのは２５公園の

うち１７カ所のトイレがあるということでありま

すが、昨年の第３定で佐藤議員の質問で浅江島の

東側にトイレ欲しいという話の中身でありました。

浅江島の東側のトイレの扱い、これも実はこの中

にトイレの設置というところでひっかかるもので
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すから、来年度できるかどうか含めてちょっとお

聞きをしたいというふうに思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

浅江島公園の東〇建設水道部長（松尾 薫君）

側へのトイレの設置につきましては、かねてから

要望をいただいているところでございます。平成

１９年度、来年度に、管理棟横にポンプ室がある

のですけれども、そのポンプ室を活用して新たに、

非常にシンプルではございますけれども、男女共

用のトイレの設置をできるように今検討させてい

ただいております。１９年度実現できますように

進めていければと、そのように考えております。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

トイレの関係はわかり〇３番（竹中憲之議員）

ました。わかりましたが、公園の設備点検、再整

備の問題で、実はそれぞれの児童公園等々含めて

トイレを設置をしていく、あるいはいろんな設備

をすることによって冬期の管理の問題等々含めて

出てくるのであります。特に遊具あたりは冬期の

管理が非常に大変だという、浅江島あたりの遊具

も非常に大変な秋になって、春になってというこ

とで、出したり入れたりということでありますけ

れども、その辺の管理の扱いについてそれぞれの

町内会に任せっきりなのかどうなのかちょっとそ

こら辺お聞かせください。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

町内会にお願い〇建設水道部長（松尾 薫君）

をしている部分は非常に多いわけですけれども、

町内会と御相談をさせていただいて、市の方で越

冬用に撤去する方がいいと、そういう場合につき

ましてはそのようにさせていただいておりますが、

基本的には地域の皆さんに見ていただいていると

いう状況でございます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

地域の皆さんにお願い〇３番（竹中憲之議員）

をするということでありますが、先ほど答弁の中

で事故があってという、遊具で事故があってとい

う話がありました。これは、春、秋に直轄でやる

かどうかは別にして行政の方でそれぞれ取り外し、

取りつけをやるとしたら、そのとき点検もできる

はずなのです。そういうことをやっぱりきちっと

やっていった方が私はいいというふうに思ってい

ますが、その辺の見解についてお聞かせください。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

御指摘の内容、〇建設水道部長（松尾 薫君）

そのとおりだと思いますので、検討させていただ

きたいと思いますけれども、毎春一斉に一定の点

検マニュアルというのがございまして、そのマニ

ュアルに従って公営住宅の中にある公園施設も含

めまして点検をしているということでございます。

点検をして、要修理の箇所につきましては修理を

していると、そういう状況でございます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

あと何点かありますが、〇３番（竹中憲之議員）

余り時間を使うと後の人にまたいろんな中身が出

るのかなというふうに思います。

ただ、何点か求めた扱いについてそれぞれ行政

の中で議論をしていただいて、来春から、新年度

からやれるものについてはやっていただくという

ことで求めて、私の発言を終わります。

以上で竹中憲之議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

ここであらかじめ会議〇議長（田中之繁議員）

時間を延長いたします。

総合計画における地域〇議長（田中之繁議員）

振興、地方分権の施策を外２件を、佐藤勝議員。

議長のお許しをいた〇１７番（佐藤 勝議員）

だきましたので、通告順に従って質問をいたしま

す。２１人登壇中の２１人目ということで、職員

の皆さん、それから理事者の皆さん、傍聴席の皆

さん、それから報道関係の皆さん並びに同僚議員

の皆さんも大変お疲れのところとは思いますが、

いましばらくの辛抱をお願い申し上げます。

初めに、新名寄市総合計画は、風連町・名寄市
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合併協議会が策定した新市建設計画をもとに今後

１０年間、平成１９年度から２８年度のまちづく

りを総合的かつ計画的に進めるために策定するも

ので、市民と行政が共通の課題認識と目標を持ち、

地域が一体となって取り組んでいくための行動指

針となるものであります。コンセプトは、協働の

まちづくりであり、少子高齢化の進行、地方分権

の進展、そして厳しい財政運営などの状況下にあ

って、市民と行政とがよきパートナーとして目指

すべきまちの形を模索し、ともに構築していく作

業を実践するものであります。住んでいてよかっ

たと思えるまちをつくるため、住民が主役の参画

と協働、そして住民自治、地域自治の確立を求め

て、今まさにその歩みを始めんとしているところ

であります。８月２１日から総合計画を考える地

域懇談会が始まって、１２会場中７会場が終了し、

９月６日には市民１００人で構成される総合計画

策定審議会も１２月の答申に向けて始動したとこ

ろであります。庁内策定委員会もそれに先立ち動

いており、全市全庁総合計画一色の感ではありま

す。しかし、改めて総合計画策定スケジュールを

眺めてみると、例えば策定審議会の諮問から答申

までの期間が３カ月足らずと余りにも短い、早過

ぎるのであります。新しい名寄市の今後１０年間

にもわたるにを語る時間がわずか９０日、 １６

０時間しか許されていないのであります。拙速と

は決して言いませんが、このことを的確に言いあ

らわす言葉を私は探しあぐねているところであり

ます。

さらに、疑問と矛盾と抱かざるを得ないところ

があります。市民と行政のパートナーシップでそ

れぞれの地域の特徴を生かしたまちづくりをうた

いながら、コミュニティーの育成や支援を強める

と書き込みながら、ネットワークの形成と表現し

ながら、市民と行政が心を合わせた協働のまちづ

くりとまでも言っておいて、今現在まで存在し、

着実に実を結びつつあった取り組みが既に欠落し

ているのであります。地域のことはまず地域で集

まって、固まって話し合う、地域のにと課題をと

ことん語り合う、そしてその地域を知って、汗と

知恵とを絞る職員がいる。そこには市民と行政以

前の人と人との熱い関係がしっかり根づいている

のであります。そんなことの集大成がまずは新し

いまちの勇気に肥ちた力強い総合計画になる、私

はそう確信をするものであります。過去の知恵に

習う知恵、現在の情熱を持ち続ける情熱、そして

未来ににを膨らます勇気、この三位一体の取り組

みをまずは地域から始める。手間暇かけてなので

あります。当局の見解を求めるものであります。

次に、風連一般廃棄物最終処分場の管理状況に

ついてお伺いをいたします。同処分場は、平成１

１年に工事費約７２ ０００２２で建設、翌平成

１２年度から２６年度までの１５年間の使用期間

で供用を開始し、現在に至っているものでありま

す。合併を境に処分量が急増し、一時は目標年度

まで使用が危０まれたほどでありましたが、その

後７月から再びほぼもとの穏やかなラインをたど

っているようであります。しかし、現在も一歩現

場に足を踏み込みますと、ストーブ、車のバンパ

ー、洗濯機など指定物以外の混入が目に飛び込ん

でくるのであります。市民として当然の義務が甚

だ残念ながら果たされていないことに暗うつとな

る思いを抱くのは私一人ではありません。ルール

違反を許さない現場での毅然とした管理指導者の

配置を強く求めるものであります。

さらに、処分地周辺は三方が農地であり、春先

等の強風時にはビニール類の飛散が甚だしく、こ

のことを事前に防止する意味においても現場への

人員配置を定めるべきであります。

三つ目として、風連中学校改築に係る今後のス

ケジュールについてお伺いをいたします。風連中

学校は、昭和３９年４月１１日深夜、突然燃え上

がった炎に包まれ、防火壁と集合２筒のみを残し

て無残にも焼け落ちたのでありました。当時３年

生になったばかりの私たちは、風連小学校体育館

にめニヤ板で仕切った教室で、落ちてくるハトの
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ふんに悩まされながら、隣の教室から伝わってく

る騒音にいら立ちながら、授業を受けた記憶が今

でもまざまざとよみがえってくるのであります。

その間町関係者の不眠不休、東奔西走の努力と町

民の皆様の献身的な協力、そして町内外の多くの

善意に支えられて、突貫工事で校舎の再建は進め

られ、６カ月後の１１月、初雪の降る中自分たち

のいすを持って、鼻につんとくるペンキの香りに

も心をときめかせながら、真新しい校舎に入った

ときの感動感激は、喜びは４２年が経過をした今

でも忘れることができません。

設計から完成まで６カ月という超短期間の校舎

建設でありながら、現在に至るまで都度の補修を

重ね、あるいは歴代の先生方、生徒の皆さんの努

力に助けられながら、今でも驚くほど清潔に管理

されており、このことは驚嘆に値すると言っても

過言ではありません。しかしながら、４２年間に

わたる厳しい北国の風雪は着実に校舎をむしばみ、

耐震性も含め劣化の度を増していることは紛れも

ない事実であります。そのような経過をも含めて、

風連町・名寄市合併協議会の協議事項においても

最優先課題として位置づけし、１８年着工、２１

年完成のスケジュールが上程されてきたところで

あります。その後、６月の予算委員会において学

校施設整備に対する国の負担金補助金制度の改正、

耐震化事業を含む施設整備計画の義務化などによ

りおくれが出るとの説明を受けているところであ

ります。改めて風連中学校校舎改築事業着手のお

くれにかかわるその後の経過、耐震化事業を含め

た施設整備計画の内容、同計画策定作業の進捗状

況、そして改築に向けた今後のスケジュールの提

示を求めるものであります。

風連中学校の改築と合わせて、風連町学校校舎

建設等検討委員会専門部会から風にプロジェクト

として小中連携教育の推進が答申されていますが、

この答申をどのように受けとめているのか。また、

その後の取り組みはどうなっているのかお伺いを

いたします。さらには、この答申では小中連携教

育の推進のため、小中学校の校舎を隣接して建設

するよう提言をしているところでもありますが、

これについてはどのように検討されているのかに

ついてもお答えをください。

以上でこの場からの質問といたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま佐藤議員の〇総務部長（石王和行君）

方から大きな項目で３点にわたっての御質問をい

ただきました。１点目につきましては私の方から、

２点目につきましては生活福祉部長より、３点目

は教育部長からの答弁となりますので、よろしく

お願いをいたします。

１点目の総合計画における地域振興、地域分権

の施策をの中で、小項目の１点目、ポスト地域協

議会について、２点目の地域担当スタッフ制につ

いてあわせてお答えをさせていただきます。旧風

連町では、第３次総合計画を策定するに当たって、

地域が活発になることによってまちが活性化され

るとの考えから、全町を１２ブロックに区分して、

それぞれの地域に地域協議会を組織し、総合計画

の基礎となる地域づくり計画書を策定してきまし

た。今名寄市では、平成１９年度からスタートす

る総合計画の策定作業を進めておりますが、旧風

連町で行ったような地域協議会を設置しての計画

書づくりではなく、市民と行政が共通の課題意識

と目標を持ち、地域が一体となった取り組みをす

るために地域懇談会、職域団体等懇談会、さらに

は市民からの意見、提言を募集しながら、市民と

行政の協働を基本とした手法で計画づくりを進め

る考えで、既に地域懇談会の開催を実施している

ところであります。

御質問の風連地区で行っておりました地域協議

会、地域担当スタッフ制につきましては、合併を

機に新たな総合計画がつくられることから、本年

１月に協議会の代表の方にお集まりを願って協議

した結果、解散することで協議が調っております

が、地域担当スタッフ制については今まで地域と

かかわってきたこともありまして、急に廃止する
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ことになりますと地域活動に支障を来すことにな

りますので、ことしは職員の協力を得ながら、地

域の要望にこたえてきたところであります。新市

における将来に向けての地域づくりのための新し

い組織をどのようにするかは今後十分検討してま

いりたいと考えておりますので、御理解願いたい

と思います。

以上、答弁とさせていただきます。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、風連〇生活福祉部長（山内 豊君）

地区最終処分場の管理のあり方についてお答えを

いたします。

指定物以外の混入に対する対応と人員を含めた

管理強化をということで御質問がございました。

風連最終処分場は、平成１２年に供用開始、平成

２６年までの１５年間７め立てをする計画でござ

います。処分場の管理運営については、受け付け、

現金の取り扱いを市の嘱託職員１名が行っており、

処分場内の整地等の他業務につきましては民間事

業者に委託となっております。また、前年度の処

分場の７め立て量は、計画では年 ７００トン程

度見込んでおりましたが、実カでは年４００トン

程度とかなり下回った搬入量となってございます。

本年４月以降、名寄地区の一般家庭系７め立てご

みの受け入れにより、４月から８月ころまでの搬

入量は３６０トンとなりました。これは、昨年同

期と比較しまして ８倍、４月、６月では ３倍 

となっております。また、７月から搬入を風連、

内淵両処分場で受け入れたため、現在はかなり少

なくなってきておりますが、今後の推移を見守っ

ていきたいと思っております。

御提言の人員を配置しての管理指導についてと

いうことでございます。現委託業務の中では難し

いとは思いますが、当面毎月１回開場する第４日

曜日には職員を含め人員を配置していきたいと考

えております。

飛散防止対策につきましては、毎日覆土が原則

と考えますが、状況に応じまして重機による転圧、

整地で対応したいと考えております。また、２が

一飛散した場合は、速やかな回収に努めてまいり

ます。

以上、私からの答弁といたします。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、大き〇教育部長（今 裕君）

な項目３の風連中学校改築に係る今後のスケジュ

ールについてお答えいたします。

初めに、耐震化率等施設整備計画についてお答

えいたします。御案内のとおり、国の三位一体改

革に基づく義務教育費国庫負担制度の改正に伴い、

学校施設整備に対する国の負担金補助金制度が改

正されました。学校施設の耐震化事業の推進を重

点とする安心・安全な学校づくり交付金制度が新

設され、本年度からは学校改築改修事業を含め耐

震化事業を柱とする市町村施設整備計画を作成し

なければ国の財政支援措置を受けられないことに

なりました。また、この計画策定の前提といたし

まして、昭和５６年以前に建築されたすべての学

校施設の耐震０断の実施が求められております。

名寄市には耐震０断の対象である校舎、体育館な

どが１２校３８棟ございまして、その実施費用が

多額となることから、道教委の助言を受け、まず

本年度耐震化優先度調査を実施し、これを受けて

さらに現在名寄市小中学校適正配置等検討委員会

で検討いただいている小中学校の適正規模、適正

配置の基本的な考え方及び今後の方向性などにつ

いての提言を踏まえながら、平成１９年度に名寄

市小中学校施設整備計画を策定したいと考えてお

ります。

施設整備計画は、まず耐震化優先度調査の結果

を踏まえ、耐震０断をせず耐力度調査を実施し、

改築を計画する学校施設と耐震０断を行い改修補

強を計画する学校施設に振り分け、これをもとに

小中学校適正配置計画及び他の公共施設の耐震化

計画や市の財政計画などとの調整を図りながら、

学校施設ごとに耐震０断や耐力度調査の実施予定

年次、改修、補強、改築などの事業手法及び実施
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予定年次、さらに市の学校施設全体の耐震化整備

目標及び事後評価に関する事項などを盛り込むこ

ととなります。

風連中学校につきましては、平成１０年に耐力

度調査を実施しておりますので、その結果を本年

度実施します耐震化優先度調査に反映させ、来年

度策定する施設整備計画の中で位置づけを明確に

した上で改築事業に取り組んでまいりたいと考え

ております。

次に、小中一貫教育についてお答えいたします。

ただいまお話のございました風にプロジェクトは、

教育現場のすぐれた実践的な取り組みから生まれ

たもので、名寄市との合併を好機として新名寄市

民としての自覚と現在ある風連校のよさをさらに

伸ばし、にあふれる学校を実現する学校教育総合

計画でございます。例えば風連地区５校の小中連

携した教育目標の設定、風連中央小での６年生へ

の主要４教科の教科担任制、交通安全と声かけ運

動、小中連携の地域清掃活動、農業体験学習、小

中高校の生徒指導担当者による風連地区生徒指導

委員会の開催、日進小中学校での中学校教員によ

る小学校授業への乗り入れなどは今年度から実施

されております。また、２学期以降の取り組みと

して、風連中への体験入学、風連中教員による小

学校での出前授業、風連４小学校の交流学習など

が計画されております。小中連携教育の推進のた

めの校舎の隣接地建設の提言につきましては、一

定期間の実践を経て、その成果や課題を見きわめ

ることが大切であると考えております。また、将

来的な学校統合の可能性なども視野に、全市的な

小中学校配置計画の中で検討していただくことも

必要であると考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

今それぞれ御答弁を〇１７番（佐藤 勝議員）

いただきました。何点かについて改めて質問させ

ていただきます。

初めに、総合計画の関係なのですが、合併前の

風連町には今答弁の中にもありましたとおり地域

協議会、それから行政側としては地域担当スタッ

フがそれぞれ張りついておりまして、総合計画策

定の段階から相互がお互いに地域の問題、課題を

掘り出して、まとめて、そしてその集大成を総合

計画にのせたというようないきさつがあるもので

すから、当時はまだ地域分権だとか、それから協

働だとかいう今はやりの言葉はなかった時代では

なかったかと思いますが、そういう取り組みが既

になされておったわけです。

それで、私たちがそこで学んだことは、やはり

先ほど私が申し上げましたとおり地域のことは地

域の市民が一番よく知っているということで、そ

して通り一遍の接触ではなくて、事あるごとにや

はり担当の職員の方がいろいろ相談に乗ってくれ

たり、アドバイスをいただいたりという形が結果

いい地域づくりに貢献してきたというふうにも思

うものですから、新しい総合計画の中でもぜひ必

ずその仕組みを取り入れるべきという考え方から

あえて提言をさせていただいているわけですが、

先日１００人の市民の皆さんで構成されています

総合計画の策定審議会を傍聴させていただきまし

たが、そのときの磯田元副知事の講演でもありま

したが、やはり地域の思いを拾い集めることがま

ちづくりにつながるのだよというような講演の内

容があったかと思いますが、まさにそのよき実践

例が名前はともかくとして地域協議会であり、担

当スタッフ制度であったなと、我が意を得たりと

いう思いで講演を聞いていたわけですが、これは

先ほど来議論があったとおり、これから地域自治

区の設置も検討されていく状況の中で、名寄地区、

風連地区同時に用意ドンということには当然いか

ないわけでありまして、それはまだら模様で結構

だというふうに思うわけですが、ただその基本的

な考え方だけはしっかりと組み込んでおくべきだ

と。そして、いつでも体制ができた時点でそのシ

ステムに乗っかっていくというふうな段取りが必

要だというふうに思います。
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質問の中では、あえて地域スタッフとか地域協

議会という書き方はしなかったのですが、それは

従前の名前等にはとらわれるべきではなくて、全

くまた新しい発想でいくべきだということで、あ

えて質問の中では使わなかったわけですが、具体

的にはそういった旧風連町で行っていた仕組みで

あります。その仕組みを何としても入れたいと。

これから先ほど申し上げましたとおり１００人で

構成される審議会の中でもるる検討されていくの

で、ちょっと僣越かなというふうには思いました

が、あえて質問として取り上げさせていただいた

わけですが、その辺の過去風連町が取り組んでき

たこの手の仕組みの実カも含めて、行政側から見

た評価と申しましょうか、そういったものもある

でしょうし、それからそれをもとに今後はこうあ

るべきだというふうな思いも多分あろうかと思い

ますので、そのあたりの事情に一番詳しい小室助

役の方から御答弁をいただければ、ぜひ私は基本

的な考えを入れるべきだというふうに思うもので

すから、その点について今のお話も含めての改め

ての御答弁を求めます。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

御指名を受けまして大変〇助役（小室勝治君）

ありがとうございます。今御質問がありました風

連で行われたまちづくりの総合計画のつくり方、

これについては風連のお方は御存じかなと、この

ように思うわけでございますが、第３次総合計画

作成段階で職員をブロック分けしまして、そして

それぞれの地域に入って、地域の課題、問題、そ

して解決の方法、地域がやる仕事、行政がやる仕

事、また共同でやる仕事と、こういったものを洗

い出しながら、各行政班を中心にしながら、４日

程度かかって１班回った経過がございます。その

結果、地域ごとの冊子ができ上がってきたという

ことの経過、これは前期でございます。そういう

経過をもとにしてきたと。それが後期に引き継が

れ、後期においてはスタッフの入れかえ等もあり

まして、若干薄れてきた傾向にあったわけでござ

いますが、非常に職員にとっては地域においてい

ろいろな課題が、自分の仕事以外の話がどんどん

出てくる、そういったものをわかる範囲の中で答

えながら、そしてわからない部分はさらに持ち帰

り、担当者の方と打ち合わせしながら、地域にお

ろしながら進んできたと、こういう思い入れがあ

るわけでございます。そうした中から、地域が活

性化するためには当面何をすべきかというような

ことで、それぞれの地域が話題を出していただき

ながら、そして今残っているのが地域の祭典とあ

わせて地域の行事としてそれぞれビールパーティ

ーやったり、演芸会やったり、それから郷土芸能

の発表会やったりというようなことで、今現在１

５年ぐらいになるわけですけれども、続いてきて

いると、そういう経過がございます。非常にそう

いう面では風連町という一つの中でやってきたも

のですから、地域がある程度大きくなかったせい

か、そういう面ではやりやすかったのかなという

ふうな思いをしているわけでございます。

ただ、これから向かっていく自治区の体制でご

ざいますが、小学校区をめースにしながら考えて

いくと。風連も同じような形で小学校をもとにし

てそういった割り振りをした経緯がございます。

これが今も残っているそれぞれの下多寄地域とか

日進地域とか、そういう形で残っているわけでご

ざいますけれども、いずれにしても名寄の大所に

の中の人口でございますから、本当にそういう形

でできるのかというと、非常に困難性があるので

はないかというふうに感じておりますし、また職

員もその時点では本当に一生懸命やったなという

ふうに思いますし、またそのことが本当にどうだ

ったのかなというと、地域ごとに格差が出てきた

と。ある地域は一生懸命職員も一緒になってやっ

たけれども、ある地域ではただ職員がイめントの

手伝いにだけ使われたというようなことから、非

常に職員同士の格差がございまして、不肥もあっ

たというふうなこともございます。今それぞれ新

しいまちづくりをつくるわけでございますから、
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この辺の反省も踏まえ、そしてまたいいものは残

していくという私なりの考えは持っておりますか

ら、風連のスタッフ制はなくなっても、職員がそ

ういうことで協力できる体制がこれからできるか

どうかという問題についてもこれから職員と話し

合いをしながら、組織的でなく、ボランティア的

な活動の中でそういった組織を目指していきたい

なと、このように考えているところでございます。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

御指名はなかったのであ〇助役（今 尚文君）

りますけれども、今風連さんの大変いい事例を聞

かせていただきまして、実は反省材料としてお話

しすることがこれからこの制度を考えていく上で

いいだろうと思いまして、名寄市でも実は総合計

画策定のとき１６のブロックに分けまして、職員

を配置して、地域担当制を取り入れました。総合

計画の議論をその場でしていただきまして、職員

がそれぞれの地域でそれぞれの課題なり、あるい

は全市的な課題なりを議論したというところで総

合計画はまとめ上げたのでありますけれども、そ

の後の地域と職員との関係がどうも機能的にうま

く回らない。今風連さんでも多少温度差があった

と言いましたけれども、名寄市の場合も温度差が

ありまして、どうしてもうまく機能しなかったと

いうことがあります。総合計画をつくるまでは機

能したのでありますけれども、それ以降はどうし

てもうまく仕組みが回らないということで少し歯

ぎしりをしたことを覚えているのでありますけれ

ども、そこでちょっとスタイルを変えまして、職

員と地域との結び、あるいは職場の結びどうする

かということで出前講座を実施をいたしました。

これは、ちょっとスタイルは違うのでありますけ

れども、職員と地域、職場がどういうふうに接点

を持てるかということを考えて、出前講座をテー

マごとに、建設テーマなら建設部の職員が行く、

年金なら年金の担当職員が行くということで、１

０人以上のグループでやっていただいたという経

緯がございまして、どちらかというと名寄市の場

合はひょっとしたら失敗例かもしれませんので、

この辺は今小室助役からありましたとおり成功し

た例、失敗した例をあわせまして、今後職員と地

域との関係をどう仕組みづくっていくかというい

いテーマになるのでないかというふうに思ってお

ります。

以上です。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

小室助役らしからぬ〇１７番（佐藤 勝議員）

弱気な答弁が戻ってきたので、ちょっと心細くな

ったわけですが、私はその地区、その地域によっ

て格差が出るというのは当然のことだというふう

に思うのです。ですから、何もかにも右も左もす

べて均一にいくなんていうのはにのまたにであり

ますから、まず考え方として格差が出ることは当

たり前なのだと。では、その弱い部分をまたどう

いうふうに手当てしていくかということがそこが

行政の力ですから、ですから私が言うのは行政と

いうのは協働という言葉でも表現されるとおり、

決して私たちはおん０にだっこを求めているもの

ではなくて、やはりお互いがつかず離れずの関係

でいくのが一番よろしいというふうに思っている

ものですから、そういうでこでこが出ることを決

して恐れないというふうに進んでいただきたい。

ことし風連地区で言えば各田舎神社祭りが終わ

って、イめントにも今お話しのとおりこの制度が

なくなったということでかつての担当職員の方が

有休をとって来てくれました。そこになって私た

ちが初めて大変ありがたかったことなのだという

ふうに思ったわけですけれども、ただしイめント

の手間として私たちが考えていたのでは決してな

くて、そこでやはりいろんな交流が生まれてきて、

信頼関係が生まれてくるのです。ですから、言っ

てみれば例えば小室さんがそこの地区の担当だと

したら、小室さんが総合窓口なのです、東風連担

当の。だから、福祉の問題であり、教育の問題で

あり、とりあえず小室さんにちょっと言ってみよ

うや、相談してみようやというようなことになる
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わけですから、この問題はあの窓口、この問題は

こっちの窓口ということではなくて、やはりそこ

はさっきも言ったとおり人対人の信頼関係をしっ

かり築くことが一番しっかりしたまちづくりにつ

ながるわけですから、これは何はさておいても抜

かすわけにはいかないということで、今助役の方

でも力強いまたメッセージもいただきましたので、

大いに今後の議論に期待をしたいところでありま

す。

それから、そのときやはり審議会のときに配ら

れた基本構想の、未定稿でありますが、事務局か

らというのがありまして、その中にもしっかりと、

ちょっと読み上げますが、住民活動は地方分権時

代の個性豊かで自立したまちづくりにとっては欠

かせないものであり、住民力の結集や住民と行政

との協働体制の確立が求められますと。その具体

的なツール、道具が今お話ししましたとおり私は

やはりかつての、名前はどうでもいいのですけれ

ども、地域協議会あるいは地域担当スタッフだと

いうふうに思います。名寄地区でも幸いに経験を

されているということでありますので、経験はよ

き教科書、先生になりますので、それを生かして、

さらに新たな飛躍を挑戦するべきだというふうに

思います。

最後、この問題についての私の総括は、継続は

力なりであります。やはり続けることが力になる

と。失敗を乗り越えて、あるいは成果をしっかり

と抱き締めて次のステップに進むというのが私は

本当に血の通ったまちのあり方、これは大きい小

さい関係ないのです。よく言われるとおり、風連

でできたけれども、名寄ではできないというふう

な言われ方をよくするわけですが、今もそんなニ

ュアンスはあったわけですけれども、私は逆だと

思うのです。名寄でできることが風連でできない

ということはあるかもしれませんけれども、風連

でできて名寄ができないはずないというのが私の

基本的な考え方でもありますので、先入観にとら

われない、先ほどお話あった除雪なんかもそうで

すけれども、先入観にとらわれないと。規模が大

きいからといったってたかだか３２ですから。そ

うですよ。これが３０２とか、旭川とか、札幌の

１９０２都市になったら話はちょっと変わってく

るかもしれませんけれども、言ってみればたかだ

か ０００人、３２人のに界ですから、ほとんど

市内の皆さん顔見知りですから、その辺はまだま

だ可能性があるというふうに思います。ありがと

うございます。

それでは、次の二つ目の問題にいきます。この

最終処分場、風連に限ってですが、７２ ０００

２２、私算数が余り得意ではないのですが、１５

年間で割り返したら１年間の償年が ０００２２

ですね。これは、非常にわかりやすい理屈なので

す。この間も処分場行って見てきました。今多分、

私の見た目ですから余り当てにはなりませんが、

１５年間の７年間経過しているのですけれども、

まだ４分の１ぐらいなのです。ですから、あと８

年残っているわけですけれども、多分今のペース

でいけば、先ほど御答弁の中にも数２ありました

とおり ７００が４００ということでいっていま

すので、まだまだ長もちすると。例えばこれ３０

年間使ったとしたら、１年間の償年費は ５００

２２まで落ちるわけです。これほどの行財政改革

はないわけでありますから、ですからその辺も市

民の皆さんによく理解していただくと。であれば、

１年間に ５００２２節約できるとなると、１人

の委託でも直営でも職員置いたって、これは極め

て安いコストだというふうに思うのです。ですか

ら、あえて最低１人の、今の状況では現場の管理

監督はできませんから、ですからこれは安いもの

だと。１００２２かけたって、２００２２かけた

って、 ５００２２年間節約していけるのであれ

ば安いものだというふうにあります。

それから、もう一つ、人員配置を置くべきだと

いうのは、先ほども申し上げましたとおり周辺が

農地でありますから、これは私も答弁を見て、山

内部長も少し考え方が、もう少しぴりっとしてほ



－272－

しいなというふうに先ほどの竹中さんの質問に対

する答弁も聞いて思ったのですが、どうもまなじ

り決してというふうな思いが伝わってこないので

す。ごみの問題というのは、釈迦に説法ですから

余り言いませんが、やはり腹くくってやらなけれ

ばできないのです。これは、担当部長ですから一

番よく御存じだと思います。答弁にもありました

とおり、例えばごみのビニール類の飛散があった

ときは速やかに対処します。これあってはいけな

いのです。これは、ことしの春かなりあったとい

うことを踏まえて、あえて申し上げているわけで

すが、出たからそれにイタチごっこのように後追

いでやると。これは事と場合によりますけれども、

この飛散を防ぐということはそれほど技術的にも

コスト的にも難しい問題ではないというふうに思

うものですから、本当にそこにきちっと監督指導

者がいれば、逐一ごみを投げる部分については指

導できるわけです。ですから、毎日泥をか０せる

わけにいかないから、重機で押すと。これは、当

然飛散となってあらわれるわけです。その後で手

間暇かけてごみをとって歩くと。これ絶対全部は

とり切れませんから。ですから、一番効果的なの

は火元の栓を閉めるというのが火事でも、それか

らごみでも一番効果的で、コストがかからないと

いうことですから、ぜひ風連の処分場については

監督指導者を置くべきだと。一部第４日曜日には

職員を配置するということなのですが、今すぐと

いっても難しいのは理解していますから、ぜひ新

年度等においてはそういった形がとられることを

希望いたしますが、どうでしょうか、部長。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

いろいろ手厳し〇生活福祉部長（山内 豊君）

いお言葉いただきましたけれども、私もまなじり

を決していないわけではございません。名寄の処

分場におきましても、先ほど風連の処分場の方に

ストーブや車のバンパー等があるということであ

りました。年度当初見に行ったときには、自転車

あるいは鉄くず、そういったものが敷地の中にち

ゃんと処分地として置いてあったということで、

そういったような分離はされていたというふうに

思っております。ただ、名寄での処分場につきま

しては、そうしたものも一括処分の中に入ってい

くということで、私風連の処分場見たときに非常

にいい分別をしているなというふうに思いました。

それで、鉄くずや、あるいはそういった自転車類、

そうしたものを７めることによって減量にならな

いということでございますので、そうしたものに

ついての減量対策は図らなければならないという

ふうに思っております。それで、これの対策につ

きましては、市内の古物商さん、そういったとこ

ろとの連携といいますか、受け入れてくれるかど

うか、そんなことも十分に考えていかなければな

らないと思いますし、風連でのそういった処分を

どういうふうにしているのかということも参考に

しながら、今後考えていきたいというふうに思っ

ております。

また、今管理運営の部分での人員ということで、

ゴールデンウイークのときには私も家庭系ごみを

持っていきましたけれども、本当に車が道路には

み出て、そして待ち時間、搬入する人、それから

搬出する人という部分が０つかって、非常に混雑

をしていたということがございます。それで、そ

の当時は非常にごみも風連の処分場の方に持って

いかれたというふうに思っております。これは、

名寄地区では月曜日から土曜日までということで、

サラリーマンの多い地区でありましたから、土曜

日に持ち込む量が名寄では多かったのでないかと

いうふうに思いますが、これが風連と名寄に分か

れた場合の第４日曜日だけということがありまし

て、そこにまた集中してきたということだという

ふうに思っております。そういった意味では、先

ほど申しましたように毎月１回開場する第４日曜

日が今のところ多いという判断の中で、そこに職

員を配置して、管理監督していきたいなというふ

うに思っています。

今後の推移によってどういうふうな状況になる
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かわかりませんけれども、これらのこともかんが

みながら実施をしていきたいと思いますし、先ほ

どのビニールの問題についてもやっぱり分別の問

題、あるいはそれの整地の問題だとかありますの

で、それらもあわせて考えていきたいというふう

に思います。

以上です。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

まずは、試行してみ〇１７番（佐藤 勝議員）

てということで理解をさせていただきました。

現場を見て思うのは、例えばソファーですとか、

これは捨てていいものなのですけれども、いわゆ

る粗大ごみですね。それから、木の剪定木の捨て

られたものがあるわけですけれども、これが結構

スペースとるわけです。ですから、例えば粉砕機

ですとか、ソファー、それからたんすの類であれ

ばそれこそ即重機で、これ重なってしまったらつ

０れませんので、即重機でつ０していくというよ

うなことをすれば、かなりまた違うと思いますの

で、分別を進める傍ら、処分場の中の処分もしっ

かりしていくということで、であればやはり当然

そこには重機のオペレーターも含めてそういう監

督指導者を置かざるを得ないという状況に私は来

春からはなるというふうに期待を持って見ており

ます。

それから、３点目であります。私もなかなか法

律も理解できませんし、今回の答弁もいただいて、

いろいろ考えてみたのですが、なかなか理解でき

ないのですが、例えば５６年以前の建物について

はすべて調査が必要だよということはわかるので

すが、風連中学校は耐力度調査も終わっていると

いうことで、全部の全市的な調査がまず前提だと

いうのはわかるのですけれども、やはり必ず全市

的な調査を行わないと単独ではここは耐力度調査

も終わっているし、当然もうすぐかかるわけです

から、耐力度調査は必要なくてということではな

くて、やはり必ず全市的な調査が必要なのでしょ

うか、どうでしょうか。その１点だけちょっと。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

耐力度調査は、結果〇教育部長（今 裕君）

的にはすべての学校で耐震とか耐力度調査は必要

となります。ただ、先ほども言ったようにこれを

一度にやると多額のお金がかかるということで、

これは文科省の方もよくわかっておりまして、そ

れはできない事情がわかりますよということで、

優先度調査ということをやります。これは、該当

校でコアをくりぬいて、コンクリートの劣化度な

どとか、それから外見上見てどの程度劣化してい

るかと、古くなっているかとか、そういうような

調査を行うのですけれども、これは簡易的なもの

でありまして、１校当たり２０２２程度でできる

というようなことで、それをやることによって学

校の優先順位を決めるということになります。順

位を決めても、例えばこれから３年計画で、最初

に１９年度はここをやりましょうと。そうしたら、

耐震０断なり、耐力度調査をそこのやっていない

ところについてはやらぬとだめです。３年間の計

画で学校改修改築するときは、必ず耐震０断なり、

耐力度調査を行うと。その３年後の計画期間を過

ぎて、また次の期間に入ったときには、またそこ

でも耐力度調査なり、耐震０断をやって、施設整

備を順次に進めていくというような中身です。で

すから、こういうふうになったのは耐震０断がな

かなか全国的に進まない、北海道、名寄もそうな

のですけれども、これをどうやって進めるかとい

うことで、今までのやり方ではまずいということ

で、耐震０断をやらぬところについては設備の改

築改修なりをそのものを認めませんですよという

ことだと思うのです。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりました。そう〇１７番（佐藤 勝議員）

すると、耐震０断は必ずしなければいけないとい

う義務づけですね。わかりました。

それで、１９年に全市的な学校のその施設整備

計画を策定するということで、その流れの中で当

然その中、これが１９年に計画ができ上がると風
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連中学校の改築年次も明記されてくるということ

で理解してよろしいのでしょうか、どうでしょう

か。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほど耐震０断とお〇教育部長（今 裕君）

っしゃいましたけれども、正確には耐震０断か耐

力度調査ということです。

それから、１９年度には当然どこどこの学校を

するかというような形では出てくると思います。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

先ほどもお話ししま〇１７番（佐藤 勝議員）

したとおり、突貫工事で当時の資料を見ますと約

１２２の建設費が見込まれたのです。それが突然

燃えてしまったものですから、保険金の ０００

２２ほどしか原資がないということで、そんな中

で沿線の、当然当時の名寄市の皆さんにもおに話

になったと思うのですが、沿線の市町村の方から

の寄附だとか町内外のそういった善意が１００２

２ほどにもなったと。ですから、これは今の貨幣

価値からいうと何千２２にも値する金額かなとい

うふうに思って、本当にありがたかったこと、当

時の私たちはそんなことは知らなかったのですが、

そんな中で１年、当初の予定だと２年かかるもの

が１年ででき上がったと。三輪町長の時代の出来

事だったのですが、本当に当時の三輪町長以下、

それから建設業者様も含めて、私はちょうど３年

生で、昔話をしているわけではないのですが、土

曜日だったのです。そうです、土曜日だったので

す。土日を挟んで、１５日から授業が再開された

のです。ですから、当時私たちの中学校は７００

人ほどおりましたから、７００のいすを２日間で

用意をして、東風連小学校、旭小学校、それから

下多寄小学校に各学年ごとに分かれて、私たちは

３年生ということで中央小学校の体育館に１カ所

で勉強させてもらったわけですけれども、そんな

本当に大変な御苦労の中で今の校舎ができ上がっ

たと。しかしながら、傷みもきているのも事実で

ありますから、そこのところ風連の地区の皆さん

は大変心配もしているところで、うちの学校はい

つできるのだというふうに、いろんな今お話をい

ただいた、説明をいただいた部分はあるのですけ

れども、いつごろというふうな年次は今の時点で

はまだ言えないですか。どうですか。１８年が２

１年に完成するというのは、どういうふうに私た

ち考えたらいいかわかりやすく説明していただけ

れば。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほども申し上げま〇教育部長（今 裕君）

したけれども、優先度調査は今年度行います。で

すから、そこで学校ごとのものはわかると思いま

す。それとまた、ことし検討委員会を設置してお

りまして、学校のあり方を検討していただいてい

ます。それと抱き合わせでできた時点で計画をつ

くっていくということになりますので、単純に古

い年数からいくかといったら、それはそうとは限

らないかもわかりません、その結果によっては。

ですから、これでいきますと１９年度に施設計画

の策定ですから、順調にいっても恐らく２０年度

以降になるのかなというような感じはしておりま

す。ただ、財政計画がありますので、それとも絡

んできますので、早くても２０年度以降というぐ

らいにしか今の時点ではちょっと私の方からは申

し上げられません。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

早くても２０年以降〇１７番（佐藤 勝議員）

となると、２９年も２０年ですから非常に心配に

なるわけですけれども、そういう受けとめ方では

なくて、今御説明のとおり、御答弁のとおり、そ

れぞれ定められた、義務づけられた調査を経て、

前向きに極めて計画にのっとった形でやるという

ふうに私は受けとめさせていただいておりますの

で、それが大きく、今お話しのとおり古い順から

やるわけではないということに若干の不安要素は

正直持ったのですが、それに余りこだわらない方

がよろしいのですね。わかりました。今部長も大

きくうなずいてくれておりますので、私は部長を
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全面的に信頼をしておりますので、教育長も含め

て、そこのところは本当にお互い情報をやりとり

しながら、しっかりといい校舎建設に向けて、ま

たいい環境の中で子供たちに学んでいただくとい

うことで前向きに進んでいければというふうに思

います。

それから、時間も残り少なくなってきたわけで

すが、皆さんも早く終わればいいのになと思って

いるかもしれませんが、この風にプロジェクトと

いう、こういった冊子が風連町の本当に終わる間

際だったのですが、でき上がりました。ごらんに

なった方もいらっしゃると思うのですが、これ冊

子的には非常に薄いわけですけれども、本当に風

連の教育の情熱がこの１冊に凝縮されているとい

うふうに言ってもよろしいかというふうに思いま

す。私は持っていますし、風連の教育委員会の部

分に行けば多分あるかなと思いますので、議員の

皆さんもぜひ、これは無料ですから、読んでいた

だいて、これが私は決してめストだとは思いませ

ん。ただ、一つの実カとして、よく学０子供たち

がいて、そして情熱のある先生方がいて、そして

……

（何事か呼０者あり）

いやいや、それはま〇１７番（佐藤 勝議員）

た別なのですけれども。

連携のすばらしさと、連携というのは保育所も

入っているのです、小中のみならず。これは、部

長もよく御存じだと思うのですが、そのあたりに

ついてのお答えがなかったわけですが、やはり小

学校から中学校に行くときにはいろんな意味でカ

ルチャーショックがあると。同じように保育所、

幼稚園から小学校に行くときはやはりカルチャー

ショックがある。それをいかに和らげるかという

のが一つのスムーズな教育の連続になっていくか

というふうに思うのですが、そのあたりについて

は幼と小の部分についてはいかがでしょうか。答

弁には出てこなかったものですから、お伺いをい

たします。手短でよろしいです。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま小中の連携教〇教育長（藤原 忠君）

育ということについての御質問がございましたが、

旧名寄市でも随分議論した経過の中ではやはり幼

稚園から大学までの接続がしっかりとできるかど

うかという、これは大きな問題でございます。そ

ういう意味で、風にプロジェクトの中には幼稚園

から恐らく高校まで視野に入れたそういう連携教

育も含まれているのではないかということで、大

変すぐれたプロジェクトだと、こんなふうに考え

ております。

ここではひとつ小中という形で取り上げますと

二つのパターンがございまして、小中の連携教育、

これが先ほど部長の申し上げたああいう内容でご

ざいます。もう一つは、校舎をともにして、とも

に学０という、こういう一貫教育というのがござ

います。これは、まだ北海道では例がございませ

ん。それから、連携教育はそれぞれの形で取り組

まれているということでありますので、この風に

プロジェクトの提言も私たちはしっかり踏まえな

がら今後考えてまいりたいと、こう思っておりま

す。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

秒読みに入りました〇１７番（佐藤 勝議員）

けれども、今教育長の方からお話ありましたとお

り、最後に聞こうと思っていたのですが、校舎の

同一敷地内の建設という部分があるのですが、こ

れについては一定の御答弁をいただいているわけ

ですが、これ以上の踏み込んだ部分というのはな

いのでしょうか。教育長に最後にお聞きをして、

私の質問を終わります。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

それにつきましては、〇教育長（藤原 忠君）

部長の答弁にもございましたが、今後の風連中央

小学校と風連中学校の連携のあり方の成果とか、

これは似たような地域では智恵文も小学校、中学

校連携教育を進めております。そういう成果をま

ず一つは確かめるということも大切でございます。
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そういう中で、今立ち上げました適正配置、こう

いう検討委員会の中にも御議論をいただこうと、

こんなふうに思っております。

以上で佐藤勝議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ５時４６分

再開 午後 ５時５０分

再開いたします。〇議長（田中之繁議員）

日程第３ 平成１８年第２定付託議案第１号

名寄の冬を楽しく暮らす条例の制定についてを議

題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、熊谷吉正委員長。

議長か〇総務文教常任委員長（熊谷吉正議員）

ら指名をいただきましたけれども、正確さを期す

ために用意したものを読み上げて、報告にさせて

いただきます。

今第２回定例会におきまして当委員会に付託を

されました付託議案第１号 名寄の冬を楽しく暮

らす条例の制定について、委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。

委員会は、９月１１日に開催し、総務部長を初

め担当職員の出席を願い、慎重に審査を行ったと

ころであります。

本条例の制定につきましては、８月２１日に開

催されました議員協議会の場で担当者より詳細に

説明を受けておりましたので、早速審査に入りま

した。

各委員から出されました主な質疑では、旧名寄

市の市技スキーは合併によりどう取り扱うのかに

対しては、新たな条例整備を含めた中で市技スキ

ーの取り扱いについて議論していく。第３条中に

は「積極的に」の文言が４回、第４条中には「提

言等を行います」の文言が３回使われているが、

美しい文章表現上整理されてはに対しては、従前

の条例では「積極的に」の表現は１カ所で、検討

委員会内での議論から織り込まれた。ホワイトマ

スターの称号は、旧該当者から通算となるのか、

また文化賞、文化奨励賞のように掲示してはどう

かに対しては、基本的には通算していくと考えて

いる。ホワイトマスターの称は今まで３７個人、

団体に贈っており、構想の段階であるが、北国博

物館に名前等を書いたものをつくっていきたい。

また、市民にわかりやすい場所で贈ることも考え

ていきたい。市の責務を明らかにしている第２条

で、従前の「利雪・親雪計画」から「庁内組織を

設置し」と変わったが、庁内組織のイメージはど

う考えているのかに対しては、克雪を含めて設置

要綱を作成し、さまざまな提言、意見に対してこ

たえていける組織をつくりたいなどなど質疑が交

わされたところであります。

さらに、各委員から２句や文章表現の整合性に

ついて修正すべきとの意見も出され、検討の結果、

次のような修正案が出され、全会一致で修正案を

可決すべきものと決定し、修正部分を除く部分を

原案のとおり可決すべきものと決定しました。

修正箇所を申し上げます。第２条第１項３号中

「着る」を「過ごす」に改め、同項第７号中「生

かした」、この生かしたは生活の生です、を「活

かした」に改める、この活かしたは活動の活です。

第３条中「事項に取り組みます」を「項目につ

いて積極的に取り組みます」に改め、同条第１号

中「積極的に除・排雪に協力」を「除・排雪に協

力」に改め、同条第４号中「利用した、北国」を

「利用した北国」に改め、同条第６号中「積極的

に参加」を「参加」に改め、同条７号中「創意工

夫するとともに積極的に参加」を「創意工夫し、

参加」に改め、同条第８号中「積極的に進めま

す」を「進めます」に改める。

第４条中「次に掲げる事項に取り組みます」を

「次の項目の提言等に取り組みます」に改め、同

条第１号及び第２号中「推進にかかわる提言等を
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行います」を「推進に関すること」に改め、同条

第３号中「事項に関わる提言等を行います」を

「事項に関すること」に改める。

なお、委員会としての条例の修正案をお手元に

配付をしておりますので、参考にお願いをしたい

と思います。

以上を申し上げまして、今第２回定例会で付託

されました付託議案第１号 名寄の冬を楽しく暮

らす条例の制定についての委員会における審査の

経過と結果の報告とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。

これより、委員長報告〇議長（田中之繁議員）

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

小野寺一知議員。

委員会の修正案に〇３５番（小野寺一知議員）

ついて１点だけお伺いをしますけれども、第３条

の４号、「冬の環境を活かし、豊かな地場産物を

利用した、北国の食文化づくりをすすめます」と。

なぜ「利用した北国」に点を取ってつないでいっ

たのか、そこら辺の経緯についてお伺いをしたい

というように思います。私読んでいる段階では、

点があった方が読みやすいのかなというような気

がするものですから、お伺いしただけですので、

そこら辺のいきさつについてお話しいただければ

ありがたいと思いますが。

熊谷委員長。〇議長（田中之繁議員）

「利用〇総務文教常任委員長（熊谷吉正議員）

した、北国」のところについて「利用した北国」

に接続をしたのは、委員の方から文章上「利用し

た北国」という続いている文言になっているとい

う指摘がありまして、妥当という判断をして、そ

ういう結論になっております。

小野寺議員。〇議長（田中之繁議員）

別にこだわるわけ〇３５番（小野寺一知議員）

ではございませんけれども、修正案の方が点を取

っているということは、「利用した北国」という

言葉をつないだということになるわけでして、

「地場産物を利用した、北国の食文化」というこ

とを考えたときには点があった方がいいのかなと

いうふうに理解したのですが、委員会でそういう

議論があって、こういう方向にしたというのでし

たら、私は別に異論はございません。

熊谷委員長。〇議長（田中之繁議員）

私ども〇総務文教常任委員長（熊谷吉正議員）

の委員にも造詣の深い委員がございまして、「豊

かな地場産品を利用した北国の食文化づくりをす

すめます」というのは一つの文章として妥当だろ

うということで、全委員がそのとおりということ

で結論づけております。

ほかにございませんか。〇議長（田中之繁議員）

（「なし」と呼０者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼０者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、平成１８年第２定付託議案第１号は委

員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ５時５７分

再開 午後 ５時５８分

再開いたします。〇議長（田中之繁議員）

日程第４ 意見書案第１号 季節労働者の「特

例一時金」現行維持に関する意見書、意見書案第

２号 集配局の廃止再編計画に反対する意見書、

意見書案第３号 ドクターヘリの全国配備へ新法

制定を求める意見書、意見書案第４号 療養病床

の廃止・削減の中止等を求める意見書、意見書案

第５号 各国の食料主権を保障するＷＴＯ農業交

渉を求める意見書、意見書案第６号 品目横断的

経営安定対策の見直しに関する意見書、以上６件

を一括議題といたします。

お諮りいたします。本件については、全議員に

よる提出でありますので、この際提案説明、質疑、
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委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼０者あり）

異議なしと認め、採決〇議長（田中之繁議員）

を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼０者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、意見書案第１号外５件は原案のとおり

可決されました。

日程第５ 報告第３号〇議長（田中之繁議員）

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第６ 委員の派遣〇議長（田中之繁議員）

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼０者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、委員の派遣が決定いたしました。

日程第７ 委員の派遣〇議長（田中之繁議員）

報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

経済常任委員会、川村正彦委員長。

経済常任委〇経済常任委員長（川村正彦議員）

員会の行政視察報告を申し上げます。

委員会は、７月１８日から２０日までの３日間

の日程で、深川市、夕張郡長沼町、樺戸郡浦臼町、

２平市を行政視察してまいりました。

深川市役所では、地場産品の米ＰＲを中心とし

た道の駅の運営状況についてをテーマに視察を行

いました。道の駅ライスランドふかがわは、国道

１２号線と国道２３３号線が交差し、高速道路の

深川インターの入り口にあり、同一の敷地内には

ガソリンスタンドとコンビニが併設されているこ

とで相乗効果があり、平成１５年度にオープンし、

３年目の本年７月に３００２人の入館者を達成し

ております。

道の駅として必ず設置が必要なものとして、公

衆トイレ、公衆電話、駐車場があり、２４時間供

用できなければなりません。駐車場は当初８０台

分を予定しておりましたが、現状では１３０台分

に拡張してきております。敷地内には情報コーナ

ー、特産品販売コーナーのほかにお米のコーナー

があり、そこでは精米体験ができる設備があり、

１回２００２でもみすり等を経て白米になるまで

の過程が見学でき、でき上がった ４合の米を持

ち帰ることができます。

管理運営につきましては、指定管理者である株

式会社深川振興公社に委託し、費用負担の高い部

分は直営で行い、採算はとれているとのことでご

ざいました。

また、道の駅をつくるに当たって考慮すべき点

としては、施設の暑さ対策や駐車場面積、商品の

アイテム数などを考えるべきであり、物産及び加

工品販売はコンセプトを逸脱しない範囲で協議し、

販売は個人農家でなくＪＡが行い、端境期にはほ

かの物産を販売してでも閉鎖しないようにしてい

るとのことでございました。また、雇用について

もパートを含め約３０名を超えているとのことで、

来年１１月にオープン予定の当市風連地区道の駅

の参考になりましたし、名寄道の駅の建設に当た

っては独自の魅力づくりを目指して十分な協議が

必要であると感じました。

次に、夕張郡長沼町にあります道立中央農業試

験場においては、クリーン農業に対する取り組み

状況についてをテーマに視察を行いました。本年

５月に食品中に残留する農薬等の規格基準がポジ

ティブリスト制度に移行したことにより、これま
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でのクリーン農業に対する考え方や農薬の使用に

ついてどのような影響などがあるかについて説明

を受けました。

総合防除科では、農薬が多用されている病害虫

に対し総合的な視点から薬剤防除だけに頼らず、

物理的、耕種的、生物的防除などの手法を開発、

改良する試験研究を行っており、試験展示圃には

メロン、アスパラの害虫に対して天敵による生物

学的防除法を実践している状況を見学してまいり

ました。現時点では一部で実用化されております

が、コスト面や防除方法の確立面から一般の普及

までには問題が残っております。しかし、消費者

ニーズ等を考えると、近い段階で一般でも作物に

より実用普及されていく可能性があると感じまし

た。

さらに、樺戸郡浦臼町にある農業生産法人有限

会社神内ファーム２１は、名寄市農業振興センタ

ー等と連携をとりながら、アスパラパウダー等の

試験研究を行っておりますが、そこでは生産、加

工、販売、一貫体制の新しいビジネス形態の創出

と新規就農者独立支援機構の確立について視察を

行いました。

視察の冒頭、この施設の創設者であります神内

会長からの講話を受けた後、この施設の概要等に

ついて説明を受けました。これまでに５００２２

の設備投資をし、農場面積は６００ヘクタールで

あり、そのほかに長２部に２００ヘクタールの農

地を取得する予定であります。経営内容としては、

冬でも温室野菜を作付して、収益性の高い南方系

の果実等を栽培しております。牧場では黒毛和牛

の大規模な繁殖を始め、１２頭の和牛を目指して

おります。また、新規就農者の独立支援活動とし

てに現塾という塾を開き、新規就農を目指す家族

に対して３年間の実習で独立して生活できるよう

に一貫したサポートを行っており、研修期間でも

夫に対しては月に２０２２から２５２２、妻は１

５２２から１８２２と、これは最低月額３５２２

を保障しているようでございますが、などの支援

をしており、現在は１期生の１５家族だけではあ

りますが、将来的には４期６０家族までを考えて

いるとのことでございまして、最終的には３０戸

を一つのコミュニティーとしていく考えであると

いうことで計画を進めているということでござい

ました。

規模や条件の違いがあるとしても、名寄市にお

きましても新規就農者に対する方策等を検討する

必要があると感じてまいりました。

さらに、２平市にある株式会社２平花卉園芸振

興公社では、高収益性作物の栽培状況についてを

テーマに視察を行いました。施設においてコチョ

ウランの実生とメリクロン苗の栽培過程を見学し

てまいりました。

コチョウランは、種子を殺菌して、フラスコの

寒天培地の中に育てる実生苗と頂点分裂組織、メ

リステムと栄養体、クローンとの合成でつくられ

たメリクロン苗による２通りの栽培方法がありま

す。メリクロン苗は、ウイルスや植物病原菌が除

去された健全な植物が得られ、遺伝的形質が均一

であることから、高品質ですぐれた親の形質を持

った同一の花をつくることが可能であるとのこと

でございます。これまでにも名寄市の農業振興セ

ンターにおいてタイセツサクラや食用ユリ等の茎

頂点培養による組織培養で一定の実カを上げてお

りますが、今後においても花卉や食用ユリ等の茎

頂点培養による組織培養を積極的に取り組む中で、

安全、安心な苗の供給と農業所得の向上を目指す

ことが必要であります。

最後に、今回の視察経過を踏まえまして、風連

地区に建設が予定されております道の駅について

委員会として議論を進めてまいりました。委員会

としての考えとしては、モチ米などの明確なコン

セプトを持って既存の道の駅とは違う憩い集う場

としての空間でありたいと考えております。既設

の駐車場スペースの不足が懸念されることや大型

車の出入りがスムーズにできる駐車位置の設定、

２７線市道からの交通アクセス等の検討が必要で
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あります。また、緑地に、木陰等の周辺景観への

配慮から、パークゴルフ場を併設することの可能

性や隣接する既存施設との連携も視野に入れなが

ら、地場産品の物販施設は夏、冬の需要に対応で

きる施設設計を工夫していく等の課題がございま

す。さらには、トイレ施設につきましては、シャ

ワートイレの導入や女性トイレの十分な数の確保

などについても将来を見据えた配慮をしていく中

で、新生名寄市のシンボルとしての個性的な道の

駅を目指すべきであると考えております。

以上を申し上げまして、経済常任委員会の行政

視察報告といたします。ありがとうございました。

次に、建設常任委員会、〇議長（田中之繁議員）

野々村勝委員長。

建設常任〇建設常任委員長（野々村 勝議員）

委員会の行政視察報告について御指名がございま

したので、ただいまより報告いたします。

委員会は、松尾建設水道部長、関下上下水道室

長の同行をいただき、６月２８日から３日間の日

程でニセコ町と砂川市を視察研修してまいりまし

た。

初日、ニセコ町役場でニセコビュープラザ直売

会の小原会長と直売会唯一の職員である岩崎様か

ら直売会の運営状況について説明を受けたところ

です。平成９年度にニセコ町の観光案内を目的に

道の駅ニセコビュープラザが建設されましたが、

当時の逢坂町長からニセコ町の農産物に付加価値

をつけて販売してはどうかという提案があり、そ

の年に休憩用の木のいすの上で５軒の会員による

無人直売場が始まり、翌年には２０軒となり、会

員の頑張りにより人気スポットとなり、４３の直

売ブースと２軒のショップが出店し、基本的なシ

ョップブース以外は無人販売でした。そのため商

品と売上金の誤差が大きくなり、販売員の中には

入金漏れが２０％から５０％も出てくるようにな

ったそうです。平成１０年度から組織化し、現在

は役員１２名と会員６０戸のテイクアウトコーナ

ー５戸となり、６５軒のショップコーナーを運営

しており、入会者の決定、お客様の対応などにつ

いて決まりをつくり、運営して、お客様の対応と

して会員による当番制をしき、このことにより商

品の説明ができることで多くのファンが定着して

いるとのことでした。年々人気が増す中、お客様

と生産者の情報交換とニーズの掌握が年間８００

品種の需要となる大きな要因となったそうです。

平成１４年８月よりバーコードによるＰＯＳのシ

ステムを導入し、無人販売時に起きていた商品と

代金の不一致が解消され、平成１７年度９月より

商品補充集荷システム、これだすシステムを導入

し、平成１７年度の売り上げは２２ ５００２２

を計上したとの説明を受けたところです。

次の日は、名寄市の市街地再開発担当熊谷参事

と長内主幹とも合流をし、砂川市を視察してまい

りました。テーマは、市街地再開発事業と行政の

かかわりについてであります。

砂川市の市街地再開発事業は、平成７年に市街

地総合再生基本計画が作成され、平成１０年に準

備会が設立し、平成１３年６月に事業が完了して

おります。当時の担当者でありました現在商工観

光課の田伏課長と飯沢係長から説明を受けること

ができました。当事業は、砂川駅の南側中心市街

地に位置し、交差点を中心とした十２街の一角に

面しており、大型店のＡコープや専門店が立地し

ていた古くから近隣市町から買い物ができる市街

地商業地として発展し、にぎわいとともに活気の

ある中心市街地を形成した重要な地区であり、そ

の後近隣炭産地の閉山や関連企業の撤退、大型店

の合理化等に伴い、人口の減少、車社会が到来し、

高齢化社会の問題、産業活力の停滞等で商店街の

空洞化が余儀なくされ、さらに農協マーケットが

郊外へ移転の話が持ち上がったことから、市民か

ら市街地再開発の声が上がったそうです。施行地

区面積が約 ９ヘクタール、権利者が９名で、個

人施行で行われ、主要な用途は商業施設としてス

ーパー、ＪＡを含む他が ０４９平方メートル、

駐車場が８０台分で ０８８平方メートル、総事
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業費は１５２ ０００２２で、そのうち補助金が

国が２２ ０００２２、道が１２ ０００２２、 

市が１２ ０００２２であったことなどの説明を

受けました。

また、質問に対し地権者との交渉にはコンサル

タント会社が行い、個人施行が主であることから、

市は支援する立場をとったとのこと、市は補助金

のほかに駐車場整備に２２２を負担したこと、補

助金の申請は市が行い、市の歳入に入れること、

冬期間の駐車場の除排雪に市から５０２２を補助

していることなど説明があり、その後再生した施

設を視察し、魅力ある商業拠点として地元の豊富

な食材、日用品がそろい、ＪＡの金融店舗に美容

院、菓子店、食堂、薬局等の専門店が配置され、

物を買うだけではなく、お年寄りと小さなお子様

がくつろげる場所等を考慮した店舗づくりと事故

防止のため駐車場を広くとり、ゆったりとした建

物店舗であると感じました。

今回の視察では多くのことを学んでまいりまし

たが、これらについては今後の議会活動に生かし

てまいりたいと思っておりますし、中身の濃い研

修だったことを御報告し、建設常任委員会の行政

視察報告とさせていただきます。ありがとうござ

いました。

以上で委員の派遣報告〇議長（田中之繁議員）

を終わります。

日程第８ 閉会中継続〇議長（田中之繁議員）

審査及び調査の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付しました各委

員長からの申し出のとおり決定することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼０者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に付〇議長（田中之繁議員）

託されました案件は全部終了いたしました。

これをもちまして、平成１８年第２回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ６時１８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

副 議 長 堀 江 英 一

署名議員 木戸口 真

署名議員 渡 辺 正 尚
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成１８年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 猿 谷 繁 明 １．食品加工流通団地について

（Ｐ ６７） (1) 団地の現状は

(2) 集合住宅に対する対応

２．都市計画用途地域について

(1) 市内用途地域の見直し

(2) 準工業地域を「特別用途地区」に

３．指定管理者制度について

(1) 指定管理者制度の本来の目的は

(2) 指定管理者制度の展望

(3) 参入しやすい情報の提供について

２ 岩 木 正 文 １．冬のスポーツで交流人口の増加を

（Ｐ ７４） (1) 名寄を日本のジャンプの拠点に

(2) カーリング場の利用促進について

(3) スペシャルオリンピックスへの協力について

２．認定こども園について

(1) 認定こども園制度についての考え方

(2) 道の認定基準についての名寄市の考え方

(3) 幼稚園型への取り組みに対しての協力について

(4) 保育所型の名寄市の考え方

３．学校給食について

(1) 給食費の定義

(2) 学校給食会のあり方と次年度引当金について

(3) 食育を踏まえた献立について

３ 高 橋 伸 典 １．障がい者に住みよいまちづくり

（Ｐ ８４） (1) 審査会の協議の状況は

(2) 基本指針に則して、サービスの数値目標は

(3) 障がい種別ごとのグループホームの状況は
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(4) 福祉施設から一般就労に移行への年度別数値目標は

２．「新バリアフリー法」について

(1) 移動等円滑化への基準適合の対応は

(2) 基本構想策定協議会の設置は

３．ごみ焼却施設の解体について

(1) 名寄地区・風連地区の築年数と保存状況は

(2) ダイオキシン問題への対応について

(3) 解体への検討は

４ 東 千 春 １．道の駅建設について

（Ｐ ９３） (1) 当初からの議論経過と目的やコンセプトについて

(2) 計画の進め方とその進捗状況について

(3) 施設の計画内容について

(4) 隣接する民間企業との関係について

(5) 農産物の販売計画と農家との連携について

２．名寄市立大学の充実と振興について

(1) ２箇所ある図書室の課題について

(2) 図書室職員の配置について

(3) 大学図書館の望ましい将来像は

(4) 名寄市立図書館との合築も含めた将来展望は

(5) 部活動に対応した整備について

５ 村 端 利 克 １．風連高等学校の存続について

（Ｐ１０３） (1) ６月定例議会後の経過について

(2) 存続に対し、今後の見通しについて

(3) 今後の運動方針について

２．風連東地区の運動広場見直しについて

(1) ゲートボール場付近の排水路の整備について

(2) ゲートボール場の廃止と整備について

(3) １８ホールのパークゴルフ場の新設について

(4) グラウンドゴルフ場の見直しについて

(5) 子どもと老人の憩いの場としての整備について

３．風連市街と東地区の連絡道路について

(1) 旧風連町議会での質問に対するその後の経過について

(2) 保線橋の整備問題について

(3) 住民に優しい道路整備について
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(4) 駅ホームの活用について

６ 木戸口 真 １．名寄市農業振興策について

（Ｐ１１２） (1) 「名寄市農業・農村振興審議会」「名寄市農業振興対策協議会」

の取り組みとあり方について

(2) 防衛施設周辺整備事業（農業用施設設置助成事業）の経過と目

的、今後の考え方について

２．安心・安全のまちづくりについて

(1) 住宅用火災警報器等の設置について

ア 名寄市営住宅等の対応について

イ 高齢者、低所得者等の福祉的な対策は

(2) 名寄市災害弱者緊急通報装置の設置について

ア 風連地区の端末機の更新は

７ 谷 内 司 １．教育委員会のあり方について

（Ｐ１２２） (1) 教育行政執行方針の内容協議は

(2) 教育委員会において給食センターの統合について協議されたか

(3) 給食費について

(4) 合併後５ヵ月が過ぎたが、合併協定が守られているか

８ 駒 津 喜 一 １．商工業の振興について

（Ｐ１３９） (1) 改正まちづくり三法について

(2) 住宅地域に小規模商業施設の誘致について

(3) 建設業のソフトランディングについて

２．福祉事業について

(1) 合併による福祉電話について

９ 宗 片 浩 子 １．道の駅について

（Ｐ１４６） (1) 道の駅に壁画による案内看板の設置を

(2) 交通安全を促す看板の設置を

２．男女共同参画社会について

(1) 男女共同参画推進計画について

(2) 名寄市における男女共同参画社会の推進・行動計画の取り組みに

ついて
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１０ 栗 栖 賢 一 １．まちづくり三法の改正による新しい課題について

（Ｐ１５４） (1) 中心市街地活性化計画の見直しとその推進について

(2) 住宅マスタープランとまち中居住について

(3) 駅前市有地の利活用について

１１ 植 松 正 一 １．名寄市の農業施策の取り組みについて

（Ｐ１６３） (1) 品目横断的経営安定対策の支援内容について

(2) 農業振興に係る整備計画の変更、見直し等の進捗状況について

(3) 地場産品の地産・地消の推進計画の策定について

２．道路計画の見直しについて

(1) 名寄地区の私道対策について

(2) 市道の防塵対策について

(3) 風連地区は舗装工事完了、名寄地区における今後の対応・対策に

ついて

１２ 宮 田 久 １．市政執行と法令・条例等の遵守について

（Ｐ１７３） (1) 平成１８年度市政執行方針について

(2) 地方自治法第１３８条の２及び第９６条等について

(3) 地方公務員法第３２条、第３３条、第３５条等について

(4) 上記の項目に関連する法令及び条例規則等について

１３ 渡 辺 正 尚 １．交流人口拡大の考え方について

（Ｐ１８０） (1) 今後の交流人口の拡大についての施策や考えは

(2) 交流人口拡大によって考えられる地域の活性化は

(3) 魅力ある公共施設の利用推進による期待は

２．今年度の教育行政の実施状況について

(1) 名寄市に適した教育環境の考えはどのようなものか

(2) 教育委員会で抱えている現在の課題は

(3) 高校再編についての考え方について

３．市立総合病院の今後について

(1) 現在の経営状況についてはどのようなものか

(2) 敷地内分煙の考えについて

(3) 市立病院の将来展望について

１４ 黒 井 徹 １．農業振興計画樹立にあたって

（Ｐ１９０） (1) 農業支援センターについて
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(2) 農地流動化に対する支援について

(3) 担い手対策

(4) 小規模経営への対策

２．中心市街地活性化について

(1) 中心市街地活性化基本計画の見直しについて

ア 空き店舗の対策について

イ コンパクトシティーの取り組みは

(2) 風連市街地再開発事業について

ア 現状と今後のスケジュール

イ 事業費の概算と補助内容について

ウ 行政として取り組む事業内容について

１５ 中 野 秀 敏 １．行財政改革について

（Ｐ２０５） (1) 数値目標の設定について

(2) 職員給与７％削減案の根拠について

(3) 風連特別養護老人ホームの民間委託の取り組み状況

(4) 補助金負担金等の見直しについて

２．地域自治区について

(1) 地域自治区設置の今後の取り組み日程について

１６ 佐 藤 靖 １．市の財政事情について

（Ｐ２１４） (1) 平成１７年度決算見込みについて

(2) 平成１９年度総務省所管予算概算要求に対する見解

(3) 三位一体改革の評価について

(4) 市立総合病院の経営安定対策について

２．消費者を守る取り組みについて

(1) 悪徳商法の被害状況及び対策について

(2) 行政、民間団体の連携強化を

(3) ごみ収集車を活用した啓発活動の実施を

３．夏のイベントの評価について

(1) なよろのおどりや産業まつりの評価は

(2) 大学公園の有効活用の可能性について

４．社会教育施設の将来像について

(1) 教育委員会内部での文化大ホール、木原天文台建設の検討経過

(2) 広域連携の必要性について
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１７ 斉 藤 晃 １．大雨による旭ヶ丘地区の道路等の冠水対策について

（Ｐ２２６） ２．国民健康保険税の引き下げについて

３．まちづくりと福祉について

(1) 総合計画策定では、福祉を柱の１つに必要ではないか

(2) 道北各市町の福祉施設の現状と名寄市の役割と連携について

(3) 精神科の役割と医師確保について、研修医制度への対応について

１８ 山 口 祐 司 １．児童公園の善良管理について

（Ｐ２３６） (1) 児童公園の現況と管理状況は

(2) 使用地及び物件の風致の保持は

(3) 遊具の保守点検と補修は

(4) 利用者の声を把握するための職員による巡回は

２．農村の生活習慣病について

(1) 全国規模で実施される農村の生活習慣病調査について

(2) 国の調査状況も踏まえて、市内の予防活動のベースにする考えは

(3) 食材の偏りについて、市の保健推進の立場からどうとらえている

か

１９ 熊 谷 吉 正 １．障がい者福祉について

（Ｐ２４３） (1) 名寄市障がい者福祉計画（改訂版）進捗について

(2) 障がい者自立支援法の影響と今後の課題について

(3) 名寄市障がい福祉計画（仮称）の取り組みについて

２．今後のまちづくりについて

(1) コミュニティーと自治の結合について

(2) 自治区の機能、位置づけについて

(3) 地域内分権の具体化に向けて

(4) 心の合併の醸成について

２０ 竹 中 憲 之 １．新市の花・木・鳥の選定に伴う保護等について

（Ｐ２５５） (1) 市花の保護等は

(2) 市木の植樹の計画は

２．専門職の配置について

(1) 文化財専門職の増員配置の時期は

(2) その他の専門職の配置の考え方は

３．廃棄物の分別強化について

(1) 本年６月公布となった法律と当市の減量計画は



－289－

(2) 市民、事業者への指導は

４．過疎地域自立促進市町村計画の具体化について

(1) 除排雪体制の強化について

(2) 公園設備の再点検、再整備とトイレの設置について

２１ 佐 藤 勝 １．総合計画における地域振興、地域分権の施策を

（Ｐ２６４） (1) ポスト地域協議会について

(2) 地域担当スタッフ制について

２．風連地区最終処分場管理のあり方について

(1) 指定物以外の混入に対する対応と、人員を含めた管理強化を

３．風連中学校改築に係る今後のスケジュールについて

(1) 耐震化率等「施設整備計画」

ア 目標

イ 必要な整備内容

ウ 計画期間

(2) 小中一貫教育について
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第 ２ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 議 決 結 果 表

平成１８年９月１日～平成１８年９月１５日 １５日間

本会議時間数 ２４時間０７分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

議 案 第 １ 号 名寄の冬を楽しく暮らす条例の制定について 18. 9. 1 総務文教常任委員会

付託

18. 9.15 修 正 可 決

議 案 第 ２ 号 名寄市議会の議員その他非常勤及び臨時の職 18. 9. 1 原 案 可 決

員の公務災害補償等に関する条例の一部改正

について

議 案 第 ３ 号 名寄市乳幼児医療費の助成に関する条例の一 〃 〃

部改正について

議 案 第 ４ 号 名寄市老人医療費の助成に関する条例の一部 〃 〃

改正について

議 案 第 ５ 号 名寄市重度障害者、精神障害者及びひとり親 〃 〃

家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改

正について

議 案 第 ６ 号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ７ 号 名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部 〃 〃

改正について

議 案 第 ８ 号 名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の 〃 〃

取得又は処分に関する条例の一部改正につい

て

議 案 第 ９ 号 名寄市共同飲料水施設等事業条例の一部改正 〃 〃

について
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議 案 第 １ ０ 号 専決処分した事件の承認について 18. 9. 1 承 認

議 案 第 １ １ 号 名寄市過疎地域自立促進市町村計画について 〃 原 案 可 決

議 案 第 １ ２ 号 市道路線の廃止について 〃 〃

議 案 第 １ ３ 号 市道路線の認定について 〃 〃

議 案 第 １ ４ 号 指定管理者の指定について 〃 〃

議 案 第 １ ５ 号 専決処分した事件の承認について 〃 承 認

議 案 第 １ ６ 号 平成１８年度名寄市一般会計補正予算 〃 原 案 可 決

議 案 第 １ ７ 号 平成１８年度名寄市国民健康保険特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ ８ 号 平成１８年度名寄市老人保健事業特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ ９ 号 平成１８年度名寄市介護保険特別会計補正予 〃 〃

算

議 案 第 ２ ０ 号 平成１８年度名寄市簡易水道事業特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 ２ １ 号 平成１８年度名寄市公設地方卸売市場特別会 〃 〃

計補正予算

議 案 第 ２ ２ 号 平成１８年度名寄市病院事業会計補正予算 〃 〃

意見書案第１号 季節労働者の「特例一時金」現行維持に関す 18. 9.15 〃

る意見書

意見書案第２号 集配局の廃止再編計画に反対する意見書 〃 〃
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意見書案第３号 ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める 18. 9.15 原 案 可 決

意見書

意見書案第４号 療養病床の廃止・削減の中止等を求める意見 〃 〃

書

意見書案第５号 各国の食料主権を保障するＷＴＯ農業交渉を 〃 〃

求める意見書

意見書案第６号 品目横断的経営安定対策の見直しに関する意 〃 〃

見書

報 告 第 １ 号 専決処分した事件の報告について 18. 9. 1 報 告 済

報 告 第 ２ 号 専決処分した事件の報告について 〃 〃

報 告 第 ３ 号 例月現金出納検査報告について 18. 9.15 〃

委員の派遣について 〃 派 遣 決 定

委員の派遣報告 〃 報 告 済

閉会中継続審査（調査）の申し出について 〃 継続審査（調査）

決 定
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